
第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-1-1　維持期リハ（在宅系）①
利用者ニーズを生活リハビリで実現する －介護医療院で入浴支援した一事例－

札幌西円山病院　介護医療院　にしまるポッケ

みわ なるみ

○三和 成実（作業療法士），石川 朝子，亀田 さゆみ，千葉 郁未

【はじめに】介護医療院『にしまるポッケ』では生活リハビリを実践している．今回、妻より「できる事はや
らせてあげたい」という希望が聞かれた利用者に対して入浴支援を行った経過と妻へのインタビューの結果に
ついて報告する．

【事例】A 氏：70 歳台男性．50 歳台後半に若年性アルツハイマー型認知症を発症．入所時 FIM は 18/126，意
思表出は困難，生活全般に介助を要し，入浴は臥位でのミスト浴であった．

【入浴支援の取り組み】端座位保持軽介助，立ち上がり及び立位は全介助で可能であることから入所後 3 ヶ月
後よりリフト浴試行する．実際の浴室で濡れた肌での立ち上がり介助，座位保持状況の評価を行い，3 ヶ月間
継続的に入浴へ同行し介護士・看護師へ介助方法の伝達を実施．介護者全員が不安なく介助でき，生活へ取り
入れることが可能となる．

【妻へのインタビュー】Ａ氏の妻を対象にインタビュー実施．大きく 3 点について質問し結果を以下に纏める．
なお，発表に際し個人情報に関する説明を行い，同意を得た．①リフト浴への思い「機能が低下しても、今出
来る部分に着目することが大切」「進行する病気だからこそ継続が大切」，②生活リハビリについて「病院では
リハビリの人は訓練時間以外の関わりは希薄であった．ここはリハビリが生活を一緒に作り上げており，大切
なことだと感じる」，③大切にしたいこと「認知症患者がターミナルに向かう時に感情は最後まで残るため、
それを大事にしたい」．

【考察】機能的改善が見込まれない A 氏の「今，できる事」を見極め，ＦＩＭの点数には変化はないが生活様
式は変えることが出来た．能力が発揮しやすい方法・環境を追求した今回の関わりは本人・家族の満足度を高
めることが出来た．入所者に対する毎日の活動・参加を軸とした利用者主体の生活リハビリは，患者から生活
者へ変化させるためには効果的な介入の一つかもしれない．



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-1-2　維持期リハ（在宅系）①
幻聴による問題行動を呈した一事例～ Stiff-Person 症候群患者の家族負担軽減を目指して～

湯田内科病院　リハビリ課

よしなが まこと

○吉永 誠（理学療法士），猪野 浩介

[ はじめに ]
今回、40 代女性の Stiff-Person 症候群患者が障害者総合支援法での介護サービス導入後に、問題行動が減少し
家族の介護負担も軽減したので報告する。

［経過］
事例は 40 代女性、病歴 19 年の非常に稀な進行性の神経性疾患で、自己免疫疾患の Stiff-Person 症候群患者で
ある。音や光など外部刺激で強度の筋緊張亢進、意識消失、呼吸抑制等の発作が出現し、2012 年より医療保
険での訪問リハビリ開始となった。訪問リハ介入直後に仙骨部褥瘡形成、その後も投薬調整等の入退院を繰り
返しながら在宅生活を送った。2016 年の皮弁術後は再度自宅へ退院。褥瘡は完治したが、術後より幻聴出現
し家族に対する暴言、物投げなどの問題行動が増加。主治医による投薬調整を続けながら、担当相談専門員主
導で 2018 年 4 月から各種福祉サービスを導入した結果、翌年 3 月には幻聴や問題行動が減少した。2019 年 4
月より本人希望で通所サービス、ショートステイは一旦休止となっている。

［考察］
幻聴で興奮し自身でも抑えられない衝動があり、家族への暴言や物投げが生じ、家族が精神的に追い込まれて
いることが改めて浮き彫りになった。
家庭崩壊を防ぐために各種介護サービスを導入した結果、閉じこもりや社会性の改善、趣味活動の手芸を再開
できた。賃金収入を得ることで自信を取り戻し、「ミシンを買いたい」という新たな目標が得られた。また、
外出や気分転換で幻聴が減少し、家族の精神的・肉体的負担軽減の一因になったと考えられた。一方で病状悪
化、家族自身の高齢化等、将来への不安も根強い。今後も通所サービス、ショートステイのサービス再開や傾
聴に加えて、保健師や精神保健福祉士の介入等を通じて本人だけでなく、家族にも寄り添った精神ケアが重要
と考えられた。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-1-3　維持期リハ（在宅系）①
記憶力低下のある利用者に対する自主訓練定着の取り組み

阿蘇温泉病院

さいとう ひろあき

○齋藤 博昭（理学療法士），下村 貴文，甲斐 匡哉，緑 亜加音，佐伯 将太，林 寿恵

【はじめに】
記憶力低下が著しい利用者に対して訓練表を作成し、自主訓練を指導したが定着せず、掲示方法の工夫や他職
種の協力を得て定着できたためここに報告する。

【症例】
85 歳、女性、要介護 2、独居（既往歴）変形性膝関節症、後縦靱帯骨化症、慢性心不全、MMSE：29 点（主訴）
脚が悪く、歩き初めや長歩きがつらい。（介護サービス）デイサービス・通所リハビリ・訪問介護を週 2 回ず
つ利用。訪問リハビリは生活動作の改善や自主訓練の定着を目的に週 1 回利用。

【経過】
この症例に自主訓練が必要と考え、定着に向けて取り組んだ。MMSE は 29 点だが、短期記憶の低下がみられ
訓練内容を視覚的に明示した訓練表を作成し、居間の視認可能な壁に掲示した。しかし、壁へ注意が向かず、
1 週間後の訪問時には訓練表の存在を忘れていた。壁には他の複数の掲示物があったため必要最小限に整理し、
注意が向き易い工夫を行ったが、次回訪問時も自主訓練は行われていなかった。そこで、居間の卓上に掲示し、
午前と午後の実施を自らチェックする項目を加筆すると、以降 2 週間の実施が確認された。だが、3 週間後は
訓練表を紛失され、訓練のことは忘れていた。来客時に訓練表を片付けた後、場所を忘れたようである。その
後も訓練表を再掲示するが、再び紛失していた。掃除の際に自らが片付け、そのまま忘れていることが続いた
ため訪問ヘルパーに訓練表のことを説明し、実施するよう声かけの協力をお願いした。その後 2 週間以上の実
施記録がみられたが、紛失は継続してみられたため、その度に掲示場所の変更を実施した。その結果、訓練表
掲示開始から 10 週目以降は訓練表がなくても実施内容や回数を記憶するようになった。

【まとめ】
自主訓練表の紛失を繰り返す記憶力低下のある利用者に対して掲示方法を工夫した。紛失が続いたが、約 10
週間後には内容を覚えるまでに至った。定着には周囲の協力を得ながら促すことが重要だと学んだ。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-1-4　維持期リハ（在宅系）①
具体的な歩行コースを提示したことで、外出頻度向上を認めた症例

熱川温泉病院　リハビリテーション部

いなば とものり

○稲葉 智教（理学療法士），小山内 隆，櫻井 靖一郎，鈴木 匠

【はじめに】
外出頻度の低下を認めた症例に、歩行・バランス能力向上や外出のきっかけを作ることで、外出頻度が向上し
たため報告する。

【倫理的配慮】
本発表に際し、十分な説明を行い、同意を得た。

【症例紹介】
脳腫瘍術後の既往がある 80 歳代男性、介護度は要介護 1、通所リハを週 3 回利用、ADL は自立レベル。病前
の趣味は絵を描くことや野草の観察。自宅周辺環境は坂道が多く、不整地な場所を多く認めた。病前と比較し
外出頻度は低下しており、生活範囲は自宅敷地内。転倒経験は 2 回。左下肢の振り出しにくさと転倒したこと
による不安が聞かれた。歩行評価は、10m 歩行 9.9 秒、TUG13.5 秒。

【経過】
2018 年 1 月、通所リハを開始。開始時は外出に対し「左足を引きずる感じがあるし、転ぶのが怖い」と聞か
れた。そこで、歩行訓練やバランス訓練を中心に取り入れた。2019 年 2 月、屋外歩行は手放し歩行にて連続
30 分可能、10m 歩行 7.0 秒、TUG9.1 秒と歩行・動的バランス能力向上を認めていた。しかし、能力向上した
にも限らず外出頻度は変わらなかった。そのため、外出に対し聴取したところ「知らない場所や慣れない場所
で倒れた時を考えると不安」との事だった。そこで、2019 年 3 月、外出コースの実地調査を実施。坂道や不
整地であることを考慮し、Borg スケール 11 ～ 12 程度の強度とし、15 分程度で 600m の道のりを提案、通所
リハ以外の日に 2 日程度行うように指導した。その後「無理せずに歩けて、続けられます」と聞かれ、継続し
た外出が行えた。また 900m 程度に歩行距離は延長しており、「天気や気候の良い時に自宅周りでデッサンを
したい」と意欲の向上を認めた。

【考察】
転倒の経験から不安を抱き、外出頻度が低下したと考えた。外出コースの実地調査に同行したことで、不安が
緩和し、自己効力感が得られ、自信の向上に繋がり外出頻度が向上したと考えられる。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-1-5　維持期リハ（在宅系）①
スムーズに歩きたい 80 歳代女性の歩行向上目指して　BiNI Approach の評価・治療介入

南部厚生病院　リハビリテーション科

ささき つばさ

○佐々木 翼（理学療法士），瀬川 文寛

【はじめに】　
今回、パーキンソン症状に対してコアスタビリティーに着目し治療した結果、歩行能力向上した症例を経験し
たので以下に報告する。

【症例紹介】　
80 歳代女性。約 6 年前にパーキンソン症候群を発症し、H30 年 7 月より当院にて、頚椎症脊髄症と脊柱管狭
窄症と診断されリハビリを開始する。症状では、歩行時のすくみ足や振戦、感覚障害、軸性疼痛が見られる。　
現在、独居生活で家事なども 1 人で実施。移動手段はタクシーと杖歩行であり、独歩可能であるがすくみ足・
振戦が強く見られ転倒リスクが高い状態である。

【評価】　
週 3 回 BiNI　Approach を実施。評価では、右下肢感覚低下・筋力低下が見られた。並進バランステストでは
score2 レベル。足踏み試験陽性反応見られた。歩行では、T 字杖を使用し静歩行である。歩行開始時はすく
み足がみられ、歩行中では、バランスを崩さないように上肢で安定性を保っている。

【治療】
BiNI　Approach では、感覚入力を用いて、より協調的な運動発現を促し、良好な運動感覚を中枢神経（脊髄
レベル）まで入力する。COP オシレーションでは、セラピストが患者様に徒手的に COP を立ち上げることに
より、床反力情報を感覚入力し腹内側系をアップレギュレーション（上昇調節）する感覚入力。

【考察】　
介入後は、胸郭や膝関節の結合組織の硬度が低下し、良好な感覚入力によりコアスタビリティーのアップレギュ
レーションがみられ、歩行時のすくみ足が軽減された。歩行では、静歩行であったが、フリーハンドにて独歩
が可能となる。感覚入力を続けた結果ジョギング可能となり、表情も不安感から幸福感に変化が見られた。リ
ハビリ介入前は当院までタクシーを利用していたが、現在は自転車で来院することが可能となった。自転車に
乗ることで外出頻度が増え活動性拡大につながっている。しかし、リハビリをはじめて 3 ヶ月であるため、今
後半年間の治療継続し機能向上を目指し QOL 向上につなげたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-1-6　維持期リハ（在宅系）①
リハビリテーション資源を活用し、在宅生活をフォローできた生活期脳卒中患者の 1 症例につい
て

ベルピアノ病院　リハビリテーション室

おか たいし

○岡 大史（理学療法士），小川 真司

はじめに
脳卒中発症後から重度後遺症をきたし、約 6 年の経過のある患者を担当する機会を得た。
当患者の経過を整理すると、それぞれの時期に様々なリハビリテーション（以下、リハビリ）を受けており、
また、各々の職域に応じた独自性があることが分かった。
その結果について、以下報告する。

症例紹介および経過
48 歳男性、妻と二人暮らし。2013 年、脳出血（脳幹部）発症。
人工呼吸器管理、胃瘻造設となり日常生活動作（以下、ADL）は全介助の状態であった。
その後、回復期病棟に入院し、当院でのリハビリが開始となった。約 3 か月間のリハビリ加療後、ADL は重
度介助の状態であったが、移乗用リフト等を導入し、本人実家への退院となった。以降、定期的な地域包括ケ
ア病棟での ADL 強化型入院や、通所・訪問リハビリ、他にも当法人内事業である自費リハビリも利用し、継
続的にリハビリサービスを活用しながら在宅生活を送っており、現在、基本動作能力は軽介助～中等度介助の
状態となっている。
今回の ADL 強化型入院における目標は起立・立位能力改善、嚥下機能改善であり、本人の最終目標は就労、
自動車運転である。
各時期のリハビリの詳細については口演にて報告する。

考察
重度後遺症のある脳卒中患者の生活期においては、本人の努力や、家族の想いを基盤とし、それに応じるため
多職種協働での支援が必要となる。加えて、リハビリ専門職においては、その職域に応じた専門性のある介入
を実践する必要がある。
今回、当患者に関する経過の整理を通じ、各時期において、本人・家族の想いや、その場の状況に応じた目標
設定や独自性のある介入を行い、達成してきたことが、在宅生活が維持できている要因であることが分かった。

おわりに
今後も本人の高い希望を尊重しながら、家族の想いや、その場の状況に応じた実現可能性のある目標を設定し、
在宅領域のリハビリ専門職との連携のもと、より質の高いリハビリの提供に繋げていきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-2-1　維持期リハ（在宅系）②
閉眼片脚立位バランスにおける要因

西宮回生病院　リハビリテーション部

まさだ よしふみ

○政田 嘉史（理学療法士），蔵本 匡平，中江 諒，井手田 将司，伊藤 太一

【目的】
 介護が必要になった原因の 12.5 ％が骨折・転倒を占め、転倒リスクを減らすことは課題である。転倒に繋が
る要因について様々な視点から評価・検証し、転倒予防に役立つデータの取得を目的とする。

【方法】
  対象は健常者 ( 当院リハビリテーション部スタッフ )22 名 ( 男性 13 名、女性 9 名 ) 、平均年齢 23.7 歳 (22-29 歳 )。
動的バランス検査 ( 片脚立位、閉眼片脚立位、不整地での片脚立位 ) を実施し、身長、体重、BMI、体脂肪率、
筋肉量、筋力 ( 膝伸展筋力、下肢粗大筋力、股関節外転筋力、rowing)、握力、自覚的脚長差、関節可動域 (SLR・
立位体前屈 ) を測定。左右できる項目は分けて実施 ( 右側 / 左側：以下 Rt/Lt)。動的バランス検査と各測定項
目を Spearman の順位相関係数を用いて検討を行った。有意水準は 5 % 以下とした。

【結果】
 閉眼片脚立位と rowing、閉眼片脚立位と自覚的脚長差に有意差があった。閉眼片脚立位 Rt と rowing：r = 0.4、
P 値 = 0.03。Lt：r = 0.4 、P 値 = 0.03 と正の相関があった。閉眼片脚立位 Rt と自覚的脚長差 Rt：r = -0.4、 P
値 = 0.03。Lt：r = -0.4、 P 値 = 0.05 と負の相関があった。その他筋力や柔軟性などの項目は有意差がなかった。

【考察】
 今回得られた結果として、閉眼片脚立位バランスにおける要因は rowing 、自覚的脚長差であった。rowing
は背筋の筋発揮が中心であるが、背筋以外にも上下肢や腰背部・胸部など、ほぼ全身の筋肉を使用しており、
背筋の筋発揮が高いことは上肢・下肢の筋発揮も連動して高まり、バランス向上を助ける働きをしている可能
性がある。
 自覚的脚長差は、足底感覚が鋭いほどに片足立ち位保持が安定しており、僅かな脚長の変化を敏感に感じ取
れるほど、高いバランス能力を有している可能性がある。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-2-2　維持期リハ（在宅系）②
頭部の屈曲位置の変化による利き手上肢発揮筋力の違い

西宮回生病院　リハビリテーション部

いいぬま たかみつ

○飯沼 陽光（理学療法士），野原 洋平，木原 遼介，檜垣 宏一，瀧川 美弥，溝渕 紗希

【目的】
　円背などを呈する患者の上部体幹は頭部前方位であることが多い . この不良姿勢の状態は , 転倒リスクのみ
ならず , 調理や洗濯などの IADL にも影響があるとされている . 今回 , 頭部の屈曲位置の変化による利き手上
肢発揮筋力はどのような影響を受けるのかを調査した .
 

【方法】
　健常者 46 名 (20 代の男性 25 名 , 女性 21 名 ) を対象に , 丸椅子端坐位にて , 利き手上肢挙上 90°で固定 . 頭部
の位置を屈曲 0°,60°の角度ごとに肩関節屈曲の筋力を測定した . 測定位置は , 上腕遠位部 . 筋力計ミュータス
F-1（ANIMA 社製）を使用した .
　頭部屈曲角度間で 2 群間比較し , 平均値の算出 , マンホイットニーの U 検定を用いて統計学的分析を行っ
た . 有意水準は 5% とした .
 

【倫理的配慮 , 説明と同意】
　対象者には事前に研究の趣旨を説明し , 同意を得た上で実施した .
 

【結果】
　頭部屈曲角度それぞれにおける肩関節屈曲筋力の平均値は , 屈曲 0°：14.50kgf, 屈曲 60°：13.61kgf であった .2
群間で 0.89kgf の差が見られたが , P ＜ 0.485 と有意な差はなかった .
　結果として , 頭部屈曲 0°と 60°間では平均値にわずかな差があった .
 

【考察】
　今回の研究結果では頭部の屈曲位置の変化によって , 利き手上肢発揮筋力に影響を及ぼした可能性がある . そ
の理由として先行研究によると , 頭部位置の違いによって , 筋電図上で肩甲骨周囲筋の活動が異なると報告が
されている . 今回 , 肩甲骨周囲筋の活動と同様に上肢発揮筋力も変化するという仮説の下 , 研究を実施したが
20 代では大きな差は認められなかった . 今後 , 肩甲骨周囲筋の筋力低下を呈した方や円背などの不良姿勢を呈
した方を対象に追加研究を実施していく必要がある .



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-2-3　維持期リハ（在宅系）②
下肢駆動しやすい車椅子の高さを考える ～日常生活への定着のために～

岩砂病院・岩砂マタニティ　リハビリテーション科

あんどう のぞみ

○安藤 のぞみ（理学療法士），田中 利典，島袋 盛一，岩砂 和雄

【はじめに】
当施設ではこれまで下腿浮腫に対して下肢の体操・エアマッサージ・振動刺激・車椅子の下肢駆動など実施し
改善を図ってきた。その中でも下肢駆動は下肢の筋肉を動かす事により筋ポンプ作用が働き、下腿浮腫の改善
に効果的である事がわかっている。当施設における車椅子利用者の大半が一般的な自走式車椅子を使用してい
るが、多くの方の体格が車椅子に合っておらず下肢駆動での移動ができていないのが現状である。今回健常者
において下肢駆動に適した車椅子の高さを見つけ出す研究を実施しその結果を利用者に試行した結果を報告す
る。
 

【対象】
 健常者 25 名（平均年齢 39 ± 12 歳）、利用者 3 名（平均年齢 87 ± 1 歳）を対象とした。
 

【方法】
Ⅰ．健常者の足底～腓骨頭（以下下腿長）の長さを計測。キャスター付きオフィスチェアを使用し、10 ｍの
下肢駆動時間を以下①・②・③それぞれ計測した。
①椅子の高さを下腿長と同じ 100％に合わせた場合
②椅子の高さを下腿長の 105％に合わせた場合
③椅子の高さを下腿長の 95％に合わせた場合
この時体幹及び上肢による推進力が生まれないよう体幹背面を背もたれに付けバンドで固定、上肢は椅子の側
面を把持することとし、自身のこぎやすい速さで下肢駆動するよう説明した。
Ⅱ．利用者には現在使用している車椅子と、①～③の中で最も駆動時間が減少した条件で車椅子下肢駆動にお
ける所要時間を計測した。
 

【結果】
椅子の高さを下腿長の 95％に合わせた場合に下肢駆動時間の有意な短縮が認められた。
利用者においても同様に下腿長の 95％に合わせた場合に下肢駆動時間が速い傾向にあった。
 

【考察】
今回椅子の高さを下腿長の 95％に合わせた事で下肢駆動の支点となる膝関節の位置が下がり、より遠くに足
を踏み出せた為下肢駆動時間が短縮したと考えられる。また利用者の体格にあった車椅子を使用する事で日常
的に下肢駆動がしやすくなり、下腿浮腫の軽減・予防に繋がると考えられる。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-2-4　維持期リハ（在宅系）②
活動量計と目標設定を用いた行動変容ステージの変化の検討

医療法人　生寿会　五条川リハビリテーション病院　リハビリテーション科

わきた たかひろ

○脇田 崇弘（理学療法士），浅野 啓作

【目的】利用者様の中には、自宅生活の中での歩行量や運動習慣の乏しい方も多い。その為、なかなか体力や
筋力の向上に至らず、買い物等の生活目標の達成に繋がらない事がある。今回、活動量計を使用し、日々の活
動量を把握してもらい、各々に適した目標を設定した。またそれに伴う、行動変容ステージの変化を観察し、
歩行・運動習慣の定着、生活目標達成に繋げられるか検証した。

【方法】当院短時間通所リハビリ利用者 4 名（男性 2 名、女性 2 名、平均年齢 71 ± 10.3 歳、脳血管疾患 2 名、
運動器疾患 2 名、全て要支援者、活動量計を管理できる方）を対象とした。方法は（1）4 週間活動量計（ACOS
社 無線通信活動量計 AM510N）で活動を測定（2）アンケート（使用前後の感想）（3）行動変容ステージの確
認（4）毎日の歩数・出来事の記入（5）毎週目標の到達度を確認。来所時に担当者と活動量グラフを確認しな
がら目標を設定、自宅に掲示してもらった。

【結果】（１）装着初期の数字は高く、その後一旦減少するが最終の数字は向上する傾向にあった。（2）使用前
後で活動に対して前向きな発言が多くみられた。（3）変化なし 0 名、1 段階上昇 1 名、2 段階上昇 2 名であった。

（4）1 名以外は継続して、歩数・出来事を記録できた。（5）目標達成度平均値 2 週目 50％、3 週目 47.5％、4
週目 56.25％

【考察】今回活動量計の使用、運動・生活目標を設定し、具体的に数字や文章で目に見えるようにすることで、
活動・歩行に対する意欲の向上が図れ、結果として、大半の行動変容ステージが変化したと考える。しかし、
１名は、継続して活動量計は装着できたものの、開始時より、活動量計に対する興味も低かった為、行動変容
ステージの変化は見られなかった。また今回、脳血管疾患等による不規則歩行で、明確な歩数のデータが得ら
れず残念であった。今後は対象者を検討し、活動量計を使用することで、活動に対する意欲向上が望めるので
はないかと考えられる。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-2-5　維持期リハ（在宅系）②
運動療法実施者とマッサージ実施者で身体状況や生活範囲に差があるか

1 多摩川病院　リハビリテーション部，2 社会医学技術学院

たにもと げんた

○谷本 源太（理学療法士）1，藤井 信濃 1，椿山 弘之 1，高野 実 1，福田 崇 1,2

はじめに
近年、健康寿命も着目されており、運動の重要性が高くなっている。また、身体機能を維持する上で少なくと
も週に１回近隣へ外出することは有益と報告されている。
本研究の目的として、当院で運動療法実施者と消炎鎮痛等処置の内の、マッサージ等徒手による療法 ( 以下：
マッサージ ) 実施者で身体機能や生活範囲に差があるかを検証することで、今後のリハビリ終了時のフォロー
アップを行う際の一助とする。
 
方法
対象は 2018 年 5 月 1 日－ 7 月 31 日に当院の運動療法とマッサージを利用している脳血管疾患の既往のない運
動器疾患 47 人 ( 運動療法群 25 人、マッサージ群 22 人 ) とした。
測定項目としては握力、大腿周径、10 m 歩行、Life-Space Assessment( 以下：LSA) とし、10 m 歩行は快適
歩行と最大努力歩行で時間、歩数、速度の項目を測定した。また、初回と 1 ヶ月後の 2 回に分け測定を実施し
た。
統計は R 2-8-1 を使用し、2 群間を比較し検証した (p = 0.05) また、実施者には説明と同意を得て実施した。
 
結果
運動療法群とマッサージ群の初回測定値の比較では、快適歩行の 3 項目すべて ( 時間：p = 0.02、歩数：p = 0.03、
速度：p = 0.03)、最大努力歩行の 3 項目すべて ( 全て p < 0.01) で有意差が見られた。また、1 ヶ月後の測定結
果では最大努力歩行の時間と速度で優位差が見られた ( 時間：p = 0.02、速度 = 0.02)。
同郡同士での初回と 1 ヵ月後の比較ではマッサージ群の最大歩行歩数のみで有意差が見られた (p < 0.01)。
 
考察
結果より運動療法利用者と比較しマッサージ利用者は歩行能力が高いことが示唆された。しかし、1 か月後で
は有意差が少なくなっていることから、能力向上の目的としては運動療法が有益の可能性がある。また LSA
に関しては、外出は個々人の趣味や性格、家庭状況も大きく反映されるため、通院可能な生活期の患者では差
が見られなかった可能性がある。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-3-1　維持期リハ（在宅系）③
パーキンソン症候群に対しての HONDA 歩行アシストの効果検証 : 症例報告

1 老人保健施設　平成クラブ　リハビリテーション部，2 平成病院

くぼ なおや

○久保 直也（理学療法士）1，秋田 透 2，西村 史哉 2，市場 大輝 2

【目的】
　歩行パフォーマンス向上を目的にパーキンソン症候群を認める症例に対して HONDA 歩行アシスト （以下
HWA) を使用した結果を以下に報告する。

【対象】
　自宅で転倒し , 右膝関節血種を呈した 80 代女性。受傷前より屋内外での転倒歴多数あり。両手部の振戦が
出現し、自覚症状もあり。自宅生活が困難な為 , 当老人保健施設に入所し、入所時の障害高齢者の日常生活自
立度は B1, 改訂長谷川式簡易知能評価スケールは 22 点であった。

【方法】
　各期を 1 週間に設定した ABAB デザインを使用した。なお , 介入時間は統一している。A 期に HWA 不使
用で歩行訓練 ,B 期に HWA を使用した歩行訓練を実施した。HWA の設定は「追従モード」,「左屈曲 2.3 Nm,
右屈曲 2.3 Nm 左伸展 2.7 Nm , 右伸展 2,8 Nm」, タイミングを「遅い」とし , 設定値は固定した。A1 期初日及
び B2 期最終日にパーキンソン病統一スケール （以下 UPDRS） ,Wisconsin gait scale ( 以下 WGS) を測定した。
全期で快適速度による 10m 歩行テスト  ( 以下 10mW) を測定し、その結果を Friedman 検定を用いて各期の
差の有無を明らかとした。有効水準は 5% とした。

【結果】
UPDRS ( 初期 , 最終 ) : (43,50)WGS ( 初期 , 最終 ) : (27.3,27.3)10mW (A1 期 ,B1 期 ,A2 期 ,B2 期 ) : (16.0 ± 2.2 
,17.7 ± 0.7,17.5 ± 0.9,17.2 ± 1.4)P=0.2658 と有意差はなかった。

【考察】
　本理学療法介入において HWA 使用有無による歩行パフォーマンスの変化に有意な差は見られなかった。一
因として , 出力設定を固定とした為 , 適切な出力においての歩行補助が行えていなかったと考える。同一歩行
リズムの学習を目的に出力設定を固定し歩行訓練を行ったが , 日内変動に応じて適宜 , 出力設定の変更が求め
られる可能性がある。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-3-2　維持期リハ（在宅系）③
訪問リハビリで Honda 歩行アシストを使用し日常生活自立度の改善に繋がった症例

世田谷記念病院　リハビリテーション科

まえだ りょう

○前田 亮（理学療法士）

【はじめに】
訪問リハビリで Honda 歩行アシスト ( 以下歩行アシスト ) を使用し、活動度の向上に繋げた症例を経験したの
でここに報告する。

【症例】
年齢：70 歳代女性。診断名：右大腿骨頚部骨折術後 ( 人工骨頭置換術 )
既往歴：脳幹出血、うつ病、高血圧
障害高齢者の日常生活自立度：A ～ J2

【方法】
歩行アシスト追従モードを使用し、リアルタイム角度波形を用いて左右対称に近い数値のトルクに設定した。
トルク設定後、週 1 回の訪問リハビリ時に約 30 分を約 3 ヶ月間使用し、合計 12 回 ( 約 6 時間 ) 実施した。ま
た初期及び最終で 10 ｍ歩行テスト、Time Up&Go Test( 以下：TUG) を測定した。

【結果】
歩行アシスト導入時、歩行評価は 10 ｍ歩行テスト：14. 85 秒 /20 歩、Time Up&Go Test( 以下：TUG)：右回
り 19. 45 秒 / 左回り 18. 34 秒であった。
　最終時の歩行評価は、10m 歩行テスト：11. 13 秒 /18 歩、TUG：右回り 11. 13 秒 / 左回り 11. 23 秒と数値
上改善し、歩行速度及び歩幅の改善がみられた。

【考察】
本症例は、歩行アシスト導入以前、活動範囲・外出頻度の減少を呈していた。歩行アシスト導入後は T 字杖
を使用し、公共交通機関の利用を含めた外出が頻繁に可能となり、障害高齢者の日常生活自立度は J1 ～ J レ
ベルとなった。要因として、歩行アシストで、右股関節伸展トルク及び左股関節屈曲トルクを強めて歩行練習
を実施したことで、右遊脚期後半から右股関節伸展トルクが働き、右膝関節伸展位での接地が得られた為と考
える。本症例において歩幅・歩容の改善により、歩行評価のカットオフ値を超え、日常生活自立度の改善に繋
がったと考える。
　また、歩行アシストを使用し、高精度の歩行を反復して実施する事に加え、環境面としても訪問リハビリ時
に被験者の実際の生活環境で行えた事が本症例の改善の要因のひとつと考える。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-3-3　維持期リハ（在宅系）③
訪問リハビリテーションにて Honda 歩行アシストを使用した症例

世田谷記念病院　リハビリテーション科

すずき ゆうぞう

○鈴木 雄三（理学療法士），中西 秀人

【はじめに】
Honda 歩行アシスト ( 以下アシスト ) は , 歩行時に股関節の動きを補助することによって歩行改善を目指すも
のである . 当院の訪問リハビリテーション（以下訪問リハ）は , 週 1 ～ 2 回の頻度で行っており , 病棟と比べる
と介入頻度が少なく , アシストの効果が得られにくいことが考えられる . 今回 , 訪問リハにてアシストによる歩
行練習を行い , その結果を報告する。 
 

【対象者】
当院訪問リハを利用中であり屋外歩行が見守り～自立以上で , かつ連続歩行が 10 分以上可能な者とし , 機器の
説明が理解困難な者は除外とした . 使用対象者は症例 A, 男性 , 左脳梗塞 , 症例 B, 女性 , 頸椎症性脊髄症の 2 名
であった .
 

【期間、方法】
期間は , 週 1 回の介入で 1 ヶ月間継続し , 計 4 回実施した。歩行練習は股関節角度が左右均等になるようにト
ルクを設定し ,10 分間以上行った . 評価は 10m 歩行 ,Berg barance scale（以下 BBS）,Time up go （以下
TUG）, 歩行時の股関節角度を初期と最終で測定し比較した .
 

【結果】
症例 A の場合 , 初期評価では 10m 歩行 16. 8 秒 , 歩数 24 歩 ,BBS45 点 ,TUG 19.4 秒であったが , 最終評価では
10m 歩行 15. 2 秒 , 歩数 24 歩 ,BBS47 点 ,TUG 18.2 秒と僅かだが改善し , 股関節伸展角度の拡大が認められた .
症例 B の場合 , 初期評価では 10m 歩行 37. 4 秒 , 歩数 68 歩 ,BBS48 点 ,TUG24 秒であったが , 最終評価では
10m 歩行 27. 4 秒 , 歩数 54 歩 ,BBS50 点 ,TUG 20. 8 秒と改善が見られ , 股関節の屈曲伸展角度は左右差が減少
した .
 

【考察】
今回の結果から , 週 1 回の訪問リハでも , アシストによる効果が得られることがわかった . 両者とも立脚期の股
関節伸展が拡大しており , それに伴い遊脚時の股関節屈曲は減少している . このことから立脚時の股関節伸展
による前方推進力が増加し , 過剰な股関節屈曲による努力性の振出しが軽減したと考えた .10m 歩行の結果か
ら歩幅の拡大、歩行速度が向上しており , 週 1 回の介入でもアシストによる歩行練習は , 歩幅の拡大と歩行速
度の向上に効果が得られることが示唆された .



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-3-4　維持期リハ（在宅系）③
在宅生活の再構築に影響する要因について 
~2 症例の訪問リハビリテーションの経験から～

厚地リハビリテーション病院

ふくだ いさむ

○福田 勇（理学療法士），満薗 茂幸，新田 英也，厚地 正道，轟木 耕司，山中 弘子

【はじめに】
訪問リハビリテーション（以下、訪問リハ）は、その人らしい生活や人生の再構築へ向けてリハアプローチを
展開させていく必要がある。今回、退院直後から訪問リハを開始し、障害に向き合うことや家族との関係性な
どの要因が生活の再構築に影響した 2 症例の訪問リハの経験を報告する。

【症例紹介】
対象者は回復期リハビリテーション病棟を退院直後から訪問リハを開始した 2 症例、脳梗塞により右片麻痺を
呈した症例 A（50 代女性）と左片麻痺を呈した症例 B（60 代女性）である。開始時 Br.stage は症例 A（上肢Ⅱ、
下肢Ⅲ）、症例 B（上肢Ⅲ、下肢Ⅲ）、退院時 FIM（運動項目）は A 71 点、B 77 点。また、どちらとも身体機
能向上、歩行能力向上、主婦としての役割の希望があり、訪問リハビリでは機能訓練、歩行訓練に加え、家事
動作訓練などを実施した。

【経過】
訪問リハ開始時より、症例 A 症例 B とも退院時の身体機能を維持しながら、徐々に在宅生活に慣れ、安定し
た生活を送ることができるようになった。症例 A は訪問リハ開始 10 ヶ月後に障害に向き合うことで精神的な
落ち込みもあったが、気持ちに共感し今後の目標について一緒に考えることで、前向きな考えを持つこともで
き、その後は自らも現実的な目標設定を行い、自律的に行動できるようになった。また、夫も受容的、協力的
に関わった。症例 B は意欲的に家事動作訓練や屋外歩行訓練に取り組み、旅行に出かけるなど生活範囲の拡
大も見られたが、機能改善への希望も強かった。そのこともあり、現実的な目標を設定できず、また夫の怪我
や転倒の心配もあり、なかなか活動性が向上しなかった。

【考察】
脳卒中片麻痺者が退院後の生活を再構築するためには、身体機能や動作能力に加え、心理面や社会的背景も重
要であると考えられる。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-3-5　維持期リハ（在宅系）③
在宅でポータブルトイレを使用している方に対しての意識調査

山口平成病院　

やまぐち まさのぶ

○山口 正信（作業療法士），佐尾 亜希，和西 勇樹，津江 尚幸，立石 肇

【はじめに】
退院後の生活場面において環境調整は重要なサービスの一つであり、特に排泄障害に関しては自宅退院の阻害
因子となりやすい項目である。自宅トイレでの排泄が難しい方に対しポータブルトイレ ( 以下、P トイレ） は
有用な手段である一方、プライベートな生活動作であるがゆえ不満や要望などは表出されにくい。今回、訪問
リハビリテーション  (以下、訪問リハ)  利用者の中からPトイレを導入している利用者・家族に対してアンケー
ト形式の意識調査を行い得られた結果を報告する。

【方法】
2018 年 5 月時点で訪問リハ利用中の 52 人中 P トイレを継続して使用している 11 人と廃棄等の介助を行って
いる家族 7 人に対し、本人には使用状況や心理的負担、家族には設置や介助に対しての身体的、心理的負担に
関連した設問を行い、得られた結果内容を検討した。

【結果】
本人への聴取では、11 人中 9 人が P トイレを使用した生活に満足していたが 11 人中 7 人が他者が排泄物の処
理を行うことに心理的負担を感じていた。家族への聴取では 7 人中 4 人が P トイレを居室に設置することに
心理的な負担を感じており、7 人中 3 人が廃棄について身体的な負担を感じていた。

【考察】
今回の調査結果から本人への聴取では P トイレを使用した生活に満足している方でも、廃棄については介助
が必要な事に心理的負担を感じている方が多く見られた。また家族の身体的、心理的負担は本人と比較すると
少なく介助する側よりもされる側の方がより負担を感じている事が示唆された。背景として排泄行為そのもの
が非常にプライベートな行為である事や不満や要望があっても遠慮や羞恥心から中々言い出せない現状がある
と考えられる。高齢者の在宅生活を継続する上で排泄が自立している事は重要であると報告されており、本人
の尊厳を傷つけない為にも排泄行為に対し心理面も含めて積極的に関わっていく必要がある。
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2-3-6　維持期リハ（在宅系）③
新開発評価：スタミナグレードを活用した離床活動報告 
～離床活動をスタミナグレードで評価した報告

医療法人社団　八千代会　メリィホスピタル

にしもと なおき

○西本 直樹（理学療法士），櫻井 謙治，庫井 亮輔，西岡 義久，増原 美紀，水津 拓也，榎本 渉吾，
江川 健太，仙藤 まり子，下田 愛子

【はじめに】当サービス付き高齢者向け住宅は、病院の上層階に位置し、重症度や医療依存度の高い方を多く
受け入れている。リハビリに希望を持ち、今一度状態の改善を希望する方々が入居している。保険を利用した
リハビリの提供や、多職種連携による離床活動の提供を中心としたプログラムを作成し介入した。 介入によ
る評価は、高齢者の身体機能やスタミナの変化を把握する目的で、独自にスタミナベースグレード（以下「SBG」
という。）評価を作成し経過を記録した。

【方法・対象】入居から 2 ヵ月間の 70 名が対象。平均年齢 84 歳、平均介護度 4.2。身体機能レベル・運動強度・
運動量（時間）を 0 ～ 12 の 13 段階に分類した SBG 評価を作成し、入居時と 2 ヶ月後を評価した。

【結果・評価】 SBG 評価を使用し入居者の経過を観察したところ、70 名中の 63 名、90％に改善が得られた。 
特に寝たきり度の高い方に有効であることが分かった。

【考察】 一般的な日常生活機能の評価に、日常生活機能評価や FIM が用いられる。重症度が高く廃用性症候群
の高齢者を評価するには、変化を把握することが困難である。また残存機能を強化し体力の改善を把握するこ
とも難しい。そこで身体機能に加え体力すなわちスタミナ強化の重要性に着目し、重症高齢者の変化にも対応
可能なスタミナグレード評価を作成し使用した。 維持期の高齢者は廃用性症候群のリスクが高い。これは二
次的に発生する身体面・精神面の機能低下を指す。当施設はこれを最重要リスクと考え、開設から 1 年間 “ 目
的のある離床 ” に取り組み、高い改善結果を得ることができた。

【まとめ】家族は面会に来るたびに居室で寝ているよりも、車椅子で他者と一緒に離床し、活動している姿を
本人や家族は求めている。ADL に直結していなくても、離床し座る・立つ・歩く姿に面会に来た家族は喜ぶ。
それがその人らしく生きる姿であり、施設入居後も希望を持てる介入を期待されている。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-3-7　維持期リハ（在宅系）③
FIM では検出できない『脱寝たきり効果』を評価可能にする新評価法の開発。（重度要介護者 70
症例検証）

医療法人社団八千代会　メリィホスピタル　

さくらい けんじ

○櫻井 謙治（理学療法士），西本 直樹，庫井 亮輔，西岡 義久，増原 美紀，水津 拓也，榎本 渉吾，上田 健人

【目的】医療在宅連携の全過程で活用できる『脱廃用・寝たきり改善効果』を認識共有できる評価表を創りたい。 
【研究デザイン】評価法の検証
【研究施設】サービス付き高齢者向け住宅
【対象】重度要介護高齢者 70 名、平均要介護度 4.2 ± 0.95
【介入】運動療法と離床活動を全対象に行った。 
【主要アウトカム】評価法 SGB(Stamina Grade Base)= 起居移動能力、離床時間・活動強度の２軸評価で 0 か
ら 12 段階までのグレード分類を開始時と介入後 2 ヶ月目で実施し FIM による評価と比較した。 

【結果】SGB 評価グレードの表記を下記に示す。初期評価時：平均 2.8 ± 2.32 ヵ月後：平均 5.8 ± 2.6 点 数 差：
平均 3.0 ± 2.1 SGB 評価と FIM の相関関係は、開始時 r ≒ 0.805 で強い相関、開始 2 ヶ月時点 r ≒ 0.56 で中位
の相関あり、各変化の点数差では r ≒ 0.028 で無相関であった。 

【考察】SGB 評価の起居移動能力に離床活動時間・強度を加えた 2 軸評価にすることで、FIM では抽出できな
いリハビリ効果を抽出できたと考えられる。例えは易疲労性の高い酸素吸入者など数 m 歩行で疲労困憊する
方、著しい痛みで無理しないと歩けない方、活動拒否者、あるいは認知症患者や虚弱で転倒リスクが高い方な
どである。  超高齢や重複症状のある患者に対して、実用面と安全面を含めた持久性を習慣的活動に近い状態
で評価をすることが可能になると考えられる。FIM では主に自立度のみの評価であるのに対して、SGB 評価
では持続性（寝たきり程度・実際の離床活動時間）の要素が大きな相違点であると考えられる。脱廃用・寝た
きり改善効果を維持期まで連携するのであれば、機能評価に持続性という着眼点は重要と考える。 

【結語】SGB 評価は医療在宅連携の全過程で、『脱廃用・脱寝たきり』を前提とする有効な評価法となること
が示された。
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2-4-1　維持期リハ（入院）①
音リズム刺激を併用した運動療法がパーキンソニズム症例の病棟内 ADL に与える影響 
 ―移乗動作に着目して―

1 信愛病院　リハビリテーション科，2 信愛病院　診療部

こんどう たかあき

○近藤 孝明（理学療法士）1，木村 太輔 1，内田 昌宏 1，三上 彩子 1，越永 守道 2

【はじめに】
パーキンソニズム患者に対する至適運動強度での運動療法と音リズム刺激の併用は、移乗動作を改善し、病棟
内 ADL を拡大させるか検討した。

【対象】
進行性核上性麻痺、パーキンソニズムを呈した 70 歳代女性。移乗動作は、離殿時の体幹引き上げと立位保持
に中等度介助を要する。方向転換時にすくみ足を生じる。

【方法】A 期 ( 新 Borg Scale で至適に保った訓練 + 音リズム ) と B 期 ( 至適に保った訓練のみ ) で 1 回 40 分の
運動療法を週 2 回、各期 2 週間ずつで計 4 週間介入した。運動強度は各期の初回に新 Borg Scale の 11 ～ 13
に設定し同一の訓練を実施した。A 期では音楽 CD をイヤホンで聴きながら運動を行った。

【評価項目】
①車椅子とベッド間の移乗動作分析、②虚弱性高齢者用 10 秒椅子立ち上がりテスト、③平行棒内 (3.5 ｍ ) 歩
行速度、④ Unified Parkinson’s Disease Rating Scale の一部抜粋、⑤ Functional Independence Measure 運動
項目を介入前と各期最終回の計 3 回実施した。

【結果】
②、④、⑤に一定の変化はなかった。歩行速度の平均値は A 期 0.7m/s>B 期 0.6m/s> 介入前 0.5m/s と向上した。
移乗時間は A 期 5 秒 >B 期 8 秒 > 介入前 9 秒と短縮した。 

【考察】
Ａ期では訓練中すくみ足が軽減し、歩行速度の向上と移乗時間は短縮したが病棟内 ADL に影響を与えなかっ
た。音リズム刺激は内的リズムの形成を促し、一時的にすくみ足は軽減したが持続性に乏しかったと推測され
る。村部らの先行研究によるとパーキンソン病患者では、持続的なすくみ足の軽減を示すまで 8 週間 (20 分を
週 2 回 ) を要したと報告している。本研究では、実施期間と頻度が不十分で、病棟内での移乗の実施回数が不
十分であったため、持続しなかったと考えた。

【おわりに】
病棟内 ADL の改善には、A 期の訓練期間の継続と介入頻度の増加が必要と考える。さらに病棟内でも積極的
に移乗動作を実践することで病棟内 ADL の向上が期待できると思われる。
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2-4-2　維持期リハ（入院）①
パーキンソン病における起立性低血圧の改善を目指し、干渉電流型低周波治療器を用いて介入し
た一症例

嵯峨野病院　診療部　リハビリテーション科

いわた けんと

○岩田 建都（理学療法士）

【はじめに】
今回パーキンソン病（以下 PD）により起立性低血圧（以下 OH）が顕著にみられる症例に対し、本人・家族
の希望である車いすでの散歩に向け、OH 改善を目的に干渉電流型低周波治療器を用いた介入について報告す
る。

【症例】
60 代後半、男性。X 年に PD と診断される。X+8 年に歩行障害・嚥下障害が顕著にみられる。X+9 年に誤嚥
性肺炎のため入院、臥床状態となる。7 か月後当院に転院。
本人希望：散歩に行きたい。家族希望：身体を起こした状態で車いすに乗ってほしい。

【初期評価】
Hoehn&Yahr stage Ⅴ。JCS2。ギャッチアップ（以下 G-up）45°以上で収縮期血圧 30mmHg 以上の低下、拡
張期血圧 10mmHg 以上の低下がみられ、JCS30 となる。

【方法】
G-up45°にて干渉波開始し、対象筋は腓腹筋・ヒラメ筋。刺激間間隔は 1sec on:2sec off。治療周波数を 1Hz とし、
出力を十分な足関節底屈運動がみられるまで上げるようにした。実施時間は 10 分間。
中止基準は実施時の 20mmHg 以上の収縮期血圧低下・10mmHg 以上の拡張期血圧低下・電気刺激時の意識低
下とした。

【経過・考察】
　理学療法開始時から 3 か月間 G-up での座位練習を行うが、血圧動態に変化みられないため干渉電流型低周
波治療器を併用した座位練習を実施。実施 3 か月後からは G-up 45°における OH の改善がみられた。 
OH の要因として、PD による自律神経障害のほかに臥床状態が続いたため、血圧調節に関与する圧受容器反
射機能の低下が考えられる。理学療法による自律神経障害の根治的な改善は困難だが、G-up 時において干渉
波により腓腹筋・ヒラメ筋に筋ポンプ作用を促進させることで、心肺・大静脈・頸動脈洞・大動脈弓に存在す
る圧受容器に刺激を与え、舌咽神経及び迷走神経の賦活につながったと考えられる。
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2-4-3　維持期リハ（入院）①
すくみ足の減少を認めた一症例

千木病院　リハビリテーション部

ぬまた たかひろ

○沼田 貴裕（理学療法士）

【はじめに】
　すくみ足は「歩行開始時や方向変換するときなどに、突然にステップが踏み出せなくなり、前に進むことが
できない状態が一時的に起こる」ことと定義されている。すくみ足の対策として視覚情報や聴覚刺激など外的
刺激を提示することや、一歩目に下肢を高く上げる、脊柱を伸展させ姿勢を修正してから動く、リズミカルに
下肢を動かす等の動作指導が一般的に用いられることが多い。
 　この報告は、上記に紹介した方法を行っても効果が得られなかった症例のすくみ足に対する介入方法の効
果を考察することを目的としている。
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2-4-4　維持期リハ（入院）①
重症心身障害児者の趣味嗜好について～視線入力を活用して～

1 一般財団法人多摩緑成会　緑成会整育園　リハビリテーション部，2 一般財団法人多摩緑成会　緑成会整育園　医師

やまさき まさとし

○山﨑 仁智（作業療法士）1，井坂 仁美 1，鯨井 麗未 1，松本 陽 1，有本 愛理 1，山田 直人 2

【はじめに】
身体に障害がある方でも、眼球の運動が見られる方が多くいる。AI 等の周辺機器の進歩により視線入力の機
器が研究され、現段階で視線入力の活用に対する有用性がみられる。重症心身障害児へ視線入力が有効かを検
証しながら、「見る」ことでの新しい興味関心の拡大や意思伝達の手段として活用できるかを検証する。

【方法】
アイトラッカーとパソコンを使用して、車椅子座位で①風船割り②射的でパソコンを見ること色の興味や場所
を確認していく。
実施後にヒートマップの保存と簡単なアンケートで集計を行う。
テーブルは昇降式の物ブロックにて合わせる。頭部の固定は可だがアンケートに記載しておく。 場所はリハ
ビリテーション室で実施。
当園園生 ( 全盲等の視覚障害を除く )、86 人
物品：パソコン、アイトラッカー、昇降テーブル、ブロック

【結果】
視覚障害のない園生 86 名中 57 名実施した。90％の園生においてアイトラッカーが眼球を認識したと結果が得
られた。アンケートで「できた」・「できそう」との結果が得られた園生の中で、見ていた場所に関しては、中
央・下方向を見る傾向があるが大きな偏りはなく、色での違いは見られなかった。視線入力を行う中で、頭部
が全く動かずに出来た園生は全体の 22％、動きにより視線がずれてしまう園生が 78％となった。

【考察】
環境設定と本人の趣味嗜好によってパソコンの画面を見ることが左右されるが悲観的な記載は少ない。環境が
整えば、頭部を支えていればできると記載がみられた。姿勢の検討と周囲の環境設定をすることにより「見る」
ことで楽しむ機会になると考える。手でうまく操作できない、興味が分からないなど、自己表現ができない方々
でも、好きなものを探る手掛かりとなり楽しみが見つけられるかもしれない。
好きな物を取り入れることで「見る」機会が増え、それによる意志表出の手段や興味関心の拡大へと繋がる可
能性がある。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-4-5　維持期リハ（入院）①
地域包括ケア病棟入院患者における意欲に及ぼす関連因子の検討

いわき湯本病院　リハビリテーション部

すずき けんすけ

○鈴木 健祐（理学療法士），丹野 美沙，武田 裕吾

【はじめに】
   近年、患者のリハビリへの意欲は非常に重要な要因であることが報告されている。そこで、本研究では当院
地域包括ケア病棟入院患者の意欲と関連因子を明らかにすることを目的とした。

【方法】
   2019 年 2 月 1 日から 4 月 1 日までに地域包括ケア病棟に入院し、且つリハビリテーションを処方されてい
る 60 日以内の入院患者 52 名 ( 年齢：82.1 ± 10.1 歳 )( 性別：男性 23 名、女性 29 名 ) を対象とし、除外基準は
重度の意識障害・高次脳機能障害または、不安定な全身状態にある患者とした。
   評価項目は日常生活動作に関連した意欲評価 ( 以下、VI) を用い、個人要因はリハ参加意欲指標として
PRPS、年齢、疾患種別、在院日数、BMI、TP、ALB、病前運動習慣の有無、入院時 FIM、入院時 HDS-R と
した。社会的要因は職業経験の有無・職種、家族介護力、家族介護の有無とした。
  統計解析は、VI と各因子の影響度を検討するために重回帰分析を行った。VI と社会的要因の比較を Mann-
Whitney の U 検定で行った。統計ソフトは R (Ver2.8.1) を用いて有意水準 5% 未満とした。

【結果】
   VI へ影響が高い因子は PRPS、FIM、HDS-R のみ有意水準 5% 未満であった。しかし、その他の個人要因
および社会的要因において統計学的な関連は認められず、VI と職業経験の有無 ･ 職種、家族介護力、家族介
護の有無の比較においても有意差は認められなかった。

【考察】
   今回の結果から VI は PRPS、FIM、HDS-R は関連因子になり得る可能性があると示唆された。意欲評価は
運動 FIM、HDS-R の点数が関連していることが先行研究により報告されており、本研究も同様の結果が得ら
れた。しかし、中には VI と PRPS の値が解離しているケースも確認され、コミュニケーションやプログラム
内容などを考慮した因子を増やしていく必要があると考える。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-5-1　維持期リハ（入院）②
医療療養病棟における離床時間増加が誤嚥性肺炎のリスク因子に与える臨床的効果 : 多施設共同
パイロット試験

1 泉佐野優人会病院，2 世田谷記念病院，3 博愛記念病院，4 淀川暖気の苑，5 平成リハビリテーション専門学校，6 緑成会病院，
7 徳島平成病院，8 多摩川病院，9 岸和田平成病院

いずたに ゆみ

○泉谷 佑美（作業療法士）1，森 雄祐 2，村田 千草 3，森本 芙美子 4，村山 一朗 5，佐藤 章礼 6，柳本 麻里 7，三浦 亜純 8，
荒尾 徳三 9，武久 洋三 3

[ 背景 ] 離床の有用性は認識されているが、その方法および臨床的効果は明らかではない。誤嚥性肺炎のリス
ク因子は、年齢、性別、基礎疾患、嚥下機能、脱水、認知機能、呼吸機能などが報告されている。離床時間の
増加が誤嚥性肺炎のリスク因子および身体機能を改善する可能性があると仮説を立て、多施設共同パイロット
試験を行った。[ 目的 ] 医療療養病棟入院患者において、離床時間の増加が誤嚥性肺炎のリスク因子および身
体機能を改善するかを検証した。[ 対象 ] 平成医療福祉グループに属する 19 病院において、医療療養病棟に新
規入院し、離床可能、日常生活自立度ランク B および C、指示理解可能かつ MMSE 11 点以上の症例を対象と
した。[ 方法 ]60 分間の参加型の離床活動 ( 音楽療法 ) を週 3 日以上行い、2 ヶ月間継続した。主要評価項目は
嚥下機能、脱水、認知機能、呼吸機能 ( ピークフローメーター ) 、副次評価項目は覚醒度、栄養状態、炎症所見、
食事形態、食事能力、離床形態、座位能力、離床時間、FIM の項目とした。上記の評価項目に対して介入前、
介入 2 ヶ月後の変化を比較した。[ 結果 ] 離床時間は 119 分 / 日から 183 分 / 日に増加した。2 ヶ月間離床活動
を行った医療療養病棟での入院加療は、①座位評価、②ピークフローメーター値、③ FIM、④炎症反応を有
意に改善した。栄養状態は軽度悪化した。[ 考察・結論 ] 医療療養病棟において 60 分間・週 3 日以上・2 ヶ月
間の離床活動を行った入院加療は、誤嚥性肺炎のリスク因子の嚥下機能、脱水、認知機能は改善しなかったが、
呼吸機能を改善し、身体機能においても一部改善した。離床時間増加は身体機能および誤嚥性肺炎のリスク因
子を改善する可能性が示唆された。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-5-2　維持期リハ（入院）②
院内ホームワーク実施による効果検証 : 疾患別での分析結果

1 東浦平成病院　リハビリテーション課，2 世田谷記念病院，3 平成横浜病院，4 神戸平成病院，5 豊中平成病院，6 平成記念病院，
7 弥刀中央病院，8 江藤病院，9 博愛記念病院

たかぎ りょう

○髙木 遼（理学療法士）1，新藤 雅和 2，隠田 良祐 6，徳嶋 愼太郎 4，鈴木 達也 3，畑中 仁志 5，中山 千鶴 7，大道 浩志 8，
池村 健 9，武久 洋三 9

[ 目的 ] 
 現在、平成医療福祉グループでは院内ホームワーク ( 以下、HW) を実施し、患者の身体機能及 び Activities-
of-daily-living ( 以下、ADL) 能力の向上に努めてきた。今回、HW を行い、疾患の影 響を考慮するために疾患
別に分類し分析した。
 [ 対象 ]
  当グループ入院患者 1610 人を対象とし疾患別に HW 実施群と HW 非実施群に分類した。内訳は、 脳血管疾
患 352 人、運動器疾患 899 人、廃用症候群 359 人である。HW が途中で中止となった者及 び状態不良者は除
外した。
 [ 方法 ] 
 HW 実施群と HW 非実施群の退院時 Functional-Independence-Measure ( 以下、FIM) から入院時 FIM 得点
を引き、FIM 利得を算出し解析を行った。統計は Mann-Whitney の U 検定を使用し、有意水準は 5% とした。 
また、疾患別では HW 実施群と非実施群に分類し Kruskal-Wallis を用いて分散分析を行った。
 [ 結果 ] 
 HW 実施群の FIM 利得において、脳血管疾患・運動器疾患は P<0.01、廃用症候群は P<0.05 と 有意差があっ
た。HW 非実施群の FIM 利得において、脳血管疾患は P>0.715 と有意差はなかった が、運動器疾患と廃用症
候群は P<0.01 と有意差があった。また、HW 実施群と非実施群での FIM 利得は、脳血管疾患、運動器疾患、
廃用症候群全てに P<0.01 と有意差があった。
 [ 考察 ] 
 HW 実施群では全ての群で有意差があり、HW 実施が FIM 利得向上に繋がると示唆された。HW 非実施群で
は、脳血管のみ有意差がなかった。要因として、他疾患と比べ障害が複雑で重症度に 幅もあり、改善が難しかっ
た可能性がある。今回の研究では、HW メニューが統一されておらず、今 後メニューの統一化を図り、適切
な運動負荷量も検討する必要がある。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-5-3　維持期リハ（入院）②
院内ホームワーク実施による効果検証： 個別リハ実施単位数に着目して

1 弥刀中央病院，2 平成記念病院，3 豊中平成病院，4 平成横浜病院，5 神戸平成病院，6 東浦平成病院，7 江藤病院，
8 世田谷記念病院，9 博愛記念病院

なかやま ちづる

○中山 千鶴（理学療法士）1，隠田 良祐 2，畑中 仁志 3，鈴木 達也 4，徳嶋 愼太郎 5，高木 遼 6，大道 浩志 7，新藤 雅和 8，
池村 健 9，武久 洋三 9

【目的】
平成医療福祉グループでは患者自身が行う自主練習として、院内ホームワーク（以下、HW) を推奨し、効果
ついて実証してきた。しかし、リハにもアウトカム評価が導入されるなど「量」だけでなく、「質」が強く求
められている。今回は療法士が行う個別リハ実施単位数（以下、単位数）に着目し比較・分析した。
 【対象】
当グループに入院していた 1610 人とした。
 【方法】
対象者を単位数別に A 群（3 単位未満）、B 群（3 単位以上 6 単位未満）、C 群（6 単位以上）に分け、①各群
における HW 実施者、非実施者間の Functional Independence Measure（以下、FIM）利得について、②各
群 HW 実施者間の FIM 利得と平均 HW 実施時間について比較した。さらに③各群 HW 実施者のうち、平均
HW 実施時間未満と以上の FIM 利得について分析を行った。
 

【結果】
① A 群と B 群は有意差があったが（p<0.05）、C 群にはなかった（p>0.05）。
②各群 HW 実施者の FIM 利得の比較では AB 間、AC 間に有意差があったが（p<0.05）、BC 間にはなかった

（p>0.05）。また各群間の平均 HW 実施時間には有意差はなかった（p>0.05）。
③平均 HW 実施時間は約 24 分間であった。各群において未満と以上の間に FIM 利得の有意差はなかった

（p>0.05）。
 【考察】
リハの「質」と「量」に関する先行研究はいくつもあり、単位数と FIM 利得には関連があると徳永らも報告
している。今回もそれに当てはまる結果があった。しかし、単位数や HW 実施時間の「量」に応じて、FIM
利得が得られていない結果もあった。結果②では個別リハの内容が、結果③では HW の内容が問われる結果
となり、「質」の重要性が示唆された。今後、患者の重症度の違いなどに応じて、「量」だけでなく「質」の高
い HW を提供し、FIM 利得を得る為のメニューの確立・研究を進める必要がある。
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2-5-4　維持期リハ（入院）②
療養病床長期入院患者に対する離床活動の効果

大原病院　リハビリテーション科

なかはし まこと

○中橋 誠（理学療法士），大谷 伸一，樋笠 重和

【目的】
　当院は療養病床のため長期入院中の患者が多く、個別リハでも維持目的が主となっている。離床活動の効果
として長期臥床による廃用症候群の予防、意識障害の改善などの心身機能への効果、活動と参加への効果が期
待されている。
その為、個別リハに加え、看護師・介護士の協力のもと離床活動を行い、心身機能、活動面の効果について検
討した。

【対象と方法】
　意識障害がなく、全身状態が安定し、発語可能な当院入院患者 70 歳代―90 歳代までの入院中 9 名を対象と
した。対象者には離床活動（塗り絵・カラオケ・映画鑑賞・炭坑節・回想法・レクリエーション）を 1 か月間

（週 6 日：1 日 60 分）座位にて実施した。効果判定として、研究期間前後に MMSE、HDS-R、FIM、BI、
BBS、FAB、Vitality index を実施した。

【結果】
　研究期間前後での全ての評価において有意差が有るとは言えなかった。

【考察】
　全ての評価項目において明確な有意差が有るとは言えなかったが、MMSE、HDS-R、BBS ではそれぞれの
平均点において 2 ～ 3 点程度増加した。明確な有意差が有るとは言えなかった要因として、評価期間の短さ、
評価対象の少なさが要因であると考えられる。認知面の点数増加については、日付の確認やカラオケ、回想法
により過去の出来事に触れたことによるエピソード記憶の活性化とカラオケにて好きな歌を聞く歌うことに
よって交感神経、副交感神経が働き、それに伴い脳血流が変化したため、点数が向上したと考えられる。BBS
の向上はレクリエーションや炭坑節の際の体幹の制動などで筋骨格系への刺激となり、点数が向上したと考え
られる。

【結語】
　本研究の結果より、療養病床でも積極的に離床活動を行うことにより、認知機能、前頭葉機能、意欲の面に
おいて維持・改善の可能性がある。今後は評価期間と対象者を増やし、離床活動による、座位耐久性などの運
動耐容能に関しても研究を続けたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-5-5　維持期リハ（入院）②
人工呼吸器患者の定期的な離床訓練は反応性に変化を及ぼすのか

富家病院

さかい るり

○堺 瑠里（作業療法士）

【はじめに】当院は長期人工呼吸器使用患者様に対し、リクライニング車椅子を用いて離床を実施している。
離床に携わった理学療法士、作業療法士、言語聴覚士へ、反応性の向上の有無、離床中に実施した program
を集計し考察する。

【目的】離床を行うことでどの様な効果が得られるか ( 反応性向上等 )、効果を得るためには離床中にどの様な
program が有用であるか、アンケートを基に傾向を見ていく。

【対象と方法】当院療養病棟に入院している人工呼吸器患者 11 名（意識晴明 6 名、意識障害 5 名）を対象とし、
担当療法士 28 名へアンケートを実施。離床時の反応や、program 内容、新たな反応はあるか、変化点を集計・
検討した。

【結果】反応性に①変化あり 24 件、②なし 4 件であった。①では、自動運動、開眼時間の延長、笑顔、自発呼
吸の増加等が見られた。②では反応性に変化は見られなかった。離床時の 20 ～ 60 分の範囲で外部刺激を入力
する事で変化があり、一部では Bed 上で過ごしている間にも反応性に変化があったという結果となった。

【考察】集計結果から見ると離床中 program として何らかの外部刺激を入力する事で反応性の向上が認められ
たという事例が多い。
①は離床によって坐骨や足底より感覚情報が入力され網様体賦活により覚醒度が向上し反応性に変化が現れた
ことが考えられる。覚醒向上に伴い、自発呼吸の増加が見られた症例もいた。臥位よりも座位による姿勢変化
では、腹腔内臓器の圧迫が軽減し、安楽な呼吸が行えたと考えられる。
次に環境変化により視覚・聴覚・触覚情報が入り、自動運動や開眼時間の延長、表情変化等の変化がもたらさ
れた事が考えられる。
②は意識 level が高い患者が多く、反応性では変化が無かったと推測される。しかし中には精神面での変化は
得られた方もいる。前述から基の覚醒度によって違いはあるが離床中に何らかの program を実施することが
反応性向上に効果的ではないかと考える。
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2-6-1　維持期リハ（入院）③
療養病棟における看護職員がおこなうリハビリテーション活動

山口平成病院　

てらもと かおる

○寺本 かおる（看護師），藤川 真史，下村 順子，岡村 美鈴，神田 勇樹，立石 肇

［目的］
当病棟では、リハビリテーション ( 以下リハ ) 期限が長期化し算定期限超え（以下、維持期リハ）となった患
者が多い。「最近リハビリが減って寂しくなった」という声をきっかけに、リハ職員と連携を図り、看護職員
がおこなえるリハ活動を計画・実施した。実施したリハ活動が患者にどのような影響を与えたか検討したので
報告する。

［対象］
維持期リハとなった患者 22 人 ( 男性 12 人、女性 10 人 )

［方法］
調査期間：2018 年 12 月 1 日～ 2019 年 3 月 5 日
①当病棟の患者に関わっているリハ職員 14 人へのアンケート調査に基づき、リハ活動を計画。リハ職員の協
力で、看護職員に対し、患者の関節可動域（以下、ROM）訓練の動画やポジショニングの写真を作成、自主
学習・直接指導を受け活動を計画した。その他、座位訓練やレクリエーション活動を計画。
②活動実施前後の ROM、Functional Independence Measure（以下、FIM）、Barthel Index（以下、BI）の評
価を実施。
③実施後に患者、家族にアンケート調査を実施。

［結果］
ROM は対象者 9 人のうち 14 関節が改善、5 関節が悪化、37 関節が変化なしであった。FIM は 4 人向上、1
人低下、17 人変化なしであった。BI は 3 人向上、19 人変化なしであった。また患者・家族へのアンケート調
査では、「よかった」21 人、無回答 1 人であった。

［考察・結論］
看護職員主体でのリハ活動を行った結果、患者からも「体操しよう」と声が上がるなど朝昼夕の各勤務帯での
取り組みも可能となり、リハ活動を習慣化することができた。リハ職員との協働により患者の麻痺や拘縮の状
態をより深く理解することができ、個別性のある活動につながった。療養病棟では中心静脈栄養対応の方や気
管切開の方など入院が長期化するケースも散見される。今回の研究で維持期リハとなった患者に対して看護職
員が計画的にリハ活動を実施することが、身体機能および日常生活動作を改善し生活の質を向上させる可能性
が示唆された。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-6-2　維持期リハ（入院）③
医療区分の違いによるリハビリテーションの効果

1 すずかけヘルスケアホスピタル　リハビリテーション技術部，2 すずかけヘルスケアホスピタル　医局

ひらた ゆうや

○平田 祐也（理学療法士）1，宮内 良治 1，草部 拓馬 2

【目的】
 当院医療療養病棟では、医療の必要性が高く、リハビリテーション（以下リハビリ）が単位数、頻度の面で
積極的に行えない方や、回復期リハビリ病棟の入院対象外でリハビリを必要とする方へ在宅生活に向けて退院
支援を行っている。当院医療療養病棟の入院患者の医療の必要性は多岐にわたっているが、医療の必要性が高
い方でもリハビリによって日常生活動作の改善や、在宅復帰へ繋がることを経験している。今回、医療の必要
性を医療区分にて分け、リハビリの効果について比較したため、報告する。

【方法】
 当院医療療養病棟へ在宅復帰を目的として入院し、平成 28 年 4 月から平成 31 年 3 月までに退院した患者の
うち、リハビリを実施した 83 名を対象として医療区分 1 ～ 3 の 3 群に分け、それぞれの群にて年齢、在院日数、
入院時 Functional Independence Measure（以下 FIM）、退院時 FIM、FIM 利得、実施単位数、1 週間のリハ
ビリ介入日数、在宅復帰率、退院時要介護度を算出した。統計処理は 3 群間にて、在宅復帰率と退院時要介護
度はχ 2 乗検定、それ以外については Steel-Dwass 法により比較した。

【結果】
 1 週間のリハビリ介入日数に医療区分 1 と 2、2 と 3 の間で有意な差が認められたものの、それ以外では有意
な差は認められなかった。

【考察・結論】
 今回の研究ではリハビリを行うことで、医療の必要性が高い方であっても、低い方と同様にリハビリの効果
が得られることが示唆された。1 週間のリハビリ介入日数にて有意な差が得られた医療区分 2 では、疾患の発
症直後である患者が多く含まれたため、積極的なリハビリが実施されたと考えられる。厚生労働省によると、
医療療養病棟では単位数ではなく 1 週間の介入回数にて在宅復帰率の差が認められると報告されている。当院
医療療養病棟では、介入頻度が最も低い医療区分 3 であっても平均 6.3 日 / 週と高頻度であり、医療区分間で
リハビリの効果に差が生じなかった可能性がある。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-6-3　維持期リハ（入院）③
認知症高齢者の夜間覚醒に対する日光浴の効果

ヴィラ光陽　リハビリテーション課

はまの なおき

○浜野 真樹（理学療法士），戸田 公恵，平岡 典子，古川 達也，北 真奈美，武久 洋三

【目的】
当施設は 100 床の介護老名保健施設で、うち認知症専門棟が 40 床あり様々な認知症周辺症状 ( 以下 BPSD) を
有する。当施設では生活リズムの維持・改善に努めているが夜間覚醒される利用者も多い。また、覚醒後に弄
便行為等の不潔行為に至る等、夜勤者が対応に追われている。先行研究において、高照度光療法により認知症
患者の睡眠障害が改善したとの報告はあるが、機材・名員配置的な問題もあり導入は容易ではない。近年では
同様の効果として自然光を利用した日光浴が着目されているが研究は少ない。そこで、日光浴を利用し生活リ
ズムの改善を促すプログラムを検討した。

【対象】
当施設の認知症専門棟利用者のうち夜間覚醒及び不潔行為のある 9 名を選抜する。

【方法】
午前 10 時前後の 20 分間日光浴を行う。期間は 9 月 5 日より 4 週間で実施する。実施日の条件として、光量が
2500 lx 以上で雨天以外の日を選抜する。日光浴の効果の検証として日光浴開始 1 週間前～期間中の行動を記
録し、夜間覚醒回数の増減を比較する。その他の参考評価として、同期間の夜間不潔行為回数の比較及び、
BPSD 評価スケールである NPI-Q を一部改編したものを使用し、日光浴開始前と終了時に評価する。

【結果】
期間中 15 日間実施し、9 名中 4 名の夜間覚醒回数が改善、2 名は不変、3 名は改善がなかった。

【考察】
9 名中 4 名の夜間覚醒回数が改善した。夜間睡眠にはメラトニンが関与していると報告されている。太陽光に
より網膜を介して松果体が刺激された後、夜間にメラトニンが分泌増加したことで、夜間覚醒が改善した可能
性が示唆された。しかし、3 名は効果がなかった。易興奮性や皮膚掻痒傾向が混在しており、不快刺激によっ
て交感神経系が優位となり夜間覚醒回数が改善しなかった可能性がある。今後は、さらに日光浴の方法や対象
者を検討すると共に全体母数を増やし、日光浴の効果を検証していく。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-6-4　維持期リハ（入院）③
積層マットレス上でのポジショニングの筋緊張緩和効果 : 20 分 version（第三報）

1 平成記念病院　リハビリテーション科，2 ケアホーム豊中

こいで なおき

○小出 直樹（作業療法士）1，岩井 なぎさ 1，藤井 孝 2，西岡 大毅 1，隠田 良祐 1，築山 真希 1，石本 知一 1

【はじめに】
 療養病棟では四肢・体幹に異常筋緊張がある方が多い。第一報では、「障害老人の日常生活自立度判定基準」（以
下「自立度」）C2 の方を対象に、第二報では B2 の方を対象に、積層した低反発マットレス上で 40 分臥床し、
筋緊張、筋硬度に改善があったことを報告した。今回は第三報として、臥床時間を 20 分に短縮し C2 の方を
対象に同様の効果が得られるのかを検証した。
 

【方法】
 対象者に 4 枚に積層した低反発マットレス上でポジショングし臥床した。1 回目は 20 分間臥床し、2 回目は
別日に同一環境下で 40 分間臥床した。臥床の前後で筋緊張（改訂版モディファイドアシュワーススケール、
以下 MAS）、筋硬度を臥位で測定し変化を比較した。また、臥床時間の違いによる各測定項目の改善の程度を
比較した。統計解析には統計解析ソフト R version2.8 を用い、有意水準を 5％未満とした。尚、本研究は当院
倫理規定に則り、患者・家族に説明し同意を得た。
 

【結果】
 今回実施した対象者は「自立度」が C2 の 8 名（平均年齢 89.2 歳、FIM 平均 19.3 点）となった。
結果、筋硬度は 20 分、40 分ともに測定したほとんどの部位で有意に改善した。筋緊張は 20 分、40 分ともに
上肢の多くで有意な改善があった。いずれの測定項目でも臥床時間の違いによる改善の程度に有意な差はな
かった。
 

【考察】
 第一報、第二報と同様、積層した低反発マットレスへの臥床は筋硬度、筋緊張の改善があった。これはポジショ
ニングによる四肢・体幹筋のリラクセーション効果があったと示唆された。また、臥床時間の違いによる改善
の程度に有意な差はなく、20 分の臥床でも 40 分と同等の効果があることが示唆された。今後はさらに臥床時
間の条件やマットレスの条件による違いを比較し、日頃のリハビリテーション治療としての実用性を検証して
いきたい。
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2-6-5　維持期リハ（入院）③
老健施設退所者が使用していた移動補助具について

介護老人保健施設　老健ふじさか　リハビリテーション科

すぎた ともや

○杉田 友也（作業療法士），青木 裕介，岡田 在郎，西村 純子，前川 恵子

【はじめに】
介護老人保健施設老健ふじさか（以下当施設と略）は 80 床の老健である。適した移動補助具を使用すること
で転倒のリスクを減らすことができるため、利用者が在宅に戻るにあたり、移動補助具の選定と移動の自立度
は一つのポイントであると考える。退所した利用者が使用していた移動補助具について調査した。

【方法】
平成 30 年度の当施設を退所した利用者を対象とした。数名は、同年度内に複数回退所した。在宅と他施設へ
退所した利用者については退所先での移動補助具を、入院により退所した利用者については退所した時点で使
用していた移動補助具について検討した。

【結果】
在宅と施設に退所した利用者が使用していた移動補助具は、手すり、T 字杖、車椅子が多かった。入院のため
退所となった利用者は車椅子を使用していることが多かった。

【考察】
入院のため、当施設を退所することになってしまった利用者が、移動補助具に車椅子を使用することが多かっ
た理由としては、病状が安定せず積極的な歩行訓練ができなかったことが要因の一つに考えられる。入院によ
り退所した利用者が、再入所し、在宅に退所したケースも見られたことから、病状の安定を第一に考え、その
上で、安全で実用的な移動方法を検討することが肝要だと考える。移動補助具を選定する際に、セラピストは、
利用者の身体機能、住宅環境、疾患、介助量、転倒リスク等を考慮する。当施設内での移動方法や機能訓練の
道具として移動補助具を選定することもある。利用者の歩行能力の変化と共に、移動補助具を変更することも
ある。在宅に退所した利用者が、自宅の環境により手すりや T 字杖を使用していたことが多いことから、自
宅の環境を調査する入所時、退所後訪問の重要性を再確認できた。
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2-6-6　維持期リハ（入院）③
両大腿切断患者に対し、リハビリテーション終了後も看護部協力の下で ADL 能力・精神状態が
維持できた症例

1 清恵会三宝病院　理学療法科，2 清恵会三宝病院　看護部，3 神戸学院大学　総合リハビリテーション学部

たにわき まさき

○谷脇 正規（理学療法士）1，酒井 香苗 1，林 誠二 1，中西 信敬 1，新垣 さと子 2，村尾 浩 3

【はじめに】
当院では、在宅復帰が出来ず入院を継続することになった病棟入院療養患者に対して、リハビリテーション（以
下リハ）中に獲得した ADL 能力が低下しないように、看護部協力の下で運動や動作指導を継続して行っている。
患者本人と目的を共有することにより ADL 能力・精神状態が維持できた症例を経験したので報告する。

【症例】
74 歳男性。慢性腎不全。68 歳より慢性維持透析を開始。20XX 年 2 月に阻血性壊死により左大腿切断、同年 6
月 2 日にも阻血性壊死により右大腿切断を施行される。[ 精神・心理機能 ] 両下肢の切断以降、動けないこと
に不安や焦りを感じていた。悲観的な発言が頻繁に聞かれていた。[Self-rating Depression Scale（以下
SDS）] 57 点。本人と移乗動作を獲得することを目的にリハを行った。
 [ リハ終了時 FIM]53 点（運動 29 点、認知 24 点）。[ 動作能力 ] 起居動作修正自立、移乗動作時トランスファー
ボード（以下ボード）を使用して近位監視レベル。体調不良等もあり、ボードの操作方法は定着しなかった。
 [ 動作指導内容 ] 離床時本人よりナースコールを押してもらい、看護師近位監視のもとボードを使用して移乗
動作の実施を促す。ボードの向きや差し込み位置なども随時指導して実施する。
[20XX+1 年 3 月 FIM]52 点（運動 27 点、認知 25 点）、遠位監視のもと移乗動作を実施できている。車椅子へ
の移乗機会は維持できており、談話室でのテレビ鑑賞や他患者との交流、リハ室へ来室されることも多くなっ
た。当初聞かれていた発言は現在聞かれなくなり、笑顔も増えた。[SDS]37 点

【考察】
透析患者は多様な身体的症状に加え社会参加の制約を有することから、これに基づく不安、抑うつ状態をきた
しやすいと言われている。本症例に対してリハ終了時に看護部と協力して離床機会を維持し、目的を本人と共
有したことが、ADL 能力の維持、精神状態の安定化に繋がったと考える。
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2-7-1　維持期リハ（入院）④
足趾把持力がバランス能力および基本的生活動作に与える影響について

1 ナカムラ病院　リハビリテーション科，2 広島都市学園大学

たなか れいこ

○田中 玲子（理学療法士）1，山口 菜緒 1，迫井 瑞樹 1，隴本 躍子 1，中村 萌子 1，笹谷 奈緒美 1，平岩 和美 2，
平尾 文 2

【はじめに・目的】高齢者の転倒は寝たきりや要介護状態の要因となり、高齢者の健康増進とともに転倒予防
対策が急務となっている。転倒の危険因子として、加齢に伴うさまざまな機能低下が挙げられるが、今回はバ
ランス機能の低下に着目した。本研究では、高齢者の身体機能低下の詳細を、足趾把持力・バランス能力、基
本的生活動作能力の関連性をみることにより明らかとする。

【方法】対象は老健施設入所中の認知症高齢者 71 名（男性 22 名、女性 49 名、平均年齢 83.3 ± 7.6 歳）、歩行
あるいは立位保持可能な車椅子レベル、かつ機器での測定が完遂可能な者とした。測定項目は足趾把持力、バ
ランス能力 Berg Balance Scale（以下 BBS）、基本的生活動作（Basic Activity of Daily Living：BADL）の評
価である Barthel Index （以下 BI）との関連性について検討した。足趾把持力については足趾筋力測定器（竹
井機器工業Ⅱ T.K.K3364）を使用し、測定肢位は椅子座位にて股・膝関節 90°屈曲位、足関節底背屈 0°とし、
左右それぞれ二回測定し最大値を分析に用いた。統計分析としてピアソンの相関分析を用い、有意水準を 5％
とした。

【説明と同意】対象者に対し研究の概要と目的について説明を行い、書面で同意を得た。なお、本研究は広島
都市学園大学、医療法人 PIA の倫理委員会において承認（承認番号 2017003 号）を得た。

【結果】足趾把持力と BBS 間で、r=0.31、p ＝ 0.009、足趾把持力と BI 間で、r=0.32、p ＝ 0.005、BBS と BI
間で r ＝ 0.62、p ＜ 0.001 となり有意な正の相関をみとめた。

【考察】得られた結果から、足趾把持力とバランス能力および BADL の間には関連があることが示された。こ
のことから、足趾筋力向上を図ることがバランス能力向上に寄与する、と推論される。そのため、バランス能
力が低下している対象者に足趾筋力を強化する訓練を行うことで、転倒予防となり、BADL の向上につなが
る可能性がある。
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2-7-2　維持期リハ（入院）④
姿勢の変化が握力の数値とその他の身体機能に与える影響

南多摩病院　リハビリテーション科

みわ まき

○三輪 真紀（理学療法士），田井 啓太，安藤 一哲，原島 朗，瀬戸 景子，倉田 考徳，井出 大

【目的】握力は様々な身体機能評価と関連し簡便に測定可能な評価であり，臨床で頻繁に用いられる指標である．
しかし，入院中の高齢者は立位姿勢を取ることが困難であるため，座位や臥位での握力測定を余儀なくされる
が，座位や臥位の握力の数値とその他の身体機能指標との関連を検討した論文は少ない．そこで，本研究は臥
位における握力の数値がその他の身体機能評価と関連するかを検討した．

【方法】対象は，健常者 32 人（男性 10 人 平均 27.8 歳，女性 22 人 平均 24.5 歳）とした．測定項目は，立位・
仰臥位での握力と膝関節伸展筋力，上腕周径，下腿周径とした．握力はグリップ D（竹井機器工業株式会社：
T.K.K5401）を使用し利き手で2回測定した内の最大値を解析に用いた．膝関節伸展筋力は筋力計ミュータス（ア
ニマ株式会社：μ Tas-F100）のハンドヘルドダイナモメーター（以下：HHD）を使用した．関節裂隙から
HHD 中央値の距離を用いたモーメントを算出し，利き足で 2 回等尺性膝伸展筋力を測定した．解析には，最
大値を使用してその値を体重で除した．上腕，下腿周径の測定は利き手・利き足で測定を行い最大周径を解析
に用いた．統計学的解析は各測定肢位での握力の数値と膝関節伸展筋力，上腕・下腿周径の数値間でスピアマ
ンの相関分析を行い，有意水準は 5% とした．

【結果】立位での握力の数値は膝関節伸展筋力，上腕周径，下腿周径と有意な相関を認めた．臥位での握力の
数値も立位と同様の有意な相関を認めた．

【考察】先行研究では立位での握力の数値とその他の身体機能との関連が報告されているが，本研究結果から
は臥位の握力の数値と他の身体機能も関連すると示された．立位が困難な高齢者や身体活動制限を有する患者
でも，臥位での握力結果を立位での身体機能評価結果と同様な指標として代用できることが示唆された．今後
は入院高齢患者を研究対象とし，臨床応用させていきたい．



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-7-3　維持期リハ（入院）④
関節可動域訓練に対する疑問 
～維持期リハビリにおいて、より効果的な訓練を求めて～

おおやま病院　リハビリテーション科

ほりた まさひろ

○堀田 将博（作業療法士），井澤 伸吾，山本 馨，谷口 未来，中山 聡，岸 弘和

＜はじめに＞
維持期リハビリにおいて、リハビリ対象のほぼ全患者が、なんらかの関節に問題を抱え、関節可動域訓練を行っ
ている。ところが実際は治療に難渋し、改善に至る症例は少ない。
 そこで、血流促進効果のある温熱療法（ホットパック：以下 HP）を併用し、関節可動域訓練を行う事で、効
果的な結果を得られる事が可能か、実施したので報告する。
 
＜対象＞
膝関節に筋性拘縮を有する患者 27 名。TKA 等の人工関節、外傷による明らかな関節変形、皮膚疾患を有する
ものは除外とする。
 
＜方法＞
・期間は 2018 年 11 月 1 日～ 12 月 29 日の 2 ヶ月間。
・膝関節伸展方向の可動域を、訓練前・後に測定を行う。（測定は左右の制限の大きい側とする）。
・訓練前に測定後、HP を大腿後面から下腿後面に 15 分間施行し、関節可動域訓練を最低 5 回以上、最大伸展
位にて伸張を加え、訓練後の測定を行う。
・27 名の内、6 名は HP を施行しない回も別日に設け、同様に測定する。
・あくまで通常業務の一環で過度な介入は避け、倫理的に問題の無いよう行う。
 
＜結果＞
・HP を使用する事で、27 名中 18 名で訓練前後の数値が優位な結果を得られた。
・先に述べた 27 名の内 6 名においては、HP 使用することで 3 名が前後の数値に優位な結果を得られた。
・27 名の内 6 名で HP 施行せずに、優位差が出たのは 1 名のみであった。
・期間中で拘縮が優位に改善した例は見られなかった。
 
＜考察＞
・様々な要因で完成された拘縮に対しても HP を使用する事で、筋収縮の影響を取り除く事が可能であり、一
時的ではあるが可動域の改善につながったと考える。
・今回、HP による血流促進により低酸素状態を改善でき、拘縮も改善できるのではないかと考え訓練を行っ
たが、根本的な拘縮の改善には至らなかった。
  ・拘縮は予防が重要で、今回 2 ヶ月間では改善しなかった事からより多くの時間、労力が必要になる事が考
えられる。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-7-4　維持期リハ（入院）④
胸郭拡張差が経皮的二酸化炭素分圧 (PtCO2）に与える影響と胸郭可動域訓練の有用性について

医療法人敬愛会　中江病院　リハビリテーション部

かみぞの ゆうじ

○上薗 裕二（作業療法士）

はじめに
剣状突起周径の拡張差は胸郭全体の可動域を反映し , 同拡張差は肺活量に影響する。また , 長期酸素療法下では ,
低換気と長期的な生理学的反応で , 高二酸化炭素血症となる事が報告されている。しかし , 胸郭拡張差と
PtCO2 の相関や PtCO2 に対する胸郭可動域訓練の有用性を検討した報告は少ない。そこで , 胸郭拡張差と
PtCO2 の相関について比較検討した。加えて , 胸郭可動域訓練を追加実施した群と通常訓練群に分け、PtCO
の改善について比較検討し , 有意な差があったので報告する。
 
対象
中江病院療養病棟に入院する患者 48 名（性別 男性 29 名 女性 21 名 , 平均±標準偏差：入院日数 175 ± 21, 年
齢 83 ± 8.6, FIM 34.8 ± 16.1 ）
 
方法
胸郭拡張差は , 仰臥位でテープメジャー（1 ｍｍ単位）を用いて測定した。安静吸気と安静呼気の剣状突起周
径を 3 回測定し , 平均値を採用した。PtCO2 は , 経皮ガスモニタ センテック デジタル モニター システム

（SenTec 社）を用いて , 安静仰臥位で 1 分間の平均値を採用した。
 
統計
被験者を人工呼吸器 , 気管切開 , 気道管理なしの 3 群に分類し , 胸郭拡張差と PtCO2 の相関を検討した。群間
比較では分散分析を行い , 群間での関連について比較検討した。加えて , 胸郭可動域訓練を追加実施した群と
通常訓練群を無作為に分類し , 比較検討した。
 
結果
胸郭拡張差が大きい ,FIM 点数が高い , 年齢が低いほど PtCO2 が低くなる事について強い相関があった。また ,
グループ間比較では ,PtCO2 とグループ間に有意な差はなかった。また胸郭可動域訓練を追加実施した群で
は ,PtCO2 が低下する事と胸郭拡張差が拡大する事に有意な差があった。
 
考察
結果から , 胸郭拡張差の測定は ,PtCO2 や低換気の指標となる事が示唆された。簡便で非侵襲的な評価方法で
あり , 継続的な測定が有用と考えられた。また , 呼吸管理の有無に関わらず療養病棟患者に対して ,PtCO2 や低
換気の改善を目的に胸廓可動域訓練を行う事は有用と考えられた。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-7-5　維持期リハ（入院）④
嗅覚刺激による転倒リスク改善について～ BBS・TUG を比較して～

1 南淡路病院　リハビリテーション科，2 南淡路病院　診療部

かりべ なおとし

○苅部 直寿（作業療法士）1，村上 麻美 1，森高 菜摘 1，澤田 優莉花 1，伊井 邦雄 2

【目的】
　当施設において Berg Blance Scale（以下 BBS）、Timed Up ＆ Go Test（以下 TUG）で転倒リスクのみら
れる入所者が多い。そこでバランス能力向上について有効とされているラベンダーを用いたアロマセラピーの
有用性についての検証を行った。

【対象】
　対象は BBS45 点以下もしくは TUG16 秒以上の当施設入所者 10 名（男性 4 名、女性 6 名、平均年齢 85 ± 8.8
歳、Barthel Index 平均 60 ± 18.1 点：部分介助レベル）を対象とした。なお、本研究は当施設倫理規定に則り、
個人情報保護に十分な配慮を行った。　　

【方法】
①介入内容：週 2 回バランス練習を取り入れたリハビリテーション実施時に嗅覚刺激（ラベンダー精油）をディ
フューザー（アロマ拡散器具）で 20 分間行い、さらに週 3 回ラベンダー精油を含ませたティッシュを対象者
の枕元に置き、嗅覚刺激を行う。
②実施期間：平成 30 年 6 月 3 日～ 6 月 30 日。
③評価方法：上記のバランス練習と嗅覚刺激を併用した群 (n=5) と、バランス練習のみを行った群 (n=5) の
BBS、TUG の改善度を Mann-Whitney 検定にて比較し統計的有意水準は 5% 未満とした。

【結果】
BBS は特に単独群と比べ使用群の前方リーチで 3 ± 0.8 点、方向転換で 2 ± 0.6 点改善がみられた。
しかし P=0.84 となり有意差はみられなかった。
TUG では単独群と比べ併用群で平均併用群平均 6.2 秒± 2.1 秒の時間短縮がみられ、併用群でより有意な時間
短縮が得られた。

【考察】
嗅覚刺激を行うことで一次嗅覚皮質さらに島皮質、視床、扁桃体、海馬が刺激され重心動揺の改善がみられた
という先行研究がある。今回、同様に嗅覚刺激が脳へ作用しバランス機能の向上に繋がったのではないかと考
えられる。さらに嗅覚刺激を継続的に行うことで今回の治療において良好な影響を得やすいことが示唆された。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-7-6　維持期リハ（入院）④
脳梗塞後に長期臥床となった超高齢事例の理学療法を経験して

秋津鴻池病院

かわもと ひなこ

○川本 雛子（理学療法士），神田 孝祐，置田 諒，西田 宗幹

【はじめに】今回、脳梗塞発症後、約 3 ヶ月間に及ぶ絶食・安静臥床となった超高齢者に対し、積極的な歩行
練習を実施することで移乗の介助量の軽減を認めた為、その経過を報告する。

【事例紹介】90 歳左片麻痺の女性。X–4 ヶ月に尿路感染症により他院入院。X–3 か月に脳梗塞発症 ( 右中大脳
動脈・後大脳動脈 )。意識障害が遷延化し、長期間の安静臥床・絶食に至り X 月に当院の療養病棟に転院、理
学療法 (PT) 開始となった。

【初期評価】GCS は E4,V4,M6、MMSE は 14 点、左半側空間無視、右眼左側半盲、左眼全盲を認めた。関節
可動域測定 (°,R/L) は膝関節伸展 -5/-10、足関節背屈（膝関節伸展位）5/0、（屈曲位）-10/-10、徒手筋力検査 (MMT)
は腹直筋 2、腸腰筋 3/2、大腿四頭筋 3/2、前脛骨筋 3/2 、BRS は左上肢Ⅱ・手指Ⅳ・下肢Ⅲであった。ADL
は起居全介助、移乗全介助であった。

【経過および結果】本事例は超高齢で臥床期間が長期であったが、著明な関節可動域制限はなく疎通可能であり、
積極的に運動療法を実施することで移乗介助量の軽減が図れると判断した。PT は右下肢に膝装具、左下肢に
長下肢装具 (LLB) を使用した全介助歩行の練習を 1 日 30 分間実施した。X+3 ヶ月後、歩行は右下肢膝折れの
消失と右下肢振り出しが出現し、膝装具の離脱が可能となった。X+6 ヶ月には MMT は腹直筋３、腸腰筋３
/3、大腿四頭筋４/ ３、前脛骨筋３/ ２、BRS は左上肢Ⅳ、手指Ⅵ、下肢Ⅳと改善を認め、起居は全介助、移
乗は両下肢の支持性が向上し、中等度介助にて可能となった。

【考察】門脇らは慢性期の重度片麻痺を有す 50 歳代に対し、LLB を用いた歩行練習を実施し監視歩行を獲得
した重度片麻痺の事例を報告している。本事例は超高齢、長期臥床にも関わらず過去の報告と同様に麻痺の改
善と下肢筋力の増強を認めた。このことから脳梗塞後遺症と重度の廃用症候群を有す超高齢の事例に対し装具
療法が下肢・体幹の筋力増強に有効である可能性が示唆された。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-7-7　維持期リハ（入院）④
間質性肺炎と整形外科疾患により入退院を繰り返した症例 
～影響の大きかった腰部痛を乗り越え在宅生活へ～

中谷病院　リハビリテーション科

やすだ たくお

○安田 拓生（理学療法士），堀内 仁，大澤 健

【はじめに】
今回、既往に間質性肺炎があり、12 月に急性腰痛症と翌年 4 月に腰椎圧迫骨折による疼痛のため、入退院を
繰り返した症例を担当させていただく機会を得たので報告する。

【症例紹介】
症例：76 歳女性 診断名：急性腰痛症及び第 4 腰椎圧迫骨折 既往歴：強皮症による間質性肺炎 腰部脊柱間狭
窄症 主訴：腰が痛い HOPE：自宅でトイレまで歩けるようになりたい NEED：疼痛の軽減 歩行の耐久性向上 
動作の安定性向上 全体像：コミュニケーションは良好で、リハビリには積極的である。7 年前から在宅酸素療
法を導入しており、経鼻カニューレより酸素を投与している。

【経過】
入院時、疼痛の訴えが強く、起き上がり動作から要介助であった。疼痛の訴えは、動作時に腰部から左大腿部
に強くあり、GMT でも 3 レベルと筋力低下が生じていたため、筋力低下による疼痛の出現と考え治療を始めた。
動作時には、疼痛の影響で息こらえや呼気の減弱があったため、間質性肺炎の影響もあり SpO2 の低下が生じ
た。そのため活動量が上がらず、疼痛の増大もあり、動作レベルの回復に時間を要したが、退院時にはシルバー
カーを使用した屋内歩行が自立となり、在宅復帰となった。
 【考察】
本症例は、整形外科疾患に加え呼吸器疾患も既往しているため、状態に合わせて、治療プログラムの変更を行
うことで、動作レベルの回復に繋がったと考える。また、退院前には家屋調査や退院調整会議を実施し、ケア
マネージャーや訪問看護、訪問介護等、多職種との連携を進めたことによって、住み慣れた環境での在宅復帰
が実現できたと考える。今後も、呼吸器疾患の増悪に伴い、再入院となる可能性もあるため、多職種間での協
働ならびに連携が重要になると考える。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-8-1　維持期リハ（入院）⑤
当院医療療養病棟における自宅退院に関与する因子の検証

泉佐野優人会病院　リハビリテーション科

おりみ しゅんぺい

○折見 俊平（理学療法士），泉谷 佑美，奥垣 凌太，坂下 友亮，高祖 ふづき，加藤 寛

【はじめに】
 医療療養病棟においても患者や家族が自宅復帰を希望されることは多い。梶原らは、医療療養病棟における
高齢者廃用症候群の自宅退院に影響する因子として、前・後期高齢者と超高齢者で検討した結果を報告してい
る (2015)。しかし、医療療養病棟における自宅退院に関与する因子を検証した報告は少ないため、それらを検
証し、支援をするうえでの一助としたい。

【方法】
 対象は、2017 年 4 月から 2018 年 3 月までの期間、当院の医療療養病棟から退院した患者 187 名とした。在院
日数が 14 日未満または 1 年以上の患者、転院や死亡により退院した患者は除外した。
患者の退院先、年齢、性別、在院日数、入院時・退院時の Functional Independence Measure( 以下、FIM) を
調査した。
FIM は①食事②更衣 ( 上半身・下半身 ) ③トイレ動作・移乗④排尿・排便コントロール⑤移動⑥認知の項目群
に分類した。
退院先に応じて患者を自宅群と施設群の 2 群に分け、それぞれの調査結果を比較検証した。また、自宅退院に
関与する因子を求めるため、目的変数を退院先、説明変数を年齢、性別、在院日数、退院時 FIM として、ロ
ジスティク回帰分析を行った。統計ソフトは R-2.8.1 を使用した。
本研究はヘルシンキ宣言、並びに当院倫理規定に則って行った。

【結果】
自宅群 92 名、施設群 95 名であった。性別以外の全ての項目において有意差を認めた (P<0.05)。FIM の食事と
更衣の数値が高いと自宅退院である確率が高くなるという結果となった (P<0.05)。

【考察】
 経口摂取が可能であることや、食事や更衣の介助量が少ないことが自宅退院に影響していると示唆された。
併存疾患や同居家族の影響も大きいと考えられるため、今後はそれらを含めた検証を行っていきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-8-2　維持期リハ（入院）⑤
当院療養病棟透析患者のうちリハビリテーション対象者における在宅復帰に関与する要因の調査

1 清恵会三宝病院　総合リハビリテーション　理学療法科，2 神戸学院大学　総合リハビリテーション学部

さかい かな

○酒井 香苗（理学療法士）1，林 誠二 1，中西 信敬 1，村尾 浩 2

【はじめに】透析患者の在宅復帰には社会的背景などの環境因子が一要因となることは先行研究でも明らかだ
が、その他の要因を明らかにするべく、当院入院透析患者においてリハビリテーション（以下リハ）終了後に
在宅復帰に至る患者と至らない患者についてその要因の調査を行った。透析患者は低栄養、筋肉量の低下、貧
血、高齢や透析の長期化による多数の合併症の併存、活動量低下、ADL 能力の低下を呈すると言われており、
当院透析患者においても、これらが在宅復帰の阻害要因となっているのではないかと推測し調査を行った。【対
象】20 ○○年 4 月 1 日から 20 ○○年 3 月 31 日の 1 年間に当院療養病棟に入院しリハ処方された透析患者
９２名のうち、死亡・急性期病院への転院を除いた 62 名（78 ± 12.6 歳、透析年数 9 ± 8 年、算定区分：脳血
管 25 名・運動器 17 名・廃用症候群 20 名）を対象とし、そのうち自宅等へ退院した患者 33 名を在宅復帰群、
他療養病院転院や入院継続患者 29 名を非在宅復帰群とした。【方法】年齢、FIM、合併症（心疾患・脳血管疾
患・ASO）の有無、血液データ（Alb、Hb、Cre）、透析年数、年齢について二群間で比較した。FIM、血液デー
タ、透析年数、年齢は Mann ‐ WhitneyU 検定を、合併症の有無は Fisher 正確検定を用いた。【結果】在宅復
帰群では非在宅復帰群に比べ FIM 点数、入院時・リハ終了時 Alb、リハ終了時 Cre が有意に高く、入院時・
リハ終了時 Hb、年齢、透析年数、合併症では有意差は認められなかった。【考察】在宅復帰群は非在宅復帰群
に比べ入院時から FIM 点数が高い。このことから入院時の FIM 点数からある程度転帰の予測が可能と考える。
また、ADL 能力の維持・改善、栄養面の改善が在宅復帰に影響を与えていることから、リハ介入・他職種と
の連携が在宅復帰に与える影響は大きいと考えられる。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-8-3　維持期リハ（入院）⑤
自宅退院を目指した退院前訪問指導の現状と課題

1 園田病院　リハビリテーション科，2 園田病院　地域医療連携室，3 園田病院　内科

たにおか ひろし

○谷岡 広志（理学療法士）1，小里 英明 1，橋本 福太郎 1，小林 啓一 1，寺田 菜摘 1，金田 麻 1，近藤 瞳 1，田原 浩樹 2，
島田 淳 2，橋本 創 3

[ はじめに ]
　当院では自宅退院を目標に退院前訪問指導を実施し必要に応じて住宅改修、福祉用具の選定等の環境整備や
家族に生活の仕方等の指導を行っている。今回当院で実施している退院前訪問指導の現状と課題について報告
する。
[ 対象ならびに方法 ]
　平成 30 年 1 月から平成 31 年 4 月の期間に退院前訪問指導を実施した 45 例の内自宅退院された 37 例（男性
18 例、女性 19 例平均年齢 81 ± 8.8 歳）を対象にした。疾患別内訳は骨関節疾患 11 例、脳血管疾患 9 例、心
疾患 5 例、肺炎 4 例、その他 8 例。
[ 結果 ]
37 例に対しのべ 40 回の退院前訪問指導を実施した。入院期間の平均日数は 61.7 日（9 － 292 日）であった。
入院から退院前訪問指導実施までの日数は平均 35.9 日（１－ 187 日）であった。FIM の入院時平均は 60.3 点、
退院時平均は 76.1 点、運動項目の入院時平均は 39.1 点、退院時平均は 53.3 点、認知項目の入院時平均は 21.1 点、
退院時平均は 22.8 点と入院中のリハビリによって改善が見られた。入院時 MMSE は平均 16.9 点、退院時
MMSE は平均 16.1 点と変化は認められなかった。実施内容は、手すりの設置や段差の解消などの自宅改修の
提案、福祉用具の選定、療養上の指導を実施した。
[ まとめ ]
　退院前訪問指導により自宅の療養環境、生活パターンを把握することができた。退院前訪問指導は円滑な退
院に繋げ、退院後もその人らしく在宅生活を継続できるよう支援する重要なリハビリテーションアプローチの
一つであると考えられた。
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2-8-4　維持期リハ（入院）⑤
脳卒中後の嚥下機能と基本動作能力および栄養状態との関連

1 社会医療法人　原土井病院　リハビリテーション部，2 国際医療福祉大学　福岡保健医療学部　理学療法学科

ばば よしかず

○馬場 慶和（理学療法士）1，金子 秀雄 2

【目的】脳卒中後の嚥下機能評価として嚥下造影検査（VF）が推奨されている。しかし，全対象者が実施する
ことは困難であり，VF を用いた嚥下機能と臨床所見との関連は明らかではない。そこで，VF が行われた脳
卒中患者の嚥下機能の違いが基本動作能力，ADL，栄養状態に及ぼす影響および誤嚥のある脳卒中患者にお
ける不顕性誤嚥の有無に関連する要因を明らかにすることを目的とした。

【方法】2 年間に入院されていた 1294 名から，VF 非実施，脳幹梗塞・出血，クモ膜下出血を除外した 99 名（中
央値年齢 85 歳，男性 53 名，女性 46 名，脳梗塞 83 名，脳出血 16 名）を対象とした。診療録より基本情報，
基本動作能力（ABMS-2），FIM，栄養状態（CONUT 値），摂食嚥下能力グレードを調査し，VF 結果から顕
性誤嚥群，不顕性誤嚥群，誤嚥が確認されなかった非誤嚥群に分類した。3 群間の比較には，Kruskal-Wallis
検定，χ 2 検定，Bonferroni 法を使用し，顕性誤嚥群と不顕性誤嚥群の比較には，Mann-Whitney U 検定，χ
2 検定を用いた。不顕性誤嚥予測因子の抽出は，2 群間で有意差を認めた項目を独立変数，不顕性誤嚥を従属
変数として，年齢と性別で調整したロジスティック回帰分析を行った。各検定の有意水準は 5％とした。

【結果】3 群間において，基本動作能力と摂食嚥下能力グレードに有意差が認められた。顕性誤嚥群と比べ不
顕性誤嚥群の寝返り能力は低く，非誤嚥群と比べて不顕性誤嚥群の起き上がり能力は低いことが分かった。一
方，その他項目は 3 群間で有意差を認めなかった。顕性誤嚥群と不顕性誤嚥群との比較では，基本動作能力と
摂食嚥下能力グレードに有意差が認められ，不顕性誤嚥の関連因子として，基本動作能力と摂食嚥下能力グレー
ドが抽出された。

【結論】不顕性誤嚥群の基本動作能力は低く，顕性誤嚥群と不顕性誤嚥群の間には，基本動作能力と摂食嚥下
能力が関連することが示唆された。

【倫理的配慮】所属機関の承認を得て実施した。
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2-8-5　維持期リハ（入院）⑤
意識レベルが低く気管切開を行っている患者の経口摂取と誤嚥性肺炎の関連性について

富家病院　リハビリテーション室

きみじま りさこ

○君島 理紗子（作業療法士），湯澤 司，川島 麻奈美，武藤 慎太郎，大野 凌，及川 祐貴，冨張 修平

【背景】
嚥下ガイドラインでは、嚥下指導を行う条件として意識レベル Japan Coma Scale（以下 JCS）1 桁であること
等が一般的条件とされ、気管切開が嚥下機能に与える影響としては気道感覚閾値の上昇等が挙げられている。
当院に 3 病棟ある内の 1 つの療養病棟では、34 人中 18 人が気管切開を施行しており、嚥下ガイドラインに沿
わない患者でも医師の指示のもと、リハビリテーションや病棟で経口摂取を行っている。

【目的】
嚥下ガイドラインに沿わない患者の誤嚥性肺炎の発症の有無、経口摂取との関連性について調査・検討した。

【方法・対象】
当院療養病棟入院症例 18 症例をそれぞれ、JCS と経口摂取の有無で群分けした。
A 群（4 症例）：JCS1 桁・経口摂取有、B 群（4 症例）：JCS1 桁・経口摂取無、C 群（4 症例）：JCS2 桁・経口
摂取有、D 群（6 症例）：JCS2 ～ 3 桁・経口摂取無に分け、誤嚥性肺炎の発症について調査した。調査方法は
過去、1 年間のカルテに記載された内容の後ろ向き研究とした。

【結果】
A･C 群は誤嚥性肺炎の発症はなく、B･D 群は 3 人（B 群：1 人、C 群：2 人）が誤嚥性肺炎を発症していた。
C 群は経口摂取中の JCS に変化はないも、酸味のあるものや患者の好きなものを摂取することにより、開眼
時間の延長や注視・追視等が増えた。

【考察】
意識レベルが低い患者にも、味覚刺激や実施前後の口腔ケアで口腔への刺激を入れることにより、経口摂取直
後の開眼時間の延長や注視・追視等が増えており、反応性の向上にも経口摂取が有用であることが考えられる。
また気管切開を行っていることで、気道感覚閾値が上昇し誤嚥性肺炎に繋がることが言われているが、経口摂
取により気道感覚閾値を上回る味覚刺激を行うことで嚥下反射が誘発され、嚥下機能の維持が図れていると考
える。

【まとめ】
気管切開を行っている意識レベルの低い患者にも経口摂取を行うことで誤嚥性肺炎予防の可能性が示唆され
た。
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2-8-6　維持期リハ（入院）⑤
長期入院により重度廃用症候群となり寝たきりとなったが , お楽しみの経口摂取を獲得し , 在宅
復帰に至った一例

1 わかくさ竜間リハビリテーション病院　療法部，2 わかくさ竜間リハビリテーション病院　診療部，
3 わかくさ竜間リハビリテーション病院　療法部　歯科

ふじひら けんたろう

○藤平 健太郎（言語聴覚士）1，坂野 孝義 1，杉口 茂 2，貴島 真佐子 3，錦見 俊雄 2

【はじめに】様々な内科的疾患により長期入院となり , 身体機能および摂食嚥下機能が重度廃用症候群となり ,
当院転院後リハビリ介入をおこなった．その結果 , お楽しみの経口摂取を獲得し在宅生活となった一例を経験
した．

【症例】80歳代,女性．身長150cm,体重58.2kg,BMI 25.9.BI 0点 ,FIM24点（運動13点 ,認知11点）,胃瘻,MASA134
点 , 藤島の嚥下 Gr.3,FOIS レベル 1.

【現病歴】心不全にて入院後 ,4 か月後までは歩行可能であったが , 徐々に ADL 低下．食欲も低下し摂食嚥下障
害も出現し , 食事摂取量低下のため胃瘻増設．その後 , 尿路感染 , 胆石性膵炎発症し , 以降寝たきりとなる．入
院 10 か月後に急性膵炎発症後 , 状態落ち着き当院転院．

【経過】当院入院時 ,PT のみ介入し全身状態に合わせてリクライニング車椅子離床を実施．家族より摂食嚥下
機能評価と経口摂取へのアプローチの希望あり , 嚥下内視鏡検査実施．検査結果から , ごく少量の経口摂取は
可能なレベルと判断し , 入院 1 か月後より ST 介入開始．リクライニング車椅子離床は心不全の悪化があり中
止となる．経口摂取は , 症例の好きなものを夫に持参願い , むせなく数口摂取が可能となった．嚥下能力的に
はプリン等 1 個程度は可能であったが , 認知機能や食事意欲の低下が重度であり , ごく少量の経口摂取にとど
まった．入院時より夫の強い希望により一度は在宅生活を送りたいとのことで , 介護保険サービスの調整をお
こない , 在宅で関わる事業所とのカンファレンスを実施し問題点を共有した．最終的には当院入院後 5 か月で
在宅復帰となった．現在も状態が悪化することなく在宅生活を継続している．

【まとめ】最終的に ADL に大きな変化はなかったが , 患者 , 家族の思いに沿い , 家族への頻回な状態説明やリ
ハビリ見学を通した結果 , 在宅生活のイメージが共有でき ,QOL や満足度が向上し在宅生活が可能となったと
考える．
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2-9-1　維持期リハ（入院）⑥
脳卒中後、意志伝達装置を導入した重度構音障害患者の一症例

世田谷記念病院　リハビリテーション部

えびさわ せいいち

○海老澤 誠一（言語聴覚士），堺 琴美

意思伝達装置の使用は主に ALS など神経筋疾患での報告が多く、脳卒中患者においての報告は少ない。また
慢性期脳卒中患者におけるコミュニケーション支援の有効性の報告は少ない。慢性期の重度脳卒中患者に意志
伝達装置を導入して、患者の QOL が向上した症例を経験したので報告する。症例は 54 歳の女性。意識消失
で急性期病院に救急搬送され橋出血と診断される。発症 9 日後に気管切開術を受ける。急性期病院で保存的治
療後、発症 195 日目にリハビリテーション目的で当院医療療養病棟に転院した。当院入院時の身体機能は
FIM41 点、重度両側舌麻痺と左顔面麻痺を認めた。経口摂取レベルは FILS2（間接訓練レベル）であった。
入院時のコミュニケーション手段はスタッフと家族による読唇と部分的に眼球の動きを使用した透明文字盤を
使用していた。読唇も文字盤も時間を要し、症例はストレスにより涙することが度々あった。当院入院 138 日
後に意思伝達装置を導入した。左手にプッシュ型ボタンスイッチを装着したが容易にスイッチが動いてしまう
為、手に巻きつけるスペックスイッチに変更し、第 2 指と第 3 指でボタンを押して文字を入力することで複雑
な内容の伝達が可能になった。また QOL スコアにおいて意志伝達装置導入前と比較して、導入前が 54/70 点、
導入後が 62/70 点でスコアの向上を認めた。重度脳卒中患者においてもわずかな残存機能を使用してコミュニ
ケーション手段を確立できる可能性がある。また脳卒中の慢性期においてもコミュニケーション手段の確立を
通じて患者の QOL が大きく向上する可能性がある。
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2-9-2　維持期リハ（入院）⑥
多系統萎縮症患者へのコミュニケーションツールの選択について 
～ TC スキャン＋トビー PCEyeMini ～

北九州古賀病院　リハビリテーション科

ときかわ たいし

○時川 大史（言語聴覚士），藤澤 都，福田 俊史，末永 彩香

【はじめに】
 重度の表出障害を持っている人にとって，自分の意思を相手に伝える方法を確保することは，自己決定する
ことによって生活の質 (QOL) を高め，活動を広げるために非常に重要である．１) 意思伝達には，物を使わな
いものから，ローテクやハイテクな物まで様々あるが，今回，透明文字盤，頷きや口形をコミュニケーション
ツールとしていた多系統萎縮症患者に対して，本人の希望 ( インターネット使用 ) や認知・身体機能面を考慮し，
コミュニケーションツールを視線入力へとハイテクなものへ変更することとなった．選択までの過程について
報告する．

【症例】
 40 代で多系統萎縮症を発症された 50 代，男性．誤嚥性肺炎を機に 2018 年 11 月に気管切開を施行．2018 年
12 月に当院に入院され，言語聴覚療法が開始となった．認知機能は保たれ日常会話レベルの理解力あり．
RCPM=28/36 点，また質問紙法による意欲評価スケール（CAS より抜粋）では，44/99 点．身体機能は上下
肢振戦・拘縮があり，スイッチ操作は不確実．

【経過】
2018 年 12 月 口形を読み取る．頷きや瞬きでの YES ／ NO 反応．
2019 年 1 月 透明文字盤併用．視線入力訓練開始．
2019 年 5 月 TC スキャン＋トビー PCEyeMini 業者による操作確認 ( 視線の動きやスイッチ操作の有無 )・申
請決定       

【まとめ】
 当院には，TC スキャン＋トビー PCEyeMini が訓練用に購入されており，視線操作が可能な患者様に対して，
評価・訓練で使用できる体制が整っている．ハイテクな機器は，高価であるが，療養生活を送る患者様にとっ
て，セッティングさえされていれば，病棟スタッフとの自発的な意思疎通，また，インターネットを通じ外界
との交流が図れ，活動範囲が広がる．リハビリ専門職として，患者様の機能，希望を理解し，それに合う意思
伝達装置を選択することが重要であると考える．
 

【引用文献】
１）久保健彦：言語聴覚シリーズ 16，AAC，建帛社，p.2，2000
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2-9-3　維持期リハ（入院）⑥
意思伝達困難な症例に対し，覚醒状態チェックシートを活用する事で経口摂取を維持できた一症
例

1 金上病院　リハビリテーション科，2 金上病院　看護部，3 金上病院　医療療養病棟，4 金上病院　医事課

さとう たかみつ

○佐藤 崇光（作業療法士）1，原口 良子 2，小野 雄介 3，菊池 悠伎 4

症例：
86 歳，女性
既往歴：
76 歳，アルツハイマー型認知症
77 歳，急性硬膜下血腫
79 歳，パーキンソン病
85 歳，脳梗塞
現症：
Hoehn・Yahr 重症度分類 stage Ⅴ
Mini Mental State 実施困難
Brunnstrom stage 実施困難，麻痺は軽度
生活自立度 C2
認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ
Bathel Index 0 点
経過：
84 歳で食事摂取にむらが出現し胃瘻造設．昼食のみ介助で経口摂取，朝夕は経管栄養．86 歳にてパーキンソ
ン症状増悪．on・off 現象や昼食時間帯の覚醒不良にて食事摂取量が 20% に減少．処方薬はネオドパストン配
合錠 L100（朝 2- 昼 1- 夕 1）4 錠内服していた．覚醒良好な時間に服薬開始する事で内服薬追加変更や経口摂
取を中止せず継続できないか検討した．
方法：
覚醒良好な時間と経口摂取量の関係を調査する為，覚醒状態チェックシートを作成．チェック項目は主観的に
覚醒状態が良い順で「お話，動く，つぐむ，寝る」の 4 つに分類．調査は 24 時間 10 分間隔で訪室した人が状
態を記載．また昼のネオドパストン配合錠 L100 の服薬時間別で，調査期間① 11:00 ② 9:00 の 2 つに分け覚醒
リズム表を作成，比較した．食事摂取量は目測で記録．
結果：
①②の覚醒リズムに差異は無く，服薬 1 時間後の覚醒状態が良い事がわかった．食事摂取量は① 25% ② 38%
となった．調査後，服薬を食事 1 時間前の 11:30 に変更した所，昼食時の覚醒は良く，食事摂取量は 75% になっ
た．
考察：
日頃「この時間帯は調子が良さそうだ」など主観的に覚醒リズムを感じ取る場面がある．覚醒状態チェックシー
トを活用し客観的に覚醒リズムを捉える事で食事時間に合せた服薬時間を見出し，経口摂取を維持する事がで
きたと考えられる．しかし，チェック時の職員負担や時間帯でチェック率に差があるなどの課題があった．今
後，チェック時間の効率化や介護ロボット活用などで職員負担軽減，調査精度向上が必要と考える．このシー
トの応用として身体拘束者を減らすツールとして利用できないか考えている．



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-9-4　維持期リハ（入院）⑥
反復した巧緻動作と認知機能との関係性

堺平成病院

ふじわら けん

○藤原 健（作業療法士）

[ 目的 ]
先行研究では、巧緻動作に認知機能が関与していると報告されている。そこで今回、Mini Mental State 
Examination( 以下 :MMSE) の得点が 23 点以下の当院入院中の患者に対し、巧緻動作訓練を実施することで認
知機能が向上するかを検証した。
[ 対象 ]
対象は MMSE の得点が 23 点以下の当院入院患者 22 名 ( 上肢機能障害、視覚障害、進行性疾患、
全身状態が不良な患者を除く )
[ 方法 ]
介入期間は 3 ヶ月間とし、対象を実施群 11 名 ( 平均年齢 84.1 ± 7.8)、非実施群 11 名 ( 平均年齢 80.6 ± 9.1) に
分類し、実施群にはペグボードを使用した巧緻動作訓練を個別リハビリテーションに導入し、1 日 6 分間、1
週間で合計 30 分実施した。実施前と実施 1 ヶ月後に MMSE・Frontal Assessment Battery ( 以下 :FAB) を用
いた評価を実施し、両者の得点の推移を検証した。尚、統計処理には 2 標本 t 検定と対応のある t 検定を用いた。
本研究は当院倫理規定に則り、個人情報保護に十分配慮し、実施した。
[ 結果 ]
実施群では、FAB で有意差があった (p<0.05)。MMSE の得点に関しても平均 18.5 点 ( ± 2.8) から、平均 20.2
点 ( ± 3.3) と、有意差はなかったが向上を認めた (p=0.07)。また、実施群ではペグ操作本数が増加し、巧緻動
作能力に関しても有意な向上があった (p<0.01)。
[ 考察・結論 ]
今回の検証では、反復した巧緻動作訓練が前頭葉機能や巧緻動作能力の向上に繋がることが認められ、MMSE
に関しても、その得点が向上する傾向が示唆された。MMSE は構成や言語など、多岐に渡る脳機能を評価し
ている為、有意な変化を認めなかった可能性が高い。今後は、巧緻動作訓練の種類による変化にも着目し、新
たな検証を試みる必要がある。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-9-5　維持期リハ（入院）⑥
私服の着用が闘病意欲、日常生活動作に与える影響について

聖ヶ丘病院

よしはら ゆうや

○吉原 佑哉（作業療法士），中原 義人，佐々 昂典

はじめに
慢性期病院の入院患者において私服着用が闘病意欲、日常生活動作に与える影響について調査したため報告す
る。

対象
平成 30 年 10 月～平成 31 年 4 月に、リハビリを実施した入院患者 100 名（男性 30 名、女性 70 名、平均年齢
84.7 歳）を対象とした。離床、意思疎通困難な患者は除外した。

方法
対象者を無作為に病衣のままでリハビリを実施した群（病衣群 50 名）、私服を着用してリハビリを実施した群

（私服群 50 名）に分類した。両群に対して開始時と 1 ヶ月後の FIM、客観的意欲評価尺度（以下 Vitality 
Index：VI）の点数をｔ検定を用いて比較検討した。また、私服群には 1 ヵ月後にアンケートを実施した。ア
ンケート内容は、生活習慣の変化、リハビリへの意欲、身だしなみへの意識、更衣の行いやすさ、退院への意
識について 5 点満点（1 点低下した、2 点少し低下した、3 点変化なし、4 点少し向上した、5 点向上した）に
て聴取し、Kruskal-Wallis 検定にて比較検討した。

結果
FIM は私服群が平均 7.4 点、病衣群が平均 2.8 点向上した（p<0.05）。VI は私服群が平均 0.5 点、病衣群が平
均 0.6 点向上した。アンケートでは、生活習慣の変化が 3.8 点、リハビリへの意欲 4.0 点、身だしなみへの意識
4.0 点、更衣の行いやすさ 3.5 点であり、退院への意欲は 4.4 点と他 4 項目に対し有意に高い結果となった

（p<0.05）。

考察
田中らは私服の着用によって闘病意欲が向上すると報告しており、慢性期病院の入院患者においても短期間の
私服着用にて、闘病意欲や退院への意欲のみならず生活の自立度の向上にも有効だと考えられる。また退院へ
の意識が強くなる事で、在宅復帰を目標とした具体的な生活動作訓練への移行や退院後の QOL 向上に向けた
取り組み等、より質の高い生活動作訓練の実施に繋がると考えられる。

結語
慢性期病院の入院患者が私服を着用する事は、闘病意欲や日常生活動作の向上に有効であることが示唆された。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-9-6　維持期リハ（入院）⑥

「りっか！みじかき～が！（行こう！水やりに！）」 
～園芸活動を通して～

屋宜原病院

よぎ たかしげ

○與儀 高茂（作業療法士），大城 真吾

【はじめに】
当院の医療療養病棟入院患者における日常生活活動（以下 ADL）や生活の質（以下 QOL）向上に繋げるﾘﾊﾋﾞ
ﾘﾃｰｼｮﾝを提供するため、今回新たに作業療法ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑとして園芸活動を導入した結果を報告する。
 

【方法】
園芸活動（ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動）
内容：ひまわりのﾌﾟﾗﾝﾀｰ植え
担当：各担当ｾﾗﾋﾟｽﾄ・ﾘﾊﾋﾞﾘ助手
対象者：ﾘﾊﾋﾞﾘ対象入院患者 11 人
場所：病院正面玄関入り口前
 

【結果】
作業開始以前は、日中傾眠傾向にあった患者や、離床に対して消極的な患者が、作業を通して覚醒する時間が
長くなり、作業への興味も示す発言等も聞かれるようになった。また、離床へ消極的な患者も、「りっか！み
じかき～が（行こう！水やりに！）」と自ら離床を希望する場面が増えてきた。普段内気な性格の患者が、自
ら他者やｽﾀｯﾌへｱﾄﾞﾊﾞｲｽする等、積極的な言動がみられた。対象者全員が活動時に笑顔がみられ、作業へ集中
するなどの共通した変化がみられた。
 

【考察】
今回園芸作業を通して、ﾘｰﾀﾞｰ的な言動や積極性が見られるようになった患者、また離床を能動的に行うよう
になった患者は、ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動を通して、社会的繋がりを感じ、患者個々が役割を達成し、他者からの賞賛を得
ることで、生きる目的の喪失体験から生きがいへと変化してきたのではないかと考える。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
2-9-7　維持期リハ（入院）⑥
作業療法士だからこそ、ナラティブアプローチを有効に活用できた症例

千木病院　リハビリテーション

たなべ ともひろ

○棚辺 知宏（作業療法士）

【はじめに】
一ヶ月の臥床と腰痛の影響で意欲が低下した症例に対して、ナラティブアプローチを行なった。結果、離床機
会が増加したため以下に報告する。

【経過】
作業療法士（以下 OT）の「起きてリハビリに行きましょう」という声掛けには「寝とる」「腰痛い」などの
訴えが多かった。離床は食事時のみで、基本的に臥床していることが多い。そこでベッドサイドに置かれてい
た犬の写真から会話を広げた。犬を飼っていたこと、昔は手芸が趣味だったことを知る。開始時は「できん」
などの訴えを認めたが、実際に完成したものを見せることで「かわいいね」などの訴えを認め少しずつ離床を
促すことができた。

【考察】
OT は身体機能の向上や、離床機会の増加を目的に声掛けを行なったが、症例は腰痛や耐久性低下によって、『今
までの経験から今は休んだ方が良い』という気持ちになっていた。そこで OT は症例との思いを擦り合わせる
為にナラティブを意識した面接を実施して生活歴を知り、症例の興味を引き出すことのできる作業を提供した
ことで離床機会が増加したと考える。今回の結果から作業療法にナラティブアプローチを組み合わせることで
より症例のニーズに合った作業を提供できると考えた。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
3-1-1　ACP・リビングウィル
医療療養病棟における医療的ケアや介護を必要とする高齢患者の退院支援

札幌西円山病院

いむら あき

○井村 亜紀（看護師），中出 貴子

【はじめに】
医療療養病棟は医療的ケアや介護を必要とする患者 , 最期まで病院で療養する患者が多い。今回 , 人生の最終
段階にある患者が自宅退院できた事例を振り返り , 今後の看護の示唆を得る。

【研究方法】
１）事例紹介
Ａ氏９０代男性
病名：慢性閉塞性肺疾患による廃用症候群
介護者：妻８０代 前向きな性格 , 息子は道外在住。
医療的ケア：スピーチカニューレ使用（昼夜の痰吸引あり）経口摂取（5 分菜食 / 全介助）と胃瘻注入併用（白
湯 2 回 / 日）仙骨に難治性の褥瘡あり , 体交の他にエアーマット使用。排便コントロール必要。尿道カテーテ
ル管理。長期療養目的で一般病棟より転入。
２）実施期間
Ｘ年７月～同年１１月
３）事例による後ろ向き研究

【倫理的配慮】事例が特定されることがないよう配慮すること , 発表の趣旨・参加の自由を口頭にて説明し , 同
意を得た。

【看護の実践】一般病棟からの希望である自宅退院についてカンファレンスを実施。Ａ氏・妻の思いに揺らぎ
がない事を確認 , 長男も希望に添うことを希望し , 多職種間にて退院の方向で話し合う。共通問題として①老
老介護②褥瘡発生リスク③医療的ケア④介護・看護サービス導入による高額な費用が挙がり , 退院は非現実的
との判断に至った。再度 , 患者・家族にとっての最善の療養の場を検討。「その人らしい生活」を中心に検討
を重ね ,「在宅生活は困難」という考えから ,「在宅で過ごすにはどうしたら良いか」と発想の転換をし , 各々
の専門性から考えることとした。これまで困難とした高齢の妻への医療的ケアの指導内容を最小化することで ,
在宅医療・介護にかかる費用を現実的なものにすることができると判断。妻の習得度に合わせた指導内容を繰
り返し検討・支援した結果 , 自宅退院となった。

【結果・考察】医療者は在宅療養の負の側面に目を向けがちであるが , 正の側面にも目を向ける事で家族の力
の再評価 , そして多職種の専門性を統合し , 患者・家族が望む退院に辿り着けると考える。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
3-1-2　ACP・リビングウィル
尊厳を守るケア 
～愛媛から故郷沖縄へ想いをつなぐ～

医療法人天真会　南高井病院　看護部

おかもと せいこ

○岡本 成以子（看護師）

（はじめに）
2025 年問題を背景に、医療依存度の高い患者の受け入れが中心となり、より安全性を考慮した看護介護の質
向上を図るとともに、地域包括ケアシステムの医療体制に役立てるように、退院支援を積極的に行っている。
退院支援を行う上で重要となるのが、本人の意思を尊重することである。山岸は患者の「どこでどんなふうに
過ごしたい」という希望を引き出し、支え、叶えることは、生活の軸足を置く医療者である看護職の最も重要
な役割の 1 つである。と述べている。今回、対象者及び家族の切なる希望であった生まれ故郷への退院支援の
実現に向けて、地域連携室と協働し、院内のみならず、院外の多くの医療関係機関と「つなぐ（連携）」取り
組みができた。

（対象者）
A 氏 61 歳 男性 沖縄県出身 主病名：頸髄損傷 食機能障害
H22 年大阪で仕事中に受傷、その後リハビリ目的にて九州と愛媛の病院へ転院
5 人兄弟で、兄弟みな沖縄在住

「家族のいる故郷・沖縄に帰りたい」との思いを強く持っている。
（問題点）
四肢麻痺 両上肢拘縮 起立性低血圧がありベッドギャッジアップ 10 分程度しか保てない。

（支援方法）
A 氏及び家族の希望は 2 つあり、1 つは家族のいる沖縄に帰りたいということ、2 つめは口から食べたいであっ
た。この 2 つの思いの実現を目標に、問題解決に向けて多職種で関わった。

（まとめ）
今回の退院支援を通して、患者を中心に「つなぐ（連携）」ことの大切さを実感した。また、改めてその人ら
しい暮らしとは何か、それをつないでいくために医療はどんなサポートができるのかを考える機会となった。
院内の多職種が目標に向かい一丸となって取り組み、地域連携室が外部とのパイプ役となり、支援過程の中で
リアルタイムでの情報共有をすることによって信頼関係を結んでいくことができ、壮大な退院支援が実現した。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
3-1-3　ACP・リビングウィル
当院の ACP 普及活動と当院の看取りの実践　～多死社会の島から～

島の病院おおたに

こばやし たつや

○小林 達也（医師），山崎 ひとみ，川嵜 由佳，松岡 理利，重田 めぐみ，松浦 聡子，沖元 史香，
木保田 冨美子，山下 ひとみ，大谷 まり

当院が所在する広島県江田島市は高齢化率 45％、隣の呉市においても人口 20 万人以上の都市の中で日本一高
齢化の都市である。そういう状況において全国平均に先んじて多死社会を迎えようとしている。そういう状況
下において ACP（アドバンス・ケア・プランニング：通称 人生会議）の普及は看取り社会の実現において必
須である。当院は呉二次医療圏でも積極的に看取りを行っており、毎年年間病院看取りを 100 例、在宅看取り
を 10 例以上を実践。早くから看取りに関わっている当院独自の考えをもとに現実的な ACP の普及に取り組
みを開始した。健康なとき、通院のとき、入退院を繰り返したり終末期に差し掛かったときのさまざまな場面
での ACP の取り組みや地域の医療・福祉関係への取り組み、院内への看取りに対する啓蒙などについて紹介
する。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
3-1-4　ACP・リビングウィル
患者・家族の意思を尊重する最期を迎える為の多職種へのアプローチ

吉田記念病院　看護部

なかむら みな

○中村 美南（看護師），青山 さき，林田 紗知

 はじめに
 当院は療養病院であり、意思表示が出来ない患者が多く、看取りの段階での判断を家族に任せている現状に
ある。事例から、患者が最期の場所に自宅を希望し、家族が看取る決断を支えた他職種の多さを知った。看取
りに対する家族やスッタフの意識の高さを学んだ。当院での看取りに対しての意識を考え、他職種へアンケー
トを取ると、看取りに対する意識の低さを痛感した。このことから、看取りに対する意識の向上を目的とした
多職種へのアプローチについて取り組みを行った。

 目 的 
 ACP に向け当院スタッフの看取りについての意識の統一化を目指し、多職種へのアプローチ方法・段階を検
討する

 対 象
 当院の多職種（看護職・介護職・リハビリ｛OT・PT・ST｝・栄養科・放射線技師・MSW・薬剤師・事務職） 

 期 間
２０１９年５月～１２月 

 研究方法
 当院の看取りの指針に基づいたチーム（他職種のスタッフ）へのアンケート 

 経 過
 看取りについてアンケートをとったところ、「ただ業務をこなしていると感じる」「場面に直接介入すること
がない」などの意見があがった。後日、看取りについての説明文を加えて再度アンケートをとったが、看取り
についてごく一部の人しか考えておらず第三者からみた様な意見が多かった。これらの結果から、病院全体の
看取りに対する意識が低くチーム内の連携や情報共有が出来ていないと感じた為、各部署にて看取りについて
の話し合いを行い意見の包括・意識向上に取り組んでいる。今後デスサマリーの充実・デスカンファの徹底を
行い、また他職種とコンセンサスを図り、チーム医療の質を高める事に繋げる。

 今後の課題 
 様々な患者の状態・家族関係・状況がある中で不安や葛藤と戦う家族が多い。他職種で情報共有・意見交換
し連携することで、患者・家族のサポートができるようになることが課題である。
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3-1-5　ACP・リビングウィル
患者の意思尊重に関り事例を通して学んだこと 
～リビングウィルの明確化～

原病院　看護科

もちだ りさ

○持田 莉沙（看護師），迎 友里圭

【はじめに】ここ数年で更に高齢化が進み、世間では元気なうちから自分の最期を選択する終活が行われるよ
うになった。病院では、リビングウィルをとり患者の最期の意思決定を明らかにする取り組みがなされている。
今回、患者の意思を尊重し寄り添った看護を行ったことで学びを得た。【倫理的配慮】患者プライバシー保護
に配慮し、特定されないようにした。【目的・方法】当病院は療養病棟であり、透析治療中の患者が多く、そ
のため、急変リスクが高い。今回、患者の意思尊重に携わり事例を通して学んだ。その上で、現在入院中の患
者のリビングウィルが確認できているか見直し調査した。【症例・結果】A 氏、70 代、男性、心原性脳塞栓症（両
側性）にて重度の意識障害があり JCS Ⅲ‐200。入院前から日本尊厳死協会に入会しており、意思疎通可能時、
延命治療は望まない意思表示をされていた。入院時より、経鼻経管栄養と抗生剤治療を施行していた。家族、
他職種で話し合いを行い本人の意向を尊重し延命処置を行わない方針となり、在宅退院された。退院より 1 ヶ
月後に経管栄養を中断され 1 ヶ月半後に永眠された。本人、家族の意思を尊重した最期を迎えることができた
と考える。【考察・まとめ】A 氏の場合、本人の意思がはっきりしていた為、家族が決断しやすく、家族に在
宅退院に向けての援助の指導、サービスを提案することができた。現在入院中の患者の約 4 割はリビングウィ
ルの確認がとれていない現状にある。患者がこれまでにどのような意思決定を行ってきたのかアセスメントし、
患者が持っている自己決定の力を早期から引き出す働きかけがより必要である。
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3-2-1　ターミナル・緩和ケア・看取り①
ご逝去された患者様への取り組み ～正面玄関からのご退院～

医療法人財団利定会　大久野病院　

くりはら こころ

○栗原 心（介護福祉士），有本 幸夫，福田 智美，延原 敏子，林 文月，西 直美，加々美 佳子，岸下 結花，
森松 靜，進藤 晃

【はじめに】多死社会に突入し当院療養病棟でも死亡退院数は年々増加している。ご逝去された患者様（以下
ご逝去患者様）が、裏玄関からひっそりと退院される場面に立ち会う度に、「我々が生存している現代社会を
築く事に人生を捧げ、様々な疾患や障害と対峙され、人生の最期を全うした患者様が退院される環境として相
応しいのだろうか」「本当は正面玄関から帰宅したいのではないだろうか」と、疑問を抱いていた。そこで、
ご逝去患者様の正面玄関からの退院方法を検討し、その実践を試みたので報告する。【方法】1､ ご逝去患者様
の正面玄関からの退院に対する職員の意識調査。２、ご逝去患者様の正面玄関からの退院手順・フロー作成。3、
退院経路の選択についてご家族の希望確認とその実践（期間 2018/7/1 ～ 2019/6/30）。【結果】１）ご逝去患
者様の正面玄関からの退院に対し、職員から戸惑いや否定的な意見が多くあったが、取り組みを行う中で尊厳
を重視する意識へと変化した。2) 退院手順・フロー整備により以下の項目が改善された。①ご逝去患者様への
尊厳と敬意を伝えることが可能となった。②退院方法についてご家族の意向を取り入れる体制ができた。③外
来患者様とともに死に向き合う体制ができた。④病院全体での見送りに拡大した。３) ご逝去患者様数 63 名中、
55 名が正面からの退院をご希望された。【考察】当たり前のように行ってきた、裏玄関からの見送り方法は、
検証結果から、ご家族の希望に沿っていなかったと判断でき、また、お礼の言葉より、正面からの退院はご家
族の満足度が高い方法であると推察することができる。この取り組みにより、故人の人生に感謝を申し上げ、
人生最期の在り方を大切に考え、その敬意を示すことで、少しでもご家族に寄り添うことができた結果ではな
いかと考える。当院で最期を迎えられる患者様ご家族が、ここで最期を過せて良かったと思って頂ける様に今
後も取り組んでいきたい。
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3-2-2　ターミナル・緩和ケア・看取り①
～患者に寄り添った看取り～

医療法人天真会　南高井病院　看護部

ひょうどう まさたか

○兵頭 昌隆（介護福祉士）

＜はじめに＞
最期を病院で迎えられる患者が８割を占める現在、患者の状況に応じたＡ氏との関わりの中で学ぶことが出来
たのでここに報告する
＜患者紹介＞
Ａ氏 ８８歳 男性 膀胱癌疑い
・会話：可能 移乗：全介助 移動：自力駆動可能 食事：自力摂取
・入院時情報ではプライドが高く、気難しい性格
・家族様県外在住
＜経過＞
入院当初、笑顔はなく険しい表情が多かったが、顔を覚えてもらいたく移乗時など自ら進んで入った。Ａ氏の
方から声を掛けてくれるようになり、笑顔も増え冗談も言い合えるほどの関係になった。他のスタッフにも慣
れ笑顔が増えた。
2017 年 12 月下旬頃よりＡＤＬが低下し、食事量も減り血尿が出始めた。笑顔もなくなり会話すら困難になっ
ていった。
2018 年 2 月 28 日に容態が急変し、遠方の家族様に連絡をいれたが、「天候が悪く、次の日にならないと向か
えない」と言われた。
他のスタッフが私に看取りに入ってと言ってくれ、Ａ氏が最期一人にならないよう息を引き取るまで手を握り
寄り添った。
Ａ氏との思い出を振り返り感謝を込めて「ありがとう」と伝え、私自身できる事を行い、現場にいるスタッフ
全員に見守られながら永眠された。
＜まとめ＞
病院という限られた生活空間の中で人生の最終段階を、毎日笑って過ごして頂く環境を作り、信頼関係を築き、
ケアを行う必要があった。
Ａ氏は家族に看取って欲しかったのではないか。しかし、全ての人がそうなるとは限らない。その中でＡ氏は
最期を私に託してくれた。自己満足かもしれないが私がされたい看取りを行えた。
< 考察 >
Ａ氏と関わったことで自分が最期を迎えるなら、どんな日々を過ごしたいか。どのように周りと接したいのか。
情報だけに頼って、本当のその人らしい部分が崩されていないだろうかなど、色々考えた。技術は後からでも
身につくが、人と人との関わり方を考えケアを行う大事さ、思いやりの大切さが介護をしていくのに必要だと
考える。
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3-2-3　ターミナル・緩和ケア・看取り①
人生の最終段階にある高齢患者へのアロマテラピーの実施と効果～患者、家族の反応の分析を通
して～

ベトレヘムの園病院　看護科

いとう めい

○伊東 芽以（看護師），宮地 野百合

〔はじめに〕当院では全床医療病床に転換して以降、病状が安定している患者だけでなく、お看取り目的の人
生の最終段階の高齢患者の入院が増えている。しかし業務の多忙さから、残された時間の中でより安らぎを得
られるようなケアの模索が出来ていない現状がある。そこで個人的に取得したアロマテラピーが活用できるの
ではないかと考え、本研究をするに至った。〔目的〕患者の反応、効果について調べ、人生の最終段階にある
高齢患者のケアとして妥当であるか検証する。〔方法〕①当院入院中の人生の最終段階にある高齢患者 11 名を
対象に、アロマテラピーの資格を持つ看護師が実施し、実施前後のバイタルサイン、患者の様子の変化につい
て情報収集。②家族、スタッフから面接法、アンケートを用いて情報収集。〔結果〕①患者の反応：バイタル
サイン値の実施前後の比較を行ったところ、有意差は見られなかった。肯定的な反応としてリラックスした様
子、肯定的な言動、行動、笑顔になる、入眠する、があった。否定的な反応として苦痛表情、言動、否定、拒
否、緊張があった。②スタッフの反応：終末期のケアとしてよい、リラックス目的としてよい、安心、安楽に
繋がり良い、患者さんと積極的に関わるきっかけとなる、患者と積極的に関わるきっかけになる、香りでスタッ
フも癒されるという意見があった一方、問題点として人員不足、コストがかかる、専門知識が必要であり簡単
に実施出来ない、香りを不快に感じるという意見もあった。③ご家族の反応：今後も継続して欲しい、自分も
患者に実施してみたいとの意見があった。〔考察〕患者、スタッフ、家族より肯定的な反応が得られ、人生の
最終段階にある高齢患者のケアとしては妥当であると考えるが、問題点もあるため実施時は慎重な対応が必要
である。〔終わりに〕結果を踏まえ、今後病棟でご家族も交えアロマテラピーを取り入れた良いケアへと昇華
していきたい。
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3-2-4　ターミナル・緩和ケア・看取り①
看取り後の家族の言葉から見えてきたもの

大宮共立病院　介護医療院

いとう あいり

○伊藤 愛里（看護師），石田 翔子

【はじめに】
A 施設では平成 27 年から 4 年に渡り看取りケアの取り組みを行っている。看取り対象者の大半は自発的な意
思決定が困難であり、家族が選択や決定をしている現状にある。今回は看取り後の家族の言葉に着目し、今後
のケアに繋げることを目的に進めたので報告する。

【研究目的】
看取り後の家族から頂いた言葉を分析し、今後のケアの在り方と質の向上に繋げる。

【研究方法】
看取り後、病棟に来棟して下さった家族 26 名の言葉の逐語録を作成し、カテゴリー化した。

【結果および考察】
逐語録より、3 つのカテゴリー①病棟スタッフへの思い②ケア・行事に対しての思い③患者に対しての思いに
分類し、サブカテゴリーは全 12、コードは全 64 に分類した。
①では病棟やスタッフの雰囲気に対する言葉が多く、コードの中には「病院に行くのが日課」「母の家に行く
ような感覚」というものがあった。生活の場であり、看取りの場でもある介護医療院の特色から出てきた言葉
なのではないかと推測される。
②では利用者との入所中の思い出や経口摂取に対する言葉が多く、コードの中には「口から食べれた」「誕生
日に出席できて良かった」というものが多かった。利用者・家族にとって、QOL に視点を置くことの大切さ
を改めて再認識すると共に、今後もケアプランの充実を図っていく必要があると考える。
③では最後の看取りの場面に対するものが大半を占め、コードでは「穏やかだった」という言葉が最も多かっ
た。しかし、「気持ちの準備ができなかった」「まだ大丈夫だと思った」などのコードもあった。家族の死に対
する受け入れや納得、後悔の軽減を行おうとするのではなく、その時々の思いに寄り添い続けていく事が大切
であり、看護・介護と他職種の連携・協働を強化して関わっていく必要があると考える。

【おわりに】
看取りの場所として介護医療院を選択し入所してくる高齢者とその家族の QOL 向上の為に、更なる質の向上
に努めていきたい。
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3-2-5　ターミナル・緩和ケア・看取り①
在宅看取りを希望する意思疎通可能な超高齢者と家族のニーズを支援した取り組み

出水郡医師会立第二病院

なかむら ちほ

○中村 千保（看護師），中塩 純子，本田 神奈，本藏 由美，松下 桂子，土橋 聡美

 Ⅰ はじめに
2012 年内閣府が行った高齢者の健康に関する意識調査によると、75 歳以上の 56.3％の人が最期を自宅で迎え
たいと答えている。しかし現状は 12.4％に過ぎない。そんな中、終末期を迎えた対象者の家族が「最期の時が
きたら自宅で看取りたい」という思いがあることを知った。また、対象者は 105 歳と超高齢者であるが意思疎
通ができ、在宅への思いを口にしてる。そこで患者の尊厳を守りながら同時に支える家族にも焦点を置き、効
果的な看護実践を見出すことで、在宅看取りができないかと考えた。
 Ⅱ 研究目的
１) 対象者患者と家族の現状・ニーズを明らかにし、在宅看取りまでの看護支援を検討する ２) 対象者患者と
家族の現状・ニーズを明らかにし、今後終末期を迎える患者・家族の看護実践の示唆を得る 
Ⅲ 研究方法
１)  対象者    105 歳終末期の女性患者Ａ氏と、その家族
２）実施期間  平成 30 年 8 月～ 11 月
３）データ収集法   
     ① 半構造化インタビューを行い遂語録作成         
     ② 内容をコード化・カテゴリ化し分析             
     ③ 分析結果をもとに看護支援の計画実施 
Ⅳ 結果
インタビューはＡ氏に 20 分、家族には孫が代弁する形で 40 分行った。この調査で抽出されたコード数は 37、
サブカテゴリー数が 8、カテゴリー数は２が導かれた。分析した結果、家族らの在宅看取りへの思い、家族が
抱える在宅看取りへの不安、余生の過ごし方の要望などが明確となった。在宅看取りに至るまでの両者の心理
的、体力的不安に対する看護支援を行うことができた。 
Ⅶ 考察・結論
 研究は途中経過であるため、在宅看取りまでの結論は見出せなかった。しかし、Ａ氏が人生を全うできる環
境と、家族が心身共に負担にならないことのバランスを、柔軟に対応していく事が重要であることが示唆され
た。在宅看取りを希望する患者・家族にとって、最良な看護支援の提供ができるよう、心理的ニーズを柱とし、
今後も繋げていきたい。
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3-2-6　ターミナル・緩和ケア・看取り①
終末期ケアに対する意識の向上を目指して 
～看取りに対する意識調査・カンファレンスを試みて～

医療法人社団綾和会掛川北病院

すずき まりこ

○鈴木 まり子（看護師），金澤 貴美，中西 恵，河合 裕子，大石 理絵，鈴木 ますみ

はじめに
当院は、人生の最期を迎える終末期の患者が多く看取りに携わる事が多い。その看取りケアが果たして患者や
家族の想いに寄り添えているのか、満足のいく終焉を迎える事が出来ているのか、考える事が多くある。今回、
スタッフの終末期ケアの現状を把握し、ケアのあり方について意識を高め理解を深める事が出来たのでここに
報告する。
研究方法
 1 研究期間 Ｈ３０年 6 月～ 9 月
 2 研究対象 ５階病棟 看護師 15 名 介護士 16 名
 3 研究方法 ①看取りに対する意識調査
   　　　　 ②ターミナルカンファレンス
   　　　　 ③「看護・介護実践能力の評価尺度」アンケ－ト
   　　　　 ④デスカンファレンス
考察
意識調査の結果から、死に関わった経験の差があり、考え方も様々であり、その中で看取りのケアを行ってい
るのが現状であった。ターミナルカンファレンス・デスカンファレンスを重ねていく事で「死」に対して考え
る機会が増えた中、家族との関わりをもっと早くから持てれば良かったという意見が多く出るようになった。

「死」というものがよりイメージができ患者にとってのより良いケアを話し合う事で、看取りの意識の向上に
繋がり、スタッフの意識の変化が見られていった。看取り以前から、家族との普段の関わりを持ち、患者や家
族が気兼ねなく意思を表出出来る関係性を築いておく事の大切さを感じた。日々の生活への関わりの中で築き
上げた患者家族との信頼関係が終末期ケアをより良いものにしていくのではないかと考える。

まとめ
看取りに対する意識を高め、理解を深めまた死生観を養い、より良い看取りを行う事が出来るように努力をし
ていきたい。
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3-2-7　ターミナル・緩和ケア・看取り①

「あんこが食べたい」という終末期の患者に対し多職種にて経口摂取を支援した一例

医療法人　医徳会　真壁病院

たかはし ゆう

○高橋 優（言語聴覚士），小野 剛広，溝井 莉奈，武田 幸子，小堤 加代子，柴垣 弥生，柴田 宗一，庄司 好己

【はじめに】
誤嚥性肺炎の頻発により、近隣の医療機関にて経口摂取困難と判断され、看取り目的にて当院に転院となった
患者とその家族より、経口摂取に対する希望が強く聞かれ、多職種にて支援した。その経過を報告する。
 

【症例】
８５歳　男性
医学的診断名：パーキンソン病、誤嚥性肺炎
現病歴：上記診断にてＡ病院に入院。入院後、食事提供を試みるも肺炎の増悪を認めたため、今後一切の経口
摂取は行わない方針となる。家族は胃瘻造設や中心静脈カテーテル治療は希望せず、末梢点滴治療のみ選択す
る。看取り目的にて当院に入院となる。
 

【経過】
入院３３日目に本人より「あんこが食べたい」と聞かれ、３４日目に言語聴覚士による嚥下機能評価を実施し、
半固形態を用いた経口摂取を開始した。嚥下機能の精査と今後の方針の決定を目的として４２日目に嚥下造影
検査を施行し、翌日より昼食のみ食事提供開始となる。しかし現疾患の増悪を認め、８２日目に食事提供を中
止とした。８６日目に本人より「食べたい」と希望が強く聞かれ、多職種にて協議し家族の理解を得た上で経
口摂取が再開の方針となった。誤嚥のリスクが顕著であることを考慮し、多職種が立ち会いのもと実施、都度
安全な経口摂取方法を検討した。中でもゼリーをガーゼに包んだ状態で味覚のみ楽しむ方法は、終末期におい
て効果的であった。１２０日目、人生の最期を迎える。
 

【まとめ】
本症例は原疾患の進行により、誤嚥の危険性が顕著であった。摂食時は多職種にて立ち合いのもと実施、日々
カンファレンスを行い、状態に合わせた安全な摂取方法を検討した。それにより入院後、誤嚥性肺炎を発症す
ることなく最後まで経口摂取を継続出来た。今後も患者の「食べたい」を最後まで叶えられるよう多職種にて
支援していきたい。
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3-3-1　ターミナル・緩和ケア・看取り②
サ高住における疼痛コントロール 
～多職種と QOL 向上に向けた支援～

メディカルホームふじみ野　看護部

わたなべ かずみ

○渡辺 和美（看護師），中川 和子，若原 葉月

＜はじめに＞
　メディカルホームふじみ野はサービス付き高齢者賃貸住宅であり、住みながらにして、医療・看護・介護・
リハビリが受けられるという特徴がある。「されたい医療、されたい看護、されたい介護」を理念に掲げ、医
療が必要な方でも最期まで、個別性を重視し充実した日常生活が送れることを目指し、多職種のスタッフが連
携し支援している。癌末期の入居者数の増加に伴い、訪問看護としてオピオイドによる疼痛緩和の機会が増え
ている。
　本症例は、在宅での疼痛緩和ケアを行った２症例を報告する。
＜支援経過＞
　Ｈ氏５０代乳癌の男性は、「２４時間人のいる環境で過ごしたい。」「安心して最期を迎えたい。」という思い
から入居。当初はあまりの疼痛から不穏が続き、暴言が頻回にみられていた。
　痛みの増悪に対し、貼付剤オピオイドの調整を実施。オピオイドの持続皮下注射も開始された。その結果、
疼痛が緩和され、春には施設の敷地内でお花見を行い、「花見なんて何年振りだろう。」と喜ぶ姿が見られた。
　Ｋ氏７０代胃癌の女性は、入居時より頻回の嘔吐があり、経口摂取ができない状態であった。入居後に疼痛
も出現し、オピオイドによる疼痛コントロール開始。食事も「自分で作るなら食べられるかも。」との発言あ
り栄養士が介入。食事指導が始まり、ケアマネージャーやリハビリスタッフが一緒に買い物に行く等の支援が
あり、自炊が可能となった。現在は３食摂取出来るほど食思が向上した。
＜おわりに＞
　当ホームは在宅でありながら、自宅に比べ医療が密接に関係している。本症例のように、疼痛により自分ら
しい生活が送れなかった入居者のＱＯＬが向上出来たのは、医療での疼痛コントロールと、多職種が介入し互
いに連携を取ることで、入居者一人一人にあった援助を行うことが出来たからだと考える。
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3-3-2　ターミナル・緩和ケア・看取り②
がん患者のターミナルケアに関する事例検討 
～グループインタビューを通して～

1 定山渓病院　看護部６階Ｂ病棟，2 東北文化学園大学

ささき のりえ

○佐々木 範絵（看護師）1，菅原 昌子 1，太田 晴美 2

【目的】慢性疾患（ALS）で前立腺がん患者 A 氏のケアに携わった看護職へのグループインタビューにより、
A 氏の思いを看護師はどのようにとらえて、ケアを行ってきたかを明確にする。

【事例紹介】A 氏、90 歳代、男性。2016 年前立腺がんと診断をされホルモン療法開始。2017 年 ALS を発症、
一時自宅療養したが介護困難により入院。入院時 10m 程度歩行可能。病状進行に伴い ADL 低下、酸素療法を
行い、入院 4 か月後に永眠。

【研究方法】A 氏のケアに携わった看護師で、同意が得られた 3 名にグループ面接を 1 回（40 分）実施。主な
内容は① A 氏の思い・状況をどのようにとらえていたか、② A 氏へ行ったケアである。録音データより逐語
録を作成し、カテゴリーに分類した。

【倫理的配慮】院内倫理的審査会の承認を得た。
【結果】《患者の思い／状況》は、58 コード、22 サブカテゴリ―、６カテゴリーに分類された。カテゴリーと
して＜自分らしく穏やかに過ごす＞＜自律する存在として生活したい＞＜生理的欲求＞＜病気の受容＞＜訴え
が少ない＞＜患者と家族の関係性＞が抽出された。

《患者に対するケア》は、32 コード、6 サブカテゴリ―、3 カテゴリーに分類された。カテゴリーは＜自分ら
しく過ごすための支援＞＜自律を保つためのケア＞＜苦痛症状を判断する困難さ＞が抽出された。

【考察】A 氏は＜自律する存在として生活したい＞思いを最期まで抱えていた。A 氏の思いを叶え、自分らし
さを保つために、看護師は毎日の状況を観察し、非言語的に現れるスピリチュアルペインを捉え対応する必要
があった。山中はがん患者へは「身体症状の緩和、生理的欲求を満たす看護ケア、スピリチュアルペインへの
対応が必要である」と述べている。つまり、A 氏に＜生理的欲求＞を満たすケア、苦痛症状を捉え対応するこ
とは、心理的安寧につながり、自分らしく自律する存在として過ごすために重要であったと言える。
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3-3-3　ターミナル・緩和ケア・看取り②
終末期における療養の場の選択 
～ KOMI チャートシステムによる可視化からの解決

医療法人社団　健育会　石巻健育会病院　看護部

ごとう なおみ

○後藤 尚美（看護師）

【はじめに】
癌終末期の療養の場に対して、認知的不協和が生じていた患者と夫の思いに寄り添い、多職種で介入したこと
によって、自宅退院できた事例を報告する。

【事例紹介】
68 歳、女性、夫と二人暮らし。53 歳で大腸癌を発症し人工肛門造設。67 歳で卵巣癌を発症し化学療法を受け
たが効果は得られず、療養目的で転院。日常生活自立度 B2、経口摂取可能、膀胱留置カテーテル管理中。入
院時から左足趾壊死に伴う疼痛あり。3 か月後には腹痛も出現したため麻薬の貼付剤が開始された。前医では
病名のみ告知されている。

【経過】
患者は、できることは自分でやりたいと話し、リハビリに意欲的であった。入院 1 か月後から、患者は残され
た時間を自宅で過ごしたいと希望したが、夫は在宅療養への不安と自身の体調不良から、病院での療養を希望
した。患者は、自分の思いが夫に理解されていないと苛立ちを募らせた。そこで多職種で検討を重ねて、患者
と夫が同席してのカンファレンスを実施し、外出・外泊・退院と段階的に進めていく方針となった。在宅でよ
り長く安全に過ごすため、KOMI チャートシステムでの評価を活かし、リハビリスタッフと連携しながら、患
者の希望と夫の介護力を考慮した生活指導を実施した。外泊によって自宅での生活をイメージできたことで不
安が軽減し、夫も退院に前向きになった。本人の望む自宅退院が実現し、退院後訪問では活き活きとした患者
の姿が見られた。

【考察】
ターミナルケアで重要なことは、如何なる時も患者と家族の思いに寄り添い、最期までその人らしく、安心し
て過ごせる環境を整えることである。患者と夫に寄り添った意思決定支援と、身体的・精神的・社会的に無理
なく穏やかに生活するための支援体制を整えたことが、安心感や信頼感を生み、自宅退院できたと考える。ま
た、KOMI チャートシステムで残された力を可視化することは、課題の抽出と解決及び患者と家族の QOL 向
上を導くことに繋がる。
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3-3-4　ターミナル・緩和ケア・看取り②
終末期ガン患者への作業療法士としての関わり ～生活歴を反映した介入～

1 医療法人社団青優会　南小樽病院　リハビリテーション部，2 医療法人社団青優会　南小樽病院　診療部

やまぐち よしまさ

○山口 祥正（作業療法士）1，太細 佳菜 1，室内 拓也 1，太田 健一 1，久保 元気 1，奥芝 知郎 2

【はじめに】ガン患者における緩和的リハビリは患者様の要望を尊重し、身体的、精神的、社会的にも高い
QOL を保てる援助が重要である。今回、終末期の A 氏に生活歴を反映した介入を行い、精神的苦痛の軽減と
QOL を敬う関りを行った為、以下に報告する。

【症例紹介】A 氏 60 歳代男性。原発性肺腺癌、転移性脳腫瘍。脳転移を伴うステージⅣの肺腺癌に対して X
年全脳照射治療施行。癌性胸膜炎も併発した為、BCS 目的で当院入院となる。

【介入期間】X 年 Y 月～ X 年 Y+6 月

【作業療法評価】興味関心チェックシート 麻雀 コーヒー PGC7/17 点 FIM83/126 点 MOHOST72/96 点

【経過】Ⅰ期：集団 OT で麻雀を導入。最中は「麻雀なら一日中出来る」と快反応が良く見られ、参加者と顔
なじみになり活動が定着化した。また他職種で情報共有し、日課だったコーヒーの摂取、売店利用の自立が実
現した。
 Ⅱ期：自室経過が増え、倦怠感が強い時は自室で麻雀を実施した。次第に「部屋から出たい」と発言が聞かれ、
車椅子乗車での活動を支援した。
 Ⅲ期：絶飲食となったが「ジンギスカンが食べたい」と発言があり、楽しみ活動として実施し、快反応が見
られた。覚醒時は自室での麻雀、車椅子乗車等、本人の要望に応えた。その後状態悪化し、介入 6 ヶ月後に永
眠された。

【結果】PGC5/17 点 FIM35/126 点 MOHOST58/96 点

【考察】A 氏は状態悪化に伴う心理的過程の変化により精神的苦痛が増加し、PGC の「老いに対する態度」「孤
独・不満足感」の低下を認めた。生活歴を反映させた介入は、意味のある作業活動を定着化させ、他者交流の
場となった。悪化に伴う中 A 氏の希望に応えた事が、MOHOST の「作業の動機づけ」が 13 点から 12 点と
維持した事、PGC の「心理的安定」が 2 点から 4 点に改善した事に繋がり、A 氏の満足感や安心感を得る場
を提供出来たと考えられ、精神的苦痛の軽減と A 氏の QOL に少なからず貢献する事が出来たと示唆された。
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3-3-5　ターミナル・緩和ケア・看取り②
当院におけるがんのリハビリテーションについて ～ 4 年間の経過より～

定山渓病院　作業療法科

いしかわ みやこ

○石川 美哉子（作業療法士），南部 浩志，小川 輝史

はじめに
2006 年 6 月「がん対策基本法」制定された。当院は 2014 年からがん患者のリハビリテーション料（以下、が
んリハ）算定を開始。がんリハ処方の患者について「状態・特徴」等を調査したためその結果を報告する。
方法
当院で採用している、リハビリテーション支援システムの記録を後方視的に調査。対象は、2014 年 1 月～
2018 年 7 月末までの期間の入院患者。項目 1. 年齢、2. 臓器別内訳、3. 入院目的、4. 入院期間、5. 入院時パフォー
マンスステイタス（以下 PS）、6. リハ処方、7. 退院時の転機。
結果
1. 平均年齢 77.1 歳（最高 95 歳、最少 49 歳）。2. 最多は腸 11 名。3. 療養目的１９名、緩和・終末期ケア目的
14 名。自宅・施設退院７名。4. 平均入院期間 201.1 日（最短 6 日、最長 9 年）。5. PS 「3」「4」レベルが多く、
自力歩行不可が 26 名。6.PT・OT 各 40 件、ST22 件。7. 死亡 28 名、自宅・施設退院 5 名。
考察
当院における、がんを患者の平均年齢が高齢化している事、療養目的、緩和・終末期ケア目的での入院が 33
名（82.5％）と高いことから、積極的な治療が困難な状態にある、そのような治療を望まず緩和的な治療を望
んでいると考えられる。また、当院がターミナル期のケアを長年実践しており、療養場所・最後を迎える場所
として認知されている結果と捉える。入院時 PS より、自力で歩行できない「3」「4」レベルが 26 名（65%）
との結果は、他院で外科的手術、化学療法・放射線治療を終え、体力低下が著しい状態だったと考える。また
退院時転帰は、死亡・自宅・施設・他院と幅広く、当院が終末期ケアから自宅退院まで様々な目的に対応して
いたと考える。急速に変化する全身状態に加え、患者本人・家族の意向を確認し、チームで共有しながら早急
な対応が求められることは、日々の変化等を、適宜ディスカッション出来る場が必要になる。
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3-3-6　ターミナル・緩和ケア・看取り②
慢性期医療におけるがんリハビリテーションの現状と課題

1 園田病院　リハビリテーション科，2 園田病院　内科

こばやし けいいち

○小林 啓一（理学療法士）1，金田 麻 1，寺田 菜摘 1，小野 啓介 1，小里 英明 1，橋本 創 2

【はじめに】当院は地域に根ざした医療療養型病院である。2015 年よりがんリハビリテーション（がんリハ）
を実施し進行がん、末期がん患者に対して ADL、QOL 向上に取り組んでいる。【対象、方法】2015 年 6 月か
ら 2019 年 6 月まで PT5 名 OT2 名 ST1 名が、がんリハを実施した再入院を含む 53 例を対象とした。それら
を死亡退院群 40 例（男性 23 例、女性 17 例、平均年齢 80.7 歳）と自宅退院群 11 例（男性 8 例、女性 3 例、
平均年齢 79.9 歳）に大別し入院平均日数、入院元、疾患名、オピオイド使用、Performance Status(PS) につい
て比較、検討した。【結果】死亡退院群は入院平均日数 78 日（3 ～ 542 日）、入院元は病院 27 例（68％）で最
も多く、疾患別は肺癌が 8 例と最も多く、次いで肝癌 5 例、直腸癌 5 例、胃癌 4 例、胆嚢癌 4 例、乳癌 3 例、
胆管癌 3 例、その他 8 例となる。オピオイド使用は 20 例 (50％ )、PS 平均 3.5。 自宅退院群は入院平均日数
43.5 日（12 ～ 98 日）、入院元は自宅 7 例（64％）が最も多く、疾患別は肺癌 3 例と最も多くその他 8 例となる。
オピオイド使用は 1 例（9％）。PS 平均 2.5。リハビリテーション内容としては自宅復帰の為の ADL 改善と共に、
呼吸リハビリテーション、ベット上での除痛動作指導、残存能力を用いた ADL の維持、改善、外泊支援、退
院前訪問指導、ポジショニングを行なった。余命の時期に合わせリハビリテーション内容を再検討し患者、家
族の要望に合わせ傾聴しアプローチを行った。【まとめ】がんリハを実施した患者のうち 75％が死亡退院であっ
た。入院平均日数は自宅退院群の方が短く、入院元は死亡退院群では病院が最も多く、自宅退院群では自宅が
最も多かった。疾患別は両群ともに肺癌が最も多く、オピオイド使用率は死亡退院群の方が高かった。オピオ
イド使用者はがんリハ患者の 40％となり余命の時期にあわせたトータルペインの理解と対応が今後の課題と
なった。
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3-4-1　ターミナル・緩和ケア・看取り③
地域包括ケアシステムにおける緩和ケアの需要 
～地域包括ケア・医療療養病棟での緩和医療認定医の経験から～

1 小林記念病院　診療部，2 小林記念病院　薬剤部，3 小林記念病院　看護部

ふじい きょうこ

○藤井 恭子（医師）1，加藤 豊範 2，加藤 美紀 3，小林 静香 3，小田 高司 1

目的
医療用麻薬管理の問題と症状悪化の際の迅速な対応の必要性から、担癌高齢者の特養や老健入所はまだまだ困
難であり、地域包括ケア病棟や療養病棟への入院が増えている。一方で、非がん終末期の高齢者に対する緩和
ケアニーズは今後の劇的な増加が見込まれる。今回、碧南地区の地域包括ケアシステムにおける緩和ケア提供
の状況について検討したので報告する。
患者と方法
2017 年 10 月の緩和医療認定医（以下認定医）着任後、2018 年 11 月までに入院し認定医が関与した入院死亡
患者 40 症例（男 : 女 =22:18 平均年齢 :81.75 歳 range:65 － 93 歳 中央値 83 歳）を対象として、緩和ケアの提
供状況を後ろ向きに検討した。
結果
入院死亡 40 例のうち、30 人ががん死亡、10 人 (25％ ) が非がん死亡、非がん死亡の内訳は心不全 4 名、腎不
全 2 名、神経難病 2 名、敗血症 1 名、老衰 1 名、肺炎 1 名であった。提供した緩和医療の内容はオピオイド投
与 ( 投与継続・投与導入・オピオイドスイッチ ) が 26 例、家族ケアが 33 例 で、スピリチュアルペインに対す
る対応が 14 例であった。終末期における倫理的問題について現場スタッフへのアドバイスを適宜行なった。
考察
本邦では認定医が入院非がんの患者を診療することは一般的ではない *。医療用麻薬について、自験例にも非
がんの患者で医療用麻薬を使用した症例があった事から、今後は非がん高齢患者への認定医による緩和医療提
供需要の大幅な増大が予想される。当院は地域の終末期の患者さんを広く受け入れ、多職種チームで緩和ケア
に関与してきた歴史があるが、終末期医療のエビデンスを取り入れた緩和ケア提供のニーズは今後ますます増
加すると考えられた。

*：大坂巌他、Palliat Care Res 2018:13(1)31-37
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3-4-2　ターミナル・緩和ケア・看取り③
サービス付き高齢者向け住宅における在宅血液透析終末期の臨床的検討

1 富家病院，2 富家在宅リハビリテーションケアセンター

おおたに ゆうし

○大谷 祐之（医師）1,2，辻 明 2，上山 裕 2，富家 隆樹 1

【はじめに】
高齢社会にともない多死社会が訪れている . 透析患者においても深刻な高齢化が進むなかで、終末期医療や緩
和ケアのあり方が重要な課題となっている．当グループのサービス付き高齢者向け住宅 ( 以下 , サ高住 )「メデ
カルホームふじみ野」は基幹病院「富家病院」に隣接する 113 戸の施設で、うち 33 戸に居室での血液透析が
可能な設備を有している．今回われわれは当サ高住で経験した血液透析終末期症例の検討を行ったので報告す
る．

【対象】
サ高住開設 2010 年 1 月から 2019 年 6 月までの 9 年 6 ヶ月間に、当サ高住に入居し在宅透析を受けた 102 症例
のうち、状態悪化で入院した後に死亡した例や、予期せぬ急変で死亡した例を除く、在宅で看取った 27 例を
対象とした．死亡時年齢は 78 ± 9 歳 (63 ～ 94 歳 ) で、男性 14 例ー女性 13 例．

【結果】
透析導入原因疾患の 14 例が糖尿病性腎症であった．透析歴は 8.4 ± 5.2 年 (8 ヶ月～ 26 年 )，平均介護度は要
介護 3.7 であった．維持透析を見合わせてから看取りまでの期間は平均 2.2 日 (0 ～ 18 日 )，このうち進行癌全
身転移が 7 例、重症下肢壊疽合併が 5 例含まれていた．

【考察】
医療の使命は延命から満足度にシフトしており、患者の尊厳生と命の終焉としての尊厳死を尊重する時代を迎
えている．透析医療の現場においても、開始 ( 導入 ) と継続 ( 見合わせ ) に関する議論が進み、エンドオブライ
フケアへの取り組みが課題である．腎不全終末期における当サ高住での在宅血液透析は、自宅からの透析通院
の不安を解消し、病院への長期入院とも異なる、終の棲家としての当施設ならではの新しい形態という側面を
持ち合わせている．個々の患者・家族の希望に寄り添った安寧な人生の最終段階における医療・介護の支援を
提供できると考えている．
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3-4-3　ターミナル・緩和ケア・看取り③
熱発サーベイランスからみた「人生の終末期」への影響について

札幌百合の会病院

おおした ちはる

○大下 千晴（看護師），田畑 りか，今井 文子，猪口 みゆき，小野寺 次民

【目的と方法】当院では例年、秋から冬にかけて死亡退院数が増加する傾向にあり、呼吸器感染がその誘因と
考えられた。そのため 2018 年 10 月から 2019 年３月までの６か月間の「熱発サーベイランス」を検証し、「熱
発」や「咳・痰」が最終的に死因となった「誤嚥性肺炎」・「肺炎」・「老衰」の３者と「総死亡数」に及ぼす影
響を調べることにした。

【研究結果】１） 病棟別熱発イベント数でみると、「看取り」の多い病棟では「咳・熱を伴う熱発」が「総死亡数」
および「誤嚥性肺炎」と関与しているのが解った。他の病棟では「熱発頻度」が「老衰」に関与している傾向
を認めた。２）病院全体の月別熱発イベント数でみると「咳・痰を伴う熱発」が「総死亡数」および「誤嚥性
肺炎」に関与している傾向を認めた。３）「肺炎」は病棟別でも全体でも熱発イベントと明らかな関係を認め
なかった。

【考察】死因統計で用いられる「誤嚥性肺炎」と「肺炎」および「老衰」は厳密に区別することは困難である。
しかも３者とも呼吸器感染を契機に転帰する事が多いと考え、冬期間の熱発サーベイランスを分析し、その関
連を調べた。その結果、看取りの多い病棟では「咳・痰を伴う熱発」と「総死亡数」および「誤嚥性肺炎」が
関連しており、他の病棟では「熱発の頻度」が「老衰」に関与していることが解った。また病院全体では「咳・
痰を伴う熱発」が微熱・高熱に関わらず「総死亡」および「誤嚥性肺炎」に関与することが判明した。しかし

「肺炎」は熱発イベントと明確な関連を認めなかった。
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3-4-4　ターミナル・緩和ケア・看取り③
最期までその人の人生を支えるために 
― HAPPY END のありかた―

鴨池慈風苑

むらなか えみこ

○村中 笑子（看護師），石丸 惠子，吉﨑 ひとみ

【はじめに】
現在の「多死社会」を背景に寝たきり、重度認知高齢者に対して尊厳を守り、質の高いエンドライフケアを提
供していくことが介護老人保健施設の重要な役割の一つとなっている。今回、回復が望めない状態で尊厳死と
いう選択を御家族に託され、御自身が望む最期を迎えた症例をグリーフケアを含めて振り返り今後の課題につ
いて報告する。
 

【対象者】
80 歳男性  レビー小体型認症  要介護 3
 

【入所から看取りへの経過】
 入所時より、嚥下食摂取するも食思の低下やムラあり誤嚥のリスクが高く、入所後半年程で誤嚥性肺炎を繰
り返し、経口摂取不可と診断。御家族より本人の意思を尊重し①経管栄養、胃瘻造設、延命処置は希望しない
②リスクをふまえ経口摂取希望と意思表示を受けターミナルケア開始。安全に味わえるように工夫し好物を食
事介助。残差物は吸引にて回収するなどの対策を行い、固形物の摂取が困難な状態でも好物の冷奴を食べさせ
たいという想いに応える為豆乳に醤油を混ぜ舌に乗せるなどの援助を亡くなる前日まで行った。
 

【考察】
 御家族は本人の意思を尊重し尊厳死という決断を迷いながら選択された。食は最終段階で栄養摂取の手段で
はなく、本人と御家族を繋ぐコミュニケーションとなり、看取る御家族にとっては別れの儀式にもなった。全
スタッフが最善のケアを提供し寄り添った結果、信頼関係が生まれグリーフケアまで繋がった。今後更に寄り
添い想いを傾聴しねぎらうことで、御家族が新たな一歩を踏み出す機会となるよう努める必要があると思われ
た。
 

【まとめ】
 今後も最期まで生を支える為に、知識と技術そしてリスクをも受け入れる覚悟をもって、スタッフが一丸と
なり最善のケアを提供していかなければならない。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
3-4-5　ターミナル・緩和ケア・看取り③
人生の最終段階における患者及び家族への退院支援

1 医療法人天心堂　志田病院　看護部，2 医療法人天心堂　志田病院

のなか ちかこ

○野中 千佳子（看護師）1，土井 京子 1，藤永 広美 1，峯松 愛子 1，武富 梨花 1，松浦 美香 1，志田 知之 2

【はじめに】
　現在我国では年間 130 万人以上が亡くなっており、その約 7 割が「最期の時を自宅で」と希望しているにも
かかわらず、1 割程度しか実際に自宅で最後を迎える人がいない。今回、自分で設計した自宅で最期を迎えた
いと願う患者とその願いを叶えたい妻、そして、当初協力を得ることが困難であった他の同居家族に対し、在
宅看取り支援に取り組むことで、自宅で家族と最期を過ごすができた症例を経験した。

【症例紹介】
　60 代男性。2017 年に食道癌と診断。その後病状が進行し、緩和治療目的で当院に入院。入院時は自宅への
退院を望まれていたが、退院には、徐々に医療必要度が高くなっていた事、妻以外の家族の協力を得ることが
困難であった事、家族の医療・介護の知識不足等が問題となった。そこで、患者・家族と多職種によるカンファ
レンスを実施し信頼関係を構築した。更に、介護の方法や人生の最終段階における過ごし方についてもパンフ
レット等を用いて説明し、不安の軽減に努めた。その結果、必要な介護が家族で可能となり、24 時間の医療
体制も確立して最期を自宅で迎える事が出来た。

【考察】
　最期を自宅で過ごしたいという患者の希望を叶える為には、自宅にて介護を行うことになる家族の不安の軽
減が必須である。その為には医師や看護師、ソーシャルワーカー、ケアマネジャーなどが多職種で入院中から
関わりを持ち、信頼関係を築きあげていく必要がある。また、今までの看取りの考えは家族中心になりがちで
あったが、患者の思いが中心という考えが重要である。意思表示が困難な患者に対しても、今までの生活状況
を家族に思い出してもらい、本人の意思がどうなのかを一緒に考える事で、在宅への看取りへと進むことが出
来たと考える。しかし、アドバンス・ケア・プランニングを行うタイミングの見極めが難しく、今後の課題と
言える。
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3-4-6　ターミナル・緩和ケア・看取り③
夫婦の意思を尊重したエンド・オブ・ライフ・ケア 
～夫婦の時間を大切に過ごして頂くための看護師の役割～

安来第一病院

ほそだ あすか

○細田 明香（看護師），生土 澄江

【研究目的・背景】
　夫のがんの告知を受け、治療により生活の場が病院となった。患者様の必要とする時にそばに行き、寄り添
う事や看護介入が困難な事があった。そんな時、妻からの申し出により終日付添をされる事になった。
　人生を終える最期まで残された夫婦の時間をいかに大切に過ごして頂くか、後悔の念が最小限になる看取り
が行えるように支援したいと考えた。そして、終日、妻の付き添いがある事による看護者の客観的な意見も踏
まえ、看護師としての関わりを明らかにしていく事を目的とした。
 

【方法】
　１．対象：Ａ氏とその妻
　２．データ分析方法
　　　看護記録
　　　カンファレンス結果
　　　主治医も含めた合同カンファレンス
　　　看護者の客観的な意見結果
　３．倫理的配慮
　対象者には研究の目的と、研究発表では個人が特定されない事を説明し、研究以外の目的では使用しない事、
研究への参加は自由であり、いつでも参加を中止できることを説明し、協力への同意の署名を得た。
 

【結果・まとめ】
　夫の入院により生活の中で制限を余儀なくされ、入院中に金婚式を迎えられる日があったが、「入院中なの
で何もお祝い出来ない。仕方ない。」と妻の言動があった。そこでスタッフで相談・協力し、病院で医療者・
家族揃ってお祝いすることができた。病院だから出来ないのではなく、病院でもできる事を実行して頂きたい
と思い、行動に移した事が看護の重要性であると気付いた。また、終日妻の付き添いがあり、看護の際の躊躇
してしまう場面もあった。しかし、そこを利点と捉え、積極的にコミュニケーションを図り、信頼関係を築い
ていく事で妻から様々な意向や希望を聞く事ができた。
　今後はグリーフケアにつながるような関わり、支援が必要となってくると考える。
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3-4-7　ターミナル・緩和ケア・看取り③
終末期の患者と認知機能低下があるその妻への意思決定を支えるケア

1 定山渓病院　看護部３階Ａ病棟，2 東北文化学園大学

こまの あきこ

○駒野 亜希子（看護師）1，大高 美紀 1，太田 晴美 2

はじめに
 近年、高齢者夫婦世帯は増加傾向にあり、当院においても同様の背景をもつ入院患者は多い。また、患者及
び主たる介護者が認知機能低下を有し、自分の思いを十分に伝えることができない状況がある。今回、誤嚥性
肺炎を繰り返しながら終末期を迎えた 80 代の男性患者と、認知機能低下がみられる妻に対し、迷いや葛藤を
感じながらケアを行った。患者や家族の思いを支える終末期のあり方を振り返り今後に活かしたい。
事例紹介

【患者】 87 歳 男性 診断名 脳梗塞・誤嚥性肺炎・糖尿病 2013 年脳梗塞を発症し、誤嚥性肺炎を繰り返していた。
2018 年 10 月に嚥下困難で食事中止となり末梢点滴施行、主治医から予断は許せない状況と説明された。認知
症により、返答や会話は曖昧。2018 年 11 月永眠。 

【家族背景】 妻 77 歳 認知機能低下あり、患者の状態を説明するが理解することは困難であった。相談できる
親族は義妹夫婦のみ。
終末期の関わり
 妻は「最期は安らかにして欲しい」と希望する。患者の残り少ない時間に、何かしてあげられることはない
かと患者に関わるスタッフで合同カンファレンスを行った。患者は「何か食べたい」という希望がありとろみ
をつけた水分を摂取。妻は以前より「家に連れて帰りたい」という思いが強かった為、状態を考慮しわずか
30 分ではあったが、スタッフ同行のうえ自宅に外出することができた。帰院後患者は手を合わせ感謝し、妻
は外出での喜びを何度も患者やスタッフに伝え、最期にはお礼の手紙を頂いた。４日後、妻に見守られ永眠さ
れた。
終わりに
今回のケースのように夫婦共に認知機能低下があり、判断や意思表示が充分にできない事例が増加することは
必然である。出来るだけ本人らしい最期を迎えるためには、患者・家族の意思決定を支援し希望を叶えられる
ように、スタッフの力を結集し最善のケアを提供することが重要である。
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3-5-1　看護師特定行為①
当院における看護師特定行為による PICC 挿入の現状

平成横浜病院　

なかむら あや

○中村 文（看護師），福田 さおり，古谷 茂美，許 吉起，三輪 健

［背景］
2017 年 10 月より、看護師特定行為に末梢留置型中心静脈注射用カテーテル ( 以下 PICC) の挿入が追加され、
当院では看護師特定行為研修終了者を中心に PICC 挿入チームを発足した。

［目的］
手順書に沿い実施フローを作成、実施場所を病棟から手術室へ移転し集中的に行えるようセンター化した。チー
ム発足からの現状を報告する。

［対象］
2018 年 7 月から 2019 年 7 月までに PICC 挿入した患者 146 人。

［方法］
チーム発足後 1 年間に PICC 挿入した患者 146 人。挿入までの事前準備内容や実績を集計。①患者背景②挿入
目的③依頼から挿入までの日数④穿刺部位⑤穿刺時間⑥看護師単独での留置可否⑦留置期間⑧転機について検
討。

［結果］
①男 69 人・女 77 人、年齢 65~100 歳 ( 平均 88 歳 )、②挿入目的は TPN 導入 93％・末梢確保困難 7％、③挿入
まで 0~4 日 ( 平均 1.8 日 )、④挿入部位は左上腕尺側皮静脈 74％・同右 16％・左上腕正中静脈 5％・同右 4％・
左橈側皮静脈 1％、⑤穿刺時間は 8 分 ~90 分 ( 平均 20 分 )、⑥単独での留置 65%・不成功 7.5%( 実習生除く )・
CV カテーテルへ変更 1 件､ ⑦平均留置期間 26.6 日、⑧症状軽快 35％ ･ 転院 20％ ･ 死亡 18％ ･ 自己抜去 3％
･ 熱発 3％ ･ 閉塞 2％であった。挿入に伴う合併症は認めていない。

［考察・結論］
当院では看護師特定行為の PICC 挿入チームを発足、合併症なく運用しその後の適切な治療に繋がっている。
今後も PICC 挿入をより安全・迅速に汎用していくためには、①有資格取得者や新規資格取得者のスキル向上
と教育体制の構築、②院内全体への周知・連携、③指導医の在院時に限られるため指導医の増員が必須である。
これら協働体制を整えることで、主治医の違いに関わらず全ての在院患者に適時適切な PICC 挿入が行われ、
早期治療効果に繋がると考えられた。
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3-5-2　看護師特定行為①
特定行為としての PICC 挿入の検討

1 岸和田平成病院　看護部，2 岸和田平成病院　診療部

すえよし ともみ

○末吉 朋美（看護師）1，久米 庸一 2，竹田 久美 1，坂本 純子 1，舘谷 新一郎 2，松本 和子 2，荒尾 徳三 2

【はじめに】 
当院では末梢挿入式中心静脈カテーテル（Peripherally Inserted Central Catheter: PICC) はエコーガイド下に
上腕 （ときに大腿）の静脈を穿刺する方法を用いている。2015 年 10 月の厚生労働省通知により、看護師の特
定行為が明文化され、その 38 領域の中に PICC 留置も含まれた。そのため、所定の研修を受けた特定看護師
も PICC を行なえるようになった。そこで当院における特定看護師による慢性期患者に対する PICC 留置の現
状、成績と今後の問題点を検討した。

【症例】
当院における特定看護師による特定行為としての PICC 留置の症例数（H30 年 5 月以降）は 46 例であった。
尺側皮静脈または上腕静脈からが 41 例、大伏在静脈からが 5 例（ペースメーカー埋め込み症例、四肢拘縮の
ため上腕からは至適体位がとれない症例）であった。

【成績】
慢性期患者での PICC 成功率は特定看護師による PICC が 84％（39 例 /46 例）、同時期に行なった医師による
PICC が 88％（49 例 /56 例）であった。特定看護師による失敗の原因は技術的な問題が 2 例 （ガイドワイヤー
操作に不慣れなど）、患者側の問題が 5 例 （高齢者特有の栄養障害や脱水で血管が狭小、全身浮腫が重度）であっ
た。また特定看護師による PICC 挿入による重篤な合併症は見られなかった。

【今後の問題点】
初期における技術的な問題をクリアすれば、特定行為としての PICC 留置成功率は当院においても医師が行
なった場合と有意差がなかった（P=0.69、カイ二乗検定）。技術的な失敗を最小限にとどめるためには、引き
続いて特定看護師の教育システムを整備していく必要がある。
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3-5-3　看護師特定行為①
褥瘡ケアにおける看護師特定行為研修修了者の成果

1 博愛記念病院，2 介護老人保健施設平成アメニティ

きたじま みわこ

○北島 美和子（事務職）1，伊井 節子 2

［目的］
2015  年、厚生労働省は特定行為に係る看護師の研修制度を施行した。今後の在宅医療等を支えていく目的で
施行されたが、2017 年度までの 3 年間で特定行為を修了した看護師 ( 以下特定看護師 ) は全国で 1041 人いる
が、その内介護施設の所属は 15 人と少ない。そこで、特定看護師行為の 1 つである創傷管理関連に注目し、
介護老人保健施設 ( 以下老健 ) で活動し、褥瘡の発生や治癒についての変化を調査し、活動の意義について検
討した。

［対象］
老健入所者

［方法］
研究期間：2016 年 10 月－ 2018 年 9 月
研究内容：特定看護師が褥瘡ケアに関わる前後の褥瘡新規発生率、治癒率、要介護度、DESIGN-R 値、褥瘡持
ち込み入所者数の比較
ケア内容：週 1-2 回褥瘡観察、処置 ( デブリートメント、陰圧閉鎖療法を含む ) 、体圧分散、栄養状態チェッ
クなど

［結果］
褥瘡新規発生率は特定看護師が関わる前は、2.85％、後は 0.19％であった。褥瘡治癒率は特定看護師が関わる
前は、31.63％、後は 32.40％であった。要介護度の前後は 4.27、4.29 であった。

［考察・結論］
今回の結果より褥瘡新規発生率が低下している。日本褥瘡学会の調査によると全国平均は 1.75％ でありこれ
と比較しても低値である。老健の全国平均要介護度は 3.21 であり、当施設は高く、褥瘡発生リスクは高いが
発生率は低くなっており、予防が出来る事が明らかになった。
宮地氏は「褥瘡の予防にはまず、褥瘡発生のリスクのアセスメントをする事が重要であり、リスクアセスメン
ト・スケールの使用に加えて、看護師が毎日皮膚を観察することが重要な褥瘡の予防のケアといえる」と述べ
ている。特定看護師が関わることによって、職員の意識が高まり、観察力が上がっていた可能性が高い。職員
の意識改革へと繋がった。
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3-5-4　看護師特定行為①
特定行為看護師による創傷治癒へのアプローチ～多職種との共有～

一般財団多摩緑成会緑成会病院　看護部

はせがわ ともこ

○長谷川 知子（看護師），伊藤 裕二

« 背景 » 当院回復期病棟における特定行為看護師が在中することで今まで処置困難、医療介入必須の患者様に
連携プレーにて早期退院が可能となり、手順書範囲内における迅速な対応や医療処置実施にて日々変化する患
者様の定やい変化にも順応に応じることができたが行為自体の内容は認知されていない実態がある。« 目的 »
当院回復期病棟での特定行為看護師は 2 名おり、実施報告・アプローチ方法での改善過程・治癒症例を多職種
の連携の重要性・必要性を振り返り更に患者様へ「絶対見捨てない」の理念のもと必ず私たちの手で自宅退院
を目指し取り組んできた過程を今回の目的とする。対象は、2019/1/14 転倒し、自宅加療も疼痛改善せず M
病院へ緊急搬送。腰椎圧迫骨折及び左下肢潰瘍にて入院加療。1/25 よりリハビリ開始。2/12 リハビリ目的に
て当院回復期病棟入院の 84 歳の女性。前医にて入院前に左足関節外側に 15 × 20㎝の潰瘍形成にて処置継続
が必要な状況であった。« 方法 » ①医師、薬剤師、栄養士、リハビリ介入にて創傷治癒に対するアプローチ②
特定行為看護師による慢性創傷における壊死組織の除去。
« 結果 » バイタルの確変なし。鎮痛薬内服開始。HbA1c 7.54％にてＤＭ食 1400㎉、毎食前ＢＳ測定、創傷治
癒に向けアプローチ。2/3 亜鉛採血 48 μｇ /㎗と低値にてポラプレジンク内服開始。ＢＳ値 150~180㎎ /㎗、
全身状態経過良好、食事完食。日々のリハビリも、車椅子からサークル歩行とＡＤＬ向上しその際も疼痛増強
なく、循環血液量促進、筋力低下予防へも努め現在ＰＵＷ歩行見守り実施となる。②特定行為看護師介入にて
午前、午後と壊死組織の除去施行、処置介入し夜勤看護師へのガーゼ交換指導をし菌の温床予防・清潔保持に
努めた。
« 考察・結論 » こまめなケア・継続的な特定行為看護師介入にて短期間の創傷改善への導きが出来、早期退院
へも繋げることを確信した。
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3-5-5　看護師特定行為①
療養型病院における特定看護師の取り組みについて～褥瘡委員会活動を通して～

社会医療法人　きつこう会　多根第二病院　看護部

みやた あきな

○宮田 明奈（看護師）

【はじめに】
　2025 年に向けて特定行為に係わる看護師の研修制度は 2015 年 10 月から導入され、当法人は 2017 年 5 月か
ら特定行為 4 区分（腹腔ドレーン管理関連・創部ドレーン管理関連・創傷管理関連・栄養および水分管理に係
わる薬剤投与）の研修を実施している。
私は 2019 年 3 月に研修を終了し、療養型病院において特定看護師として褥瘡委員会の中で活動を行っている。
病院管理者から求められた活動としてスタッフのスキルアップを目指した教育的介入、医師とスムーズな連携
を図るかけはしの役割となることが挙げられた。今回はその活動について報告する。

【現在の活動】
１）褥瘡委員会において病棟ラウンド形式から症例検討の形式へ変更
２）褥瘡に関するコンサルテーションシステムの構築
３）褥瘡保有患者・褥瘡ハイリスク患者のラウンド
４）院内研修の企画運営

【活動報告】
　コンサルテーションの方法を提示したことにより、タイムリーな介入が可能になった。看護師はこれまで褥
瘡に関する正しい評価が行えておらず、創傷治癒過程に対する知識不足から個別性に応じたケアの提供が行え
ていなかった。しかし、症例検討のディスカッションの効果と OJT により、個別性に応じたケアを提供する
ことができるようになった。特定看護師の存在を周知することで介入症例が増え、意識の変化もみられた。患
者に関わる他職種と連携を図る機会が増え、チーム医療としての意識が向上した。

【結論】
　特定看護師はチーム医療のキーパーソンとなりタイムリーな対応と医学的知識に基づいた臨床判断能力が求
められる。特定行為のみを行うだけでなく看護の視点をベースとし、特定行為を含めた医療の提供を行うこと
を組織として目指している。看護師のスキルアップの向上の役割を担い、看護の質を高められるよう今後も活
動の場を広げていきたい。
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3-5-6　看護師特定行為①
特定看護師による人工呼吸器離脱プラン : 症例報告

1 豊中平成病院　回復期リハビリ病棟　看護科，2 豊中平成病院　回復期リハビリ病棟　医師，3 豊中平成病院　療養病棟　医師

うえの みさよ

○上野 美沙代（看護師）1，新井 秀宜 2，松本 悟 3

【目的】
今後、超高齢化社会を向かえるにあたり厚生労働省より創設された「特定看護師」が現在注目されている。し
かし、特定行為の実施件数は少なく、特に人工呼吸器離脱は極めて少ない。今回、特定看護師主体でウィーニ
ング計画表を作成し、医師、セラピストと協同して人工呼吸器離脱に成功した症例を後ろ向きに検討する。

【対象】
2018 年 8 月ギランバレー症候群を発症した 49 歳の女性。呼吸不全状態に陥った為、気管切開による人工呼吸
管理となった。急性期病院に 53 日間入院され 9 月 26 日に当院へ転院。意識レベル清明だが、自動運動はでき
ず、コミュニケーションは文字盤と瞬きによる YES/NO の伝達で実施。呼吸器設定は SIMV+PC 呼吸回数 :10
回 / 分 PS:10 cmH2O FIO2:21％。

【方法】
ウィーニング計画表を作成し、医師から約 2 ～ 3 週間ごとに呼吸器設定の目標を提示された。その目標に向け
て、呼吸器設定を変更しバイタルサイン、自発呼吸回数、1 回換気量、分時換気量を評価した。また、人工呼
吸器管理下で立位訓練、歩行訓練等をセラピストによって実施した。

【結果】
入院 35 日目、呼吸設定回数は 4 回、PS は 6cmH2O、入院 55 日目 呼吸器設定回数は 2 回、PS5cmH2O、入院
104 日目 PS3㎝ H2O、入院 112 日目 には日中のみ呼吸器離脱 、入院 120 日目 には終日呼吸器離脱が出来た。

【考察】
現在、看護師が人工呼吸器離脱に評価を行う方向性が検討されてきており、3 学会合同プロトコルが提唱され
ている。また、他職種がチームとして活用する事で大きな力を発揮し、時間の短縮も図れ安全に離脱出来たと
している。今回、呼吸器離脱を実施する為、計画表を作成しスケジュールが明確化した事で安全に特定看護師
で呼吸設定回数と PS の変更が行えた。また、医師、セラピストの協同により、呼吸器状態が改善し人工呼吸
器から離脱出来た。

【まとめ】
看護師主体の人工呼吸器離脱は可能でそのために、他職種によるチーム医療が不可欠である。
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3-6-1　看護師特定行為②

「医師の指示のもと」その呪縛からの脱却 
－特定行為研修修了者の任務遂行における阻害要因と課題－

北条病院　

ひろはし かおり

○廣橋 香織（看護師），二神 砂緒里，宮内 和恵，戒田 文子，竹田 喜久恵，髙石 義浩

 
【はじめに】
 看護師が特定行為を実践する意義は、迅速に患者の苦痛を和らげることにある。急性期から在宅医療まで地
域医療を担う当院では、脱水補正や感染症に対する抗生物質の投与、褥瘡処置など特定行為研修修了者（以下、
特定行為看護師）が介入すべき症例は多い。しかしながら、これらの症例に十分に関われていない現状がある。
今回その阻害要因を分析し、今後の課題について検討したので報告する。

【方法及び結果】
特定行為看護師 3 名及び看護責任者 4 名で「現状打破」をテーマに要因分析を行った結果、実践できていない
要因として、自身らの問題・看護組織内の認識の齟齬・院内への周知不足などが挙げられた。そして、これら
は旧態依然とした「医師の指示のもと」でないと動こうとしない医療従事者の体質に起因していた。つまり、
看護業務の習性や実力の未熟さから「医師の指示」を仰ぐ特定行為看護師、診療の補助の概念に囚われ受動的
な姿勢の看護組織、指示系統の上位に医師があることを必然とする医療従事者である。特定行為は手順書に基
づき、主体的判断で実践するものであるにも関わらず、看護組織の受動的な姿勢がシステムの構築を妨げ、特
定行為看護師は自身の実力不足も相まって主体性が希薄になっている。

【今後の課題及び対策】
 自信も実力も経験によってのみ裏打ちされる。特定行為看護師は外来や病棟など部門間を越えて、自らが対
象患者を発掘し実践しなければならない。そして介入実績を継続的に報告し信頼を築いていく。このようなシ
ステムの構築及び運用には、看護組織の意志統一が不可欠である。

【まとめ】
特定行為は迅速に行われなければ本質を失う。不要に「医師の指示」を待ち、患者の苦痛を長引かせるような
ことはあってはならない。またチーム医療の時代、医師を頂点としたピラミッド型指揮体制から精神的に脱却
することで、技術だけでなく真のタスク・シフティングに貢献できると考える。
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3-6-2　看護師特定行為②
回復期リハビリ病棟における特定看護行為の実績について

堺平成病院　看護科

たなか ようこ

○田中 陽子（看護師）

[ 背景 ]
日本慢性期医療協会における看護師特定行為研修を２期生として終了し、医療療養病棟で勤務するなかで、気
管カニューレの交換を中心に呼吸器関連、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量調整、脱水症状に対する輸液
による補整、血糖コントロールを中心に平均的に 4 ～ 5 区分の看護師特定行為を実施していた。４月の病院新
築移転に伴い回復期リハビリ病棟への移動となったことで明らかな実績件数の減少がみられたが、回復期リハ
ビリ病棟勤務の特定看護師としての在り方を模索するなかで現状の傾向を分析し今後の活動の方向性を示した
い。
[ 方法 ]
①回復期リハビリ病棟における入院患者のうち、看護師特定行為介入が可能な対象の傾向を分析する
②回復期リハビリ病棟での看護師特定行為実施の実際 ( 症例 )
[ 結果 ]
現時点における当回復期リハビリ病棟入院患者の整形外科疾患と脳疾患の比率は４：６で、平均年齢が８０歳
近く高齢者が多い。気管カニューレ留置患者の入院もあるが、脳疾患患者の糖尿病などの合併症が予測以上に
多い傾向にあるため血糖コントロールでの介入が可能であった。
症例１においては、HCC 併存による低アルブミン血症が顕著で栄養科との検討で付加食を補充している為に
高カロリーとなり血糖コントロール不良となっていた。リハビリでの活動性向上のために必要なエネルギーを
ある程度優先させインスリン量の調整を行った。
[ 考察 ]
高齢者の脳疾患発症の背景として糖尿病を併存している症例がある。リハビリを進めるうえで栄養管理を行い
十分な栄養を補充することが必須ではあるが、糖尿病患者においては血糖コントロールへの影響に直結する場
合が多く、栄養補強と血糖コントロールのバランスが必要となってくる。在宅ではなく病棟勤務の特定看護師
として、研修中に学んだチーム医療の中でのキーマンとなるべきだと自負しているが、多職種連携しながらの
特定看護師としての役割を果たせるのではないかと考える。
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3-6-3　看護師特定行為②
地域多機能型病院での特定看護師の役割とニーズ

医療法人　恵泉会　堺平成病院　看護部

いのうえ えりこ

○井上 江里子（看護師），福里 香織，安井 育子，岩城 八重喜

【背景】2017 年 10 月より看護師における特定行為研修が開始となった。当院でも、日本慢性期医療協会で行っ
ている特定行為研修を修了し、日々実績を積んでいる。
2019 年 4 月に当院は、2 つの病院が統合し、特定行為修了者が合わせて 8 人という多さとなった。新病院とな
り新しい医師も多く、どのくらい認知されているのか、特定看護師たちがどのくらい活躍できているのか疑問
がある。

【目的】当院の医師の認知度や特定看護師に求める事を調査し、特定看護師の特定行為の実践を調査・分析し、
実績として症例を振り返り特定看護師の役割とニーズを明確にする。

【方法】常勤医 14 名に、認知度及び特定看護師に求めることをアンケート調査し、分析する。
特定看護師 8 名に実績内容、病床機能による対象の有無、困難症例などをアンケート及び聞き取りによる調査
を行い、分析する。

【結果・考察】医師に対する認知度が低く、病棟の特性により特定行為内容に差があった。特定看護師の役割
として、患者にとって何が最善であるのかを看護師としての視点から医師へ積極的に意見提案し、アピールし
ていく必要がある。他職種や特定看護師同士との連携を行うことでチーム医療のキーパーソンとしての役割も
医師への認知度上昇につながると考える。更には、病棟だけでなく外来などでの予防の観点からも特定看護師
が活躍できる場を考える必要がある。
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3-6-4　看護師特定行為②
介護老人福祉施設における特定行為研修修了看護師の役割

介護老人福祉施設　ヴィラ町田　看護科

ねもと ちえ

○根本 千恵（看護師）

【背景】
 医師が常駐しない介護老人福祉施設では、必ずしも受診や入院が必要のない範囲での利用者様の病状悪化の
場合に、当該看護師の需要はきわめて大きい。昨年の本学会で報告したように当施設でも平成 29 年 4 月以降、
様々な特定行為が実践され、入所者や家族にとって多大なメリットをもたらしてきた。一方、病院や施設で当
該看護師の実践された特定行為の報告は散見されるが、その他の役割についての報告は少ない。
 

【目的】
当施設における特定行為研修修了看護師の活動状況について、実践された行為の再分析とともに、現状の課題
を抽出し、チーム医療における当該看護師の役割を再考する。
 

【対象と方法】
1 平成 29 年 4 月から令和 1 年 6 月までの特定行為実施件数と内容の再分析
2 当施設の特定行為研修修了看護師のチーム医療における多彩な役割の分析
 

【結果】
1 実施総数 378 件（脱水：230 件、感染徴候：230 件、褥瘡関連：51 件、インスリン：17 件、抗精神病薬：45 件、
抗不安薬：3 件、抗けいれん薬：2 件）
2 特定行為実践以外の役割
・回診時以外の状態観察
・嘱託医が在籍してる病院の看護師と入所者の検査データのスクリーニング
・職員の健康相談  など
 

【考察とまとめ】
入所者に一番身近な医療職である看護師が特定行為研修を修了し、医学的な知識や技術を高めることで、診療
の補助の質・量を向上することにつながっている。医師への相談を減らし、手順書に基づき利用者様にタイム
リーかつ効果的な医療・看護を提供することができることで、医師の常駐しない介護老人福祉施設における当
該看護師の存在意義が改めて再認識された。今後もさらなる活動範囲の拡大とともに、入所者だけでなく、職
員の安心できる環境への貢献も期待されている。
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3-6-5　看護師特定行為②
当訪問看護ステーションにおける特定看護師の地域活動状況と課題

1 堺平成病院，2 嶋田クリニック，3 平成医療福祉グループ

おがわ さきこ

○小川 咲子（看護師）1，松岡 美代子 1，井川 誠一郎 3，嶋田 一郎 2

〔背景〕
医療法人恵泉会ハート訪問看護ステーションは、地域に根付いた訪問看護ステーションとして活動している。
利用者の多くは独居や老老介護、後期高齢者であり、複数の慢性疾患を罹患し、生活環境要因は基礎疾患の悪
化など療養生活に大きく影響を受ける。訪問看護師のフィジカルアセスメント力や多職種との協働は、大変重
要である。看護師特定行為研修を修了した看護師（以下特定看護師）のうち、訪問看護ステーションでの就業
は 5％にとどまり、地域での活動状況の報告は少ない。
 

〔目的〕
当訪問看護ステーション特定看護師の活動状況を、症例を通して検討し、今後の方向性について報告する。
 

〔対象〕
 当ステーション利用者のうち看護師特定行為を行った 5 症例
 

〔方法〕
2018 年９月～ 2019 年８月までの一年間、在宅・施設で看護師特定行為を実施した利用者のかかりつけ医、特
定行為実施までの経緯、実施後の連携状況について調査を行った。
 

〔結果〕
特定行為の内訳は、気管カニューレの交換、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、インスリンの投与
量の調整、抗精神病薬の臨時の投与、脱水症状に対する輸液による補正であった。特定行為実施後の効果とし
て、「手順書によるタイムリーな介入が行える」「異常の早期発見・早期介入により救急搬送が減少」「医師と
のより細やかな相談連絡体制が可能」が挙げられた。
 

〔考察・結論〕
特定行為看護師の介入により、生活や社会的背景を考慮した治療の提案・実施され利用者・家族の負担の軽減
につながった。かかりつけ医とは、相談や報告の機会が増えたことで、良好な関係性や信頼を得ることができ
た。在宅で質の高い医療を提供する地域医療チームの構築のため、特定看護師の役割は期待されている。地域
で生活する患者・利用者の視点にたち、一人一人のニーズに合わせた連携やケアを考察し、医師や他職種との
連携強化を図ることが課題である。
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3-6-6　看護師特定行為②
在宅医療における特定看護師としての今後の活動と役割 
～アンケート調査を行なって～

1 堺平成病院　訪問看護，2 平成医療福祉グループ

まつおか みよこ

○松岡 美代子（看護師）1，小川 咲子 1，井川 誠一郎 2

［背景］
超高齢化社会の到来を迎え在宅医療の推進をさらに図るためそれを支える看護師を計画的に養成、確保してい
くことが必要である。厚労省は、医療提供の改革が必要と考え、その対策として特定行為に係る看護師の研修
制度が導入されました。特定行為とは、今まで医師が行っていた行為を「手順書」と呼ばれる包括的指示のも
と、実践的な思考力と判断力、高度な知識と技術をもって修了した看護師が実践を行なう行為のことである。
厚生労働省の調べでは、2018 年３月末時点で 1154 名とまだまだ少ないのが現状である。そのうち訪問看護ス
テーションでの就業は５％にとどまっている。
 

［目的］
在宅医療において看護師の特定行為制度の認知度の現状把握を行ない今後の活動の方向性と役割を検討する。
 

［対象］
ハート訪問看護ステーションとチーム医療として携わっている診療所医師 30 名
 

［方法］
在宅医療に携わる診療所医師に対し在宅医療等を支える看護師として特定看護師制度の説明及びアンケート調
査を行なった。
 

［結果］
特定行為看護師そのものの制度を知らない。活用したいがどのように活用していいのかわからない。具体的な
連携を図るまでの効果を感じられない。現訪問看護で満足しているなどの結果であった。
 

［考察・結論］
在宅において特定看護師が活躍するためには、医師から認知される。医師との信頼関係を構築することが大切
である。特定看護師として医学・看護両方の視点を武器に在宅医療の要として地域で生活する患者・利用者に
質の高い医療を提供できるよう尽力していきたい。
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3-7-1　訪リハ（維持期リハ：在宅系）
活動量を可視化したことで日常生活動作が向上した 1 例 
～歩数測定による定量評価を用いて～

1 田上記念病院　リハビリテーション部，2 田上記念病院　理事長院長

まつした さちこ

○松下 幸子（作業療法士）1，田中 精一 1，久木野 智子 1，川上 剛 1，中村 浩一郎 2

【はじめに】
芳野らは、回復期リハビリテーション病棟 ( 以下回復期リハ病棟 ) 退院 1 か月後において、日常生活動作 ( 以
下 ADL) は低下しやすいと報告している。今回、訪問リハビリテーション ( 以下訪問リハ ) において、リスト
バンド型活動量計を用いて活動量を可視化したことで、行動変容の原動力となり、最終的に ADL が向上した
症例を経験したので報告する。
 

【症例紹介】
X 年に右視床出血を発症した 80 歳台の男性。妻と二人暮らし。病前趣味は家庭菜園。当院回復期リハ病棟退
院時 SIAS49 点、FBS31 点、FIM 運動項目 65 点。杖歩行軽介助レベルで自宅退院。週 4 回の通所リハビリテー
ション ( 以下通所リハ )、週 2 回の訪問リハの利用を開始した。本研究は、当院倫理審査委員会の承認を得て
実施した。また、開示すべき利益相反関係にある企業等はない。 

【方法・結果】
退院後の活動量を評価するため、本症例にリストバンド型活動量計 ( ガーミン社製 vivosport) を 7 日間装着。
1 日あたりの歩数を測定した。また、心理面では行動変容ステージを評価した。通所リハ利用日は平均 2120 歩、
通所リハ利用日以外は平均 619 歩であった。歩数に大きな差を認めた為、日課として自宅横の畑へ外出すると
いう目標を設定し、妻との屋外歩行を提示した。その結果、日課は定着し、通所リハ利用日以外の歩数は平均
1141 歩に増加。SIAS54 点、FBS38 点、FIM 運動項目は 70 点に向上した。また、行動変容ステージは関心期
から準備期へ移行した。

 【考察】
本症例は屋外歩行への意欲はあったが歩行への自信のなさ、妻への介護負担感により、通所リハ利用日以外で
は活動範囲が狭小化し、活動量低下を招いたと考えられる。今回、リストバンド型活動量計を用いたことで、
本症例の活動量を常時可視化でき、活動量向上の必要性を意識づけられた。それにより、自己効力感が高まり、
妻の協力を得ることで本症例の行動変容、ADL 向上につながったと考えられる。 
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3-7-2　訪リハ（維持期リハ：在宅系）
当院訪問リハビリテーション利用者に対する，生活範囲と転倒恐怖心及び意欲の関係性

緑成会病院　リハビリテーション科

ふさむら はるか

○房村 遼（理学療法士）

【目的】
訪問リハビリテーション（訪リハ）対象者は介護給付費分科会では，通院が困難な者を対象と定義付けている
ため，何らかの要因により生活範囲が狭小していることが考えられる．先行研究では生活範囲と運動 FIM，
握力，30 秒間立ち上がりテスト等と有意な相関を示した研究があり，生活範囲を狭小化させる要因として身
体機能の低下があげられる．しかし，生活範囲と転倒恐怖心，意欲などの精神面との関係性を調査している研
究は少なく，何らかの関係性があるのではないかという疑問が生じた．

【倫理的背景】
本研究はヘルシンキ宣言に則り，当院倫理委員会の承認を得て実施した．

【方法】
対象は当院訪リハ利用中の 57 人．明らかな高次脳機能障害や難聴があり，評価が困難な対象は除外した．生
活範囲には Home-based Life-Space-Assessment（HB-LSA），転倒恐怖心には Modified Falls Efficacy Scale

（MFES），意欲にはやる気スコア（AES）を使用．HB-LSA と MFES 及び AES の相関係数を算出した．統計
学的処理には spearman の順位相関係数検定を使用し，有意水準は危険率 5％未満とした．

【結果】
HB-LSA は MFES と有意な正の相関を認めた（r= 0.683，p ＜ 0.05）．AES に関して相関は認められなかった（r= 
0.0651，p ＞ 0.05）．

【考察】
当院訪リハ利用者の傾向では，転倒恐怖心が生活範囲に影響を与えている可能性が示唆されたが，高い相関は
得られなかった．要因として，今回の評価が主観的なものであり，実際の身体機能との差が生じている可能性
や，転倒歴により転倒恐怖心に差が出ている可能性がある．AES に関して相関は得られなかった．要因とし
て生活環境や社会背景に個人差があった事が考えられる．今回の調査の限界として，訪リハ利用者全体を対象
としており詳細な除外項目の設定がない点があげられる．今後生活範囲と転倒恐怖心に高い相関が得られな
かった要因の精査や，どのように意欲を向上させていくかが課題として残った．
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3-7-3　訪リハ（維持期リハ：在宅系）
発症から 6 ヶ月を経過した脳卒中患者における訪問リハビリサービスの効果

1 公益財団法人脳血管研究所　美原記念病院訪問看護ステーショングラーチア　リハビリ
テーション部門，2 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　リハビリテーション科，
3 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　脳神経内科

のもと まさひと

○野本 正仁（理学療法士）1，石森 卓矢 2，風晴 俊之 2，美原 盤 3

[ 目的 ] 我々は、回復期リハビリテーション ( リハ ) 病棟退院後に訪問リハを利用した脳卒中患者における
ADL の経時的変化を調査し、発症から 6 ヵ月以降は改善が難しいと報告した。しかし、訪問リハの役割には、
ADL のみならず IADL などの社会参加の促進があり、先行研究では発症から 6 ヶ月経過後のこれらの効果に
ついて詳細な報告がなされていない。今回、発症から 6 ヶ月以降に訪問リハを開始した脳卒中患者について
ADL、IADL、生活範囲に対する訪問リハの介入効果を検討した。
[ 方法 ] 2013 年 7 月から訪問リハを開始し、2019 年 3 月までに終了した脳卒中患者 425 名のうち、発症から 6 ヶ
月経過してから訪問リハを開始した脳卒中患者 19 名 ( 男性 9 名、女性 10 名、年齢 66.0 ± 12.5 歳 ) を対象とした。
対象の訪問リハ開始時と終了時の 2 時点で Functional Independence Measure(FIM)、Frenchay Activities 
Index (FAI)、Life-Space Assessment(LSA) を評価し比較した。統計解析では、Wilcoxon の符号付順位和検定
を用いた。なお、本研究においては臨床で得たデータで構築されたデータベースを用いて後方視的に調査し、
当法人倫理委員会の承認を受けた ( 受付番号 097-05)。
[ 結果 ] FAI のみ改善を認めたが (p<0.05)、FIM、LSA は明らかな改善は認めなかった (FIM：p=0.16、LSA：
p=0.06)。
[ 考察 ] 発症から 6 ヶ月を経過した脳卒中患者は ADL の改善を認めなかったが、IADL は改善した。このこと
は発症から 6 ヶ月が経過した利用者に対する訪問リハの有用性を示すものである。IADL の獲得を促進するこ
とはその人らしい生活の再建、その後の介護予防等にも寄与する。訪問リハの介入の検討は、発症からの経過
期間が考慮されるべきである。
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3-7-4　訪リハ（維持期リハ：在宅系）
高齢化に伴い増加傾向にある疾患と訪問リハビリ 
～サービス付き高齢者向け住宅と在宅～

富家病院

なかざと だい

○中里 太（理学療法士），小川 佳代子，竹澤 梢，宮地 康太，渡邊 翔太，石川 徳隆，小川 栞里，鈴木 力，
横山 悠輝，冨張 修平

【はじめに】
 現在，癌やパーキンソン病（以下：ＰＤ）を有する方は高齢化に伴い増加していく可能性が推測されている．
当訪問リハビリテーション（以下：訪問リハビリ）においても，癌，ＰＤに罹患している利用者が増加傾向で
ある．しかし，訪問リハビリを利用しながら，在宅生活を送っている報告は少ない．
 今回，サービス付き高齢者向け住宅（以下：サ高住）や在宅での当訪問リハビリ利用者を挙げ，支援方法を
報告する．

【目的】
サ高住と在宅のＡＤＬや介護サービスの利用の現状を把握し，各々の特徴から今後の訪問リハビリ介入におい
て必要な支援を，症例を挙げ考察する．

【対象・方法】
癌，ＰＤを罹患している当訪問リハビリ利用者から，サ高住・在宅各３名．ＡＤＬ状況，介護度やサービス内
容等を確認し傾向を捉え分析する．

【結果】
対象者のＦＩＭの平均点は，サ高住：85.3 点，在宅：52.7 点と在宅での利用者の点数が低く，また，介護度は
高かった．
訪問リハビリ以外のサービスの利用状況としては，サ高住では訪問看護・介護や訪問マッサージが多く，在宅
では訪問入浴や通所を利用しての入浴が多く認められた．
訪問リハビリ内容は，サ高住では拘縮予防や近隣への外出，買い物評価が中心であり，在宅では拘縮予防，家
族への外出に向けた介助方法の指導が中心となっていた．また，サ高住では，本人から自宅へ帰りたいと希望
が多いのに対して，在宅では本人だけでなく，家族から自宅で生活して欲しいとの希望が多いことが分かった．

【考察】
サ高住，在宅に関わらず変化する身体状況の中で，本人の希望に寄り沿い，重要となるＡＤＬ動作をセラピス
トの視点から評価をし，多職種と情報を共有・連携することが重要である．また，病態の進行と共に，本人・
家族の精神的な支援を行うことも必要であると考えた．
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3-7-5　訪リハ（維持期リハ：在宅系）
訪問リハビリのより良い利用者支援への取組み 
職員理解度改善の為のアンケート・情報共有会の実施と効果判定

世田谷記念病院　リハビリテーション科

にしかわ ゆうや

○西川 悠也（作業療法士）

【目的】
昨今の介護保険制度の方針では、より良い利用者支援の 1 つとして「地域包括ケアシステム強化に向けた他職
種連携」が求められる。当院は病棟リハビリから訪問リハビリへの引き継ぎ介入を行っている。時折、双方職
員より申し送りの曖昧さや訪問で何ができるのか分かりにくいとの意見があった。今回、その解決を目的とし
てアンケートと情報共有会（以下共有会）を実施した。その結果を考察と交え報告する。

【対象】
リハビリ職員に対して共有会の事前と事後でアンケートを実施。事前は全職員 106 名中 71 件、事後は共有会
参加職員 57 名中 31 件の有効回答を対象とした。

【方法】
病棟職員に訪問リハビリの理解度等について、訪問職員に病棟への意見等について事前アンケートを実施。ま
た、訪問リハビリの目標等について厚生労働省と当院のデータを比較し特徴を調べた。これらを踏まえ共有会
を実施。参加者に、事後アンケートを実施した。

【結果】
事前アンケートでは病棟職員の訪問リハビリ理解度は、『対象者』72％、『頻度・時間等』52％、『利用時手順
や申し送り』54％と低い事が判明した。事後アンケートでは、『対象者』100％、『頻度・時間等』100％、『利
用時手順や申し送り』97％と理解度改善が図れた。

【考察】
事前アンケートで理解度が低かった原因の一つとして、訪問リハビリの認識不足が考えられ、共有会を実施。
理解度は改善された。柚木ら (2017) によると、情報伝達とお互いの理解不足が連携不備の一因であるとされる。
今後、理解度の改善が連携強化に繋がったかを検証したい。また、退院時カンファへの訪問職員参加や退院後
の利用者状況を病棟職員へ伝達する機会を設ける等でさらなる連携強化を検討したい。さらに、院外への連携
強化策の検討や「高齢者の自立支援・重度化防止に向けた支援」の方法を検討することでより良い利用者支援
に繋がるのではと考える。
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3-7-6　訪リハ（維持期リハ：在宅系）
病院退院後における療法士による退院直後訪問での関わり

富家病院　リハビリテーション科

わかはら ゆうき

○若原 優樹（理学療法士），菅原 進司，冨張 修平，二重作 拓也

【はじめに】 
当院での取り組みとして在宅、サービス付き高齢者向け住宅（以下サ高住）への退院後の支援として退院直後
訪問を実施している。しかし、入院時担当の療法士が退院直後の生活場面に触れる機会は少ない。
そこで退院直後という特徴に着目し、訪問した療法士に質問紙を作成し、調査した。
 

【対象及び方法】
当院入院患者で 2019 年 1 月から 6 月で在宅及びサ高住へ退院し、退院直後訪問を実施した 23 名（平均年齢
79 ± 24 歳）、退院先は在宅 17 名、サ高住 6 名、疾患は運動器疾患 13 名、脳血管疾患 5 名、その他 5 名を対
象とし、在宅又はサ高住へ訪問した療法士に、各患者の ADL、IADL の問題点、訪問理由における実施内容
を質問紙で調査した。
 

【結果】
在宅では 71％、サ高住では 100％と、共に歩行（屋内外動線）の確認が多く、次いで在宅では入浴 35％、サ
高住では移乗、入浴、トイレ、食事設定等の動作指導が 80％以上という結果となり、在宅ではトイレ、入浴、
段差昇降等の福祉用具提案後の動作確認、家族指導、IADL 面での家事、買い物等が多かった。
 

【考察】
 結果から高い割合で在宅、サ高住共に歩行における導線確認、サ高住では施設に関わるスタッフへの動作指
導が行われていた。入院時歩行練習を行っているにも関わらず、歩行確認を多く実施している要因は、生活習
慣、慣れ親しんだ家庭環境での様々な因子や全く慣れていないサ高住へ退院し、環境が変わる事、退院前に提
案した環境になっていない等の理由から確認を要する為だと考えられる。
 

【おわりに】
退院直後訪問で入院時の担当又は見知った療法士が福祉用具の確認、家族指導、動作確認を行う事で、安心で
安定した生活を送れるのではないかと考える。
さらに退院直後訪問での経験は、個別性に応じた入院中リハビリテーションでの目標設定、臨床推論は、患者
個人の退院後 ADL、IADL を考える際の参考となるのではと考える。
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3-8-1　身体抑制廃止①
療養病棟における身体抑制軽減による患者の皮膚障害及び身体機能低下を予防する取り組み

医療法人社団葵会　ＡＯＩ国際病院　看護部

ながい けいこ

○長井 景子（看護師），石田 由美，高橋 加奈，後藤 和美，佐藤 直也

【はじめに】
 当病棟は 60 床の医療療養病棟であり、人工呼吸器使用中の患者や、胃瘻・腸瘻・経鼻胃管カテーテル使用中
の患者、ＣＶポート及びＣＶカテーテルによる中心静脈栄養を必要とする患者、ストマを造設している患者等
が入院している。そのほとんどが寝たきりの高齢者であり、疾患により意思疎通が困難な患者である。併せて
長期的な入院により認知症の進行を認める患者も多く、留置カテーテルの自己抜去、ベッドから転落される患
者もいるため、安全確保のために身体抑制を実施している。
 今回私たちは、身体拘束に伴う皮膚脆弱性の進行と、行動制限による皮膚障害発生や身体機能低下のリスク
を予防するため、身体抑制緩和、または抑制の解除についての取り組みを行ったのでここに報告する。

【目的】 
身体抑制に関連した皮膚障害発生や身体機能低下を予防する

【方法】
対象：身体抑制実施患者 17 名
研究期間：平成 30 年 9 月 1 日 ~11 月 30 日
毎週月曜日に評価を行い、身体抑制を解除するための方法を検討・実施する

【結果】
身体抑制使用患者は合計 17 名であったが、研究終了時には 11 名に減少した。うち 1 名は死亡退院による中止
であったが、残りの 5 名は身体抑制解除に成功した。
定期的な評価を行い、患者個々に合わせた対応策を実施することにより身体拘束の使用を最小限にできた。

【考察】
寝たきりの高齢者は、皮膚脆弱性の進行や患者の活動性が制限されてしまうことにより、容易に褥瘡形成や身
体拘縮を引き起こす。本研究では、解除まで至らなかった患者も残ってしまったが、定期的な評価を行うこと
により、患者の拘縮予防につなげられたと考える。また、抑制具の使用は、患者本人のみならず、家族にとっ
ても喜ばしいはずがなく、見た目においても患者の尊厳を損ねかねないため、今回の 5 名の抑制解除ができた
ことは私たちの自信にもなった。
今後は、病棟スタッフ全員が意識して継続した取り組みが行えるようにしていきたい。
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3-8-2　身体抑制廃止①
本当にミトンは必要か？ 
～ CV 挿入部位の固定方法を二重構造に工夫して～

尾野病院　看護部

さかもと たえこ

○坂本 妙子（看護師），平岡 美奈子，成田 千春，土岐 慶子，神 英子

【はじめに】
　身体拘束は、せん妄を生じたり認知症を悪化させる可能性がある。身体拘束の弊害を認識していても、不安
や忙しさからなかなか廃止できず、「仕方がない」と身体拘束への抵抗感が次第に薄れてくるのではないか。
当病棟では、CV カテーテルを自己抜去する可能性がある患者様にミトンを装着している。ミトンにより手指
が拘縮したり、スキントラブルが生じたりする。何より患者様や御家族へ精神的苦痛を与える。そこで、挿入
部位を消毒・固定後その上にネットで再固定し二重構造とし、点滴のラインはホースを通すことで、ミトン使
用率が減り、自己抜去率が減少した過程を報告する。

【対象と方法】
対象：CV 施行中でミトンを使用している患者様 12 名中、同意を得た 11 名
期間：平成 30 年 7 月 9 日～令和元年 6 月 30 日
方法：CVカテーテル挿入部に貼付している滅菌済み透明被覆材固定の上をネットで保護し、カテーテルにジャ
バラホースを通す

【実施と結果】
　最終的にミトンフリー時間は、11 名中７名が 24 時間フリー、1 名が 9 時～ 21 時までフリー、3 名が 24 時
間装着。ミトンフリーの 1 名が自己抜去、2 名は自己抜去を未然に防止した。研究開始前の 1 年間でミトン使
用率５０％、研究開始後１年間では２４％。 CV 自己抜去率は研究開始前の 1 年間で 6,5％、研究開始後 1 年
間では 2,2％。

【考察】
　ミトンを解除した結果、患者様の御家族より「最後にミトンをはずすことができて良かった」や、普段、口
数の少ない患者様がミトンを装着する時「嫌だ」と話すことがあった。一番心に響いたのは、ミトンをフリー
にしてから、入院中の夫の手をずっと握っている妻の姿であった。本人と御家族に与えていた精神的苦痛は想
像以上のものがあったと痛感した。CV の固定方法を工夫した事で、ミトンをはずす事ができ精神的苦痛を緩
和する事に繋がったのなら幸いに思う。今後も身体拘束の弊害を認識し、どうすれば廃止できるか継続した努
力が求められる。
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3-8-3　身体抑制廃止①
ミトン装着解除に向けての取り組み 
～アセスメントの重要性～

流杉病院　看護部

みずば まりこ

○水葉 真理子（看護師），鉢蠟 由紀子，平野 公美

1.  はじめに
Ａ療養棟の入所者数は 64 名で、認知症高齢者日常自立度Ⅱ以上は 63 名（98.4％）と何らかの認知症を有して
いる利用者がほとんどである。認知症のある利用者に尊厳のあるケアを提供しなければならない事は、新オレ
ンジプランでも定められている。しかし、当療養棟は 19 名の利用者に拘束をしている。その内胃管を挿入し
ている為にミトンを使用している利用者は 13 名（68％）と半数以上を占めている。今回は胃管を挿入してい
る利用者に焦点をあて拘束解除を出来ないかアセスメントを実施した。その結果を報告する。
 
2.  方法
対象：胃管挿入の為ミトンで拘束をしている利用者 13 名

（胃瘻 1 名、経鼻胃管 12 名）
期間：平成 31 年 1 月～平成 31 年 4 月
実施方法：1）アセスメントシートを作成し、朝の経管栄養注入後から夕の経管栄養注入前の間ミトンを外し
た状態で行動の観察
　　　　　2）月末にカンファレンスにて評価
3.　結果
自己抜去する時の状況・場面、日常生活の変化、手や上肢の動きを観察した。ミトンを外した 3 時間の間に抜
去をする利用者は、13 名中 6 名（46.1％）、顔に手が届きそうで自己抜去の可能性がある利用者は 13 名中 4 名

（30.8％）、上肢にクッションを利用する事で解除できた利用者は 1 名（7.6％）であった。拘束が必要無かった
利用者は 1 名（7.6％）、病状が悪化したことにより解除した利用者 1 名（7.6％）であった。
自己抜去をする可能性がある利用者は終日ミトンを使用していたが、胃管の固定する位置の工夫や見守り、抜
去したら再度挿入で対応し経管栄養注入中のみミトンを使用し拘束時間を最小限にできた。
4．考察
認知症があってもアセスメントする事により利用者の行動の特徴が見えた。ミトンを外せたのは 1 名だったが、
今回の取り組みで得たアセスメント能力を尊厳あるケアや看護につなげ拘束を解除する方向にある。引き続き
拘束解除にむけて実施していく。
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3-8-4　身体抑制廃止①
アームカバーを用いた拘束解除 
～拘束 ZERO を目指して～

奈良厚生会病院　看護部

さこどめ ゆか

○迫留 由佳（介護福祉士），福西 智也

【はじめに】
当院の当病棟では半数が注入患者であり、止むを得ずミトン型手袋を使用している患者がいる。長時間のミト
ン型手袋の着用により手指の変形や拘縮、精神的な苦痛を伴うことが考えられる。そこで今回、ミトン型手袋
をアームカバーに変更する事で、拘束解除に繋げることができるのではないかと考え実践したのでここに報告
する。

【目的】ミトン型手袋からアームカバーに変更し、手指の変形、拘縮を防止。ED チューブの抜去がなくなり
最終的にはアームカバーの解除を目指す。

【期間】Ｈ 30 年 1 月 16 日～ R1 年 5 月 31 日
⑴対象者、年齢 80 歳～ 90 歳代の患者 7 名
⑵方法
・身体拘束者用記録用紙に観察記録を記入
・状態の安定している患者からミトン型手袋をアームカバーに変更した。
・毎週木曜にカンファレンスを行い、問題点を検討した。
【結果】7 人中 2 名拘束解除、3 名終日アームカバー着用、2 名ミトン型手袋継続となった。
【考察】今回の症例を通じて、ミトン型手袋による拘束は皮膚や手指の変形拘縮に繋がり、精神的にも手指の
動きが制限されることは大変な苦痛なのだと感じた。また、アームカバーを付けることによって、派手な色は、
患者や職員の注意を引き訪室時にアームカバーのズレや外していないかを気にするようになった。その度に
チューブ類の位置や体勢のズレも直すという職員側にとっても意識改革となった。止むを得ずミトン型手袋を
使用されている患者のなかにも、チューブを意図して抜こうとしているのではなく、偶然手で掴んだら抜けて
しまった患者も多いのではと思えるようになり患者に対する思いも変化してきた。
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3-8-5　身体抑制廃止①
ベッド２点柵に対する家族の思いを明らかにする～身体的拘束適正化への取り組み～

公益社団法人有隣厚生会　富士小山病院

かわの ゆかり

○川野 由加理（介護福祉士），山崎 琴乃，土屋 由紀子，川瀬 賢治

【はじめに】当病棟は、平成 18 年に「身体拘束ゼロ宣言」をし、「禁止とされる具体的な行為 11 項目」を廃止
できている。しかし、昨年の立ち入り検査の際、「動けない患者のベッド 2 点柵は身体拘束にあたるのではな
いか。」と指摘を受けた。そこで、ベッド 2 点柵に対する家族の思いを明らかにする目的で本研究に取り組んだ。

【研究方法】入院患者の家族対象のアンケート調査。分析は、記述文より家族の思いをコード化しカテゴリー
化した。【結果】回収率は 88.7％であった。家族の思いは 62 個コード化され、13 個の「小カテゴリー」、6 個
の＜中カテゴリー＞、2 個の≪大カテゴリー≫が抽出された。【考察】≪災害時や万が一の転落防止と患者の
安全・安心のために 2 点柵はあったほうが良い≫という思いは、家族の患者を大切に思う気持ちから出た思い
であると考える。＜災害時や万が一に備えて必要＞の中カテゴリーからは、この地域に想定されている大地震
への不安が伺える。地震発生時には、柵がなければ転落する危険性がある。また、＜患者の想定外の行動によ
る転落防止に必要＞「突然動くかもしれない」という思いから、今は寝たきり状態だが、動けるようになるか
もしれないという、回復への期待を持っていることが分った。さらに、高齢患者の体温調節は掛物ですること
が多い。動くことによって、布団がずれ落ちてしまう心配があったのだろうと考える。≪ 2 点柵は身体拘束と
思わないが、低い柵の方が圧迫感を感じない≫という思いは、寝たきりの患者にとって、視線の先を遮られる
高さの柵は閉塞感を感じるのではないかと家族は思われ、低い柵を希望したのではないかと考える。

【おわりに】今回の研究を通して、医療・福祉に携わる者として日常的に行なわれているケアでも、疑問視や
定期的な振り返りをすることが必要であることを学んだ。今後も患者目線で、家族も納得されるケアの提供を
していきたい。
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3-9-1　身体抑制廃止②

「身体抑制ゼロ」チャレンジ！

諏訪中央病院　看護部

くまがい ようこ

○熊谷 洋子（看護師），林 龍亮，池石 美奈

はじめに
  1998 年に福岡で身体抑制廃止宣言がされてから、20 年が経とうとしている。私達の働く 4 階西療養型病棟
では、身体抑制を行ってはならないとしながら、未だに急性期病棟から継続して身体抑制を行なっている患者
が少なくなかった。療養型病棟において、「身体抑制ゼロ」は実現可能なのか、それを追求するために、今回
の研究を行うことにした。
対象
  ・4 階西療養型病棟の患者 (2018 年 4 月から 2019 年 5 月までの全患者）・4 階西療養型病棟看護師 20 名・医
師 8 名
方法
  ・アンケート調査（全 2 回）・「身体抑制ゼロの日」の設定 ( 毎週水曜日、一人限定で終日、その人に対する
身体抑制を行わない取り組みを実施 )・定期的な他職種を含む身体抑制カンファレンスの実施・勉強会の開催・
身体抑制の体験 (1 時間程度、スタッフに数種類の身体抑制を行なった )・家族への理解の推進として面談を実
施
結果
  「身体抑制ゼロ」チャレンジを開始してから、身体抑制率は全体的に半分以下にまで減らすことができた。
   そして、2018 年 10 月 10 日から 15 日までの 5 日間であるが、当病棟における、「身体抑制ゼロ」は達成さ
れた。
考察
  身体抑制が全て悪かといわれれば、それは違う。患者の命を守るために、身体抑制が必要な場面はある。ア
ンケート結果からは、看護師主体で行われていることが多く、その理由として一番多かったのは、危険回避の
ため仕方なくといったものである。
  身体抑制廃止という容易ではない道の現実には、看護師だけでなく、医師や薬剤師と言ったより、専門的な
知識をもつ力が必要である。さらに、家族を巻き込むことで、より実現しやすくなる。
  「抑制しなくて済むにはどうすればいいか」という視点で患者を看られる感性を育んで行くことこそ、縛ら
ない患者の生活を守れるのではないだろうか。
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3-9-2　身体抑制廃止②
身体拘束解除に向けた職員の意識調査と現状分析 
～職種・経験年数別に分析、今後の取り組みに生かす～

医療法人（社団）佐藤病院　長島中央病院

うえくにりょう えみこ

○上國料 恵美子（看護師），櫻井 寛子

１．目的
医療・介護療養病棟において身体拘束ゼロ作戦は過去にも推進してきた。「身体拘束」を現場スタッフがどう
とらえているのか。身体拘束ゼロに出来ない理由を分析し、改善できないか意識調査する。職種別・経験年数
別の視点からも現状分析し検討する。
 
２．方法
2018 年 10 月身体拘束解除委員会協力のもと病院職員対象アンケート用紙の作成。病院看護職員 72 名、介護
職員 74 名、リハビリ職員 12 名を対象とし、アンケート用紙を各病棟に配布した。全病棟アンケート用紙を集
配、集計を実施。 2019 年 1 月職種・資格・経験年数別に再度集計を行い分析。身体拘束解除委員会にてアンケー
ト集計結果を報告。各病棟へ結果を配布した。
 
３．結果
アンケート集計。「身体拘束は必要である」の問いに対し、「してはいけない」の回答が看護職員では 14%、介
護職員では 6% であった。「仕方ない」「患者により必要」「状況により必要」の回答が、看護職員では 86%、
介護職員では 92% であった。経験年数別では「してはいけない」が看護職員 21 年目以上で 22% と高い意識
を現した。介護職員では 11~15 年目が 12% と高かった。身体拘束を「仕方ない」と回答した理由別では、「危
険がある」を選んだ回答が多く、看護職員では 39%・介護職員 40％であった。「患者により必要」の理由回答
では、順位は違うが看護職員・介護職員共に「自傷行為がある人」「他傷行為がある人」「カテーテル抜去をす
る人」が上位を占めた。身体拘束解除委員会による「身体拘束を行う場合の手順に関する規則及び手順書」を

「どちらも知っている」が看護職員 50%、介護職員 9% であった。
 
４ 考察 
 アンケート結果「転倒の危険が常にある時」必要と思う職員が多くいた。当院の身体拘束が減らない理由で
あると考えられる。身体拘束解除に向け職員の意識改革を今後の課題とする。
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3-9-3　身体抑制廃止②
身体抑制解除に向けての取り組み

永生病院　看護部

さくらい ようこ

○櫻井 洋子（看護師），山田 美智子，中西 幸子，安藤 幸代

【はじめに】
当院は生命に危険が及ぶ場合を除き身体抑制はしない方針である。しかし、一般・回復期リハビリ病棟では治
療上止むを得ず身体抑制を選択することがある。2017 年に安易に身体抑制しないために、身体抑制関係書類
と手順をより複雑化した。しかし、実際には正しい運用が出来ていなかった。そこで意識調査と看護主任中心
に抑制ラウンドを実施した結果と課題を報告する。
 

【方法】
　1．意識調査（身体抑制実施病棟のスタッフ）
　2．勉強会の開催（抑制の実施手順・抑制ラウンド内容について）
　3．看護主任による抑制ラウンドの実施
 

【結果】
スタッフへの意識調査の結果、身体抑制の方針、正しい書類の記入・手順を理解していないスタッフがいるこ
とが判明した。また、身体抑制に頼りたくないが治療上止むを得ず身体抑制を選択することがありスタッフも
悩みながら行っている現状であった。調査後、勉強会を実施し抑制手順の再確認、抑制ラウンドの内容につい
て学んだ。抑制実施病棟では身体抑制が安易に行われないようアセスメントし、必要な身体抑制なのか検討す
るようになった。また、看護主任が抑制ラウンドを実施し、結果を抑制ラウンド後すぐに各病棟へフィードバッ
クした。
 

【考察】
 勉強会を実施し身体抑制書類や手順の再確認を行い、抑制ラウンドを行うことでスタッフの意識改革に繋がっ
た。また、抑制ラウンドの結果をすぐに病棟へフィードバックすることで改善点への取り組みが早期に行われ
ると考えられる。今後も、患者の尊厳を重んじ抑制に頼らない方法を考えていく必要がある。
 

【総括】
治療上、身体抑制を開始した際でもそのまま継続するのではなく、身体抑制解除を多職種と取り組むことが重
要である。また、今後は看護管理者だけではなく、接遇・倫理リンクナースが抑制ラウンドを実施していきた
い。
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3-9-4　身体抑制廃止②
経鼻胃管自己抜去を繰り返す患者の抑制解除への取り組み

1 東名裾野病院　看護科，2 東名裾野病院　作業療法士，3 東名裾野病院　言語聴覚士，4 東名裾野病院　医師

やなぎさわ まさこ

○柳澤 雅子（看護師）1，高梨 千尋 1，髙田 洋美 2，高杉 敦子 3，木本 華織 4

【はじめに】
経鼻胃管留置による違和感・不快感により、自己抜去を繰り返す患者は多い。
安全に栄養を注入するために、やむを得ず抑制を行い ADL 低下に至る症例を多く経験する。
今回患者との関わりから抑制解除に至り、QOL 向上に繋がった症例を報告する。

【症例】
74 歳男性。病名：くも膜下出血、VP シャント術後、食道癌 ESD 後。
くも膜下出血術後、回復期リハビリ病院へ転院。
麻痺はないが嚥下障害の改善なく経鼻栄養が開始されたが、胃管自己抜去を繰り返していた。
胃ろう造設も検討されたが、VP シャント術後の為困難と判断された。

【経過】
前医でお手玉を握らせ自己抜去防止を試みていたとのことで、当院転院後も施行したが、頻回な自己抜去を認
めた。ESD 後食道変形により胃管挿入が困難であり、自己抜去や再挿入時のリスクが高い為、ミトン手袋開始。
目前に注意を引く物を吊るしたり、頻回訪室、積極的な離床、家族から聴取した本人の好きな机上作業などを
多職種で協力し施工した結果、自己抜去の頻度が減少し抑制解除に至った。

【考察】 
体に管が挿入されていることは患者にとって苦痛であり、自己抜去を繰り返すことで抑制を余儀なくされる例
を多く経験する。
今回患者の行動を観察し、多職種での話し合いや家族からの情報を得ながら胃管への意識を軽減させるための
対応を繰り返し協議・実行した結果、自己抜去頻度が減少し抑制解除に至った。
また、離床を促しリハビリに意欲が出たことで身体能力が上がり、患者自身から ” 食べたい ” という欲求も聞
かれるようになり、嚥下リハビリ・食事形態調整を経て３食経口摂取が可能と
なった。
患者の行動や背景、環境等を熟慮し家族の協力のもと多職種で抑制解除に向けた取り組みを行うこで QOL 向
上に繋がったと考える。
今回の症例で経験したことを活かし、諦めずに抑制解除に力を入れていきたいと思う。
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3-9-5　身体抑制廃止②
精神看護実習における身体的拘束体験プログラムの効果

大内病院　看護科

みかじり みつえ

○三日尻 充江（看護師）

［目的］
精神科では治療上やむを得ず身体的拘束を実施する場合がある。実習中の学生に拘束体験を実施しているがそ
の効果については明確にしていなかった。拘束体験を実施した前後での学生の意識の変化を明らかにし、より
効果的な体験プログラムを検討していく。

［対象］
X 年 4 月－ 12 月 看護学生 30 人

［方法］
胴と四肢拘束を約 10 分間体験
体験後の意識変化を半構造的な調査用紙で得られた情報からカテゴリーを生成

［結果］
4 カテゴリー、12 サブカテゴリーに分類された。
1. 拘束体験によって感じた心身の不快感
(1) 孤独感 (2) 罪悪感 (3 ) 不安感 (4) 苛立ち、怒り (5) 自己対処できない掻痒感 (6) 疼痛
2. 拘束されている患者への看護
(1) 拘束時の事故防防止 (2) 安心感を与える声掛け (3) 合併症を予防するための看護
3. 倫理的な内容
(1) 人権擁護
4. 行動制限最小化につながる内容
(1) 拘束しないための看護の工夫 (2) 拘束以外の代替方法での問題解決の検討

［考察・結論］
身体的拘束体験を実施した前後で学生の意識が変化したことがわかった。
体験前は不隠なら仕方がないと考えていたが、体験後は行動を制限される苛立ち、いつまで続くかわからない
不安や孤独感などの感情から、身体的拘束をしない看護の工夫や代替方法などといった、身体的拘束の最小化
につながる意識変化がみられたことがわかった。体験学習の効果は頭の中で考え想像するだけでは分からな
かったことも、自ら体験することで看護のヒントや工夫が得られることの期待ができると報告されている。身
体的拘束体験をしたことで患者への理解が深まり、代替方法の検討や事故防止、プライバシー保護などの視点
を持つことができ、学生にとって体験プログラムは有効なものであると判明した。今後、この結果と考察を基
に、さらに効果的なプログラムを検討していく必要がある。
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4-1-1　スキンケア 1
腋窩の発赤に対する酢水を用いたケアの効果

京都南西病院　看護部

なかの あいり

○中野 愛里（看護師）

【はじめに】
当病棟は 59 床の介護療養病棟で、患者様の平均要介護は 4.8 である。多くの患者様は脳血管疾患などにより
長期臥床状態であり、四肢の拘縮が強いため皮膚密着部の細菌が繁殖しやすく、弱酸性からアルカリ性に傾き
発赤を認めることがある。特に腋窩に発赤を認める患者様が多いため、清拭や洗浄後にタオルを挟み対応して
いたが、時間が経つとタオルがずれていることがあった。また、一時的に改善するもタオル挟みを中止すると
発赤を繰り返すという現状にあった。そこで、菌の増殖を抑える効果があるとされている酢水を用いることで
腋窩の発赤の軽減・予防につながるのではないかと考え検証することとした。
 
 

【方法】
1． 対象・期間：第一段階　平成 31 年 1 月 28 日～　　　腋窩の発赤を認めた 6 名
　　　　　　第二段階　平成 31 年 2 月 3 日～　　　 腋窩の発赤を繰り返しタオル挟みしていた
24 名を追加し合計 30 名　　　
2．ケアの実施
①水道水と酢の割合を 2：1 とし酢水を作成
②皮膚の発赤の程度を 4 段階で毎日評価
③腋窩にスプレーボトルで酢水を噴霧し、手でパッティングを行い皮膚に馴染ませる
( タオルは挟まない )
 

【結果】
　酢水を用いた結果、第一段階の 6 名は発赤軽減を認めた。第二段階として 30 名に増やし実施した場合にお
いても、タオル挟みをせず発赤軽減・予防ができた。一部には発赤が持続している患者様もいたが、悪化する
ことなく経過した。

【考察】
　酢水を噴霧することで腋窩の細菌繁殖が抑えられ、発赤軽減・予防に繋がっていると考えられる。また、腋
窩の清拭・洗浄をする回数やタオルを挟みなおす処置にかかる時間の短縮につながった。さらに、酢水を用い
たケアは容易であり患者様の日々のケアに活用しやすい。今後は、腋窩のみではなく鼠経部や肘関節、手指な
どの皮膚密着の強い部位にも使用していきたい。
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4-1-2　スキンケア 1
炭酸水を用いた洗浄による手指拘縮部の消臭効果

医療法人久仁会　宇都宮病院

やかわ まい

○矢川 万維（介護福祉士）

＜はじめに＞
長期療養中の患者様は毎日の入浴が難しく、週一回の入浴では手指拘縮部の臭いが気になるという、スタッフ
の意見が多く出た。
株式会社健美舎のホームページによると、炭酸水は弱酸性であり抗菌作用や雑菌や常在菌の繁殖を抑えて皮脂
の酸化を防ぐという、消臭効果が期待できる。
そこで、炭酸水を用いた手指洗浄を実施し消臭効果があるか検証した。

< 研究方法＞
１．対象者　手指拘縮が認められる患者 4 名（内男性 2 名、女性 2 名　平均年齢 74 歳）
２．研究期間　平成 30 年 2 月 1 日～ 4 月 30 日
３．方法　①月曜から金曜の午後 2 時　週 5 日施行
　　　　　②炭酸水で手の中を洗い流し、よく乾燥させる。
　　　　　③炭酸水作成方法：重曹小さじ 1 杯、クエン酸小さじ 1 杯、微温湯 500ml を混ぜる。
　　　　　　　　　　　　　　重曹とクエン酸は食用とする。
　　　　　④臭いの評価は 6 段階臭気強度表示法に従って洗浄翌日に評価した。

< 結果＞
実施前は平均 6 段階中の 4 である強い臭いであったが、継続していくと 2 もしくは 1 までの消臭効果がみられ
た。スタッフにより臭いの基準が違うため値に差が出ることもあったが、全体的には臭いを抑えられた。しか
し、6 段階中 0 の無臭にすることは難しかった。

＜おわりに＞
今回手指洗浄を実施し、消臭効果はみられたが手指が拘縮した患者様の洗浄は難しく、痛みや負担を与えない
ように清潔を保ちたいと、スタッフ一同心掛ける良いきっかけになった。患者様により良い療養環境を保つ事
が出来る様、更なる質の向上を目指して今後も継続し、ケアの改善に努めていきたい。

< 引用＞
健美舎ホームページ
健康食品関連→ヘルシーニュースバックナンバー→炭酸水より
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4-1-3　スキンケア 1
りんご酢を使用し肥厚した爪ケアの効果

緑水会病院　看護科

なかにし けいこ

○中西 啓子（看護師）

りんご酢を使用し肥厚した爪ケアの効果
医療法人社団　緑水会　緑水会病院
中西啓子
I.      はじめに
足趾の爪に肥厚や変形等のトラブルを抱えている高齢者は多い。本来足趾の爪ケアの手順を日常の業務では爪
を切る行為だけに留まり、正しい手順で実施できていない現状である。そこで殺菌効果や菌の成長を抑制させ
る効果のある酢酸（りんご酢）に着目し爪ケアを実施した結果、時間短縮もでき、良い効果を得たので報告す
る。
II.    研究方法
対象者；足趾の爪が肥厚や変形している４名
期間；平成 30 年 10 月 15 日～平成 31 年１月 16 日
方法；１、りんご酢を含ませたガーゼを下肢の爪床に密着させるように包み１時間置く。２、シリコン製の歯
ブラシを使用し泡立てた石鹼で優しく洗い流す。３、1.2 を週２回実施する。
III.  結果
足趾の爪が肥厚や変形している 4 名にりんご酢を使用した爪ケアの後は、爪と皮膚の間の角質が除去され肥厚
した爪が柔らかく薄くなるだけでなく足趾の皮膚色もピンク色になり艶も出てきた。
IV.  考察             
爪を切る事だけでなく爪床を清潔にし、ブラシで刺激することが新しい爪の為には必要である。清潔を維持し
保湿を行い、アミノ酸を多く含んでいるりんご酢を使用したことで爪だけでなく健康的な皮膚になったことは、
清潔の保持とりんご酢の相互作用が働いたものと考える。
ニッパーで爪を切ることが殆どなくなりヤスリだけのケアとなり皮膚に傷をつけたり恐怖心や不安を与えるこ
となく整えることができたことは、爪の肥厚がりんご酢の作用によって柔らかくなり整えやすくしたものと考
える。さらに爪ケアの時間短縮にも繋がったと考える。
肥厚した爪や変形した爪は爪床部を圧迫し末梢の循環を妨げ、浮腫や血行も悪化する。爪ケアを実施した結果、
肥厚や変形した爪が改善しただけにとどまらず末梢の血液循環が改善し対象者の全員の足部の皮膚の血行が改
善したことは良い効果が得られたと考える。
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4-1-4　スキンケア 1
全身の掻痒感が改善されない入居者のケアについて～無添加石鹸の使用による効果はあるのかを
検証～

ケアハウス　山口エルベ

つぼうち りょう

○坪内 陵（介護職），兼俊 直美，川口 清美，明石 巌，末松 則子

【目的】
対象入居者の痒みの訴え及び掻き傷の軽減を目指す

【対象】
入居者：Ｍ様 男性：80 歳 要介護：1 寝たきり度：A1 認知度：Ⅱ a 食事形態：米飯常菜 既往歴：H27.4.6 梅
毒性髄膜炎 H28.11.24 皮脂欠乏症 H28.12.14 皮膚掻痒感 H30.4.5 頭部粃糠性紅斑。入居前は自宅で独居生活を
しながら自演業でバイク修理をされており、家族には長男と次男夫婦がいるが共に実家に出て独立されている。
H27 年車を運転中に自損事故を起こし救急搬送されるが、外傷がないのに意識障害がみられた為、更に別の病
院へ搬送され梅毒性髄膜炎と診断される。その後リハビリを続けられていたが、在宅復帰は困難である為
H27.8.8 当施設に入居された。施設内の生活はほぼ自立。入居後全身の痒みを訴えられ、掻き傷もみられた為
皮膚科受診し H28.11.24 皮脂欠乏症 H28.12.14 皮膚掻痒症 H30.4.5 頭部粃糠性紅斑の診断を受ける。入浴後週 3
回ワセリンとリンデロン塗布。就寝時にザイザル 1 錠服用。

【方法】
入浴時に使用している業務用ボディソープ及びシャンプーを無添加石鹸とシャンプーに変更し、毎週金曜日の
入浴前に首、背中、両脚の写真を撮影し観察していく。

【結果】
観察開始時と比べ改善傾向がみられた。しかし 2 月末に体調不良の為入浴を中止して清拭に変更した際にやや
悪化したが、入浴を再開して徐々に改善がみられた。「以前より痒みが減り楽になった」と笑顔で本人が話さ
れている。

【考察】
石鹸を変更したことで痒みが軽減し皮膚の状態が改善されたことから無添加石鹸使用による効果はあったと言
える。また、清拭対応した際にやや状態が悪化したことから、入浴して古い皮脂や軟膏を落とし、清潔な状態
にしないと軟膏の効果が期待できないことも判った。今後は同様の症状がみられた場合に他の入居者にも展開
していく予定。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
4-1-5　スキンケア 1
長期臥床患者のスキンケア 
～ホホバオイルを用いた保湿ローションを使用し潤いのある皮膚をめざして～

豊和病院

まえだ まさこ

○前田 昌子（准看護師），米本 てる美，井上 理恵，山本 美幸，平井 望，岩城 麻弥，矢田 章子，濱口 麻由，
木原 香代子，山本 満美子

はじめに
当院は６０床の長期臥床患者が入院する療養型病院である。高齢者の皮膚の水分量は若い人よりも低下してお
り、その為表皮剥離・皮膚掻痒症などあらゆる皮膚トラブルを起こす原因となる。当院の入院患者の多くにも
皮膚乾燥がみられ、日々の清拭時・入浴後など保湿剤を使用していても大きな効果が表れていなかった。そこ
で私たちは入院患者の皮膚乾燥に着目し、精製水・グリセリン・ホホバオイル・アロマオイルを調合した保湿
ローションを作製した。
皮膚乾燥の強い患者に使用した経過をここに報告する。

目的
長期臥床患者に対する皮膚乾燥の改善

研究期間
２０１９年６月１２日～９月４日

研究方法
対象 ２階患者４名  ３階患者５名  計９名
＊調合した保湿ローションでパッチテストを行い、異常のなかった患者
内容 
①保湿ローションを作製する
    精製水 １００ｍｌ  グリセリン６ｍｌ  ホホバオイル３ｍｌ  アロマオイル（ゼラニウム）５滴
②毎日の清拭時および入浴後、対象者の右下腿に保湿ローションを塗布する
③週に１度、皮膚の水分量チェックと写真撮影を行い研究開始時との比較評価する

結果・考察
  皮膚の水分量チェックでは殆どの患者に改善があり、最大で１１、１％の増加がみとめられた。
肉眼的にも研究開始直後より皮膚乾燥が軽減され、また触れると皮膚がしっとりして保湿効果がみとめられた。
効果が出るまで時間を要すると思われたが、ホホバオイルの高い保湿力・浸透力・皮脂バランスの調整力とグ
リセリンの持つ保湿力・潤い成分などの優れた効能の組み合わせにより、予想よりも早く効果が表れたと思わ
れる。

おわりに
 今回の研究結果より、ホホバオイルを用いた保湿ローションは高齢者の皮膚乾燥に対して効果がある。今後
保湿ローションを継続して使用し、より多くの患者の皮膚乾燥の改善をめざしていきたい。
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4-2-1　スキンケア 2
胃瘻カテーテル圧迫による瘻孔周囲のスキントラブル改善策

泉佐野優人会病院　

やまだ みほ

○山田 美歩（看護師），南川 尚子，今坂 紀美，加藤 寛

[ 背景 ]
経鼻経管で栄養管理をしていた患者様が、誤嚥性肺炎を繰り返し必要な栄養量を確保できずにいたため胃瘻を
造設した。しかし両上肢の屈曲制限により圧迫された胃瘻孔周囲のスキントラブルが原因で、不安定な全身状
態がさらに長期化した。そこで、胃瘻孔のスキントラブルに対し、除圧カバーを作成し実施するとともに、両
上肢の屈曲制限を緩和する為のポジショニングをスタッフ間で統一して行ったことにより症状が軽快した。

[ 目的 ]
本症例が良好なアウトカムを得られた要因を検証する。

[ 対象 ]
K.・M 様 72 歳 男性 急性硬膜下血腫術後廃用症候群 日常生活自立度 C1

[ 方法 ]
①オムツパットを用いた円盤型除圧カバーを作成し、胃瘻孔周囲に設置。カテーテルが引っ張られないようテー
プ固定し毎日交換
②瘻孔は洗浄しアズノール塗布後ガーゼ保護を汚染毎に実施
③両上肢は良肢位が保たれるよう両側腹部に除圧クッションを設置しスタッフ全員が統一したポジショニング
が行えるよう周知した

[ 結果 ]
胃瘻孔のスキントラブルは、瘻孔部のカバーによる除圧と上肢のポジショニングを併用して行ったことで、皮
膚障害の改善があった。胃瘻造設後の瘻孔が不安定で、ベッド上主体の生活であったが、日中離床することが
できた。

[ 考察・結論 ]
カバーを使用したことで、瘻孔部の血流改善及び胃液漏出による科学的刺激を回避し、局所をコントロールで
きた可能性が高い。また、同時にスタッフ全員が統一したポジショニングを行うことで、上肢による圧迫を避
けられた。寝たきりの状態では、ベッド周囲の環境だけが生きる空間であるが、離床により生活空間が広がり、
他社との交流も図れるようになってきたことで、単に身体機能が向上しただけでなく、QOL や社会的な機能
も向上した可能性がある。
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4-2-2　スキンケア 2
慢性的な胃瘻漏れによる、皮膚トラブルを繰り返す患者への看護介入

沖縄第一病院　看護科

せりきゃく あいか

○勢理客 藍香（准看護師），諸見 千尋

 
 はじめに
当病棟では、胃ろう造設をされている患者さんが多くおり、その中の 2 名が、長年胃ろう漏れによる皮膚トラ
ブルを繰り返している。今までも皮膚トラブルについて色々と介入してきたが、改善されず持続している現状
である。胃瘻部からの漏れを少なくし清潔を保ち、ケアすることで皮膚トラブルを改善できないかと思い今回
取り組んできた。
 
Ⅱ 研究方法
研究対象 2 名 A 氏 90 代 女性 既往：神経筋疾患
                      B 氏 70 代 女性 既往：脳梗塞後遺症
データ収集方法 1′観察項目表を作成し１日１回記載 １週間に１回写真を撮る
        Ⅰ 3 週間後おきに軟膏変更 (1 クール目：アズノール軟膏、
2 クール目：重曹シュガー、3 クール目：サトウザルベ軟膏 )
       2′胃ろうチューブの位置を毎日交換

（向き：0 時・3 時・6 時・9 時を時計回りで固定する )
データ分析方法 １′写真を使って肉眼的に評価 観察項目表から経過を分析する
        2′1 日ごとの漏れの量を点数化し評価
 
Ⅲ 結果・考察
皮膚状況の改善方法への取り組みとして、A 氏の場合、アズノール軟膏塗布によって、びらん・発赤・熱感が
和らいだ。B 氏の場合、サトウザルベ軟膏塗布により、皮膚と胃ろう漏れの排液の間に被膜を形成したことで、
皮膚トラブルの悪化予防に繋がったと考える。
経管栄養注入時の胃ろうチューブの位置は漏れが少ない９時方向の固定が適正で、B 氏の場合は０時方向の固
定が適正であることが分かった。また B 氏の場合、食前脱気を行うと腹部膨満が軽度になることが分かった。
 
Ⅳ おわりに
 長年胃ろう漏れによる皮膚トラブルを繰り返す患者に必要なことは、
1、こまめな皮膚の観察と洗浄、
2、患者 1 人 1 人に合った固定チューブの位置・軟膏検討などのケアの介入が必要。
以上。のことから、今後も個々に合った統一性のあるケアを取り組むことが必要であると考える
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4-2-3　スキンケア 2
腋窩、手掌トラブルの軽減に向けた皮膚管理 
～シュレッター新聞紙を使用して～

ナカムラ病院　Ｂ３病棟

さとう さちこ

○佐藤 幸子（看護師），佐々木 健治，三浦 幸子

【はじめに】
当施設は介護医療院であり、利用者のほとんどが寝たきりである。特殊浴を週 2 回行っているが、中には、上
肢と体幹、手掌が密着し、腋窩や手掌の発赤、ただれ等による皮膚トラブルを繰り返す方がいる。そのため、
外用薬を使用し治療を行っている状態である。今回、対象者 4 名に対し、吸湿効果のある新聞紙をシュレッター
に掛けた「シュレッター新聞紙」を使用のもと、皮膚トラブルが軽減するのではないかと考え試みたので、そ
の結果を報告する。

【方法】
シュレッターに掛けた新聞紙で作成した小枕、握り棒をそれぞれ腋窩と手掌に使用し、モイスチャーチェッカー
で 1 週間毎に水分測定を行い、写真を撮り比較し評価した。

【結果】
対象者 4 名に対し、研究前の平均湿度 44％、研究後の平均湿度 43.5% だった。
職員 23 名に対してアンケートを行った結果、実施前に比べ皮膚トラブル・臭い・見た目が改善されたかの問
いに 23 名中 20 名が改善したとの回答があった。
また、期間中外用薬を使用せず経過できた。

【考察】
関節拘縮がある対象者は、皮膚同士が密着することで、汗や汚れ等により皮膚が浸軟し、皮膚トラブルが生じ
る。
そのため、私たちは患者が身体を清潔に保ち、身だしなみよく、また皮膚を保護するのを助ける必要がある。
このことを踏まえシュレッター新聞紙の水分吸収作用に着目して、小枕、握り棒を作成し、腋窩、手掌に使用
したところ数値以上の効果が得られた。
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4-2-4　スキンケア 2
拘縮がある手掌環境の改善を試みて 
～シャボンラッピングによる手浴とオリジナルハンドクッションにて～

社会福祉法人信愛報恩会　信愛病院　看護部

つばた くみこ

○津幡 久美子（看護師），浪岩 早苗，堀江 亜紀子，村田 綾子，立花 エミ子，越永 守道

【はじめに】
手指関節の拘縮は、進行に伴い様々な問題を引き起こすおそれがある。また日常ケアを行う際に患者が苦痛を
伴うこともある。当病棟では入浴時に石鹸洗浄を行い、拘縮の進行予防にはガーゼを使用していたが、湿潤や
汚れ、発赤、不快臭に苦慮していた。今回、手浴としてシャボンラッピングを行うとともに、ポリエチレン素
材のオリジナルハンドクッションを使用したところ皮膚の密着を防ぎ、通気性が良くなったことで不快臭や皮
膚障害の改善がみられ、良好な結果が得られたので報告をする。

【研究方法】
対象：手指の拘縮が強く、不快臭の強い入院患者 3 名
期間：2019 年 3 月 1 日～ 2019 年 4 月 30 日
方法：24 時間ハンドクッションを着用。毎日シャボンラッピングによる手浴を実施し、臭気を測定し、皮膚
チェックを行った。
研究の前後で病棟スタッフ全員に患者の手掌環境についてのアンケート調査を実施した。

【結果】
3 名ともハンドクッションにより手指の関節可動域が広がり、手間が開くことで手掌面の不快臭や湿潤の改善
がみられた。そしてクッションを握ることにより、笑顔や発語が多く聞かれるようになった。また、手指を開
く際の痛みの軽減がみられ、爪切りや手浴などのケアが行いやすくなり、スタッフの介助時の精神的な負担軽
減にも繋がった。シャボンラッピングにより手掌の清潔保持ができ、スタッフアンケートでは実施前はほぼ全
員が手掌の不快臭、汚れを感じていたが、実施後は改善がみられた。

【考察】
ハンドクッションとシャボンラッピングによる手浴は手掌環境改善と拘縮予防の効果が認められた。ハンド
クッションの反発と収縮によりリハビリ効果もあり、手浴により血流が良くなり、リラックス効果も期待でき
るのではないかと思われる。今後の課題として、ハンドクッションは外れやすくなったり、痕が付くこともあ
るので、改良を加えながら使用し、手浴と共に継続して日々のケアに生かしていきたいと思う。
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4-2-5　スキンケア 2
手指拘縮による潰瘍形成予防・改善への取り組み

加治木温泉病院　看護部

むらかみ みき

○村上 美紀（看護師），末 香奈，松尾 由弥，藤井 みゆき，堂森 めぐみ，新本 紀子，穂満 博文，髙田 昌実

 はじめに
　廃用性症候群により関節可動域制限があると拘縮手は起こりやすく、手指と手掌部が過度に密着することに
より皮膚トラブルが発生しやすい。なかでも拘縮による血行不良は潰瘍形成のリスクとなり治癒を妨げる因子
に挙げられている。現在使用しているハンドロールは手指間の密着を防止できる形状ではないため、手指拘縮
のある患者 14 名中 3 名に潰瘍形成がみられていた。そこで潰瘍形成のある３名を研究対象者に指股付きハン
ドロールを作成し、密着防止や血行改善に努めることで、潰瘍形成の予防・改善への効果を検証したため報告
する。
結果・考察
　指股付きハンドロールは、吸水性が高く、通気性・肌触りの良い綿 100% である軍手を３重に重ねて使用し、
軍手の中には綿と布を詰めた物を作成した。これにより手指の密着防止や血行改善につながり対象者全員の潰
瘍形成は改善し効果が得られた。また、C 氏の動脈エコーでは使用後の血流量が増量し血行改善がみられた。
指股付きハンドロール使用で屈曲拘縮が緩和され、スタッフよりパルスオキシメーターが装着しやすくなった
と声も聞かれた。看護は、バイタルサインや全身状態に着目しがちであるが、拘縮を起こさないケア・看護を
継続していく必要がある。
まとめ
１）      指股付きハンドロールを使用したことで血行改善と新たな潰瘍形成はなく改善が出来た。　　　　　　　　　　　　　　　
２）      患者の拘縮手の状態は様々で、画一的なハンドロールでは適切な対応は困難な為、それぞれに応じた
工夫が必要である。また、使用する際は周知が最も重要でありスタッフへの声かけや容易に装着　出来る様な
物を作成する必要がある。
３）      拘縮手を進行させないポジショニングやハンドロールの作成に取り組む必要がある。
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4-3-1　スキンケア 3
高齢者の皮膚トラブルの改善をめざして

北摂中央病院

やまぐち じゅん

○山口 潤（介護福祉士），倉本 有子，西野 多佳子

【はじめに】
 当病院は、医療療養型病院で当病棟には４０名が入院中である。
加齢による皮膚の脆弱化や乾燥症状には個人差はあるが、６０％の方が様々なスキントラブルを抱えている。
皮膚が乾燥していると病衣の着脱や体位変換等のケア提供時に皮膚の亀裂や表皮剥離、皮下出血等を起こす原
因となる。

【方法】
 皮膚の乾燥にはザーネと白色ワセリンの混合軟膏、白色ワセリンで対処していた。しかし、過敏症の方は発
赤が出現、乾燥状態が悪化し、皮膚に亀裂が生じるようになってきた。そこで、当院取り扱いで保湿力のある
製品を検討した。

「市販の化粧水やハンドクリームにも含まれているグリセリンは、保湿効果と持続性がある」と田上氏が述べ
ていたこともあり、使用を試みた。

【結果】
 グリセリンを使用することにより皮膚の乾燥が改善され保湿効果がみられた。

【考察】
 これまで使用していた白色ワセリンとザーネの混合軟膏では保水力がないため、皮膚の乾燥状態は改善でき
なかったと考える。
 田上氏は、密封性のワセリンなどの油脂製剤を塗布すると時間とともに水分が貯留すると述べていることか
らグリセリンとワセリンを併用することで更に皮膚状態の改善が期待できると考える。今回の研究は、客観的
観察・主観的訴えによる評価に留まり、数値化することができなかった。スキンチェッカーを用い皮膚の水分
含有量を測定し、数値化することができれば改善状況が明確に評価できたのではないかと考えられる。今後は、
水分含有量を測定しながら、グリセリンの濃度を変え、ワセリンを併用するなど患者様個々の皮膚状態に合わ
せたスキンケアを実践していきたい。
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4-3-2　スキンケア 3
高齢者の皮膚に対する保湿の有効性 
 ～スキン－テア予防～

日の出ヶ丘病院・介護医療院　看護科

よこせ くみこ

○横瀬 久美子（看護師），宮本 栄子

背景と目的
 当病棟患者の平均年齢は 84 歳と高齢者が多く、傾向として拘縮が強い。皮膚は脆弱であり内出血や皮膚剥離
等のスキントラブルが発生しやすい。そのため高齢者のスキン - テア予防は重要である。スキン- テアの原因
の１つに皮膚乾燥が挙げられており、保湿の必要性が重要視されている。その情報を元に当病棟で使用してい
る 3 種類の保湿剤を使用し、皮膚状態の変化を検証し、保湿の有効性を確認する。
 
研究方法
 勉強会：スキンケア、スキン - テアの基礎知識をスタッフ全員に実施
 対象者：患者全員約５０名（スキン - テア群 10 名）
 方法：1. 皮膚チェッカーを用い、保湿前の水分・油分の測定
 　　　2.   3 種類の保湿剤を２週間毎塗布する。 

チェッカーにて測定し、有効性のある保湿剤を選択する。 
1 日 2 回塗布と 1 日 1 回の塗布を検証する

 　　　3. スタッフへのアンケートの実施
 
結果
 ３種の保湿剤を使用し測定した結果、ローションが伸びも良く皮膚への摩擦も少なかった。また、水分量・
油分量のバランスが良かったことでローションとした。更に、1 日 2 回の塗布と 1 日 1 回の塗布とではどのく
らいの差が生じるのか検証した。全体的には、水分・油分量はやや低下するも極端な低下は見られなかった。
但し、スキン-テア群 10 名に関してはローションだけでは水分・油分は低下がみられたが、毎日の塗布継続と
個別対応をすることで、皮膚トラブルのリスクは減少した。
 
結語
 スキントラブルを起こしやすい患者に、保湿を継続することで、衣類の着脱時にも皮膚トラブルは減少して
きた。保湿と個々の皮膚状態に合わせた対応により、スキン - テアの発生リスクは減り、保湿の有効性はあった。
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4-3-3　スキンケア 3
蜂窩織炎発症数からみたスキンケアの有効性

小畠病院　看護部

もりい さおり

○森井 沙織（看護師），佐野 京子

 当院は広島県福山市（人口 47 万人）の北部医療圏（人口 12 万 6 千人、高齢化率 29.6％）に位置する地域密
着型の病院である。病床数は 111 床で、その内訳は地域包括ケア病棟 52 床、療養病棟 59 床である。当院療養
病棟では、医療区分 2・3 の患者は 95％、ADL 区分 3 の患者は 74％を占める。平均年齢は 78.9 歳である。平
均在院日数は 140 日前後で、長期的に入院を継続している患者も多い。入院患者の中で頻発する感染症に蜂窩
織炎がある。しかし最近、蜂窩織炎を発症する患者が減っていることに気づいた。そこで今回なぜ蜂窩織炎発
症が減少したのか原因の検討を行った。
 療養病棟では、2017 年からスキンテアの発生防止のため、スキンケアについて重点的に取り組んできた。高
齢者の皮膚は、水分保持能力が低下し乾燥が著名となること（ドライスキン）や、表皮の菲薄化、生体バリア
機能の低下などが原因となり、スキントラブルが起きやすい。スキンケアの取り組みとして、①スタッフに正
常な皮膚の機能と高齢者の皮膚についての研修企画、②入浴時の洗浄方法を見直し実施、③保湿の徹底、④患
者ごとのスキンテア発生となる原因の分析と、皮膚の状態（リスク度）を可視化したアセスメントツールを作
成し使用、を行った。その結果、スキンチェッカーで水分量と油分量を測定すると、潤いが保たれていること
が分かった。表皮は細菌などの外敵に対して非常に強力なバリアとして働き、細菌の侵入を防いでいる。高齢
者のスキンケアは、そのバリア機能を向上させ、蜂窩織炎の発生低減に繋がったと考えられる。スキンケアが、
高齢者の様々なスキントラブルに有効であることが再認識できた。
 今後療養病棟での取り組みを院内で共有し、地域包括ケア病棟からの転棟患者のスキントラブル発生率を減
少させていく必要がある。また院内だけにとどまらず、地域の高齢者が適切なスキンケアを受けられるよう、
地域活動を行い啓発していこうと考える。
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4-3-4　スキンケア 3
スキントラブルを改善するために ～ポジショニングの統一を目指して～

光ヶ丘病院　看護科

ほり ひろかず

○堀 広和（看護師），牧野 真衣子

【はじめに】
当病棟は 60 床で、寝たきり度Ｃ 1・Ｃ 2 レベルが８割、平均要介護度は 4.5 である。また、高度な拘縮患者は
1/3 を占めているため、拘縮による不適切なポジショニングからスキントラブルに発展する症例がみられた。
今回、職員全員が統一した効果的なポジショニングを実施するために、表示方法を検討し改善した結果をここ
に報告する。

【研究対象】
下肢拘縮のある患者 15 名

【研究期間】
平成 30 年 8 月 1 日～令和元年 7 月 31 日

【研究方法】
①職員に対し拘縮に関するアンケート調査
②職員に対しての研修
③個々のポジショニングの決定
④ベッドサイドに枕の挿入の位置と方向を写真で掲示

【倫理的配慮】
A 病院の倫理委員会へ申請し了承を得る。対象患者と家族に研究目的・方法及び研究協力は自由意志であり、
同意の撤回による不利益は生じない事を説明。またプライバシー・個人情報の保護を厳守すること。匿名性を
保障すること、データは研究目的以外に利用しないことを説明した。

【結果】
１. スキントラブルが起る頻度が半分に減少した
２. 写真を利用することで、全職員の情報共有に繋がった
３. 拘縮の現状維持に繋がった

【考察】
今まではポジショニングが必要な場合、文章のみでの提示であったが、枕の位置がズレなど効果的ではなかっ
た。今回、写真により枕の位置・種類・方向を視覚的に分かりやすく提示したことで効果的なポジショニング
に繋がった。その結果、スキントラブルが改善したと考えられる。

【おわりに】
 効果的なポジショニングを統一していくためには、視覚効果を上げることが有効であった。今後は、表示内
容のわかりやすさ、枕の素材を検討するなど、個別性を活かしたポジショニングを提供できるよう努めていく。 
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4-3-5　スキンケア 3
医療療養病棟及び介護療養病棟における皮膚トラブルに関する看護・介護職員の意識調査

嵯峨野病院　看護部

なかえ たいき

○中江 大樹（看護師）

【はじめに】高齢者は、皮膚トラブルリスクが非常に高い。病棟職員からは、日々の看護・介護の中で、皮膚
トラブルへの対応に苦慮しているという声を聞くことが多い。そこで当院における皮膚トラブルに関する看護
職員・介護職員の意識調査を行い、その傾向と改善点を検討したので報告する。

【方法】１．アンケート調査 対象：看護職員及び介護職員 80 名。内容：①関心度 ②よく遭遇する皮膚トラブ
ル ③遭遇した場面 ④困っていること。２．平成 28 年度～平成 30 年度の皮膚トラブルのインシデントの分析。

【結果】１．アンケートの結果は、①とても関心がある 46%、関心がある 51%、関心がない 4％ ②表皮剥離
30%、皮下出血 17%、オムツかぶれ 12%、褥瘡 9％ ③オムツ交換時・更衣時 39%、固定テープ除去時 32%、
体位変換時 12%、移乗時 5％ ④知識・技術の不安 67%、人員不足 13％、医療物品の未充実 10% であった。
２．インシデントの集計結果は、インシデント 828 件のうち皮膚トラブルは 133 件であり、全体の 16% を占
めた。内容は、表皮剥離 50%、裂傷 17%、皮下出血 13%。原因は、移乗 27%、体位変換 23%、自動体動 18%、
更衣 13%。インシデントの当事者及び発見者は、介護職員 56%、看護師 36% であった。

【考察】関心度、インシデント発生率から皮膚トラブルがいかに看護・介護現場の身近にあるかが分かる。特
に介護職員の遭遇率が 56% と高く、物理的刺激による表皮剥離が 50% と多い。また、知識・技術面に不安が
ある職員が非常に多いことが分かった。一人で介助に入る機会が多くなると皮膚トラブルリスクが高くなる現
実もある。私たちは、知識・技術面のスキルを高め皮膚トラブルを減らし、入院患者が苦痛なく過ごせる環境
を作っていかなければならない。その為にも院内における研修や勉強会を計画・実施し、職員全体のスキル向
上を図る必要があると考える。
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4-4-1　食事・排泄リハ
左被殻出血にて高次脳機能障害を呈し、食事動作に難渋した一症例 
～安全な食事動作の獲得を目指して～

1 富家千葉病院　リハビリテーション室，2 富家千葉病院　診療部

にしやま しゅん

○西山 駿（作業療法士）1，村上 優一 1，須賀 晴彦 2

【はじめに】
食事動作を阻害する高次脳機能障害として、失行症、失認症、注意障害等が影響すると報告がある。
今回、左被殻出血により重度右片麻痺、高次脳機能障害を呈した症例を担当した。食事動作において、流し込
みや注意散漫が顕著であり、介助量、摂取時間の増加を認めた。
机上の詳細評価が困難の為、観察より高次脳機能障害の評価を実施。注意を身体から環境へ拡大し、食事場面
での介入を行った結果、安全な食事動作の獲得、摂取時間の改善が図れた為、報告する。

【症例紹介】
80 歳代男性。右利き。平成 X 年 3 月、食事中に突然右片麻痺・失語症で倒れ、左被殻出血の診断。同年４月
Y 日より経口摂取開始となる。平成 X 年 4 月 Y+6 日に当院回復期病棟へ入院する。

【初期評価】
GCS：E4VAM6。Brs：右上肢Ⅰ手指Ⅰ下肢Ⅰ。MMT: 左上下肢 4 体幹 2。
感覚：表在・深部ともに脱失～重度鈍麻。立ち直り反応（R/L）：頸部 -/-、体幹 -/-。
座位姿勢（リクライニング車椅子）：骨盤後傾、体幹頭頚部軽度左回旋、右に傾き介助を要す。FAB：4/18 点。
日常生活より失語症、失行症、注意障害、脱抑制を認める。FIM：31 点（食事 3 点）下記に詳細を記載する。

【食事動作】
環境：食堂。使用物品：リクライニング車椅子、スプーン。食形態：主食全粥、副食ミキサー。観察：非利き
手での食事摂取動作は可能だが、時折流し込みを認め誤嚥の危険性が高い。他者に注意が向きやすく、食べこ
ぼしに気づかない事や、動作や嚥下の中断を認める。また、一口量の調整が不十分であり、口腔内残留がある
にも関わらず、食物を口腔へ運んでしまう。摂取量は 7 割、時間 45 分要する。その為、OT では注意訓練と
食事場面に介入中である。

【結果】
 今回、他者へ注意が逸れる事や動作の中断、食べこぼしは減少。また、食事摂取量は 9 割と増加し、時間は
35 分と短縮。流し込みの頻度は減少したが、依然として継続。現在も動作の改善を図り治療中の為、当日の
発表にて報告する。
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4-4-2　食事・排泄リハ
多職種協働アプローチの食支援による嗜好品の提供～当院独自の指標の検討へ向けて～

医療法人松徳会　花の丘病院

あさくら たかひろ

○朝倉 敬博（言語聴覚士），小山 雄一，石黒 真衣，中村 栄子，木村 圭佑，正木 光子，松本 隆史

【はじめに】食事摂取量低下に伴う経管栄養の受け入れが難しい症例に対して、多職種が協働してアプローチ
することで食事摂取量増加に至った為報告する。【症例】90 代女性、右利き、施設入所中に転倒し、右大腿骨
転子部骨折で前医に入院中に左中大脳動脈領域に脳梗塞発症。【神経学的所見】軽度右片麻痺【神経心理学的
所見】全般的な認知機能低下や食事拒否・暴力・暴言等の周辺症状も認められた。【経過】今回の発症を機に
食事摂取量が低下し、栄養状態の悪化が認められていた。当院に転院後も食事摂取量少なく、主治医より家族
へ経管栄養を提案したが、家族は経管栄養を拒否し経口摂取を強く希望された。そこで KT バランスチャート

（以下 KTBC）の考えを基に食事面についての包括的評価を実施した。KTBC の評価では「食べる意欲」・「摂
食嚥下機能」・「食事動作や姿勢の問題」・「栄養状態」の項目で低下が認められた。評価において低下が認めら
れた項目に対して各職種の専門性を活かした協働アプローチを実施した。そして、本人の嗜好を聴取し、転院
26 日目に嚥下食「すし」を提供した。それ以降、食事摂取量増加し、転院 69 日目の退院日まで継続された。
退院前の再評価では、心身機能や栄養状態において改善が認められた。また、食事意欲に対する当院独自のア
ンケートを実施し、食事意欲の向上も認められた。【考察】本症例においては、嗜好品の提供が食事量摂取量
増加のトリガーとなり、各々の専門性を共有し食事環境を整備することで食事摂取量増加に繋がったと考える。
日常生活でも精神症状の緩和が認められており、心身機能と食事摂取量の相関が示唆された。【展望】職種間
で情報共有を図り、長期的なビジョンで介入を行い、退院後も情報共有できるシームレスな構造を作っていく
必要があると考えられる。今後は、心身機能と食事意欲に着目した当院独自の指標の作成に向けて、更なる事
例を集積していく予定である。
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4-4-3　食事・排泄リハ
食思改善を図ったことにより ADL 向上がみられた 90 代女性に対するアプローチ

医療法人社団　健育会　石巻健育会病院　リハビリテーション部

おくだ りゅうぞう

○奥田 龍三（言語聴覚士）

【はじめに】脳出血後遺症により、意識障害や食思低下等を呈し、生活全体に介助を要しており自宅退院に困
難がみられた。食思不良の改善を図った後、食事摂取量が増え、それに伴い持久力や活動量の増加がみられた。
家族の希望であったトイレ動作自立を始めとする全般的 ADL に改善があり在宅復帰を実現した症例を報告す
る。

【症例報告】90 歳代女性。右後頭葉脳出血後遺症により意識障害・食思不良・病後うつ・注意機能低下・記銘
力低下・運動障害・筋力低下を呈した症例である。

【経過】入院時より意識障害があり、日常生活に介助を要した。（FIM 運動項目 26/91、FIM 認知項目：
19/35）。食事は全粥・軟菜、水分にはトロミ剤を使用し提供していたが、食事量は約 2 割と低下しており、入
院 30 日目まで点滴による輸液を要した。入院直後より PT・OT・ST のリハビリを開始するも栄養摂取量が
低下していた為、ベッドサイド中心に負荷量調整を行いながら介入した。ST リハでは、口腔ケアや嚥下機能
の維持・改善と、医師や栄養士と連携し、嗜好に合わせた栄養補助食品や食品の提供を行った。2 ヶ月頃より、
食事量が 5 割程へ増加した為、PT・OT では、離床時間確保や補助具を使用した訓練を中心に実施した。こ
の頃より覚醒向上がみられ、評価を行いトロミ剤の解除を行った。入院 3 ヶ月頃から食事を全量摂取できる機
会も増加した。補助具を使用した歩行は見守りで可能となった。その後、トイレ動作を含めた ADL の改善（FIM
運動項目 81/91：FIM 認知項目：29/35）がみられ、在宅復帰となった。

【考察】本症例は、目標であった在宅復帰に対して、食思不良が阻害要因となっており食事量の増加がチーム
の課題となっていた。多職種間で連携し、本人の嗜好に合わせた食品を提供することで、食事量が増加したと
考えられる。それに伴い栄養状態に配慮したリハビリを提供しでき大幅な ADL 向上があり、困難と予想され
ていた在宅復帰を実現できたと考えられる。
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4-4-4　食事・排泄リハ
超高齢者のラクナ梗塞（BAD）後自宅復帰を目指す症例～排泄動作自立に向けて～

医療法人社団和風会　橋本病院　リハビリテーション部

おおにし せいや

○大西 星也（作業療法士），松原 早希，田邊 夏美

【はじめに】ラクナ梗塞により ADL に全介助を呈した超高齢症例を経験した。本症例はオムツ装着に拒否が
あり、また多趣味で以前のように外出したいと希望があった為、排泄動作が自立する必要があった。今回環境
調整や動作反復練習により日中の排泄動作が自立した為、その要因の検討を行う。

【説明と同意】対象者・家族に対し本演題発表における目的・方法を十分に説明し同意を得た。（承認番号 5）
【症例】90 歳代男性。ラクナ梗塞を発症し保存加療。12 病日当院回復期リハビリテーション病棟入院。病前独
歩、ADL 自立。

【評価】入院時 Brs 上肢・手指Ⅰ・下肢Ⅲ。FIM37 点（運動項目 17 点）。BBS3 点。MMSE19 点。
【アプローチ】トイレの環境調節から開始し、両・片手すりなど難易度を変更して様々なトイレで動作練習実施。
また、下衣操作時の立位姿勢は爪先を平行に揃え、両膝裏を便座に当て立ち直りやすい環境下で反復練習実施。
その都度ビデオ撮影し、視覚・口頭でのフィードバック実施。バランス練習では排泄動作に関連するリーチ・
振り向き・物拾い動作を座位、立位で実施。

【結果】Brs 上肢・手指Ⅱ・下肢Ⅳ。FIM96 点（運動項目 69 点）。BBS44 点。MMSE30 点。自宅内は車椅子
自走し日中の排泄動作が自立した。夜間は眠剤の影響や寝起きでのパフォーマンス低下等により、リハビリパ
ンツ + パット装着対応とし、起床後自己にてパット交換自立とした。

【考察】脳卒中治療ガイドライン 2015 では課題反復練習を推奨している。また、Wulf らが課題自体に注意を
向けることでバランス機能の向上が図れると述べている。排泄動作では下衣の引き上げが最も難易度が高く、
本症例でも特に下衣操作を反復し実施した。それにより、動作定着と同時にバランス能力向上も図れたと考え
る。また、機能向上に伴い環境面で難易度を変更したことや、認知機能も良好で視覚や口頭でのフィードバッ
クを実施したことも有用だったと考える。
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4-5-1　排泄リハ
排尿リハビリテーションを強化する臨床的効果の検討 : 多施設共同ランダム化第 II 相試験

1 山口平成病院，2 岸和田平成病院，3 平成リハビリテーション専門学校，4 多摩川病院，5 堺平成病院，6 世田谷記念病院，
7 印西総合病院，8 博愛記念病院

つえ なおゆき

○津江 尚幸（理学療法士）1，荒尾 徳三 2，細川 雄平 3，三浦 亜純 4，藤井 信濃 4，西村 卓也 5，佐々木 恭介 6，
佐藤 翔 7，池村 健 8，武久 洋三 8

［背景］
高齢者排尿障害の尿失禁タイプは、①腹圧性尿失禁、②切迫性尿失禁、③溢流性尿失禁、④機能性尿失禁、⑤
尿排出障害に分類される。排尿リハビリテーション （以下、排尿リハ） は排泄介助、膀胱訓練、骨盤底筋訓練
などが行われる。排尿リハの有用性は広く示されているが、強化することの臨床的有用性に関する報告は少な
い。

［目的］
排尿障害を有する症例に対して、排尿リハ強化療法が通常のリハビリテーション （以下、リハ） よりも下衣形
態および日常生活動作を改善するかを検証すること。

［対象］
演者らが所属する平成医療福祉グループ内 17 病院において、回復期リハ病棟へ入院、Japan Coma Scale（Ⅱ
桁以下）、障害高齢者の日常生活自立度 （C1 以上）、下衣形態が布パンツ以外の症例を対象とした。

［方法］
症例登録後に施設ごとにランダム割付を行った。排尿リハ強化療法群（失禁タイプ別訓練プログラムを 40 分
/ 日以上実施する 100 例）と標準的治療群（通常のリハを実施する 100 例）の 2 群に分け、それぞれの群に応
じた排尿リハを実施した。主要評価項目は下衣形態、副次評価項目は失禁タイプ別のリハ効果、失禁回数、尿
意の有無、カテーテル抜去、Functional Independence Measure （以下、FIM） の項目とした。上記の評価項
目に対して 2 群間の比較および介入前後の変化を比較した。

［結果］
全症例では排尿リハ強化療法群は下衣形態、失禁回数、尿意、カテーテル有無、日常生活自立度、FIM 利得
で一部改善傾向であったが有意差はなかった。廃用症候群 + 整形疾患症例においては、排尿リハ強化療法は
①夜間の下衣形態、② FIM の下衣更衣項目、③ FIM の移動項目を有意に改善した。

［考察・結論］
廃用症候群および運動器疾患の排尿障害症例に対する排尿リハの強化療法は、通常のリハよりも下衣形態およ
び FIM を改善することが示唆された。
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4-5-2　排泄リハ
排尿ケアに対する意識調査 
～リハビリテーション部門で実施したアンケート調査からの考察～

協立温泉病院　理学療法科

よねもり ちかこ

○米森 智香子（理学療法士）

【はじめに】当院は慢性期、回復期病棟を有する 465 床の病院である。平成 28 年度の「排尿自立指導料」新設
に合わせ、同年 6 月に排尿ケアチームが始動した。活動は 3 年目に入り、リハビリテーション（以下リハ）部
門としてどのように貢献すべきかを再検討する機会を得た。専門的な研修会や文献を通して排尿ケアの重要性
を再認識する中で、リハスタッフが排尿ケアを学ぶ場はまだ少ないという現状を知った。当部署でも情報不足
から実施に踏み込めないケースもあるのではないかと考え、リハ部門内での意識調査や勉強会を実施し、その
結果に沿った啓発活動を行うことを目標とした。意識調査はアンケート形式で実施したため、その結果からの
考察を報告する。

【方法】当院勤務のリハスタッフ 45 名（理学療法士 22 名、作業療法士 12 名、言語聴覚士 11 名）に対して、
勉強会実施後に無記名でのアンケート調査を実施した。

【結果】〇×回答の質問では、排尿ケアチームの活動が理解できた 98％、排尿に関する基礎知識の補充になっ
た 93％、担当患者が適応か検討したい 80％、今後も詳しい内容の勉強会に参加したい 89％という結果であった。
勉強会参加前後での排尿ケアへの興味度を主観的なパーセンテージで表現した回答では、参加前は「20％」の
回答が最多であった事に対し、参加後は「80％」の回答が最多となった。

【考察】院内（全職種向け）勉強会は過去 2 回実施されてきたが、今回の調査で多くのリハスタッフが参加前
の興味を 20％前後と記載していたことから、全体の動きとして把握できていても個人としてどう介入すべき
かを周知できなかったことが推測される。〇×回答からは、排尿ケアの内容は理解できていても実施までには
至らないという躊躇が伺え、排尿日誌、残尿測定、骨盤底筋訓練など未知の分野を身近な評価・改善方法とし
て認識できるような啓発活動が求められていることが示唆された。
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4-5-3　排泄リハ
高齢者の尿失禁と股関節内転筋力の関連性について

東浦平成病院　リハビリテーション科

やまぐち まさと

○山口 雅人（理学療法士），島田 愛，正徳 憲樹，藤崎 舞，宗和 弘樹，中元 康智，野中 大輔

【目的】
 先行研究において、骨盤底筋群と股関節内転筋群との関連性について言及した文献は多くあるが、股関節内
転筋力と尿失禁の有無についての研究は少ない。今回、尿失禁と股関節内転筋の関係性を明らかにすることで、
尿失禁の改善に向けてより具体的な評価及び効果的なリハビリテーションを提供する際の手がかりになると考
えた。
 

【対象・方法】
 既往歴に中枢神経系疾患がなく、要支援認定者の女性 25 名（年齢 84.72 ± 7.38 歳）。当院で使用している排
泄チェックシートを用い、尿失禁あり（17 名）と尿失禁なし（8 名）の 2 群に分類後、運動機能として股関節
屈曲・内転筋力、CS-30 を測定。筋力はハンドヘルドダイナモメーター（Power Track2）で利き足の筋力を 2
回測定し、平均値からトルク体重比（Nm/Kg）を算出。統計処理はマンホイットニーの U 検定を用い、統計
的有意水準は 5％未満とした。尚、本研究は当院倫理委員会の承認を得て実施している。
 

【結果】
 尿失禁あり群では股関節屈曲筋力 0.83 ± 0.48Nm/Kg ／内転筋力 0.47 ± 0.19Nm/Kg、尿失禁なし群では股関
節屈曲筋力 1.1 ± 0.44Nm/Kg ／内転筋力 0.81 ± 0.26Nm/Kg となった。2 群を比較した際、尿失禁あり群に股
関節内転筋力の有意な筋力低下を認めた（P<0.01）。股関節屈曲筋力、CS-30 においては有意差を認めなかった。
 

【考察】
 今回、尿失禁と股関節内転筋力について関連性が示された。Thomas W. Myers は解剖学的な連結として、大
内転筋が坐骨結節や内閉鎖筋を介して骨盤底筋と連結されると述べている。股関節内転筋力の低下は隣接して
いる骨盤底筋群に影響を及ぼし、尿失禁を招く可能性があると示唆された。このことから、股関節内転筋力を
評価することで間接的な骨盤底筋群の評価・尿失禁の予防に寄与することが出来るのではないかと考える。
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4-5-4　排泄リハ
排泄リハビリテーションを行うことで自宅復帰に至った事例

1 社会福祉法人　関西中央福祉会　平成リハビリテーション専門学校，2 東浦平成病院

ほそかわ ゆうへい

○細川 雄平（作業療法士）1，高木 遼 2，花城 茂樹 2，宮尾 知住 2，奥 ひとみ 2，牟禮 亨 2，北河 宏之 2

【目的】
左急性硬膜下血種を発症したことで全般的に ADL の低下を認め，尿閉による尿道カテーテルが留置された事
例を担当した．体幹を意識した疑似的な下衣操作練習や，他職種と連携し，トイレ誘導時の腹圧指導や栄養指
導等において排泄機能が改善し，自宅復帰に至ったため報告する．

【対象・方法】
80 歳代男性．診断名は左急性硬膜下血腫．合併症は頭蓋骨骨折，症候性てんかん．トイレ動作において体幹・
下肢筋力低下，立位バランスの低下，低栄養による昜疲労性．排泄機能としては，前立腺肥大症や呼吸機能低
下による腹圧低下，活動性低下の問題があった．これらの問題に対し，トイレ動作では，ST と管理栄養士と
連携しての食事指導，応用的な下衣操作におけるバランス訓練を行った．排泄機能では、呼吸法を意識した下
肢・体幹トレーニングと腹圧指導を行った．環境設定では,ベッド柵を可変式スイングアームバーに変更し,ポー
タブルトイレを設置した． 

【結果】
Functional Independence Measure（FIM）は 38 → 98 点（更衣，トイレ動作，排尿・便管理，移乗，移動は
修正自立）．排尿は排尿量；30 → 300ml，残尿量 200 → 100ml 以下 , 排便は 1 回 / 週→ 1 回 /2 日．終日オムツ
→布パンツへ変更．そして，介入後 126 日目に自宅へ退院される．

【結語】
本症例が自宅復帰に繋がったポイントは，トイレ動作修正自立から生活範囲が拡大し，認知機能向上に繋がっ
たことや，尿道カテーテル抜去から自排尿量の獲得や排尿の失敗軽減により，布パンツに移行できたことが要
因と考える．その背景には，先行研究を参考に体幹を意識した疑似的な下衣操作練習，トイレ環境を整備した
排泄時の姿勢及び動作指導を行ったこと，また他職種と連携し，尿道カテーテル抜去に向けた定時的なトイレ
誘導と腹圧指導，栄養指導や排泄時の姿勢指導など，以上の取り組みが結果として効果が得られたと考えてい
る．
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4-6-1　摂食・嚥下リハ①
声門閉鎖術を行った患者への食事援助 

『口から食べたい！』の思いを叶える

特定医療法人新仁会　新仁会病院　看護部

やまと みか

○大和 美香（介護福祉士），阪本 紘子，中山 貴美子，瀧澤 志保

 Ⅰ．はじめに
 Ａ氏は、急性硬膜下血腫の術後、遷延性意識障害、嚥下障害があった。通常では経管栄養を選択されること
が多い事例である。本人と家族の「口から食べたい」との思いが強く、誤嚥性肺炎のリスクを減少させる目的
で声門閉鎖術に至った。食事援助技術や関わりの困難さを実感しながら諦めずに援助し続けている症例である。

 Ⅱ．実際
 嚥下機能の改善を目指し、食事前、上肢運動・顔のマッサージ・舌の運動、口腔アイスマッサージを実施した。
体位はＰＴと共に検討し、Ａ氏が最も嚥下しやすい角度をリクライニングの 60 度と設定した。嚥下が悪い時は、
重力を利用した 30 度～ 45 度の体位とする等、その時々の状態により調整した。食隗を舌根まで送り込む「２
本スプーン送り込み法」を使った。食事は味の変化と内容がわかる形態とし栄養補助食品を追加した。
 嚥下状態は日々ばらつきがあり、食事の所要時間は 5 ケ月経過後も短縮せず１時間余りを要した。嚥下が悪
い時でも栄養補助食品は全量摂取でき、摂取カロリーの維持に役立った。食べたい物は指さし、意欲的に食べ
る行動が見られたので「自分で食べる事」に取り組んだが、長時間になると疲れ食事量が減少した。食事の順
序を変更し、好みの物を先に、残りを介助し、平均 8 割摂取出来るようにした。妻の面会は週２回から週４回
に増え、昼食時間に来院し食事介助されるようになった。

 Ⅲ．考察
①援助方法によって嚥下機能の改善を図ることはできなかった。
②援助者は患者の状態に合わせた工夫と根気強い実践が求められる。
③「声門閉鎖術」の決断は誤嚥を恐れず、患者の食への欲求を満たし、家族の絆も取り戻す事が出来た。

Ⅳ．終わりに
 「食べる」という生きる質を保証するために、患者・家族に寄り添うことの大切さと、支援し続ける責任の重
さを再認識した。 
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4-6-2　摂食・嚥下リハ①
摂食嚥下委員会の取り組み ～経口摂取維持を目指して～

ヴィラ四日市

なかの としかず

○中野 敏和（理学療法士），柴田 留衣，荒木 ひとみ，小林 明日香，井上 史央里，水谷 雅子，市川 扶美子，
福井 英広，萩原 由美，井川 誠一郎

【はじめに】
当施設では入所者の高齢化に伴い摂食嚥下機能低下や認知機能低下により、食事介助にリスクを伴う入所者や
経口摂取が困難となる入所者は多く、経口維持への取り組みの必要性は増加している。誤嚥性肺炎の予防のた
めにも安全性に配慮した経口摂取を個別に検討する場が必要と考え、H29 年 9 月より多職種からなる摂食嚥下
委員会を立ち上げた。そこでこの活動とその効果について報告する。

【方法】
委員会の活動内容としては毎月１回委員会を開催し、多職種でミールラウンドを行い問題のある入所者の経過
観察やピックアップを行った。その上で入所者の食事形態や提供方法、環境面や食具の選定等を検討した。ま
た月１回の委員会だけでは入所者の変化に対応出来ないため、多職種にて週 6 日間、5 ～ 10 分程度の食事ミー
ティングを行い、入所者の変化に対応していく様に努めた。1 年間継続して委員会活動を行い、摂食嚥下委員
会について職員へアンケートを行った。

【結果】
「食事介助で怖いと思ったことがあるか」、との質問に「ある」と答えた職員が多数であった。「摂食嚥下委員
会が必要であるか」、「食事ミーティングが必要であるか」、との質問に必要であると回答した職員が多数との
結果となった。

【考察】
アンケート結果から食事介助時に誤嚥等の不安感があり、摂食嚥下委員会やミーティング等で必要と感じてい
る職員が多かったと考えられる。委員会が必要であるとの意見には「入所者の状態にあった対応をするため必
要」等の意見があった。食事ミーティングの意見にも「委員会やカンファレンスでは月 1 回だが、問題を感じ
た時にすぐに話す場があり速く対応が出来るため必要」など意見があった。入所者の状態は日々変化しており、
その変化に合わせて対応出来る仕組みや場所を作る事が、経口維持を図る事に繋がると考える。
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4-6-3　摂食・嚥下リハ①
当院での NST、摂食機能療法の取り組み

上條記念病院　

なかざわ たいし

○中澤 太子（作業療法士），草間 利江子，林 悦子，上條 裕朗

NST：Nutritoin Support Team
【はじめに】
当院では 2016 年から NST 委員会の活動として NST と摂食機能療法活動に取り組んでいる．今回，当院の活
動の取り組みと問題点や今後の課題を報告する．
 

【目的・方法】
活動目標は栄養状態の改善，機能回復，QOL の向上を図る．活動内容は低栄養者（血清アルブミン 3.0g/dl 未
満），経口摂食不良者を評価し定期的な回診，摂食機能療法を実施する．また，完全側臥位での食事姿勢が適
応する対象者には実施する .
対象者は 2016 年から 2019 年 5 月までに 38 名．疾患は肺炎による全身状態の低下や脳血管疾患が主であり平
均年齢 85.5 歳．血清アルブミン指標値の改善，誤嚥・食事摂取量・時間の改善を目標に NST，摂食機能療法（口
腔ケア，直接摂食，構音訓練等）を実施． 
 

【結果】
血清アルブミン 3.0g/dl の改善：38 名中 5 名（指標値以上の 2 名除く）．誤嚥・食事摂取量・時間の改善等に
よる経口摂取改善：38 名中 12 名．変化なし 7 名．基礎疾患・全身状態の低下，死亡により中止となった例は
12 名であった． 
 

【考察】
経口摂取の改善の要因は，回診時に的確な機能・姿勢評価を行った事で改善アプローチが出来た事，リハビリ
にて身体機能アプローチを実施した事，病棟毎の摂食機能療法を実施した事が考えられる．アルブミン値の改
善が得られなかった理由は，食事摂取量が安定しなかった事と高齢に伴う吸収率の低下が考えられる．
 

【問題点と今後の課題】
 NST の中で OT として完全側臥位での食事姿勢の提案・推奨をしてきたが，病棟内での正確な食事姿勢が徹
底出来ず，誤嚥のリスクが高まり肺炎の再発に繋がる事例もみられた．そのため，完全側臥位に限らず食事姿
勢の徹底を図っていく必要があると考え，勉強会や情報交換，連携を密に実施していく必要がある．また，退
院時の完全側臥位姿勢の指導の充実化や退院先での継続的なフォローといった面が今後の課題であると考え
る．
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4-6-4　摂食・嚥下リハ①
左椎骨動脈閉塞による重度嚥下障害から経口移行に至った症例

博愛記念病院　リハビリテーション部

いなば しんや

○稲葉 晋也（言語聴覚士），後藤 啓人

【はじめに】左椎骨動脈閉塞により重度嚥下障害を呈したが、嚥下状態の変化に合わせた保存的・外科的治療
を併用することで常食摂取可能となった症例を報告する。【対象】56 歳　女性【現病歴】　平成 X 年 Y 月気分
不良、意識レベル低下を認め急性期病院へ救急搬送された。MRI で右小脳上面、橋右側、左小脳下面などに
新鮮梗塞を認めた。人工呼吸気は離脱できたが嚥下困難が強く、気管切開を施行された。意識レベルはほぼ正
常に近く、筆談で意思疎通が可能となった。左上下肢は完全麻痺で、嚥下障害が強く経管栄養中で今後のリハ
ビリ目的にて 39 病日当院回復期病棟へ入院した。【経過】入院当初より唾液誤嚥が著明であり約 1 時間毎に吸
引を要した。RSST １回（手指でなんとか確認できる）、食道入口部開大不全や嚥下反射惹起遅延を認めた。
訓練は嘔吐反射が強くバルーン法が適応外であったためアイスマッサージ、頭部挙上訓練等の間接的嚥下訓練
を行った。障害受容過程で病態理解のみでなく専門知識の共有も図った。140 病日 VE にて唾液誤嚥の減少を
認め、とろみ水での直接訓練を開始した。254 病日気切閉鎖。食道入口部開大不全は改善せず固形物は嚥下困
難であり輪状咽頭筋切開術を希望し 340 病日前医にて施行。術直後は不十分で固形物の摂取には頸部回旋、顎
突出などの代償手段が必要であったが運動学習により自動化を促し、適宜評価を行い徐々に摂取できる食品、
摂取量は増加した。退院後外来にて 585 病日 VF・VE を実施しカップ麺やサンドイッチなどの常食摂取可能
と判断した。現在、胃瘻閉鎖し経口摂取を維持できている。【考察】本症例は重度の嚥下障害を呈した。症例
にとって目に見える改善が得られない期間も長かった。しかし経口摂取への意欲の高さや自己学習を行えたこ
と、機能訓練、代償的手段、手術を各々の時期に応じて行えたことが嚥下機能改善に繋がったと考える。
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4-6-5　摂食・嚥下リハ①
神経難病患者の経口摂取可能期間の延長に対する取り組み 
～入院・在宅医療における言語聴覚療法の連携～

1 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　リハビリテーション科，
2 公益財団法人脳血管研究所　美原記念病院訪問看護ステーショングラーチア　リハビリテーション部門，
3 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　脳神経内科

かとう ひろむ

○加藤 広夢（言語聴覚士）1，飯島 麻希 1，對馬 ゆりえ 2，中島 崇暁 2，菊地 豊 1，白吉 孝匡 3，古井 啓 3，
美原 盤 3

[ はじめに ] 神経難病患者の QOL において口からものを食べることの意義は大きい。安全な経口摂取の継続に
は症状進行に応じた嚥下機能評価と適切な食事摂取方法の選択が求められる。今回、入院・在宅医療における
言語聴覚療法 (ST) の連携が神経難病患者の経口摂取期間に及ぼす影響を検討した。
[ 方法 ] 対象は 2009 年 10 月～ 2019 年 6 月の期間、当財団の訪問 ST を利用した神経難病患者連続 41 症例 (ALS13
名、MSA9 名、PD9 名、SCD5 名、PSP2 名、MG2 名、CBD1 名 ) を対象とした。分析は、経口摂取可能期間
を時間変数、訪問 ST のみの利用 ( 単独群 ) とレスパイトケア目的入院の併用 ( 併用群 ) を従属変数としてカプ
ランマイヤー分析とログランク検定を行った。さらに、訪問 ST 開始時の年齢、罹病期間、摂食嚥下グレード
(Gr)、1 か月あたりの ST 訓練頻度 (ST 頻度 )、訪問および入院の食事評価回数、直接訓練回数、食形態変更指
導回数を説明変数として Cox 比例ハザード分析を行い、経口摂取可能期間に影響する変数のハザード比 (HR)
を算出した。
[ 結果 ] 経口摂取期間は併用群 38.2 ± 22.5 ヵ月、単独群 15.1 ± 8.4 ヶ月と併用群が長かった (p<0.05)。経口期
間に影響する因子には、入院食事評価回数 (HR1.05)、訪問食事評価回数 (HR2.27)、ST 頻度 (HR1.63)、訪問食
事形態変更指導回数 (HR0.67)、訪問 ST の直接訓練回数 (HR0.93) がそれぞれ影響していた (p<0.05)。
[ 考察 ] 併用群において経口摂取期間が長期化されたのは、入院・在宅医療における ST が連携して患者の嚥
下機能の評価とこれに基づき食事摂取方法を検討し直接訓練を積極的に行えたことが要因と考えられる。神経
難病患者の経口摂取を長期に継続可能とするには、入院・在宅医療において ST が連携し十分な訓練が提供で
きる体制の構築が望まれる。
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4-6-6　摂食・嚥下リハ①
廃用症候群の嚥下障害に対する頸部干渉波電気刺激の効果

1 豊中平成病院　リハビリテーション課，2 広島国際大学　総合リハビリテーション学部

みやけ みつき

○三宅 美都紀（言語聴覚士）1，岩水 太一 1，小西 晶子 1，藤澤 明信 1，小北 康士郎 1，福岡 達之 2

【目的】
近年、増加する嚥下機能障害に対して頸部干渉波電気刺激による新たな治療が行われている。頸部干渉波電気
刺激で脳血管疾患患者の嚥下反射惹起が改善した報告や、咳反射の頻度が増加した報告がある。しかし、廃用
性に嚥下機能が低下した患者への頸部干渉波電気刺激の効果を検証した報告はない。今回、干渉電流型低周波
治療器ジェントルスティム ( 以下、GS) を使用して、頸部干渉波電気刺激の廃用性嚥下障害に対する効果を検
証した。

【対象】
当院回復期リハビリテーション病棟入院中で、嚥下造影検査で嚥下反射惹起遅延があった廃用症候群患者 3 人
を対象とした。

【方法】
GS を頸部前面に貼付し、認知した刺激強度から 1 段階下げた刺激を与えながら言語聴覚療法を行った。毎日
30 分、週 5 日、4 週間実施した。評価項目は反復唾液嚥下テスト (RSST)、改訂水飲みテスト (MWST)、摂食・
嚥下障害患者における摂食状況のレベル (FILS)、クエン酸咳テストで GS 使用期間の前後に評価した。

【結果】
各項目の評価は、被験者 A は RSST: 1 回から 3 回、MWST: 評点 2 から 5、FILS: Lv5 から 6 に変化した。被
験者 B は MWST: 評点 3b から 4 に変化した。被験者 C は FILS: Lv2 から 7 に変化した。被験者 A,B は咳テ
スト陰性になった。

【考察・結論】
GS を使用した嚥下訓練は廃用性嚥下障害に効果があった。嚥下機能が向上したことで、経口摂取能力も向上
した。その要因は嚥下反射閾値の低下と咳嗽反射閾値の低下であった可能性が高い。今後、さらに症例数を増
やして GS の廃用性嚥下障害に対する効果を検討する必要がある。
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4-7-1　摂食・嚥下リハ②
経口摂取患者への誤嚥防止に対する関わり

医療法人天真会　南高井病院

おおにし みちこ

○大西 道子（看護師）

＜はじめに＞
 口から食べるという行為は、基本的欲求のひとつであるとともに「喜び」を感じる行為である。「できる限り
口から食べたい｣ という思いは誰しも共通しているのではないか。現在病棟には経口摂取できる患者が 30 名
程度いるが、3 割程度の患者が高齢や疾患により嚥下機能が低下し誤嚥のリスクが高い状態にある。「できる
限り口から食べたい｣ 思いに沿うよう、看護職・介護職・言語聴覚士など多職種でアプローチし、個々の問題
改善を図るため実施した活動について報告する。

＜方法＞
期間：H30 年 6 月 1 日～ 11 月 30 日
対象患者：誤嚥の既往がある患者 4 名
評価目標：誤嚥予防、嚥下機能の維持
実施方法：口腔体操「パンダの宝物」実施
      　　　　選択した患者の問題点と対策を考慮し、食事介助・食事セッティングを実践する。
     　　　　言語聴覚士への介入依頼

＜結果＞
A 氏：原疾患の進行が著しく誤嚥あり。
B 氏：原疾患の進行のため誤嚥あり、経口摂取中止。
C 氏：肺炎疑いのため経口はおやつのみで、経過観察。11 月 20 日より昼食のみ経口以降。
D 氏：体調回復に伴い胃管より注入開始し、経口摂取に移行する事が出来た。

＜まとめ＞
　誤嚥予防と経口摂取をできるだけ継続するという尊厳の保持を目的に、口腔体操を中心にケアを行った。対
象となる患者が進行性の疾患を持っていたことから予測以上に誤嚥をきたしやすく、目に見える著しい変化は
なかった。しかし、口腔体操時の様子や食べる時の楽しそうな表情から有効であったと考える。現在も昼食前
のレクレーションの一環として「パンダの宝物」体操を実施している。患者からは好評であり、患者が安全に
継続して経口摂取できるよう支援していく。
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4-7-2　摂食・嚥下リハ②

「ご飯をください」 
～患者体験を通してみえたもの～

水城病院　看護部

ほりのうち みゆき

○堀之内 美由希（看護師），永野 京子

はじめに
食事は生命を維持する為の基本的欲求の 1 つである。
業務に追われる中での食事介助はスタッフに焦りが生じ、介助者ペースでの食事介助になっている事がある。
今回、ＳＴによる勉強会の実施、食事ルールの統一、患者体験などを行った。
その結果、ルールの統一が図れ、スタッフの意識に変化がみられた。
その経過を報告する。
 
研究目的
①ＳＴによる勉強会を実施し、嚥下に関する理解を深めることが出来る
②患者個々の食事ルールを統一し、食事レベルが維持できる
③患者体験を通して患者の気持ちを理解する事が出来る
 
結果および考察
ＳＴによる勉強会や定期的な食事場面のラウンドを行った事で、決められたルールについてはほぼ確実に実施
できるようになった
また、ＳＴより「ポジショニングや嚥下の状況などの報告や相談をしてくれる機会が増えた」とのコメントが
ありスタッフの意識の変化が伺えた。
患者体験では、右片麻痺の状態を作成し麻痺側からの摂取や不安定なポジショニングでの
食事摂取体験を行った。体験を通して様々な意見が聞かれ、障害を持った方の気持ちを感じることが出来た。
今回の取り組みでは、５名の患者を対象に選出した。そのうちの 1 名は「食べる」という事が楽しみであり、
またご家族にも「食べ続けて欲しい」との願いが強くあった。
昨年、死亡退院となったが、患者の死後、家族より「最後まで口から食べる事ができてよかった」との言葉が
聞かれた。

「口から食べたいというのは人間の根源的欲求である」と言われている。
「食べ続けたい」というのは、人間がいつまでも持ち続ける願いなのかもしれない。
 
おわりに
この経験を生かし、患者およびその家族の気持ちに寄り添い、患者中心のケアが提供出来るよう努力していき
たいと思う。
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4-7-3　摂食・嚥下リハ②
患者の意思を尊重した ADL 向上への取り組み 
―全介助摂食から自力摂食へ―

三次病院

くぼ さとみ

○久保 さとみ（准看護師），松之 定子，水野 絹

はじめに
A 氏は約 7 年間の入院療養中、摂食動作は拒否し、全介助を要した。面会者の差し入れは自力で食す。そこで
食事も自力摂取できるのではないかと考え本研究に取り組む。
Ⅰ　研究目的
1.    摂食動作を支えた要因を明確にする
2.    職員の取組姿勢の変化を明らかにする
Ⅱ　方法　
対象者の紹介
A 氏　女性　年齢 70 歳代後半。　
病歴　大腸術後後遺症　うつ病　要介護 5　認知 M　自立度 C2　摂食動作が無く全介助
嚥下良好　麻痺なし　食事時震戦が出現する。会話あり　感情不安定
研究方法
調査　自力摂取の可否　配膳時の状態　食事中の状態　介助時の状態　その他特記　追加の調査　研究 4 日目
から患者の感想聞き取りⅢ　倫理的配慮　規定遵守
Ⅳ　結果・考察
1. 研究前
患者　全介助　食堂カウンター席　
職員　全介助が必要な患者であると認識。自力摂取を促すが拒絶。不穏になり振顫が拡大した経緯がある。
2. 第Ⅰ期　1 日～ 3 日まで
 患者　自力で全量摂取することに抵抗はない　
職員　自力摂取を認めてすぐ介助しないで暫らく見守る事が出来た。持っている能力に気付き、ADL が向上
し力を発揮して頂くには、積み重ねてきた患者・職員間のコミュニケーションを通しての信頼関係が大事。
3. 第Ⅱ期　4 日～ 10 日まで
患者　自分の感想をフェイスマークで示す。
　　　頷きや笑顔があるなど変化が出た。自分が出来ると自信が持てた事。　　
職員　患者の小さな表現にも目を向けた。職員が干渉せず気遣いと積極的な関わりの姿勢をもち続けた事が良
かった。
4. 期間中の本人の感想から　
自分で食べてみた感想は期間の経過とともにとても良いを示した。辛いとの表現なし。長い習慣から解放され、
良い気分を経験できたからだと言える
 
おわりに
残された課題は　毎日の ADL の変化に早く気付く習慣を持ちたい。又本症例の今後としてはマイテーブルを
卒業し、食事も皆さんと顔を合わせて出来るようになり、それが快の表現になればと思っている。
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4-7-4　摂食・嚥下リハ②
経口摂取へのアプローチ 
～食べる喜びをもう一度～

恵寿病院　介護科

くすのき なつき

○楠 なつき（介護福祉士），西村 亜由里，上田 和志

【はじめに】当病棟では経管栄養や中心静脈栄養 (IVH) により栄養状態を維持されている患者様が多く入院さ
れているが、「口から食べさせたい」と強く願われるご家族も見られる。高齢者の主な死因は肺炎でありその
70％は誤嚥性肺炎であると言われている。リスクを伴う中でも「食べる喜びをもう一度感じてほしい」と我々
も願い、取り組みを開始した。

【症例紹介】症例Ⅰ）A 氏（男 98 歳）病名：陳旧性心筋梗塞、アルツハイマー型認知症、肺炎、肝機能障害、
気管支炎、ADL：ほぼ全介助
症例Ⅱ）M 氏（女 89 歳）病名：アルツハイマー型認知症、高血圧症、糖尿病、肺炎、気管支炎、ADL：ほぼ
全介助

【取り組み内容】
嚥下をサポートするマッサージの技術面の強化を目的に全職員に動画を見てもらい、その後のカンファレンス
を通し、個別の状態に合わせた計画を立て唾液腺マッサージ、アイスマッサージ、飴舐め訓練 ( 舌訓練 )、端
座位訓練を実施した。なお計画には医師、栄養士、歯科衛生士、看護、介護、リハの多職種チームが加わった。

【経過】
取り組み前は食事姿勢やギャッジアップ角度が統一されておらずゴロ音、発熱が繰り返し発生した。今回の取
り組みにより、ギャッジアップ角度や食事姿勢が重要であることを職員が理解した結果、発熱頻度は減少傾向
となった。又、継続した訓練で嚥下がスムーズになった。

【考察とまとめ】
人生の最終段階だからこそ食べる喜びを感じてもらう必要性を実感した。摂食嚥下障害のある方の原因分析し、
安全面に配慮した個別の訓練 ( マッサージや飴を使用した訓練、端座位訓練 ) により普段とは違う表情や笑顔
が見られた。今後も介護職員として高齢者に寄り添い最後まで口から食べる支援技術を学び続けていきたい。
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4-7-5　摂食・嚥下リハ②
舌筋力増強訓練、舌運動訓練の有用性の検証

堺平成病院

おか みなほ

○岡 美奈穂（言語聴覚士），中村 翔，土井 彩友美

[ 目的 ]
徒手的な抵抗を加えた舌筋力増強訓練や、自動的な舌挙上訓練及び舌尖口角付け訓練が舌圧
の向上に有効であると報告されている。また、他方では、舌尖口角付け訓練を実施することで、舌圧や反復唾
液飲みテスト ( 以下 ; RSST) の回数が向上したと報告されている。そこで今回、舌筋力増強訓練と舌運動訓練
を実施することで、舌圧の向上と RSST の回数が増加するのかを検証した。
[ 対象 ]
当院入院中の廃用症候群と診断された患者の内、最大舌圧が 30kPa 以下及び舌圧測定と RSST の指示、訓練
内容の理解が可能な患者 3 名
[ 方法 ]
訓練内容は、挺舌時の舌抵抗訓練 (10 回× 5 セット )、舌尖口角付け訓練 (10 回× 5 セット )、舌挙上訓
練 (10 回× 5 セット ) とした。それらを週 5 回 2 週間実施し、訓練初日と 2 週間後に最大舌圧及び RSST を測
定し、両者を比較検証した。尚、本研究は当院倫理規定に則り、個人情報保護に十分配慮し実施した。
[ 結果 ]
症例 A(80 代 女性 ): 最大舌圧が 0.6kPa 増大、RSST の回数は 2 回増加。
症例 B(80 代 女性 ): 最大舌圧が 2.3kPa 増大、RSST の回数は 3 回増加。
症例 C(80 代 女性 ): 最大舌圧が 4.4kPa 増大、RSST の回数は 1 回増加。
[ 考察・結論 ]
今回の検証では、全ての症例において最大舌圧の増大及び RSST の回数の増加が認められた。最大舌圧の増大
は、舌抵抗訓練により舌筋力が向上したこと、また、RSST に関しては、舌尖口角付け訓練や舌挙上訓練により、
舌骨に付着する外舌筋の動きが促通されたことで、回数が増加したと考える。今回は症例数が少なく 3 症例で
の検証となったが、今後、症例数を増やし、更なる検証を進めたい。
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4-7-6　摂食・嚥下リハ②
超音波検査による新しい嚥下機能評価法の開発：第 2 報

1 岸和田平成病院　リハビリテーション部，2 岸和田平成病院　診療部

ひがみ あかね

○樋上 茜（言語聴覚士）1，土肥 丈一郎 1，松本 法子 1，岸本 裕佑 1，明松 春水 1，松本 和子 2，久米 庸一 2，
荒尾 徳三 2

【背景・目的】
嚥下造影検査および嚥下内視鏡検査は侵襲的であり、簡便でベッドサイドで実施可能な非侵襲的嚥下機能評価
法の確立が望まれている。我々は新しい非侵襲的な嚥下機能評価法として、嚥下時の頚部食道の動きを定量的
なデータとして超音波検査により評価する方法を報告してきた。本研究の目的は嚥下機能低下症例を対象に本
法の臨床的有用性を評価することである。

【方法】
対象は健常者 20 例と Food Intake LEVEL Scale の Lv7 以下の嚥下障害を有する 3 症例。評価方法は超音波検
査で頚部食道を同定し、3ml の水分を嚥下した状態を M モードで頚部食道の移動距離、傾き、移動時間の測
定を行った。本研究は被験者に説明文書にて説明し、文書による同意を取得して行われた。

【結果】
健常者の年齢は 24.8 ± 3.0 歳、嚥下機能低下症例の年齢は 80.3 ± 6.8 歳で基礎疾患はそれぞれ脳梗塞、脳出血、
パーキンソン病であった。頚部食道の前方への移動距離は健常者群 3.9 ± 1.3 ｃｍ、嚥下機能低下症例 3.3 ± 0.9
ｃｍで有意差を認めなかった。傾きは健常者群 15.6 ± 4.6mm/s、嚥下機能低下症例 11.0 ± 2.2mm/s で有意に
嚥下機能低下症例が低下していた（P=0.03）。移動時間では健常者群 0.26 ± 0.04s、嚥下機能低下症例 0.30 ± 0.02s
で有意に嚥下機能低下症例が延長していた（P=0.03）。

【考察・結論】
本研究から、嚥下機能低下症例では頚部食道の傾きおよび移動時間で健常者との差がみられた。移動時間は食
道入口部が開大するまでの時間と推測され、嚥下機能低下症例では食道入口部の開大時間が延長していると思
われた。本研究では頚部食道の動きと時間が正確に定量的に評価できた。本法は、非侵襲的な新しい嚥下機能
評価法として臨床的に有用と考えた。
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4-8-1　摂食・嚥下リハ③
経口摂取に対する職員の意識改革と知識 ･ 技術の向上を目指して 
~ 摂食嚥下障害患者との関連性を考える～

医療法人和光会　恵寿病院

さしかた えみ

○指方 絵美（看護師），坂元 敬子，山本 由紀，脇川 たまみ，奥藤 尚子，安野 元子，江口 美保，秋山 直樹，
吉村 博之

はじめに
当病院の入院患者平均年齢は 83.7 歳で、摂食嚥下障害を呈する患者が多く在院している。当院看護・介護職
員への事前アンケートでは、食事介助を「難しい」と回答した者が 79％であった。食事介助に不安を抱き実
施している例は他の研究にもあり、慢性療養病院では大きな問題である。
 私達は介助者の食事介助における知識及び技術の向上を図ることで、援助に対する不安が軽減され、適切な
援助の実施へと繋がり、患者の状態変化や残存機能の維持・向上へ展開すると推察した。その結果、介助者の
食事介助における不安の軽減と患者の残存機能の維持・向上について、関連性がみられたことを報告する。
 
取り組み
 介助者には摂食嚥下障害と介助に関した勉強会を 5 回実施。摂食嚥下の基礎から始め、専門職を交え、テー
マ別にステップアップした内容とした。勉強会は介助者の勤務状況を考慮して計画し、全員参加できた。また、
援助技術の客観的根拠として、患者 4 名を評価した。統一したケアの為、患者には個別マニュアルを作成し、
援助を実施した介助者が、摂食状況を毎回チェックリストに記載し情報共有した。
 その結果、研究当初は食事介助を「難しい」と 79％が回答したが、最終アンケートでは 48％と半数以下となり、
経口摂取に対しても 91％が肯定的な見解を示した。また、「知識・技術共に向上した」と回答した者が 83％だっ
た。

結論
介助者の知識 ･ 技術の向上により、難しいと感じていた援助への意識が改善され、不安が軽減した。また、介
助者に対する勉強会では、実際の場面を体験する学習が効果的であると判明。患者は、4 名とも摂食嚥下機能
の維持・向上がみられ、介助者の技術向上を示すと共に、適切な援助の実施で患者の状態を維持・向上する事
が明らかになった。
研究を通し介助者の知識・技術は向上したが、医療従事者は常に知識・技術を更新しなくてはならない。組織
的で継続的な学習環境の構築が今後の課題である。
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4-8-2　摂食・嚥下リハ③
家族に寄り添い，方針決定を医療介護の連携で現実化できた症例

1 総合リハビリテーションセンター・みどり病院　リハビリテーション部　言語聴覚療法部門，
2 総合リハビリテーションセンター・みどり病院　脳神経内科，3 介護老人保健施設　緑樹苑，4 みどり訪問リハビリテーション，
5 新潟市口腔保健福祉センター

どうい まり

○堂井 真理（言語聴覚士）1，川村 邦雄 2，齋藤 優希 3，渡邊 隆幸 4，道見 登 5

»【背景・目的】在院日数の短縮化・退院支援の促進により栄養手段の選択は早期に迫られることが多いが，
その時点で決断することに躊躇し結論を出せないこともある．今回，回復期病棟入院中には決断・選択が行え
ず，退院後の老人保健施設（以下老健）入所中に外部の連携機関と協力しながら食支援連携を行い，在宅生活
に繋ぐことが出来た症例を経験したので報告する．

【症例】67 歳，女性 , 左被殻出血発症後 59 病日にリハビリテーション目的に当院へ転院．既往歴：2 型糖尿病，
高血圧，脂質異常症．

【経過と結果】回復期リハ病棟にて 150 日訓練するも ADL 全介助，藤島のグレード４. 栄養は経鼻経管を主とし，
家族の希望にて 1 日 1 食経口からゼリー食を摂取するお楽しみ程度のレベルであった．介護力の問題から老健
に入所となったが，入所中も在宅復帰を希望され ST を中心としたリハスタッフによる積極的な嚥下評価と直
接的嚥下訓練を継続的に実施した．評価には新潟市口腔保健福祉センター歯科医師の往診事業を活用し VE 検
査を，VF 検査を当院で実施し医療介護連携を図り進めた．胃瘻造設決意までには時間を要したが，425 病日
に胃瘻造設に至り 519 病日に在宅復帰となった．また在宅でも食べ続けることが出来るよう訪問リハ・ショー
トステイを利用し連携を図った．

【まとめ】日常生活を把握する施設スタッフと外部の歯科専門職や医療機関が適切な嚥下機能の評価を繰り返
し行い，安心できる在宅生活を過ごせるように多職種で検討し続けたことが在宅復帰に繋がったと考えられた．
また胃瘻の選択の受け入れについては様々な考えがあり，意思決定のプロセスは難しい．納得できる選択が行
えるかどうかは本人の意思確認・日頃からのよりよく生きるための話し合い・自分が受けたい医療について事
前に相談し合える環境であることが重要である．



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
4-8-3　摂食・嚥下リハ③
地域在住高齢者における栄養状態と身体・口腔嚥下機能との関連

東浦平成病院　リハビリテーション

はやかわ りな

○早川 莉奈（言語聴覚士），濱部 典子，岡部 修二，泊 謙一，田代 聖，道上 萌，久川 尚恵，北河 宏之

【目的】
　近年、栄養状態と身体機能、口腔嚥下機能についての研究は多く見られるが、三者を含めた包括的な研究は
少ない。今回、要介護状態に繋がりやすいとされるフレイルの側面から、それらの包括的な関連性を明らかに
することを本研究の目的とした。

【方法】
　対象は地域在住高齢者 94 名 ( 男性 22 名、女性 72 名、平均年齢 78.19 ± 8.99 歳 )。簡易栄養状態評価表

（MNA-SF）にて低栄養リスク群と栄養状態良好群の 2 群に分け、栄養状態と年齢、体格指数（以下 BMI）、
握力、Timed up and go test ( 以下 TUG)、歩行速度、反復唾液嚥下テスト（以下 RSST）、舌圧との関連性に
ついて Mann-Whitney U 検定を行い、有意水準は 5％未満とした。身体機能面、口腔嚥下機能面について各
項目間で Pearson の相関分析を行った。尚、本研究は当院倫理委員会の承認を得て実施している。

【結果】
　MNA-SF の結果は、低栄養リスク群 40 名、栄養状態良好群 53 名となった。低栄養であった 1 名は対象か
ら除外した。2 群比較において、年齢 (P<0.05)、BMI(P<0.01)、RSST(P<0.01) に有意差を認めた。各項目間の
相関では、握力と TUG (r=-0.56)、舌圧と TUG (r=-0.40) で負の相関、握力と RSST (r=0.42)、握力と舌圧 (r=0.47)
で正の相関が認められた。

【考察】
2 群比較では RSST にて有意差があった。しかし、身体機能面では有意差が認められなかったことから、口腔
嚥下機能低下が身体機能低下に先んじて生じることが示唆された。また、先行研究と同様に握力と舌圧での相
関を認め、口腔嚥下機能と身体機能の関連が示された。口腔嚥下機能低下により食事形態の制限、食思低下が
生じ低栄養に繋がり、身体面のフレイルに繋がると考えられる。口腔嚥下機能の低下予防が低栄養予防、身体
機能維持に向けて有効と考える。
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4-8-4　摂食・嚥下リハ③
利き手と非利き手での箸操作における使用型の傾向・操作効率の調査

江藤病院

しまだ もえか

○島田 萌花（作業療法士），井出 わかな，大島 真琴，瀧花 愛子，鳴滝 卓也，和田 彬樹，河本 祐貴，
由宇 教浩

【目的】
利き手と非利き手で箸の持ち方や操作効率を調査し箸動作訓練の導入に生かす。
 【研究対象】
健常成人 70 人 （男性 20 人、女性 50 人） 平均年齢 35.2 ± 12.6 歳
除外基準：両利きの者。関節可動域制限や変形の為、箸操作に影響を及ぼす者。
 【方法】
①利き手・非利き手で実施した豆つかみテストの個数を計測し、ウィルコクソンの符号付順位和検定で 2 群間
の差を求める。
②利き手・非利き手での箸の持ち方を橋口らの研究に準じて 6 種に分類し、箸の持ち方の傾向を調査する。
箸の持ち方：A) 箸握り型 B) 箸交差型 C) 母示支え型 D 示中支え型 E) 薬小揃え型 F) 伝統型
③非利き手での箸の持ち方 6 種の豆の個数の差を一元配置分散分析で求める。
①③の分析に関しては R-2.0 を使用し有意水準を 5％未満とした。
 【結果】
①ウィルコクソンの符号付順位和検定によって p< 0.001 と有意差があった。
②非利き手の持ち方は利き手の持ち方に影響される場合と交差した型になりやすい傾向となった。
③一元配置分散分析によって p= 0.447 と有意差がなかった。
 【考察】
①非利き手での操作は利き手と比較し熟練度が低く、手指の分離も不十分である為、操作効率の低下を認めた
可能性が高い。
②非利き手の箸操作は過去の運動学習や利き手の模倣が影響している可能性がある。また、手指の分離も影響
し、操作の中でも未熟な型になる傾向が示唆された。
③統計結果としては得られなかったが、操作効率の良い持ち方の上位は E) 薬小揃え型 F) 伝統型が多い結果と
なった。E) 薬小揃え型 F) 伝統型は手指の分離が進んだ型とされており、今回は利き手・非利き手の熟練度に
左右されず手指の分離が操作効率に影響した事が示唆された。
箸操作には手指の分離、熟練度、過去の運動学習が影響する事が判明した。手指機能に加え反対側の持ち方を
踏まえた上で自助具を選定し、箸操作訓練に反映する必要がある。
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4-8-5　摂食・嚥下リハ③
食事環境改善ラウンドの取り組み 
～グループホーム入居者の改善事例を通して～

志田病院　リハビリ部

のぐち さゆり

○野口 さゆり（言語聴覚士），津山 亜紀子，上杉 義隆，大石 浩隆，志田 知之

［はじめに］
 当法人は 80 床の病院に 5 つの介護保険施設を併設しており、2014 年より法人内全ての施設の患者・利用者に
対し、安全な食事環境の提供や職員の「食」に関する知識の向上を目的とした多職種による食事環境改善ラウ
ンドを実施している。
 今回、認知症や慢性期の疾患・障害をもつグループホーム（以下 GH）入居者において、セラピストの関わり
により食事量増加や自力摂取が可能となった症例を経験したので報告する。
 ［症例紹介］
症例 1:
 90歳代女性。認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ。元々ミキサー食をベッド上で介助下にて摂取していたが、徐々
に食事量や覚醒が低下してきた。完全側臥位法を応用した食事姿勢の調整や、嚥下状態に応じた栄養補助食品
の利用、食事形態の調整や交互嚥下などの介助法等を取り入れることにより、食事量の増加とともに、嚥下状
態や覚醒状態も改善しリクライニング車椅子での食事へ移行できた。
症例 2:
 80 歳代女性、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ a。元々ミキサー食を車椅子座位で介助下にて摂取するも食
思不振が観られていた。嗜好や嚥下状態に合わせた食事の提供や食事姿勢、自助具の検討、上肢操作の訓練方
法等について GH 職員へ指導し、状態に合わせた介入を継続することで再び自力摂取が可能となった。
 ［考察］
 2014 年 8 月～ 2018 年 3 月に当法人 GH へ毎月 1 回セラピストが介入した結果、282 件中 93 件において食事
環境の改善がみられた。GH には身体・認知機能が低下し、食事に介助を要する方や嚥下機能が低下していく
方も多いため、セラピストによる専門的視点での評価や、知識や技術・アプローチ法等を他職種へ指導・助言
し、多職種による連携・協働によるケアを実践することが重要である。また、食べることは生きる活力や楽し
みにも繋がり、認知症ケアにとっても重要であるため、食事環境へのアプローチは必要不可欠であると言える。
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4-8-6　摂食・嚥下リハ③
多職種による経口維持の取組み 
～最期まで食べることを目指して～

1 医療法人和光会　介護医療院恵愛荘　栄養課，2 医療法人和光会　介護医療院恵愛荘　リハビリ科，
3 医療法人和光会　介護医療院恵愛荘　相談室，4 医療法人和光会　介護医療院恵愛荘　看護部，
5 医療法人和光会　介護医療院恵愛荘　介護部

のだ さやか

○野田 さやか（栄養士）1，熊谷 年晃 2，中村 尚子 1，津田 葉月 3，神崎 信子 4，松尾 礼奈 4，中山 真樹 4，川口 扶美子 5，
芦塚 美香 5

【はじめに】
当施設は入所 1 ００名の約３割に摂食・嚥下障害が認められる。施設理念でもある「尊厳ある生活を支える医
療と介護」のもと、「最期まで美味しく食べて頂く」を目標に多職種協働で経口維持に取組んだ結果を報告する。

【実施期間と対象者】
Ｈ２７年 5 月～Ｈ３１年３月（３年１０カ月）経口維持加算の算定要件である誤嚥が認められる入所者５３名

（平均８５．０歳、平均介護度４．３）

【取組み】
開設（Ｈ２５．８）より、給食委員会を立上げ、多職種で食事内容・形態、姿勢等の検討を行っていた。しかし、
職員が個々に関わる際、情報共有が難しく個別ケアの統一が課題であった。そこで給食委員が中心となり勉強
会や嚥下評価表を作成した。次に水飲みテスト陽性の方、食事中にムセがある方を対象に毎月ミールラウンド、
カンファを開催した。ラウンドには給食委員と別に新たに付属病院の歯科医師の参加が可能となった。個別ケ
ア計画を作成、実行、評価し、必要時は計画の見直しを行った。

【結果】
対象者５３名の食事量の変化は増加１９％、維持７２％、減少９％であった。食事形態は向上１５％、維持
７４％、低下１１％であった。数名は全身状態の悪化により摂取量が減少したが、咀嚼・嚥下しやすい形態へ
変えた事で経口摂取を長期間支えることが出来た。

【考察】
これまで、介助する職員が日々変わり、個々に関わっていた食事に関するケアを多職種協働で取組んだことで
情報共有がしやすくなり、ケアの方法が統一出来た。また、課題解決に向けたＰＤＣＡサイクルを毎月行うこ
とで、身体状態が変化しやすい重度者に迅速に対応出来た。しかし、現在でも職員間で知識や技術に差があり、
継続的にスキルアップを図る必要がある。今後も多職種協働で一日でも長く、入所者の食を支えていきたい。
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4-9-1　食事サービス①・業務改善（栄養）
甘くないおよび高エネルギーな栄養補助食の新規開発

1 岸和田平成病院　栄養部，2 岸和田平成病院　診療部

つじもと なつみ

○辻本 なつみ（管理栄養士）1，田口 雅子 1，宮﨑 友理 1，田口 有佳理 1，岩出 茉弓 1，舘谷 新一郎 2，松本 和子 2，
荒尾 徳三 2

【背景・目的】
栄養補助食の問題点は、甘いものを好まない症例および摂取量が少ない低栄養症例への選択肢が少ないことが
あげられる。これらの問題点を改善するために、甘くないおよび高エネルギーな補助食の新規開発を行った。

【方法】
今回新しく考案した栄養補助食として、①じゃがバター、②ポテトサラダ、③カレー、④ねぎ焼（常食）、⑤
ねぎ焼（ペースト）、⑥スーパーアイス、⑦ソイミル 4.0 の計 7 食を作成した。比較対象として既存の栄養補
助食の、⑧ソイミル 1.5、⑨コーンポタージュ、⑩さつまいもポタージュ、⑪たこ焼きの 4 食を加え、計 11 食
を評価した。対象は管理栄養士と当院スタッフの計 25 人に対し、美味しさ、見た目、量、口当たり、栄養補
助食として適正かの 5 項目に対し 5 段階評価の無記名アンケートを実施して、結果を解析した。

【結果】
総合平均点は、既存の栄養補助食では高いもの順でさつまいもポタージュ 4.0 点、たこ焼き 4.0 点、コーンポター
ジュ 3.9 点、ソイミル 1.5 3.8 点であった。一方、新しく作成した栄養補助食は点数高いもの順でスーパーアイ
ス 4.7 点、ねぎ焼（ペースト） 4.1 点、カレー 4.0 点、ねぎ焼（常食） 4.0 点、じゃがバター 3.9 点、ポテトサラ
ダ 3.7 点、ソイミル 4.0 3.0 点であった。おいしさの評価では、4 点以上がスーパーアイス 4.8 点、ねぎ焼（常食）
4.3 点、ねぎ焼（ペースト）4.2 点、カレー 4.2 点、さつまいもポタージュ 4.0 点の 5 食であった。

【結論】
総合平均点において、既存の栄養補助食の平均 3.9 点を上回る新しい栄養補助食は、スーパーアイス、ねぎ焼

（ペースト） 、カレー、ねぎ焼（常食）、じゃがバターの 5 食であった。評価が高く、食形態が使用しやすいスー
パーアイス、ねぎ焼（ペースト）の 2 食については、臨床導入に向けてさらに改良を進めていきたい。
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4-9-2　食事サービス①・業務改善（栄養）
慢性期透析患者における食事満足度向上を目的とした 
イベント食の改良と成果の報告

富家千葉病院　栄養科

おだ みほ

○尾田 美穂（管理栄養士），松井 成美

【はじめに】
入院患者にとって、食事は入院生活において唯一ともいえる楽しみになっている。しかし、嗜好調査を行うと
治療食に対する不満や食思低下をよく耳にしていた。昨年度より透析 NST で食事の提案を行い、主に慢性期
透析患者の食事改善に取り組んできた。改良内容と成果をここに報告する。
  
 【目的】喫食量の向上や食思改善の為、患者に喜んでもらえるイベント食や献立内容へ改良を図った。
  
 【方法】
   ・約束食事箋の見直しによる主食量の変更や品数の変更
   ・おやつバイキング ( 療養患者 ) の実施
   ・選択食内容変更 ( 平日に麺選択を実施 )
   【結果】本年 5 月実施の給食嗜好調査では、前回比で不満点が少なくなった。また、選択食に麺を入れるこ
とによってバリエーションが広がり、選択食のマンネリ化 ( 以前は通常献立に出てくる主菜二品から選択 ) が
なくなった。透析前に昼食を急いで召し上がらなければならない患者にとっては麺が好評であり、選択者が多
い。おやつバイキングは、事前に食べたい物の調査を行うので、楽しみにされている方が多く食思向上に繋がっ
ている。以前行っていたバイキング給食は普段の食事と変わらず、喫食量が伸びなかった為おやつに的絞りし
たバイキングに変更した事が功を奏した。
  
 【考察・まとめ】改良以前の献立は、「揚げ物が多くいつも同じような物が出ている」や「主食が多い割にお
かずが少ない」や「汁物がもっと飲みたい」等、透析食における難渋点が多く聞かれた。今回、透析 NST に
挙げることで透析医師からの助言を頂きながら献立やイベント食の改良を進められたことは大きな推進力と
なった。例えば、透析前日におやつバイキングを実施し、ある程度制限なく患者に食べてもらい満足度を高め
る。翌日の透析で調整して下さる医師や ME、看護師の協力を得られた事で食事改善が成功した要因であると
考えている。
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4-9-3　食事サービス①・業務改善（栄養）
重曹調理した豚肉・鶏肉の物性測定～嚥下調整食として有効か～

1 聖ヶ丘病院　栄養科，2 聖ヶ丘病院　医局

ながの はるか

○長野 春香（管理栄養士）1，山岸 美貴 1，久保 寛 2

【目的】摂食嚥下障害患者が自宅退院する際は食形態の調整が重要である。患者や家族に調理指導を行う際、
嚥下調整食の調理に不安を抱き、調整に難渋することも多い。今回、患者や家族が無理なく簡単に調理を行い、
安全においしく食べ続けられるように、重曹を用いて食材を軟らかくする調理を行い、その物性を測定したの
で報告する。

【方法】調理指導時に調理手順が特に複雑な鶏肉・豚肉について物性を測定した。下処理に重曹を使用したも
のと重曹不使用のものに分けて調理し、日本介護食品協議会の「ユニバーサルデザインフード（UDF）自主
規格」に従い軟らかさを測定した。なお測定は 5 回行い、最大値と最小値を除いた 3 回の平均を測定値とした。

【結果】重曹を使用した鶏肉は（N/m²）4.758 × 10 ５であり、不使用の鶏肉は（N/m²）7.059 × 105 だった。
重曹を使用した豚肉は（N/m²）0.314 × 105 であり、不使用の豚肉は 2.193 × 10 ５（N/m²）だった。重曹を使
用した鶏肉は UDF 区分「容易にかめる」、重曹を使用した豚肉は UDF 区分「歯ぐきでつぶせる」に該当した。

【考察】家庭で病院食と同レベルの食形態を実現することは、下処理などの複雑さから負担が大きい。普段の
食事に重曹を加えるという一手間だけで簡単に物性の調整ができれば、患者や家族の負担が軽減すると考える。
今後は重曹を用いた調理指導を取り入れ、食事の面から退院の支援をしていきたい。

【結論】重曹を用いた調理方法は簡便に食材を軟らかくすることができるため、摂食嚥下障害患者の食事に有
効と考えられる。
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4-9-4　食事サービス①・業務改善（栄養）
検食簿導入によるソフト S 食改善の取り組み

1 東浦平成病院　栄養課，2 東浦平成病院　介護部，3 東浦平成病院　リハビリテーション科，4 東浦平成病院　医局

かいどう あやな

○海道 綾菜（管理栄養士）1，福井 芽衣子 1，白山 真美 1，宮尾 知住 1，山本 朱音 1，井上 一博 1，鈴木 勇人 2，
中野 亜弥 3，小笠 延昭 4

 当院では、咀嚼力が低下した患者様にソフト S 食を提供している。ソフト S 食は日本摂食・嚥下リハビリテー
ション学会が定める嚥下調整食分類 2013 のコード 4 にあたり、その形態はかたすぎず、ばらけにくく、貼り
つきにくいもので、箸やスプーンで切れるやわらかさをもつと定義されている。当院のソフト S 食の問題点と
して、常食と比較して彩り・見た目が劣る、具材の固さ・大きさにばらつきがある、などがある。今回、ソフ
トＳ食の改善を目的に検食簿を導入したので、その取り組みを報告する。
 2018 年 6 月 4 日から 11 月 30 日まで週 3 回昼食時に、言語聴覚士 ( 以下 ST) と管理栄養士 ( 以下 RD) がソフ
ト S 食の検食を実施した。具材の固さ・大きさ・彩りについての評価を検食簿に記入し、集計・問題点を抽出
した。特に問題点の多い食材について、改善策の検討・試作を行い、他職種と共に評価した。
 検食簿の集計結果より、彩りでは ST と RD の評価に大差はなかった。具材の固さ・大きさでは、ST の方が
より「固い」・「大きい」と評価した。特に、鮭、赤魚、じゃがいも、里芋、玉葱、キャベツに対し「固い」と
の意見が多く挙げられた。改善策として、魚は酵素濃度を上げることで軟らかくなり、パサつきも改善した。
野菜は大きさの変更、または加熱時間の延長により軟らかくなった。
 ST と RD における評価の差は、両者の考える具材の固さ・大きさの基準が異なるためであり、今後はソフト
S 食に対する認識の統一が必要である。また、より安全なソフト S 食を提供していくためには、調理過程で具
材の固さ・大きさの確認を徹底し、今回検討した改善策について、大量調理における実現性を考慮した上で調
理へ反映させる必要がある。今後も他職種と連携し、ソフト S 食の改善に努めていく。
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4-10-1　食事サービス②
調理工程の工夫による食事の温度変化と食事満足度の向上について

横浜病院　栄養課

ささき はるな

○佐々木 遥奈（管理栄養士）

背景
　当院では、年に 4 回嗜好調査を行っている。その中で、食事を『冷たい』と感じている患者の割合が過去１
年間増加している事が課題となった。また、患者の家族から「温かい食事を出してほしい」という意見があっ
た。
保温食器を使用した料理温度を測定したところ、盛付後１時間で室温まで低下する事が分かった。
今回、食事の温度調査の結果から厨房内の作業工程を変更し、食事の温度変化と食事満足度の向上に繋がった
事例について報告する。

 方法
患者に提供する食事温度を調理終了時と配膳時に測定した。調査結果を厨房職員と共有し、作業工程変更の意
図と目的を伝えた。調理と盛付を喫食時間に近づけるよう工程を変更し、再度食事温度の測定を行った。

 結果
　作業工程変更後は患者へ提供する食事の温度が主菜は平均＋ 8.9℃、米飯は平均＋ 3.7℃上昇した。変更前後
に行った嗜好調査の結果は主食の温度を『冷たい』と回答した方は 13% から 6%、主菜の温度を『冷たい』と
回答した方は 27% から 11% と改善した。これに伴い食事満足度も『満足』と回答した方が 67% から 73% へ
向上した。

 考察
　料理の嗜好温度は一般的に体温± 30℃が目安とされている。今回の取り組みでは温菜の目安である 65℃に
届いていなかったが、冷たいと感じる割合は減り満足度が向上した。これは、人の感覚には個人差があり、必
ずしも体温から 30℃以上離れていなくても、人は温度の違いを敏感に感じ取り、1℃でも高い温度で提供する
事で、より多くの人が温かいと感じる可能性があると考える。

 結語
　患者が満足する食事の提供は、献立の内容だけではなく作業工程が重要である。我々が提供している食事を
客観的に評価し、改善の意識を向け続けることが重要であると分かった。今後は嗜好調査のみならず、患者の
主観と我々の客観的評価の両面から食事の現状を把握し、改善をする事が重要であると考える。
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4-10-2　食事サービス②
塩分調整で美味しいお汁に・・・

1 ナカムラ病院　栄養科，2 日清医療食品株式会社

おかの れな

○岡野 玲菜（栄養士）1，長村 悦子 1，松重 圭織 1，濱崎 優子 1，扇元 里英 2，佐野 洋史 2，上柳 忠克 2，
中尾 満 2

【はじめに】
  当院は、認知症治療病棟と療養病棟からなる平均年齢 84.5 歳の精神科病院である。
介護医療院・介護老人保健施設・重度認知症患者デイケアを併設しており、経口食としての給
食数は 1 食あたり約 400 食を提供している。
汁物は当院の患者様に喜ばれる料理の１つであり、常食では通常の汁とトロミ付の汁で提供し
ているが、トロミ付の汁はトロミ無しに比べると、塩分を濃く感じる事がしばしばあった。
そこで、安定した美味しい汁物が提供出来るよう、本研究を行なった。
 

【調査期間・方法】
１期：2018/9/14 ～ 2018/10/19
調理直後と配膳前に病院側栄養士が、汁物の塩分濃度を測定し味覚による評価も行なった。
２期：2018/10/22 ～ 2018/11/17
   調理時の塩分濃度測定・味の調整は調理担当者、配膳前の塩分濃度測定・味覚による調査
は、病院側栄養士が行なった。
 

【結果】
通常の汁では、塩分濃度の大きな変化は見られず、平均して一般的な塩分濃度 0.8％であった。
トロミ付の汁に関しては、1 期では平均 0.9％であったが、増粘剤自体の塩分添加が判明し、
調理時に調整する事で、2 期では一般的な塩分濃度 0.8％での提供が可能となった。
味覚による評価でも、2 期ではどちらの汁も美味しかったとの評価が多くなり、実際に患者様
から『最近、汁が美味しくなったね』との言葉を頂いた。
 
 【まとめ・考察】
  増粘剤の特徴として「食材の味や風味を損なわない」と記載されているが、増粘剤 100 ｇで塩分相当量 2.5
ｇの塩化カリウムが含まれていた事が判明した。その後、調理時の塩分調整により、トロミ付の方にも安定し
た味の汁物を提供する事ができた。
  正確な数値の必要性は理解した上で、塩分濃度の数値や味覚のみにこだわらず、具材も含めた
総合的な調整が必要であると、改めて再認識できた。
食事が栄養補給だけの時にならないような『美味しい食事』を目指して、日々邁進していきた
いと考える。
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4-10-3　食事サービス②
患者に合ったお茶を提供するには？  
～とろみ調整食品を知ろう～

医療法人（社団）佐藤病院　長島中央病院

よしだ えりか

○吉田 栄李香（介護福祉士），米田 耀子

[ はじめに ] 当病棟の入院患者には嚥下状態に問題のある方が多く、お茶にとろみ調整食品（以下つるりんこ）
を使用しとろみをつけて提供している。とろみの強さが職員によってバラついており、患者にあったとろみの
お茶が提供できていないと感じ、統一を行ったので報告する。
[ 目的 ] つるりんこの使用方法を学び、個々の患者に合った適切なとろみ茶を提供する。
[ 期間 ] 平成３０年６月１日～１１月３０日
[ 対象者 ] 病棟介護職員
[ 方法 ] ①管理栄養士から職員に講習をしてもらう②職員が試作、試飲し意識調査を行う③コップと計量スプー
ンにとろみの強さ別にシールを貼る④患者から感想を聞く
[ 結果 ] 普段作っていたとろみ茶と適切なとろみ茶を比較する事で、職員も適切なとろみ茶が作れていない事
に気付く事ができた。管理栄養士より講習を受け、作り方を統一して適切なとろみ茶が提供できた。患者
から「美味しくなった」「飲みやすくなった」と声をもらえた。
[ 考察 ] 職員が適切なとろみ茶を作れていなかったのはお茶やつるりんこの量を目分量で量ってとろみをつけ
ていた。その原因としてつるりんこが改良されていても以前の作り方のまま作っており、新規職員に教える際
にも口頭で説明を行って、正しい作り方が伝達できていなかったと考えられる。とろみのつけ方を理解し、職
員の意識向上にも繫がったと考えられる。また、とろみの強さが統一できた事で患者からも好評価を得られた
と考えられる。

［結論］つるりんこについて改めて学習し職員間で共有した事で、知識や意欲が向上し、個々にあった適切な
とろみ茶が提供出来る様になった。今後は、少しでも水分量が増えるように取り組んでいきたい。
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4-10-4　食事サービス②
当院において経腸栄養をバッグ式に変更した取り組み

流杉病院　栄養科

みずま ひろみ

○水間 浩美（管理栄養士）

1. はじめに
現在、超高齢社会に突入し慢性期病院へ入院する患者が増加している。栄養補給法についても一人一人多種多
様な対応を行わなければならない。経口摂取が不可能な患者も多く、栄養供給の一つとして経腸栄養法を選択
し、胃瘻・鼻腔からの栄養投与を行っている。当院でも患者全体の約 40％を占め、作業時間をかなり必要と
するのが課題の一つでもあった。
2018 年、栄養科において職員不足による作業工程の見直しやリスクの改善、衛生管理向上を目的に、経腸栄
養投与をバッグ式へと変更し、業務改善と業務負担軽減に取り組んだので、その結果を報告する。
 
2. 方法

【対象者】    経腸栄養を提供している患者 108 名（全体の 38.3%）
【調査期間】    2018 年 4 月 25 日～ 2019 年 3 月 31 日
【変更内容】  紙パックからバッグ式に変更した。                 

 
3. 結果
1）紙パックから栄養カップへの移し替え・配膳 120 分 / 2 名
→ ラベル作成・貼付・配膳 90 分 / 1 名
2）洗浄作業  120 分 / 2 名 →バッグ式に変更後 廃棄処分のみ
作業時間が 1 日当たり 150 分短縮され、作業要員 4 名から 1 名に減少した。            
また、移し替えの作業が無くなったため、異物混入のリスクが無くなった。
3）2017 年度、月平均 24 名（約 5953ml  8930kcal 相当）の食事中止があり、その都度廃棄処分していたが、
ラベルを貼り替えて再利用が出来るため無駄が無くなった。
だが、バッグ式変更後一年間で、ラベルの貼り間違いやカロリー変更間違いが、6 件発生した。
4. 考察
バッグ式に変更し準備、配膳に携わる業務時間が著しく短縮され、業務負担軽減・改善と衛生管理の向上、更
に無駄の削減が図れた。一方で新たな間違いが発生する事を実感した。今後はリスクをなくす方策をさらに検
討していく方針である。
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5-1-1　業務改善①
SHELL 分析を用いたリハビリテーション科の課題検証から取り組みまで

1 桜十字病院　リハビリテーション部，2 桜十字八代病院　リハビリテーション部，3 おおもり病院　リハビリテーション科

ふるしょう りょうた

○古庄 諒大（理学療法士）1，村上 真一郎 3，内田 康弘 3，青木 享 2

【はじめに】
平成 30 年 5 月より桜十字グループ協力の下、おおもり病院リハビリテーション科の業務内容の見直し、改善
が行われている。今までのおおもり病院リハビリテーション科の不十分である物、対応、システムなど様々な
課題、問題を解決するため客観的、画一的な評価の出来る SHELL モデルを用いて問題点を明らかにし、改善
点を報告させて頂く。

【目的】
Ⅰ）医療安全等で使用されるSHELLモデルに沿って当院リハビリテーション科の課題・問題点を明らかにする。
Ⅱ）ソフト面、ハード面、環境面、ライブウェアの各々の面での課題・問題点を抽出し、改善を図る。

【方法】
当院リハビリテーション科スタッフに以下の 5 項目について問題点を列挙して頂く。
Ⅰ）Software Ⅱ）Hardware Ⅲ）Environment（環境）Ⅳ )Liveware（スタッフ）Ⅴ）Liveware（患者様）

【問題点】
Software の問題点として、#1 リハカンファレンスがない #2 カルテが一元化できていない等が挙げられた。
Hardware の問題点としては一番に #1 リハ管理システムがないに意見が多く挙がった。環境面では #1 リハ
ビリ室が狭い、Liveware ではスタッフ自身として #1 マンパワー不足 #2 他職種とのコミュニケーション不足
が挙げられ、患者様による Liveware として #1 疾患期限切れの患者様が多い #2 外来患者様が少ない等の意見
が挙がった。

【改善点】
Software の改善点では定期的なリハミーティングを導入した。また、リハカンファレンスを開始したことで、
他部門との連携が以前よりも密に行えるようになった。Hardware の改善点ではリハ管理ソフトを導入し、業
務効率改善化を図った。Environment では大きな改善点としてリハビリ室の拡大を行った。Liveware（スタッ
フ）では、ST の加入もあり、前述のリハビリ室拡大も伴い施設基準も脳血管Ⅰへ変更となった。

【倫理的配慮】
使用するデータはヘルシンキ宣言の趣旨に則り実施し , 利益相反に関する開示事項はない .
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5-1-2　業務改善①
健康診断事業における新しい健診システムの導入効果

岸和田平成病院　総合健診センター

かわさき ひとみ

○川崎 一美（事務職），北野 奈穂子，鎌 由紀子，南 和仁

【背景・目的】
岸和田平成病院の総合健診センターでは、予防医療の一環として大阪府内を中心とした企業および施設に対す
る年間約 27,000 人の健康診断事業を実施している。最近は健康診断事業の様々な要望に対応したコースやオ
プションが必要となり、その結果健診内容の多様化・複雑化して結果返却までの時間を要することが問題となっ
ていた。2016 年度より、健康診断事業のサービス拡充を目的に新しい健診システムを導入したので、その結
果を報告する。

【方法】
新旧の健診システムの作業内容を比較した。それぞれのシステムの作業効率や結果処理日数などを評価した。
結果処理日数は 10 社を選択し、システム導入前後で結果処理日数を解析した。

【結果】
従来のシステムでは、入力の結果出力のみ実施可能で、請求書や受診票の作成・印刷を別ソフトで別途行って
いた。一方、新しい健診システムでは、これらの業務をひとつに集約することが可能になり、今まで分散して
行っていた業務を一元管理できるようになった。新しい健診システムの導入により、健康診断の事前準備から
結果返却までの作業が一元管理可能になり、健診実施から結果返却までのかかった日数が、平均 25 日から平
均 13 日まで約半分の時間に短縮した。まとめると健康診断の処理能力拡大により、①結果処理時間の短縮、
②至急報告対象者の迅速な対応、③受診票作成時間の短縮、④平成医療福祉グループ内の健診処理委託などが
可能になった。

【結論】
新しい健診システムの導入により健康診断結果の処理能力が拡大し、①作業時間の短縮、②迅速な結果返却が
可能、③業務効率・人件費が改善した。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-1-3　業務改善①
インカムトランシーバーの導入 
～効率的な協力体制を目指して～

医療法人和光会　介護医療院　恵愛荘　看護科

まえだ みやこ

○前田 美弥子（看護師），末永 幸子

【はじめに】
 当施設（定員 100 名）は、平均介護度 4.2、経管栄養 29 名、吸引 14 名、認知Ⅲ以上 7 割で年間約 30 人の看
取りを行っている。質の高いサービスを提供する目的で平成 29 年 7 月インカムを導入し、業務効率化、情報
発信・共有に取り組んだ結果を報告する。

【インカム導入の概要】
 装着職種は看護・介護・リハビリ・ケアマネとし、日勤の職員数に合わせ 43 台導入した。これをフロア順に
3 期に分け各期課題を抽出しスムーズな導入を計画した。
 【インカム導入の目的と導入効果】
 ①利用者の情報共有と安全確保
 以前は、応援や処置が必要な場合、看護師を探すため相当の時間を要していたが、導入後は容易に応援要請
が可能となり、利用者の安全確保に繋がった。インカムの導入後 1 年経過した現在は、転倒転落等の発生件数
が約 30％減少した。
 ②業務の効率化
 処置の依頼や応援要請など、インカムを活用することで適切な情報を伝達することができ、応援要請から処
置完了までの時間を約半分以下に短縮することが出来た。
 ③職員の支援体制作り
 以前は、職員によっては頼みやすい職員に業務を依頼する傾向にあったが、インカムにより全職員に発信す
ることで業務の時間短縮、利用者の情報共有に繋がった。
 ④接遇の向上
 導入前は、伝達や応援要請の際、大声で行われる場面をよく見かけていたが、インカムを活用し容易に所在
確認が行われ大声を出す必要が無くなり穏やかな空間が保たれるようになった。
 【考察と課題】
 インカム導入後、効率的なチームケアが出来る様になり、質の高いケアが提供できる体制が整った。また、
新入職員も安心して業務遂行が出来る支援体制が構築され、働きやすい環境にも繋がっている。また、転倒転
落件数が減少していることから、インカムの活用が利用者の安全確保にも繋がっていると考えられる。今後は、
全体の指揮が取れる人材育成を行い職員間の協力体制を強化し、より質の高いサービスを目指したい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-1-4　業務改善①
退院カルテ処理の迅速化への取り組み

泉佐野優人会病院

なかむら ひろみ

○中村 弘美（診療情報管理士），保田 真由美，古田 あゆ美，加藤 寛

【目的】
退院カルテ処理の際、書類の編綴の遅れや書類に不備がありカルテ完成までの期間が長期間になりがちである。
その為、早期の退院カルテ完成に向け、退院患者の多い回復期リハビリテーション病棟を対象とし、現状把握
と対策について取り組む。
 

【対象】
取り組み前の 2018 年 9 月度の退院カルテと取り組み後の 2018 年 10 月度の退院カルテを比較した。
 

【方法】
書類編綴の遅れに対しては、病棟クラークやコメディカルへ早期書類編綴するよう周知徹底した。編綴された
書類のチェックを行い、漏れや不備があれば各部署へ通知した。書類の不備修正の遅れに対しては、院内にお
ける書類の修正期限を 1 週間と定めた。また、退院日より 1 週間毎に修正状況を見直した。2 週目を過ぎても
修正できていない場合は病棟責任者に報告し、受け持ち看護師へ修正するよう直接指示してもらった。以上を
退院カルテ完成まで繰り返し行った。
 

【結果】
書類編綴の遅れについては、約 1 週間以内には退院カルテへ編綴される様になり早期編綴を徹底できた。書類
の不備修正の遅れについては、2018 年 9 月度では、完成した退院カルテ 15 冊は完成までに平均 4 週間を要した。
しかし、2018 年 10 月度では、完成した退院カルテ 15 冊は完成までに平均 2 週間半を要し、退院カルテ処理
の期間を短縮できた。
 

【考察】
今回、退院カルテ処理の迅速化に取り組んだ結果、退院カルテ完成までの期間の短縮がみられ、看護スタッフ
やコメディカルの書類に対する意識向上が図れたと考える。しかし、今回完成までに約 4 週間を要した 5 冊の
退院カルテについて調べると、多職種で行うカンファレンスの作成が長い期間かかっている事がわかった。今
後は看護スタッフだけでなく各コメディカルへも期間内作成を周知徹底し、さらに効率的に退院カルテ処理が
進められるよう取り組みたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-1-5　業務改善①
Microsoft Access® による DI 業務支援ツールの作成と導入

鶴巻温泉病院　薬剤科

やまぐち けいすけ

○山口 恵輔（事務職），今井田 真彩，高橋 麻衣，新枦 義之，岩城 康子

【背景・目的】
  一般財団法人日本病院薬剤師会の医薬品情報業務の進め方 2018 によると、チーム医療により医療における
薬剤師の役割が広がり、医薬品情報業務 (DI 業務 ) の役割・位置づけも大きく変化している。薬剤師の業務の
中心が「もの」から「人」へと変化する中で医薬品情報業務は必要不可欠であり、薬剤部全体で取り組むべき
ものと記されている。
 当院薬剤科の DI 業務のうち使用薬剤の薬価計算業務がある。当院では入院費が包括されている病棟がほとん
どであり、使用薬剤費が重要となってくる。薬価計算業務は書類上での業務ではあるが、多忙な日常業務にお
いては負担となっている。
 そこで今回、Microsoft Access® を用いて薬価計算を容易にするツールを作成し導入した。それに付随し薬
価計算業務の件数や薬剤に関する質疑への対応を記録する日報 (DI 日報 ) も作成した。

【方法】
 厚生労働省のホームページより薬価基準収載品目のデータを用いて薬価計算ツールを作成し導入した。薬価
計算ツールは Microsoft Access® で作成した。また、DI 日報も Microsoft Access® を用いて作成した。

【結果】
 薬価計算業務は従来、インターネットへ繋がるパソコンで薬価検索サイトを参照しながら電卓で計算してい
た。しかし、今回作成した薬価計算ツールは Microsoft Access® が搭載されているパソコンであれば、計算
結果の出力まで可能となり薬価計算業務に掛かる時間が短縮された。
 DI 日報は薬剤に関する質疑への対応や件数、掛かった時間等をカレンダー形式で記録し、それを月単位など
で集計し出力できるようになった。このことで、仕事量を時間で「見える化」することが容易になったと考え
られる。

【結論・考察】
 薬価計算業務は業務に掛かる時間が短縮され、DI 日報は日々の医薬品情報業務に掛かった時間を「見える化」
することができた。薬価計算ツールは薬価改定時にデータの入れ替えが、その都度必要であることが今後の課
題である。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-2-1　業務改善②
看護方式を変えたら嬉しいことがありました

白澤病院　看護部

こしろ ともこ

○小城 知子（看護師），仲山 則子，大越 里恵，大嶋 弘子，市村 利枝

当病棟は 58 床で神経難病患者が 8 割以上を占め、セルフケア能力低下、意思疎通困難、医療依存度が高い特
殊疾患病棟です。看護方式はプライマリーナーシングを導入、患者１人に係る看護を担当の看護師が実施して
いるため、処置、ケア、判断に個人差があり、患者の安全の確保・提供力に差がでる事があった。又職員の中
には業務が終わらないことへの不満が生じていた。そこで、看護レベルの統一を図ること、業務を分業化し効
率よくすることで患者の安全を確保し、職員の満足が得られるように看護方式の見直しを実施した。
方法
期間：平成 30 年 6 月から平成 31 年 4 月
対象：病棟看護職 20 名・介護士 8 名
方法：質的データー分析
第一段階
1    平成 30 年 6 月：プライマリーナーシングに一部機能別看護方式を導入し、
業務内容を検討
  2　 3 か月後意識調査実施し、KJ 法で分析し課題の抽出
第二段階
  1　 平成 30 年 12 月：プライマリーナーシングを主軸にした機能別に修正
  2 　3 か月後に再度同じ意識調査実施
結果  
第一段階では患者に提供する看護レベルの均一化が図れてきた反面、機能別が主軸になり患者との個別対応が
希薄傾向となった。意識調査からは、安全でより良い看護が提供できていると思う：27%。定時に帰れている：
57% 第二段階では、プライマリーを主軸に実施し、患者との係りもあり、複数で実施することで安全性が確
保できた。再度、意識調査実施し、安全でより良い看護が提供できていると思うか：71%。定時に帰れている：
82% であった。
考察
今回看護方式を 2 度変更した事で、多角的な視点から看護が介入できるようになり、情報交換も密にできるよ
うになった。ケアの不足部分や優先度等の気付きが多くなり、看護提供の個人差を埋める事ができた。また気
づきを行動に繋げるまでの可能な体制が構築され安全性も確保できたと考える。更に先輩が新人をフォローし、
業務の調整を図るようになり、時間に余裕が生まれた点も挙げられる。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-2-2　業務改善②
固定チームナーシング導入による看護師の変化 
～機能別看護方式から固定チームナーシングへの変更～

安来第一病院

ふじもと えりか

○藤本 恵里花（看護師），長澤 恵子

【はじめに】
これまで病棟の看護方式は、機能別主体の受け持ち看護体制であったが、継続看護の質向上を目的に、2019
年 2 月より固定チームナーシングを導入した。今回、看護方式変更後にスタッフへ質問紙調査を実施し、現状
の把握と今後の課題を検討した。

【研究方法】
1． 調査期間：2019 年 6 月～ 7 月
2． 調査対象：病棟看護師 24 名（看護師長を除く）、准看護師 3 名の計 27 名
3． 調査内容：西元が作成した固定チームナーシングチェックリストを参考に、自作の調査用紙を作成した。
4． 分析方法：回答の基本統計量を出し、自由記載の内容は KJ 法を用い、カテゴリー化した。
5． 倫理的配慮：質問紙は無記名とし、個人が特定されないようにした。アンケート調査への参加は、自由意
思であり、質問紙の返信をもって同意とすること、データーは研究目的以外での使用はしないことを文章で説
明した。

【結果】
回収率 66.7% であった。「受け持ち患者・家族との関わりが増えた」は 68.7%、「受け持ち看護師の自覚と責任
が増した」は 87.5%、「受け持ち患者の看護計画の実施・評価・修正を行っている」は 68.7% であった。導入
後の意見として、[ 患者・家族と関わることが増えたことによる信頼関係の向上 ][ 患者・家族に寄り添うため
の意図的なコミュニケーション ][ チームメンバーの協力による統一されたケアの提供 ][ 受け持ち看護師の自覚
強化 ][ 看護師の看護に対するモチベーションアップ ][ スタッフが感じている問題と課題 ] の 6 つのカテゴリー
が抽出された。

【考察】
固定チームナーシングを導入することにより、受け持ち看護師の自覚が強化され、患者・家族の思いに寄り添っ
た看護をチームメンバーが協力しながら実践しようとしていた。チームメンバーが協力し、支え合うことで看
護師のモチベーションアップにもつながった。更にスタッフが感じている問題を明確にし、課題を解決するこ
とが看護師の成長とチームの機能強化に必要であると考えられた。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-2-3　業務改善②
看護部の人員定着に関する取り組み 
～離職防止について考える～

永生病院　看護部

のだがしら こうじ

○野田頭 弘治（看護師），犬塚 久善，金坂 朝広，佐藤 陽，田島 政野，安川 早小女

1. はじめに
安定した質の看護を提供するためには看護師の人員定着は重要な課題である。当院でも人員定着への取り組み
の一環として、看護管理者に対して離職防止に関する研修を行い、さらに全看護師を対象にアンケート調査を
行った。今回、この取り組みとその結果を通して人員定着について考察をおこなったため、ここに報告する。
2. 方法
① 2018 年に全看護管理者に離職防止に関する研修を計 3 回実施。研修評価については 2018 年度の離職率と当
院の過去 2 年間の離職率との比較にて行う。
②全看護師を対象に無記名自記式質問法にてアンケート調査を実施。
3. 倫理的配慮
アンケート調査の実施においては、院内の倫理委員会の承認を得て実施した。また、研究の概要、参加は自由
意志であること不参加による不利益が生じないことを書面にて説明した。
4. 結果
①研修結果は、2018 年度の離職率は 14.1％であった。2016 年度 14.6％、2017 年度 12.8％と比較において大き
く変化はなかった。
② 2019 年 7 月現在、アンケート実施期間中。
5. 考察およびまとめ
日本看護協会より発表されている離職率の全国平均は 11％（2016 年度）で、当院との差は +3.1％であった。
この結果については当院のような慢性期医療を主としたケアミックス型の病院とのデータ比較ではないことか
ら参考にとどめた。
また、全看護管理者に実施をした研修では管理職のスタッフに対する関わりを中心に働きかけてきたが、今回
の結果からはそれだけに原因を求めることはできないことが明らかとなった。今後の課題として、実施中のア
ンケートの結果から人員定着のカギとなる要素を抽出し、それをもとに具体的な取り組みをしていくことが課
題となってくる。取り組みの結果として、管理職のみではなくスタッフも含めた人員定着に結びつく良い職場
風土の醸成を目指していきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-2-4　業務改善②
遷延性意識障害患者への看護 
－看護師がモチベーションを維持し看護を継続するためには－

静岡徳洲会病院　慢性期病棟　看護科

すずき みか

○鈴木 美佳（看護師）

【背景】私は、遷延性意識障害患者へのケアに意味ややりがいを見出せずにいた。そのような時、紙屋が提唱
する患者の意識障害・生活行動の回復に注目した看護に出会った。【目的】看護師がモチベーションを維持し
遷延性意識障害患者への看護を継続する方法を検証する。【方法】期間は 2018 年 6 月～ 2019 年 6 月。日常生
活支援技術を取り入れ、患者の変化を看護師の観察視点から評価。家族７名と看護師 13 名に、質問紙による
アンケート調査を実施。【倫理的配慮】研究内容の公表、協力は自由意志で個人が特定されないことを説明し、
同意を得た。【結果】一年で寝たきり患者 40 名の半数が車椅子に移乗できた。そのうち 5 名は経管栄養から経
口へ移行し、3 名は誤嚥性肺炎を繰り返していたが発症せず経過した。家族は患者の回復への希望を持ち続け
ている。看護師は、患者を起こすことで、患者の小さな変化も気付くようになり、反応や表情がよくなったと
実感した。また、患者の関節拘縮が緩和し、ケアへの負担が軽減していると認識した。【考察】看護師は、患
者からのフィードバックが得られにくい。そのため、患者への関心の低下やケアの積極性が乏しくなる感情に
陥った際、看護継続意欲が削がれる。早期復帰には、肯定的な感情への置き換えが必要である。看護チームで
の関わり分かち合いが支えとなり、経験ある先輩の肯定的な声かけは、後輩の看護価値観に影響を与える。家
族とのコミュニケーションは、看護の方向性を確認するのに不可欠である。家族からの肯定的評価は、看護が
認められたことに繋がる。看護師には、患者を一人の生活者として、社会に戻すことが求められる。患者がそ
の人らしい姿に近づくことは、患者の QOL を高め、家族の QOL に寄与する。この生活行動援助への有意味
感は、看護師のモチベーションを支える。患者の可能性を信じてあきらめない職場風土の醸成に繋げることが
必要と考える。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-2-5　業務改善②
一般外来におけるトリアージシステム導入に対する活動

医療法人社団　永生会　南多摩病院　外来

はしもと せつこ

○橋本 節子（看護師），佐々木 早苗

 当院一般外来には内科・外科・整形外科・婦人科・泌尿器科・眼科・内視鏡があり、平均 500 名～ 700 名を
超える患者が来院している。特に内科外来が一番患者数も多く、総合内科・消化器内科・腎臓内科・循環器内
科・呼吸器内科・神経内科など専門科も併設していることから様々な症状の患者が待合にあふれている。予約
外も対応しているため長時間待っている患者の中には重症者も隠れており、実際緊急カテ・手術などに至るケー
スも少なくない。そこで、いかに重症者を早期に発見し適切な対応に結び付けることができるかが課題である
と考えトリアージシステム導入に向け、実践している内容について報告する。
 昨年度、一般外来看護師対象にトリアージシステム作成に必要な知識・技術の確認の為アンケートを行った。
その結果異常の早期発見をするための知識・技術に対して【不安】を強く持っており、勉強したいという意識
が高いことが分かった。特に【トリアージ】についての知識はほとんどなく、【問診】【フィジカル】に関して
は、各看護師の経験によるもののみであった。 多くの看護師が不安を感じながら日々多くの患者対応に追わ
れている。特に不安に思う症状としては「胸痛・頭痛・めまい・腹痛」であり、【不安】の理由として、重症
や緊急度の判定に自信がないことが大きな原因であることがわかった。これに対し症状別に問診方法やフィジ
カルアセスメントについて勉強会を企画し実施している。勉強会を行うことで看護師の緊急対応への意識を高
めることができると考えている。また重症患者の早期発見、対応に結び付けることができれば、看護師のモチ
ベーションアップにもつながりさらに、意識を高めることができると考えた。
勉強会前後で看護師の意識の変化を評価し、当院独自のトリアージシステム構築につなげていきたいと考えて
いる。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-3-1　業務改善③
安全で有効な留置期間～経鼻栄養チューブの交換回数の検討～

北九州若杉病院　看護部

いけひろ まゆみ

○池廣 周美（看護師），清原 真理子

Ⅰ目的・方法
　安全に経鼻栄養チューブの交換回数を減らすことで患者の苦痛緩和や業務改善につなげる。対象患者 4 名。
1 週 2 週 3 週 4 週それぞれの期間経鼻栄養ﾁｭｰﾌﾞを留置し細菌検査、ﾁｭｰﾌﾞ内の観察、患者の状態観察を行う。
Ⅱ倫理的配慮
　患者家族に研究の趣旨、内容、データ及び個人情報は本研究以外では使用しない旨を口頭・書面にて説明し
同意を得、当院倫理委員会で承認を得た。
Ⅲ結果
　週数が増えると増殖がみられた菌が存在した。チューブ内は 2 週間目までは全員付着物や残留物については
みられなかった。3 名の患者に 3 週間目 4 週間目と点状の黒色や黄色の付着があった。全員大きな発熱はなく
バイタルサインの変化はなかった。嘔吐や下痢等症状なく経過した。
Ⅳ考察
　菌の種類は常在菌であった。対象患者の身体変化はなく経過した。経鼻栄養チューブ内の細菌の定着を防ぐ
ためには、チューブ内を清潔に保つことが重要でありそのため経管栄養注入後は栄養がチューブ内に残留しな
いよう管理することが必要でありまた鼻腔から出ている経鼻栄養チューブの長さが短い方がチューブ内に栄養
物などの残留物が少なく細菌の繁殖予防にも繋がると考える。以上のことから、経鼻栄養チューブの交換回数
を週に 1 回ではなく 2 ～ 4 週間に 1 回へ減らすことは検討可能であると考える。また今回の研究をしていく中
で胃瘻の適応についても考慮していく必要があるのではないかと考えた。
Ⅵ結論
菌の増加は認められたが常在菌が主であり身体への影響はなかった。細菌の繁殖予防のためのチューブの管理
が重要である。経鼻栄養チューブの交換回数を減らすことは可能である。
引用・参考文献
1）塩原真弓、佐伯由香、他　経管栄養施行例における経鼻栄養チューブ、接続管の細菌学的調査　日本看護
研究学会雑誌　Vol.25　No.2　2002
2）工藤朋子、井上都之　在宅経管栄養注入ルートの洗浄、消毒に関する細菌学的調査　岩手県立大学看護学
部紀要 9：97-101、2007



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-3-2　業務改善③
紐を使用した経鼻胃管カテーテルの固定法で手技時間の短縮と潰瘍形成リスク軽減を図る

1 医療法人　康生会　豊中平成病院　看護部，2 医療法人　康生会　豊中平成病院

ふじわら ひろゆき

○藤原 宏幸（看護師）1，松本 悟 2，阪上 健太朗 1，中川 正一郎 1

目的：医療療養病棟における経鼻胃管カテーテルで注入を行っている患者の鼻腔内潰瘍形成リスクの軽減と手
技の簡素化を達成すること。
 
対象：経鼻胃管カテーテルで栄養剤と白湯の注入を長期間継続し、過去に鼻腔内に潰瘍発生したことのある患
者 1 名
 
方法：経鼻胃管カテーテルの固定部に紐を括り付け、その紐を固定する。その後 1 週間にわたり、一連の固定
動作にかかる時間、挿入の深さ、紐の損傷の有無、鼻腔内の潰瘍形成の有無、紐による皮膚損傷の有無を評価
する。
 
結果：１週間にわたって固定の手技にかかる時間は通常より短縮され、紐に損傷はみられず、鼻腔内の潰瘍形
成や皮膚損傷もみられなかったが、固定が浅くなっていことがあった。
 
考察・結論：鼻腔内の潰瘍形成が減り、固定の手技も簡素化され時間を短縮できるが、最初の固定であそびが
大きいと留置しているカテーテルが抜けて浅くなり、気付かずにそのまま注入すると誤嚥や窒息を招く可能性
がある。
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5-3-3　業務改善③
オムツの使用方法改善への取り組み

医療法人　来光会　尾洲病院

すずき ゆきえ

○鈴木 由恵（看護師），尾藤 千晴，伊藤 廣美

【はじめに】
 当院は療養型病床でＡＤＬ区分の高い患者が多く、ほとんどの患者様がオムツを使用しています。オムツの
当て方は尿や便の横漏れ防止のために重ね当てや蛇腹当てをし、さらにカバーを横巻きにして当てることもあ
り、これだけ重ね当てしても尿や便漏れで衣類まで汚染することもありました。また、交換する際は重ね当て
のオムツを１枚ずつ抜いていく、いわゆる引き抜きという方法を行っていました。そのため、ご家族さまから
は「オムツ代が高い」「汚染した衣類の洗濯が大変」、スタッフからは「オムツを当て過ぎていないか」「蒸れ
て辛そう」という意見がありました。
そこで、ご家族さまやスタッフからの意見をもとに、オムツの使用方法改善に向けた取り組みを行いました。

【取り組み】
 オムツアドバイザーによる研修会を行い、オムツの吸収量と特性、オムツカバーのサイズ選択時のポイント、
性能を活用した有効的なオムツの当て方について理解を深め、オムツの当て方と使用枚数の統一を行いました。
それでも漏れてしまう事例があれば、アドバイザーに相談しながら個別的な当て方を検討し実施しました。

【結果】
  見直し前と比べて使用枚数は約半分、代金は最大５千円から８千円減少しました。また、オムツの性能を活
かし、交換時間の見直しも実施しました。オムツの交換回数は１日６回行っていましたが、見直し後は、３回
に減らすことができました。

【まとめ】
 オムツの特性を理解し、正しく使用することで使用枚数の減少と患者さまの不快感を軽減することができ、
同時にオムツの使用代金の削減と尿や便漏れによる衣類の汚染を減らすことができました。そして、この結果
について、患者さまやご家族さまからも好評価を得ることができ、私たちスタッフのオムツ交換に係る時間や
労力の軽減にも繋げることができました。
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5-3-4　業務改善③
入院患者様の入浴をより楽しく快適にする為の環境作り

平成記念病院

たなか たかはる

○田中 孝治（介護福祉士），脇坂 まり絵

［背景］
当院の浴室は殺風景でただ入浴をするだけのものになっていた。毎日入浴をする私たちとは違い週に数回の入
浴なのでより快適で入浴することが楽しいと思える環境作りが必要ではないかと考えた。また入浴の質の向上
を目指すことにより患者様の入浴に対する気持ちの変化が起こるのではないかと考え調査を行なった。

［目的］
患者様の入浴の質の向上

［対象］
今回の対象者は入院患者様、当院のスタッフを対象とする。

［方法］
・入浴剤を使用することで、香りによるリラクゼーション効果を期待し、患者の入浴に対する意識の向上、気
持ちの変化を目指す。
・ラジオを流すことで音によるリラクゼーション効果を促し浴室の雰囲気を変えることで、スタッフも楽しみ
ながらより質のいい入浴介助の提供を目指す。

［結果］
患者様とスタッフの声を聞き調査した結果。ラジオ使用はネガティブな意見が多く、ラジオの曲は最近の曲で
興味がない、浴室でラジオは聴いていても楽しくはないといった声が返ってきた。また入浴剤をしようすると
香りがよく心地がいい入浴剤を家でも使用していたから嬉しいといったポジティブな声が返ってきた。

［考察・結論］
今回の調査ではラジオに関しては患者に興味のない内容であったりする為反応が悪く患者様によって嗜好が違
うため難しいことが分かった。入浴剤の使用では患者とスタッフともにポジティブな声が多くいい結果がでた
といえる。ただ個浴では入浴剤の香りの継続はできるが機械浴になるとお湯を常に循環しているため香りの継
続が難しいといった問題があり改善が必要であった。そのため機械浴に関してはアロマランプなどを使用する
ことで香りによるリラクゼーション効果を期待できるのではと考え今後検討していく。
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5-3-5　業務改善③
入浴送迎の業務改善からの考察

福井リハビリテーション病院　看護部

なか ゆうじ

○中 裕治（介護福祉士）

【目的】
当病棟は 4 階に位置し 2 階の特殊浴室からの動線が一番長く、入浴の送迎に時間を要していた。平成 30 年 6
月からは 36 床から 50 床へ増床、病室も 1 フロア 15 部屋から 19 部屋に増え、従来の入浴送迎の方法について
見直しが必要となった為、送迎方法の改善を行いアンケートによる効果の検証、考察を行ったので報告する。

【方法】
①送迎動線の改善
入浴者の曜日振り分けがバラバラで送迎する部屋が分かりにくかった為、コーナー毎に曜日を固定する。
②送迎手順の変更
他病棟と同時進行から、病棟毎の入浴に変更。送迎スタッフも入浴中の病棟に集中させる。エレベーターでの
待ち時間減少の為、新館・旧館２台のエレベーターを活用。増床後は送迎スタッフ 2 名から 4 名に増加。入浴
中にベッドのシーツ交換を行う為、専門職員の配置。

【結果】
①送迎動線が短くなり、送迎が必要な居室や入浴の進行状況が明瞭になる。
②送迎スタッフが増員でき、ストレッチャーの集中使用、２台のエレベーター活用が可能になり効率化される。

【考察・結論】
アンケート結果では、介護全員が「動きが効率的になった」と回答したことから、入浴日のコーナー分けによ
り送迎の必要な部屋が明瞭になり、入浴の進行状況も分かりやすく、送迎業務における動線も短くなり、慌し
さも減少し、より安全に患者様を送迎できるようになったと考えられる。看護職の処置業務についても動線が
短くなり、効率化することが出来たが、「事故やその可能性は減少した」では介護 60％看護 36％であり、個別
の注意点への配慮が不足していると感じていると考えられる。入浴送迎の手順を改善し送迎スタッフも増加で
きたことで送迎業務がスムーズになり、病棟だけでなく浴室の業務でも待ち時間が減少し、入浴業務全体の効
率化にも繋がっていると考えられる。今後の課題として、安全と業務の効率化を考えた他部署との連携や、病
棟内での他の業務との連携を深めることが挙げられる。
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5-4-1　業務改善④
業務時間内で実施可能な腰痛改善プログラムの立案と実施によって得られた身体機能の変化及び
今後の課題

博愛記念病院　リハビリテーション科

なかむら けんいちろう

○中村 賢一郎（理学療法士）

【目的】
近年、当院の患者重症度割合の増加に伴い、職員の腰痛罹患率が増悪傾向となっている。また、厚生労働省が
公表している業務上疾病における災害性腰痛の割合は非常に多く、平成 27 年の統計では業種別の腰痛発生割
合で保健衛生業が全体の約 3 割を占め、医療・介護現場における腰痛罹患率は 5 ～ 6 割とされている。そこで、
業務時間内で実施可能な腰痛改善プログラムを立案・提供し、効果検証を行った。

【方法】
当院職員検診で腰痛調査を実施した職員 730 名のうち、腰痛ありと答えた 173 名の中からプログラム実施の協
力が得られた 41 名 ( 男性：7 名、女性：34 名 ) を対象に、業務時間内に行える 10 分程度のプログラムを 3 ヶ
月間継続した。期間終了後に実施後アンケート及び実施表の回収、身体機能評価 ( 立位体前屈、背筋力 ) を実
施した。統計処理は EZR を用い、有意水準は 5％未満とした。

【結果】
期間終了後、アンケートの回収と身体機能評価を実施した職員は 41 名中 27 名であり、実施表を回収したのは
17 名であった。統計上での有意差は認められなかったが、立位体前屈は平均 2.51cm 、背筋力は平均 16.52kg
の改善が得られた。継続期間の半数を実施した職員は 17 名中 5 名、アンケートでは、27 名中約 7 割が腰痛の
程度に変化なしと回答した。

【考察と今後の課題】
個人の平均実施日数 (38 日 ) を境に比較を行うと、立位体前屈、背筋力は高頻度群の方が改善値は高かった。
有意差が得られなかった理由として、実施票の回収率増加、総数を増やす必要があると考える。プログラムの
実施によってパワーポジションを獲得したことが背筋力向上に繋がったと考えるが、業務中に活用出来ている
とは言い難い。今回、業務時間内の実施を予定していたが、実際は約 9 割の職員が帰宅後に 1 人で実施されて
いたことから、業務が忙しく時間が確保しづらいことや、多人数での実施希望もあり、より短時間のプログラ
ムや他職種と連携しての時間設定が必要であると考える。
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5-4-2　業務改善④
腰痛予防環境づくり 
福祉用具を活用し定年まで元気に働こう

北摂中央病院

もり さなえ

○森 早苗（看護師），南部 千恵子，櫻井 真喜，芝地 敏幸

1. はじめに
 日本の労働産業において、介護職・看護職は『保健衛生業』として分類される。腰痛による労働災害申請件
数の最も多いのが、この保健衛生業である。介護分野において介護職・看護職の腰痛被害の増加が懸念されて
いる。当院においても、入院患者の ADL の低下に伴い介助作業には多くの職員が腰痛を生じさせる可能性の
高い動作を頻繁に行っている。
そこで、病棟での腰痛の実態と腰痛予防対策の施行が必要と考え研究したのでここに報告する。
 
2. 研究目的
・腰痛に対し正しい知識と適切な環境を知ることにより自己予防意識を持ち患者に対しても自分自身に対して
も安全なケアができる。
・腰痛負担軽減のために福祉用具を正しく活用し、腰痛軽減につなげる。
 
3. 結果
 アンケートを行い、職務中に腰痛や身体の痛みを抱えながら従事している職員が多いことが判明した。コメ
ントからも「今後、腰痛になるかもしれない不安がある」という現在は痛みが無くとも今後痛みが出るかも知
れないと心因的不安がある職員がいることも判明した。
 しかし「腰痛になるのは仕方ない」「個人の責任」と思い、諦めになっていることも分かった。   
今回、腰痛に対する自己予防の勉強会、福祉用具の導入をおこなうことで、腰痛軽減・自己予防意識の向上に
なった。
 
４. 考察
  研究の中で、福祉用具の導入や朝礼時のストレッチを取り入れたことは、腰痛予防につながり組織的に自己
予防の環境を整えることにつながった。職場の習慣や環境を変えることは腰痛予防対策にとって不可欠である。
今後も腰痛だけに留まらず患者の安全第一に考えた環境作りをめざし取り組みことが重要である。

「看護や介護職員が腰痛に苦しむことなく、定年まで働き続けたい」という願いが実現できることに役立てた
いと考える。
 
５. 結論
 ・腰痛予防に対する正しい知識を知ることで、自己予防意識につながる。
 ・福祉用具を正しく活用することで、腰痛軽減につながる。
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5-4-3　業務改善④
ノーリフトケア 
～患者様と職員に優しい介護を～

京都東山老年サナトリウム　看護部

ほりた まゆみ

○堀田 万由美（看護師）

当院の主たる対象患者様は高齢者であり、日常生活の全般に介助が必要である。その負担からではあるが、院
内のアンケート調査で職員の 8 割以上が〝腰痛を自覚している″という結果となった。また、患者様の安全が
最優先であり、力任せな介助をしている場面が多く、腰痛を理由とする、職員の離職も少なくない状況でもあっ
た。
そこで、“ 腰痛は職業病 ” として諦めないといけないのか？について考えてみることとした。
無理な頑張りは、介護者の腰痛のみでなく、患者様も不安を感じ、緊張が増している様にも思え、介助する側
とされる側、双方にとって利点はないと感じた。現状を上司に相談すると、コルセットの支給など腰痛に対す
る対症療法に加え、従来の、介助者自身の力やテクニックにのみ頼る介護には限界があるとの見解で、以下の
取り組みの機会が与えられた。
平成 29 年、腰痛発症の根本的な解決に取り組む為、院長を始めとした肉体負担軽減会議を立ち上げ、リフト
やシートを購入した。
翌 30 年には、移乗委員会を発足し『職場の環境を改善し従来の習慣的方法を見直し改めることで、腰痛は予
防できる』という意識の改革を根幹に据えることを目標とし、ノーリフトケアを導入した。
全ての職員に対しアンケート調査及び院内研修を実施すると共に、ポスターを掲示し周知に努めた。また巡回
にて介助の実際を調査し、患者様に応じた介護機器の選別を行った。
結果、介護機器を活用したノーリフトケアの推進により、職員の性別や体格に左右されない質の高い介助を行
うことができ、更に男女共に腰痛の発生が減少した。職員の腰痛予防への取り組みは、患者・職員の事故を未
然に防ぐと共に、看護や介護職員の離職削減にも繋がる重要な取り組みであると考える。
そして、今回のプロセスが、“ 変えられない ” というマイナスな思考を、変える！変えられる！プラスに捉え
て前進することにも繋がったのでここに報告する。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-4-4　業務改善④
介護される側もする側も負担のない車椅子移乗を目指して

ナカムラ病院　Ｂ５病棟

むらい けんと

○村井 健人（看護師），中本 智恵，西川 德美，金末 麻希

【目的と方法】
当院認知症治療病棟の患者は介助による車椅子移乗を必要としている。全患者がホールで食事や日中の活動を
しているため、同時刻に車椅子移乗する時間帯が発生する。そのため介護される側する側の負担軽減を目指す
ことを目的に本研究を行った。職員２６名に対し３ヶ月間、身体的負担軽減を図るため福祉用具の使用と移乗
方法をテープで色分けし分析。その期間の前後には車椅子移乗に関するアンケートを行い、定着化へ向けた問
題点の洗い出しを実施した。

【結果】
介助する側の福祉用具使用率は８％から７７％に増加。職員間の連携は３４％から５８％に増加。移乗時の不
安は５８％から１２％に軽減。移乗時の痛みは５４％から１２％に軽減。移乗時の余裕を持って出来ているか
は大幅な変化はなかった。介助される側では、女性職員にも頼みやすくなったと言う声もあり、移乗時の抵抗
が軽減されたと考える。

【考察】
今回の研究では２人介助、福祉用具を使用しての車椅子移乗する事を設定し行った。今までは１人で車椅子移
乗を行いがちであったが、テープを貼り可視化したことで、声掛けがしやすくなり協働が図れたと考える。勉
強会で個々の患者に合わせた介助方法を伝達実施、スライディングボードが１枚から４枚に増加し、使用しや
すい場所に置く事が出来た事が福祉用具の使用率増加に繋がった。福祉用具を使用したいの比率に変化はな
かったが、１回目のアンケートでは使用した事がないから使用したいという意見が多くあったのに対し、実施
後の２回目のアンケートでは、使い易さや双方の負担の軽減がなされたから使用したいという意見に変化した。
今後も継続していく為には定期的な勉強会や新たな問題点の検討を行う事で、介護される側もする側も負担の
少ない車椅子移乗を目指せると考える。
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5-4-5　業務改善④
床上移動・体位変換における福祉用具使用の定着を目指して

松山リハビリテーション病院　看護部

やました ともや

○山下 智也（看護師），重川 麻緒美，山岡 結希花，藤本 春美

【目的】A 病棟では、脳梗塞・脊髄損傷や神経難病等の重度後遺症を抱え、自力で体を動かす事が困難な患者
が多数入院している。その為、患者の床上移動・体位変換の際に、持ち上げ・引きずりをなくす目的で、病室
入口の手すりに福祉用具 ( スライディングシート計 6 枚・マルチグローブ計 4 枚 ) を設置している。しかし、
十分に活用されておらず、スタッフの力によって介助を行っている場面が多い。その為、患者の臀部、仙骨周
囲への摩擦による皮膚損傷のリスクが高くなり、介助スタッフの負担も大きい。実際に腰痛等を抱えるスタッ
フも多く、腰痛ベルトを使用している割合も高い。そこで、安全・安楽な患者への介助と、スタッフの腰痛予
防を目的に、福祉用具の活用がなぜ出来ていないのか問題点を明らかにし、福祉用具の定着を目指す。
 

【方法】
1. 対象：A 病棟入院患者で障害老人の日常生活自立度 ( 寝たきり度 ) がランク C に該当する患者 17 名、A 病
棟スタッフ 42 名 ( 看護師 26 名 介護士 16 名 )
 
2. 時期：令和元年 5 月中旬～ 8 月中旬まで
 
3. データ収集・分析方法
1)A 病棟スタッフに福祉用具の使用状況・腰痛についてのアンケートを実施し、問題点を抽出する。
2) アンケートの結果を基に、設置場所や体位変換のタイミング、環境設定などを変更し、方法・手順をパウチ
作製する。
3) 作業療法士から病棟スタッフへ使用方法のデモンストレーション講義を実施する。
4）体位変換チェック表を対象患者毎に作成し、福祉用具の活用頻度を算出すると共に、2 ヶ月後に再度スタッ
フにアンケートを行い、使用状況とスタッフの意識にどのような変化があったのかを分析する。
5）現場スタッフにフィードバックし、福祉用具の使用を促す。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-5-1　デイケア（維持期リハ：在宅系）
通所リハビリテーションにおける自主トレーニングの定着を目指して

京都南西病院　診療部　リハビリテーション科

つぼつか ひより

○坪塚 日和（理学療法士），倉本 康平

【はじめに】通所リハビリテーション（以下：通所リハ）において、これまで自主トレーニングを習慣化でき
た症例は少なく、自主トレーニングメニューや指導方法に難渋することがある。そのため自宅での運動量が低
下し廃用による筋力低下が進み、ADL の低下や転倒、寝たきりのリスクも増大する。そのリスクを予防する
ためには、自主トレーニングメニューの提案や指導だけでなく、利用者が主体となって運動を継続できるよう
にアプローチしていくことが非常に重要だと考えた。そこで今回、自主トレーニングメニューの作成に加え、
チェックシートを使用することで自宅での自主トレーニングを定着させることができたため報告する。

【対象】1 ～ 2 時間の通所リハの利用者、要支援 10 名（男性 5 名、女性 5 名）、平均年齢 79.2 歳。なお対象者
には取り組みの目的、内容等を説明し、同意を得た上で実施した。

【方法】個人ごとに方法や回数を記載した自主トレーニングメニューとチェックシートを作成、個別に指導し、
1 か月間モニタリングを行った。通所リハ利用時には、自主トレーニングが実施できたかどうか、行った回数
等の聞き取りを行った。

【結果】毎日継続して実施できた症例は 4 名、以前に比べ自主トレーニングをする機会が増えた症例は 3 名、
継続して実施できなかった症例は 3 名であった。

【考察】アンケート調査を行ったところ、チェックシートを用いることでやる気が出た、毎日続けることによ
り達成感がある、生活にメリハリができた等の意見がみられた。継続して行えなかった理由としては、痛みが
出たことによる意欲低下、家事をしていて時間がとれなかった、体調不良があげられた。今後は、痛みの原因
を追究し、自主トレーニングメニューの修正や方法の確認を適宜行い、回数や負荷の調整をしながら介入して
いきたい。また今回は短期間であったため、今後も継続して長期的に経過を追っていきたい。
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5-5-2　デイケア（維持期リハ：在宅系）
デイケアにおける脳卒中上肢運動麻痺に対するサーキットトレーニングの取り組み

1 介護老人保健施設たまむら　老健リハビリテーション課，2 介護老人保健施設たまむら　介護部

みつぎ けんせい

○三木 健正（理学療法士）1，福田 貴洸 1，田島 志穂 1，矢野 友香 2

はじめに
近年、慢性期のリハビリテーション（以下リハビリ）は、医療保険から介護保険への移行を進めており、介護
保険のリハビリでは、社会参加はもちろんのこと身体機能の改善や維持に対する期待も高まっている。一方で、
脳卒中後の上肢麻痺の改善には、5 時間以上 / 日の使用が必要であると報告されており、デイケアなどの限ら
れたサービス時間で改善を図るには、自主練習にロボットリハビリ等を組み合わせ、利用者が主体的に取り組
める工夫が求められる。今回、当デイケアでは、上肢麻痺の改善に特化したサーキット形式の自主練習プログ
ラムを考案したため、その方法と結果について報告する。
方法
対象は、当デイケアの 3 ～ 4 時間利用の 50 代から 70 代の脳卒中罹患者 5 名 ( 脳梗塞 2 名、脳出血 3 名 ) 発症
後 1 年から 6 年経過している。サービス内容は、個別リハビリとして促通反復療法と生活指導、自主練習とし
てストレッチ、IVES(OG 技研 )、上肢ロボット CoCoroe AR2( 安川電機 )、課題指向型訓練、パワーリハビリ
を中心にサーキット形式で実施した。
結果
Frenchay Activities Index では 5 名中 5 名の向上、Motor Activity Log では、AOU、QOM の向上が 2 名、
維持が 3 名、Brunnstrom Recovery Stage では上肢・手指の向上が 1 名、維持が 4 名であった。生活の変化
として、上肢の参加が増え、職場復帰に繋がった方や食事の中で上肢の参加が増え、外食機会が増加した方も
いた。
結論
デイケアでは、限られたサービス時間の中で社会参加に加え身体機能の維持・改善を求められている。特に上
肢麻痺の機能改善には、多くの時間を要する必要があり、上肢麻痺に特化したサーキット形式のプログラムを
実施することで、機能・IADL の維持・改善が見られた。デイケアという特性の中で、上肢麻痺に対する集中
的なプログラムを提供できることは、慢性期上肢麻痺の改善を望む利用者の自立支援の一助になると考える。
今後は、対象者を増やし、更なる検証に努めていく。
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5-5-3　デイケア（維持期リハ：在宅系）
新規でデイケアを利用する高齢者の FIM の変動について

新生翠病院　デイケアセンターさくら

いいほし まりえ

○飯干 満理恵（理学療法士），前田 ゆみ

【はじめに】
維持期にあたる高齢者がデイケアを利用することにより、半年後には ADL の維持向上が図れていたため、こ
こに報告する。
 

【目的】
成長過程においては衰退期にある高齢者がデイケアを新規で利用する事により ADL 維持に効果があるのか明
らかにし、今後の業務見直しに活用する。
 

【研究方法】
平成 29 年 8 月～平成 30 年 7 月の期間でデイケアを新規で利用した 28 名（平均年齢 82.96 歳。平均介護度 2.29。
期間中、入院により利用を中断した 2 名と要支援者を除く）を対象に FIM を評価した。初回と 6 ヵ月後の変
化を比較し ADL が維持できているのかを調査分析した。また、本研究は倫理的観点から利用者が特定されな
いよう配慮した。
 

【結果】
FIM の点数の平均値を介護度別に見ると、介護 3 の利用者以外は維持改善があった。利用回数別に見ると、
いずれにおいても改善があった。項目別に見ると、維持改善した項目は、食事、清拭、更衣（上半身・下半身）、
トイレ、排尿・排便コントロール、移動の歩行・車椅子、階段、理解、表出で、特に清拭、更衣、移動の歩行・
車椅子、階段の改善が大きかった。低下した項目は、整容、移乗、社会的交流、問題解決、記憶で、移乗の中
では特にベッド・椅子・車椅子の低下が大きかった。
 

【考察】
各項目に関しては、清拭・更衣動作は、肩関節疾患のある利用者が訓練や動作指導により能力を獲得したこと
が改善に繋がったと考える。歩行・車椅子、階段に関しては、歩行能力の向上をリハビリの目的とする利用者
が多く、歩行に重点を置いた訓練を実施した結果、改善に繋がったと思われる。移乗項目の低下は、自己免疫
疾患の症状悪化に伴う下肢の支持性の低下や疼痛による動作の不安定さが原因と思われる。しかし、デイケア
を利用する事で ADL の維持が図れており、在宅生活を継続する上で重要な役割を果たしていると言える。
 

【結論】
高齢者でもデイケアを利用する事によって ADL を維持できる事が分かった。
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5-5-4　デイケア（維持期リハ：在宅系）
デイケア利用者に対する最重要訓練の検討

印西総合病院

よしだ あきよ

○吉田 明代（理学療法士），佐藤 翔

【はじめに】
平成 27 年に厚生労働省は「介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査」において、通所リハビリテーショ
ン ( 以下：デイケア ) において日常生活上の課題領域として要支援、要介護 1-2 の 90％以上が歩行が課題だと
している。今回、要支援・要介護において歩行訓練の必要性を明確にすることで要介護度毎に最重要となる訓
練を選択、提供できると考えた。

【対象・方法】
対象：調査時に当院のデイケアを利用している、または過去利用していた 79 名 ( 要支援 1 から要介護 5 の人数：
14 名、15 名、20 名、21 名、9 名、4 名、2 名 ) 平均年齢 80 ± 9 歳であり、自力歩行が可能な者を対象とした。
対象者の歩行評価として、Timedup&GO( 以下：TUG)・10 ｍ歩行評価（以下：10MWT）を行った。

【結果】
各評価結果 ( 平均時間 ) を要支援１から要介護 5 までを左から順に示す。10MWT は 12.6 秒、12.1 秒、16.1 秒、
17.2 秒、46.1 秒、26.73 秒、25.07 秒。TUG は 14.4 秒、15.4 秒、20.6 秒、21.9 秒、58.33 秒、30.5 秒、28.4 秒となっ
た。

【考察】
TUG、10MWT の結果は先行報告にてカットオフ値となる基準が設けられている。その基準値を今回の結果
に照合させると、要支援 1- 要介護 2 までは屋外歩行可能、要介護 3-5 は屋内歩行でも転倒リスクが高い傾向が
見受けられた。この結果を踏まえ、デイケアでは転倒リスクが低い要支援 1- 要介護 2 の方に対しては、歩行
訓練が最重要ではない可能性が示唆される。その為、日常生活動作訓練や日常生活関連動作訓練が最重要だと
いえる。
要介護 3-5 の方に対しては転倒予防を目的とした歩行訓練やバランス訓練を実施するのに加え、基本動作の訓
練が最重要だといえる。
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5-5-5　デイケア（維持期リハ：在宅系）
予防通所リハビリテーションにおける「口腔機能向上加算」取得に向けた活動報告

小林記念病院　老人保健施設ひまわり　通所部予防デイケア

にしな ゆき

○仁科 友貴（健康運動指導士）

1. 背景
予防通所リハビリテーションの複数サービス実施加算Ⅰ（運動器機能向上及び口腔機能向上）の算定率は
24.6％と低調である（独立行政法人 国立健康・栄養研究所，2014）．今回当施設では，口腔機能向上加算の算
定が低調な理由の一つである「本人のニーズが無い」（独立行政法人 国立健康・栄養研究所，2014）に着目し，
算定率向上に向けたイベント『口腔運動会』を行った．その結果，成果が見られたため報告する．
2. 目的
①利用者が自分の口腔機能の状態を知り，口腔リハビリの重要性を学ぶこと②口腔機能向上加算の算定率を上
げることの 2 つを目的とした．
3. 対象者
当施設の予防通所リハビリテーションの全利用者 128 名
4. 方法
言語聴覚士と連携し，訓練内容を運動会用にアレンジした 3 種目を実施した．また，運動会前後に同一内容の
意識調査を実施した．結果を基に加算を勧めた．
5. 結果
喀出力に対する意識変化が大きく見られた．自分の喀出力に対して “ 自信がある ” と答えた 101 名の内，40 名
の返答が “ 自信がない ” に変化していた．その内 28 名に対して加算を勧めたところ，新たに 9 件の加算取得
に繋がった．
6. 考察
客観評価で口腔機能に不安のある利用者でも，運動会前は，自分の口腔機能に対して “ 自信がある ” と返答し
ていた．これは「超高齢者や百寿者は客観的には機能低下が見られるが，自己に対する主観的な評価には低下
が見られない（日老医誌，2014）」ことが原因であると考えられる．
運動会を通して，口腔リハビリの必要性を感じていなかった加算対象者が，実際の能力よりも自己評価が高い
ことを認識した．他者との能力差を認識することもできた．その結果，「口腔リハビリの重要性」に気付き，「本
人のニーズ」が「口腔リハビリ」へと変化した．そのため，新たに 9 件の加算取得に繋がったと考えられる．よっ
て，『口腔運動会』は口腔機能向上加算の算定率を向上させる手段として，有効であると言える．
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5-5-6　デイケア（維持期リハ：在宅系）
維持期外来リハビリテーションから短時間デイケアへ移行した利用者の ADL と心理状況

1 中洲八木病院　リハビリテーション部，2 中洲八木病院　医師

たていし じゅんじ

○立石 淳次（理学療法士）1，臼井 千秋 1，井関 博文 1，倉田 浩充 2，日浅 匡彦 2

はじめに
 H18 年度の診療・介護報酬にて要介護者等への維持期リハビリテーション ( 以下リハ ) の介護保険への移行が
打ち出された。しかし、患者の心理的抵抗感等から円滑に移行出来ない背景があったが、H31 年度に完全移行
した。同年度より、当院でも維持期外来リハ患者が短時間デイケア ( 以下短デイ ) へ移行することとなった。
 そこで今回、移行した利用者の ADL や心理状況について検討したので報告する。
 対象
 当院外来リハに通院していた患者で、当院が運営する短デイへ移行した 27 名、年齢 80.3 ± 6.5 歳とし、認知
機能が低下した者は対象外とした。また、本研究は当院の倫理委員会にて承認されたものである。
 方法
 ADL の評価は FIM を用い、外来リハ最終月と短デイ移行 3 か月後で比較した。心理状況については、自記
式質問紙法によるアンケート調査を行った。内容は、①短デイ移行後の満足度②リハ実施時間の満足度③送迎
サービスに対する満足度④医師と接する機会が減少したことによる不安度⑤身体機能面の変化⑥自主訓練の頻
度の変化とした。
 結果
 移行前後の FIM は、いずれも 119.3 ± 10.1 点で変化は認めなかった。移行後の満足度は「満足」「やや満足」
が 67％であった。身体機能面の変化は「良くなった」「変わらない」が 78％、自主訓練は「増えた」「変わら
ない」が 74％であった。
 考察
 本研究の結果から移行後の利用者の満足度は高く、ADL も維持出来ており、要介護者等の維持期リハとして、
短デイは有用であると考えられる。移行後、不満と感じている意見に関して「リハ時間が短い」という内容が
多くみられた。しかし「短い時間でもしっかりリハが受けられる」という意見もあるため、利用者一人一人の
状態把握を行い、納得できるリハを提供していくことが今後の課題である。
 また、本研究に関して、移行してからの期間が短いため、変化が少ないことも考えられるので、今後も引き
続き検討していく必要性があると考える。
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5-6-1　業務改善⑤
院内介護研修における reciprocal lecturer 制の効果

福島寿光会病院　看護部介護科

さとう えみ

○佐藤 栄美（介護福祉士），舘野 恵子，渡邉 香奈子，伊藤 晃樹，木田 雅彦

（はじめに）当院は、9 病院と 57 介護事業所から構成される医療介護ひかりグループの一員である。質の高い
専門性を身につけプライドを持つという活動理念のもと、独自の介護研修プログラムを作成した。これを用い
て定期的な院内研修を実施した結果、研修に対する職員の意識の在り方に変化がみられた。

（方法）14 項目からなる介護研修プログラムに基づき、介護職員 13 名が講師となり残りの介護職員 79 名に、
研修を平成 30 年 6 月～平成 31 年 4 月に実施した。受講者には研修プログラムについてのリアクションペーパー

（回収率 81.9％）を、講師には各研修の評価シート（回収率 100％）を配布して調査した。
（結果）講師は参加者が楽しんで取り組めるよう実技を盛り込むなどの工夫を行った。その結果、研修を進め
るにつれて積極的に研修へ参加する職員が増え、以下の主要な感想を得た。1）座学だけではなく演習があり
興味を持てたので学習を継続できた。2）受講者の視点と講師の視点から相互に気持ちを汲み取って研修に参
加することで患者の立場になってこれまでのケアの適否を考えることができるようになった。3）個々のケア
にはそれぞれ根拠があることを知り、より適切にケアを実施できるようになった。

（考察）昨今、介護職における虐待等のニュースが世間を賑わすことがある。その背景には、介護を受ける側
の気持ちを想像できない介護職員が増えている事情がある。今回実施した研修プログラムでは、高齢者の立場
に立った研修が含まれていたことで、参加者も講師も共に相手の立場に立って考える良い機会となった。また、
研修プログラムが参加者の意見をもとにさらに改善される仕組みは、単に研修を受けるだけではなく一緒に研
修を作りあげてゆく点で主体性をもった参加となった。今後は継続的に事業所内研修を行うことで、講師を育
成し、仕事にプライドを持った介護職員の育成を行っていきたい。
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5-6-2　業務改善⑤
介助方法の標準化を目指して 
～リハビリの立場からできること～

医療法人社団喜生会　新富士病院

すずき まさこ

○鈴木 晶子（作業療法士），奥田 恵，木島 金夫，川上 正人，中島 一彦

【はじめに】
近年、多職種連携が求められる中、患者様の日常生活動作向上を目的とするリハビリ職にとって、介護職との
連携は特に必要不可欠である。しかし、介助方法において、互いが同じ理解を出来ているのか疑問に感じるこ
とがある。今回、介助方法の標準化を図ることを目的とした取り組みを行ったため、ここに報告する。
 

【対象・方法】
病棟業務に携わる介護職員（以下 CW）58 人とリハビリスタッフ（以下リハビリ）18 人にアンケートを実施。
共同で勉強したい内容で意見の多かった項目について共同勉強会を開催し（それぞれ同様の内容を 2 回）、参
加者には事後アンケートを実施。
 

【結果】
・ 共同勉強会の内容で希望が多かったものは、移乗動作・食事介助（嚥下）・ポジショニングであった。今回
は移乗動作とポジショニングについて勉強会を開催した。
・ それぞれの勉強会において、実演があって良かった・用語の説明がわかりやすかった・CW とリハビリのや
り方の違いがわかった等、プラス意見が多数聞かれた。
・ 今後も共同勉強会はあった方が良いという意見が CW：100%・リハビリ：88%。介助方法が統一出来る・イ
ンシデントの防止に繋がる・互いのコミュニケーションの場になる等の意見が聞かれた。
・ 勉強会への参加率の平均は、CW27.7%、リハビリ 91.6% と差がみられた。
 

【考察】
当院では今まで CW とリハビリの共同勉強会の機会はなかったが、実施したことによってプラスの意見が多
く聞かれ、互いのコミュニケーションの場にもなった。しかし、日頃の多忙な業務から開催日を確保すること
が難しく、開催したとしても特に CW は業務時間内では業務から抜けることが難しく参加者数が限られてし
まう現状がある。標準化を図るためには、勉強会の開催方法や伝達方法の改善を行い、時間をかけて取り組ん
でいくことが必要だと考える。
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5-6-3　業務改善⑤
外国人介護技能実習生を受け入れるにあたり ~ 国と国、共に新たな介護～

特別養護老人ホーム　大井苑　介護

すずき けんた

○鈴木 健太（介護福祉士），伊藤 祐司

はじめに
大井苑は、平成 18 年 2 月に開設され平成 23 年 4 月に増床、現在では 10 ユニット 100 床の特別養護老人ホー
ムです。透析患者様を積極的に受け入れており、現在、70 名の方が透析を受けられています。ご利用者の平
均介護度は 4.3 です。
大井苑では令和元年 8 月～年末にかけてベトナム 2 名・中国 2 名・ミャンマー 2 名の外国人介護技能実習生の
受け入れを目指し準備しております。
今回、受け入れを始めるまでの苑全体としての動きや課題と対応、受け入れ後の展望についてまとめましたの
でご報告させて頂きます。
 
＜流れ＞
①技能実習生とは？（情報収集）
②職員への周知（勉強会実施）
③問題点の洗い出し・対応
④受け入れ後に向けて
＜考察＞
①情報共有・担当者割り振りの必要性
②現職員の不安。メディアによる先入観
③カリキュラム作成に向けての課題
 
＜まとめ＞
外国人介護技能実習生を受け入れるにあたり、まず苑で始めたのが技能実習生とは何か？どのような準備が必
要かを知る事（情報集）でした。
最初に担当者を選出し研修や説明会に参加し情報を集め各部署・職員へ周知する形とし、
職員へ降ろす方法としては苑で実施している毎日勉強会を活用し学ぶ事としましたが、職員間ではメディアで
取り上げられる様々な問題点に目が行き「こんな人が来るの？」「居なくなるのでは？」等の会話や、言語が
違うことによるコミュニケーションの困難さを心配する声が聞こえていました。
毎日勉強会で繰り返し勉強を行うと共に来苑後に使用する教材やカリキュラムを説明し、実際に現地やテレビ
電話で実習生と話した内容や実習生の思いを伝え、受け入れる施設として何が大切かを学んでもらいました。
そして国籍ではなく来苑される、実習生一人ひとりと向き合い、違う国の文化や価値観・考え方を尊重し多様
性を取り入れご利用者へのケアの向上へと繋げて行けたらと考えています。
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5-6-4　業務改善⑤
介護老人福祉施設における医療ニーズのある方の受け入れについて 
―当施設の実態を分析した結果―

社会福祉法人　和生福会　介護老人福祉施設　緑風苑　

うえばやし なおき

○上林 直樹（介護支援専門員），前北 泰宏，藤田 かおる，川井 麻衣，榊原 聖司

【背景】
当施設は和歌山県北西部に位置する人口約 6 万人の海南市にある入所定員１００名の介護老人福祉施設であ
る。ある研修に参加し、当施設が、他の施設に比べ、医療ニーズの高い方の受け入れを行う事ができていると
分かった。
地域包括ケアシステムにおいては、介護保険施設が担う役割を明確にし、施設が存在する地域においてどのよ
うな機能を担っていけるのかを明確にする事が求められている。そこで、まずは当施設の特徴は何かを明らか
にしてみたいと思った。

【目的】
なぜ、他の施設と比べて当施設が医療ニーズの高い方の受け入れが可能なのかを分析する為に今年度の実績を
集計し、当施設の傾向や入所時のアプローチの方法を振り返り、当施設の特徴を明確にする。

【対象】
２０１８年４月～２０１９年１月までの当施設へ入所となる方々

【方法】
２０１８年４月～２０１９年１月までの当施設への入所者の医療ニーズを PEG・吸引・カテーテル管理・導尿・
褥瘡処置・インスリン注射・血糖測定・酸素療法・人工透析・ストーマ造設・輸液管理の有無を項目で分類し、
面談場所や看護師の同行の有無の実績を整理し、一事例毎に検証した。
次に上手くいった事例と上手くいかなかった事例を詳しく分析し、振り返りを行った。

【結果】
社会保障審議会介護保険給付費分科会の資料にあるものと比較して、各医療処置の実施は、当施設の方が全て
において平均を上回って受け入れしていた。
その中に当施設の看護師との調整が難航し、スムーズな受け入れができない事例もあった。

【考察・結論】
医療ニーズの高い入所者には、24 時間のケアが求められる。当施設では、介護職の特定行為研修修了者は、
2019 年１月現在３１％であり、毎日夜勤として配置している。また、看護職員については、毎日夜勤勤務を行っ
ている。加えて、ケアマネジャーが入所前にアセスメントを行い、受け入れ判断を行っている等が功を奏して
いるのではないかと思われた。
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5-6-5　業務改善⑤
介護支援専門員の後見人等との連携に対する意識調査

介護老人福祉施設ヴィラ播磨　居宅介護支援

とくが しげお

○德賀 茂雄（介護支援専門員）

［目的］ 介護支援専門員として働く中で、今日まで成年後見制度との関わりが乏しかったが、内閣府データ で
は制度の利用者数は年々増加し、この制度への理解を深める必要があった。そこで、他の介護 支援専門員の
制度への理解度や後見人との連携状況、またそれは経験年数や主任介護支援専 門員資格の有無によって変わっ
てくるのかを調査した。

［対象］ 当事業所近隣の居宅介護支援事業所 103 ヵ所に勤務する介護支援専門員
［方法］ 介護支援専門員自身やアセスメント内容等からなるアンケート調査を実施
［結果］ 51 事業所 135 人の介護支援専門員より回答を得た。 制度利用中の 39 件では、後見人と ｢意思疎通が
図れているか｣ の設問で ｢図れている｣ ｢まあまあ 図れている｣  ( 以下、A 群 ) の回答が 74.3%。 介護支援専門
員自身では、A 群は意思疎通が ｢あまり図れていない｣「全く図れていない」 ( 以下、B 群 ) と比べ、平均経験
年数は A 群 9.1 年に対し B 群 6.1 年、主任介護支援専門員割合は A 群 63% に対 し B 群 33.3% だった。 前述
以外の違いは、アセスメント内容で経済状況確認が A 群 77.7% に対し B 群 66.6%、後見人の確認 が A 群
85.2% に対し B 群 22.2% だった。

［考察・結論］ 後見人との連携が図れているかは経験年数や主任介護支援専門資格の有無で差はあった。その 
違いは経済状況やそれに携る後見人を意識した関わりが、支援の初期段階であるアセスメントで行 い、後見
人を意識し関われているかどうかが重要である可能性が高い。 しかしながら、これらの情報は深くプライバ
シー領域に踏み込む内容である。介護支援専門員は、 これらの情報収集はケアマネジメントにとって必要なこ
とと認識し、そして、より専門性の高いケアマ ネジメントの為に実施すると共に、その行為が利用者の QOL
向上の為に必要であることを伝え理解 を得ることも重要であることが示唆された。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-7-1　業務改善⑥
申送り時間の短縮に向けた業務改善への取り組み 
～アンケートと病棟会議を行なって～

江藤病院

なかはら こうじ

○中原 康詞（准看護師），古本 久美子，山下 知子，大和 孝子，由宇 教浩，武久 洋三

【はじめに】
　当院は平成 22 年の機能評価受審でカーデックスに転記して申し送りをしていることを指摘され、翌年 2 月
カーデックスを廃止した。平成 24 年 10 月電子カルテ導入により申し送りは全面廃止した。しかし、平成 29
年 11 月に新病院移転に伴い複雑化した業務のなかで情報収集に時間を要した申し送りが復活していた。そこ
で、問題解決のために職員の意識調査を実施し業務改善にむけて再検討したので報告する。

【方法】
　研究機関：平成 30 年 10 月 20 日～ 12 月 30 日
　対象者 ：一般病棟職員 23 名（看護師 17 名・介護職員 4 名・医療クラーク 2 名）
　調査方法：①検討前・後の意識調査②病棟会議

【結果】
　検討前の意識調査では、35% が申し送りの形態をしらなかった。また、52% が就業前に情報収集をしてい
たが、約半数の職員が情報収集せず業務についていた。検討後は 95% の職員が申し送りの形態を周知しており、
新規入院患者情報も病棟独自のＡＤＬ表を作成したことで全員が把握していた。また、85% が申し送りの印刷
物をみていた。意識調査のなかでは、95% の職員が病棟全体の管理者による情報伝達時間が必要と回答した。
自由記載では効率的に患者情報を共有できる方法が必要とのことでピクトグラムを作成し患者ごとに掲示し
た。

【考察】
　看護職には責任を持ったケアが求められている。その為に申し送りの時間を短縮し、ケア提供時間を獲得す
るために電子カルテ導入をして業務を見直した。しかし、職員の不安から個別の申し送りが復活したことは、
改善した内容の指導が徹底されていなかったことが原因の一つと考える。今回、その原因を詳細に調査して、
計画・実施しさらに確認・改善を行うというＰＤＣＡサイクルを繰り返し業務改善に取り組んだ。その結果、
長時間の申し送りを廃止し、多職種で情報共有するための手段を考えることができた。今後も問題点を的確に
捉え提供するケアの質を高めたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-7-2　業務改善⑥
申し送りの短縮を目指した取り組み

医療法人天真会　南高井病院　看護部

おがわ ゆうや

○小川 裕也（介護福祉士）

〈はじめに〉
朝の申し送りの時間が長時間になることにより、業務を始めることが遅くなり、結果的に業務の圧迫や業務が
時間内に終わらないなどのデメリットが発生している。そこで、今年度の目標を『申し送り時間の短縮を目指
す』と掲げ年間の活動を行ったことを報告する。
 

〈方法〉
期間：平成 30 年 4 月 1 日～ 1 月 30 日
対象：28 床、看護師 6 名、介護士 7 名
申し送りの時間の測定（4 月、8 月）
申し送りについてのアンケートの実施（4 月、8 月、10 月）
有効な申し送り内容の抽出
 

〈結果〉
4 月に申し送りの時間を測定した際は申し送りに 25 分以上かかることもあったが、今までの申し送りに対す
る問題点についてチーム全体で話し合う事で、申し送りの内容を統一し、申し送りの時間を平均 15 分間短縮
できスタッフ全員が申し送りの時間が短くなったと思うことが出来るようになった。
今までは出勤時に電子カルテを見ることができていないスタッフがいたが、5 月からはスタッフ一人一人が申
し送り一覧や経過記録等を十分活用するようになり、スタッフが使いやすく、見やすいカルテを心掛け、積極
的に情報収集を行うようになった。
 

〈考察〉
申し送りの時間を短縮することで、ミニカンファレンスなど、情報共有の場となる時間を多くとる事が出来る
ようになったことや、業務に早く取りかかれるようになり、時間に余裕が出来た。また介護士からも積極的な
情報発信を行う事で、申し送りの際に看護と介護の連携がより密になることが出来た。申し送らないと不安で
あると考える事があったが、言葉だけでの申し送りでは結局途切れたり内容が変化していく事があったが、電
子カルテを十分活用することで正確に情報共有を行う事が出来た。
今後も現在の申し送りを継続していき、更に申し送り方法の改善に努め、有意義で建設的な申し送りの場を共
有すること出来るようにしていきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-7-3　業務改善⑥
ユニット型特養における情報共有方法の見直しによる運営効果 
～みんなの部屋とホワイトボードの活用～

特別養護老人ホームくやはら　生活相談部

よこさか きぬよ

○横坂 絹代（社会福祉士）

【目的】
当施設は、認知症を専門とする内田病院のグループ施設であるため、入居者に占める重度認知症の割合は高い。
これらの利用者への対応に際し、従来は当事者間での情報共有を主としていたために、迅速かつ適切な対応と
いう点で必ずしも効率的ではない部分があった。そこで、情報共有方法の見直しを行った。

【方法】
9 つあるユニットの利用者情報を一元的に共有できるよう、全利用者の情報が一目で分かるホワイトボードを
作成した。また、それまで別々の部屋にいた看護師、生活相談員、ケアマネを同室とした「みんなの部屋」を
設置した。ホワイトボードには、ユニットごとに入居者に関する情報を掲載し、色マグネット、マーカー、付
箋等で視覚的にも見やすいよう工夫した。掲載する情報は職員同士で検討して決定した。ホワイトボードは、
日中はみんなの部屋に設置し、夜間は夜勤者が確認できるよう職員通路に移動させた。

【結果】
ホワイトボードの活用により、全ユニットの状況がリアルタイムで把握できるようになり、重症者の集中など、
特定のユニットに過度な負担がかからないよう調整できるようになった。また、新規利用者の居室選定がより
スムーズに行えるようになった。
みんなの部屋については、ユニットで落ち着かない利用者がこの部屋に来て作業をしたり、気分転換に訪れた
りして、ユニットでの負担軽減につながった。また、スタッフの報告や相談の場にもなり、利用者、スタッフ
のそれぞれに対し多職種の連携強化などの多様な価値を生み出している。
特養自体、利用者の入れ替わりが多い訳ではないので、見直し前後の比較において、利用者数や利用率に関す
る実績に大きな変化はないものの、転倒による骨折件数は 0 件で推移しており、好ましい効果が見受けられて
いる。

【結語】
情報の共有は単に業務の効率化だけでなく、職員間のつながりの強化にもなり、施設運営上の効果をもたらす
ものと考えられる。
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5-7-4　業務改善⑥
ホワイトボードを用いた業務改善　 ～ 情報の共有化を目指して ～

新所沢清和病院　看護部

なかむら ゆうこ

○中村 祐子（看護師），冨田 光代，石山 香織

目的
以前は申し送りノートのみで患者の情報の共有を図っていたが、一人一人の対応を充分に把握しきれず、ケア
が統一されていなかった。
そこで、ホワイトボードを用いることで、病棟の職員だけでなく、その患者に関わる他部署職員にも情報の共
有化、ケアの統一化が出来るのではないかと考え、本研究に取り込むこととした。
 
内容
期   間： H30,8~ 継続中
対 象 者： ２A 病棟スタッフ全員
研究方法： 患者様一人ずつ全員にホワイトボードを設置し、必要な情報を記入。
11 月にスタッフ全員にアンケートを実施、ホワイトボードの記入方法、問題点、改善点についてカンファレ
ンスを行った。
結果
スタッフが患者様一人一人の情報を共有する事ができるようになり、より良い看護、介護を行えるようになっ
た。
また、他部署からも、その場で患者様の情報を把握することができると高評価を得た。
 
考察
ホワイトボードの設置は、日々変わっていく患者の情報を、いち早く共有して行く上でも有用であると考える。
誰がいつ関わっても同じケアが提供できるようになったことは、業務改善に大きく繋がったのではないかと考
える。しかし、ホワイドボードの記入内容や書き方統一されておらず、見づらいなどの意見も聞かれた。そこ
で、書き方を工夫したことにより情報を統一できたと考える。さらに個別的なケアにも繋げていけるのではな
いかと考えている。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-7-5　業務改善⑥
24H シートを導入したことによる職員の意識変化  
～個別ケア、根拠をもった支援方法を目指し～

社会福祉法人平成福祉会　介護老人福祉施設ヴィラ四日市　特養　

ふくい ひでひろ

○福井 英広（介護福祉士），陰地 未来，小田 拡，堀口 美佳，春川 望，別所 拓真，前田 奈津帆，柴田 留衣，
寺村 真梨子，井川 誠一郎

【はじめに】
従来我々は「食事」「排泄」「入浴」などの支援方法を分割したものを情報共有ツールとして使用していたが、個々
の入居者にとっての状態観察・共有というより、職員側の都合としてのチェック表の意味合いが強かった。そ
のため、我々が実践する生活支援そのものに根拠が乏しく、職員個々によって感覚的にとられていた。そこで、

「情報の個別性」を重視した統合的なシートとして「24H 統合シート」を導入し平成 29 年度から運用を始めた。
今回、その効果について検証したので報告する

【方法】
本シートの特徴は「食事・水分」「排泄」「入浴」「体調管理」「服薬情報」などを一括に統合したという点であ
る。合わせて、24H を 30 分刻みとし、入居者個別とした。週間単位でバイタルや食事・水分摂取等の平均値
を出すことができるようにし。効果判定のための本シート使用開始後 12 ヶ月目に介護職員にアンケート調査
を行った。さらにインシデント数の推移を前年度と比較した

【結果】
個々の排泄パターンを把握しやすくなり、トイレ、オムツ交換のタイミングをとりやすくなった。水分摂取の
状況を常に意識するようになり、水分摂取タイミングが取りやすくなった。他職種の連絡や共有が取りやすく
などの意見が示された。また、転倒・転落、剥離・裂傷・内出血のインシデントの件数が減少した

【考察】
情報シートを個別統合し、24H を細かくしたことにより、日常生活支援に携わる職員の多くが無意識に入居者
の様子・変化を細かく見られるようになった。そのため、カンファレンスでの発言や提案も細かく具体的かつ
根拠を持ったものとなった。そういった、職員の意識や取り組み、向き合い方に本シートは変化をもたらした
ものと考える。
今後は、より精度の高い根拠をもった支援の取り組みや、データーが増えてきた時の管理方法、週間平均値の
タイムリーな情報共有など課題として取り組んでいく必要があると考えている
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5-8-1　口腔ケア①
口腔内の問題点を義歯を用いた治療で早期解決できる院内歯科の重要性

堺平成病院　歯科

しまたに ひろゆき

○島谷 浩幸（歯科医師）

【背景】堺平成病院は今年 4 月、堺温心会病院と浜寺中央病院の統合により誕生した全 296 床の新しい病院で
ある。歯科外来は堺温心会病院で 2005 年に開設され、今年 4 月に堺平成病院へと受け継がれる形で現在に至る。
堺平成病院では歯科医師 1 名、歯科衛生士 5 名、歯科助手 1 名の体制で歯科外来に加え、病棟での口腔ケアや
治療も行っている。当院では患者の年齢層が外来・入院とも高齢者中心であり、義歯の所有率も高い。当歯科
は病棟患者のＮＳＴの一員として栄養摂取の改善にも関与し、虫歯治療や抜歯、その後の義歯作製 ( 補綴 ) に
至るまで食べることだけでなく、退院後も快適な生活を維持 ( ＱＯＬの向上 ) できるように努めている。【目的】
院内歯科の速やかな対応で義歯を使用した治療を行うことが、口腔内の様々なトラブルを解決に導く効果的な
手段であることを示すのを目的とする。【対象】当院に入院中の高齢者で、緊急抜歯による歯の喪失、義歯の
破損による使用不能、残存歯が歯肉を傷付ける咬傷があるなど、口腔内に問題点を有する 6 症例を対象とした。

【方法】口腔内の状況に応じて、義歯を調整、修理、新製あるいは使用中止といった 4 種類の異なる治療を実
施した。【結果】義歯を用いた適切なアプローチにより、口腔内のトラブルは速やかに改善した。【結論】現在、
入院中の患者には義歯を持っているけれども使用していない、いわゆる「放置義歯」が多く存在するが、義歯
を有効活用することが摂食機能の向上や顔貌の回復、生き甲斐の獲得、咬み合わせの安定からリハビリテーショ
ンの効果促進、誤嚥性肺炎や認知症の予防・進行抑制などに有益である可能性が示唆された。週 1 回しか往診
しない訪問歯科と違い、院内歯科はタイムリーに入院患者の義歯トラブルに対処することが可能であり、その
存在意義は大きい。今後も義歯の装着率を向上させ、義歯を有効活用して入院患者の快適な入れ歯ライフをサ
ポートして行きたい。
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5-8-2　口腔ケア①
歯科衛生士の介入により口腔状態が改善した神経難病患者の 1 例 
～循環型口腔ケアの充実を目指して～

1 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　看護部，2 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　脳神経内科

まるやま まゆみ

○丸山 真弓（歯科衛生士）1，鈴木 三和 1，三ツ倉 裕子 1，髙橋 陽子 1，美原 盤 2

[ はじめに ] 口腔状態の悪化は患者の在宅療養継続に大きな障害となるが、在宅療養中には口腔内の問題が気
づかれず放置されることは少なくない。当院では平成 29 年より歯科衛生士を配置し、患者、家族に在宅で行
える口腔ケアの指導を開始した。今回、在宅療養を継続している神経難病患者のケアに対し歯科衛生士が介入
し、口腔状態が改善した 1 例を経験したので報告する。
[ 症例 ] 多系統萎縮症の 68 歳男性。平成 30 年 10 月レスパイトケア目的で入院した。入院時、運動失調が著明
なため移動は車椅子、経口摂取は可能であった。Oral Health Assessment Tool(OHAT) では、歯肉全体に出
血があり ｢歯肉・粘膜｣ 2 点 ( 病的 ) と、歯間部と歯頚部にプラークの付着があり ｢口腔内清掃｣ 1 点 ( やや不良 )
であった。自宅でのケアは、2 週間に 1 回本人が歯磨きを行っていた。口臭や出血、痛みなどを自覚していたが、
妻の介護負担を考えできる限り自分ですると話していた。妻は、自分で磨いているので問題はないと考えてい
た。
[ 介入の実際 ] 入院時、上肢の巧緻動作が困難だったため音波ブラシと洗口液を使用し自分でできる歯磨きを
提案、歯科往診を依頼し齲歯になっていた智歯を抜歯した。音波ブラシによる歯磨き動作が確立、口臭や痛み
は軽減し、妻には口腔内の状態と介助の必要性を説明して退院した。12 月の入院では ADL は低下し呼吸は口
呼吸となっていた。口腔内を妻と共に観察、口呼吸によるプラーク付着の多い箇所を説明、ブラッシング方法
を指導した。その後の入院時にも妻と共に患者の口腔内状態の確認とケア方法の見直しをおこなった。現在、
患者の ADL はさらに低下しているが、｢歯肉・粘膜｣ は出血がなくなり 1 点を維持している。
[ まとめ ] 歯科衛生士が介護者に対し口腔ケアの指導を行ったことにより、在宅期間においても適切な口腔ケ
アがなされ口腔状態の悪化を防止できた。
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5-8-3　口腔ケア①
口腔内環境改善への取り組み 
～個々のケースに合わせた口腔ケアを目指して～

水城病院　看護部

まるやま ゆりあ

○丸山 優里愛（准看護師），大久保 江利子

当院は医療病棟 112 床と昨年 11 月に介護療養型病床より転換した 224 床の介護医療院で稼働している。
人生の「終の住処」の役割を担った施設として、入所された方々に対し出来る限りの楽しみと残存機能の維持、
そして苦痛の無い状況を提供すべきと考え日々のケアを提供している。しかし、療養者の殆どは急性期からの
入所時より肺炎を繰り返し、状態が安定せず苦痛を伴っている。その要因として、歯垢と便は、同等の密度の
菌数が存在するといわれており、加えて加齢による唾液の減少によって自浄作用がなくなり、さらに汚染は増
悪していく。これらは誤嚥性肺炎との因果関係が強く、また経管栄養によりチューブを介しての唾液による誤
嚥の可能性も高い。
しかしながら、誤嚥した内容物がきれいで雑菌を含んでいなければ起炎作用が減少し肺炎に至る可能性は低い
のではないか。
そこで、私達は日々淡々と口腔ケアに携わっていたが、もっとこの現状を真摯に受け止め口腔ケアを徹底する
ことで肺炎を予防することができるのではないかと考えた。全身状態からみる個々の口腔内の問題を検討し、
又認知症により開口困難で、十分なケアが行えないなどの問題点を明らかにして、それぞれに必要な個別ケア
に取り組んだ。
その結果、スタッフの意識が向上し、個別ケアの対応により口腔内環境の改善・療養者が苦痛にならないケア
法を確立できた。さらには、因果関係としては明らかではないが、院内感染に発展しうる耐性菌数減少にまで
至ったため、その事例をここに発表する
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5-8-4　口腔ケア①
業務改善による効果的な口腔ケアの確立 
～いつでもどこでも口腔ケア～

医療法人　聖仁会　西部総合病院　看護部

しおかわ さいか

○塩川 菜佳（看護師），藤田 京子，澤田 光子，長谷川 啓子

        【はじめに】
    日々多忙な看護業務の中で、入院患者の口腔ケアは全身管理が優先されるため、十分な時間をかけること
ができない現状である。今回、手技を見直し口腔ケアの意識改革ができないかを考え簡易的・確実な方法に変
更したので報告する。    
   【目 的】
   口腔ケアの方法を変えることで時間短縮と口腔内の清潔に保つことができるか検証する。  
   【対象と方法】
   1、 研究期間：2018 年 8/1 ～ 10/20 まで
   2、 研究対象：非経口摂取者、自力で口腔ケアを行えない患者 8 名
   3、 研究方法：研究の前後で口腔内の汚れの評価、看護師全員の意識調査を行う    
   【結 果】
  これまではフリー看護師が 1 時間 30 分の時間をかけて 1 日 1 回口腔ケアを行ってきた。今研究ではラウン
ドのたびに持参した洗口液を含ませたガーゼで口腔清拭をすることで回数を増やした。結果、完全に汚れや匂
いが消失することはなかったが、全体的に改善傾向にあると評価できた。
   最終の意識調査の結果、スタッフの負担は軽減できたことがわかったがケアの質に関しては個人差があった。    
   【考 察】
   患者の口腔内の清浄を保ち口腔ケアにかかる時間の削減が実現出来た。口腔ケアの目的は多義にわたり誤嚥
性肺炎の予防、整容、患者の爽快感、口腔アセスメントなど看護上重要である。「いつでもどこでも口腔ケア」
を行なうことは患者とスタッフがストレスなくケアできることが実証できた。アンケートや患者の口腔内の状
況からケアの質に個人差があることが明らかになった。今後は継続的な口腔ケアの定着へ向け手技の統一や意
識の向上に取り組みたい。    
   【結 語】
   必要物品を減らしケアの方法を簡易化することでスタッフの負担が減り、簡易的な方法でも複数回行うこと
で、口腔内の清浄が保てることがわかった。今回の方法を継続するとともに口腔ケアの重要性の認識と質をあ
げていきたい。
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5-8-5　口腔ケア①
口腔ケア技術向上への取り組み～歯科医師、歯科衛生士の介入を通じて～

医療法人千徳会桜ヶ丘病院

かしわだ あゆみ

○柏田 あゆみ（看護師），濵 真理子，成川 暢彦

【はじめに】
当病院は、医療療養病床と特殊疾患病床を有する慢性期病院であり医療療養病床入院患者の平均年齢は 82 歳
と高齢である。また、その約半数は、肺炎によって入院となっている。
肺炎の罹患は、口腔内の清潔を保つことによって、かなりの確率で防ぐことができる。当病院でもその点を考
慮し、口腔ケアを看護師により 1 日 3 回行い、さらに医師、言語聴覚士も関わり評価を行っている。しかし、
肺炎再発率が約１割にみられる。そこで、少しでも減少することができないかと歯科医師及び歯科衛生士に介
入してもらい、個別性のある効果的な口腔ケアを行う事に取り組んだ。

【目的】歯科医師、歯科衛生士の介入による個別性のある効果的な口腔ケア技術の習得
【方法】歯科医師・歯科衛生士による研修会を行い、歯科衛生士による口腔ケアの実施や
DVD による勉強会、ピックアップ表の活用、OHAT をもちいた口腔機能評価を行った。

【結果、考察】当病院は、1 日 3 回の口腔ケアを行っているが、研究開始時に行った OHAT 評価の平均点は 6.6
点と、良い結果ではなかった。主に歯科衛生士に２週間に１回定期的に入ってもらう事で、3 か月後には
OHTA は 2.4 点に改善された。
 研修会を行う事だけでは技術の習得は難しいが、定期的に患者を観てもらう事、同時にスタッフへの技術指
導をしてもらえることは、口腔ケアの技術向上に繋がったと考える。また、成果がはっきり表れていくことに
より、スタッフの口腔ケアに対する姿勢にも変化が見られ、積極的に取り組むようになった。スタッフ間での
情報交換もカンファレンスで行われるようになり、それが患者個々への対応へと繋がり、より成果が表れたと
考える。また、歯科衛生士の新たな視点による口腔ケアの違いを理解することができた事も結果に繋がったと
思われる。今後も多職種との連携を行うことで、患者にとってよりよいケアに繋げていきたいと考える。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-8-6　口腔ケア①
口腔ケアの充実とスキルアップを目指して

原土井病院

くぼた あいみ

○久保田 愛海（介護福祉士），藤井 貴子，山崎 浩美，世利 真琴

【はじめに】
地域包括ケア病棟では、急性期の治療が一段落した後に入院の継続が必要な患者が自宅や施設等への在宅復帰
を目的とし、多様なＡＤＬの患者へ援助を行っている。日々口腔ケアを行う中で口腔内トラブルや介入困難な
患者のケアを充実させたいという意見が聞かれた。そこで患者一人一人に応じた個別的な口腔ケアの充実を目
指し、正しい知識、技術の習得を行うことで口腔ケアの不安や疑問などの解消に努め、患者の口腔衛生保持を
目標に取り組んだ。

【目標】
口腔ケアの充実とスタッフのスキルアップを行い、患者の口腔内の衛生保持ができる。

【対象】
病棟スタッフ 40 名

【期間】
平成 30 年 6 月から現在

【活動内容】
①口腔ケアに関する資料収集と作成
②口腔ケアの意識向上の為、朝終礼での唱和と声かけ、ポスター掲示
③歯科衛生士からの実技講習・受講スタッフによる病棟内実技講習

【結果】
日々、口腔ケアを行う中で、患者個々に様々な口腔内トラブルを抱えており、それに対してスタッフ各々が我
流の口腔ケア提供になっていた。今回、歯科衛生士による具体的な口腔内トラブルやケア困難症例の学習会、
実技講習を開催し、それをスタッフが病棟内で繰り返し実施する事で、スタッフ個々の不安や疑問、苦手と感
じていたケア方法について学ぶことができた。根拠や留意点をあわせての実施方法を学ぶことで、患者へ自信
を持って個別的口腔ケアを提供する事ができるようになった。

【まとめ・考察】
口腔ケアについて話す場が増えスタッフ間の情報交換も活発となった。より充実したケア提供により患者の口
腔内衛生保持ができるようになったと実感できた。今後も定期的な学習会の実施、指導を継続していきたい。
スタッフが更なるケアへの上達をはかり、熟練したケアを継続し患者の口腔衛生保持に努めていきたい。
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5-9-1　口腔ケア②
口腔乾燥と口臭改善への取り組み 
～唾液腺への刺激と球状ブラシ使用を試みて～

柴田病院

うおずみ えりな

○魚住 絵里奈（准看護師），山崎 倫道

【はじめに】
当院は 190 床を有する介護療養型医療施設である。A 病棟には口腔ケアに全介助を要す患者が 47 名中 23 名い
る。口腔内乾燥や舌の汚れ等改善が見られず従来の口腔ケアでは口腔内の清潔保持が不十分だと感じ、唾液腺
への刺激と球状ブラシを取り入れ、口腔内環境の改善に取り組んだ。
 

【研究方法】
期間：H30 年 8 月 13 日～ 11 月 19 日
職員アンケート：対象患者の選定、問題点の抽出
実施方法： １. 唾液腺刺激：平均４回 / 日
                  ２. 球状ブラシ使用
                  ３. 口腔内評価と写真撮影（実施前・後）
評価指標：ＯＨＡＴ使用
 

【倫理的配慮】
患者・家族へ研究目的を説明し、得られた結果は研究発表以外で公表しない事を伝えている。
 

【結果・考察】
実施前・後評価では、Ａ氏：①口唇 ( やや不良 ) ②舌③歯肉・粘膜④唾液 ( やや不良→健全 ) ⑤残存歯⑥義歯 ( 健
全 ) ⑦口腔清掃 ( 病的→やや不良 ) ⑧歯痛 ( やや不良→健全 ) へと変化がみられた。
Ｂ氏：①口唇 ( やや不良 ) ②舌③歯肉・粘膜④唾液 ( やや不良→健全 ) ⑤残存歯 ( 病的 ) ⑥義歯 ( 健全 ) ⑦口腔清
掃 ( 病的→やや不良 ) ⑧歯痛 ( 健全 ) へと変化がみられた。
2 名とも、唾液腺刺激を平均４回 / 日実施したことで口腔内が潤い、口腔内乾燥と口臭に有効であった。球状
ブラシを使う事で舌苔の軽減にも繋がったと考える。
また OHAT を用いたことで、容易に口腔内アセスメントができ、視覚化・数値化でのアセスメントツールに
よりスタッフ間のバラつきも無く、統一したケアと口腔内の変化にいち早く気付けるようになった。
 

【まとめ】
口腔状態は個々の患者によって変わる為、その患者に合わせたケアを行うことは大切である。今回、唾液腺刺
激と球状ブラシをケアに取り入れ視覚的に評価を行った。多職種で必要なケアの確認ができ口腔内環境の改善
に効果があった。
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5-9-2　口腔ケア②
口腔ケア時のインプラント用歯ブラシの応用～ブラッシングの痛みの緩和を図る～

ケアホーム足立　リハビリ課

いそがい あすみ

○礒貝 明澄（歯科衛生士）

当施設では、歯周病による歯肉の自発痛を訴える利用者がおり、不穏状態や食事困難につながるケースも認め
られる。歯周病は現在の歯科医療では根治させることが不可能であるため、毎日のブラ ッシング（歯面を歯
ブラシで擦過すること）で歯周病菌が含まれる歯垢を除去し、事前に急性化を防ぐ ことが重要である。感染
経路は歯周ポケットであり、歯周ポケット周囲の歯垢を除去する必要があるが 、ブラッシングの際のハブラ
シの機械的刺激に対して痛みを訴える者も少なくない。本研究の目的はハブラシの機械的刺激を緩和し十分な
ブラッシングをすることで歯周病の急性化を予防することである。本研究は一般的な歯ブラシによるブラッシ
ング時に、痛みを訴える利用者 15 名を対象とした 。対象者 15 名に対して柔軟性に優れたインプラント用歯
ブラシを使用してブラッシングを行った。「痛くないですか」という問いかけに対する返答を評価材料とした。
その結果、10 名は「痛くないですか」という問いかけに対して、「大丈夫」という発言や頷 きがあった。一方
で、5 名は「痛くないですか」という問いかけをする前に自ら「痛い」と発言があった。 10 名においては柔
軟性に優れた歯ブラシを使用したことで、歯ブラシの機械的刺激が緩和したと考えられる。痛みを訴えた 5 名
の歯肉を診査すると、痛みは緩和できている可能性もあるが、共通して重度認知症であり意思疎通が困難だっ
た。口腔内に歯ブラシを入れられる恐怖心や不快感から「痛い」と発言していた可能性があり、歯ブラシの機
械的刺激に対し痛みを感じていたかどうかは判断できなかった。
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5-9-3　口腔ケア②
口腔内乾燥のある患者へ重曹水を用いた口腔ケアの効果

緑水会病院

なつみ ちえ

○夏見 智恵（介護職），橋本 美也子，柏原 和恵，鋤納 弘美

【はじめに】
 当院の患者の大部分は高齢で経管栄養を実施している。加えて意識障害があり発語がなく、唾液腺への刺激
が低下し口腔内は乾燥している。また唾液が分泌されても口呼吸や開口状態が続くため口腔内の乾燥が改善さ
れない。そこで、アルカリ性物質で唾液の役割を持つ重曹水を用いた口腔ケアが、口腔内の乾燥を改善できる
のかを検証したので報告する。

【研究方法】
 口腔内の乾燥がある患者５名に、１日３回（６時・13 時・20 時）重曹水で口腔ケアを行い、口腔ケア前後（２
時間・4 時間）の口腔内の状態を観察し、チェック表に記入する

【結果及び考察】
 研究開始直後は、評価３（過剰な乾燥がみられる）・評価２（唾液の分泌がほとんどなく口腔内が乾燥している）
の患者でも、口腔ケア後２時間は乾燥が軽減でき湿潤を保っていた。ただし２時間以降は元の乾燥状態に戻っ
た。しかし開始時に、評価３に該当する患者は２８％いたが、15 日後には０％となり、評価２に該当する患
者は開始時に５３％いたが、30 日後には２１％となり、60 日後には９％となった。反対に評価０（口腔内が
適度に湿潤している）に該当する患者は開始時には０％だったが、１５日後には１３％となった。回数を重ね
る毎に湿潤環境を維持できる時間は長くなった。また、研究中は口腔ケアの間隔を一定する為に毎日同じ時間
に継続して実施した事が湿潤環境を維持し乾燥状態になる事を防いだ。

【まとめ】
 重曹水を用いた口腔ケアは実施時間を一定の間隔とし、継続する事で口腔内の乾燥が強い患者であっても湿
潤環境を維持出来る事が分かった。今まで介護士は、口腔ケアの必要性を充分理解しないまま実施していたが、
今回の研究でチェック表を用いることにより患者の口腔内を観察する意識付けが出来た。加えて、それを評価
し、適切な物品の選択や実施時間に反映させる事が効果的なケアに繋がると理解出来た。
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5-9-4　口腔ケア②
療養型病院における口腔ケアの取り組み 
～はちみつを使用して～

療養型病院　看護部

いいづか まさひで

○飯塚 正秀（看護師）

　当院は、療養型病院であり、高齢者や経口摂取が出来ない患者が多い。患者の多くが口腔内の乾燥・汚染が
強いことから唾液の分泌量の低下・誤嚥性肺炎など様々なリスク状態にある。前回は、ノンアルコールの洗口
液を使用した口腔ケアに取り組んだが、口腔内の乾燥や汚染の改善など思うような結果が得られなかった。し
かし、患者がより快適な療養生活が送れるようにまた口腔ケアに対するスタッフの意識の向上や質の向上を目
指す必要があると考え同様のテーマに取り組んだ。
　今回、はちみつを選択することになった経緯は、はちみつはもともと食べる事の出来るもので害がないこと、
口腔ケアに用いると期待できる効果があるとの情報、創部の処置に使用している病院があることなどを知り、
はちみつの殺菌力の高さ万能性に関心を持ちはちみつを用いた研究に取り組んだ。
　対象患者は、経口摂取が困難な経鼻栄養や胃瘻栄養、ＴＰＮを施行している口腔内の乾燥・汚染度が高い患
者とした。1 日 1 回の塗布で口臭が軽減され若干ではあるが乾燥が改善され、1 日 2 回の塗布に変更することで、
以前に比べ患者の開口状態も良くなり、口腔内の出血が目立っていた患者も出血がみられなくなり、肥厚した
舌苔にも改善が見られた。乾燥・汚染に対して効果があり、口腔内の環境の改善につながったのでここに報告
する。
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5-9-5　口腔ケア②
効果的な口腔ケアを行う為の一考察

江藤病院

まるなか みか

○丸中 美佳（看護師），松本 要子，笹川 宏実，山下 知子，由宇 教浩，武久 洋三

【背景】
　当病院では長期臥床で経口摂取が不可能な患者が多く、唾液分泌が低下し口腔内乾燥や舌苔、口臭等の改善
の必要性を感じた。

【目的】
　今回病棟勤務者にアンケートを実施し、その結果から、より効果的な口腔ケアを目指し含嗽水の作成を試み
たのでここに報告する。

【対象】
　(1)  当病棟に勤務する職員 20 人
　(2)  経口摂取できない入院患者 12 人

【方法】
　(1)  2018 年 11 月 1 日～ 11 月 7 日　　　
　　　口腔ケアに関するアンケートの実施
　(2)  2018 年 11 月 8 日～ 12 月 31 日　　
　　　プロペト・含嗽水を使用して口腔ケアを行い、実施前後の口腔内の状態、唾液湿潤度を
　　　比較検討

【結果】
　現在の口腔ケアが十分でないと感じている人 74.0％。困っている事として①舌苔が多い②口臭が強い③汚れ
が落ちにくいなどの意見が多かった。この結果を参考に重層水に着目し、ハッカ油・オリーブ油を組み合わせ
含嗽水を作成して、現在使用しているプロペト（保湿剤）と舌苔、口臭、口腔内の乾燥について比較した。乾
燥については口腔内水分計を用いた。含嗽水使用は口臭、舌苔共に改善した人が多かった。また乾燥について
は、プロペト使用が多かった。しかし、湿潤度の数値は含嗽水使用が境界域の 27.0 以上の人が多かった。

【考察・結果】
　アンケートを実施した結果、職員の意識が向上し、口腔ケアの重要性について再認識できた。また、重層水・
ハッカ油を使用することにより口腔内の湿潤度が増し、口臭・舌苔が軽減することがわかった。しかし、効果
に個人差があり、全ての人に同様の効果を得られるまでには至らなかった。全身的な感染予防に役立つことの
できる、より効果的な口腔ケアを実施するためには含嗽水の重曹水、ハッカ油、オリーブ油の割合や口腔ケア
を実施するときに使用する物品など今後も検討が必要である。
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5-9-6　口腔ケア②
重度嚥下障害患者の肺炎予防取り組みの一例

1 医療法人美﨑会　国分中央病院　看護部，2 医療法人美﨑会　メディカーサ国分中央，3 医療法人美﨑会　国分中央病院　院長

みなみはし まゆみ

○南橋 まゆみ（看護師）1，櫻田 ルミ 1，田島 縁 1，花見 将一郎 2，藤﨑 剛斎 3

【はじめに】
厚生労働省の人口動態統計によると肺炎は日本人の死因順位第５位であり、当院療養病棟における長期入院患
者においても嚥下障害が重度であるケースが多く肺炎リスクが高いことが推測される。前回、当病棟にて経口
摂取患者に対し口腔内のアセスメントと多職種連携による口腔ケアの見直しをした結果、肺炎罹患率が有意に
減少した研究結果を第一報として発表した。今回脳出血後遺症により重度の摂食嚥下障害患者に対し、経口摂
取を維持しながら肺炎予防が行えている症例を報告する。

【症例】
氏名：I 氏、年齢：８０歳代、性別：女性
主病名：脳出血後遺症、H29 年 4 月に肺炎罹患歴あり 左片麻痺患者
ADL：基本動作：全介助
摂食嚥下機能評価
OAG：18 点 ( 中～重度の機能障害 ) MASA 100/200 点（嚥下障害重度 誤嚥リスク重度）
栄養状態
TP：5.9 ｇ / ｄｌ（基準値 6.7 ～ 8.3 ｇ / ｄｌ）
Alb：2.7 ｇ / ｄｌ（3.8 ～ 5.3 ｇ / ｄｌ）

【取り組み】
 期間：平成 29 年 9 月～現在
1. 口腔ケア（歯科衛生士）：OAG の結果を元にケアの助言と介入方法を決定
2. 食事中のポジショニング：頚部進展位になりやすく頚部の過緊張が著明であるため、U 字枕を使用し頸部の
緊張緩和と姿勢保持に努める
3. 食事形態の見直し：ミキサー粥の増粘剤を見直し口腔内の残渣を低減。栄養補助食品を併用し 1 日 1400Kcal
を維持

【結果】
摂食嚥下機能評価：OAG 15 点 MASA 100/200 点
食事摂取量：全量から 9 割程度
栄養状態 TP：7.7 ｇ / ｄｌ Alb：3.5 ｇ / ｄｌ取り組み開始後は肺炎を発症することなく経過している

【考察】
安定した姿勢による食事と食事介助、口腔ケアの実施が一定量の食事量摂取の維持につながり、肺炎発症に至
らず経過していると考える。しかし OAG の結果では口腔機能の改善が乏しかった。口腔ケアへの拒否もあり
改善につながりにくかった点が予想される。今後はより適切な口腔ケアを検討し、より安定した経口摂取を維
持できるよう努めたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
5-9-7　口腔ケア②
誤嚥性肺炎予防のための口腔スプレーを用いた口腔内保湿の効果

医療法人社団帰厚堂　南昌病院　看護科　医療 A 病棟

さとう あきこ

○佐藤 明子（看護師），山崎 飛鳥，藤村 純子

【はじめに】口腔ケアは、誤嚥性肺炎の予防に重要といわれている。しかし、A 病棟の業務内容から 1 日 1 回
以上の口腔ケアを毎日全員に行うのが困難な状況である。そこで口腔内の乾燥を防ぎ保湿することで、口腔内
環境を整え、誤嚥性肺炎を予防することを目的に口腔スプレーを 1 日 4 回使用した 4 例の結果を報告する。

【目的】口腔スプレーを用いて、口腔内保湿をすることで誤嚥性肺炎の症状を予防する。
【方法】研究期間 H30 年 10 月～ H31 年 1 月。A 病棟の経口摂取できない患者で、乾燥状態の評価基準（柿木
の分類）が中等度以上、過去 3 カ月の間に 38,5℃以上の発熱があった誤嚥性肺炎の既往のある 4 名に対し、口
腔スプレーを 1 日４回施行し、口腔内環境、炎症徴候を口腔スプレーの使用前後で比較をした。

【倫理的配慮】対象患者・家族には書面をもって説明し所属施設の倫理委員会の承諾を得た。
【結果】日常の口腔ケアに加え口腔スプレーを１日４回、3 ヶ月間行った。その結果、発熱日数は 4 名合計前
23 日から、後 9 日と減少。抗生剤の使用日数は 4 名合計前 11.2 日から後 2 日となった。CRP 値は平均前 2.16mg/
dl から後 1.46㎎ /dl となり、WBC 値は平均前 11078/ μL から後 7620/ μL となった。口腔内常在菌培養では、
菌の総数が減り、菌の種類も減った。

【考察】口腔スプレーを 1 日 4 回使用することで、口腔内の保湿時間が長くなり、口腔内環境を整えることが
できたと考える。また臨床データの改善がみられ、口腔内保湿は誤嚥性肺炎の予防に効果があったと予測され
ることから、継続が重要なポイントになると考えられる。

【結論】口腔スプレーを用いた保湿は、臨床データより誤嚥性肺炎の予防に繋がることが確認できた。1 日 4
回の口腔スプレーは使用が容易なため、継続することが重要と考える。
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6-1-1　レクリエーション
不眠を訴える高齢入院患者に対する集団リハビリの効果検証

徳島平成病院　リハビリテーション科

みき けいすけ

○三木 啓輔（作業療法士），田村 香澄，中田 麻結，柳本 麻里

【はじめに】
臨床で不眠を訴える患者に対し，日中の運動や離床を促す等を行うが，継続が難しい患者が多い．先行研究で
は，軽運動により不眠を解消する効果が得られた ( 田中ら，2000) とあり，集団リハビリで軽運動を行うこと
で睡眠へ及ぼす効果を明らかにすることを目的とした．
 

【対象と方法】
　対象は入院中の不眠を訴える高齢者であり，認知症・疼痛のある者や睡眠薬を使用している者を除外した男
性 1 名，女性 3 名 (84.7 ± 3.8 歳 ) に研究協力の同意を得て行った．方法として，1 日 30 分間のいきいき 100
歳体操 ( 徳島版 ) を実施．3 日間連続で行い，実施前と 3 日後の起床時に OSA 睡眠感調査票 MA 版 ( 以下
OSA)，睡眠の質では face scale(0 から 5 までの 6 段階 )，Trail making test ( 以下 TMT-A) を用いて評価した．
face scale に関しては体操後に毎回評価を行った．
 

【結果】
OSA の全ての因子で向上し，特に ｢疲労回復｣ では実施前平均 13 ± 6.4 から実施後 19.4 ± 5.0，｢睡眠時間｣
でも実施前平均 16.1 ± 9.1 から実施後 26.1 ± 5.0 と変化が大きかった．face scale は 4 回実施し徐々に改善が
得られた．また TMT-A に関しても実施前平均 135.8 ± 96.1 秒から実施後 116.5 ± 78.8 秒と短縮した．
 

【考察】
　本研究の結果より，集団効果として，他者と共同して行う運動プログラムは，活動の自己評価，楽しさ，達
成感，満足感，及び有能感が有意に増加した ( 横山ら，2003) とあり，集団で行うことで精神面での改善が得
られ疲労が改善したと考える．また，疲労が蓄積すると，前頭部のグルコースの利用が低下し，疲労が前頭葉
機能を低下させている ( 渡辺恭良，2007) とあり，疲労の改善により注意機能が向上したと考える．以上の事
により集団リハビリで軽運動を行うことで不眠の改善が見込めると考える．
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6-1-2　レクリエーション
阿部式 BPSD スコアを用いた療養病棟の集団レクリエーションの効果判定

医療法人みどり会　中村病院　リハビリテーション部

よしだ たつひろ

○吉田 竜大（理学療法士），秋田 和輝，岡澤 早由利

【はじめに】
 当院では、平成 28 年 6 月から療養病棟にて集団レクリエーション（以下、集団レク）を実施している。昨年、
本学会にて、レクリエーションの効果判定のため QOL の観点から評価を実施し、発表した。
本院療養病棟では長期間の入院や治療の長期化により、認知症を有している患者が多く、その中には行動・心
理症状（Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia、以下 BPSD）を呈する患者も少なくない。認
知症の非薬物療法として、レクリエーション療法の効果は期待されているが、病院における集団レクの効果を
検討したものは少ない。そのため今回は認知機能の観点から効果を評価し、報告する。

【対象】
 療養病棟に入棟されている方で、個別リハビリを提供している、全身状態が安定している、長時間の車椅子
座位保持が可能。以上の３条件を満たした患者を対象に集団レクを実施。その中で３か月以上入院し、継続し
て集団レクに参加出来た患者の中から選抜した。

【集団レクの内容】
 病棟看護の業務に差し支えないよう、毎週火曜日に 14 時から 1 時間、療養病棟談話室にて実施。参加人数は
平均 10 人。集団レクの内容は①日付の確認②口腔体操③カラオケ④全身運動・季節に合わせた掲示物などの
創作活動。病棟担当の PT・OT・ST が交代して行う。

【方法】
 BPSD の評価として、従来使用されてきた NPI（neuropsychiatry inventory）スコアと相関があり、なおか
つ簡便に評価できる阿部式 BPSD スコアを用いた。なお規定されている点数だけでは判定困難と考え、当院
独自の尺度別に定義し評価した。評価者は、普段の生活から判断する必要があるため、従介護者たる担当看護
師に評価を依頼した。評価期間は３か月とし、個別リハビリの影響を小さくするために、介入期間と休止期間
を交互に設け、療養病棟入棟時、手段レク参加から 1 か月後、休止期間を設け 1 か月後、集団レク再開後１か
月後の計３回実施した。
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6-1-3　レクリエーション
“ 活動と参加 ” に良好な変化が認められたグループ活動の取り組み

永生病院　リハビリテーション部

おおの ゆうま

○大野 雄麻（作業療法士），中里 創，八木 朋代，柳川 竜一，芦村 香汐，岩谷 清一

【はじめに】
 先行研究において、集団的介入の QOL 向上への効果が多数報告されている。当院では介護療養病棟に様々な
心身機能の患者が入院しており、グループ活動を行う際、作業の選択に難渋していた。そこで今回、我々は継
続して行え、季節感のあるカレンダー作成を選択し、さらに作業課題の難易度を参加者の心身機能に合わせる
と共に、役割分担を行った。その結果、ICF 項目に準じた “ 活動と参加 ” に効果が認められたため報告する。 

【対象】
 介護療養病棟の入院患者で、離床時間が 90 分以上可能でグループ活動に拒否のない者。

【方法】
 病棟にて週 1 回 90 分程度のカレンダー作成を OT・PT・ST 合同で実施した。席の配置の考慮や個々へ支持
的な声掛けを行った。作業課題の難易度の段階付けとして心身機能の高い患者はハサミを使用した作業や、巧
緻性が高い作業を実施し、それらの作業が困難な患者には、紙をちぎる・丸める等の作業を選択した。また、
意欲の低い患者には、無理に作業を行わず、集団の場に居ることを促した。個々で作成した作品を模造紙に貼
り付け、1 つの作品とした。

【結果】
 患者の心身機能に合わせて作業課題の難易度の段階付けを行い、様々な機能を持つ患者でも場に属し、共に
作品を完成することができた。患者の反応として「視線をあわせる」「頷く」「笑顔」といった d335 非言語的メッ
セージの表出、「今月はいつ作るのか」「これを作ったらどうか」等の d210 単一課題の遂行において効果が認
められた。また、家族・病棟スタッフもグループ活動に対し関心を持った結果、環境因子に当たる e455 専門
職者の態度にも変化が認められた。

【考察】 
 様々な心身機能の患者が入院する介護療養病棟において、活動と参加を促す作業を選択するには、患者全員
ができる活動を目指す為、個々に作業課題の調整や支持的な関わり、環境調整を継続することにも配慮する必
要がある。
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6-1-4　レクリエーション
特養におけるＶＲの活用方法

介護老人福祉施設　ヴィラ都筑

あきはら けんと

○秋原 健利（作業療法士），小林 拓也

【はじめに】
 近年、VR（VirtualReality）技術が身近になった。医療や福祉の分野でも急速に普及しており、その中でも福
祉の分野に多く活用されてきている。今回、特養の入居者に対しアクティビティの一環として VR を体験導入
した効果を報告する。

【対象】       
1.   利用者 5 名 ( 男女混合平均 80-90 代 )
2.   A 氏 80 代 女性 精神疾患があり不安が強く頻尿 
3.   B 氏 90 代 男性 排泄に固執があり頻尿、夜間不眠状態

【方法】
1.   介入前後のバイタルサイン、覚醒 (GCS)、せん妄（DRS）睡眠、排泄状況を評価
2.   タブレット端末、HMD(HeadMountedDisplay) を装着し、動画鑑賞
3.   介入前、介入後を比較、感想を聴取

【結果】
全体的なバイタルサイン、覚醒、睡眠状況に大きな変化は見られなかったが、A 氏の覚醒の評価 GCSV4 → V5
と混乱した様子から落ち着いている印象となり、せん妄の評価 DRS9 点→ 8 点と改善がみられた。また、夜間
の排泄回数が 5 → 3 回と減少し睡眠時間の拡大に繋がり、日中の覚醒度が上がった。B 氏への介入は排泄に意
識が集中してしまい断続的な鑑賞となったが、馴染みのある風景などを鑑賞すると笑顔がみられた。体験者の
感想として『こんな所に行けてよかった』『夢のようだね』などの多数の方からまたやりたいとの感想をいた
だいた。VR 鑑賞は不快感なく使用でき、タブレット端末と HMD を比べると視覚的な共有ができるタブレッ
ト端末での鑑賞が好まれた。
 

【考察】
A 様は VR 体験により視覚刺激が促され、日中の活動性が賦活し、せん妄が改善した為夜間の睡眠時間向上し
たと推測される。B 様は動画により表情に変化がみられ内発的な動機付けとなり、他の利用者にも笑顔や面白
い等反応が多くみられた。以上の結果からアクティビティとしての導入は効果的であると考えられる。
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6-1-5　レクリエーション
介護医療院開設に伴うレクリエーション活動について

なごみの里病院　レクリエーション

えさき れいこ

○江崎 励子（レクリエーション）

介護医療院開設に伴い、新たにレクリエーションルームを設置した。
これ迄は、各階のホールで各階の入所者様を対象にレクリエーションを行っていたが、レクリエーションルー
ムを設置した事で、参加対象が各階から全入所者様へと広げる事ができ、違う階の入所者様同士でお話しして
おられる姿が見られるなど和気あいあいとした時間を過ごして頂けるようになった。またレクリエーション
ルームでは、癒しの音楽やアロマセラピーを用い、フラワーアレンジメントやゲームに参加して頂く事でリフ
レッシュし、気分転換ができるような工夫をしている。
長時間の離床が困難な入所者様には、ベッドサイドへ伺う訪室レクを行ない、季節の音楽やお好みの歌謡曲な
どを持参し、気分転換をして頂けるような働きかけをしている。
今後も入所者様の笑顔が増えるよう様々なレクリエーション活動を行っていきたいと考えている。
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6-2-1　地域包括ケア①
地域包括ケアシステム構築に向けた当院の取り組みと課題 
地域住民を対象としたアンケートからの検討

鳴門山上病院　リハビリテーション部

かみじ あつお

○上地 敦夫（理学療法士），直江 貢

【はじめに】当院が位置する鳴門市の高齢化率は 34.2％（H30 年度）であり、全国平均 28.1％ (H30 年度 ) と比
較し高い水準で高齢化が進んでいることから、地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みが益々重要となっ
ている。今回、地域住民を対象としたアンケート調査を実施し、今後の地域活動に向けた示唆を得たので報告
する。【対象・方法】調査対象者は、鳴門市 T 地区のいきいき健康教室に参加している地域住民 17 名（男性 3
名・女性 14 名・平均年齢 80.6 ± 4.9 歳）を対象とし、10 設問からなる自記・選択式アンケートを独自に作成・
配布し回答を求めた。【説明と同意】対象者には、調査の趣旨と目的を説明し、無記名にて個人を特定できる
ものではないことを説明し、同意を得た。尚、本調査は当法人倫理委員会の規定に則り実施したものである。

【結果】いきいき健康教室の満足度は 100％であり、効果として「体力がついた」29％、「健康の知識がついた」
26％、「生活に楽しみが出来た」23％という回答が多く、健康・運動に対する啓発活動に一定の効果を認めた。
一方、地域包括ケアシステムに対する理解は「聞いたことがある」が 70％あるものの、「知っていて説明できる」
は 0％と低い結果となった。次に地域課題においては「交通機関・買い物」が 42％と最も多く、次いで「災害
対策」が 29％と上位を占めた。また、個人課題では「医療・健康面」が 47％と最も多く、高齢化に伴う移動
や健康への関心が最も高い結果となった。【考察】本調査の結果より、当院の地域リハビリテーション活動支
援事業への取り組みが、地域住民の体力・ヘルスリテラシーの向上に一定の役割を果たしていると考えるが、
更なる地域包括ケアシステムの構築を進めていく為には、リハ専門職だけでなく他職種・近隣医療機関・施設・
事業所・行政とのネットワークをより充実させ、地域住民主体の自助・互助活動を支援する仕組み作りが益々
重要であると考える。
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6-2-2　地域包括ケア①
より多くの高齢者が地域活動に参加するために 
～他職種へのアンケート調査から～

1 定山渓病院　理学療法科，2 定山渓病院　リハビリテーション部，3 定山渓病院　介護予防センター，
4 定山渓病院　訪問リハ科

くめ かすみ

○久米 かすみ（理学療法士）1，山本 美帆 1，橋本 翔太 1，土居 美郷 1，河野 伸吾 1，小川 輝史 2，志村 将 4，
北條 拓也 3

【はじめに】当院で関わっている地域活動について、参加者を拡大するためにアンケート調査を実施し、今後
の活動内容を検討した。

【対象】札幌市南区の地域包括支援センター、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャー。【方法】郵送で
地域活動に関するアンケート調査を実施し、結果を記述統計で示した。

【結果】①定山渓病院の地域活動の認知度：よく知っている・少し知っている 49％。担当する高齢者が要介護
のみの場合、ほとんど知らない・全く知らないが 61％と高い結果となった。②地域活動への参加を促したい
と思うか：思う 74％。担当する高齢者の介護度による傾向はみられなかった。③参加を促したい活動：地域
講話 28％、運動教室 46％、自主運動サークル 26％。④参加を促したいテーマ：上位 3 テーマは転倒、認知症、
誤嚥性肺炎であった。これに加え、担当する高齢者の介護度が低いと、健康寿命、高血圧症が多かった。⑤地
域活動に参加を促したいと思わない・どちらともいえない理由：移動手段に関する懸念 12 件、活動内容を知
らない 6 件、ニーズがあるか不明 5 件。⑥現在当院で行っている以外にあるとよい活動：口腔ケアや排泄処理
など介護・介助者に対する講話。

【考察】結果①②より、要介護者のみを担当しているケアマネジャーの地域活動の認知度は低かったが、地域
活動へ参加を促したいと思うと回答した方が 7 割と関心の高さが伺えた。そのため、今後は要介護状態となる
ことの予防だけでなく、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止を目的とした地域活動の展開・広報を行うと共
に、結果③④を考慮し、対象を絞り対象者にとってニーズの高い内容や安全な方法で実施することが必要であ
ると考える。結果⑤⑥より、会場までの移動手段に関する懸念が多かったため、送迎車の手配や、介助者と参
加可能な地域活動を同時に開催することで、これまでよりも広い対象に参加の可能性が広がると考える。
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6-2-3　地域包括ケア①
地域包括ケアを実践して、見えてきたもの 
～パーキンソンの１症例を通じて

1 介護老人保健施設　老健ふじさか　リハビリテーション科，2 松谷病院

じんぼ ゆうこ

○神保 優子（作業療法士）1，四方田 英剛 1，松井 孝文 1，西村 純子 1，小澤 陽子 2

（はじめに）
地域包括ケアシステムの目指す「住み慣れた地域で最期まで暮らす」という理念について、介護保険サービス、
リハビリテーションの介入でどこまで実践できるのだろうか。パーキンソン病の 1 症例に 5 年半に亘り関わっ
て、1 連のアプローチの難しさが浮かび上がってきた。多職種連携の重要さや、リハビリテーションの考え方等、
意識改革の必要性について、ここに報告する。

（症例紹介）
自立心旺盛で、夫が他界後、１戸建に独居していた。平成 26 年に転倒、右大腿骨骨折し、人工関節置換術施行。
そのころは、杖歩行レベルであった。平成 27 年に転倒後、立ち上がれず、PT 訪問時発見。脱水などで、大
きく ADL 低下した。その後は、杖・つたい歩きレベルとなった。平成 29 年に、自宅にて転倒。ステム周囲
骨折。回復期リハ後、当施設入所。そのころ、パーキンソン病と診断される。徐々に、パーキンソニズム悪化
し、杖、つたい歩きも困難となり、車いす自走移動に変更するため住宅改装する。平成 30 年、車いす自走訓
練目的で入所となる。パーキンソニズム悪化のため、現在は、車いすへのトランスファーも困難になってきて
いる。
 ( 症例の問題点 )
①  骨折後の遊脚後期の右股関節内転によって歩隔が狭く、すくみ足により転倒をくりかえしてきた。
②   せん妄のような症状出現。学習能力の低下みられるようになった。
( 連携の問題点 )
介助歩行にこだわり、機能低下が十分予測できたのに、車いす導入がおくれた。ご本人の、受け入れも悪くなっ
た。

（考察）
 数回にわたり、当法人の、入所、ショート、デイケアと、サービスを切り替えて在宅生活の継続の為努力し
てきた。車いすの練習を早期に行っていれば、ご本人の受け入れも、よかったのではないか？その時々のリハ
の担当者が違うため、運動機能面へのアプローチに終始し ADL への対応ができなかった。リハスタッフがキー
パーソンとなり、他職種と連携を図り、進める必要があった。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
6-2-4　地域包括ケア①
サービス担当者会議の有用性について 
～同じ目標に向かって～

富家在宅リハビリテーションケアセンター　居宅介護支援室

たなか みゆき

○田中 美由生（介護支援専門員），北川 昌輝

【はじめに】
介護保険サービスにおけるサービス担当者会議は、一般的には、新規サービス利用時・ご利用者の状態が変化
したとき・介護保険の更新時で行う。
サービス担当者会議の開催目的は若干異なるが「情報を共有し他職種協働で援助に対する目標の確認」という
共通の目的がある。
当事業所が担当させていただいている利用者様の支援を通じて、先に述べたことの重要性が再確認することが
出来たので報告する。
 

【事例 1】
Ａさん　50 代男性、要介護 3。独居。Ｈ 28 年 8 月原因不明の下肢脱力発症。検査を行うも原因不明。圧迫骨
折脊椎損傷と診断される。入院治療はなく退院先を病院の相談員と検討する中でサポート付き住宅を選択され
た。本人の意向・目標は「復職」と確認し各サービス事業者の介入が開始された。
Ｈ 29.11 月復職された。
 

【まとめ】
今回、Ｈ 29.3 ～Ｈ 29.9 の間に 6 回の担当者会議を行った。
参加担当者がそれぞれの専門分野での知識、技術を活かし連携を取り、他職種で協働し連携を図り周知を行っ
たことで「復職」という目標が達成できた。
サービス担当者会議を調整する際、本人・家族・サービス提供事業所の負担を考えることがあるが、サービス
担当者会議はケアマネージャーの業務と捉えるのではなく、本人・家族が目標に向かうため、サービス提供事
業所やケアマネージャーが適切な支援を行うために必要な時間だと事例を通し改めて感じた。
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6-2-5　地域包括ケア①
認知症患者の在宅生活を多職種で支援する 
～住み慣れた自宅で生活を続けたい～

牧港中央病院　地域連携

なかむら みゆ

○中村 海由（社会福祉士），小橋川 聡，友寄 彩，仲松 千賀子

【はじめに】
ご家族が急逝し、動悸、不安感を訴え、複数の医療機関の受診を繰り返す、独居の認知症高齢患者に対し、在
宅生活を多職種で支援したことで 1 年余り在宅生活が継続できた症例を報告する。

【症例紹介】
疾患名：１）アルツハイマー型認知症（やや高度） ２）不安神経症  ３）心房細動

【経過】
2017 年 6 月～ 8 月 受診回数 16 回
2017 年 9 月～ 12 月 受診回数 19 回
  　2017 年 10 月 第 1 回多職種連携会議
 　 2017 年 10 月 第 1 回院内カンファレンス
  　2017 年 12 月 第 2 回院内カンファレンス
2018 年 1 月～ 3 月 受診回数 6 回
 　 2018 年 1 月 第 2 回多職種連携会議
2018 年 4 月～ 6 月 受診回数 6 回
  　2018 年 4 月 第 3 回多職種連携会議
2018 年 7 月～ 9 月 受診回数 11 回
  　生活保護受給
  　認知症クリニックにて定期フォロー中

【考察と今後の課題】
 支援当初は、認知症高齢者、独居、金銭・内服管理不可で在宅生活の継続が可能か半信半疑であった。しかし、
1 年数ヶ月入院することもなく在宅生活が継続できたのは、ケアマネ、包括職員が患者の思いを理解し、多職
種連携の中心となって支援した成果だと考える。しかし未だ課題は残されており、金銭管理に関しては、権利
擁護事業の申請をおこなったが利用者多数で調整が長期化している事、病気の進行に対してご家族から理解が
得られない事等、今後継続して支援していく必要がある。

【まとめ】
 問題を抱える患者さんに対して、過去の事例や自身の経験に基づいて、できないと決めつけてしまう固定観
念が、患者の可能性を狭めてしまう。地域包括ケアシステムの中で、患者の希望に添った生活を支援するため
には、視野を広げて柔軟に対応していくことが重要である。今後も院内だけに留まらず、院外の多職種と連携
を図りながらチームの一員として認知症高齢者の生活を支援していきたい。
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6-2-6　地域包括ケア①
神経内科病棟での退院支援に関する考察

札幌西円山病院　地域連携推進室

ほし けいすけ

○星 敬介（ソーシャルワーカー）

１. はじめに
当院は 603 床を占める慢性期医療機関であり、神経内科総合医療センターは平成 28 年 4 月に開設。検査・薬
剤調整・リハビリ・確定診断を目的に、様々な患者様に入院・通院されている。神経難病を抱える患者が多数
存在し、病状により様々な課題を抱え、支援を必要とするケースが多く存在する。
2. 目的
多系統委縮症患者に関する事例を振り返り、退院支援を行う上で MSW に求められる役割について考察する。
3. 対象
① T 氏 76 歳 男性 要介護 4
・病名：多系統委縮症
・ADL：車椅子レベル 嚥下障害有  起居動作・歩行困難  
・支援者：次女
・方向性：自宅退院
・住宅：一軒家 独居
・住所：札幌市外在住
４. 支援経過
・平成３０年１２月～平成３１年１月
当院へ入院し、精査の結果多系統委縮症と診断。多職種でカンファレンスを調整し各職種からの現状と課題を
家族へ報告。患者家族ともに自宅退院希望の意向を確認したため、生活可能かどうか見極める目的で試験外泊
を実施した。
・平成３１年２月～３月
介護困難な状況により、次女は自宅退院と施設入所いずれかで決めかねていた。MSW は都度面談を実施し、
施設の情報と自宅退院に対する社会資源を整理して伝達。家族内での方向性検討を依頼した。面談内容は各職
種・地域関係機関と共有した。
 ・平成３０年３月～令和元年５月
次女が同居し介護者となることで自宅退院を決意する。介助指導、家屋調査、サービス調整、退院前カンファ
レンスを実施し自宅退院となる。
5. 考察
本事例を通じ、MSW として①課題の把握②多職種連携③社会資源活用④地域関係機関との連携、といった役
割が求められると考察した。また、病状進行による課題が複数存在するケースであったため、MSW 含む多職
種で家族にアプローチを行った。これにより、患者家族の意思を尊重しつつ、課題を共有した上で援助するこ
とが重要であると実感した。
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6-2-7　地域包括ケア①
当院の入院患者の現状と入退院支援の取り組み

1 丸山病院　地域包括ケア推進室，2 丸山病院　診療部

つつみ けいこ

○堤 慶子（社会福祉士）1，上提 慎一郎 1，仲敷 健一 2

【はじめに】急性期から慢性期、在宅へと切れ目のない医療介護連携を目指す際、慢性期での退院支援は社会
的背景からも重要な役割を担っている。当院では H27 年 6 月から医療療養 53 床、H30 年 9 月から 97 床で在
宅復帰機能強化加算を算定開始。在宅復帰を目指した退院支援を行うためには、①多職種協働での支援が重要
で情報共有が不可欠、②入院相談時より退院を意識した聞き取りが必要、③困難症例は多職種で入院前協議が
必須と考えた。27 年 12 月より退院支援カンファ（以下、退院支援 CF）開始し、入院相談時より退院支援を
意識した患者情報シートの活用を行い、困難症例は、多職種で十分に協議する機会を設けた。当院の入院患者
の現状と入退院支援の取組みについて報告する。

【目的】入退院支援と在宅復帰向上に向けた取組みの検証
【方法】27 年度～ 30 年度の (A) 全入院患者と医療療養入院患者平均年齢推移（B）医療分
2・3 の推移 (C) 在宅復帰に関する患者数推移（30 年度のみ 97 床）(D) 退院支援 CF のアンケ
ート調査を実施。

【結果】
(A) 各々の平均年齢は、27 年度 78.8 歳 vs. 77.3 歳、28 年度 78.9 歳 vs. 77.6 才歳、
29 年度 79.9 歳 vs. 78.7 歳、30 年度 80.1 歳 vs. 79.6 歳
(B) 医療区分の推移は、27 年度 86.9％ 28 年度 88.7％ 29 年度 88.1％ 30 年度 86.5％
(C) 在宅復帰患者数は、27 年度 15 名 28 年度 56 名 29 年度 39 名 30 年度 105 名
(D) 回答率 86.3％で、その主な回答は「情報共有がスムーズになった」「多職種で退院について意見が言い合え
る」「退院の目途がわかる」等の回答が得られた。

【考察・まとめ】今回の検証で、入院患者の状況と多職種協働での退院支援の重要性があらためて理解できた。
当院として、「受入れる～在宅へ繋ぐ」という使命を果たせる様、職種間を越えた情報共有を行い、今後も入
退院支援の質の向上に努める。
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6-3-1　地域包括ケア②
住民の「どうありたい」を「つながる」で実現する地域包括ケア推進事業

1 社会医療法人仁寿会加藤病院，
2 社会医療法人仁寿会加藤病院　理事長・病院長，3 社会医療法人仁寿会加藤病院　健康長寿推進室室長・診療部栄養科科長，
4 社会医療法人仁寿会サービス付高齢者向け住宅ナーシング＆リハビリテラス「和かち逢う家」・訪問看護ステーションながひさ課長，
5 社会医療法人仁寿会サービス付高齢者向け住宅ナーシング＆リハビリテラス「和かち逢う家」・介護老人保健施設仁寿苑，
6 社会医療法人仁寿会事務局経営管理課課長代理

おおはた しゅうぞう

○大畑 修三（医師）1，加藤 節司 2，大野 美穂 3，中田 千恵子 4，石飛 健 5，上田 裕一 6

　今事業は、島根県より委託された圏域課題解決推進事業：しまね型医療提供体制構築事業として、仁寿会加
藤病院が調整役となり、地域住民の「こうありたい」というニーズと、圏域内にある「専門職団体」などの社
会資源をつなぎ、住み慣れた地域で「住まう」の実現を目指す事業である。
　実施方法として、「地域包括ケア植木鉢図」から 4 つの視点での連携項目に取り組んだ。
　①葉っぱの部分；医療看護・介護リハビリ・保健福祉については、病院機能の明確化：圏域内 4 病院連携協
定の締結、認知症支援体制の構築、緩和ケア支援体制の構築、地域でのスキルシェア研修の実施、訪問看護サー
ビス利用促進、そして ICT 活用として島根県まめネット事業の活用促進。
　②土の部分；介護予防・生活支援については、食事栄養支援として邑智郡食事栄養支援協議会の運営支援と
大田市における食事栄養支援体制の構築支援をおこない、「食べること」をきっかけに専門職が集まる場を作り、
関係職種間で食事栄養に関する課題解決。
　③鉢の部分；すまいとすまい方については、地域コミュニティーの活性化として、大田市、邑智郡内各町と
連携し、住民と一緒になって地域（まちづくり）の課題解決。
　④植木鉢を支える受け皿；本人の選択と本人・家族のこころ構えについては、地域の住民団体（がんサロン
や緩和ケアネットワーク）と連携し、人生会議（アドバンスケアプランニング）に関する研修会を通じて、「こ
うしたい・こうありたい」を具体化。
　以上の連携項目を実施することで、公助・共助・自助・互助と既存の社会資源が “ 絡み（つながり）あう ” きっ
かけとなった。
　地域包括ケアシステムとは、住み慣れた地域で「住まう」ことであり、その地域にある既存資源（特色）を
活かすことが重要と考える。今後も、その地域の「どうありたい」に耳を傾け、「つながり」を支援していく。
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6-3-2　地域包括ケア②
在宅支援の充実のために―地域包括ケアシステムの実践に向けて―

1 永井病院　地域連携室，2 看護部，3 診療部，4 診療情報管理室

しまだ まほ

○島田 真歩（社会福祉士）1，岡田 萌 1，市川 賀子 1，井上 純子 1，市原 史子 1，安井 鈴江 2，小松 聖偏 4，
市川 德和 3

【目的】入退院支援加算 ( 以下 ｢支援加算｣ ) は、入院時から退院後の生活を見据え、切れ目のない支援を行う
ことが評価されている。慢性期医療を担う当院において、住み慣れた地域での生活を継続するために必要な要
件を明らかにすることを目的とし調査した。

【方法】平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月までの支援加算算定者 304 名の入院元、退院先、在院日数、主傷病、
退院支援計画書から退院困難要因を抽出。

【結果】入院元は、自宅 241 名、急性期病院 41 名、有料老人ホーム等 18 名、その他病院 3 名、特養 1 名。退
院先は、自宅 278 名、有料老人ホーム等 24 名、特養 2 名。在院日数は平均約 25 日であり、主傷病は肺炎が最
も多く 56 名であった。退院困難要因は、「ADL が低下し生活の再編が必要」129 件、「緊急入院」125 件、「必
要な介護を十分に提供できる状況にない」117 件、「認知症」101 件、｢排泄に介助を要する」86 件、｢入退院
を繰り返している｣ 86 件、「急性呼吸器感染症」66 件であった。

【考察】「ADL 低下」「緊急入院」「必要な介護を十分に提供できない」「認知症」「排泄に介助を要する」「入退
院の繰り返し」「急性呼吸器感染症」の 7 項目で全体の約 95% を占めている。また、「ADL 低下」｢必要な介
護を十分に提供できない｣「排泄に介助を要する」「介護保険未申請」「医療処置必要」「悪性腫瘍」の項目では、
在院日数の平均 25 日を超えており、介護サービス等の調整が必要な項目であると思われる。このことから、
認知症があり急性呼吸器感染症等で緊急入院した患者が、ADL 低下や介護力不足のため退院困難になってい
ると考える。在宅への退院患者が約 90% を占める当院において、在宅支援充実のためには、多職種で評価を
重ね、退院後の生活を見据えた総合的支援が重要である。

【結語】安心して在宅生活を送るために必要なことに留意し、生活を支える医療を提供していけるよう今後も
取り組んでいきたい。
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6-3-3　地域包括ケア②
地域包括ケアシステム推進における退院後訪問指導に取り組んで

博愛記念病院

まるおか みちこ

○丸岡 美智子（看護師），桃平 瞳，藤原 美恵

【目的】
2025 年を見据え、地域包括ケアシステムの構築が進められている
今回、平成 28 年度の診療報酬改定において病棟看護師による退院後訪問指導が評価される事となった
退院後訪問指導は安心・安全な在宅療養への移行・継続が出来る様、患者や家族に対し退院した日から起算し
て 1 カ月以内、5 回を限度とし入院医療機関から病棟看護師が自宅等を訪問し指導を行うものである
今回、当院の 2 年間の訪問指導の取り組みと再入院の関係について検証したのでここに報告する
 

【方法】
平成 28 年度と平成 29 年度の訪問者数及び訪問回数とその再入院率を比較検証する
調査期間：平成 28 年 4 月～平成 30 年 3 月
調査内容：訪問患者数と訪問回数及び 1 カ月以内の再入院率
 

【結果・考察】
訪問件数は平成 28 年度延 85 件から、平成 29 年度は延 145 件と増加し、その内の再入院率は平成 28 年度
16.1% から平成 29 年度 10.5％と減少が見られた
平成 28 年度の退院後 1 カ月以内に再入院に至った疾患・要因として尿路感染症・脱水による発熱が 60％を占
めた為、平成 29 年度は病棟看護師の視点で退院後の生活に介入し必要なケアや処置がとぎれる事なく継続し
て実施出来ているかの確認や発生しやすいリスクを在宅ケアスタッフへ引き続ぐ事に重点を置いた
その結果、平成 29 年度の再入院減少に繋がったと考え、訪問指導は効果が得られたのではないかと考察する
 

【結論】
退院後訪問が開始され 2 年が経過した
今後も病棟看護師は病院から在宅へとスムーズに移行出来る様、入院中から退院後の生活に意識を持ち関わっ
て行くことが大切であると考える
そして自宅で継続して安心・安全に暮らしていく為に助言や指導が出来る様、今後も退院後訪問の必要性・重
要性を推め在宅ケアスタッフとの連携のもと「時々入院ほぼ在宅」が継続出来る様にしていきたい
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6-3-4　地域包括ケア②
慢性期医療における医療的ケア児への支援

定山渓病院　地域連携室

しかの なつみ

○鹿野 なつみ（ソーシャルワーカー），佐藤 洋，佐藤 舜，佐々木 恵，逢坂 まや，塚本 晃平

　定山渓病院は札幌市内中心部から車で１時間ほど離れた定山渓温泉街に位置する病院である。当院では
１９９５年頃より地域支援を大切にし、２００９年に介護老人福祉施設の配置医師の開始を契機に、必要時の
即日入院対応を推進。現在は在宅生活者支援のため、短期リハビリ・介護者疲労回復など様々な目的での入院
対応を実施している。
近年、医学の進歩により人工呼吸器・持続点滴など医療的ケアを実施しながら地域で生活している方が増加し
ている。小児も例外ではなく、PICU・NICU など新生児期からの専門集中治療により現在、医療的ケア児が
１８，０００人を超えている。医療的ケア児の支援はライフステージに合わせた生活支援や医療支援が必要と
なるが、障がい福祉サービスのみでは十分とは言えない。
当院では、小児に対して主に介護疲労回復目的でのレスパイト入院を開始。現在は小児科を有する急性期医療
機関、訪問診療医、障害者相談支援事業所などから問い合わせがあり、医療機関が支援の一翼を担う事を望ん
でいる。しかし、小児科医療機関では医療的ケア児本人の治療以外で入院を検討するのは医療制度上困難となっ
ている。そこで、慢性期医療機関が実践している医療連携（ポストアキュート）や地域支援（サブアキュート）
としての役割を医療的ケア児への支援にも活用していく必要性があると考えている。
本研究では当院入院歴のある医療的ケア児の家族や支援者への関わりから、慢性期医療機関が担う役割につい
て、現状の課題と今後の展望について考察する。
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6-3-5　地域包括ケア②
医療・介護・福祉・農業の連携で取り組む就労支援

特別養護老人ホームくやはら　就労継続支援 B 型

みずこし まさや

○水越 雅也（社会福祉士）

【はじめに】
障害者の就労意欲は近年高まっており、雇用の促進や就労支援が推進されている。一方、これらの方の就労環
境は、特定の場所で黙々と作業を行うようなものもあり、必ずしも地域共生というビジョンに則っているとは
言えない場合もある。当事業所は、医療法人及び社会福祉法人からなる、法人内の各施設を就労場所とするこ
とで、職員、患者、利用者、家族など、多様な人と交流を図り、一般就労に必要な作業スキルの習得を目的と
している。これにより、社会で自立した生活ができるよう環境の提供を心掛けている。今回、このような当施
設の取り組みと実際の利用者の事例について報告する。
 

【事例】
30 代男性、プラダーウィリー症候群、知的障害あり、障害支援区分 4。他法人のグループホームへ入所し、就
労継続支援 B 型事業所へ通所していた。盗食、癇癪等の問題行動を原因に退去となった。その後実家に戻り、
本年 3 月より当事業所利用開始となった。
本人の状態に応じ、まずは動物の世話から始め、内職、農作業 ( 草むしり等 )、施設清掃、施設内作業 ( コップ
洗い等 ) の順に、作業環境および他者との交流機会を拡大していった。その結果、利用前の情報として得てい
たような問題行動や、遅刻、欠勤もなく、通所できている。時に癇癪等の不穏症状を起こす場面もあるものの、
全体的に安定した状態が継続している。
 

【考察】
本事例は当初、パーソナリティ障害による他者との関わりにおいて心配があったものの、多くの人たちから「あ
りがとう」と言われることや、作業を認められることで、本人の承認欲求が充足され、精神的安定に繋がった
と考える。
 

【結語】
利用者にとって望ましいことは、本人に適した役割を見つけ、やりがいをもって作業を行えることである。今
後も医療、介護、福祉の専門性を活かし、重度であっても適切に支援していけるよう取り組んでいきたい。
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6-3-6　地域包括ケア②
認知症予防カフェ「たちばな」で繋がる病院と地域 
～認知症予防専門士としての取り組み～

三条東病院

いいおか けいこ

○飯岡 恵子（看護師），中澤 順子，岡村 正夫，榎本 悟，山田 英夫

【はじめに】認知症予防カフェは 2015 年 11 月 19 日にオープンした。当院での「認知症予防カフェ」は三条市
の “ 家族介護支援事業 ” として始まった。

【目的】認知症の人や、そのご家族、認知症予防に積極的に取り組もうとされていられる方、地域住民のどな
たでも、気軽に集える場所として開催している。ここでは認知症について知り、学び、考える事ができ、実践
として「頭と体の運動・ゲーム」等、集うことでわくわく幸せな時間を過ごして頂ける地域に根付く「予防カ
フェ」が定着したことを報告する。

【方法】当院カフェは “ 企画型カフェ ” で行っており、多職種で構成している。その中で、認知症予防専門士
による「認知症予防の豆知識」のコーナーを設け、予防としての講話や「脳トレ」「創作活動」「音楽運動療法」
を毎月企画し実施した。そしてそれらの企画がご自身の予防に役立っているか、学んだことを実践されている
かについてアンケート調査を実施した。

【結果】認知症予防として「運動」を意識して継続出来る様になった。「創作活動」の “ 壁画 ” は完成した時の
達成感が、わくわくする。毎月の「予防カフェ」が楽しいなど効果があった。

【考察】予防カフェ「たちばな」に参加される方は、健康長寿の意識が高い方が多く、現在のレベルを維持出
来るお手伝いをしつつ、地域の方との生活の質を高める必要性と認知症の早期予防、早期発見の「カフェ」と
しての役割が重要になると考える。
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6-4-1　地域包括ケア③
地域包括ケアシステムにおける「在宅と救急の１つの病院連携」の効果

1 小豆畑病院　救急・総合診療科，2 いばらき診療所

あずはた たけお

○小豆畑 丈夫（医師）1，照沼 秀也 2，中村 和裕 1，河野 大輔 1，丹正 勝久 1

【背景】近年在宅医療を主体とした地域医療の充実が求められている。在宅医療成功には患者急変時の迅速な
救急対応が必須だが、現在の急性期医療が十分に対応できているとは言えない。我々は広域在宅診療グループ
と 2 次救急病院が 1 つの病院のような連携を構築することで、速やかな救急対応と円滑な在宅復帰を実現した
ので報告してきた。【検討と結果】今回は、2017 年の一年間に連携在宅医から紹介入院となった 66 例と非連
携在宅医から紹介入院となった 25 例を比較した。その結果、連携医と非連携医で比較すると在宅復帰率 : 91% 
vs. 54%, 平均在院日数 : 21.6 日 vs. 45.3 日であり、連携医からの紹介患者が在宅復帰率、平均在院日数共に良
好であった。来院時の重症度を比較すると、連携医からの紹介患者が軽症であった。連携に対するアンケート
調査で、連携によって救急対応のストレスが軽減したことがわかった。【結果】「在宅と救急の１つの病院連携」
は、在宅医療を受けている高齢者が重症化する前に救急病院へ搬送されることを可能とし、患者の在院日数を
短縮させ、在宅復帰を容易とする効果があると考える。救急医は高齢者救急の特異性を理解して、在宅医療と
の連携を図るべきと考える。
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6-4-2　地域包括ケア③
救急医が行う Advanced Triage が地域医療を救う！  
～病院救急車があるからこそできる～

医療法人社団永生会　南多摩病院　救急科・循環器科

せき ゆたか

○関 裕（医師），益子 邦洋，安藤 高朗

地域高齢者救急患者は増加の一途をたどっており、その対応にはどの医療機関も苦慮しているのが現状である。
当院も地域の中で高齢者救急医療に力を入れて取り組んでいるが、160 床のベッドでは限界があるのも事実で
ある。そのため地域の慢性期医療機関との連携強化が重要となるが、入院後の転院では追いつかない程になっ
てきている、と感じている。そこで、当院の ER から慢性期医療機関へ直接転院できるシステムを構築すること、
つまり当院の ER を地域全体の ER として活用することができれば解決の一助になるのでは、と考えた。その
システムに重要不可欠となるのが救急医が行う Advanced Triage である。救急医が ER の段階で状況を迅速
かつ正確に把握し、必要な情報を収集して適切な医療機関へ連絡することで、より多くの医療機関のベッドを
入院対応に利用することができるようになる、と考えた。ここでもう一つ重要になるのが転院搬送手段である。
転院搬送が迅速、かつ安価にできないことには、このシステムは稼働しないことは自明であり、それになくて
はならないのが病院救急車である。当院でも病院救急車を運用しており、転院搬送にも数多く出動している。
今回は、その具体的な内容を報告するとともに、今後の地域高齢者医療への対応策を検討したい、と考える。
当院の病院救急車は 2014 年 12 月から運用を開始し、本年 3 月までに 1447 例（男性 712 例、女性 735 例、平
均 75.8 歳）の搬送を行った。その内、病院間搬送は 652 例あり、慢性期病院等への下り搬送が 449 例（68.9％）
であった。これはすなわち当院の ER を利用して、地域の慢性期医療機関が救急患者を数多く受け入れてくれ
たことを表している。このように、地域包括ケア時代の救急医療体制においては、院内のみならず地域全体の
医療資源を有効活用する救急医の Advanced Triage 能力が必要不可欠であり、さらには病院救急車が必須の
アイテムである、と考える。
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6-4-3　地域包括ケア③
地域包括ケアシステムを支える病院救急車の症例報告

1 南多摩病院　医療技術部，2 南多摩病院　看護部，3 南多摩病院，4 南多摩病院　診療部

とくまる きよこ

○徳丸 希世子（救命救急士）1，益子 邦洋 3，関 裕 4，平安名 貴一 2，大橋 聖子 1，金子 翔太朗 1，常井 寛 1，田中 直樹 1，
御子柴 竜 1，永田 聖哉 1

 総務省消防庁の統計によると超高齢化社会の到来により高齢救急患者の搬送件数は右肩上がりで増加を続け、
救急医療の現場は危機的状況に陥っている。その現状を打破する為、八王子市ではオール八王子体制を構築し
て問題解決に取り組むことを決め、地域包括ケアシステムの一助として平成 26 年 12 月より「八王子市在宅療
養患者救急搬送支援事業」を開始した。その搬送業務を担う医療機関として当院が指定され、入院を必要とす
るが緊急性に乏しく数時間から翌日程度の時間的猶予を見込める患者を対象に、急性期病院のみならず緩和ケ
アを含む慢性期・療養型精神病院などにも搬送を行っている。
　当院の病院救急車は、プレホスピタルケアに長けている搬送のプロである救急救命士と、看護ケアのプロで
ある看護師のパートナーシップにより、互いの強みを活かし合うことが出来るのが特徴である。特にこの事業
の対象患者の特性上、緩和ケア、看取り、レスパイト目的の入院搬送を取り扱うことが多く患者や家族の心理
状態への細かい配慮が求められる。その点、病院救急車は予め搬送先が選定されていることで多少時間にゆと
りがあるため、現場でのコミュニケーションや車内ケアに十分な時間を費やすことが出来るのが利点である。
　このような搬送に自身がスタッフとして同乗する中で、病院救急車だからこそ患者や家族に寄り添い、身体
的なケアのみならず心理的アプローチを行うことで満足度の高い搬送が出来ていることに気付いたため、実際
に現場で訪問看護師や搬送先の医師と連携をとり患者に最適なケアを施しながら搬送した症例などを報告す
る。地域包括ケアに病院救急車を活用することの可能性を今、その輪の中で実感しているところであり、この
道のトップランナーとして更なる高みを目指していきたい。
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6-4-4　地域包括ケア③
訪問リハビリテーションにおける ｢定期的な看護師の関与｣ の意義

1 公益財団法人脳血管研究所　美原記念病院訪問看護ステーショングラーチア　看護部門，
2 公益財団法人脳血管研究所　美原記念病院訪問看護ステーショングラーチア　リハビリテーション部門，
3 公益財団法人脳血管研究所　法人本部，4 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　脳神経内科

やまぐち みちよ

○山口 美知代（看護師）1，中島 愛 1，石森 卓矢 2，美原 玄 3，美原 盤 4

[ 目的 ] 平成 30 年度介護報酬改定において、リハビリテーション ( リハ ) を中心とした訪問看護である場合、3 ヶ
月に 1 回程度は当該事業所の看護師が訪問し、利用者の状態の適切な評価を行うことが義務付けられた。当ス
テーションにおいても、リハを中心とした利用者に対して今まで行っていた初回訪問に加え、3 ヶ月に 1 度看
護師による定期訪問を行った。今回、利用者、およびリハスタッフに対しアンケート調査を実施し、看護師に
よる定期訪問の意義について検討したので報告する。
[ 方法 ] 平成 30 年 4 月から平成 31 年 3 月の期間、当ステーションで訪問リハを中心として利用し定期的に看
護師訪問をおこなった利用者 116 名を対象に、満足度などに関するアンケート調査を実施した。また、同時期
に在籍していたリハスタッフ 10 名に対し、看護師訪問の効果などについてアンケート調査を行った。
[ 結果 ] 看護師の定期的訪問に対し、利用者の 92% は肯定的であった。肯定的な意見の理由として、体のこと
や日常生活について相談できたことを評価していた。頻度に関しては、74％が現状の 3 か月に 1 度の訪問を希
望し、14％が現状より頻回な訪問を希望していた。全てのリハスタッフは、連携が密にできアセスメント能力
の向上、適切なリハに繋がると認識していたが、多くのスタッフはスケジュール管理の負担が増え、仕事量が
増えたと感じていた（受付番号 098-03）。
[ 考察 ] リハを中心として利用している利用者に対する看護師の定期的訪問は、利用者にとっては病状や生活
に関する相談機会となり、リハスタッフにとっては病状のアセスメント能力の向上に結びついていた。看護師
の定期的訪問は、在宅療養の質の向上、推進に対し有意義と思われた。一方、このことが看護師・リハスタッ
フとも業務負担の増大となっており、訪問看護ステーションにとっては、看護師とリハスタッフ双方のマンパ
ワーの確保が課題となると思われた。
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6-4-5　地域包括ケア③
入退院を繰り返す慢性心不全患者の退院後訪問を通して

医療法人博愛会　牧港中央病院　看護部

おおしろ きよみ

○大城 紀代美（看護師），玉城 かおり，比嘉 みどり，當眞 鮎美

【はじめに】
 超高齢社会を迎え、それに伴い慢性心不全患者数は増加の一途をたどっており、入院中から患者の退院後の
生活をイメージした関りが大切である。今回、心不全急性増悪での再入院を予防することを目標とし、入退院
を繰り返す末期慢性心不全患者 2 名の退院後訪問を行った。退院後訪問を振り返り、患者、家族の個々のニー
ズに沿った援助の重要性について学ぶことができたので報告する。

【対象】  
当院、外来通院患者 2 名
①    A 氏 75 歳 男性  病名 : 慢性うっ血性心不全 NYHA Ⅳ  アルコール依存症
②    B 氏 85 歳 男性  病名 : 慢性心不全 NYHA Ⅲ 

【結果】A 氏へは、生活スタイルに合わせた内服や体重管理の調整、また、A 氏のアルコール依存症が家族を
悩ませていた。家族へのサポートとして訪問時には困っている事や思いを聞き、改善策を一緒に考えた。再入
院時には地域包括支援センターとの連携がとれるよう多職種が関わり調整することができた。B 氏へは、庭の
剪定時には自覚症状を確認しながら行うこと、食事や排便コントロール、電話相談で家族の不安の緩和を行っ
た。A 氏 B 氏共に急性増悪することなく経過された。

【考察】A 氏、B 氏共に入退院を繰り返す背景には在宅での生活環境が大きく影響している。患者自身が抱え
ている問題、家族が抱えている問題を把握し、患者、家族の精神的サポートを行いながら多職種で問題解決に
向け双方へアプローチをしていくことが大切であると考える。心不全は予後予測が難しいといわれている。今
後起こり得る急性増悪に備えて、心不全とそのリスクの進展ステージに沿いながら、状態に合わせて患者や家
族と繰り返し話し合い、意思決定支援を行うことが重要であると考える。

【結語】今後は外来通院中から在宅での生活環境や家族背景、患者自身が自分の人生をどう過ごしていきたい
のかを確認し、患者と家族を含めた意思決定が支援できるよう関わっていきたい。
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6-4-6　地域包括ケア③
旧産炭地域にあるＡ町の在宅医療に関する住民意識調査と検討

医療法人笠松会　有吉病院　ケア部

わたなべ ともこ

○渡邉 智子（看護師）

【目的】旧産炭地域にあるＡ町（高齢化率 39.6％）の在宅医療に関する住民意識調査を行い、在宅医療推進の
方向性を検討する。【研究方法】2018 年 9 月 1 日から 10 月 1 日の間、Ａ町 60 歳以上の住民 850 名を対象に、
Ａ町住民組織が調査用紙（2016 年大分県北部圏域在宅医療・介護に関する市民意識調査結果をもとに作成）
を配布回収し、量的に分析した。【結果】１．回収率：78.1％。２．基本属性：性別は男性 39.3％、女性
60.7％、年齢区分は 60 ～ 64 歳 17.9％、65 ～ 74 歳 49.3％、75 ～ 99 歳 32.8％、家族構成は独居 16.0％、複数
85.4％。３．在宅医療等の認知度（複数回答）：訪問介護 84.0％、訪問診療 76.5％、訪問看護 75.8％、訪問リハ
ビリテーション 51.4％、訪問歯科診療 38.0％、定期巡回・随時対応型訪問看護介護 25.8％、訪問薬剤管理指導
23.3％、その他 33．2％、無記入 5.7％。４．在宅医療に対するイメージ：療養できる部屋や風呂・トイレなど
住環境が整っている必要がある 56.5％、家族に負担がかかる 56.1％、費用が高額になる 45.0％、訪問診療をし
てくれる医師を見つけるのは難しい 31.9％、急に病状が変わった時の対応ができない 30.7％、家族や友人と過
ごすことができる 28.0％、訪問看護でどんなことができるかわからない 22.4％、在宅でどのような医療を受け
られるかわからない 17.1％、在宅でどのような介護を受けられるかわからない 16.7％、満足の行く最後が迎え
られる 15.8％、今ではガン末期でも痛みのコントロールをしながら在宅で過ごすことができる 12.7％。５．治
る見込みがない場合の療養生活の場の希望：自宅で療養して、必要になればそれまでの医療機関に入院したい
27.3％、必要になれば緩和ケア病棟に入院したい 18.1％、自宅で最後まで療養したい 14.8％、その他 16.3％。【考
察】在宅医療が必要となった場合に困らないよう、啓蒙活動が求められる。公益財団法人勇美記念財団 2017
年度（後期）助成を受けて行った。
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6-5-1　地域連携
高次脳機能障害のある患者の望む生活スタイルに寄り添う支援

阿蘇温泉病院　地域連携室

さいとう たかひろ

○齊藤 隆浩（社会福祉士）

【はじめに】
 高次脳機能障害のある患者を初めて受け入れる就労支援及び地域生活支援事業所側と体験を重ね、不安の解
消と信頼関係の構築を図った。

【事例】
A さん 60 歳 男性 病名：高次脳機能障害による失語症 
身体障害者手帳 3 級、介護保険：要支援１
10 ヶ月前に仕事中会話がかみ合わなくなり、救急搬送。左被殻梗塞で高次脳機能障害残存。麻痺は無く ADL
自立。感覚性失語症あり。
脳梗塞発症時より生活保護受給開始。職場の寮に住んでおられたため、住居もなくなった。

【当院での取り組み】
当院転入時、近隣の救護施設へ入所申請を行なっていたが本人の就労意欲が高いことと地域で自立した生活を
希望されたことで、就労継続支援事業の利用とグループホーム（共同生活援助）入居へ方向性を変更。地域の
グループホーム事業者へ相談を行ない、外泊を利用して１泊 2 日の体験入居実施し、就労支援継続 B 型の体
験も行う。その後も複数回に渡り実施した。事業所責任者より失語症があるため、他利用者やスタッフとのコ
ミュニケーションに対する不安、洗濯や掃除、内服管理など自立した生活リズムの獲得が課題と評価。そのた
め、グループホーム入居及び就労支援継続 B 型事業利用の開始 1 ヶ月前より、当院関連の住宅型有料老人ホー
ムの短期入居サービスを利用し、施設スタッフによる洗濯や掃除、入浴などの見守りと指導をお願いし課題の
克服を図った。また、短期入居サービス利用期間も体験入居と就労体験を継続しており、グループホームや就
労支援継続 B 型事業の他利用者やスタッフと A さんのコミュニケーションの機会を継続させ、信頼関係の構
築を図った。

【結果】
A さんは住宅型有料老人ホームから体験入居や就労体験に行くことを楽しみにしており、事業所側も様々なア
イデアや取り組みで A さんを受け入れてくれている。
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6-5-2　地域連携
回復期から生活期への連携に難渋した一例  
～遠方の実家に戻り高齢である両親と共に新生活を～ 

1 竹川病院リハビリテーション部，2 竹川病院看護部，3 竹川病院相談室，4 竹川病院医局

きのした すみ

○木下 崇美（理学療法士）1，可児 利明 1，佐藤 圭一郎 1，久保田 麻美 1，立石 由紀子 2，角間 敏江 2，小川 友紀 3，
田中 眞 4

【はじめに】
　今回，脳血管障害を呈し全介助となった未婚女性で，高齢の両親が介護者となる，実家が遠方（関西地方）
など転帰時に難渋した症例を経験したので報告する．

【症例紹介】
　40 歳代，2018 年 9 月右視床出血を発症，開頭減圧術・気管切開・頭蓋形成術施行後，90 病日目に当院回復
期病棟へ転入院した．FIM29 点（運動項目 13 点，認知項目 16 点），リクライニング車いすにて全介助であった．
病前は東京圏にて兄（未婚）と二人暮らし，派遣職員として生計を立てていた．

【経過】
　入院約 4 ヶ月後、標準型車いすにて全ての動作に見守り～介助を要していた．退院後も終日介助者が必要だ
が，本人・両親の希望により実家へ退院となった．
　介護者は高齢の両親となる為，退院後すぐに社会資源を利用し介護負担を軽減すべく，入院中から生活期ス
タッフと共に準備をする必要性を感じていたが，遠方でありそれに必要な情報共有はままならなかった．家屋
評価は行ったが、環境設定後の試験外泊や退院前カンファレンスは出来ず，今後は訪問リハビリが重要になる
と考えたが，直接引き継ぐ機会は作れなかった．回復期での生活や本人・両親へ指導した内容がわかるよう動
画を利用して情報提供を行なった．

【結果】
　FIM82 点（運動項目 57 点，認知項目 25 点）．主な介護者は終日母親で入浴時に訪問介護を利用，訪問リハ
ビリを継続し自立出来る ADL 動作を再獲得していくことに期待，デイサービスは適当な場所がなく外出機会
は少ない． 

【考察】
　回復期の役割として，生活期へのシームレスな連携は必須である．しかし今回，遠方同士であり顔を合わせ
て引き継ぐことは難しく，また介護者が高齢の両親であり家族が回復期と生活期を繋ぐ役割を担うことも負担
であった．回復期からの一方的な情報提供となってしまったことに課題を感じている．

【倫理的配慮】
　ヘルシンキ宣言に基づき患者・家族に本発表についての説明と同意を得た．
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6-5-3　地域連携
医療・介護連携　～面倒見のいい病院を目指して～

1 奈良春日病院　地域医療連携室，2 特定医療法人　新仁会　奈良春日病院

かとう けいた

○加藤 慶太（社会福祉士）1，乾 正和 2，堀田 由紀子 2，吉田 未沙子 2

【はじめに】
当院は、奈良市にある地域一般 3（42 床）特殊疾患 1（80 床）医療療養 1（98 床）介護医療院（118 床）の合
計 338 床の慢性期病院である。
医療区分Ⅱ・Ⅲ、神経難病・意識障害、胃瘻・経鼻・末梢点滴・重度介護が必要な方等看取りを中心に対応し
ている。

【集計資料】
急性期病院は、在院日数を短縮する方向にある為早い対応に心掛け、高度慢性期医療を提供できるよう体制を
整え更に、面倒見のいい病院を目指し、紹介件数は年々増加傾向となっています。

【考察】
当院では一般的な内科治療は随時行っている。（抗生剤治療・酸素療法・喀痰吸引・血糖コントロール・創処置・
褥瘡治療・穿刺など）しかし、病状や患者家族の思い、社会背景も様々で院内の機能だけでは対応できないこ
ともあり、今までのような限定的な機能だけでなく、ニーズに合わせた包括的な機能が必要となっている。
急性期病院・回復期病院・かかりつけ医等各医療機関の機能に合わせた医療連携、在宅ケアマネージャーや介
護施設との介護連携、当院の療養介護機能を生かした地域連携を行っていくことで、維持期病院のできること
を最大限発揮していくことができる。
こういった他職種・多機関との連携を増やしていくことにより、入退院支援加算 1・介護支援連携指導料・退
院時共同指導料 2 の算定も多くなっている。今後更に強化していきたい。

【まとめ】
DNR・BSC・ACP など色々な希望はあるが、その都度悩んだり迷われたりするのが普通。当院で出来る事は
最大限行い、出来ないことは地域連携を行う事で更にその選択肢は広がる。
もし自分の家族や友人が受けたい医療介護を受ける事が出来なかったら、きっと後悔するだろう。その様な事
が起きないよう、社会福祉士として地域連携を実践していきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
6-5-4　地域連携
入退院支援における医療サービスを入れることの重要性について 
当利用者からのアンケートからの分析

堺平成病院　居宅介護支援

たにぐち まりこ

○谷口 まり子（介護支援専門員），花田 彩子

目 的  高齢者等が尊厳あるその人らしい生活を継続させる為には、本人のニーズに応じた適切なサービス等が
包括的に提供されることが必要である。入退院時においても途切れることのない継続的なサービスの提供が行
われれることが大事であり、ケアマネジャーによるケアマネジメントはその実現の要となる。適切な医療サー
ビスを導入することにより、本人の望む尊厳あるその人らしい生活を継続でき、本人が満足しているのかを検
証し、今後のケアマネジメントに活かす。
対 象  現在利用されている利用者のなかから入退院された利用者３０名。
方 法  アンケート方式よる利用者満足度を調査する。
結 果  通所リハビリ、訪問看護、訪問リハビリを利用し、とても良くなった、良くなった、変わらない、悪く
なったとの満足度と、どのように良くなったかをきく。アンケート結果からは、退院時より医療サービスをい
れることにより、訪問リハビリ、訪問看護は９０％以上が良くなったと回答。通所リハビリに関しては７６％
がよくなったと回答。医療サービスを導入することで、利用者が良くなったと実感している。
考察 結論 
厚生労働省より、ケアマネジャーの資質向上と今後の在り方として、医療と連携、ケアプランへの適切な医療
サービス位置付けを促進することの必要性、入院から退院後の在宅への移行時等における適切な医療連携の推
進が必要と指摘されている。退院時に医療と連携したことにより、体調悪化を防ぎ身体能力の維持向上ができ、
本人が望む尊厳あるその人らしい生活を継続できていると証明できる。
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6-5-5　地域連携
標準化と意識づけによる算定意識の向上を目指して 
～診療情報提供書の内容分析から見えてきたもの～

1 芳珠記念病院　ほうじゅ連携室，2 芳珠記念病院医療サービス課

てらぎし みほこ

○寺岸 美保子（事務職）1，小野 真介 1，松岡 智穂 1，市村 奈都子 1，森 かおり 2

【背景と目的】
当院は石川県能美市にあり、急性期から在宅医療の後方支援まで地域に密着した医療を提供している。ほうじゅ
連携室（以下連携室）は立上げより前方連携に注力し、紹介と逆紹介の実績は順調に増加している。紹介、逆
紹介を合わせて年間 1 万件を超える診療情報提供書がやり取りされ、連携室が文書管理を行っている。算定意
識を持つことは集患を図る事と同様に重要であるが、2018 年度、外部に向けた診療情報提供書 6,150 件の内、
診療情報提供料を算定したものは3,029件(50.2％ )に留まっていた。そこで算定していない診療情報提供書3,061
件の内容分析を行い、業務改善につなげた事例を報告する。

【方法】
診療情報提供料を算定していない 3,061 件の内容分析
対象期間：2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日

【結果・考察】
内容分析により
1 紹介に対するお礼、2 治療経過の報告、3 退院・死亡報告、4 逆紹介、5 その他に分類することができた。4
逆紹介は約 5％あり、150 件について診療情報提供料が算定できる可能性があった。
算定していない理由について医事部門と検証を行った結果、院内の算定条件が不明確で診療科や担当者ごとに
バラツキがあることがわかった。そこで勉強会等を実施し算定に関する業務の標準化、意識向上を図るととも
に、今後の病院経営における地域連携の重要性について共有する機会とした。
本研究の成果については、下記の内容で報告する。
2019 年 4 月 1 日～ 9 月 30 日の診療業法提供料算定実績の推移（実数と割合）

【結語】
当院の連携室は地域連携の環境整備を担っている。本研究は、算定業務に着目し行った研究ではあるが、その
業務を行う意義を理解することが算定意識の向上に繋がると気づけた。
連携室は主に外部への発信を行っているが、院内発信の重要性も再認識できた。
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6-5-6　地域連携
退院・退所加算の内容を振り返る：2018 年 4 月以降の算定内容を検証し更なる連携強化

山口平成病院　

ふじしげ みさと

○藤繁 美里（介護支援専門員），藤本 佐織，藤井 綾香，藤井 慶子，大峯 晃子

［背景］
このたびの介護報酬改定における議論の１つに「医療・介護の連携強化」があった。その中の議論の一つに「医
療機関へ入院した人の退院後の円滑な在宅生活への移行を促進するため、入退院時における医療・介護連携を
さらに強化するための対応を行ってはどうか」があり、その対応案として「退院・退所加算の評価の充実」が
あった。当事業所では、その改定を受けてこれまで以上に退院・退所時の連携強化に努めることとしたので、
2018 年 4 月以降の退院・退所時における連携内容を振り返り検証することとした。

［目的］
退院・退所加算の算定を行ったケースを振り返ることで、退院・退所時のケアマネジメントプロセスにおける
ケアマネジャーの業務を振り返るため。

［対象］
2018 年 4 月以降、当事業所において退院・退所加算の算定を行ったケース

［方法］
2018 年 4 月 1 日から 2019 年 1 月 31 日に算定した退院・退所加算の算定状況をまとめ、検証した。

［結果］
退院退所加算・初回加算の算定は 20 人で退院退所加算の算定を行ったケースは 2 人のみでだっ
た。2 人の共通点は過去に担当していた情報量の多い利用者だった。カンファレンスを行ったにもかかわらず、
退院退所加算の算定を行ってない 18 人は、参加者要件を満たしてなかった。

［考察・結論］
退院退所加算について間違った解釈や退院カンファレンスの参加要件についての理解が不十分である可能性が
ある。退院退所加算の算定要件を満たすことや入退院時の医療・介護連携を円滑に行うためにケアマネジャー
の行動力、説明力、読解力等コミュニケーション能力の向上が必要である。今後「入退院時における医療・介
護連携をさらに強化するための対応」として、コミュニケーション能力の向上を図ることが、「退院・退所加
算の評価の充実」に繋がると考え、また加算に対し理解を深め、ケースに応じた退院支援、加算の算定が行え
る様に努めていきたい。
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6-6-1　認知症Ⅰケア①
アルツハイマー型認知症と耐糖能異常と関連性 
― 食後高血糖持続状態は認知症発症のサインか？ ―

京浜病院

いとう りさ

○伊藤 理沙（看護師），熊谷 賴佳，横田 一恵，佐藤 千佳子，小林 美奈子，浅野 知美，川崎 千佳

物忘れ外来を受診する多くの患者が高齢者であり、朝食を抜いて外来受診することは苦痛を伴う。さらに認知
症を発症していれば、いつ朝食をとったのかさえ覚えていないこともある。そのため、初診時検査として必ず
行いたい空腹時血糖値測定が未実施になることが多く、悩みの種であった。しかし近年、認知症の発症に糖尿
病が関係していることが明らかになっている。そこで空腹時にこだわらず、来院時の血糖値を測定し始めたと
ころ、興味深い結果が得られた。研究対象は 2016 年から 2018 年の間に当院物忘れ外来を受診した 104 例、ア
ルツハイマー型認知症 58 例、レビー小体型認知症 30 例、前頭側頭型認知症 16 例である。血糖値を測定した
患者のうち、食後 60 分未満か不明の者を除外した 76 例を解析した。その結果、認知症を疑って来院する患者
の血糖値は、糖尿病を発症していないにも関わらず、食後高血糖が続いていることが多い事が分かった。さら
にインスリン値も測定すると、中には過剰分泌状態を続けている人もいた。インスリン抵抗性のある人である。
彼らの多くに耐糖能異常が認められた。糖尿病検査というと HbA1c 測定が用いられるが、この値が正常であっ
ても耐糖能異常が隠れている可能性があることが分かった。さらに認知症検査としては、食後血糖値測定にも
意義があることが判明した。
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6-6-2　認知症Ⅰケア①
認知症初期集中支援チームでの取り組みにより家族の介護負担感が改善した事例

1 医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院，2 社会福祉法人陽翠水　介護老人保健施設陽翠の里，3 株式会社あんすりー，
4 社会福祉法人陽翠水　辰口あんしん相談センター，5 能美市健康福祉部我が事丸ごと推進課

ねむがき こういち

○合歓垣 洸一（作業療法士）1,2，但馬 秀一朗 3，大口 照子 4，尾﨑 信子 5，木村 繁文 1，西田 好克 1，
仲井 培雄 1

【はじめに】
作業療法では，基本的，応用的，社会的適応能力という視点から対象者の生活機能を捉え，社会資源の利用や
指導及び援助を重視している．今回，認知症初期集中支援チームに作業療法士として対象者に介入し，家族の
介護負担が軽減できる有効性を実感したため報告する．

【事例紹介】
事例は右脳出血と肺気腫が既往にある 60 歳代後半の男性である．介護保険は要介護 1 だが，サービスは未利
用であった．家族構成は妻，長女，孫との 4 人暮らしである．物忘れや内服の管理ができないこと，喫煙が増
えたこと，孫娘への卑猥な言動から家族の介護負担が増大し，介入することとなった．

【経過】
約 3 か月間，3 回の訪問とチーム員会議を実施した．初回訪問の評価では，階段昇降や散歩で息切れがあり，
呼吸機能・活動性の低下があった．また，認知機能に関しては，人前で排尿してしまうこと，IH の消し忘れ
などがあり，HDS-R は 23/30 点であった．妻は本人と孫娘の接触を防ごうと，自身の仕事や交友関係を制限
しており，Zarit 介護負担尺度（以下 Zarit8）は 31/32 点と介護負担感が強かった．まずは，基本的な健康管
理のために服薬指導や禁煙外来，散歩を勧め，孫娘との接触時間減少と活動性向上のためにデイサービスの提
案を行った．担当ケアマネジャーが決まり，2 回目の訪問を行った．服薬管理や禁煙が行えたことで，呼吸機
能の改善，認知症の周辺症状の改善を認めた．また，孫娘が認知症に対する理解が得られたことで本人との関
係が改善した．そして，デイサービスの利用を行うこととなり，3 回目の訪問時には，散歩に出かける等の自
発的な行動や家族との会話も増加し，Zarit8 は 12/32 と家族の負担感は軽減した．

【考察】
家族の介護負担軽減のためには，認知症の中核症状だけではなく，周辺症状に対して対象者の取り巻く環境や
家族への介入と身体機能や残存する認知機能などを総合的に捉えることが重要である．
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6-6-3　認知症Ⅰケア①
通所リハビリテーションにおける脳活性化リハビリテーション 5 原則に基づいた介入

1 社会福祉法人　関西中央福祉会　平成リハビリテーション専門学校，2 医療法人社団　南淡千遙会　南淡路病院

さひら あきこ

○佐平 安紀子（作業療法士）1，浅井 美咲 2，澤田 優莉花 2

【はじめに】
今回,当施設通所リハビリテーション(通所リハ)利用中の16名に対して脳活性化リハビリテーション5原則(脳
活性化リハ ) に基づく介入を実践した . 快刺激で意欲や生きがいを創出し生活を豊かにすることを目的とした
介入を実践することで , 行動・心理症 (BPSD) や生活障害 , 身体機能に変化が見られるのかを検討した .
 【対象】
平成 28 年 5 月～平成 29 年 3 月までの利用者のうち , 新規利用者で認知症の診断があり改定長谷川式簡易知能
評価スケール (HDS-R）が 5 ～ 25 点 , 週 3 回の利用となっている者 ( 男性 7 名 , 女性 9 名 . 平均年齢は 88.75 ± 5.68
歳 ).
 【方法】
週 3 回 ,1 回 30 分の脳活性化リハに基づいた個別リハを 3 カ月実践 . 事前評価として興味関心チェックリスト
や生活歴の聴取を実施.評価指標として認知機能はHDS-R,BPSDはDementia Behavior Disturbance Scale (DBD), 
生活障害として Fanctional Independence Measure (FIM), 身体機能として Timed Up ＆ Go Test（TUG）を
使用した . 統計解析は IBM 社の SPSS を使用しウィルコクソンの順位和検定にて検証した .
 【結果】
全 16 例で介入期間の前後で評価結果を比較した .HDS-R は介入前 16.56 ± 6.48 点から介入後 17.06 ± 6.37 点と
点数は上昇したが有意な差は認められなかった．DBD は介入前 29.43 ± 6.82 点から介入後 23.56 ± 5.51 点 (p
＜ 0.05) と点数は減少し有意な改善が認められた .FIM は介入前 83.06 ± 20.98 点から介入後 94.56 ± 23.49 点 (p
＜ 0.05) と向上し有意な改善が認められた .TUG は介入前 20.34 ± 5.90 点から介入後 19.22 ± 6.50 点と改善はし
たものの有意な差は認められなかった .

【考察】
今回の調査にて脳活性化リハを用いた介入は周辺症状の改善 , 周辺症状により阻害されていた生活障害の改善
に効果があることが示された .「褒める」「役割」「成功体験」など全人間的復権に焦点を当てた関わりにより ,
リハビリ終了後にも快刺激が持続し混乱の軽減に繋がり , 本来もっている動作能力を引き出すことができたの
だと考える．
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6-6-4　認知症Ⅰケア①
デイケアでの認知症利用者への対応について

1 永井病院　通所リハビリテーション科，2 永井病院　事務部，3 永井病院　診療部

もりさわ ゆな

○森沢 結菜（理学療法士）1，福島 寿道 1，山田 理絵 2，市川 德和 3

はじめに 
　当院は人口 14,818 人のうち ,65 歳以上の高齢者 5,283 人 , 高齢化率 35.7％の高知市春野町にある . 当通所リハ
ビリ（以下 , デイケア）は ,92 床の病院と併設しており , 同法人に訪問介護 , 居宅介護支援事業所を併せもって
いる . デイケアでは運動主体型の短時間デイと 1 日型（6 時間）があり , 総利用者 192 名である . 要介護状態で
も在宅生活ができるよう , 心身機能の維持向上にて生活援助を行うことが職種を問わず , 職員に求められてい
る . 認知症は , 進行以上に病状を加速させない対応が職員にとって身につけるべきスキルとなる . 進行を加速さ
せる要因に周辺症状（以下 ,BPSD）の出現がある . 今回 , デイケア利用者への職員の対応や利用者の現状につ
いて調べたので報告する .
対象
平成 30 年 7 月～令和元年 6 月現在 ,6 時間デイケア利用者 148 名中の 103 名とデイケア職員とした .
方法
①利用者の HDS-R の点数
② BPSD がある利用者とその症状（介護拒否 , 抑うつ , 帰宅要求 , 幻覚・幻聴 , 興奮・暴力）
③職員への認知症対応のアンケート調査
上記 3 点について調べた .
結果
　認知症と診断される HDS-R 20 点以下の利用者が 73％を占めていた . BPSD が見られる利用者は 15％であり ,
最も多い症状が介護拒否 , 次いで帰宅要求であった . アンケート結果では職員が利用者を否定せず , 不安や否定
的感情を持たせない対応をしている結果となった .
考察
　デイケアでは認知症状を有する利用者も多く , 多職種での支援を日々実践している .BPSD に対症的に対応す
ることは誤りであることは知られている . 中核症状と環境との不適合を見極め , 個人因子である本来の性格と
心理を理解し , 環境因子である職員が不適切な対応をしないこと . また , 健康管理を含め , ストレスを生じさせ
ないことが重要である . これらを限られた時間と人手で行わなくてはならないため , 職員にはスキル以上に人
間力が求められる . 高齢化社会に伴い増加する知症について地域に向けて正しく理解してもらえる働きかけが
重要と考える .
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6-6-5　認知症Ⅰケア①
認知症カフェの効果について

1 光ヶ丘病院　地域医療連携室，2 国立長寿医療研究センター

はやし ひろやす

○林 浩靖（看護師）1，櫻井 孝 2，杉本 大貴 2

【はじめに】2015 年に厚生労働省が新オレンジプランを発表し、認知症カフェの開催を推奨している。A 病院
では B 市より委託を受け、年に 10 回オレンジ倶楽部（認知症カフェ）を開催している。

【目的】山口らは、「仲間と一緒に楽しく身体を動かすこと、ゲームをきっかけにスタッフと笑顔の関係ができ
ることなどが認知機能の向上に結び付いた」、と述べている。オレンジ倶楽部でもこのような活動をしており、
参加することで快刺激を与え、認知症予防につながっているのではないかと考えられる。また、閉じこもり予
防のためにもオレンジ倶楽部に参加されることは効果があるのではないか考え検証することとした。

【対象者】65 歳以上の認知症と診断を受けていない方を対象とし、第一回、4 か月後の第二回両方のオレンジ
倶楽部への参加者を介入群、第一回、4 か月後の第二回両方参加された一般的な研修会参加者を比較群とし、
すべてのスケールの記入漏れがない方を対象とした。

【方法】介入群参加前後のフェイススケール（0 から 5 の 6 段階）、認知機能と ADL、IADL をみる DASC、人
とのつながりをみる E-SAS、社会的孤立を評価する LSNS、うつ傾向を評価する GDS-15 の第一回利用時と 4
か月後の第二回利用時における改善度に対してそれぞれ対応のあるｔ検定を行った。優位水準は 5％未満とし
た（ｐ＜ 0.05）。

【結果】介入群は 21 名、比較群は 10 名であった。各アセスメント項目において改善は見られなかった。
【考察】高齢者の方の場合、より多くのスケールにチェックしていただくことが困難であり、記入漏れが目立っ
た。チェックしていただくスケールの選定が必要である。

【倫理的配慮】介入群対象者、比較群対象者には紙面で説明し、アンケートの提出にて同意を得たものとした。
また、オレンジ倶楽部委託者である B 市役所高齢介護課、実施施設責任者である A 病院理事長に研究の説明
を紙面にて行い、承諾を得た。
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6-7-1　認知症Ⅰケア②
認知症患者の排泄行動に介入して－阿部式 BPSD スコア評価を用いて－

医療法人常磐会　いわき湯本病院　看護部

わたなべ ちはる

○渡邉 千晴（看護師），渡部 糸子

【はじめに】
　排泄における認知症患者のケアとして大切な事は、羞恥心や自尊心を大切にし、排泄という行為のどの部分
が出来ていないのかを見極めて支援することであるといわれている。認知症患者の排泄行動に対するケアを重
点的にかかわったことで、認知症の周辺症状が改善した患者を阿部式 BPSD スコア評価表を用いて比較検討
した。

【研究対象】
 　A 病棟入院患者のうち阿部式 BPSD スコア評価（以下評価とする）で「食事やトイレの異常行動がある」
の項目が高得点であった患者 2 名。

【結果】
A 氏：介入開始の評価は 24 点で、トイレ誘導を考慮した計画を立案した。立位になった時は尿意の訴えがあ
ることが分かったので、患者の行動に合わせてトイレ誘導することを実践した。その結果、介入後の評価は 9
点に改善した。
B 氏：転入時評価は 36 点であった。尿意、便意の訴えはなく、ごみ箱に放尿、排泄後に廊下まで出てきて、
大声をあげるなどの不穏行動が続いた。不穏行動が排泄に関連するものではないかと考え、排尿パターンをみ
て、日中の中央トイレへの排泄誘導を開始した。トイレ誘導開始時の評価は 22 点であったが、介入を行った
結果、評価は 5 点となり不穏なく安定した日常生活が営めるようになった。

【考察】
　生理的欲求である排泄に焦点を当てた看護実践を実施したことが、動機付けとなって認知症周辺症状が軽減
し、患者が満たされたことで安心感を持って入院生活を継続することができたと考える。
　排泄はその人がその人らしい生活をするための最低限の尊厳であるため、今後も「患者の持てる力」に焦点
を当て、観察しその力を引き出すことができるような看護を目指していきたい。

【結語】
   1. 排泄行動に対する介入を行った結果、評価の改善が認められた。
   2. 生理的欲求を満たすような関わりを持つことが認知症周辺症状の軽減につながる。
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6-7-2　認知症Ⅰケア②
認知症ケアの質向上に向けた取り組みによる意識変化 
～認知症評価をもとにリハビリ視点での関わり～

千木病院　リハビリテーション

たけまつ りえ

○竹松 梨恵（作業療法士），横山 美香，沼田 尚子，寺西 彰一

【はじめに】
当院は慢性期療養型病院であり認知症患者が大半を占めている . ケアにおいて看護師 ( 以下 ,Ns) や介護士 ( 以
下 ,Cw) など多数の職員が認知症患者と関わるため , スタッフ間でもケアの知識や方法に差が見受けられてい
る . また病棟のスタッフ間でも認知症患者に対するケア方法を話し合う機会が少ない状態である . 今回認知症
に対するケアの質向上 , 認知症に対するリハビリテーション内容の周知を目的に講義を実施した . 認知症ケア
の意識変化を明らかにするためにアンケート調査を実施したため以下に報告する .

【方法】
期間は平成 30 年 9 月 1 日～ 12 月 31 日とし , 当院の職員である Ns，Cw の計 220 名を対象とした . アンケート
内容は認知症の関わり方やユマニチュードとし計 8 問のアンケートを実施した . その後 , 症例をもとに HDS-R,
大脇式知能検査から脳機能の評価や訓練 , ユマニチュードについての講義を行った .2 週間後に再度アンケート
を用い実施前後で比較を行った .

【結果】
アンケート結果の前後比較では，認知症に対する関わり方で変化がみられなかったが , ユマニチュードでは関
わりができているという回答が平均 5％の向上があった . その中でも患者に触れ , 安心感を与えているでは
12％の向上を認めた . また実施後のアンケートから問題行動を考える間もなく接していたため原因を考えなが
らケアをしていきたい . 個別性が大切なことが分かったという意見があった .

【考察】
ユマニチュードによる関わりでは , 理解ができすぐに実践しやすい内容であったため関わりができたという意
識変化になったと考える . アンケートを通して問題行動など困っているという事例は多いものの , ケア自体を
遂行する必要があり個別ケアまで考える機会がなかったことが原因ではないかと考えた . 今後も定期的な講義
を開催していく必要があり , 当院全体として問題行動に対する関わりを多職種で情報共有 , 対策の検討を行う
機会を作る必要があると考える .
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6-7-3　認知症Ⅰケア②
生活歴を活用した認知症ケアによる BPSD 軽減への取り組み

公立南砺中央病院　看護部

やまもと みお

○山本 珠碧（介護福祉士），高田 泰成，石尾 崇矢，前寺 妥子，町口 淳，寺 美樹，篠原 和恵，西村 美奈子

【目的】
公立南砺中央病院療養病棟（以下当病棟）は、認知症による BPSD を有する患者が多い。今回、認知症患者
の生活歴をまとめた「私の暮らしシート」を作成した。生活歴を活用した認知症ケアを検討し実施することに
よる BPSD 軽減を目的に取り組みを行ったので報告する。

【方法】
認知症のアセスメントツールであるセンター方式を参考に、当病棟独自の「私の暮らしシート」を作成した。「私
の暮らしシート」には認知症患者の家族構成や生活歴、性格、馴染みの習慣などを記載した。得られた情報を
カンファレンスにより多職種で情報共有し個別ケアを立案した。個別ケアの実施前後に認知症行動障害尺度短
縮版（以下 DBD-13）を測定し比較した。

【結果】
「私の暮らしシート」を作成し使用したことで、認知症患者の生活歴の詳細な情報が得られた。カンファレン
スでは多職種で認知症患者の生活歴や馴染みの習慣などについて情報共有したことで個別ケアの検討に役立っ
た。個別ケアを実施した際には、認知症患者の生活歴から興味や関心を引き出そうとするなど、病棟スタッフ
の認知症患者への関わり方や声かけに変化が見られると共に、排泄介助や入浴介助中の抵抗の減少や、レクリ
エーション活動への参加意欲が向上した場面があった。家族からは「また意欲を持ってくれて嬉しい」など良
い意見や感想があった。DBD-13 では個別ケアの実施前後で点数が減少した項目があった。

【考察】
「私の暮らしシート」を使用し生活歴の情報を得ることで、認知症という疾患だけでなく、人生を歩んできた
一人の人として尊重する気持ちが高まった。また、生活歴を活用し認知症患者に対して個別ケアを実施するこ
とは、病棟スタッフの認知症や認知症患者への理解を深めることに繋がった。これらのことから、生活歴の情
報を認知症ケアに活用することは、認知症患者の BPSD 軽減に効果的であり、当病棟における認知症ケアの
充実にも繋がったと考えている。
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6-7-4　認知症Ⅰケア②
危険行動の減少を目指して 
～拘束の時間開放からトイレ誘導を試みて～

日の出ヶ丘病院

こばやし かつのり

○小林 克典（介護職）

Ⅰ 目的
 認知症治療病棟で危険行動がある患者様の対応が分からず難しいと感じ、嫌な気持ちを抱えていた。しかし「あ
りがとう」の一言に何とも言いがたい嬉しさを感じた。担当のＦ氏は昼夜問わず危険行動がみられていた。認
知症患者ケアの原則としてその人が持っている能力やその人らしさを加えた生活が保持できないかと考えた。
トイレに誘導する事から始め、日に日に QOL( 生活の質 ) の一部に変化がみられたのでここに報告する。

Ⅱ患者紹介
93 歳女性。疾患名、認知症。24 時間拘束であった。介護拒否、暴言、暴力が見られる。ベッド上で柵を触り
大声を上げる、食事拒否等の不安定な状態がみられた。

Ⅲ結果・考察
 危険行動の原因を探す為にも他職種とカンファレンスを行った結果、Ｆ氏の危険行動の原因の 1 つに 24 時間
の胴拘束ではないかと考えた。
拘束の時間開放を始めたことで、Ｆ氏は車椅子でトイレ前にいる事が多くあり、オムツによる排泄が負担になっ
ていると考えた。自尊心を傷つけないようにトイレ誘導し、介助から見守りに変わった。拘束時間が短くなり
行動範囲が広がる事で、ホールに誘導し他患が食べている動作を見る事で、食欲が上がり食事介助から自立に
繋がった。自分で出来ることが増えた事で不安などの精神面に変化があり、危険行動が減ったのではないか。
出来ないことばかりに目を向けるのではなくできることに目を向け、出来た事を喜びプラスのエネルギーに変
えていくことが患者様の意欲向上に繋がる事を学んだ。認知症高齢者が安全で安心できる入院生活が送れるに
は、患者様の思いを第１に考え尊厳をもって接する事が重要であると強く感じた。
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6-7-5　認知症Ⅰケア②
回復期病棟での認知症 BPSD 患者への対応と対策 
～背景因子を捉えるためのケア視点～

富家病院

かわはた みほ

○川畑 美穂（介護福祉士）

【はじめに】
当院、回復期病棟は、脳血管疾患、骨折、高次脳機能障害などの後遺症を有する患者が多く入院されている。
中でも認知症（BPSD）の抱えた患者がおり、今後も増加することが予想されている。そこで、認知症の方へ
の対応方法を富家グループとして統一して行えるよう研修会を行い、参加することで回復期病棟ではどのよう
な対応、対策が出来るかを研究しここに発表する

【目的】
認知症ケアにおいて認知症の行動心理症状（BPSD）への対応は大きな課題となっており、回復期病棟でも
BPSD への対応を課題としてあげている。介護現場においても BPSD への対応技術へのニーズがあり具体的な
対応策を講じていくことは重要課題になっている為、今後の支援向上に繋げる。
また、当院は 2009 年 12 月より抑制廃止を行っている為、その状況下でどのような、行動心理症状がでるかも
目的とした

【症例】
80 歳女性　左大腿骨転子部骨折　入院時　HDS-R ７点
入院期間　平成 31 年 1 月 24 日～平成 31 年 4 月 23 日　

【結果】
入院時体力もなく、排尿困難な状態でバルン挿入されての状態だったが、２４時間トイレ誘導へＡＤＬ向上す
ることが出来た。又、抑制をしないことによって、本人へのストレスを軽減し心身の動きやペース、レベルに
合わせ良い交流を持ち統一した介助を行うことにより BPSD 予防につなげられた。
食事に関しては食べ物を車椅子に隠してしまう、オムツの中に入れてしまうといった状態であったが、冷たい
食べ物を隠すという発見をし、全ての食事を病棟で温めて提供を行う事により食事量ＵＰすることができ体力
の向上にも繋がり元居た施設へ戻ることができた

【考察】
行動を見逃さず原因と対応を追求し実行したことにより改善が見られた。心や言動を受容・理解して情報共有
し対応を統一することの大切さを改めて実感した。当院の理念を常に考えながら患者に寄り添い温かいケアを
していきたい
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6-8-1　臨床心理
感情を抑圧していたパーキンソン病患者への心理面接

富家病院　臨床心理室

のむら たくみ

○野村 琢巳（臨床心理士），根生 一治，山本 恵，山田 恵美

はじめに
パーキンソン病（以下：PD）は、進行性の運動症状が特徴的な神経変性疾患であるが、うつ病や不安障害、
アパシーといった精神症状の合併も多くみられる。治療法は薬物療法に加え適度な運動が推奨されているが、
進行に伴い運動する意欲を維持することが難しくなるケースも少なくなく、心理療法の有効性が示唆されてい
る。PD 患者が治療と並行しその人らしく生きるためには早い段階での心理的ケアが必要だと言える。
 
目的
本研究では、PD 患者に対して継続的に心理面接を行った事例をもとに、「その人らしく生きる」ために心理
職としてできる援助のあり方を検討する。
 
事例概要
A さん：80 代　女性。パーキンソン病、糖尿病、うっ血性心不全。HDS-R28 点
H22. 手の震え出現し PD と診断。H29.6 月に脱水により ADL 低下。H29.11 月に内服治療開始。H30.4 月 B 施
設へ入所し内服調整と自主リハビリにより ADL 改善。H31.2 月 当院隣接のサービス付き高齢者向け住宅へ入
居。入居時より週１回の心理面接を開始。
 
面接経過
面接初期は運動症状の進行による不安から焦りが伺えたが、周囲にはそれを表現できずにいた（過剰適応）。
入居から数ヶ月後、自主リハビリの意欲低下が出現したが、A さんの気持ちに共感し、肯定的な介入を続ける
ことで程よく割り切りながら病気と付き合う姿勢が見られ始めた。結果として、面接外でも感情を適切に表現
しリハビリの意欲も改善した。
 
まとめ
このケースでは、整理された感情を面接外で適切に表出することで、環境へ適応し QOL の向上につながり意
欲の向上へと至った。その理由として、A さんは、過剰適応的でストレスを溜めやすかったが、面接という守
られた場の中で抑圧していた感情を心理士が安定して受け止め、他者に感情表現をしても信頼関係は崩れない
という体験をすることで、心理士以外の人に対しても感情表現ができるようになったと考えられる。
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6-8-2　臨床心理
慢性痛患者の個人因子や疼痛特性が精神心理状態に与える影響

社会福祉法人関西中央福祉会平成リハビリテーション専門学校　教務課

すみとも てつや

○住友 哲矢（理学療法士），中村 建介，堀内 研作

【目的】
慢性痛は身体的問題だけでなく，精神医学的・心理社会的問題が複雑に絡み合って形成されている．先行研究
では，慢性痛と精神心理状態の関連性について多くの報告が散見されるが，慢性痛患者の個人因子や疼痛特性
に着目し，これらが精神心理状態に与える影響を報告した例が少なく，十分な見解が得られていない．よって
本調査及び報告を行うことで，慢性痛患者の治療の一助にしたいと考えた．
 

【対象】
通所リハ・介護を利用し，疼痛が 3 ヶ月を超えて持続している利用者 58 名（男性 16 名，女性 42 名，年齢
80.6 ± 6.5 歳）とした．精神疾患や知的障害，認知症の疑いのある者は除外した．
 

【方法】
個人因子（年齢，性別）や疼痛特性（部位，持続期間，VAS，SF-MPQ-2），精神心理状態（SDS，HADS，
PCS）の評価を実施．SDS，HADS，PCS 各々に対する統計処理として，年齢，持続期間，VAS，SF-MPQ-2
を Spearman の相関係数，性別を Welch の t 検定と Man-Whitney 検定，2 標本 t 検定にて解析し，有意水準
は 5％とした．
 

【結果】
慢性痛患者の個人因子に有意な結果は得られなかったが，疼痛特性のうち，VAS（r=0.42，P ＜ 0.01），SF-
MPQ-2（r=0.34 ～ 0.49,P<0.01）に有意な相関を認めた．SF-MPQ-2 すべての項目は，PCS との有意な相関があっ
た．また , 持続的な痛みを感じる程，精神心理状態に広く影響を与えることが明らかとなった．
 

【考察】
慢性痛治療において，破局的思考の減少に伴って慢性痛の症状が改善することが報告されている．本研究から，
個人因子よりも疼痛特性の評価が重要であり，持続的な痛み程、精神心理状態に影響を与えることが示唆され
た．これらを念頭に置き，早期から多角的視点で包括的な治療をしていく必要がある．
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6-8-3　臨床心理
頚部痛者と健常者における Visual Display Terminal 作業時の頭部制御の違い Jerk cost と変動
係数からの考察

恵光会　原病院　リハビリテーション部　

やまさき ひろき

○山﨑 博喜（理学療法士），清原 誠

昨今、様々な職業でコンピュータ ( 以下、PC) を長時間使用するために， Visual Display Terminal（以下、
VDT）作業時の不良姿勢が、脊柱の作業関連性疼痛と関連すると考えられている。腰部痛者において骨盤帯
の時間に対する角度変位つまり、腰部痛者においては、粗大な運動が健常者に比べ出現頻度が高いことが報告
されている。しかし、これらの運動において腰部痛患者の研究は散見されるものの、頚部痛者における検討は
見当たらない．【対象】当院外来リハビリテーションに通院する頚部痛者群と健常者各群各 6 名を対象とし、
年齢と性別を合わせて比較した。【方法】頭部にモーションセンサを装着計測し、5 分間のタイピング作業を
行い， 滑らかさの指標として jerk cost、変動係数を算出し、2 群間の比較検定を行った．【倫理】本研究はヘ
ルシンキ宣言に沿ったものであり，被検者への研究協力及び参加の説明の際には十分な説明と本人の同意書を
得て，データ計測を実施した．【結果】頚部痛を有する者の Acceleration Y 軸における jerk cost は健常者と
比べ有意に高値を示し、変動係数においては有意に低値を示した．【考察】Dunk らは腰部痛者の座位時骨盤
運動を角速度計にて計測し、腰痛患者においては大きな骨盤角度変化が出現することを報告している。本研究
においても、頚部痛を有する者においては、Acceleration Y 軸において相違がみられた。これより、頭部前後
屈運動が大きいことが示唆されたため、そのことが、障害関節への疼痛に起因している可能性が示唆された。
また、変動係数は、各群のばらつきの大きさの比率として捉えられるため、頚部痛者の頭部運動は健常者に比
べ大きいが、微細な動きがない可能性が示唆された。今後は複数セグメントでの計測を行い、腰部・頚部との
可能性を考えていきたい。
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6-9-1　認知症ケア①
認知症患者への周辺症状の変化～グループバリデーションを実施して

特定医療法人暲純会榊原温泉病院　看護部

かつた まゆ

○勝田 真由（看護師），宮本 務

【目的】
当院はケアミックスの病院である。バリデーションはアルツハイマー型認知症及び類似の認知症と診断された
患者と、敬意と共感の姿勢を持ってコミュニケ―ションをとる為の方法である。医療療養型病棟は認知症患者
が多く入院し、周辺症状がみられることもある。そこで、認知症患者に非薬物療法の一つであるグループバリ
デーションを実施し、周辺症状の変化を検証し結果を報告する。
 

【方法】
第 2 段階の認知症患者 9 名にグループバリデーションを週一回、8 ヶ月間（32 回）実施。一回の参加者は 4 名。
グループバリデーション時には患者に役割を設定し、毎回同じ役割を行ってもらった。実施後経過評価表に基
づき対象者の様子をバリデーションワーカーが評価した。
 

【結果】
実施前は抑うつや不安の周辺症状があったが、回数を重ねるごとに減少した。「感情を表現する・役割を遂行
する」の評価が開始当初はほとんどなし・時々であったが頻繁にあり・いつもありに変化した。トピックの会
話中は、同年代の患者が顔を合わせ、話すことが徐々に多くなった。
介入以外でも患者同士で会話する場面がみられた。日常での表情が良く笑顔が増えた。患者家族からは「以前
よりも良く話すようになった」と報告があった。
 

【結論】
グループバリデーション中に役割を設定し行うことで、人の役に立つという気持ちになり自尊心の低下を予防
できたと同時に、同年代の人と関わることで不安を共有できた。そのため、「感情を表現する・役割を遂行する」
が変化したと考える。また、グループバリデーションのゴールの一つである「言語で表現することが増えるこ
と」が達成できた。毎週同じ時間・曜日に実施することで 1 週間のリズムが整い、活動することで日常生活動
作の維持や意欲低下の予防につながったと考える。周辺症状の抑うつや不安が減少した為、グループバリデー
ションを実施したことで、自尊心や意欲低下の予防につながったと考える。
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6-9-2　認知症ケア①
アルツハイマー型認知症患者の BPSD の緩和を図って

日の出ヶ丘病院

しもだ ひろこ

○下田 浩子（看護師）

Ⅰ　はじめに
アルツハイマー型認知症の A 氏は BPSD と思われる症状がみられ、対応に困ったためその緩和を目的に看護
ケアを行なった。
Ⅱ　研究方法
介護や看護抵抗がある A 氏に、ユマニチュードを参考に「見る・話す・触れる」の 3 つの要素を中心に看護
ケアを行なった。
顔から 20 センチ離れたところから笑顔で話しかけ、絵を見せて、手を握ったり、肩を抱いたり、傾聴の姿勢
をとり、何をこれからするのか説明してから主に食事、おむつ交換、点滴、離床を行なった。
Ⅲ　結果
1． 食事・オムツ交換・点滴に対する抵抗は次第になくなり、入院当初は食事の時も眠っている状態だったが、
約 3 週間後からは覚醒されて摂取されていた。クリミールやハイカロゼリーは最初摂取するのに抵抗があった
ものの、次第に自力摂取されるようになった。
2．介護や看護抵抗は和らいできたため胴抑制を解除することができた。一時的に暴言や暴力行為があるとき
もあったが、暴力行為や大声が悪化することはなかった。
3．入院当初は日中も寝ていることがあり、ベッド上だけでなく車椅子に移乗すること、物に触れることで覚
醒を促した。看護ケアをしているうちに食事量も増えてきた。
 
全体を通して、認知症の状態は変わらなかったが、穏やかにすごせる日が多くなってきた。顔を見せると自ら
発語することもあり、BPSD が緩和された。
Ⅳ　考察
甘いものが好きとの情報から、甘いものを付け食事摂取を促し関わったことで、食事の認識につながり自力摂
取や維持につながったと考えられる。
興奮状態のときは時間をおき、無理やり行わなかったことが気持ちのよい援助につながり、BPSD の増悪予防
や軽減につながったと考える。不安、不快にならないよう突然ケアしないこと、「見る・話す・触れる」を念
頭に、積極的に関わりをもったことで A 氏との距離感が縮まり、自ら話しかけるようになったと考える。
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6-9-3　認知症ケア①
BPSD のある利用者様への足浴効果の検証

1 ヴィラ本郷，2 グループホーム本郷

ぎん ともはる

○銀 智春（介護福祉士）1，野坂 司 2，鈴木 信彦 2，谷上 茂弘 1

【目的】
足浴のリラクゼーション効果を知るため
 【対象】
帰宅願望や夜間不穏症状が顕著に出ている方を対象として、実施中と実施後の様子観察を行う。対象者は 3 名、
検証期間は 3 週間とした。
A さん（86 歳男性）：意思疎通が困難、発語も少なく聴き取りにくい。独歩であるが転倒リスク高い。
B さん（93 歳女性）：ADL は概ね自立しているが急な動きがあり、その際にふらつきがある。短期記憶低下
があり、食事未摂取の訴えや物盗られ妄想が顕著にある。
C さん（90 歳男性）：ADL は概ね自立しているが、方向転換時にふらつきがある。短期記憶低下があり、他
人の話は聞かず一方的に話をされるため意思疎通も困難。帰宅願望が強く頻回に離苑行為あり。
 【方法】
実施は毎日１回、検証は３週間。毎日午後に足浴を実施。足浴器に保湿入浴液を入れ 5 分間施行。湯温は 40
～ 42℃を目安とする。入浴後は水分を拭き取った後に、保湿剤にてマッサージを行う。
 【結果】
A さん：実施後は不穏行動が少なくなり、施設内を歩き回ることが少なくなった。但し実施後に椅子に座った
まま入眠されることが多くなり、夜間覚醒の頻度が増えた。
B さん：実施直後は落ち着きはあるが、10-15 分程度で足浴された事を忘れられ、行動について変化は見られ
なかった。
C さん：実施後は少し落ち着かれることもあったが、帰宅願望と離苑行為は継続していた。
 【考察】
以上 3 名の足浴後の様子観察を実施継続したが、BPSD のある利用者様への足浴の効果を具体的に立証するに
至らなかった。ただ足浴実施により、利用者様に良い影響が出ていたことは確認できた。これは個人差こそあ
るが、足浴がリラクゼーション効果、及びストレス緩和効果を生じさせ、BPSD の症状を軽減させることが示
唆される。

【結語】
足浴を実施することで利用者とのコミュニケーションを取る時間が確保できたことは、改めて利用者との距離
を縮める良いきっかけとなり、職員の業務意欲向上にも効果があった。
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6-9-4　認知症ケア①
快刺激で笑顔を 
―カンフォータブル・ケア技法を導入して―

社会医療法人　慈恵会　聖ヶ丘病院　看護科

ししど ゆみ

○宍戸 由美（看護師），横田 倫子，青山 房子

【目的】A 病棟は、「認知症高齢者の日常自立度」ランクⅢ以上の患者が半数を占めている。また入院による環
境の変化で、せん妄や認知症様の症状をきたす患者がいる。ケアへの抵抗や攻撃的な態度など様々な認知症周
辺症状があり職員が戸惑い困惑する場面も多く苦慮していた。そこで認知症高齢者の周辺症状の緩和や看護者・
介護者のモチベーション向上が期待できる「カンフォータブル・ケア」という精神科看護師が提唱した認知症
高齢者への基本的対応技術を取り組んだ。

【方法】病棟職員 33 名 ( 看護 16 名介護 17 名 ) を対象にカンフォータブル・ケア 10 項目の学習会を実施し基本
的対応技術のカードを作成し携帯する。標語を毎朝唱和し意識づけを図った。病棟患者、約 52 ～ 57 名に技法
を実践し職員へ実践前後にアンケート調査を行った。

【結果】実践前後のアンケート調査ではカンフォｰタブル・ケア 10 項目すべて実践しているとの回答が上昇した。
その中で「気持ちに余裕を持っていますか」は 0％から 23％「不快と思うことを素早く終わらせていますか」
19％から 52％から「目線を合わせていますか」は 23％から 45％からへ上昇し「自分が常に笑顔でいることで
相手も笑顔になってくれる」「患者から反応があり、やりがいを感じた」との患者への関心・意識向上につい
ての回答が多くあった。ケアに対する強い抵抗がある困難事例に対し、統一したカンフォータブル・ケアを実
践した結果、表情が豊かになり抵抗する場面が減少した。
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6-9-5　認知症ケア①
身体に触れるだけで不穏・興奮のある患者への対応 
～ユマニチュード技法を取り入れて～

安来第一病院

こばやし かほ

○小林 香穂（介護福祉士），近田 聖子，永島 寿晴

【はじめに】
 Ａ氏は 70 代女性、アルツハイマー型認知症である。入院当初は排泄ケアに対し拒否が強く職員に暴言・暴力
があった。ユマニチュード技法を支援の中に取り入れ、対応を見直した事で著しい行動変容が見られた為その
経過を報告する。

【過程】
 Ａ氏は入院当初、身体に触れるだけで不穏・興奮状態となり疎通も取れず孤立していた。特に排泄ケアでは
著しい混乱が見られ、数名のスタッフで対応せざるをえない状態であった。そこで、安心した生活を送れるた
めの技法の一つであるユマニチュードを取り入れ、言動を受容しＡ氏のペース合わせたケアを行った。

【方法】
 １．Ａ氏の生活歴や性格、趣味、対応方法を家族にインタビューし情報を得る
 ２．日常の様子をカンファレンスや看護記録で情報収集、共有し対応方法を検討する
 ３．ユマニチュード技法の勉強会を実施し、ケアの統一を行う
 ４．ユマニチュード技法をベースに対応する

【結果】
スタッフ全員でケアを統一する事でＡ氏との会話が成立し笑顔が見られるようになり、介護抵抗も軽減しケア
の終わりには感謝の言葉を言われるまでになった。

【考察】
ユマニチュード技法を取り入れ、単に作業の時間にするのではなく良い関係を結びＡ氏を大切に思っている事
を伝えるための時間になるよう心掛けていった。最初からケアの話をするのではなく会えて嬉しいという気持
ちを伝えてからケアを行い、共に過ごした時間がとても良いものであったと記憶に残るように努め次のケアに
繋げていった。これらを繰り返すことで職員との信頼関係も出来、徐々に安心されケアの受け入れや笑顔が見
られるようになったのではないかと考える。

【倫理的配慮】
 本研究及び発表を行うにあたり、対象者の家族に対し研究の趣旨と目的、個人が特定されないように配慮す
る事を説明し承諾を得た。
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6-10-1　認知症ケア②
認知症患者への日中活動強化が睡眠に及ぼす影響

1 水前寺とうや病院　看護部　4 病棟，2 水前寺とうや病院　看護部，3 水前寺とうや病院　看護部長

かわはら のりこ

○川原 典子（看護師）1，吉田 知世 2，稲葉 眞理 3

【はじめに】
認知症症状がみられる患者において、夜間覚醒や徘徊など対応に苦慮するケースが増えている。日中の活動強
化が患者の睡眠状況にどの様な影響をもたらすのか検証した。
 

【研究方法】
 1. 研究期間：2018 年 10 ～ 12 月
2. 対象者：期間中新たに入院された認知症アセスメントスコアⅡ b 以上の患者 17 名
3. 方法：①入院時から 3 週間睡眠日誌を記入。
② 2 週目から行動表に基づいて介入。
③ MMSE・午睡時間・中途覚醒回数を活動強化前 (1 週目 ) 後 (3 週目 ) で比較検討。
4. 倫理的配慮：得られた情報は研究のみで使用し、個人が特定されない事、不利益が生じない事、個人情報の
秘密厳守、いつでも中断できる事とした。
 

【結果】
1. 対象者：平均年齢 89.9 歳、認知症分類：アルツハイマー型 8 名、その他 9 名
2. 活動強化後の変化：①午睡時間の全体平均は 19.4 分減少。アルツハイマー型は 33.7 分と半分以下に減少。
②中途覚醒回数の全体平均は 0.6 回と変化なし。アルツハイマー型は 0.2 回増加、その他は 0.5 回減少。
③ MMSE の全体平均は 0.4 点増加。見当識の項目は 29.4％改善。
 

【考察】
覚醒量や眠る力の低下、体内時計が壊れる事は認知症高齢者の睡眠障害が重症化する要因とされている。体内
時計が崩れると午睡時間が増え、1 日を通して睡眠時間帯が 3 つ以上に分断され、リズムが崩れる。よって 2
時間の午睡は睡眠と認識され、睡眠障害を引き起こしてしまう。今回の研究では、意図的に日中活動強化を行
い、午睡時間を 60 分以内で区切った。それにより、対象者全体に効果を認めた。MMSE 点数差から言えるの
は、分類別にみて、認知症の特徴に沿っていると言える。外からの意図的な刺激を与える事で見当識に良い影
響を及ぼしたと考える。
 

【結論】
1. 活動と休息を取る事は身体的活動の向上につながり生活リズムを整える要因の一つ
2. 午睡時間を摂り過ぎると睡眠・覚醒パターンがより不規則になる。
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6-10-2　認知症ケア②
3 ヶ月間の理学療法士介入は認知症治療病棟の介護負担度と日常生活動作を改善させる

1 医療法人社団大和会　平成扇病院　リハビリテーション科，2 医療法人社団大和会　大内病院

かわの ゆうすけ

○川野 裕亮（理学療法士）1，市村 大輔 1，大塚 裕之 1，高木 洋平 1，松井 敏史 2

[ 背景 ]
本邦では平成 26 年度以降、認知症治療病棟で理学療法士の介入が可能となった。前向きな見直
しもされてきたが算定は週 3 回の個別療法に限るなど、診療報酬面では限定的な評価のみであっ
た。
[ 目的 ]
認知症治療病棟において、入院患者の日常生活動作と介護士の介護負担尺度を用い、短期間で
理学療法士がもたらす効果を明らかにすることを目的とした。
[ 対象 ]
認知症治療病棟の入院患者 46 名と、介護士 11 名を対象とした。
[ 方法 ]
認知症治療病棟に理学療法士 1 名が常駐し週 5 回、身体的リハビリテーションに加え介護スタッフの
指導を行った。具体的には移乗方法、ポジショニング指導、安静度管理、車椅子選定などを行っ
た。期間は 3 ヶ月間とし、その前後で介護士に介護負担尺度 (J-ZBI_8)、入院患者に日常生活動作
(FIM) を評価した。FIM は運動項目の総得点を用い、3 グループ (a.13~38 点、b.39~64 点、c.65~91
点 ) に分類し比較した。統計学的解析は Wilcoxon の符号順位検定を用い、有意水準は 5% とした。
[ 結果 ]
FIM はグループ b のみ有意に改善した ( 介入前 50.11 ± 4.37 点、介入後 70.11 ± 14.97 点 )。J-ZBI_8 は
介入前 13.0 ± 3.8 点、介入後 8.3 ± 4.0 点であり有意に改善した。特に「患者さんに対してどうしてい
いかわからないことがありますか」という質問項目において有意に改善した ( 介入前 2.45 ± 1.13 点、
介入後 1.36 ± 0.67 点 )。
[ 考察・結論 ]
グループ b は潜在的な動作能力を有しており、適切な介入や指導により短期間で著しく FIM の得点
が向上した可能性がある。また、他のグループにおいても更なる調査が必要だと考えられる。
J-ZBI_8 の結果より、理学療法士の専門知識を活かし他職種に指導することで、より良い包括的なケ
アが病棟全体に広がる可能性を示唆する。
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6-10-3　認知症ケア②
認知症患者Ｋ氏の「印象」と「食事」の変化、その背景にあったスタッフとの関わり

医療法人惇慧会外旭川病院　看護部

こん はるな

○金 はる菜（介護福祉士），渡部 大介，高橋 茉美香，金田 和枝

はじめに
認知症の人は環境がめまぐるしく変化することによる影響が大きいと言われている。今回、入院時ケアに対す
る抵抗や、表情も険しい認知症患者が、表情が明るく笑顔が増え、食事の仕方にも変化が現れた症例を振り返
り、変化が明らかであった「印象」と「食事」の二つの面を挙げ、その背景にあったスタッフとの関わりを報
告する。
 
研究方法
①病棟職員 23 名 リハビリ科 2 名を対象にアンケート調査を実施
入院時と現在の印象を多項目選択式、自由記述式にて調査
②自力摂取回数と摂取量を看護記録よりデータ収集 （平成 29 年 12 月～ 30 年 12 月）
 
倫理的配慮
本人、家族に本研究の内容を説明し承諾を得た。
 
結果
アンケート回収率 100% 「印象が入院時と現在で変わったと思う」92%
入院時の印象「ケア時抵抗がある」64% 「表情が険しい、笑わない」48% その他「常に怒っていた」という意
見があった。現在の印象は「表情が明るい」96% 「よく笑う」84% その他「Ｋ氏のほうから声をかけてくれる」
であった。
関わり方については「辻褄が合わなくても頷き、傾聴する」10 名 「ジェスチャーを交える」6 名 「タッチング
を交える」4 名。昔の職業、新聞記事の話題が盛り上がるという意見もあった。
食事は、入院から 7 か月間は全介助であった。「自分で食べる」と話したことをきっかけに入院 8 か月目頃か
ら自力摂取を始め、１食でも自力摂取可能であった日数が 9 か月目は 8 日間、10 か月目は 20 日間、11 か月目
は毎日可能となり、その内 12 日間は 3 食全て自力摂取ができた。
 
考察
肯定的なコミュニケーションやタッチングなどの関わり、Ｋ氏の職業や興味のある話題を会話に取り入れたこ
とがＫ氏にとって効果的であり表情や言動の変化に繋がったと考えられる。スタッフもＫ氏の本来の人柄に気
づき、関わり続けたことが信頼関係の構築に繋がり、更に、チームで関わったことが K 氏の変化と ADL の向
上に繋がったと考える。
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6-10-4　認知症ケア②
レクリエーションによる患者への影響を探る 
～あなたの笑顔に会いたい～

尾野病院　介護

たけはな まこと

○竹鼻 誠（介護福祉士），安田 貢

【はじめに】近年、日本では急速に高齢化社会が進展し２０２５年には人口の約３０％が高齢者になり、認知
症患者も予備軍を合わせると１０００万人を突破するとも言われている。我が病棟でも同様に認知症症状のあ
る患者が増えてきている。認知症症状で多いのは、不穏、不眠、昼夜逆転などであり表情の変化が乏しい患者
も見受けられている。今回、病棟で行っているレクリエーションが認知症症状にどのような影響を与えるか取
り組みを行ったので報告する。

【対象と方法】①実施期間：Ｈ３０年６月１日～平成３０年８月３１日 ②対象：認知症のある患者で不穏・不眠・
昼夜逆転等の症状があり、車椅子に１時間程座位保持可能で同意を得られた患者７名 ③方法：（１）病棟レク
を週１回から２回に増やし、３０分程度で簡単なゲームを行う。（２）睡眠状態の観察（３）ＨＤＳ－Ｒを月
１回、月末に実施（４）表情の変化を記録（写真撮影含）

【実施と結果】睡眠状態に大きな変化は見られなかったが夜間の不穏症状は７名中６名がやや減少した。ＨＤ
Ｓ－Ｒでは、それほど変化はなかったが、７名中４名の点数がやや上昇された。表情の変化は著明で、特に笑
顔が多くみられた。普段発語が少ない患者様からも笑い声や他の患者様と会話されている様子が見られるよう
になった。

【考察】不穏等により不眠であった日数は７名中６名がやや減少、ＨＤＳ－Ｒでは、７名中４名の点数が上昇
された。また、レクリエーションに参加されている時は皆表情がよく笑顔や発語も多くなった。これらのこと
から、レクリエーションを行うことは療養生活の刺激となり、認知症症状（不穏症状や表情等）の減少に影響
を与えていると感じている。今後も笑って楽しく過ごして頂けるようにレクリエーションを継続していく。

【倫理的配慮】今回の研究に際して、ご本人・ご家族に書面を用いて説明し、撮影した写真は他の目的に使用
しない事を書面に明記し同意を得た。
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6-10-5　認知症ケア②
認知症ケアプロジェクト会議の取り組み 
～アンケート調査から見る成果と課題～

健和会大手町リハビリテーション病院　看護科

しんのう ありさ

○新納 亜莉沙（看護師），高崎 玲子，福田 敬子，隅田 朋子，大倉 達也，三箇 宏治，山本 明日香，
村田 結香，野中 美智枝

【はじめに】
 A 病院では、認知症患者やケアに関わる全ての人が穏やかに過ごせるように認知症プロジェクト会議を設置
し活動を行った。そこで、認知症ケアの普及の取り組み前後でアンケートを実施し見えてきた課題を報告する。

【実践と結果】
 2017 年 5 月認知症ケア技術普及の為、認知症プロジェクト会議を立ち上げ、現状のアンケートを実施した。
アンケート内容から、認知症患者の抵抗や暴力に困っているという意見も多く聞かれた。そこで、認知症のケ
アの一つでもあるユマニチュードについて学習、研修会の開催やユマニチュード入門の読了と伝達を行なった。
また、委員による病棟ラウンドを 3 回実施した。2018 年 6 月取り組み後のアンケートを実施。結果、ケアの
有効性は６％増加。患者さんの抵抗がなくなった、表情が豊かになった、笑顔が見られるようになった、と全
ての項目で有効であったことが分かった。しかし、時間に余裕がないという意見や病棟での取り組みに差があ
ることも分かった。

【評価・考察】 
今回、認知症ケアの取り組みによって、「笑顔がみられるようになった」など、患者に良い影響を与える結果
に繋がった。しかし、病棟間での取り組みにも差があることが明らかとなり今後、取り組み方法の検討も必要
である。今後も一人一人のケアの考え方を変えていき認知症ケア普及のために努めていく必要がある。その為
に認知症についての学習会などを継続的に行い認知症ケアの手法を職員に浸透させていきたい。

【おわりに】
 今回アンケート結果からもあるように、私達の対応次第で認知症症状が落ち着くことが分かった。今後も病
棟での学習や取り組みを継続していき、ユマニチュードだけでなく様々な認知症ケアの手法と職員一人一人の
意識改革に努め全職員への浸透を図っていきたい。
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7-1-1　排泄ケア①
MyoTrackInfiniti を用いたバイオフィードバック療法が有効だった尿失禁・便失禁を有する 4 症
例：症例報告

1 印西総合病院　リハビリテーション部，2 印西総合病院

さとう しょう

○佐藤 翔（理学療法士）1，米谷 美穂 1，武久 敬洋 2

【目的】
　尿、便の失禁症状改善には骨盤底筋訓練が有効であると報告されているが、骨盤底筋の収縮は主観的かつ客
観的に評価することが難しい。そこで、収縮を視覚的に認識させる方法として「女性下部尿路症状診療ガイド
ライン」推奨グレード B、「便失禁診療ガイドライン 2017 年版」推奨グレード C と報告されているバイオフィー
ドバック療法 (Biofeedback：BF) を行い、失禁症状を有する患者に対して効果を示した為、以下に報告するこ
ととした。
 

【対象】
　対象患者は、尿失禁患者 2 人 [ ①第 1・3 腰椎圧迫骨折：68 歳女性 ( 入院 ) 、②脳出血：52 歳女性 ( 外来 ) ] 
、尿・便失禁患者 2 人 [ ③脊髄腫瘍の術後：43 歳男性 ( 外来 ) 、④外傷性くも膜下出血・多発骨折：92 歳女性 
( 入院 ) ] とした。
 

【方法】
　使用機器は筋電図バイオフィードバック機器 MyoTrackInfiniti を用いた。主評価は骨盤底筋と腹筋の収縮
をモニター上でのグラフおよび数値変化で示したものとし、さらに尿、便失禁に特異的な質問指標を効果判定
方法とした。
 

【結果】
　全患者で円滑な骨盤底筋の収縮と弛緩、腹筋の過剰収縮の抑制がみられた。特に患者①では早期に症状の改
善を認め、患者①、②においては質問指標上での改善も認めた。しかし、患者③、④では質問指標上での改善
は少ない結果となった。
 

【考察】
　先行研究では骨盤底筋訓練のみのリハに比べ、BF を追加することが失禁症状および生活の質の改善に有効
であると報告している。本報告においても、自身の骨盤底筋や腹筋の収縮状態を視覚情報から体内にフィード
バックできたことが先行研究と類似した結果が得られた理由だと考える。また、BF は患者の能力に応じて適
切な訓練肢位 ( 臥位、座位、立位 ) に変えることができ、我々セラピストにとっても最善な骨盤底筋訓練の指
導ができる手段であり、今後も様々な患者に適応できる可能性が高い。
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7-1-2　排泄ケア①
腹圧性尿失禁を無くす 
～Ａ氏、骨盤底筋を鍛えた結果～

介護老人福祉施設　ヴィラ町田　介護部

さいとう まなぶ

○齋藤 学（介護福祉士）

[ 背景 ]
尿失禁の改善方法は種々で、対象とした「尿失禁の種類」「併用療法の有無」「治療期間」「評価方法」など、
多数報告はあるが定められたエビデンスは特に認められない。しかし、骨盤底筋訓練は、腹圧性尿失禁に対し
有用性を支持する報告が多い。
[ 目的 ]
入所者の失禁による羞恥心、職員への罪悪感を、排泄を成功させることで喜びに変化させ日常生活で実感して
いただくために、骨盤底筋訓練を実施することが有効であると考え、この研究に取り組む。
[ 対象 ]
A 氏 80 代女性。脳出血発症後、左方麻痺となる。認知症はなく、自身の思いをはっきりと伝えることができる。
手すりにつかまり、介助なしで立ち上がることができ、立位は安定している。
[ 方法 ]
車椅子に乗車した状態で両足間にボールを挟み、股関節内転方向にボールを押す運動 30 秒× 3 回。セラバン
ドを大腿部に巻いて、15 秒ゆっくり開閉することを 3 回。実施したら表に記入することで経過状況を可視化し、
モチベーションの維持を図る。研究前と研究後の尿失禁記録で比較する。以上を、平成 30 年 9 月 1 日～平成
31 年 1 月 31 日までの 5 か月間実施した。
 
[ 結果 ]
研究前の尿失禁平均尿量は、670 ｇ。トイレでの排尿平均回数は 5 回。研究後の尿失禁平均尿量は、517 ｇ。
トイレでの排尿平均回数は、3 ～ 4 回であった。また、尿量や回数の減少だけではなく、トイレ誘導時、パッ
ト内に失禁がないことも増えた。
 
[ 考察 ]
Ａ氏に対し骨盤底筋訓練を行った結果、尿失禁量が減少したことで一定の効果があったと認められる。回数の
減少や、時折失禁がないことは、骨盤底筋訓練を実施したことにより、骨盤底筋群の活動が賦活されたことを
示唆し、排尿を抑制することができたため、腹圧性尿失禁に対し影響を与えたと考えられる。
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7-1-3　排泄ケア①
当院での排尿障害パターンの傾向と改善の動向

医療法人横浜平成会　平成横浜病院　リハビリテーション科

しばた まなみ

○柴田 磨奈実（理学療法士），山内 ななみ

【はじめに】
当院では 2015 年より排尿障害別にアプローチを行ってきた . その中で機能性障害に該当する患者様が多い印
象があり , 先行研究をもとにパッド内の失禁状態を確認するパッドチェックシートを使用した定時誘導の取り
組みを行ってきた . 今回は , 現取り組みの妥当性および疾患別アプローチの再考に向けて過去のデータより当
院における動向を検証した .
 

【方法 ･ 対象】
排尿障害は , 入退院時に名古屋大学排泄情報センターの排尿チェックシートを用いて判断した .
期間は 2017.1.1 ～ 2018.4.30 とし , 回復期リハビリテーション病棟 ･ 地域包括ケア病棟に入院中の 572 名のうち
排泄障害が 1 つ以上該当となった 145 名を対象とした . 日常生活自立度 C2 レベル , 当院での人工関節全置換術
後の整形外科患者 , 排尿チェックシートで非該当になった患者は除外した .
 

【結果】
初期の排尿障害で大半を占めていたのは機能性単独障害 , 機能性＋溢流性障害 , 機能性＋溢流性＋尿排出障害
であった . 排尿障害の該当者は 145 名から 103 名へ , その中で機能性単独障害が 77 名から 53 名に最終時に大
きく改善が認められた . それに対し大幅な改善がみられなかったのは , 切迫性単独障害および腹圧性＋切迫性
障害であり , その他 3 つ以上障害が合併している場合は改善がみられなかった .
 

【考察・展望】
機能性障害が改善した要因として , 身体機能の向上および当院でのパッドチェック ･ 定時誘導が , 先行研究通
り改善に関与していたと考えられる . しかし排尿障害が合併している場合は大きな改善がなく , 機能性障害以
外に対してのアプローチが重要であると示された . 本研究の結果から切迫性障害の改善が乏しいと示唆された
ため , 当院で使用しているパッドチェックシートを活用し , 尿意，排尿リズムを把握した定時誘導 , 病棟への排
尿障害の周知 , 我慢体操を次年度の取り組みとして検討している .
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7-1-4　排泄ケア①
日常生活活動の差による膀胱留置カテーテル再挿入率の違いに対する検討と対策について

1 宮本病院　機能訓練室，2 宮本病院　看護部，3 宮本病院　医局

つかもと こうへい

○塚本 浩平（理学療法士）1，海老原 真樹 2，藤井 奈津子 2，三重野 絢 2，宮久保 裕子 2，石井 徳恵 3

【はじめに】
当院では平成 28 年より排尿ケアチームを編成し , 活動を行っている . 今回膀胱留置カテーテル（以下 BT）の
再挿入率に着目し , 日常生活活動（以下 ADL）の差による BT 再挿入率の違いについて検討した．また BT 抜
去後に再挿入防止の為に排尿ケアチームや医師・看護師・理学療法士・作業療法士等（以下多職種）で対策の
実施を行ったので以下に報告する .

【対象】
 平成 28 年 5 月から平成 31 年 4 月までに介入した 76 人を対象患者とした .

【研究方法】
対象患者の ADL を評価し , 自立群と非自立群に分けた . 介入前後での評価の点数差・BT 再挿入率の違いを検
討した . 点数差は排尿自立指導に関する診療の計画書の評価結果を判定材料とした . 点数は 0~20 点であり , 点
数が少ない程排尿自立機能が良好と判定した . 再挿入率の算出は , 介入開始から介入終了後 1 ヶ月の間に再挿
入の有無を確認し , 割合を算出した . その後非自立群に対して再挿入防止の対策を実施した . 実施内容は , 排尿
ケアチームが評価結果を伝達し , 多職種で立案した対策を確認・修正し , 非自立群の ADL 改善に対して多職種
が対策を実施した . 実施期間は非自立群に対して排尿自立指導の介入終了後から更に 6 週間の再介入を行う事
とした．また ADL を機能的自立度評価表（以下 FIM）にて評価した．FIM は 1~7 点の 7 段階 18 項目の合計
126 点で評価し , 点数が高い程 ADL が自立という評価方法である．

【結果】
点数差は , 自立群は平均 6.2 点の減少が認められ , 非自立群は平均 2.3 点の減少が確認された .BT 再挿入率は ,
自立群では 0％ , 非自立群では 41.6％であった . 対策実施前の非自立群の FIM の平均は 27/126 点であった．対
策実施後の FIM 平均は 34/126 点であった．対策実施後の再挿入率は 33.3％に減少した．

【まとめ】
今回の検討で ADL 能力の低下に伴い排尿機能の低下を招く可能性が示唆された . また排尿ケアチームが多職
種と連携し , 問題に対して対策を立案し実施する取り組みが今後も必要であると考えられる .
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7-1-5　排泄ケア①
排泄の質の向上にむけて 
～立ち上がり動作をよりスムーズに～

京都東山老年サナトリウム　看護部

ほしな のりみち

○保科 紀行（看護師）

 高齢化の加速の伴い、今後ますます高齢者の生活を支える質の高いサービスや、自立支援・重度化防止の推
進が重視されています。その中で、２０１８年度介護報酬改定により「排せつ支援加算」が新設されました。
 排泄を自ら済ませられるかどうかは、その人の自立を考える上で極めて重要な要素となります。
今回、当病棟でポータブルトイレで排泄している１０名の患者を対象に、立ち上がり動作について着目し、立
ち上がりがしやすい座面の高さを検証してみることにしました。一般的に身長と下腿長には相関があると言わ
れており、寝たきりや車椅子、円背などで身長を測定することが困難な場合がある理由から、ポータブルトイ
レの高さを下腿長の長さとの関係から調査し、研究を行いました。手すりを掴みながら自力で腰を浮かすこと
ができなかった患者様に対しては、ポータブルトイレの座面の高さを調整することによって自力で腰を浮かす
ことができるようになったなど、その人に合った立ち上がりやすい高さを考えた結果、膝の中心部より高くポー
タブルトイレの高さを調整したほうが立ち上がりがスムーズに行えることが分かりました。しかし、膝の中心
より高い場合は、膝が痛い方や股関節の可動域制限がある方は負担が軽減する一方、高さが高いほど足裏全体
に掛かる体重が少なくなり、座った時に不安定になるデメリットがあります。また、膝の中心より低い場合は
立ち上がりにくいが、前傾姿勢を取れない状態でも腹圧をかけることができるというメリットもあります。立
ち上がりやすい高さを考えることは、排泄の自立へのファーストステップとして実用的であると考えました。
このように高齢者の疾患も考慮し、排泄に介護を要する原因を分析し、明らかになった結果に対し個別の支援
を続けることで、排泄状態を改善させることができました。今後も様々な角度から排泄サポートを行っていく
が、まずはその結果を報告したいと思います。
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7-1-6　排泄ケア①
スキントラブルに対する看護師の関心と意識の変化～ IAD-set の活用と評価を通して～

医療法人社団　育生会　京都久野病院

なかがわ ちか

○中川 智加（看護師），百武 彩香

Ⅰ . はじめに
近年の高齢化で日常生活自立度 B・C ランクの患者の増加に伴い、オムツ着用患者も増加し , スキントラブル
を繰り返す事が多い。医療的に問題のない患者の多くは看護補助者がオムツ交換をするため、看護師の介入は
減少しスキントラブルの対処も遅れがちとなった。
今回、失禁関連皮膚炎（IAD) に着目し IAD 重症度評価スケール ( 以下 IAD-set とする ) を用いた評価をする
ことで看護師の意識変化とケアの質向上を図った。

Ⅱ．目的
IAD-set を用いて看護師のスキントラブルへの関心を向上させる

Ⅲ．研究方法
1）対象：スタッフ 23 名
2）研究期間：2018 年 8 月～ 11 月
3）方法：看護師の意識調査 (3 回）及び日常生活自立度 C ランクで尿道留置カテーテルを入れていない 24 時
間オムツ着用の男女 7 名に対する IAD-set とブリストルスケールでの週 3 回の評価

Ⅳ．結果
初回調査で IAD-set を知らない者が 90％いたが、最終的に IAD について周知できた。IAD-set 評価は難しい
とする者は 62％いたが、評価を続けるうちに異常の早期発見と対処ができ、評価は効果があり「IAD-set での
評価は必要」とした者が 83％となった。
IAD の点数が高い患者は排便回数が多く、泥状便または水様便で尿臭が強い傾向にあり、便回数をコントロー
ルすることで症状が軽減した。またブリストルスケール 5 ～ 6 でも排便回数をコントロールした患者は尿臭が
なくスキントラブルもなかった。

Ⅴ．結論
IAD-set を使用することで評価が安定し、スキントラブルの早期発見につながり、スキントラブルへの対処と
意識の向上が図れた。IAD 発症の危険因子 3 項目の中でも便回数のコントロールは IAD の改善につながり、
便をコントロールすることで IAD は予防できることが示唆された。
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7-2-1　排泄ケア②
高齢女性患者の清潔間欠自己導尿による排尿自立支援を阻害する要因

医療法人社団和楽仁　芳珠記念病院　看護局

たくみ かおる

○内匠 薫（看護師），可貴 祐子，金剛 まさ美，本村 加代子，大西 真奈美

目的：排尿障害があり、清潔間欠自己導尿が排尿の手段として選択された場合、下部尿路機能だけでなく、身
体機能や認知機能を十分考慮する必要がある。しかし、高齢女性患者は、尿路の解剖学的特徴から、手技獲得
は男性より困難であることが知られている。本研究は、高齢女性患者の清潔間欠自己導尿による排尿自立支援
を阻害する要因は何かを明らかにすることである。
方法：A 病院の外来看護師 3 名、病棟看護師 2 名、排尿ケアチーム看護師 3 名に高齢者女性の清潔間欠自己導
尿導入による排尿自立支援が困難な点について、フォーカスグループインタビューを行い、IC レコーダーに
録音した。インタビュー内容を逐語録に起こし、内容から CIC 導入で排尿自立支援が困難な内容が語られて
いる部分を抜き出し要約、分類し、阻害要因をサブカテゴリー、及びカテゴリー化した。
倫理的配慮：対象の看護師に研究の趣旨についてに文書で説明、参加は任意であること、プライバシーを守る
ことなどを説明し、書面で同意を得た。
結果：抽出されたコードは、60 のコードがあり、12 のサブカテゴリー、5 のカテゴリー、【患者の手技獲得】、【患
者の受容】、【家族の協力】、【医療者のアセスメント】、【療養生活の再構築】が阻害要因として抽出された。女
性【患者の手技獲得】が困難だけでなく、【患者の受容】に時間を要し、【家族の協力】が得られないことが要
因となり得る。外来での指導では、高齢者がつける排尿日誌は不十分な内容のことが多く、【医療者のアセス
メント】が短時間の関わりでは困難で、【療養生活の再構築】ができるまで難渋することが明らかとなった。
結論：高齢女性患者の清潔間欠自己導尿による排尿自立支援を阻害する要因を分析した結果、排尿自立支援は、
患者の思いを大切にし、家族を含めた社会的な背景を把握し、生活の中の排泄の十分なアセスメントが必要で
あることが明らかとなった。
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7-2-2　排泄ケア②
排尿自立支援 
在宅復帰強化の病棟における排尿自立への取り組み

堺平成病院　看護科

まつもと ともみ

○松本 朋実（准看護師），川口 正美

[ 目的 ]
下部尿路機能障害は高齢者の ADL 低下、寝たきりへの引き金になることからその対策は大きな問題となって
いる。当病棟では急性期病棟の治療を終え状態が安定した患者さんが尿道カテーテルを留置したまま、転棟し
てくることが多かった。今回、病棟スタッフと他職種協働で ADL 向上を図ると共にスタッフの排尿自立に対
しての意識向上を目的として尿道カテーテル抜去の取り組みを行ったので報告する。
[ 方法 ]
研究期間 平成２９年１０月 1 日から平成３０年１０月 1 日
対象者 
①Ｔ氏 ７７歳
②排尿自立を実施した患者８名
③アンケート調査したスタッフ１８名
[ 結果 ]
①症例の T 氏は車椅子移乗の時間延長が出来、スタッフとのコミュニケーションを図ったことで活気がでた。
また痰を自分で出したり、髪の毛をといたり日常生活動作も拡大し施設に退院された。
②下部尿路機能評価と尿道カテーテルの留置理由、留置時の問題点を調査し、その後に主治医・受持ち看護師・
排尿自立リンクナースでカンファレンスを行い抜去が可能であるかの評価を行った。評価後に尿道カテーテル
を抜去し下部尿路機能と排尿自立度の評価も合わせて実行した。抜去後は残尿量に応じて泌尿器科を受診し、
再挿入のリスク回避に努めることができた。
③アンケートを行う事によりスタッフの意識が高まった。
[ 考察 ]
転棟時から尿道カテーテルが入っているために、尿道カテーテルを抜かなければいけないという意識に欠けて
いたことに気付いた。尿道カテーテルの留置やオムツをした状態では十分なリハビリを行うことができず、寝
たきりとなってしまう事が増えることで在宅復帰も遅れるという悪循環になる。今回の取り組みで尿道カテー
テルの留置を半減にする事ができた。そしてカテーテルが無くなったことで日常生活動作の拡大につながった。
早期に排尿自立への援助に取り組む事が大切である。
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7-2-3　排泄ケア②
医療療養病床における看護職による排便ケアの現状と実践の工夫—質問紙調査における自由記載
をもとに—

東京大学大学院

たかおか まなみ

○髙岡 茉奈美（看護師），五十嵐 歩，二見 朝子，山本 則子

【目的】医療療養病床の看護職による排便ケアの現状と実践の工夫を把握する。【方法】対象 : 全国の医療療養
病床を有する 1180 病院の医療療養病棟の看護管理者（以下：管理者）1 名と看護職者 1 名に質問紙調査を行っ
た。調査期間：2018 年 8 月～ 9 月。調査内容：個人属性及び自由記載で①排便ケアの現状②排便ケア実践の
工夫を尋ねた。分析：自由記載の内容を、排便ケアの現状や実践の工夫に関する内容ごとに区切り、類似性に
より分類した。倫理的配慮 : 東京大学医学部倫理委員会の承認を受けて実施した。【結果】1180 病院のうち
283 病院の管理者 255 名、看護職者 275 名から質問紙の回答を得た。分析対象は、自由記載に回答した管理者
137 名 (54%) と看護職者 121 名 (44%) である。平均年齢はそれぞれ 52 ± 7 歳、46 ± 9 歳だった。①現状：長
期臥床患者や認知症のある ADL 自立患者など排便コントロールが難しい患者が多く、薬剤の使用方法や排便
頻度の正解がみえないことから、つい下剤に頼ってしまう現状が窺えた。②実践の工夫：『組織的な取り組み』
は「ブリストル便性状スケールなどを用いた排便の記録・管理者が個々のスタッフに働きかけてスタッフの意
識を変える・排便コントロールについて多職種で相談できる場を設ける」、『薬剤を使用する上での工夫』は「作
用機序をふまえた下剤の使用・患者に合わせた下剤の調整」、『非薬物療法の実践』は、「経管栄養剤の種類の
見直し・食物繊維や乳酸菌、オリゴ糖の活用・排便時はトイレに座ってもらう・毎日同じ時間にトイレ誘導を
する・ベッド上でもいきみやすい姿勢の介助・排便を促すマッサージ」だった。【考察】排便コントロールが
難しい患者に対して下剤が多く用いられている一方、資源が限られた環境でも実施可能な排便ケアの工夫が行
われていた。これらを多施設で共有できる体制の構築は、排便ケアの質向上につながる可能性がある。
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7-2-4　排泄ケア②
病状悪化で ADL が低下した患者に対する排尿自立へのアプローチ 
リリアムα -200 による膀胱内尿量測定

上曽根病院　看護科

むらた じゅんこ

○村田 純子（看護師），渡辺 尚加，甲斐田 弥月，置鮎 志津恵

＜はじめに＞
自立した排尿ができることは人としてとても大切であるが、高齢者においては少しの病状悪化が原因で、それ
が改善されても以前の状態に戻らないことが度々みられる。今回我々は心不全の悪化により一時寝たきりに
なった患者に対して排尿自立支援を行った症例を報告する。 

＜対象＞
症例  92 才。女性。入院前は ADL、排泄は自立していたが、入院後は尿意を訴えることができず尿失禁状態
でおむつ使用中。
HDS-R 14 点 MMSE 17 点  気を遣う性格。

＜方法＞
排尿に影響する全身のアセスメント：飲水量測定、尿量測定、服薬状況、リリアムαー 200 定時測定モードに
て 1 分毎の膀胱内尿量測定 等を行った。

＜結果および考察＞
利尿剤フロセミド服用後に膀胱内尿量が急速に増えた際に失禁が多くなることが確認された。そこで膀胱内尿
量が多い時間を確認してトイレ誘導を行った。さらに自排尿がある程度可能になった段階で、指定時間でのト
イレ誘導を中止、尿意ある際コールするように指導した。 
日中適切なトイレ誘導を行うことで、リハビリの活動時間が増え、筋力も強化され排尿動作時の安定感が生ま
れた。その結果自排尿が可能となり患者の笑顔も見られるようになった。
患者の排尿自立を目指す上で、排尿に影響する全身のアセスメントを行うことが、より的確な援助につながる。
そしてリリアムによる経時的膀胱内尿量測定はその一助になる。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
7-2-5　排泄ケア②
排便の性状・量を共通認識するための取り組み 
～スケールの作成・使用を試みて～

千木病院　看護部

さいとう ゆかり

○斉藤 由香里（看護師），中村 かおる

Ⅰ．はじめに
 　当院の入院患者は寝たきりでオムツを使用している高齢者が多く、看護補助者が中心となってオムツ交換
を行い排便の性状や量を確認している。当院では排便の量の表現は「1 回量」「少量」の 2 種類しかなく定義
がない。そのため、看護補助者が看護師に排便の量や性状を伝えたつもりが正確に伝わっていないという状況
が前研究の意識調査から明らかになった。そこで、排便量の指標が必要だと考え、当院独自のスケールを作成、
使用し、アンケート調査を行った。その結果改善点があった為、再度作成したスケールを試みた結果をここに
報告する。
Ⅱ．研究方法
 期間：2019 年 3 月 1 日～ 5 月 31 日
 対象：病棟スタッフ（看護師・看護補助者）
 方法：前研究の検討した結果からオリジナルのスケールを作成し使用した。
 評価方法はアンケート調査
   倫理的配慮：研究対象者に研究の趣旨、目的、方法、匿名性の保証を口頭で説明し同意を得た。また、患者
のプライバシーの保護を配慮した。
Ⅲ．結果
 　A 病棟スタッフ 38 名、 回収率 94％。 オリジナルのスケールを使用することで実際の排便量に近づけたと
思った人が、看護師 87％、看護補助者 100％。思わないが看護師・看護補助者とも 0％。どちらと思わないが
看護師 13％、看護補助者 0％となった。
Ⅳ．考察
 　前オリジナルスケール使用後のアンケート結果より、改善点を考えスケールをイメージしやすいものに変
更した。模型を作成して設置し説明を十分に行い、スケール使用期間を長くした。この結果からオムツ交換に
常に関わる看護補助者は、排便の量や性状が判断しやすくなった。これらの事から皆が共通認識できる指標が
できたと考える。
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7-2-6　排泄ケア②
便の性状や量の認識統一に向けた取り組み

1 医療法人美﨑会　国分中央病院　看護部，2 医療法人美﨑会　国分中央病院　院長

ながた みずき

○永田 瑞生（看護師）1，藏元 真来 1，宮川内 麻衣 1，藤﨑 剛斎 2

【はじめに】
　当院では排泄の記録としてケア記録表を使用し排泄の有無を記載している。しかし、便の性状や量の記載の
決まりはなくまたその基準もないため個々で判断の差があった。そのため今回便の性状や量の目安となるス
ケール（以下、排便スケール）を作成・使用して便の性状や量を統一した基準で評価するための取り組みを行っ
たためここに報告する。 

【対象及び方法】
対象：当病棟看護師 12 名、介護士 2 名　
取り組み期間：2019 年 3 月～現在　
便の性状や量の認識についてアンケート調査を実施。それを基に排便スケールを作成・使用し４週間後に排便
スケールについてのアンケート調査を実施。肛門周囲の皮膚トラブルの件数調査。

【排便スケールの内容】
・便の性状は国際基準となっているブリストルスケールを採用
・便の量はアンケート調査を基に目安となるスケールを作成
【結果】
　アンケートの結果、個々で捉え方や表現方法に違いがあり便の性状は 20 種類、量は 7 種類とスタッフ間で
認識の差が生じていた。そのため、下剤使用のタイミング、量に統一性がなかった。今回排便スケールを作成・
使用し「排便の有無だけでなくスタッフ間で統一した性状・量を知ることができる」という意見が多く聞かれ
た。また「下剤検討する際の評価・判断基準となった」という意見も聞かれた。さらに、排便スケール使用前
後で肛門周囲の皮膚トラブル件数が減少した。 

【考察】
　排便を見ていない人へも伝えやすくイメージの共有化となり、排便の性状と量が統一した基準で評価出来る
ようになった。それにより、個々の認識の差による不明確な判断ではなく、統一した評価での排便コントロー
ルの判断材料となったと考える。また、個別性のあるアセスメントを行いやすくなったことから、医師への報
告がし易くなり、皮膚トラブルも減少したと考えられるため今後も不必要な下剤を減らし、適切な下剤調整・
投与による患者の負担軽減に努めていきたい。
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7-3-1　排泄ケア③
尿漏れしないオムツの当て方への取り組み

緑成会整育園　看護部

たにぐち けいこ

○谷口 恵子（介護福祉士），林 理沙，水上 和恵，尾本 まゆみ

［目的］
重症心身障害児（者）のオムツ使用時の尿漏れの原因は、変形や尿量等複数に及ぶ。A 氏は側彎が強く 1 回の
尿量も多い為、ほぼ毎日尿漏れによる衣類汚染があったため、オムツの当て方を見直し尿漏れを減少させるこ
とが出来たため報告する。

［対象］
A 氏 25 歳男性、脳性麻痺、寝たきり度 C2、全 ADL 全介助レベル

［方法］
排泄パターン把握、ユニチャームへの相談、職員へオムツの当て方の技術伝達、中間集計結果にてパッドの変
更、データ集計、職員へのアンケート実施、集計、評価を行う。

［結果］
ユニチャームからの助言により、アウター M から S への変更、パッドの巻き方をバラの花巻き（以下バラ巻き）
に変更した。初めの 1 ヶ月間は、日中はバラ巻きパッドのみ、夜間は横当てパッドも当てることとし、オムツ
交換の度にパッド各々の尿量測定や尿漏れの程度、体位を記録した。6 月の尿漏れ回数は 16 回／月、時間別
では 14 時、16 時等の日中に尿漏れが多く、夜間の尿漏れは少なかった。体位では、側臥位で鼠経からの尿漏
れが多かった。
そのため、7 月から横当てパッドを終日当てるように変更し、覚醒時は体動によりパッドがずれてしまうこと
もあるため、排泄確認時にパッドの巻き直しを行った。7 月の尿漏れ回数は、8 回／月に減少した。
職員へのアンケートでは、今回のパッドの当て方への工夫が本人に適切であったかの問いに対して 88% が「は
い」と回答している。

［考察・結論］
アウターやパッドの変更と陰茎のパッドの巻き直しを行ったことで尿漏れや衣類交換回数が減少した。また、
2 ヶ月間バラ巻きを試したことで尿漏れが減少し、利用者様の不快感軽減につながったと考える。今回の検証
を活かし、他の利用者様に対して試すことでも効果を得られている。また、オムツの当て方に対する職員の意
識変化や介護技術の向上、介護負担の軽減に繋がることが期待される。
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7-3-2　排泄ケア③
排泄ケアの改善　～尿漏れをなくし、心地良いオムツ交換を目指して～

医療法人明倫会　宮地病院

かわもと さくら

○川本 さくら（看護師），浅田 尚美

【目的】
　当病棟は、寝たきりの患者が多く入院しており、その殆どがオムツを使用している。オムツを使用する不快
感は個人差もあり、完全に取り除く事は難しい。そこで、尿漏れを減らすことが不快感を軽減させる対策の 1
つになるのではないかと考え検討することにした。
 

【対象及び方法】
①対象：重症患者を除く、患者 29 名
②期間：対策前 平成 30 年 5 月 7 日～ 5 月 28 日
対策後 平成 30 年 10 月 1 日～ 10 月 22 日
③方法：尿取りパッドを超えたものを「尿漏れ」
と定義。
尿漏れの現状を調査し、原因を追究した結果から、6 つの対策を立案した。
1）勉強会を実施
2）マニュアルの作成
3）業務スケジュールの変更
4）アセスメントの工夫　
5）評価会を実施
6）オムツの担当者を決定
 

【結果】
　対策前は、259 回の尿漏れがあった。対策後は 130 回に減少し、尿漏れの減少率は 50％であった。
 

【結論】
　これまでは、スタッフ個人の主観による統一性のないオムツ交換が行われてきたが、今回の取り組みでオム
ツ交換を見直すことができた。また、スタッフの知識や技術のみならず、スタッフ同士の意見交換ができるよ
うになり、意識の向上につながったことで、尿漏れを減少させることができた。
　従来行っている方法にとらわれず、今後も患者の個別性を踏まえた対応ができるよう努めたい。
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7-3-3　排泄ケア③
集合教育によるオムツの理解度調査

高良台リハビリテーション病院　リハケア部

ひろせ ゆうこ

○廣瀬 優子（介護福祉士），中島 真奈実，武石 周三

【目的】A 病院では尿意の表出がなく、立位や座位保持が困難な患者には、定時でのオムツ交換を提供している。
また介護士は、患者の退院支援として、排泄に関する家族指導を担う事がある。教育の方法として、入職時に
オムツ交換の知識やパッドの種類や性能に関した集合教育を行っている。しかし、その後はオムツに関した個
別教育はなく、オムツの知識に個人差があるのが現状である。再度、オムツに関した集合教育を行い、理解度
調査として教育前と教育後で比較し、理解度にどのような変化が現れるか検証し今後の教育支援に繋げること
を目的とする。

【方法】対象は介護スタッフ２０名。理解度調査として A 病院で使用している４種類のパッドの実質吸収量、
オムツのサイズの選定方法、オムツの当て方、ギャザーの必要性、家族指導の８項目を A 病院独自に作成した。
理解度調査は、集合教育の前後一週間で比較し検証する。

【結果】教育前と教育後の理解度調査の回収率は１００％であった。教育後では、４種類のパッドの実質吸収
量の正答率が向上した。また、オムツのサイズの選定方法、オムツの当て方、ギャザーの必要性では、教育前
では、「あまり理解していない」「理解していない」との回答が見られたが、教育後では全スタッフが「理解し
ている」「まあ理解している」との回答が見られた。しかし、家族指導では、教育前後でも「あまり理解して
いない」「理解していない」との回答が見られた。

【考察】理解度調査では、A 病院の教育後でオムツに関し理解の向上が見られ、集合教育は効果的であったと
考える。しかし、教育のピラミッドでは集合教育は定着が図りにくいとされている。今回教育後では一時的に
効果は見られたが、知識・技術の定着を図るために、今後はスタッフに応じた個別教育を計画的に行っていく
必要がある。
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7-3-4　排泄ケア③
おむつ多重使いの弊害を知る

医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院　看護部

すずき きよみ

○鈴木 喜代美（介護福祉士）

はじめに A 病棟では、ほぼ全員の患者がおむつを使用しており、女性患者には排泄物の漏れ防止に、おむつ
多重使いを行うことがある。この事が『体圧』と『ずれ力』に影響があるのではないかと考え、仙骨部の体圧
と尿取りパッドのずれ幅を測定調査し、その結果をここに報告する。
研究対象：日常的におむつの多重使いをしている女性 4 名
自立度 全員 C2 全員同種類のおむつを使用
倫理的配慮
本研究は、浅ノ川総合病院の臨床倫理審査委員会にて了承を得た。
結果
体圧は『パッドなし』『尿取りパッド１枚』『尿取りパッド 2 枚重ね』『尿取りパッド 1 枚＋排尿』『尿取パッド
２枚重ね＋排尿』の状態時に測定した。対象者全員が『パッドなし』時に最も低値を示し、『尿取りパッド２
枚重ね＋排尿』時に最も高値を示した。
ずれ幅はギャッジアップ後、『尿取パッド１枚』『尿取パッド２枚重ね』の状態時に測定した。対象者全員が『尿
取りパッド 1 枚』の時より『尿取パッド２枚重ね』の時の方がずれ幅が増えていた。 
考察
体圧では、対象者全員が『パッドなし』時に最も低値を示し、『尿取りパッド２枚重ね＋排尿』時に最も高値
を示した事から、尿をポリマーが吸収しパッドの厚みが増して体圧が上昇したのではないかと考えられる。体
圧分散寝具を使用していても、おむつ多重使いをする事で除圧効果を低減させる怖れがあるのではないかと考
えられる。
ずれ幅では、対象者全員が『尿取りパッド１枚』の時より『尿取パッド２枚重ね』の時の方が尿取パッドが移
動していた、またはずれていた事から、おむつ多重使いは、ずれ力が上昇する傾向にあるのではないかと考え
られる。
結論
 1. 対象者全員が、おむつ多重使いによって体圧が上昇する傾向にあった。
 2. 対象者全員が、おむつ多重使いをするとギャッジアップ後には上層の尿取りパッドに、ずれが生じる傾向
にあった。
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7-3-5　排泄ケア③
個別排泄ケアの充実を目指して～排泄ケアの質向上への取り組み～

大宮共立病院　看護部

おがわ めぐみ

○小川 めぐみ（看護師）

【はじめに】
高齢者医療の現場では、排泄ケアは 24 時間繰り返し行う重要なケアである。
昨今、排尿自立指導加算や排せつ支援加算など、排泄障害に合わせた個別排泄ケアの提供が要求されるように
なってきた。看護部では、「ケアの質」を向上するために CST や排尿ケアチームの活動を通し、看護職や介護
職の排泄ケアに対する意識の変化がみられたのでここに報告する。

【取り組み内容と結果】
H28 年 4 月から CST を立ち上げた。排泄は、QOL に影響するケアであることから、患者の尊厳を守ることが
重要であるとメンバーは共通認識した。次に、基本的アイテムの選択をするにあたり根拠を示し使用すること、
オムツ交換のタイミングを適正に判断することを指導した。結果、病棟単位の適正なコストが明確になった。
H29 年は、定期的な下剤使用の問題点、便性のコントロールについて学び、医師や薬剤師へ相談し下剤や整腸
剤の調整に取り組む姿勢へと変化してきた。
H30 年は、事例報告会を中心に行い、成功体験や課題解決策を共有し全病棟の学びとした。職員の技術不足に
よるモレをなくす為に、「紙オムツのあて方マイスター」制度を導入し、技術認定を開始した。結果、モレが
激減し無駄な業務が削減され、患者の尊厳が守られるようになってきた。CST と併行して、新たに排尿ケアチー
ムの活動を 4 月から開始したことで、不要な膀胱留置カテーテルの抜去事例が増えた。排尿日誌をアセスメン
トツールとして活用し、排尿障害に対するケアの内容が、学術的根拠に基づき実施され始めている。また、看
護職・介護職の排泄ケアに対する意識が変わり始めている。

【今後の課題】
今後は、下部尿路機能を評価でき個別排泄ケアとして適したケアを行ってく必要がある。
その為には、排泄状況のアセスメント能力を向上させ、個別の排泄ケアを充実させていく必要がある。排泄に
関する知識の構築を CST として努力し、メンバーを通し各病棟へ伝達・指導を行っていく。
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7-3-6　排泄ケア③
陰部の浸軟に緑茶石鹸による洗浄とワセリンを用いたケアの効果

緑水会病院　看護部

うえみなみ みえ

○上南 美絵（介護職）

【はじめに】
長期療養の患者は高齢者が多く、殆どが脳梗塞後遺症により寝たきりとなりおむつを使用している。長時間お
むつをすることによって、尿便の汚染やムレにより常に陰部は湿気た状態になりふやけを生じ浸軟する。現在
オイルで拭き取るだけのケアを行っているが改善は見られていない。今回研究にあたり緑茶に含まれるカテキ
ンに殺菌、乾燥、消臭効果があることを知り緑茶含有の石鹸での洗浄に取り組んだ結果、効果が得られたので
報告する。

【研究方法】
  １  対象者    　　ソケイ部に浸軟のある 7 名
  ２  研究期間  　 平成 30 年 10 月 11 日～ 12 月 25 日
  ３  方法   　 1) 午後 2 時のおむつ交換時にソケイ部の状態を観察し、記録をする。
  　  　　   　 2) (1) 固形の緑茶石鹸をおろし金で粉末状にし、300ml のお湯に３ｇ溶かし
          　　　　石鹸水を作る。泡が出るポンプ式容器に移し替えそこから出てきた泡を使
          　　　　用し陰部洗浄を実施する。

【結果】
7 名全員に浸軟が生じていたが、緑茶石鹸での洗浄後は浸軟あり 2 名、浸軟無し 5 名となった。

【考察】
浸軟の強い 7 名を対象に緑茶石鹸の洗浄を実施し、その後皮膚の保護をする作用のあるワセリンを塗布した。
開始して一週間は皮膚に目立った変化は無かった。二週間目位から浸軟が減少し始め、六週目頃には浸軟が消
失しそのままの状態が 10 週目まで続いた。緑茶にはカテキンによる高い殺菌、抗菌作用がありビタミン C と
共に収れん作用によって皮脂分泌抑制や毛穴に溜まった脂を奇麗にすることから、緑茶に含まれているカテキ
ンにより肌のバリア機能が高まったと考える。
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7-4-1　排泄ケア④
ピコスルファートナトリウムの投与と摘便による排便コントロールの評価

富家千葉病院　看護部

さくらい まどか

○櫻井 円香（准看護師）

【背景】
 便秘に関する定義はいくつかあるが、日本内科医学会は『３日以上排便がない状態、または排便があっても
残便感がある状態』と定義している。 平成２８年の国民生活基礎調査によれば、有訴者率は男性２．５％、女
性４．６％で、６０歳以降は男女ともに加齢に伴って増加し、高齢者で高い有訴者率となる。高齢者は身体活
動や食事摂取量の低下、腸管筋層の萎縮といった生理的機能の低下があり、それに加え疾患を抱えた高齢入院
患者の多くは主に下剤に頼った排便コントロールが行われている。

【目的】
 当病棟は５９床の療養病棟であり、２０人の透析患者に加え寝たきりの高齢者が多く入院しており、排便コ
ントロールが難しい状況にある。便秘の患者には定時で瀉下薬が処方されているが、排便が３日以上ない患者
にはピコスルファートナトリウムが使用されており、患者の状態を見ながら看護師が使用量や投与時間を決め
使用している。投与後排便が確認できない患者に対しては、ピコスルファートナトリウムの追加投与や摘便、
浣腸などの方法で排便コントロールしているのが現状である。
当病棟で多く使用されているピコスルファートナトリウムをどのような方法で投与するのが患者にとって適切
か調べたのでここに報告する。

【対象】
ＡＤＬ全介助の患者１０名

【方法】
対象患者の便の回数、時間、性状などの詳しい排便状況をまとめ、ピコスルファートナトリウムの減量等の調
整を行った。

【結果・考察】
ピコスルファートナトリウム投与後、摘便をしていた患者の摘便回数の減少とピコスルファートナトリウム投
与回数の減少がみられた。 排泄パターンをデータ化したことで、適切なピコスルファートナトリウムの投与
量や方法が導き出せたと考えられる。
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7-4-2　排泄ケア④
便秘は大敵・大事だよ！排便量 
～ 100 ｇの認識の違いをなくそう～

玉島病院　看護部

やまむろ ゆき

○山室 夕紀（看護師），渡辺 かおり

Ⅰ . はじめに
介護療養型病棟への入院患者は高齢者が大半を占める。認知症や後遺症により寝たきり状態で排便コントロー
ルが困難な患者が多く、援助が必要となっている。一方、毎日排便がある患者の中にも、食思の低下、嘔気、
嘔吐を繰り返す患者は少なくない。
これまでの排便コントロールが適切でないのではないか、排便の頻度ではなく量の問題ではないかと考え、排
便量（グラム）に着目するという意識統一に取り組んだ結果を報告する。
Ⅱ . 目的
病棟スタッフ全員で排便量の目安を統一し、個々の状態に沿ったケアにつなげる。
Ⅲ . 方法
排便量をより正確にカウント出来るように、便の性状・形状・量を把握する模型を作成。スタッフが模型を手
にし、重さ、粘調度、形状を感覚的に理解する。実践後アンケートを実施した。
Ⅳ . 結果・考察
アンケートより、実際に模型を手に取り目視することで、各人の排便量の認識の違いが浮き彫りとなった。ま
た、パット内には尿混在の便も多く、性状・形状の違いに意識を向ける事が出来た、患者ケア後はスタッフ間
で重量の話し合いをするなど看護師・介護士間で共有する事で連携の強化にもつながった。当院はグラム表記
の為、目視による正確な量に近付けるよう今後も模型での体験を繰り返し行う必要がある。
Ⅴ . おわりに 
便の性状や排泄状況は様々であり、排便に関する課題は尽きない。患者の便秘解消には、スタッフが便量の認
識を高め正確な情報を共有することが重要であり、そこから適切な排便コントロールを実施できると感じる。
今後も患者個々の排泄パターンに対する観察、コントロールを実践していく。
参考文献
NEW ポスト
排便コントロールのアプローチ
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7-4-3　排泄ケア④
経管栄養患者の排便コントロール 
~ 患者の苦痛軽減を目指して ~

1 医療法人美﨑会　国分中央病院　看護部，2 医療法人美﨑会　国分中央病院　院長

ひがし かおり

○東 香（看護師）1，南園 和代 1，榎並 ひとみ 1，藤﨑 剛斎 2

［はじめに］
経管栄養で最も多い合併症と言われているのが下痢である。経管栄養患者の下痢となる原因には数多くある中
で病棟スタッフが周知している原因について大きなばらつきがあった。今回経管栄養にて下痢とそれに伴うび
らんが続いていた患者の苦痛軽減を目的とし、原因除去に取り組み改善がみられた症例を報告する。

［対象］
年齢：70 歳代、性別：男性、主病名：脳梗塞後遺症、糖尿病、日常生活自立度：C ２
下痢の回数：4~5 回 / 日、便性状：水様便、肛門周囲部びらん：5㎝× 5㎝
採血結果：Alb 2.0g/dl（3.8~5.3g/dl）TP 5.5g/dl（6.7~8.3g/dl）
期間：H31 年 2 月 ~4 月

［方法］
1． 経管栄養専用ポンプを使用、注入速度調整し便の回数・性状を継時的に評価
2． 経腸栄養剤の種類について栄養士から説明を受け、医師・栄養士とともに経腸栄養剤の種類  
について検討、乳清たんぱく分解物の経腸栄養剤へ変更
3． 病棟スタッフで注入方法を統一出来るようにカンファレンスを行い、下痢の原因について丸
山氏らの経管栄養法を基に勉強会を開き知識向上に努める

［結果 ]
・排便回数：取り組みから 1 週間経つ頃から 2~3 回 / 日、3 週間経つ頃から０～ 2 回 / 日
・便性状：2 週間経つ頃から泥状便へ、4 週間経つ頃から泥状便～軟便へ改善
・肛門周囲部のびらん：3 週間後に 3.5cm × 3cm、6 週間後に治癒
・採血結果：Alb 3.0g/dl TP 6.9g/dl 
[ 考察 ]
・本症例に対して注入速度の調整や経腸栄養剤の種類を考慮していくことは排便コントロールに有効であった
と考える。
・排便回数の減少や便性状の改善は肛門周囲部のびらん改善に寄与したと考える。
・他職種との情報共有が効果的であったと考える。
[ まとめ ]
注入速度の調整や経腸栄養剤の変更、情報共有やカンファレンスを行い下痢・びらんに改善がみられた。今後
も病棟の対象患者に対し早い段階からのアセスメントを行い統一したケアが行えるように取り組みを強化し、
患者の苦痛軽減に努めていきたい。
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7-4-4　排泄ケア④
ＧＦＯを使った排便コントロールを試みて

医療法人康生会　弥刀中央病院

やまぞえ みどり

○山副 みどり（看護師），金銅 伸彦，中川 美里

【背景・目的】
当院は慢性期医療療養型病院で、入院患者の平均年齢は 80 歳と高齢であり、その大半が長期臥床状態または
車椅子での生活が中心となっている為、便秘の頻度が高い。このため日常的に緩下剤が使用され、本来屯用で
ある刺激性下剤が継続的に使用されることも少なくない。しかしこれらの薬剤による副作用としてしばしば水
様便が発生する為、皮膚トラブルが生じやすい環境となり、身体的苦痛が増し、看護師・介護士のケア負担増
にも繋がっていた。
Glutamine Fiber Oligosaccharide（以下ＧＦＯ）は粉末清涼飲料で腸管刺激・整腸作用があり、長期絶食の患
者に使用されていることが多い。我々はこれらの作用が便秘の改善にも効果があるのではないかと考え、下剤
や浣腸に頼らない排便コントロールとしてＧＦＯを用いた排便コントロールを試みた。

【対象】
刺激性下剤を１カ月に 15 日以上使用している高度便秘症の経腸栄養の患者 10 名（男性 7 名、女性 3 名）。

【方法】
 2018 年 8 月～ 10 月の 3 ヶ月の期間中に、毎食（3 回 / 日）の白湯の注入前にＧＦＯ 15g を注入する。

【結果】
① 10 名のうち 3 名で便秘が改善し、定期薬として服用していた緩下剤の減量、または中止に
 至った。
② 4 名は定期薬の緩下剤は変わらなかったが、屯用である刺激性下剤の回数の減少が見られた。
③残りの 3 名は排便回数 ･ 刺激性下剤の回数共に変化が認められなかった。
④ 10 名全ての患者で副作用の水様便は無くなり、軟便か有形便となった。

【考察】
 対象の 10 名のうち 7 名に便秘の改善が認められ、 緩下剤に頼らない排便コントロールの方法として、ＧＦＯ
は有用である事が示唆された。
さらに、ＧＦＯを使うことで 緩下剤の副作用である水様便がなくなった事は患者の精神的苦痛や皮膚トラブ
ルの減少に繋がると考えられた。
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7-4-5　排泄ケア④
ラクチュロースによる排便コントロールへの取り組み

駿河西病院　３階病棟

おきつ まき

○興津 麻貴（看護師）

（はじめに）
当病棟は療養病床で日常生活自立度が C-1 以上の患者様が 60％。苦痛が軽減し安楽で快適な生活が送れるよ
う排泄に着目した。ラクチュロース摂取による排便の取り組みを行ったので報告する。

（研究期間）
平成 30 年 7 月 3 日～ 9 月 20 日の 2 か月間

（目的）
当病棟では下剤、及び浣腸や摘便により排便コントロールを行っているが、自然に近い形を目的とし、ラクチュ
ロース摂取していただいた。

（方法）
日常生活自立度、ランク C-1、C-2 かつ経管栄養の患者様方。その中で離床の機会も少なく便秘傾向の患者様
4 名を対象とし、ラクチュロースを 10 ｍｌ× 1 から開始し徐々に増加。最終的に毎食 20ml で終了する 2 か月
間摂取していただき、排便間隔、下剤頻度を摂取しない期間とした期間との比較を行った。
 （結果）
1 名ラクチュロース 10ml で開始。7/10 朝夕 10ml7/19 毎食 10ml にした所、下痢持続し水様便多量・血液混入
があった為、8/2 に中止し様子見。徐々に下痢では無くなっていった。
他 2 名は 7/3 ～ 15 の間は、浣腸し反応便あり。7/19 ～毎食 10ml にし浣腸使用せずに水様～軟便一日一回排泄。
他 1 名は 7/3 ～ 10 の 1 週間、下剤使用し反応便あり。7/10 ラクチュロース朝夕１０㏄に増量して、便で挙が
る事は無くなった。
( 考察 )
ラクチュロースの働きは 1．ビフィズス菌を増やす　2．便秘解消　3．肝臓病の治療薬として使われている。
菌のエサとして代謝され、短鎖脂肪酸を生み出すと腸の蠕動運動を活発にし便秘を解消する働きがある。3 名
は水様～軟便という様に、腸内環境が良くなったと考えられる。1 名は摂取過多で消化不良を起こしてしまっ
た。中止すると 1 週後には軟便に戻った。自然排便を促すには良いが量を間違えると下痢につながる可能性が
ある。
( まとめ )
ラクチュロース使用は有効だが、個人差があり徐々に成果が出ても、下痢を起こしてしまう。今後も個々に適
した下剤の服用とラクチュロースの選択を考慮したい。
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7-4-6　排泄ケア④
高齢患者の排便コントロールの取り組み 
～オリゴ糖を用いて下剤に頼らないケアを目指す～

奈良厚生会病院　看護部

たまい なおえ

○玉井 直恵（看護師），島田 綾子

【はじめに】当院は介護医療院である。ほとんど寝たきりの生活が中心の高齢者である。高齢者の多くは便秘
を生じやすいため機械的刺激に頼らず安全で自然な排便方法を検討し自然食品であるオリゴ糖が便秘に有効と
の情報を得た。今回 A 社のミルクオリゴ糖を使用し便秘の改善を試みたところ一部効果が得られたので報告
する。

【目的】オリゴ糖を使用して苦痛のない自然な排便を促し下剤使用の減少を図る。
【対象】74 歳から 90 歳までの男性 2 名女性 7 名の 9 名。
【期間】・オリゴ糖使用前 30 日間（9/1 ～ 9/30）
　　　・オリゴ糖使用 50 日間（10/1 ～ 11/21）

【方法】オリゴ糖大さじ２～４を夕食時に摂取する。
　　　　※大さじ１＝ 14cc

【結果】オリゴ糖の効果が著明に得られた患者３名、時々得られた患者 5 名、全く得られなかった患者 1 名の
結果となった。

【考察】オリゴ糖摂取により便秘と便秘に伴う腹痛が改善し排便コントロールが不良であった患者の排便状態
の改善がみられた。毎日オリゴ糖を摂り善玉菌を増やし健康な腸内環境に近づけることができ心身の安定も図
ることができたと考える。オリゴ糖摂取により便秘による苦痛の緩和及び自然排便により看護業務の短縮化も
図ることができた。
引用参考文献
臨床老年看護第１３号第５号　２００６
協力会社　森永乳業株式会社クリニコ
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7-5-1　医療安全①
当院におけるインシデント発生件数と勤務形態との関わり

1 多摩川病院　リハビリテーション部，2 神戸平成病院

わたなべ たかひろ

○渡邊 隆宏（理学療法士）1，柴田 岳人 1，谷本 源太 1，徳嶋 愼太郎 2

【目的】
当院ではリハビリテーション介入中のインシデントについて、ヒヤリハット・インシデントレポートによる情
報共有と、事故翌日の事例検討、定期的な危険予知訓練 (KYT) 活動を実施し、事故防止に努めている。しかし、
事例検討の際に当事者が出勤しておらず、事故の詳細な再現ができず、事故のイメージがつきにくいという意
見が聞かれた。
本研究はインシデントの発生と、勤務形態・経験年数との関連性を調査するものである。また、これらの影響
を明らかにすることで、危機啓発やシフトの調整といった、対策の材料となる事を期待するものである。

 【方法】
2016 年 8 月 10 日から 2018 年 3 月 20 日の期間内で、リハビリテーション介入中のインシデントレポートを集
計し、対象はレベル 2 以上とした。事故当日が休日前日か否かと当事者の経験年数を 1 － 2 年目と 3 年目以
上に分類し、χ二乗検定を行った。有意水準は p = 0.05 とし、統計解析には R2-8-1 を使用した。
また、事故情報は個人記録が特定できないよう匿名化し、取り扱いに注意した。

 【結果】
ｘ二乗検定の結果有意差はなかった。

 【考察】
医療職のインシデントにおいて、中村ら (2016) は 8 つの項目がインシデントを繰り返す要因にあると述べて
いる。そのうち「不安や緊張の程度」「勤務状況、忙しさの程度」といった 2 つの項目が、本研究の休日前と
いう勤務条件に合致していると考えられ、関連性は高いと仮定していたが、今回の検定では有意差はなかった。
今後は「患者の身体状況」や「療法士の施術内容・介助方法」など、事故理由が様々に考えうるケースを研究
対象としていき、併せてセラピストの精神面や体力面の評価も行っていきたい。また、詳細を聴取すべき事例
が休日前に発生しているかを集計するなど、今後の課題としていく
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7-5-2　医療安全①
当院におけるインシデントの評価 
～インシデントに対する検討会議を試みて～

三条東病院

やまもと ちほ

○山本 千穂（准看護師），川口 由紀子，岡田 栄子，稲月 江里子，清田 俊，中山 恵子，福﨑 徹

【目的】当院ではアクシデントに対して、一事例ずつ検討会議を行い、改善策を話し合ってきた。しかし、イ
ンシデントについては集計のみの報告で全体像が見えにくい状況になっていた。今回インシデントに対して対
策を講じることで未然にアクシデントを防ぐことにつながるのではないかと考えてアクシデントと同様に検討
会議を実施したことを報告する。

【方法と期間】H29 年 5 月～ H30 年 4 月まで毎月発生するインシデントの中から重大なものや件数が多いもの、
同じ事例が続いたものを対象に検討会議を開催する。1 ヶ月後、実施された対策に対しての評価を行う。比較
対象として H28 年 5 月～ H29 年 4 月までのインシデント、アクシデント件数の増減、機能しているか検証した。
 【考察】インシデントの中から何が重要か見極めることは難しかったが対策を考えるきっかけとなりその結果、
事故→対策→実行→評価というサイクルを構築しつつある。しかし、会議を開催する時間の確保や評価日など
多くの課題も見つかった。今後はその課題を検討し医療安全に取り組んでいきたいと考える。
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7-5-3　医療安全①
インシデント・アクシデントレポートの効果的な情報共有を目指して

セントラル病院　松濤

やまもと ひろこ

○山本 裕子（看護師），神 沙由里

Ⅰ．はじめに
患者様に安全な医療サービスを提供することは基本的な業務の一つである。　　　　　　　　　
インシデント・アクシデントレポート（以下レポート）を共有することで、原因究明や再発防止に努めなけれ
ばいけない。
当病棟ではレポートの活用が効果的ではなく、情報共有する必要があると思われたため、意識調査と共にその
取り組みを行ったことを報告する。
Ⅱ．研究目的
情報を共有し、同様のミスや事故を起こさない、または防ぐことができる。
Ⅲ．研究方法
①  アンケート調査
②  提出されたレポートの報告・話し合い
③  新たな意見や解決策をコピーしたレポートに赤字で記入し、各自読みサインする
研究期間：５月～８月
研究対象：看護師・介護士（計３２名）
倫理的配慮：研究開始前にスタッフへ本研究以外では使用しないと説明し同意を得た 
Ⅳ．結果
　研究前でのアンケート結果では、マイナスなイメージがもたれていた。「レポートを知っていれば防げたミ
スや事故がある経験をした」が４割、「同様のミスや事故を起こしたことがある」は７割に達した。タイムリー
な情報共有には、全員が意味のあることだと感じている。
　実際、報告・話し合いは１件につき２～５分程度で、意見交換が活発に行われることは少なかった。
　研究終了後のアンケートでは「以前に比べてレポートに関心を持つようになった」が７割、「ミスや事故を
未然に防げたと思う」が１０割となった。しかし、「意見を言えない」「時間が足りない」との意見も多かった。
Ⅴ．考察
　レポートに対する意識は以前よりも関心が高まり、危険予測や注意喚起につながったと思われる。
よりタイムリーに報告することで、事故防止に向け早期に対策をとることが出来るのではないかと考える。
Ⅵ．まとめ
今後続けていくためには、レポートの重要性を常に意識していくこと、活発な意見交換ができる環境を作るこ
とが課題となる。
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7-5-4　医療安全①
インシデント・アクシデントに係る心理的要因の分析

東名裾野病院　看護科

たかなし ちひろ

○高梨 千尋（看護師），山下 美香，宇佐美 和美

【はじめに】
臨床現場で発生するインシデント・アクシデントは従事者が細心の注意を払ってもなくなることはない。看護
業務のインシデント・アクシデントは患者の命に直結することもあり、予防の努力が絶え間なく必要である。
業務の優先順位を常に判断し、適切な処置やケアを遂行しなければならない。そこで、当院の過去 2 年におけ
るインシデント・アクシデントを分析し、原因の中で心理的要因について検討し今後の看護現場に生かす事と
した。

【対象】
平成 29 年 4 月から平成 31 年 4 月までのお 2 年間に入院した患者でインシデントレベル 3 ｂまでの 216 件を抽
出し検討した。

【方法】
216 件について心理的要因と考えられる症例を抽出し、その原因分析のために
①月別 ②事故の種類 ③発生時間 に分類し、考察を行った。

【結果】
心理的要因として、①家庭事 ②私的用事 ③体調不良 ④不幸事 ⑤スタッフ間の問題
⑥予定外の行事 ⑦ルーチンではない仕事の発生 ⑧電子カルテの苦手意識等が考えられた。
看護師の仕事経験や技術に関係なく、これらのことは誰にでも起こりうる。特にルーチンワークと違った通常
ではない業務が発生した場合に、上記のような心理的負担が発生した場合に業務の記銘力が低下したり、優先
順位が間違ってしまったり、注意散漫になりインデント・アクシデントが発生したと考えた。これらの心理的
要因は、大きな問題であり業務中に精神的な落ち着き、安定を常に持ち続けなければならないことが重要と考
えた。
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7-5-5　医療安全①
医療安全に対する意識向上のための取り組み ～書いてみるじゃんけ～

恵信梨北リハビリテーション　看護部

もちづき あきひと

○望月 明人（看護師），横森 博文，小林 清香

Ⅰはじめに。当院ではヒヤリ・ハット事故報告が年間に 5 ～ 600 件程度提出されている。その中で有害事象を
未然に防ぐ事ができたヒヤリ・ハット報告は、0 レベル 170 件、患者に何らかの影響を与えたもの 1 ～ 3 レベ
ル 330 件ほどとなっている。ハイン・リッヒの法則では、重大事故の背景には多くのヒヤリ・ハットが存在す
ると言われているが、当院ではヒヤリ・ハット事例が本当に少ないのか、それとも事例はあるが報告されてい
ないのか、またヒヤリ・ハット報告を提出する意味が理解されていないのか疑問があった。そこで、今回の取
り組みの中で報告書の改定に至り、意識向上の一助となったので報告する。Ⅱ達成目標。ヒヤリ・ハット報告
書を提出しやすいものとし、医療安全の意識を向上するⅢ実践方法。1 病棟スタッフの医療安全に対する意識
についてアンケートを実施する　2 簡素化した報告書を使用して、ヒヤリ・ハット報告の強化期間を設ける　
3 医療安全の基礎的な学習会を実施する　4 再度アンケートを行い医療安全に対する意識の変化を知るⅣ結果・
考察。1 アンケートの結果、ヒヤリ・ハット体験をしても報告書を記載しなかった、記載しない理由が必要な
いと思った、責められる感じがするなどの意見もあった　2 ヒヤリ・ハット報告強化期間では、例月の報告件
数を上回る結果が得られた　3 学習会を実施した事により、安全管理体制やヒューマンエラー、ハイン・リッ
ヒの法則等の知識の習得と理解につながった　4 再度のアンケートの結果、ヒヤリ・ハット報告書を記載、報
告することで重大事故が防げる事が理解できたとする意見が多く出たⅤ今後の課題。ヒヤリ・ハット報告書 0
レベルの様式については、当院のリスクマネジメント部会において簡素化を決定し改定された。今後、報告書
の提出件数、内容を例年と比較し検討する。
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7-5-6　医療安全①
A 病棟における転倒転落の要因に基づいたケア介入の効果と新たな課題

新生翠病院

ふるいえ いさみ

○古家 勇美（看護師）

１．はじめに
H29 年度、転倒転落の要因を把握し分析した結果、以下５つの対策の必要性が示唆された。①高齢者は環境の
変化により転倒を起こしやすい　②転倒は排泄欲求やスタッフの少ない時間帯に起こりやすい　③病識の欠如
に伴い一度転倒を起こした患者は再転倒をおこす可能性が高い　④転倒転落アセスメントをもとに危険を予測
しケアの早期介入と統一の必要性　⑤転倒リスクの高い患者は、家族にも説明し理解を得る
　そこで、H30 年度①～⑤の対策を実施した結果、転倒転落が減少していることが明確になった。しかし、新
たな課題もみえてきたため報告する。
 
 ２．方法
期間：H30 年 4 月 1 日～ H31 年 3 月 31 日
対象：H30 年度にヒヤリハット報告が出た病棟入院患者で内容が転倒転落か未遂をおこし
た患者
方法：H29 年度のヒヤリハット報告書の項目毎（年齢、生活自立度、認知度、原因）の集計と
H30 年度を比較分析
                    
３．結果
 転倒転落が昨年度より 46 件減少した。中でも排泄に関連した転倒転落は 28％減少した。しかし移動に関連し
た転倒は 13％増加した。年齢は 85 歳以上の方が 10％増加し、日常生活自立度のＢ 2 ランクも 12％増加した。

 ４．考察
転倒リスクの高い車椅子レベルの高齢者は増えていたが転倒転落の件数は減少していた。これは昨年示唆され
た対策を実行したことが要因と考える。しかし、移動に関連した転倒は増加していた。ほとんどがリハビリ開
始後 10 日以上経過した患者であったことから、リハ室で行っている ADL と病棟での ADL に差があり情報が
共有されていなかったことが原因と思われる。リハビリスタッフとの連携を強化し情報をタイムリーに共有す
る必要性や、患者の状態に応じた環境調整を行う重要性を新たに認識した。
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7-6-1　医療安全②
シャント管理にチェックシートを導入した試み

1 医療法人美﨑会　国分中央病院　診療技術部　臨床工学科，2 医療法人美﨑会　国分中央病院　看護部，
3 医療法人美﨑会　国分中央病院　院長

うえだ よしのり

○上田 義法（臨床工学技士）1，国師 真紀 2，福井 惠子 2，四元 由紀子 2，藤﨑 剛斎 3

【はじめに】
当院では、シャントトラブルの対応を他院に依頼しているが、緊急で連携がスムーズにいかない場合は、ＦＤ
Ｌカテーテル（flexible double lumen catheter）にて透析施行後シャント外来を受診していた。しかし、これ
は患者への身体的負担やスタッフ体制等の問題があり、シャントトラブル発生軽減には早期発見が重要である
と考え、チェックシートを導入し効果を検証したのでここに報告する。

【方法】
シャント管理にチェックシートを活用している透析施設を参考にシャントチェックシート（ＳＣＳ）を作成し
スコアにて評価。
実施期間 2017 年 4 月～ 2018 年 3 月までの透析施行日。項目は透析前のシャント音、穿刺時の穿刺レベル、透
析中の脱血不良の有無、透析後の止血時間及びシャント音を 3 段階の数値で評価。最後に透析スタッフのＳＣ
Ｓ導入後調査としてアンケート実施。

【結果】
ＳＣＳスコアデータ集計の結果は月平均値 0.00 ～ 1.81 となり、また 11 名中 7 名にＳＣＳスコア上昇を認め血
管エコー検査及びシャント外来受診を要した。
透析スタッフのアンケートの結果は、評価の仕方が解りやすい。個人の技量、感性がスコア付けに影響した。
スコアを付けることでシャントに対する意識が変わった等の意見があった。

【考察】
シャントトラブルを早期発見する目的でＳＣＳ導入し早期の検査依頼や他院との連携に活かす事ができた。ま
た、継続してスコア評価を行ったことで個人の危険スコアがわかりシャントトラブルを未然に防ぐことにつな
がった。ＳＣＳ実施前ではシャントに対しての評価に個人差が認められたが、導入後は評価に対する透析スタッ
フの共通認識が高まったと考える。

【まとめ】
ＳＣＳ導入してシャント管理を継続的に評価する事により、シャントトラブルの早期発見につながった。問題
点としてはシャントに対する知識や経験不足から評価の統一が課題として挙げられる。今後、項目の見直しや
活用方法を見出していきたい。
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7-6-2　医療安全②
回復期リハビリテーション病棟における急変時対応

江藤病院

わきおか しんじ

○脇岡 真司（看護師），内田 史子，山下 知子，大和 孝子，由宇 教浩，武久 洋三

【はじめに】
  当院の回復期リハビリテーション病棟は、複数の疾患を有している高齢者が大半を占めるため入院中に急変
する可能性がある。しかし実際に救命蘇生に遭遇する機会は少なく、看護職員は急変時に対する危機意識や蘇
生技術が低下する恐れがある。またリハ中の急変も考えられるためリハ職員への指導も必要である。そこで今
回一次救命の実技研修を実施し、その効果や職員の意識変化についてアンケート調査を行い評価した。

【目的】
 回リハ職員の急変時の対応能力の習得と維持、向上を図り、患者・家族が安心・安全に入院生活を過ごせる
病棟作りを行う。

【対象】
 対象者：回リハ看護職 14 人 リハ職員 17 人    

【方法】
 対象者に一次救命の実技研修前後にアンケート調査を行い、意識変化について評価する。

【結果】
 研修前アンケートでは急変時に率先して対応したい 83.9% であった。しかし BLS 講習を受けたことがない
41.9%、迅速に対応する自信がない 87.1% と、急変時対応に前向きな行動意識はあるが、実際に遭遇すると自
信がなく不安感があると推測される。研修後では率先して対応したい 90.3%、自信がついた 67.7% と前向きな
意識変化の改善結果となった。また自由記載では、定期的な急変時対応研修がしたい、実際の場面を想定した
シミュレーション研修をしてほしいという要望があり、継続的な研修意欲も聞かれた。一方研修後も自信がな
い 32.3%、対応しようと思わない 9.7% もいる結果となった。

【考察】
 研修では適切に一次救命処置ができない職員もおり、知識・技術の再確認ができ、さらに患者の命を預かる
という責任感を改めて認識してもらう事ができた。また急変時は初動・連携が重要であるため、今後シミュレー
ション研修を取り入れ、助かる命は助けるべく、全職員が自信を持って迅速な対応ができるよう実技研修を積
み重ねていく必要がある。
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7-6-3　医療安全②
感染性廃棄物の適正処理に対する取り組み

岸和田平成病院

うえだ ゆうこ

○上田 裕子（介護福祉士），橋本 宏依，下仲 真奈美，松本 理恵，永田 紗姫，右馬 三十三

【背景・目的】
感染性廃棄物と一般廃棄物には二次感染のリスクや処理コストに違いがあり、医療従事者は適切に分別するこ
とが求められる。本研究の目的は感染性廃棄物の適正処理を推進するために取り組みを行い、その結果を評価
することである。

【方法】
研究対象：回復期リハビリテーション病棟で従事する職員 57 人。研究期間：2018 年 5 月～ 8 月。介入方法：
感染性廃棄物（鋭利なもの）、感染性廃棄物（鋭利なもの以外）、一般廃棄物のごみ箱にそれぞれ該当する対象
物を表記した掲示物を貼付した。研究方法：①分別内容の観察と処理費用の比較、②アンケート作成・配布・
回収・集計、③追跡調査の実施。

【結果】
一般廃棄物が感染性廃棄物に多数混入していた為、それぞれの廃棄物の対象物を明確にし、日常的に職員に声
掛けを行うことで感染性廃棄物の回収サイクルが１週間から２週間に延長し、約 50％のコスト削減が可能で
あった。アンケート認識調査では、65％のスタッフが感染性廃棄物の説明が出来なかった。2019 年 3 月に実
施した追跡調査の結果、以前より誤った分別は減少しているが、完全には分別できていなかった。

【考察】
視覚からのアプローチと繰り返しの周知が感染性廃棄物の適正処理に有効であったと考えられる。また定期的
に分別状態を評価し、スタッフの認識が継続できるアプローチが必要であると考えた。

【結論】
感染性廃棄物の適正処理に対して、視覚的アプローチとスタッフへの繰り返しの周知が有効であった。定期的
な追跡調査が必要であることが明確になった。医療廃棄物適正処理は、コスト削減に寄与することが示された。
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7-6-4　医療安全②
透析中の抜針事故防止に対する取り組み

堺平成病院

あらかわ あきこ

○荒川 明子（准看護師）

【目的】
2013 年度日本透析医会 透析医療事故調査報告によると、透析医療事故の発生割合は抜針事故が 39.6% と最多
であった。当院でも、2015 年に 10 件、2016 年に 5 件抜針事故が起こっていた。原因として、血液回路のテー
プ固定方法不十分 ･ 体動 ･ 認知障害患者による自己抜針がある為、抜針事故防止の取り組みを行なった。

【対象】
全透析患者。透析スタッフ 17 人 ( 看護師 12 人 臨床工学技士 5 人 )

【方法】
期間   2017 年 10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日
* 研究方法 *
･ スタッフの血液回路固定に使用するテープ ･ 固定方法などを把握する為、アンケートを実施。
･ 血液回路固定テープ別 ･ 固定方法別 ･ テープの長さ別で、回路に 500 g の重りをかけ、落下するまでの時間
を測定し、比較検証。
･ 自己抜針予防用具の作成。( シャントカバー ･ マスコット手袋 )

【結果】
･ アンケート結果、使用するテープ ･ 長さ等、違いがあった。
･ 検証結果、当透析室で使用するテープ別ではトランスポアが粘着度は一番強力であり、固定方法別では、長
さ 15 cm 以上 角度は鋭角のα固定が固定力は一番強力であった為、検証結果を参考にルール化した。
･ 研究期間中自己抜針未遂があったが、予防用具の装着により未然に防止できた。
･ 研究期間中に、テープ固定不備・シャントカバー装着忘れによる抜針事故が 2 件発生したが、再対策 ( カンファ
レンス ･ テープ固定再指導 ) 後は 0 件である。

【考察・結論】
透析時間は平均 4 時間と長く、患者様にとって透析中の体動を制限されるのは苦痛である為、安易に抜針とな
らないようなテープの選択 ･ 固定方法は有効である。
文献に認知障害患者が自己抜針をするのは本能的な働きとあるように、自己抜針が起こるメカニズムを考える
と、抜針予防用具は必要性があった。現在、やむをえない場合は身体抑制を行っているが、抑制解除に向けた
用具の開発や対策は今後も継続していく。
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7-6-5　医療安全②
転倒転落予防にセル方式は有効か？

1 内田病院　看護部，2 内田病院　リハビリテーション部，3 内田病院　理事長，4( 株）H&M サービス，5 内田病院　医師

しげの みゆき

○茂野 みゆき（准看護師）1，林 さゆり 1，篠崎 有陛 2，樋口 はるみ 1，井上 宏貴 4,5，田中 志子 3

【はじめに】
認知症を有する患者の転倒転落は問題であり、転倒転落予防などを目的として、全国の回復期リハビリ病棟の
9 割ほどが身体拘束を実施している。当院回復期リハビリ病棟の特徴として、①認知症高齢者の日常生活自立
度Ⅲ以上の患者は 75.8％（全国 22.7％）と高い②当院では身体拘束ゼロを実施し環境調整や見守りで対応して
いることが挙げられる。2018 年度の当院回復期リハビリ病棟の転倒転落発生率は全国 17.7％に比べ 24.1％で
あった。このような状況から転倒転落予防を目的に、ベッドサイドで見守りや看護業務を行うセル方式を導入
し、その有効性を検討したので報告する。
 

【方法】
 転倒転落アセスメントスコアシートで危険度を評価し、危険度Ⅱ・Ⅲの患者様およびセンサーマットの使用
数が多い居室を中心に、9 時から 12 時と 14 時から 17 時にセル方式を実施した。調査項目として、2018 年度
と 2019 年度の転倒転落件数を比較した。また、セル方式を実施した看護師 9 名にアンケート調査を行い、セ
ル方式のメリットやデメリットなどを調査した。
 

【結果】
 転倒転落件数は 2018 年度 8 件から 2019 年度 4 件に減少した。アンケート結果は 7 名（77．8％）より回答が
あり、デメリットとして看護師が居室に居る事により患者様がゆっくり休息できない、見守り中の他患者様の
対応ができない、車椅子自走してしまう患者様の見守りが難しいなどが挙げられた。メリットとして転倒転落
予防への意識が高まった、見守り中の言動の観察ができ対応する事が出来たなどが挙げられた。
 

【考察】
 セル方式の導入後は転倒転落件数が減少したため、セル方式は転倒転落予防に有効であることが示唆される。
アンケート結果から、見守り時でもプライベートが確保されるように配慮する事や、居室外の転倒転落予防が
課題と考えられる。今後、患者様の QOL やプライベートを考慮したセル方式の改善を行い、転倒転落予防の
効果を高めて行きたいと考えている。
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7-6-6　医療安全②
無投薬に対する取り組みの効果

医療法人豊田会高浜豊田病院　看護介護部

あまの かえ

○天野 加絵（介護福祉士），加藤 賢，古橋 香代，磯和 秀子

【はじめに】A 病院は、障害者病棟と医療療養型病棟を併せもつ病床数 104 床の病院で、急性期病院での治療
が終了した患者の療養支援病院としての役割を果たしている。2013 年度のインシデントの中で処方・与薬に
関するものは 101 件、そのうち最も多かったのは内服の無投薬で 46 件であった。そこで 2014 年度に内服の無
投薬に関する要因分析を行った結果、配薬車に関連するものが 23 件と最も多かったためインシデント予防策
を実施した。今回、その対策が無投薬件数減少に有効であったのかを検証する。

【期間】2014 年４月１日～ 2017 年３月３１日
【方法】2014 年６月に配薬車に関連したインシデント予防策を検討し、2014 年８月から実施した。2014 ～
2017 年度の内服に関する無投薬の件数から効果を検証する。

【結果】インシデント予防策として①引き出しの並び順をチームごとに整理②患者名や曜日を大きく表示③引
き出しの中のケースを動かないように固定④引き出し内の奥にあった眠前薬を別の引き出しに移動⑤認知ミス
による取り間違いを防ぐため、左端に内服薬が残らないようにケースの曜日の配置を変更⑥常備薬は、配薬車
とは別のケースに入れて保管の６項目を実施した。配薬車に関連する無投薬件数は、2014 年度 14 件、2015 年
度７件、2016 年度 11 件、2017 年度６件であった。

【考察】配薬車に関連する無投薬件数は、年々減少し、対策前の約４分の１となった。これは、引き出しの並
び順を整理して表示を大きくしたことで見やすくなり内服薬の取り出し忘れが減少したためと考える。また、
引き出しの中のケースを動かないように固定したことで内服薬がケースの隙間に落ちることがなく更に眠前薬
を別保管にしたことで眠前薬使用患者が一目でわかり、見落としがなくなったためと考える。

【結語】配薬車に関連したインシデント予防策は、無投薬件数の減少に有効であった。
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7-6-7　医療安全②
内服薬準備時のエラー削減に向けた業務改善

原病院　看護科

かつはら えりな

○勝原 エリナ（看護師），岩下 亜希

< はじめに >
　当病棟は回復期リハビリテーション病棟であり看護体制として与薬係を 1 名設けている。業務内容として、
指示受け・処方切れ時の主治医への報告・入院時持参薬から当院処方切り替え時の確認・当日の内服確認・翌
日注射薬、内服薬のセット等 54 床分の管理、準備と業務内容が煩雑であった。それに伴い 1 日中業務にあた
る上で集中力を要するが長時間同作業が連続することで準備段階でのエラーが多発し、業務の煩雑さが起因と
して考えられた為、業務改善を図りエラー削減にむけ改善した内容を報告する。
< 方法 >
　２０１９年 4 月 1 日より業務の簡素化に重点を置き、1 患者へかける時間の長さの短縮を図った。
・臨時薬が届いた時点で処方日数分のヒート含め各指示のもと、事前にセッティングすること。
・翌日内服分を A・B チーム BOX へ中間的にセットし夜勤者が毎食の配役 BOX へセットする作業を省く。
・臨時薬の処方に関しての報告は先生方に相談のもとなくした。
・翌日の注射薬の準備は他の係へ変更し与薬係の業務内容を減らす。
< まとめ >
　業務の簡素化により、エラーの起因となるリスクが削減され業務負担の軽減に繋がった。又、スタッフより
以前よりも業務がスムーズ且つやり易くなったとの声も聞かれるようになった。今後も現場の声を業務改善へ
と繋げられるように取り組みを続けたい。
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7-7-1　高度慢性期医療
98 歳で急性発症した 1 型糖尿病の 1 例

愛全病院　診療部

おかもと てつろう

○岡本 哲郎（医師），大岩 彰，坂下 幾久未，鳥羽 美奈子

　1 型糖尿病は若年者に発症することがほとんどで、高齢発症は少ない。今回我々は超高齢で急性発症した 1
型糖尿病の極めて稀な症例を経験したので報告する。
　症例は 98 歳女性。既往歴に心房細動、脳梗塞、認知症などがあり、要介護４で特別養護老人ホーム入所中
であった。2019 年 5 月某日水曜ころから食欲低下し、金曜には 37℃台の発熱があった。日曜夕刻に SpO2 が
89％と低下したため、関連施設の当院当直に緊急受診となった。来院時の意識状態は JCS III-100、血糖は
1015/dl と著明な高血糖を認め、乳酸加リンゲルの補液に加えて直ちに即効型インスリンの皮下投与 10 単位が
行われた。翌月曜朝に再検された血糖は依然 932mg/dl と高値であった。血液ガス分析で pH 7.406, HCO3 27.7
とアシドーシスは補正されつつあり、尿中ケトン体も陰性であった。HbA1c は 10.2％と著しい高値であったが、
6 か月前、前月の検診ではそれぞれ 6.5％、6.9％で急激な血糖上昇は３か月以内に生じたと考えられた。4 時
間ごとの血糖測定とスケールインスリン投与で高血糖は改善された。24 時間尿中 C ペプチドは 5.28µg（＜
10µg）と内因性インスリン分泌は欠乏していた。膵島関連自己抗体（抗 GAD 抗体、抗 IA-2 抗体、抗 IAA 抗体）
はいずれも陰性であった。これらの臨床経過と検査結果から「急性発症 1 型糖尿病（2012 年日本糖尿病学会）」
と診断した。入院にて補液と血糖コントロールを継続しているが、意識レベルは回復せずご家族との面談

（ACP）を重ねている。
　我々の検索した限り、本症例のような 98 歳での 1 型糖尿病発症は稀であり、なかでも急性発症 1 型糖尿病
としては本邦最高齢の報告である。高齢者の急性発症 1 糖尿病の特徴など文献的考察を加え報告する。
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7-7-2　高度慢性期医療
難治性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注法（ＣＡＲＴ）について

高田病院

くりの しょうご

○栗野 祥吾（臨床工学技士），鶴田 雄平，宮﨑 正俊，西村 和治，福﨑 誠，萩原 隆二，髙田 昌実

【目的】
腹水の蓄積は、腹腔内圧の上昇をきたし、腹部や下背部の疼痛、呼吸困難、嚥下障害を含めた様々な臓器障害
が生じ食思不振や経口摂取量の低下を招き、低栄養へ至る可能性がある。そこで腹水濾過濃縮再静注法により
多岐にわたる症状の改善、自己蛋白の使用により、アルブミン製剤の節約、貯留間隔の延長を目的とし、腹水
濾過濃縮再静注法を施行した。

【方法】
期間：２０１８年８月～２０１８年１１月
対象：７９歳 女性 施行回数４回
評価方法：１，腹囲の測定。血液中、腹水中のアルブミン、総蛋白の比較。
     ２，施行間隔の日数。 
     ３，血液中、腹水中のアルブミン、総蛋白の比較。
     ４，ＭＤＡＳＩによる評価。

【結果】
腹囲：平均で前９２．１３ｃｍ、後８７．８８ｃｍ、
施行間隔：腹腔穿刺・廃液１８日  腹水濾過濃縮再静注法１８．６７日
採取した腹水を濾過濃縮することにより腹水中から約６．５２ｇ / ｄｌのアルブミンを得ることが出来た。

【考察】
難治性腹水を有する症例は、原疾患の症状が進行しており状態不良な患者が多く、腹水濾過濃縮再静注法を繰
り返して行うことが出来ず、単回もしくは２回程度で終わることが多い。しかし多数回行うことにより、血漿
アルブミン値の上昇が期待でき、血漿膠質浸透圧の上昇による腹水の貯留間隔の延長、腹水消失が望める。ま
た、透析患者の場合、透析によるアルブミンの流失を防ぐため、透析条件の変更等も行っていく必要がある。

【結語】
腹水濾過濃縮再静注法を行うことにより、一定の腹水コントロール効果と症状改善の結果が得られた症例を経
験した。腹水濾過濃縮再静注法は、難治性腹水を有する患者の症状緩和の治療として有効であると考えられる。
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7-7-3　高度慢性期医療
療養病床における上部尿路結石症の実態調査 part3

医療法人天真会　南高井病院　医局

にしお しゅんじ

○西尾 俊治（医師）

当院は 353 床の療養型であり、入院患者の平均年齢は約 80 歳、主病名としては脳血管疾患が 56％を占め、平
均介護度 4.5 である。当院では第 19 回、第 24 回の日本慢性期医療学会において療養病床の患者において結石
の罹患率が高いことを報告した。今回、2011 年から 2018 年における入院患者について調査したので報告する。
 

「結果」腹部 CT をおこなった 1584 例のうち 238 例（15.0％）に腎結石を認めた。うち 168 例、70.6％は脳血
管疾患が主病名であった。両側腎結石は 114 例（21％）に認めた。結石の大きさが 5mm 以上は 121 例、
50.8％に認めた。また、経管栄養（165 例、69.3％）、経口摂取（58 例、24.4％）、点滴（15 例、6.3％）であり、
経管栄養の患者において結石保有率が高かった。結石の大きさは臥床期間と相関し、臥床期間が長くなるほど
大きな結石を認めた。ただし、臥床半年でも数例に両腎結石を認めた。毎年、5 名の患者において結石原因の
腎盂腎炎をきたしていた。
 

「考察」尿路結石症全国疫学調査（2009 年）では 80 歳以上での結石罹患率は人口 1000 人に１人（0.1％）とさ
れている。最近の寝たきり患者の尿路結石症の実態調査（山下ら 日本尿路結石症学会第 28 回学術集会記録 
2019）でも 33％と高率に結石を罹患していることが報告されている。今回のわれわれの調査でも明らかに高
頻度に結石を認めた（15.0％）。以前より長期臥床が尿路結石の危険因子と言われている。臥床となる以前か
ら既存結石が存在していた可能性もあるが、長期臥床という危険因子が新たな結石形成を促進していると考え
られる。尿路結石による症状として発熱、側腹部痛、嘔吐などがあるが、療養病床に入院されている患者さん
は自覚症状および理学所見に乏しく、肺炎、消化器症状と誤診される可能性が高い。長期臥床は尿路結石形成
の危険因子と再認識し、高熱時や頻回の嘔吐の際には尿路結石の存在を考慮することが重要である。
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7-7-4　高度慢性期医療
救急対応から考える療養型病院のめざすもの

1 ベトレヘムの園病院　総合診療科，2 同　看護部，3 同　医療連携課，4 聖家族養護老人ホーム

いのうえ ひとし

○井上 仁（医師）1，青木 信彦 1，安原 朋子 1，工藤 恵子 2，大和 理恵 3，宮里 和子 4

＜背景＞医療療養病棟では相応の医療介入を必要としながらも、多くは穏やかな最期を願いつつ日々の営みを
支援する。ここ数年の当院では、ほとんどが幸いにも重い合併症に見舞われることなく、背景疾患と共存した
まま生を全うされている。その一方で、院内にある手段のみで苦痛回避の困難な事例がたびたび発生し、緊急
で余儀なく院外への搬送を決断することもある。
 ＜方法＞当院の有する 92 床は療養病床のみであり、昨年度の新規入院は 123 人、8 割が急性期病院などから
の転入で占められる。基本的に入院調整の段階で、当院を終の住処とする思いを確認している。予期せぬ傷病
により、療養生活の継続を断念した事例を抽出し、慢性期医療における特徴を分析する。また、隣接する養護
老人ホーム入居者や地域住民に平日日中に限り月 300 人程度の外来診療も提供しており、これらに対するサブ
アキュート機能の振り返りも試みる。
 ＜結果＞この 2 年間、当院から他院へ転送したものは 14 件であった。救急対応を要したものは、6 件で腸閉塞・
尿閉・大腿骨骨折などであった。転院先での在院期間は 0 ～ 38 日で、すべて当院での療養が再開できた。ホー
ムからの要請は腸閉塞・骨折（鎖骨・大腿骨）・血尿・窒息の 5 件であった。
 ＜考察＞在宅療養の場においては、ACP の醸成により循環器・脳血管疾患の重篤な急変に対して救命のため
の高次医療機関への搬送を控え、痛みを除去し少しでも安楽を保ちながら自然な経過に委ねることが多いとい
われている。当院の診療環境でも、同様の寄添いで療養を完結していることが明らかとなった。ただし、穏や
かな衰弱の一過程と看過できない腹部や尿路系の苦痛や、外因による急変が生じると、最終段階とはいえ一時
的にも ADL を保つ手段を講ずべきか判断に苦慮するのが現状である。過剰医療は個人の尊厳を奪いかねず、
死を含む療養の質について多職種で議論を重ね、慢性期を担う施設での適切な救急対応を考えたい。
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7-7-5　高度慢性期医療
データマネジメント実施のための調査を実施して―“ 看護の質データベース調査簡易版 ” から―

1 富山県慢性期医療協会看護部会　尽誠会　野村病院　看護課，2 富山県慢性期医療協会看護部会　

みわ えり

○三輪 恵里（看護師）1，宮崎 真由美 2，多賀 摂 2，林 まゆみ 2，福田 由利子 2，川端 典子 2，西尾 真由美 2，上村 政江 2，
高畠 澄子 2，大杉 伊津子 2

Ｔ県慢性期医療協会看護部会では、2017 年に「労働と看護の質向上への試み」と題して管理者研修を実施した。
研修の中で、慢性期医療協会看護部会としての看護の質データベース調査について説明し依頼した。本調査は
今後の慢性期医療協会看護部会所属施設のデータマネジメントをするためのひとつの資料になる。

【目的】
1) 慢性期医療協会看護部会の所属施設のケアの質向上を目指したデータマネジメントの礎とする。
2) 看護実践データの可視化から、所属施設全体のケアの質向上を目指す。

【方法】
1) 対象はＴ県慢性期医療協会看護部会に所属の 37 施設
2) 調査期間は 2017 年末の 1 ヶ月
3) データ収集は DiNQL を参考に “ 看護の質データベース調査簡易版 ” 調査用紙を作成、調査用紙は管理者研
修で配布
4) 分析方法は項目毎の単純集計
5) 倫理的配慮は調査用紙を無記名とし郵送回収をもって本調査への同意とした。

【結果】
回収数は配布 37 施設中 31 施設であり、回収率は、83.8％。施設情報面では、平均在院日数 325.7 日、平均年
間休日総数 109.4 日、平均年次有給休暇取得日数 16.14 日。看護職情報面では、常勤看護要員の平均年齢は
46.6 才、常勤看護要員の平均離職率は 6.1％。患者情報面では、75 才以上の平均患者割合は 85.7％、平均身体
拘束率は 14.1％、平均認知症患者割合は 61.7％。褥瘡では、体圧分散用具選択基準の有が 71％、体圧分散用
具管理基準の有が 45％、褥瘡リスク患者の体圧分散用具使用割合の平均は 90.1％。感染では、感染対策研修
の平均年間受講割合は 76％、定期的モニタリングは有が 71％。医療安全では、医療安全研修の平均年間受講
割合は 77.8％、1 ヶ月の 1 人当たりの平均インシデント 14.9 件平均アクシデント 1.4 件、平均転倒率 1.01％、
平均転落率 1.94％、入院時以外の定期的転倒転落アセスメント実施有が 55％。

【まとめ】
本調査が、慢性期医療協会看護部会の所属施設の質向上に繋がることを期待する。
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7-7-6　高度慢性期医療
石川ヘルスケアグループにおける評価指標を用いた質改善活動の取り組み

1 医療法人健康会　訪問看護ステーションいしかわ，2 ＨＩＴＯ病院，3 医療法人健康会　介護老人保健施設アイリス，
4 社会福祉法人愛美会　特別養護老人ホーム萬翠荘，5 社会福祉法人愛美会　地域密着型介護老人福祉施設三島の杜

にしおか ようこ

○西岡 陽子（看護師）1，横内 俊弘 3，十川 広太郎 5，大西 慶治 4，白田 智美 2，青木 由美 2，大城 りみ 2，
田渕 典子 2

　社会医療法人石川記念会 HITO 病院と社会福祉法人「愛美会」、医療法人「健康会」の三法人が石川ヘルス
ケアグループ（IHG と略す）として地域の医療・福祉・介護を支えている。当院は、高度急性期、急性期、回
復期機能を有する急性期ケアミックス型であり、グループ内の機能を活用すれば、退院後の対象に応じた施設
の選択や在宅で生活する対象者を支えることが出来る。また、グループ内だけでの完結ではなく、地域内連携
を重視し、地域の開業医との前方・後方連携や、地域の介護施設、訪問看護ステーション等との連携も重視し
ている。
　 2017 年に IHG の連携強化を図るために、各施設の代表者による「IHG 担当者会議」を立ちあげ、関連施設
の職員だけではなく地域を対象とした事業の運営に関わり、連携強化に向けて取り組んできた。
     会議では、今後、三法人の連携を更に強化し、HITO 病院のみならず各施設の医療・介護の質を高めるた
めに、三法人間で共通して活用できる評価指標を用いて、相互間評価を行い現状把握と課題の抽出、改善に向
けた継続的な活動が必要であることが検討された。IHG を利用する対象者が、安心・安全な医療を受け、施設
環境を整え患者に寄り添う介護者の資質の向上、丁寧な在宅療養への移行が大切である。
　今回、日本医療機能評価機構の「自己評価調査票」を基に、施設でも活用できる評価指標を作成し、①評価
指標を作成することにより、どの施設に対しても同じ視点で客観的に評価することができる。②評価を受ける
ことで、新たな課題を見出し改善活動に取り組むことができる。③現場の質評価を行い必要な教育について今
後具体化する。の３点を目指し取組んだ途中経過をまとめ発表する。
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7-8-1　臨床検査
今、臨床検査技師に求められるスキル 
～心エコー検査を導入して～

安来第一病院

おおもり みさこ

○大森 美紗子（臨床検査技師），山口 麻美，藤原 祐樹，山﨑 開智

【はじめに】
　リハビリの導入前や負荷を上げる際に心機能を評価することは重要である。当院検査科では、2018 年 9 月
より臨床検査技師による心エコー検査を開始した。高齢の患者が多く、特に回復期リハビリテーション病棟に
は身体の麻痺や痛みのため検査に適した体勢になることが難しい患者や認知症患者もおられ、検査を行うこと
が難しい場合も多々あった。今回、医療の質の向上と患者の負担軽減を目的とし、以下の取り組みを行ったの
で報告する。
 

【方法】
１．外部講師による実習を半年間重ね、心エコー検査を導入した
２．検査前に患者の状態を把握した
３．麻痺や痛みのため左側臥位になることが難しい患者は、痛みがない体勢で検査できるよう工夫した
４．認知症の症状や対応をまとめた「生理機能検査 認知症患者対応マニュアル」を活用した
 

【結果】
　検査科内に心エコー検査の経験者がいない中、新たに検査を導入するのは困難であったが、実習や医師の指
導を受け技術を習得することで、リハビリ等に必要な心機能を評価することができるようになり、医療の質の
向上に繋がった。また、患者の麻痺や痛みのある部位を把握し、一人一人に合った体勢となるよう工夫するこ
とで負担を軽減し、更に共感的理解や受容的態度を身に付けることで、認知症患者にも安心して検査を受けて
頂けるようになった。
 

【考察】
　高齢者医療において、多くの患者は痛みを抱えている。また認知症患者も急増しており、より柔軟な対応が
必要とされている。検査においても、急性期のエビデンスに加え、患者の身体的・精神的負担を軽減するため
に、一人一人の病態や状態に合わせた対応のスキルが、今求められている。 今後、更なる医療の質の向上を
図るとともに、患者の気持ちに寄り添うことができる臨床検査技師となれるよう努めていきたい。
 

【倫理的配慮】
 　本論文は個人を特定するものではなく又開示すべき利益相反関係にある企業等はありません。
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7-8-2　臨床検査
スマートフォンのカメラ機能を使った顕微鏡標本撮影

多摩川病院　検査部

おおたに まゆ

○大谷 真祐（臨床検査技師），川平 圭，野口 昭，渡辺 亜久里，村上 浩子，鳥光 美来，上野 美佳，上原 摩夕

【はじめに】
顕微鏡で標本を鏡検する事は、患者様の病態把握の為にかかせない検査の一つである。
しかし、判別に苦慮する症例に遭遇した場合、検体によっては長期保存に向かないものもある為、画像として
保存する必要がある。
顕微鏡専用のアダプター及び一眼レフカメラは高価な為、より簡便に、身近にあるスマートフォンを使用して、
撮影し保存可能か試みる。

【方法】
顕微鏡の接眼レンズにスマートフォンのカメラレンズを付け、顕微鏡標本の撮影をする。
その時、以下の①から③について、検討した。
①アンドロイドとアイフォンの機種間による差が生じるか比較する。
②撮影時の安定性を維持する為に必要な物を検討する。
③顕微鏡の接眼レンズとスマートフォンカメラの距離を検討する。

【結果】
①から③については以下のような結果が得られた。
①アンドロイドとアイフォンで撮影された画像には有意差は見られなかった。
②安価で加工しやすい発泡スチロール板を使うことにより、安定した撮影が出来た。
③どちらのスマートフォンも顕微鏡の接眼レンズとカメラとの距離は１５㎜が妥当であった。

【考察】
接眼レンズと同径の板を当てるだけでは不安定な為、接眼レンズの外径と同径の穴を開けてた板を固定用に追
加することで、より安定し、スムーズに撮影可能となる。
顕微鏡の接眼レンズからカメラまでの距離が、５mm、１０mm では近すぎる為、視野の周りが大幅に欠けて
しまったが、１５mm ではほぼ全体が撮影できた。
高価な機器を導入せず、身近なスマートフォンでの顕微鏡写真撮影は、検査室内で疑問に思った症例、遭遇率
の低い症例が撮影でき、画像保存、拡大・指差し確認が可能となる為、より深い知識が得られる。
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7-8-3　臨床検査
糖尿病症例の重心動揺の変化

聖ヶ丘病院

うえはら そういちろう

○上原 總一郎（医師），高橋 公志，井上 慶俊，横田 俊輔

[ 目的 ]　糖尿病性神経障害は過血糖による代謝異常で身体の平衡機能異常をきたすとの仮説のもと , 重心動揺
計を用い , その変動から糖尿病神経障害の特徴と本検査の有用性を検討した。[ 対象と方法 ]　健常者群
(20;M10,F10; 68 ± 7.5) と糖尿病無群 39(68.2 ± 10.0), 同神経症 21(67.6 ± 12.6), 同腎症 20(72.8 ± 10.5), 同網膜症
14(64.5 ± 13.0), の約 100 例の重心動揺計 ( アロマ社製 ) による外周面積、単位時間と面積軌跡長 , X-Y 軸変位、
ロンベルグ率にネット解析も加え、FBS,HbA1c, 総 cholesterol、BUN、Cr 等を測定して相互の関係を求めた。
[ 成績 ]　重心動揺計の測定項目から、①外周面積は健常者群に比べ糖尿病群は増大し , 合併症群は有意の増大。
②単位時間軌跡長は健常者群より糖尿病群は延長し , 特に神経合併症は有意に延長。③単位面積軌跡長は健常
者群より糖尿病群は短縮。④左右変位では糖尿病群は延長傾向を示した。⑤前後変位でも糖尿病群は健常者群
に比べ延長傾向を示し⑥ロンベルグ率は糖尿病群で増大し、合併症群は健常者群より有意の増大を示した。⑦
クラビチャートは健常者群でも 15％程度の異常を示したが、糖尿病群は 60％以上の異常をみた。⑧ニュラル
ネット解析では糖尿病群で 60％以上、神経症群で 75％以上の異常を認めた。⓽糖尿病の各指標とでは Hb1c,
と総コレステロールとの間に有意の相関を認めた。[ 結論 ]　糖尿病の平衡障害は視覚・迷路・深部感覚に表在
性の感覚等が加わり直立姿勢が保持される。重心動揺計の各パラ・メーターの特徴から糖尿病による動揺は健
常者より大きく、深部感覚異常のみならず迷路や小脳を中心とする脳の関与も考慮せざるをえない。それは末
消神経のみならず、中枢神経系異常も含んだ複合的存在を形成していると考えられた。　従って、糖尿病症例
で神経合併異常が疑われる場合 , 本検査を施行して、その結果から、精密な検査への橋渡しと共に、経過観察
にも有用であると考えられた。
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7-8-4　臨床検査
当院における生理機能検査パニック値（像）の検討

永生病院　検査科

うちむら けいご

○内村 圭吾（臨床検査技師），梶川 衣利子，田中 しのぶ，竹本 留美奈，西舘 絵里子，前畑 美織，
渡辺 祐子，佐藤 れい子

【はじめに】
慢性期病院での生理機能検査は主にスクリーニング検査が一般的であり、緊急を要する検査はあまり行われて
いないため、緊急連絡を必要とするパニック値（像）に遭遇する機会はあまり多くない。今回当院での生理機
能検査パニック値（像）（以下パニック値）を設定し、その頻度および緊急度について調査検討した。

【対象・方法】
2017 年 12 月～ 2018 年 11 月の期間で施行した心電図 2586 件、超音波 2665 件。検査施行中または施行後パニッ
ク値として連絡した依頼科、検査の種類および緊急度を調査検討した。緊急度に関してはⅠ：軽度、Ⅱ：中等
度、Ⅲ：重度、Ⅳ：ドクターコールが必要なもの、に分類した。

【結果】
①パニック値として連絡した依頼科は、内科系 4816 件中 87 件（1.8％）、整形外科 435 件中 46 件（10.6％）②
検査種類、心電図：内科系 11 件、整形外科 0 件、超音波：内科系 76 件、整形外科 46 件③緊急度Ⅰ：内科系
49 件、整形外科 37 件、Ⅱ：内科系 29 件、整形外科 9 件、Ⅲ：内科系 9 件、整形外科 0 件、Ⅳ：内科系・整
形外科とも 0 件であった。

【考察】
パニック値として連絡した検査は 133 件と全体の 2.5％であった。内科系・整形外科とも超音波検査による緊
急連絡が多かった。特に血管超音波検査におけるパニック値が全体の約 70％だった。これは高齢や慢性期疾
患による ADL の低下・整形外科術後による下肢静脈血栓症の存在が多かったものと思われる。また緊急度で
は内科系で緊急度Ⅲが 9 件存在し、緊急度の高い疾患の存在を考えながら検査施行しなければならないと思わ
れた。

【まとめ】
慢性期病院において生理機能検査におけるパニック値に遭遇する機会はあまり多くないが、緊急度が高い症例
も存在することを念頭において、迅速な判断や検査が出来るようにしなければならないと考える。
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7-9-1　医療安全③
介護骨折を減らせ 
～やさしいフルオープンパジャマ～

川西湖山病院　

かわごえ さちこ

○川越 幸子（ソーシャルワーカー），髙橋 淳子

【はじめに】
当院は平均年齢 83 歳・医療区分割合 2・3 比率 94％と寝たきりの方が多く、麻痺・拘縮割合は 80％と高い。
介助時は常に病的骨折のリスクと隣合わせである。介護を受ける側も更衣の際は痛みが生じ、曲がらない腕に
やっとの思いでパジャマに袖を通している。介護提供者、要介護者双方にストレスが生じている。

【症例紹介】
職員考案のフルオープンパジャマを試作し、病的骨折後の患者に試着した。

【目的】
介助時の骨折や剥離のリスク軽減と、仕組み作りを行い、介護提供者、要介護者双方のストレス軽減につなげ
る。

【方法】
フルオープンパジャマを試作し、病的骨折後の患者に試着。使用満足度は高かったが、職員が量産できないた
め、誰もが購入できるように、医師・セラピスト・看護師・介護士・相談員・総務課・医事課が集まり話合い
をし、値段や素材、使用感の検証、同意書の作成を行い、既製品の購入経路を決める。フルオープン肌着の需
要も多く、ご家族が必要時に購入できる仕組みを作る。

【結果】
購入システムが構築され、フルオープンパジャマ・肌着を使用できるようになった。拘縮した手足に負担をか
ける事や、介助に苦慮することも無く、介護提供者、要介護者双方のストレス軽減となった。

【考察】
フルオープンパジャマが高額であるため、枚数を揃えると経済的負担が大きく、安価な肌着の購入の方が現実
的であった。リフォームパジャマの作り方も紹介している。パジャマは伸展拘縮者への活用は有効。肌着は屈
曲拘縮者への活用が有効だった。
予防的視点に立ち、自らの工夫で効果が得られることを知り、介護提供者、要介護者もストレスなくケアが行
えるようになった。今後もカンファレンスを利用し情報の共有やチームケアを最大限に生かせるように取り組
んでいきたい。日々の「仕方ない」で放置されている問題を追及し、発想の展開や工夫によりチーム解決でき
るように努めたい。
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7-9-2　医療安全③
拘縮が強い患者の骨折・脱臼予防について

医療法人天真会　南高井病院　看護部

ますだ まお

○桝田 麻緒（看護師）

＜はじめに＞
 当病棟は、拘縮の強い患者様が多く、常に骨折・脱臼リスクが伴っている。その為、拘縮患者様の骨折・脱
臼予防の為のケア方法の見直しが必要と考えた。ポジショニング・更衣・オムツ交換の 3 つのポイントに重点
を置き、骨折・脱臼予防の為に取り組んだ結果を報告する。
＜方法＞
活動期間：平成 30 年 7 月 11 日～ 9 月 30 日
対象患者：1 名。チーム内で最もケア困難を感じていた患者
患者情報 A 氏
・80 歳 女性、主病名：進行性核上性麻痺、身長：155.0cm、体重：32.1kg
・補食のみ経口摂取、持続点滴：2 本 / 日
身体的特徴
・両上肢（左上肢が上側で）交差した状態で拘縮、両下肢屈曲した状態で拘縮。（画像参照）
・るい痩で骨突出著明。自力体動なし。
＜活動内容＞ 各係でのケア方法の状況把握、報告・改善策の検討
①   ポジショニング係
ポジショニング確認・ラミネート作成、クッション数・使用方法の検討・見直し
チェックリスト・体交時の注意点等の一覧表作成し、毎日チェック
②   更衣係
A 氏に合った着衣方法の検討と改善後の更衣方法の統一（動画撮影）
病衣サイズの検討、改良病衣の使用 
③    オムツ係
適切なオムツサイズの選定、オムツの当て方の検討と統一化。
＜結果＞
A 氏のケアに対して「骨が折れそうで怖い」という職員の意見が多く、当院のパジャマタイプの改良病衣を
14 日間使用したが、Ａ氏の下肢拘縮が強く皮膚トラブルの可能性が高かった為、使用を中止した。その後ガ
ウンタイプの病衣での更衣方法を見直して動画を作成し、チーム内で情報共有しＡ氏に対する不安は消失し、
骨折・脱臼なくケアを実施することができた。
＜まとめ＞
個別性のあるポジショニング、更衣方法、オムツ交換を実施することで骨折、脱臼をすることはなかった。ま
た、ラミネートやチェック表、動画を活用することで職員へのポジショニングに対する意識づけと統一化を図
ることができた。
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7-9-3　医療安全③
私たちに今できる事は何か？ 
～剥離・裂傷・内出血事故を防ぐ小さな取り組み～

社会福祉法人　平成福祉会　ヴイラ四日市　特養　

ほりぐち みか

○堀口 美佳（介護福祉士），宇佐美 かおり，竹内 信，石原 文香，宇野 仁美，中野 敏和，寺村 真梨子，
大山 京子，柴田 留衣，井川 誠一郎

【はじまり】
歩行困難に伴い車椅子を用いている高齢者は多く存在する。しかし高齢者特有の皮膚の脆弱性や痛み閾値の低
下による無意識に下腿部を車椅子のフレーム等に接触し下腿の皮膚剥離を受傷することも珍しくない。今回
我々はこのような症例に対し個別支援を行い下腿損傷の予防を試みたので報告する。

【方法】
対象者は、A 様 80 代女性。要介護度 4、日常生活認知症度Ⅲ a、日常生活自立度 B2、腰椎圧迫骨折、変形性
脊椎症を羅患。入所時は歩行器による歩行可。椅子への座り直し可、軽作業なども可能であった。平成 30 年
11 月ごろより歩行器使用による恐怖心が強くなり歩行困難となった。車椅子支援へと切り替えたが、その時
より 1 カ月に 1 箇所程度の皮膚剥離や内出血を生じるようになった。予防法を職員同士で考え、①両下肢に専
用のレッグウォーマーを装着を行う。②車椅子使用時立位時は車椅子を後方に引く事やフットレストをしっか
り立ててから立位に移りその際フットレストとの接触を避けられるよう職員が心がける。さらに③方向転換時
に声掛けにて下肢の位置の修正を指示する。この 3 点を実践した。

【結果】
3 ヶ月実施してみた所、下肢全体の皮膚剥離や内出血は減少。トイレ介入時も職員の心がけで予防が継続でき
た。入浴前の脱衣の時もレッグウォーマーをしたままシャワーチェアーへ移乗し、1 番最後にレッグウォーマー
を外すことで下腿とフットレストへぶつけることを予防できた

【考察】
決して大きな取り組みではないが、少しのアイデアと予防で皮膚剥離が防ぐことができ、入居者様も痛い思い
をせずに過ごせた。軽視しがちではあるが剥離の範囲が広いとその分看護職員等の処置量も増え治療期間も長
くなる。「私たちが今できること」は何か？を考え、小さい事案を未然に防いでいけば、その先にある大きな
事案も防ぐことができると考える。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
7-9-4　医療安全③
胃瘻チューブトラブルに対するハイブリッド型胃瘻チューブ保護袋の有用性

岸和田平成病院　３階病棟

だいだ かよこ

○代田 香代子（看護師），黒川 飛鳥，茶谷 かおり，佃 千代子，有馬 良子，梶原 裕子，末吉 朋美，荒尾 徳三

【背景・目的】
患者は胃瘻チューブに対する異物感や不快感により胃瘻チューブを頻回に触り、クランプや接続を外したり、
引っ張ったりすることで事故抜去を起こすことがある。また胃瘻チューブが腹部と接触して皮膚トラブルの原
因にもなる。本研究の目的は、一連の胃瘻チューブトラブルを予防するために胃瘻チューブ保護袋を作成し、
その有用性を検討することである。

【方法】
対象は胃瘻からの経管栄養症例で、胃瘻チューブを引っ張りクランプや接続を外したことがある４例、事故抜
去歴がある 1 例、ボタン式胃瘻 5 名の計 10 例。胃瘻チューブ保護袋は肌ざわりのよいタオル素材とし、現在
までに「巾着型」、「フラット型」、「袋状型」へと改良を進めてきた。第 3 世代の袋状型はチューブの状態が確
認しにくく、通気性の問題も指摘された。今回、洗濯ネットを薄いタオルと縫い合わせ改良し、第 4 世代の「ハ
イブリッド型」を作成した。

【結果】
ほとんどの患者は胃瘻チューブトラブルから解放され、事故抜去を予防することが出来た。またボタン式胃瘻
は接続チューブが長い為身体の下敷きになることがあったが、胃瘻チューブ保護袋に収納することでそれを防
ぐことができた。また通気性を考慮した事で皮膚トラブルも予防することが出来た。

【考察・結語】
胃瘻チューブを触ることのトラブルに対して胃瘻チューブ保護袋は簡単で患者への負担が少ない方法として有
効であった。ハイブリッド型はチューブの状態が確認しやすく、通気性が良くなり、皮膚トラブルも予防出来
た。胃瘻自己抜去に対する胃瘻チューブ保護袋は臨床的に有用と考えた。
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7-9-5　医療安全③
経鼻チューブ固定に対する取り組み 
―チューブが抜けにくい固定方法を試みて―

積善病院　看護科

さのき たかゆき

○佐野木 貴之（看護師），福井 良次，森下 琳彩，安井 遥

【はじめに】
   当院は、医療療養病床で４１４床をもち、その入院患者の約９０％が脳血管障害後遺症や心疾患などが原因
で意識障害や寝たきり状態となっている。そのうち、経口摂取が困難なため経管栄養法を選択している患者が
66 名入院しており、その約半数の 34 名が経鼻チューブ挿入患者となっている。経鼻チューブ挿入患者は、テー
プのはがれなどからチューブ固定が不安定となり誤嚥等の重大事故につながる危険がある。今回、チューブの
テープ固定方法に注目し、チューブが抜けにくい固定方法を考案・実施したのでここに報告する。

【方法】・第Ⅰ期：４名の看護職職員に圧迫粘着テープを貼付し、スキントラブルの有無等を調査  
・第Ⅱ期：第Ⅰ期の結果をもとに、圧迫粘着テープを経鼻チューブが抜けにくいと推測される新形状に加工。
その新形状固定テープを入院患者６名に試行

【結果】・第Ⅰ期：各部位共に２～３時間程度でテープの粘度低下が出現し、はがれにつながった。 
・第Ⅱ期：試用期間中３名に１～５回程度のテープはがれが確認された。特に貼付後、1 週間程度にてはがれ
の頻度が増強した。

【考察】貼付後１週間目以降にテープのはがれが急増していた。そのため、試験的にテープの交換頻度を 1 回
／ 2 週間から、１回／１週間に短縮したところ、テープのはがれやスキントラブルの発現はみられなかった。
これらのことから、今回の新形状固定テープに関しては、テープの材質・形状の有無にかかわらず、同一部位
への１週間程度の貼付ではがれの増加や発 赤等のスキントラブルの原因になっていることが考えられた。

【結論】今後は貼付１週間以降、特にテープはがれ等を注意観察していくこととする。今後も今回の取り組み
を継続・発展させ、各患者に適した固定方法を選択・実施していく取り組みを継続していくこととする。
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8-1-1　病院経営・病床転換
神経難病病棟の収益性に係る問題

1 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　医事課，2 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　院長

なかむら こういち

○中村 浩一（事務職）1，木暮 美紀 1，狩野 浩子 1，美原 盤 2

［はじめに］我々は、日本慢性期医療協会の加盟病院を対象にした調査において、筋ジストロフィー・神経難病、
重度の障害、重度の意識障害を群別比較した結果、入院 1 日あたりの利益額は、筋ジストロフィー・難病群（難
病群）の利益額はマイナスになり、重度の障害群および重度の意識障害群はプラスになることを報告した。そ
の結果、筋ジストロフィー・神経難病患者を多く受入れている病院ほど利益は低くなり、重度の障害または重
度の意識障害を多く受入れている病院ほど利益を得られていると推測される。そこで今回、発表されたデータ
を基に現状を調査した。

［方法］中央社会保険医療協議会資料の神経難病病棟数、日本慢性期医療協会による実施調査の入院料別施設数、
および社会医療診療行為別統計を基に疾患別収支額を算出した。

［結果］入院 1 日あたりの利益額は、難病群が -1,084 円± 436 円、重度の障害群は +1,765 円± 962 円、重度の
意識障害群は +35 円± 362 円となり、難病群のみ利益額がマイナスとなった。

［結論］入院患者層の違いにより、筋ジストロフィー・神経難病患者を一定数以上受入れている病院ほど、採
算性の確保のために人件費を削るか、もしくはこれらの患者の入院対応を一定数以下に抑えるかという経営判
断を強いられる。このことは経済的要因によってケアの質を低下させるものであり、決して望ましいものでは
ない。障害者施設等入院基本料の算定数のうち約 68% が 10 対 1 入院基本料で現状の診療報酬制度では、神経
難病患者を一定数以上受入れていることへの診療報酬上のインセンティブはない。神経難病患者の療養環境の
向上を図るために手厚い人員配置を敷いても、児童福祉法で規定された施設でない限り 7 対 1 入院基本料を算
定することはできない。神経難病患者へのケアの担保という観点から、このような患者を一定数以上受入れて
いる病院を診療報酬制度において評価すべきである。
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8-1-2　病院経営・病床転換
介護医療院への転換

なごみの里病院　事務

きたはら まさる

○北原 勝（事務職）

当院は、許可病床数６９８床の内、４６６床を介護療養病床として運営していたが、２０２４年３月に廃止さ
れることから、本年２月より、介護医療院【医療機関併設型介護医療院（Ⅰ）】へ転換することとした。京都
府下では初の転換となり、情報収集も困難であったが、行政にも頻繁に相談させていただき、スムーズに転換
することができた。
 また、新たに創設された「移行定着支援加算」の要件である入所者や家族に転換の説明を実施すること及び
地域の住民へ周知を行うことが必要であったが、入所者や家族には各療養棟スタッフが手分けして説明し、地
域の住民へは自治会内の定期集会に参加させていただくことで対応できた。
 上記転換についての経緯、転換後の状況等をここに報告させていただく。
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8-1-3　病院経営・病床転換
介護医療院へ転換した 1 年の取り組み

温泉リハビリテーションいま泉病院

さだ まゆみ

○佐田 真由美（准看護師），赤尾 卓哉

はじめに
当院は富山市中心部に位置し医療病棟 109 床 ･ 認知症治療病棟 50 床 ･ 介護保険病棟 54 床の 213 床を有する療
養病院である .
2018 年 8 月に介護療養病棟を長期的な医療と介護ニーズを併せ持つ高齢者を対象とし，「日常的な医学管理」

「看取りやターミナルケア」「生活施設」としての機能を兼ねたⅠ型介護医療院強化型 B に転換した .
今回、転換 1 年目の経過及び職員が介護医療院の果たすべき機能と役割を理解するための取り組みを報告する .
 
目的：介護医療院の役割を理解し , 今後の活動に繋げる
期間：2018 年 7 月～ 2019 年 6 月
対象：介護医療院看護師 17 名 , 介護士 15 名
方法：1) 利用者家族に文書で説明（配布）
　　　2) パーテーション設置
　　　3) 地域を交えての講演会
　　　4) 病棟でチーム発足 ･ 多職種との検討会
　　　5) 職員アンケートによる意識調査
結果：
転換前に職員と利用者家族に説明があり,設置条件を満たしているため改修工事の必要なく4床1室のためパー
テーションを設置し開設した . それによりプライバシーは確保されたが廊下から利用者の様子が見えにくく安
全確認が難しくなった . 日常業務は大きな変化はなく , 家族や利用者からの要望や苦情もなく経過した . しかし
生活施設としての取り組みの必要性を感じ地域交流の場として半年後に「認知症予防」の講演会を開催した . ま
た利用者の尊厳を保ち生活環境を充実させるために「看取りチーム」と「生活環境チーム」を立ち上げ多職種
と今後について毎月検討会を重ね情報共有を図った . 職員アンケートの結果では , 業務の現状と認識不足によ
る戸惑いを感じていることがわかった .
考察：
今後は地域とのつながりを含め , 利用者が充実した生活を送れるよう勉強会や検討会を重ね具体的な活動内容
を考え , 介護医療院のあるべき姿を模索しより良い方向へ導きたいと考える .
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8-1-4　病院経営・病床転換
地域に根差した介護医療院にするために

城東病院

さとう ひとみ

○佐藤 仁美（医師）

医療法人慶友会城東病院は、療養型病床を中心として訪問診療・往診、訪問看護、通所・訪問リハビリテーショ
ン、居宅支援事業所など地域に密着した事業を実施している。地域のニーズ、自院の役割等を検証し、平成
30 年度に医療療養病床（Ⅰ）3 病棟、介護療養病棟 1 病棟計 234 床から、介護療養病床 58 床と医療療養病床（Ⅰ）
56 床の計 114 床を介護医療院（Ⅰ）へ転換した。この転換前平成 29 年度１年間の当院への入院相談を分析す
ると、５７％が医療区分１に該当する患者であった。医療区分の縛りから、医療療養病床（Ⅰ）に入院させら
れない患者が多く、ここをどう対応していくかが課題となっていた。なかでも地域のケアマネージャーからの
相談の多くは、発熱、食事摂取不良、独居、認知症の進行、骨折後、ターミナルのお看取りなどいずれも医療
区分１に該当していた。これらを考慮し病院のベッド数の約半分を介護医療院へ転換した。介護医療院を開所
し約半年が経過したが、これにより地域高齢者の受け皿の拡大や在宅サービスとの連携を深めることができた
かを検証してみる。介護医療院を始めたことで当院への総相談件数が前年比 2 倍近くに増え、そのうち介護医
療院に関するものが 67.9% とあることも地域のニーズを表しているといえる。
　また、介護医療院入所者についての分析結果を報告する。入所前の居場所から入所後の転帰まで、性別、年
齢、要介護度、ADL、認知症、栄養摂取方法、家族背景等をデーター化することで地域の実態把握に繋げて
いこうと思っている。中でも当院の介護医療院の転帰は、在宅復帰 6%、長期療養 66.7%、医療病棟（他院へ
の転院も含む）へ転棟 7.3%、看取り 20% といずれもあり、本来の介護医療院の地域での役割を果たせてきて
いると考えられる。これからさらに、介護医療院参入を契機に地域とともにある病院を目指していきたい。
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8-1-5　病院経営・病床転換
介護医療院の開設に向けて 
―介護支援専門員の立場から―

三次病院

まつの さだこ

○松之 定子（看護師）

はじめに 
介護療養型医療施設が廃止されることが決定してから紆余曲折を経て、平成 30 年 4 月の同時報酬改定に伴い、
いよいよ介護医療院が新設される事が決まった。三次市で唯一の介護療養型医療施設として 2002 年 10 月 1 日
に当院の 1 病棟の位置づけで長期療養型病床群から転換し介護保険施設となった。更に廃止の期限を睨みなが
ら、転換に係る計画書の提出と説明会に数回参加した。そして今回新たに介護医療院として生まれ変わる時が
来た。2019 年 7 月 9 日現在、行政の指導を受けながら、開設の届出に医事課が奔走しているところである。
現場の状況を振り返りながら、今後の展望についてささやかで正直な思いを述べてみたい。
本稿の目的
1. 介護医療院の姿が描かれるか
2. 病院の 1 病棟が施設になる事への不安は何か
3. 介護医療院の機能の定着に介護支援専門員の役割は何か
4. 介護療養型医療施設を越えるために必要な要素は何か
5. 地域連携のスムーズな取り組みの模索
施設の概要
医療法人 病院 283 床 （内介護療養 48 床）介護療養の内訳 平均年齢 82.37 要介護 4.23 男女比 1 対 4 C1C2 合計
46.2％
結果・考察
1. 及び 5. Ⅰ型ⅱ 重症 50％以上喀痰吸引、経管栄養インシュリン使用者 30％以上、ターミナルケア 5％以上、
生活機能のリハビリテーション、地域活動の実施の項目では病院の中にいて地域活動は苦手な分野であり暗中
模索が懸念される。通リハを活用する。
2. 職員聞き取り；勤務先の書き方が不明で動揺、病院に守られてきたが今後が不安等。
3. 3 人の意見は今までとやる事に変化はないが、今後は利用者との関係を見える形にする事が重要。
4. Ⅰ型ⅱではレクレーションへの取り組みの時間が取れるか。静かに療養してターミナルを迎える。在宅とし
ての位置づけが可視化でき広くアピール出来なくては難しい。
おわりに
全国学会の頃には開設の実感をいえるはずである。
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8-1-6　病院経営・病床転換
少子超高齢化社会における慢性期病院の生き残りをかけた改革について

医療法人社団永生会　永生病院

やました しんや

○山下 晋矢（医師），安藤 高夫

【目的】超高齢化人口減少社会を迎え、慢性期病院の稼働率は低下傾向を認めている。当院は高齢者を対象と
したケアミックス型慢性期病院であるが、当院より医療療養病床 140 床を移転し、近隣に新病院を昨年開院し
た。同じ機能を持つ新病院開設に伴い、施設や療養環境の劣る当院の経営状況は一時悪化し、経営を改善する
ために様々な取り組みを行った。【方法】脳血管疾患、認知症、悪性腫瘍、骨折等外傷への対応を強化した。
①入院判断は院長中心とし、重度の方も早期に受け入れた。②移転した病棟の一部に精神科身体合併症病棟（60
床）を開設し、身体合併症を有する認知症等の精神疾患の方を受け入れた。③新病院緩和ケア病棟と連携し、
緩和ケア病棟待機中や適応外の方を受け入れた。④骨折に対応するため整形外科を充実させ、関節センター、
脊椎センターによる手術件数の増加に努めた。⑤慢性疾患の急性増悪や肺炎・脱水等の軽微な急性疾患を受け
入れて、高齢者に優しい無理のない加療で苦痛を取り除く慢性期救急の実現に努めた。⑥近隣の大学病院と戦
略的連携を強化し、総合診療科を開設した。【結果】精神科 60 床を稼働させるも医療療養 140 床の移転に伴い、
大幅な事業収益・経常利益の減少が予測され、4 月から 6 月は減収減益であった。その後上記の改革による効
果により、7 月からは事業収益は前年度並みとなり、経常利益に関しては前年度を上回っている。【結語】時
代の変化により慢性期病院の経営は年々苦しくなってきているが、地域包括ケアシステムを支える慢性期救急
を実践していくことで経営が安定した。慢性期病院の経営改善策として、慢性期救急（高齢者救急）への取り
組みが極めて重要であると考える。
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8-1-7　病院経営・病床転換
在宅復帰超強化型老健への取り組みについて

和田病院　介護老人保健施設　和光園

にいのう しんすけ

○新納 真介（社会福祉士），和田 陽子，和田 純治，井原 誠，吹田 カズヱ，安藤 美穂子，白田 晃久，
足達 修平

【はじめに】
当施設は平成 24 年度から在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定を開始し、平成 30 年度からは、在宅強化型
＋在宅復帰在宅療養支援機能加算Ⅱのいわゆる「超強化型」老健へと移行している。地域包括ケアシステムの
構築と進化が叫ばれる中、高齢化の進展と人口減少にも大きな地域間格差が生じている現状において、在宅復
帰超強化型老健として取り組んできたポイントや意義・課題が確認できたので報告する。

【取り組み】
・当施設の目指す方向性を定め、利用者家族や関係者に周知。「老健とは」を再確認。
・面会調査、入所判定会議までを短期化。
・利用イメージを「期間入所／期間退所／施設待機／リピート利用」と、柔軟に。等

【結果と課題】
・平成 24 年 12 月算定月 →平成 30 年 12 月算定月
　在宅復帰率 32.0％ → 66.6％
　ベッド回転率 7.0％ → 9.3％
　平均在所日数 483.6 日→ 322.5 日

・新規申込みからの平均待機日数は、平成 24 年度に 87.4 日であったのが平成 30 年度は 15.8 日に短縮している。
また、ベッド稼働率は、平成 24 年度に 99 ～ 100％だったのが、平成 30 年度は 95 ～ 96％に低下している。

【まとめ】
出来るようになったら超強化型をやる、という姿勢では達成できなかった。法人の方向性として「やる」と決
めたことで、「ではそれを実現する為にはどうやって」と創意工夫がはじまった。また、大前提として何の為
にやるのかが重要であり、それは「今まさにリハビリを必要とする、在宅（地域）で暮らすことを目指す方の
為」と明言できる結果につながった。しかし、施設を取り巻く環境の変化等、現状維持が困難になっていくこ
とが今後予想される。時代の変化に応じて、施設の目指す方向性を定めていくことが重要であると考える。
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8-2-1　栄養ケア・マネジメント①
地域包括ケア病棟における栄養士の取り組み

定山渓病院　栄養科

そがわ かおり

○曽川 かおり（管理栄養士），北野 詩歩子，菅野 はるか

はじめに
地域包括ケアシステムが推進されている中で、長く在宅生活を過ごすためには、介護者へ向けた栄養指導や情
報提供を行うことが必要であると考える。当院では 2016 年 11 月に地域包括ケア病棟が開設され、2019 年 5
月現在の退院患者数は病院全体の約 5 割を占めている。栄養士は 2018 年 7 月より退院時に施設へ栄養情報提
供書（以下、提供書）の送付を開始。栄養指導は認知機能低下の患者が多いことから、ご家族への指導も実施
している。地域包括ケア病棟における栄養士の取り組みを振り返り効果について検証する。
方法
対象：地域包括ケア病棟
内容：①入院時と退院時の栄養評価を比較、②提供書の送付率の推移、③送付先へのアンケート調査、④栄養
指導実施件数の推移
結果
①退院時の栄養状態は入院時と比べ 8 割が改善。②提供書の送付率において、2018 年度は 7 割に対して 2019
年度は 9 割へ上昇。③アンケート調査では、提供書の内容は「わかりやすい」との回答が得られた。一方で当
院と同じ食事形態がなく「継続できていない」事実があった。④栄養指導は 2017 年度 16 件、2018 年度 15 件
と大差ないが、2019 年 2 月より現在まで月平均 4 件実施。そのうち、ご家族への指導は 3 割。
考察
・栄養状態の改善は退院の一指標となるため、栄養士が入院時から継続して関わることは重要である。
・提供書の送付には他職種と密に連携を図ることで送付率は上昇。送付先と食事内容の共有はできたが、同一
の食事形態がなく継続できていない状況もある。今後の課題として、施設の食事形態を把握し病院栄養士から
のアプローチを検討する必要がある。
・ご家族への指導は退院後の低栄養予防や安全な経口摂取の継続に重要な手段であるが、実施件数は少ない。
確実に情報提供を行うためには、提供書や指導の充実を図るべきである。
まとめ
今後も退院される患者の QOL や栄養状態が保持できるように、チームで切れ目のない関わりを目指し日々の
業務に従事していきたい。
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8-2-2　栄養ケア・マネジメント①
とろみ調整食品を使用した滴下による経鼻栄養チューブからの半固形化栄養法

江藤病院

いのうえ なおみ

○井上 奈緒美（管理栄養士），日下 至弘，由宇 教浩，武久 洋三

【背景】
　液体状の経腸栄養剤の投与では、消化器系の合併症として、下痢がみられることがある。経腸栄養剤を半固
形化することで下痢の改善に効果があると言われているが、研究時にグループ内では胃内で半固形化する経管
栄養剤の採用がなかった。

【目的】
　とろみ調整食品（以下とろみ剤）を使用した経腸栄養チューブから実施できる半固形化栄養法を参考に経鼻
栄養チューブから投与可能な半固形化法を検討その結果を検討した。

【方法】
① 3 種類の経腸栄養剤に、それぞれ 0.5％・1％のとろみ剤を加えた。これら混合液を経鼻栄養チューブから人
工胃液内に滴下し、性状を観察した。
②嘔吐のある患者3人と下痢の症状のある患者10人を対象に投与し、嘔吐の回数や便の形状について調査した。

【結果】
①人工胃液内に経鼻栄養チューブを使用し、0.5% と 1% のとろみ剤を混ぜた経腸栄養剤を滴下した結果、1%
とろみ剤入りの MA-R2.0 では粘度が強く滴下投与は困難であることがわかった。滴下 10 分経過後では、通常
の経腸栄養剤は人工胃液と混ざり白濁がみられたが 0.5% と 1% とろみ剤入りでは半固形化がみられた。実験
結果から滴下投与が可能で、胃の中で半固形化がみられる MA-8・MA- ラクフィアに 1% のとろみ剤を混ぜた
経腸栄養剤を投与することにした。
②嘔吐のある患者 3 人へ投与し投与前後の嘔吐回数を調査した結果、3 人とも変更後嘔吐はなかった。下痢を
繰り返す患者 10 人へ投与した結果、8 人は下痢が改善し提供栄養量を増やすことができた。

【考察】
　半固形化栄養剤の投与は嘔吐や下痢の改善に有効であるが経鼻栄養チューブへの滴下投与は困難であった。
しかし、液体状の経腸栄養剤でもとろみ剤を用いれば滴下投与が可能で胃の中で固形化することから嘔吐や下
痢の改善に有効な可能性がある
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8-2-3　栄養ケア・マネジメント①

「在宅者向け食品購入マニュアル」改定の取り組み

1 原土井病院　栄養管理科，2 原土井病院　歯科

まえだ みづき

○前田 みづき（管理栄養士）1，吉山 恭子 1，畠中 晶子 1，市川 真代 1，松本 茜 1，内藤 英美子 1，中島 萌 1，中嶋 綾子 1，
有村 彩織 1，岩佐 康行 1,2

【はじめに】当院は 566 床のケアミックス病院である。管理栄養士は退院時など必要な患者に対し、経口栄養
補助食品や経管栄養向け濃厚流動食について情報提供を行っている。これまで購入方法やパンフレットをまと
めた「在宅者向け食品購入マニュアル」を作成し活用してきたが、患者の条件に合った購入先の選択を行う際、
その都度準備に時間を要していた。そこで、今回業務効率の向上による患者退院支援の充実を目的に、マニュ
アルの見直しに取り組んだので報告する。

【方法】現状の問題点を把握するため、科内管理栄養士を対象に「現在の説明内容」、「マニュアルとして不足
している内容」についてアンケートを実施した。また、紹介頻度の多い食品についての抽出を行った。それら
の結果をもとに、新たに資料作成しマニュアルへの追加を行った。

【結果と考察】アンケート結果から、現在、管理栄養士は情報提供時に食品の説明や使用理由と併せて予算や
受け取り方法など条件を満たす購入先の提案まで行っていた。また旧マニュアルでは「購入先ごとの価格」、「購
入規格」、「送料」など販売元のパンフレットごとにその差を確認していたため、適した購入条件の選定までに
時間を要することが分かった。１枚で比較可能な資料作成について要望があり、紹介頻度の高い食品から一覧
表を作成した。資料については患者や家族にも配布できるよう工夫した。今回の取り組みを行ったことで、患
者の要望に沿った購入方法の選択が容易となった。準備時間短縮による業務効率向上が図れ充実した退院支援
にも繋がったと考える。
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8-2-4　栄養ケア・マネジメント①
疾病により食欲不振状態にある患者への対応 
～写真入り個別食メニュー表の活用を試みて～

安来第一病院

やすだ みほ

○安田 美穂（管理栄養士），秋間 由美子，吉岡 朋子，市川 峻平

【はじめに】
 　入院中の患者には、がん等の疾病やその治療の影響で食欲不振となり、限られた料理しか食べられない患
者が多くおられる。このような患者に対しては、病棟職員や栄養課職員が直接お話しして要望の料理や食材を
聞き取り、メニューに追加して提供している。
 しかし、要望を伺うも明確に答えられない場合も多い。食事に対する意欲が低下している患者にとっては聞
き取りだけでは食べたいものをイメージしづらいのではないかと考えた。患者がイメージしやすくなり、要望
の料理をお届けできればと思い、写真入り個別メニュー表を作成し、活用することとした。
 

【目的】
 　疾病等による身体状況の悪化から、食欲不振になっておられる患者に少しでも食べたい料理を提供し、お
いしいと感じていただく。そして食欲の向上、栄養改善を図り、楽しみ、癒しの時間を過ごしていただく。 
ご家族にも、おいしく食べられた喜びを一緒に感じていただきたい。
 

【方法】
 　従来の個別対応で多かった料理等を中心に写真入りのメニュー表を作成する。
 　・料理案をリストアップし、試作と写真撮影を行う。
 　・写真入り個別メニュー表の案を作成し、給食委員会で検討し完成させる。
 　個別食メニュー表の活用
 　・対象患者と一緒に見ながら聞き取りを行い、要望に添えるようメニューを決定する。
 　メニュー案
  　果物盛り合わせ、ゼリー、アイスクリーム、漬物、散らし寿司、いなり寿司、麺類（うどん、そうめん）
 

【結果・考察】
 　写真入り個別メニュー表の活用の効果について検証する。
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8-2-5　栄養ケア・マネジメント①
高齢低栄養患者における分岐鎖アミノ酸製剤の血清アルブミン値改善の効果

1 堺平成病院　薬剤部，2 堺平成病院　検査部，3 堺平成病院　看護部，4 岸和田平成病院　栄養科，5 堺平成病院　医局，
6 平成医療福祉グループ

おおはた ゆうこ

○大畑 優子（薬剤師）1，田口 有佳里 4，前田 紗季 2，江平 清隆 2，福里 香織 3，松岡 美代子 3，井川 誠一郎 6，
新谷 英夫 5

【背景】
長期療養中の高齢患者は、様々な疾患や多剤内服に起因する消化器機能障害から栄養状態の低下をきたしやす
い。それに対し経口、経腸あるいは点滴といった栄養投与を駆使して十分な栄養管理が行われているにも拘ら
ず低アルブミン (ALB) 状態が改善しない患者が少なくない。分岐鎖アミノ酸 (BCAA) 製剤は、アミノ酸バラ
ンスの改善とタンパク質合成、分解抑制作用により血清ALB 値を上昇させるとされ、非代償性肝硬変による
低 ALB 血症患者に使用されている。しかし、肝硬変を有さない低 ALB 血症患者への効果は明らかではない。 

【目的】
 長期療養中の高齢低栄養患者における BCAA製剤の血清ALB値改善効果を検討した。 

【対象】
対象は、2018 年 9 月からの 4 ヶ月間、必要栄養量が投与されているにも拘らず、血清ALB 値が 3.4 g/dl 以下
の状態が続く為、ALB値上昇を期待し BCAA 製剤投与が行なわれていた非代償性肝硬変を有さない入院患者
9 例である。 

【方法】
BCAA製剤 ( アミノバクト配合顆粒 ®) は 1 回 4.15 g を 1 日 3 回投与されていた。投与前と投与 60 日後の血清
ALB値の変化を比較した。他に、栄養評価指標であるヘモグロビン (Hb) 値、総コレステロール (TC) 値、BMI
についても検討した。 

【結果】
 9 例の平均血清ALB 値は、投与前 2.9 ± 0.3 g/dl から投与 60 日後 3.5 ± 0.2 g/dl と有意に (p<0. 001) 上昇した。
また Hb値も有意 (P = 0.021) に上昇した。TC 値、BMI に有意差はなかった。 

【考察・結論】
長期療養中の高齢低ALB 血症患者においても、BCAA製剤投与で血清ALB 値が有意に改善することが明らか
となった。十分な栄養管理がなされ、アミノ酸バランスが良好であるにも拘らず、低ALB状態が改善しない
高齢患者においても、本剤の投与は ALB 増加を期待した栄養改善手段の一つとなる可能性が示唆された。
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8-2-6　栄養ケア・マネジメント①
NST 介入患者における栄養状態の改善に関する要因の検討

1 わかくさ竜間リハビリテーション病院　診療部　歯科，2 わかくさ竜間リハビリテーション病院　診療部，
3 大阪歯科大学附属病院　口腔リハビリテーション科

きしま まさこ

○貴島 真佐子（歯科医師）1,3，糸田 昌隆 3，錦見 俊雄 2

【はじめに】
 医療療養病床患者の多くは多様な病態を併存し，疾患の重症化やタンパク質エネルギー低栄養状態（PEM）
がみられることが多い．疾患の予後，リハビリテーションを実施していく上では，早期の適正な栄養管理は重
要である．本研究では，Nutrition Support Team（以下，NST）介入患者おける現状把握と，栄養評価の一つ
である Geriatric Nutritional Risk Index（以下、GNRI）を用いて栄養状態の改善に関する要因ついて検討し
たので報告する．
 【方法】
 対象は，平成 28 年 11 月から 1 年間，医療療養病床入院患者 151 名のうち死亡退院，転院を除いた，NST 介
入患者，男性 37 名，女性 49 名，合計 86 名（平均年齢 80.1 ± 12.0）とした．対象者 86 名を GNRI の改善の
有無により 2 群に群別した．調査項目は，基本属性として性別，年齢，リハビリテーション介入の有無，歯科
介入の有無および内容，栄養評価は Subjective Global Assessment（以下，SGA），GNRI，食形態の評価として，
FOIS（以下，Functional Oral Intake Scale），栄養摂取状況として，エネルギー充足率，摂取エネルギー量 (kcal/
IBW/day)，摂取蛋白質量 (g/IBW/day) について介入時，終了時について調査し，統計学的に検討した．  

【結果と考察】                         
SGA における高度栄養不良は，改善あり群において 25.4％から 2.0％，改善なし群において 22.8％から 14.3％
まで減少し，栄養状態の改善がみられた．FOIS は，改善あり群において，3 食経口摂取が 37．3％から 49％
へと増加がみられた．エネルギー充足率および摂取エネルギー量は、両群ともに増加がみられたが，摂取蛋白
質量は，改善あり群では，介入終了時では増加がみられたが，改善なし群では，減少傾向がみられた．GNRI
の改善に関する要因は，エネルギー充足率の変化量であった．
以上のことから，医療療養病床 NST 介入患者においてエネルギー充足率の向上が栄養状態の改善に繋がった
と考えられた．
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8-3-1　栄養ケア・マネジメント②
当院回復期リハビリテーション病棟における多職種協働による栄養管理のとりくみ

1 鹿島病院リハビリテーション科，2 鹿島病院看護部，3 鹿島病院栄養課，4 鹿島病院口腔ケア科，5 鹿島病院臨床検査科，
6 鹿島病院診療部

いわた ちほ

○岩田 知穂（理学療法士）1，桑谷 昌子2，井上 美智2，澤 幸子3，深井 友紀子4，門永 由香1，小村 和美2，野田 以登子5，
田野 俊平 6

【はじめに】回復期リハビリテーション（以下、リハ）病棟入院患者において、低栄養は日常生活動作（以下、
ADL）向上や自宅復帰を阻害するため、多職種で取り組むべき課題である。2018 年度診療報酬改定を機に当
院では多職種で栄養チームを立ち上げ、栄養管理方法の検討を行った。必要栄養量の算出方法や週１回の体重
測定、栄養モニタリング、活動係数の変化に応じた栄養管理方法に変更後、栄養状態や ADL 向上に有効であっ
たかを前年度と比較し検証した。

【方法】対象者は 2017 年度、2018 年度に当院回復期リハ病棟に入院し退院した患者とした。対象者からは急
性期病院への転院、他病棟への転棟、BMI25 以上で減量が必要な患者は除外した。栄養状態は MNA-SF、
ADL は FIM で評価し、2017 年度と 2018 年度の栄養改善率、FIM 利得を比較した。

【結果】対象者は 2017 年 142 名（男 49 名、女 93 名）、平均年齢 82.1 ± 7.8 歳、2018 年 165 名（男 48 名、女
117 名）、平均年齢 81.4 ± 10.0 歳であった。栄養改善率は 2017 年度 63.4%、2018 年度は 80.0％であった (p=0.001)。
FIM 利得は 2017 年度 35.5 点、2018 年度 40 点であった (p=0.038)。

【考察】多職種による栄養管理方法は、2017 年度に比べ 2018 年度は栄養改善および ADL 向上に効果を認めた。
機能回復や能力向上により患者の状態が大きく変化する回復期リハ病棟では、医師、看護師、介護福祉士、セ
ラピスト、管理栄養士、歯科衛生士、薬剤師等多職種協働の重要性は大きい。今後もデータ分析、定期的な評
価や見直しを行い、各職種が栄養状態の改善や ADL 向上に向け役割を果たすとともに多職種で情報を共有し、
患者が住み慣れた地域でその人らしい生活が送れるよう支援していきたい。
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8-3-2　栄養ケア・マネジメント②
リハビリテーション負荷を考慮した必要栄養量の算出・提供栄養量の調整によるリハビリテー
ション効果

多摩川病院　栄養部

みねまつ まり

○峯松 麻里（管理栄養士）

背景
 2018 年度の診療報酬改定で、回復期リハビリテーション ( 以下、リハと略 ) 病棟入院料 1 を算定しようとす
る病棟では、専任の管理栄養士 1 人以上の常勤配置が努力義務となった。これにより、回復期リハ病棟の栄養
管理の重要性が高まりつつあると言える。しかし、リハの状況を具体的に把握していない現状では、入院時に
算出した必要栄養量を満たせていても、リハの消費が加わることで体重が減少してしまう患者も少なからず存
在している。  
目的
 リハ部のスタッフと連携しリハの負荷量を把握して、それに見合ったエネルギーの量を患者の食事に反映し
たいという思いから、今回の研究を行った。  
対象
 2018 年 6 月―12 月 
 当院回復期リハ病棟に運動器疾患で入院し、転院、死亡退院した患者を除く 25 人。  
方法
 対象患者を入院順で交互にメッツ計算群と通常群に分け、メッツ計算群はリハ内容によりエネルギー負荷量
をメッツで計算して検討し、食事内容に反映させた。通常群は栄養状態や体重などを考慮し現行の栄養管理を
行った。  
結果
 通常群は体重、BMI が有意に減少してしまったが、メッツ計算群は、体重は増加した。MNA-SF は、メッツ
計算群は有意に改善した。FIM は両群とも有意に改善した。FIM 利得はメッツ計算群の方がやや高い傾向に
あり、FIM 効率は両群に大きな差はなかった。
考察・結論
 今回の研究では、メッツ計算群の方が通常群に比べて栄養指標を改善または減少を食い止めることができた。
適切な栄養ケアにより栄養状態を改善することはリハのアウトカムの改善につながると報告されているよう
に、リハの消費まで考慮した栄養管理を行うことが、患者の栄養状態と日常生活動作の改善に役立つと示唆さ
れた。回診やカンファレンスでしか関わることのなかった多職種と積極的に関わる機会にもなり、連携の重要
性を実感した。今後は、リハの視点を踏まえた栄養管理と多職種連携のシステムを構築していく必要がある。
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8-3-3　栄養ケア・マネジメント②
多職種協働によるエネルギー必要量の算出の必要性：栄養部とリハビリテーション部による比較

1 西宮回生病院　栄養部，2 西宮回生病院　整形外科，3 西宮回生病院　リハビリテーション部

たぐち りかこ

○田口 理香子（管理栄養士）1，神原 俊一郎 2，蔵本 匡平 3

【目的】
栄養部で考える患者の運動量と現場のリハビリテーション ( 以下、リハ ) で行なっている患者の運動量との差、
及び十分なエネルギー必要量の食事を提供できているかを明らかにし、患者の栄養管理の向上に繋げる。
 

【対象】
当院に入院し、リハを実施している整形疾患患者 14 人 ( 男性 8 人、女性 6 人 ) とした。
 

【方法】
 介入期間は、1 週間とした。エネルギー必要量の算出は、基礎代謝×活動係数 ( 以下、AF ) ×ストレス係数
＋エネルギー蓄積量を用いて行った。AF の設定は、栄養部ではカルテ情報や患者の問診から ADL を想定し
て設定し、リハ部ではリハの中で METs2 以上の運動 ( 筋力訓練・歩行訓練・階段昇降訓練 ) を行なった時間
を 1 日ごとに確認し、1 週間の平均値を元に設定した。栄養部とリハ部で算出したエネルギー必要量を 2 群間
比較し Wilcoxon 符号付順位和検定を用いて P ＜ 0.05 を有意差ありとした。また摂取率、間食の有無について
も検討した。
 

【結果】
栄養部で算出したエネルギー必要量は 1264 － 2363 kcal、リハ部で算出したエネルギー必要量は 1483 － 2774 
kcal で両群間に有意差を認めた。全量摂取ができていた患者において、間食する傾向にあった。
 

【考察・結論】
 栄養部とリハ部で考える AF に差があり、エネルギー必要量の差に繋がった。栄養部では ADL から AF を考
慮しているが、リハ内容について十分に把握できておらず、AF を低めに設定したと示唆された。一方、リハ
部ではリハの中で METs2 以上の運動を行なった時間のみで AF を考慮しており、高めに設定したと示唆され
た。今後としては栄養部とリハ部で患者の運動量の情報共有を行い、十分なエネルギー必要量の食事を提供で
きるよう協働して行っていくことが必要である。
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8-3-4　栄養ケア・マネジメント②
当院回復期リハビリテーション病棟患者の入院時栄養状態が退院時日常生活動作に与える影響

医療法人横浜平成会　平成横浜病院　リハビリテーション科

まえだ まり

○前田 真理（理学療法士）

【背景】
　回復期リハビリテーション病棟（回リハ病棟）には低栄養患者が多く，栄養状態が在院日数や転帰先に影響
を与えるという報告もされている．
　当院においても低栄養患者を認めており，在宅復帰に向けた日常生活動作能力向上の阻害因子となることも
少なくない．
 

【目的】
　当院回リハ病棟入院患者において，入院時栄養状態が退院時 Functional Independence Measure 運動項目
点数（ｍ FIM）に与える影響を明らかにする．
 

【対象】
　2018 年 6 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日の間に当院回リハ病棟を退院した 306 人のうち，データ欠損例，当
院での手術施行例，廃用症候群患者を除く 184 人（脳血管疾患 70 人，運動器疾患 114 人）を解析対象とした 
．
 

【方法】
　対象期間における種々のデータを後方視的に収集した．年齢，疾患，入院時 Geriatric Nutritional Risk 
Index（GNRI）を独立変数，退院時ｍ FIM を従属変数とした重回帰分析を行った．
　本研究はヘルシンキ宣言に則り実施した．
 

【結果】
　重回帰分析の結果，入院時 GNRI と退院時ｍ FIM の間には正の関連があり（標準化β = 0.442，ｐ < 0.01） 
，疾患，年齢とは負の関連があった（標準化β = -0.231，p < 0.01；標準化β = -0.157 ，p < 0.05） ．調整済み
決定係数は R2  = 0.291 であった．
 

【考察・結論】
　入院時 GNRI と退院時ｍ FIM には正の関連があり，GNRI が退院時ｍ FIM へ最も強い影響を与えているこ
とが明らかとなった．つまり，入院時 GNRI が低値の患者は退院時ｍ FIM が低い傾向を示しており，入院時
より積極的な栄養介入を行うことが，退院時ｍ FIM 向上の一助となる可能性が示唆された．
　今回の結果を踏まえ，取り込み条件を再検討し，GNRI の変化量と FIM 利得や効率を比較するなどの縦断
的研究へ進める必要がある．
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8-3-5　栄養ケア・マネジメント②
回復期リハビリテーション病棟における筋肉量増大に向けた理学療法士の役割について

1 大誠会　内田病院　リハビリテーション部，2 首都大学東京　健康福祉学部　理学療法学科，3 大誠会　内田病院　医師，
4( 株 )H&M サービス，5 大誠会　内田病院　理事長

かいせ みつる

○貝瀬 充（理学療法士）1，東 優志 1，小此木 直人 1，篠﨑 有陛 1，春原 正志 1，浅川 康吉 2，井上 宏貴 3,4，
田中 志子 5

【目的】当院の回復期リハビリテーション ( 以下回復期リハ ) 病棟では平成 30 年度より栄養評価の指標として、
キャリパーにて皮下脂肪厚を測定、筋肉量推定を行っている。今回、筋肉量増減の影響因子を明らかにし、筋
肉量増大に向けた理学療法士の役割を考察した。 

【方法】2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日に回復期リハ病棟を入退院した患者のうち、入院時と入院１ヶ月
時の皮下脂肪厚測定が可能であった 103 名を対象とした。筋肉量が増加した群（以下増加群）54 例と筋肉量
が減少した群（以下増加群）49 例に分け、年齢 / 性別 / 対象疾患 / 在院日数 / リハ提供単位数 / 重症患者 ( 日
常生活機能評価 10 点以上 ) 割合 /FIM/BMI を比較した。統計解析は、年齢 / 在院日数 / リハ提供単位数 /
FIM/BMI を Mann-Whitney(U) 検定、性別 / 対象疾患 / 重症患者割合をχ ² 検定で実施。有意水準を 5％以下
とした。 

【結果】年齢 / 性別 / 対象疾患 / 在院日数 / 単位数に有意差は見られなかった。入院時重症患者の割合は減少
群 55. １％、増加群 37.0％と減少群が有意に多く、BMI は減少群で有意に低かった。退院時 FIM は清拭 / 下
半身更衣が増加群で有意に高く、その他の項目でも有意差はないものの増加群の点数が高かった。 

【考察】減少群は増加群と比較して入院時の重症患者の割合が高く、BMI が低かった。重症患者・やせ型の患
者は動作時の介助量が多いため、筋肉量増大に繋がりにくいと考える。よって重症患者・やせ型の患者に対し
て、早期より栄養面の確保や起居・移乗といった基本動作の介助方法を検討する必要がある。また増加群は減
少群と比較して、退院時 FIM の清拭 / 下半身更衣が高かった。清拭 / 下半身更衣が可能な患者は、十分な活
動が得られているため筋肉量増大が図れていると考える。筋肉量増大に向けた理学療法士の役割は、患者の能
力を最大限引き出せる筋力増強・患者の自発的活動を支援する介助方法を病棟内の他職種に伝達し、ADL 改
善に活かせるよう関わることと考える。
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8-4-1　栄養ケア・マネジメント③
食事摂取量増加に向けてのサポート

1 永井病院　栄養課，2 リハビリテーション科

しげまつ なおみ

○重松 奈穂実（管理栄養士）1，西村 砂保 1，森山 佳蓉 2，森永 祐平 2

【はじめに】
高齢者は様々な要因で食べられなくなり、低栄養・サルコペニアが進行する。今回、食事摂取量が減少してい
る入院患者に着目し、食事量増加を目的に栄養課が取り組んだ食事支援の症例を報告する。
 【目的】
食事摂取量が減少している低栄養患者の食事を見直し、低栄養の改善を図る。多職種協働で食事摂食量を増や
す。
 【症例】
[ 症例 1]
80 歳代男性。BMI14.7、低栄養で食欲低下あり。リハビリ目的のために当院入院となった。
[ 症例 2]
80 歳代女性。固形物の嚥下が出来ないため GF を施行。異常ないが、詰まるかもという不安からの精神的な
影響で飲み込みができないと判断あり。
 【結果と考察】
[ 症例 1]
入院当初は食事に無関心な状態。食事摂取量増加と栄養状態改善のため、本人の嗜好を探りながら食事内容の
変更を繰り返し行った。摂取量は 1 割程度から 9 ～ 10 割へ増加。退院後は良好な摂取量を維持し、体重も増
加している。
 「家に帰りたい」という目標に着目し、多職種で食への関心を高めるアプローチを行ったことが摂取量増加へ
繋がったと考えられる。
[ 症例 2]
嚥下状態は良いが、「固形物は飲み込めない」と思い込みが強く、入院から 3 ヶ月間は高カロリー飲料 2 本が
主な栄養源であった。食事形態の変更を細かく行い摂取量増加に繋げた。
 実際に患者と関わり、飲み込めないという意識を覆したことが摂取量増加に繋がったと思われる。また多職
種から情報を得て様々な個別食を実践したことも要因の一つであると考える。
 【まとめ】
今回の支援を通して、現場で実際に患者と接すること、また多職種からの情報や意見を聞くことの重要性を強
く感じた。口から食べることは生きる上で重要であり、楽しみや喜びの一つと考える。今後も多職種と連携し
患者の栄養状態向上に取り組む。
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8-4-2　栄養ケア・マネジメント③
症例報告 居宅における回腸ストーマトラブルのある患者へのアプローチ

嵯峨野病院　診療部　給食科

ななお たつや

○七尾 達也（管理栄養士）

［目的］
患者より、大腸がんにて結腸全摘出、回腸ストーマを造設後にストーマからの便漏れや水様便が原因で、皮膚
のただれ、掻痒感の訴えがあった。
食事・栄養面から回腸ストーマのトラブルを防ぎ、水様便の性状を改善することを目的とした。

［方法］
ストーマトラブルの回数、便の状態、食事内容の確認、禁忌食材や摂取すべき食材等について情報提供を行っ
た。
[ 患者紹介 ]
83 歳 男性 要介護度５ 元料理人 進行性核上性麻痺 S 状結腸癌術後
ストーマ管理は主に妻が行っているが便漏れや汚染があり、患者の苦痛や家族の不安を少しでも
減らしたいとの希望があった。
食事は自力または一部介助にて経口摂取。食事形態は全粥、普通食、水分とろみなし。
言語聴覚士による嚥下機能の評価は、食事形態は全粥、刻み食、水分とろみ付きが望ましいが食事へのこだわ
りが強く、現在の食事内容となる。
[ 経過 ]
介入当初の食事は、好きなものを食べたい量だけ食べるといった食生活だった。
ストーマトラブルを防ぐため、また水様便の性状を改善するために食事・栄養のポイントを指導した。
①発酵するものは避ける
②酢の物は少量にする
③ごはん、うどん、パンなどをよく食べる。
④水溶性食物繊維を適度に摂取する
⑤水分をしっかり摂取する。

［結果］
指導後 6 か月ほど経過し、便の性状が下痢便から普通便に変化した。ヨーグルト、バナナ、海藻等を多く取り
入れることによって水溶性食物繊維の摂取量が増加した。  
また、便の性状が水様便から普通便となり、患者より「下痢が治って良かった」との感想が得られた。

［考察］
回腸ストーマは便の性状が水様便となりやすいが、便の性状を整える食べ物で改善し、水様便の改善に伴いス
トーマトラブルも防ぐことに繋がったと考える。
また水様便は、皮膚トラブルの原因となり得るため、便の性状を改善することは皮膚トラブルの予防にもなる
と考える。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
8-4-3　栄養ケア・マネジメント③
積極的栄養管理によって長期の絶食に伴う重度サルコペニアから劇的に改善したパーキンソン病
症例

1 千里リハビリテーション病院　臨床栄養部，2 千里リハビリテーション病院　リハビリテーション科

さくらい ふみあき

○桜井 史明（管理栄養士）1，高屋 成利 2，岩﨑 真利恵 1，岩崎 祐 1，橋本 康子 2

【当院入院までの経緯】
 症例は 78 歳の女性。2014 年に両側上肢の安静時振戦が出現し A 病院でパーキンソン病と診断されたが、少
量の内服薬で ADL は完全に自立していた。３年後、イレウスを発症して B 病院に入院し、C 病院に転院する
までの４ヶ月間は中心静脈栄養（以下、TPN）管理となった。C 病院に転院し経口を摂取開始したが、開始３
週間後に誤嚥性肺炎を発症したため、再び TPN 管理となった。２ヶ月後、A 病院に転院し、成分栄養剤によ
る経鼻経管栄養が開始された。

【当院入院後の経過】
 当院へは A 病院で経鼻経管栄養が開始後、約１ヶ月後に転院された。入院時、身長 137 cm、体重 25.2 kg、
BMI 13.4。Alb 2.7 g/dl、リンパ球数 1043/ μ l。起居動作には全介助を要し、端座位保持も困難な状態であっ
た。低栄養および廃用による重度サルコペニアとサルコペニアに伴う嚥下障害と診断された。栄養量の初期設
定は標準体重× 35kcal となる 1500 kcal とした。経鼻経管栄養管理中は、下痢等の腹部症状や高血糖がないか
注意深く観察し、段階的にエネルギー量の増加、栄養剤の変更を行なった。栄養剤は最大、1900 kcal（標準
体重× 41.3）、たんぱく質は 64 g（標準体重× 1.5）であった。当院入院 2 ヶ月後に VF 検査を実施したところ、
比較的嚥下反射は良好であったため直接嚥下訓練を開始した。訓練開始１ヶ月後には３食経口摂取へ移行して、
経口のみで 1600cal 以上摂取することが可能となった。当院入院５ヶ月後の退院時にはピックアップ歩行器を
用いて歩行し、階段昇降も手すりを持ちながら可能となった。退院時、体重 33.6 kg、BMI 17.9、Alb 3.8 g/
dl、リンパ球数 1698/ μ l となり入院時と比較し大幅な改善が見られた。

【結語】
長期の絶食に伴う重症サルコペニアの患者においては、高血糖や消化器症状などに配慮し積極的な栄養摂取と
リハビリテーションを行うことで、全身の栄養状態を改善し、摂食嚥下機能および身体機能の改善が期待でき
る。
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8-4-4　栄養ケア・マネジメント③
当院回復期リハビリテーション病棟の現状を踏まえた栄養管理の検討 
～ MCT オイルの導入とその結果報告～

札幌西円山病院　診療技術部栄養科

あだち りな

○足立 莉奈（管理栄養士）

【はじめに】
当院回復期リハビリテーション病棟 ( 回復期リハ ) に入院した患者さんが退院時に栄養状態が改善したか否か､
諸指標を用い検討した｡ 併せて中鎖脂肪酸主体のオイル (MCT オイル ) を使用した少数例についても検討を加
えた｡

【対象 ･ 方法】
①  2018 年度に回復期リハに入院となった経口摂取患者 51 名､ 平均年齢 87 歳 ( ± 7.8 歳 ) を対象とし
､ BMI18.4 以下の群 ( 以下痩せ群 ) と BMI18.5 以上の群 ( 以下標準群 ) の 2 群に分け､ 入院時と退院時 (95.0 ±
30.7 日 ) の体重､ BMI､ 摂取エネルギー量 ･ たんぱく質量､ MNA-SF､ FIM 利得をそれぞれ比較検討した｡
②  MCT オイルを使用した 3 例についても入退院時に①で用いた各項目を比較検討した｡

【結果】
①  標準群では退院時に摂取エネルギー量､ MNA-SF が入院時と比し有意な改善を認めたが (P<0.05)､ 痩せ群
では有意差を認めなかった｡ その他の項目では両群において有意な改善は認められなかった｡
②   MCT オイル使用例では退院時では入院時に対し､ 体重 BMI､ 摂取エネルギー量 ･ たんぱく質量､ MNA-
SF､ FIM( 運動 ) の各項目は改善した｡

【考察】
標準群では有意な改善が認められた項目について､ 痩せ群では改善が認められなかった｡ このことは､ 痩せ群
においてはリハビリを行うにあたって摂取エネルギー量が充分ではなく､ 栄養状態改善に必要なエネルギー蓄
積量が不足していたことを意味している｡ 当院では痩せ群に対して栄養補助食品を付加しているが､ 結果的に
摂取しきれず､ 十分なエネルギー補充にならなかったものと考えられた｡ 一方､ 栄養補助食品の代わりに
MCT オイルを提供した少数例の痩せ群では､ 測定 ･ 検討した諸指標は改善傾向を認めた｡ MCT オイルは食
事量を増やさず､ 摂取エネルギー量を増加させる効果があり､ 係る症例に対して有効利用できる可能性が示唆
された｡ 今後症例を増やして検討したい｡



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
8-4-5　栄養ケア・マネジメント③
インシュリン注射を使用している２型糖尿病患者の食事療法 
～ココナッツオイルを使用した血糖コントロール～

駿河西病院　５階病棟

まつした けんた

○松下 健太（看護師），三浦 郁織，木下 孝成

【背景と目的】
H28 年の厚生労働省調査にて糖尿病患者割合 12.1％、糖尿病の可能性を否定できない患者割合 12.1％。うち、
糖尿病患者で治療を受けている患者割合 76.6％という統計が出ている。糖尿病治療の第一選択肢は食事療法だ
が、実際はバランスの良い食事や食品交換表を活用しながらの食事メニューを考えて調理することがハードル
の高いものとなっている。加えて高齢化に伴い、内服やインシュリン注射の管理が不十分であるケースも多い。
さらには、糖尿病治療を受けている患者の医療費負担は大きく、８６％は負担を感じており、全体で約 70％
の患者が毎月１万円以上を超える出費となっている。
この背景を知り、食事療法をもっと簡単で身近なものにできないかという相談を内分泌科医にしたところ海外
ではココナッツオイルを使用し、血糖コントロールをしている例があると知る。しかし、日本国内での先行研
究が見つからなかったため本研究にて取り組み、血糖の推移や体調変化を観察したものをここに報告する。
 

【方法】
インシュリンを使用している２型糖尿病患者が対象である。( ｎ＝ 6)
毎食前に小さじ１杯 ( ５g) のココナッツオイルを摂取する。
オイルを摂取する前のデータ (H31.4/12 ～ R1.6/11) とオイル摂取後のデータ
(R1.6/12 ～ R １.8/12) を毎日血糖３検と１回 / 月の一般採血データにて比較する。
体調不良や重篤な副作用が出た場合、即座に本研究を中止する。
※ SU 剤を使用している患者は中鎖脂肪酸の作用により、SU 剤増幅効果によって低血糖症状になりやすいこ
とがあるため特に注意する。
 

【結果】
本研究は研究中によるため途中経過報告とする。現在 (R1.7/5) 時点で、血糖の下降はすべての患者において有
意差は見られず。患者一名に LDL コレステロール値及び中性脂肪の上昇が認められたが、本研究との関連性
も含めて調査段階である。
 

【考察】
研究途中のため結果より考察できず。
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8-4-6　栄養ケア・マネジメント③
栄養補助食品を用いて TPN から離脱することができた嚥下障害のある患者の一例

医療法人藤仁会藤立病院　

うめした なおみ

○梅下 直美（看護師），上田 章人

【はじめに】
 嚥下障害のある患者に、嚥下訓練食と栄養補助食品を組み合わせて用いた結果、必要カロリーを摂取でき、
TPN から離脱することができたため経過を報告する。
 【症例】
 92 歳 男性 
 脳梗塞後遺症 前立腺がん 左大腿骨骨折後 
逆流性食道炎 食道裂孔ヘルニア アルツハイマー型認知症
 【経過】
 グループホーム入所中に誤嚥性肺炎を発症し、急性期病院で治療し軽快した。その後の嚥下内視鏡で「少量
の経口摂取でも誤嚥の可能性は高い」という評価がなされた。胃瘻造設を検討したが、逆流性食道炎と食道裂
孔ヘルニアのため造設出来ず、TPN での栄養管理となった。家族は誤嚥のリスクを理解しながらも経口摂取
を強く望んでおり、対応可能な医療機関を探したところ当院を紹介され、転院することとなった。転院後、再
度嚥下内視鏡を受けたところ「誤嚥に対する十分な注意は必要ではあるが、経口摂取の再開する機能はたもた
れている」との評価であったため、訓練を開始することとした。吸引時間をあらかじめ設定したうえで嚥下訓
練食（ゼリー）を開始し、不足分の水分補給をとろみつきのお茶の摂取で行った。その際、お茶にカロリーを
付加できる商品を使うことで 100㏄あたり５０㎉摂ることが可能となった。摂取量は順調に増えていき、訓練
開始から 1 か月で経口摂取で 1450㎉をとることができるようになり TPN から離脱となり、有料老人ホームへ
入所した。

【考察】
今回の取り組みは「食べることをあきらめたくない」「できることなら施設に入りたい」というご家族の想い
にそったものであった。「危険だから禁食」ではなく「どうすれば安全に食べられるか」を念頭に置き取り組
んだ結果が、吸引時間の設定と栄養補助食品の導入であったと考える。今回は医師と看護師での取り組みでは
あったが、多職種連携することでより質の高いケアを提供することが可能と考える。
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8-5-1　栄養ケア・マネジメント④
透析患者における Survival Index の栄養評価と検討

1 富家千葉病院　ＭＥ部，2 富家千葉病院　人工透析外科

さいとう かんた

○齋藤 寛太（臨床工学技士）1，楠瀬 由佳 1，横山 郁真 1，小町 敏弘 1，古橋 諭司 1，木村 健児 1，南出 仁 1，矢野 清崇 2，
影原 彰人 2

[ 背景・目的 ]
 Survival Index( 以下 SI) は血液透析の治療方法と患者の予後についての調査 (Dialysis Outcomes and Practice 
Patterns Study:DOPPS) のデータから kanda らによってリスク因子同時評価指数として開発された。今回、SI
の有用性を、当院血液透析患者のデータを用いて検討した。
[ 対象・方法 ]
2018 年 12 月から 2019 年 6 月末での当院外来及び入院透析患者 94 名 ( 男 42 名、女 52 名 )。
平均年齢 64.4 ± 1.7 歳、糖尿病患者 50 名、AVF は 45 名。
 対象患者の SI を算出し、ROC 分析を行い、算出された値をもとに 2 群に分け検討を行った。
SI=10-(0.4×age)+(0.3×BMI)+(0.7×preCr)+(6×alb)+(0.03×preCho)-(iP)-(2×CVD)+(2×VA)
[ 結果 ]
 SI の値は 12.7 以下において生存率が低いとの報告があるが、当院対象患者における ROC 分析の値では 3.62
とさらに低かった。
 SI と Kt/Vsp、GNRI、血清アルブミン値それぞれにおいて有意差を認めた。(p<0.25)
また、ROC より SI の下方面積は 0.839％であり、Kt/Vsp(0.685%)、GNRI(0.82%) よりも精度が高かった。アル
ブミンと SI との相関において強い正の相関がみられた。
高 SI 群と低 SI 群の生存率の比較では低 SI 群において 65％と低かった。
 
[ 考察・結語 ]
 アルブミンは患者の栄養状態を反映する一つの指標であるが、SI においても同等な栄養状態を示す指標にな
りうると考えられ、加えて、SI は栄養評価において複数のリスクファクターを同時に評価することができる
ため有用な指標になりうると考えられる。また、SI は透析前血液検査と既往歴から算出できるため、技量に
左右されず容易に情報を抽出し算出することが可能である。今後も引き続き検討を継続していく必要があると
考えられる。
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8-5-2　栄養ケア・マネジメント④
肥満症患者に対するリハ栄養ケアプロセスの効果：症例報告

印西総合病院　リハビリテーション部

かみなが こうせい

○神長 光星（理学療法士），金森 祐樹

【目的】
　リハ栄養ケアプロセスとは、「障害者や高齢者の栄養状態・サルコペニア・フレイルに関連する問題に対して、
リハ栄養ケアを行うための体系的な問題解決手法」とされている。しかし、過栄養である肥満症患者に対して
リハ栄養ケアプロセスを実践した報告は無い。その為、今回、肥満症患者一例に対して筋肉量を維持した状態
での体重減量を目的にリハ栄養ケアプロセスを実践したため報告する。
 

【対象】
　70 歳代女性。前医で脊柱管狭窄症に対する椎弓切除術後、院内で転倒され右大転子骨折受傷。その後、当
院回復期リハビリテーション病棟へ転院。既往歴に肥満症があり、BMI は 36.0 kg/m²（身長 159 cm ／体重
91.0 kg）と高度肥満。
 

【方法】
入院当初から多職種でリハ栄養ケアプロセスを用いて介入した。栄養管理では低エネルギー高タンパク質食の
提供、リハではレジスタンストレーニングと有酸素運動を中心に積極的な運動療法を行った。
 

【結果】
　入院時と退院時の比較で BMI36.0 → 30.5 kg/m²、体重 91.0 → 77.1 kg、筋肉量 37.9 → 37.5 kg、握力 13/12 
→ 20/16 kg、歩行速度 歩行困難 → 0.78 m/ 秒、FIM58 → 122 点と機能面、活動面共に大幅な改善を認めた。
 

【考察・結論】
　先行研究において、肥満はサルコペニアのリスクとなる可能性が示されている。また、サルコペニアと肥満
が合併するサルコペニア肥満は、代謝異常や機能障害がより強く生じると示唆されている。さらに、中高年の
肥満の男女で、エネルギー制限によって誘発された体重減少は、除脂肪体重を減少させると報告されている。
しかし、本症例は入院時の筋肉量を維持したまま体重約 14 kg 減量し大幅な改善を認めた。以上のことから、
肥満症患者に対するリハ栄養ケアプロセスを用いた介入は、サルコペニア肥満の予防において有用性があるこ
とが示唆された。
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8-5-3　栄養ケア・マネジメント④
栄養状態と排泄動作の関係性について～血清アルブミン値改善の有無に着目して～

山口平成病院

なかい やすひろ

○仲井 靖広（作業療法士），中村 純二，鶴澤 遼，迫 僚太，津江 尚幸，川口 奈緒美，立石 肇

［はじめに］
我が国では急速な高齢化が進行しており、今後超高齢化社会における栄養の問題点として健康寿命の延伸や介
護予防の視点から低栄養についての問題意識が高まっている。また、加齢とともに失禁や頻尿などの排尿トラ
ブルにより自宅退院の大きな阻害因子となるケースも多い。そこで今回、排泄障害に対する今後の関わり方の
一助とすることを目的に栄養状態と排泄動作の関係性について検証した。
 

［方法］
平成 30 年 1 月 1 日～ 7 月 31 日までに当院回復期リハビリテーション病棟に入院し、排尿・排便疾患の既往が
無い患者 74 名を対象とした。Mini Nutritional Assessment（以下、MNA）が入院時より退院時に改善があっ
た患者 42 名（以下、改善群）と MNA の悪化又は変化の無かった患者 32 名（以下、非改善群）に分類し、
Functionali Independence Measure（以下、FIM）の 1. トイレ動作、2. 排尿管理、3. 排便管理、について入退
院時の変化について検証をした。統計処理は統計解析ソフト R を用いて比較検証を行い、各項目は Wilcoxon
符号付順位和検定を実施し、有意水準は危険率 5％未満とした。なお倫理的配慮として、当院倫理委員会の規
定に則り、患者様に十分に説明を行い同意を得ている。
 

［結果］
3 項目全てにおいて改善群の方が非改善群に比べ高い利得値が得られたものの有意な差は認められなかった。
改善群においては入退院時の FIM 得点の比較において有意差を認めた。
 

［考察］
MNA が改善することで、身体機能向上やトイレ動作の獲得につながるケースは多くみられた。一方、排尿・
排便コントロールに直結した効果は少なく、栄養管理とともに排泄リハビリテーションの重要性を再認識した。
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8-5-4　栄養ケア・マネジメント④
普通体重患者における NST と PT との関わりの検討 
～体重の増減による ADL および退院先の検討から～

1 大誠会　内田病院　リハビリテーション部，2 首都大学東京　健康福祉学部　理学療法学科，
3 高崎健康福祉大学　保健医療学部　理学療法学科，4 大誠会　内田病院　医師，5（株）H ＆ M サービス，
6 大誠会　内田病院　理事長

あずま ゆうじ

○東 優志（理学療法士）1，貝瀬 充 1，篠﨑 有陛 1，春原 正志 1，小此木 直人 1，浅川 康吉 2，田中 繁弥 3，井上 宏貴 4,5，
田中 志子 6

【目的】当院の回復期リハ病棟では NST 介入により、BMI18.5 未満の低体重患者について付加食やリハによる
運動量（以下、リハ消費量）を検討し、体重増加および栄養状態の改善に繋げている。しかし、BMI18.5 以上
25 未満の普通体重患者は検討されることが少ない。そこで今回、普通体重患者の体重増減による ADL や退院
先等への影響を明らかにし、普通体重患者における NST・リハ介入の関わりを検討・考察する。

【方法】2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までに当院回復期リハ病棟を入退院した患者のうち、入院時
BMI18.5 以上 25 未満の 138 名を対象とした。対象者の体重を入退院時で比較し、維持または増加した群 ( 以下、
増加群 )57 名と減少した群 ( 以下、減少群 )81 名に分け、年齢、在院日数、リハ単位数、入退院時 FIM、性別、
対象疾患、自宅退院か否かを調べ、群で比較検討した。

【結果】年齢、性別、対象疾患、リハ単位数、入院時 FIM に有意差はなかった。在院日数は増加群 68.7 ± 40.1
日、減少群 84.2 ± 40.8 日と増加群が有意に短かった。退院先が自宅の割合は、増加群 45.6％、減少群 25.9％
と増加群が有意に高かった。退院時 FIM は増加群 76.0 ± 31.2 点、減少群 63.7 ± 34.8 点と増加群が有意に高く、
FIM 下位項目の食事、整容、表出、社会的交流、問題解決、記憶で増加群が有意に高かった。

【考察】普通体重患者のうち、体重増加患者は退院時の FIM 点数が高く、早期に自宅退院が図れることが示サ
された。増加群は、リハ消費量以上の食事摂取量が確保されたことで、リハ以外でも病棟内での ADL 動作を
自身で行える機会や他者との交流機会が増え FIM の向上、早期の自宅退院に繋がったと考える。今後も NST
にて栄養士と理学療法士で連携し、普通体重患者においても食事摂取量とリハ消費量とのバランスを把握する
ことで、ADL 向上・体重増加に繋げられることが示サされた。

【結論】普通体重患者においても NST の食事摂取量やリハ消費量を検討する必要性がある。
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8-5-5　栄養ケア・マネジメント④
療養病床における低栄養患者に対するリハビリテーションと栄養の効果 
～多職種連携による介入を目指して～

1 恵信梨北リハビリテーション病院　リハビリテーション室，2 恵信梨北リハビリテーション病院　栄養科，
3 恵信梨北リハビリテーション病院　医師

うえだ おさむ

○上田 修（理学療法士）1，杉田 隆信 1，樋口 樹 1，坂本 楓 1，平澤 明子 2，神田 史大 3

【はじめに】わが国の報告では，回復期リハビリテーション病棟入院中の高齢者の 43.5％，老人保健施設入所
中の高齢者の 69.0％が低栄養であった．また，廃用症候群と診断された 65 歳以上の入院患者の 87.6％は低栄
養であったと言われている．今回，当院療養病床入院中の低栄養患者に対して，栄養管理に視点を置き，負荷
量を調整してリハビリテーション（以下，リハ）アプローチを行った効果を報告する．【症例】80 代女性．診
断名は廃用症候群．有料老人ホーム入所中，急性腎不全，高カルシウム血症で A 病院入院．保存的治療にて
軽快するも，拒食・拒薬が強く，44 病日に胃瘻造設．79 病日後にリハ継続目的で当院入院．【方法】初回カン
ファレンス時に各部門の情報を共有．800kcal のエネルギー摂取量に対し，推定エネルギー消費量 1,100kcal と
上回っており，体重減少，筋量減少，機能低下の可能性があった為，管理栄養士に相談．リハが行う評価とし
て，体重，BMI，握力，下腿周囲長を 1 週間毎に評価し，運動負荷量を調整した．併せて，検査データ（TP，
Alb，Cr，BUN）をモニタリングした．【経過】栄養管理介入当初は，栄養状態の維持と機能維持を目標に，ベッ
ドサイドリハを実施．介入 4 週間後のリハカンファレンスにおいて，栄養状態の改善と機能改善の為に，エネ
ルギー摂取量の増加を担当医に提案し，同日より 1,000kcal へ増量となる．離床・リクライニング車椅子への
乗車を再開し，訓練室での実施，抵抗運動等負荷量を増加することができた． 【結果】1 週間後には骨格筋量
の増加がみられ，2 週間後より徐々に体重と BMI の増加を認めたが，筋力，検査データでは変化が認められ
なかった．【考察】本症例において機能改善には至らなかったが，栄養状態の悪化を防ぐことは可能であった．
適切な負荷量の判断を行う為に，定期的な栄養評価を行い，多職種で連携し，介入について検討・実践するこ
とが不可欠であると考える．
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8-5-6　栄養ケア・マネジメント④
当院回復期リハビリテーション病棟入院患者の栄養状態と退院時機能的自立度評価における運動
項目との関連性

1 多摩川病院　リハビリテーション部，2 神戸平成病院

つばきやま ひろゆき

○椿山 弘之（理学療法士）1，玉木 海斗 1，谷本 源太 1，徳嶋 愼太郎 2

【目的】
回復期リハビリテーション ( 以下回リハ ) において栄養状態の低い患者が多く、退院時の機能的自立度評価 ( 以
下 FIM) において、栄養状態によって将来的に歩行など FIM の運動項目の向上がどの程度達成されるのか疑
問が生じた。本研究では、当院回リハ患者の入院時の栄養状態および FIM の運動項目との関連を調査し、通
常栄養群と低栄養群の 2 群に分けて退院時の運動能力との比較検証を行った。
 

【方法】
対象は当院回リハ病棟において 2016 年 7 月から 2016 年 11 月に入院した患者 55 人の種々のデータを、後方
視的に収集し解析した ( 解析ソフト R) 。 運動能力については FIM の運動項目のデータを用い、栄養関連指
標は 2005 年に栄養スクリーニングツールとして開発された Geriatric Nutritional Risk Index 『以下 GNRI ＝ 
14.89 × 血清アルブミン値 + 41.7 × ( 体重 / 理想体重 ) 』を用いた。解析内容は通常栄養群 (GNRI ≧ 92) と
低栄養群 (GNRI < 92) に分け、各々と退院時 FIM 運動項目との有意差の有無を調べた。なお、統計には
Wilcoxon の順位和検定を用いた。有意水準は p = 0.05 とした。
 

【結果】
通常栄養群 (GNRI ≧ 92) と低栄養群 (GNRI < 92) との退院時 FIM 運動項目は有意差を示した (p = 0.01) 
 

【考察】
先行研究において回リハ病棟では低栄養を認める患者が多く、当院回復期病棟においても低栄養患者が入院し
ており、通常栄養群 (GNRI ≧ 92) と低栄養群 (GNRI < 92) と退院時 FIM 運動項目との間に有意差がみられた。
結果、栄養状態により退院時の運動能力の向上に差が生じる可能性が示唆された。しかし本研究においては経
管栄養と経口摂取の違いなど栄養摂取方法の違いについては考慮しておらず、FIM の運動項目において歩行
や更衣など項目間での差も不明である。今後は摂取形態による FIM への影響や細分化された運動項目と
GNRI の関連性について考えていく必要がある。
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8-6-1　感染症①
CV 感染リスクの減少を目指す、固定方法や消毒薬剤の検討

富家病院

とう じゅんせい

○唐 順生（看護師），伊勢野 まりえ，楊 帥

「はじめに」
当病棟は CV カテーテル挿入をされている患者様が多い。
カテーテル管理上で手順・方法が徹底されておらず、感染のリスクを高めている可能性がある。手順や方法の
統一、消毒薬剤の検討を行い、感染のリスクの減少に働きかけることができるか検討する。

「方法」
消毒薬剤は、当病院で CV カテーテルの皮膚消毒に使用しているポピドンヨード消毒薬と、現在 CDC ガイド
ラインで推奨されているクロルヘキシジン 1％消毒薬を使用する。
1、手順、方法統一前（イソジンのみ）2、統一後（クロルヘキシジン、ポピドンヨード）薬剤を使用した消毒
前後に培養検査を行い、カテーテル菌定着率の比較を行った。

「結果」
両消毒薬の消毒前後で菌の検出は認められなかった。

「考察」
今回の研究では両薬剤の有意差は認められなかった。しかし有色する点や乾燥時間を考えると、視野の明瞭性、
業務効率、患者の負担等を見込める可能性がある。しかし、イソジンは 1 本 40 円、1％クロルヘキシジンは
47.5 円であり、医療材料の金額も考慮していくことが必要。

「終わりに」
普段行っているケアの統一性や正当性等考えながらケアを行うことが、さらなるケアの向上につながると思う
ので、今後も引きつづきスタッフ間で連携を図りながら看護をしていきたい。
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8-6-2　感染症①
慢性期病院における AST ラウンドの取り組みと活動報告

1 鶴川サナトリウム病院　薬局，2 鶴川サナトリウム病院　検査科，3 鶴川サナトリウム病院　看護部，
4 鶴川サナトリウム病院　医局，5 昭和薬科大学　薬学部

ふかさわ かな

○深澤 香菜（薬剤師）1，長谷川 さわの 1，山本 朝日 2，志村 朱美 2，桑野 千種 3，渡部 仁子 3，金子 恭平 1，岡田 豊博 4，
角家 明文 4，高木 彰紀 5

【はじめに】
抗菌薬適正使用支援チーム（AST）とは、感染症の際個々の患者に対して最大限の治療効果を導くと同時に
有害事象をできるだけ最小限にとどめ、感染症治療を最適化することを目的として主治医の治療支援を行う
チームのことである。今回、院内感染対策を強化するために院内感染対策ラウンドの見直し・変更と新たにリ
ンクスタッフによる取り組みを始めたので報告する。

【方法】
2018 年度より AST ラウンドを開始した。
内容は①長期処方ラウンド（点滴抗菌薬 14 日以上）②特定抗菌薬使用ラウンド③耐性菌ラウンドである。
ラウンド開始前後の 2017 年度と 2018 年度で院内の抗菌薬使用状況の変化を後ろ向きに調査した。

【結果】
長期処方は 2017 年度 12 件、2018 年度 23 件であった。14 日を超える長期処方での平均処方日数は 2017 年度
20 日間、2018 年度 19 日間であった。AST ラウンドの結果、2018 年度の 23 件に対して培養検査提出 6 件、
抗菌薬中止 1 件、抗菌薬変更は 1 件をコンサルティングした。
その後、ICT でフォローラウンドチェックリストの作成、2019 年度からリンクスタッフによるフォローラウ
ンドを開始している。

【考察】
長期処方は 14 日以上処方された時リストに抽出されているので、未然に長期投与を防ぐためにはより早期の
段階で介入を行う等運用上の問題点も明らかにできた。しかし、さらに長期化する前にASTラウンドを実施し、
AST よりコンサルティングすることで平均処方日数の減少に繋がったと考えた。AST ラウンドによって、適
切な抗菌薬使用に繋がったことが示唆される。また、リンクスタッフによるフォローラウンドを実施すること
で、病棟へすばやく情報共有し、対策を考えることが出来たとともに、各病棟の問題点抽出が行えた。今後は、
14 日を超える前に介入できる方法の模索や病棟での感染対策手技の統一方法を考え、適切な抗菌薬使用と耐
性化予防に繋げることを目標に活動したい。
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8-6-3　感染症①
当院における感染制御チーム・抗菌薬適正使用支援チームの活動報告

博愛記念病院

ふじもと りくし

○藤本 陸史（薬剤師），梅井 康宏，阿部 日登美，猪内 秀和，前 京子，元木 由美

［背景］
薬剤耐性（AMR）対策アクションプランでは抗菌薬使用削減、抗菌薬適正使用、耐性菌の減少が掲げられた。
2018 年度の診療報酬改定で抗菌薬適正使用支援加算が新設されたが、当院では以前から ICT と兼任して抗菌
薬適正使用支援チーム（AST）の活動を行っている。
 

［目的］
2018 年 4 月から特定抗菌薬申請許可書の書式変更（qSOFA や抗菌薬の追加）による抗菌薬使用状 況や血液
培養 2 セット採取率、TDM 実施率のプロセス指標、耐性菌サーベイランスや抗菌薬感受性率、死亡退院率の
アウトカム指標を評価する。
 

［対象］
2016 年 4 月～ 2019 年 3 月を対象期間とする。

［方法］
感染防止対策加算 2 に準じた ICT の活動に加えて、広域抗菌薬使用患者、血液培養陽性患者など を対象とし
た AST ラウンドを週 1 回行う。
 

［結果］
MRSA、ESBL 産生菌の新規検出率は 0.33％→ 0.28％、0.72％→ 0.35％へ減少した。血液培養 2 セット採取率、
TDM 実施率は 90％以上であった。AUD では ABPC/SBT、PIPC は増加傾向、EPM、LVFX は低下し、
VCM 使用は極少量であった。死亡退院率に変化はなかった。
 

［考察・結論］
AST ラウンド、特定抗菌薬申請許可書の変更により ICD からのフィードバックが行われ Definitive therapy
へ誘導できた。耐性菌サーベイランスでは MRSA や ESBL 産生菌の検出数は多いものの新 規検出率は低下し
ており、感染対策は良好であると示唆された。広域抗菌薬の使用は抑えられて いるが死亡退院率に変化がな
いため抗菌薬は適正使用であったと考えられる。
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8-6-4　感染症①
慢性期病院における院内感染と抗微生物剤の推移

1 洞爺温泉病院　ICT，2 洞爺温泉病院　診療部

みずたに かずひさ

○水谷 一寿（薬剤師）1，佐藤 貴範 1，齋藤 美緒 1，上田 修 1,2，中谷 玲二 2

【目的】AMR 対策のヒトに関しての成果目標は、耐性菌の低下および抗微生物剤使用量（以下 AMU）減少が
求められる。院内感染は、入院期間の延長・医療コストの増大や、医療従事者への感染など多大な不利益を生
じる。慢性期病院において院内感染対策の効果と AMR アクションプラン成果目標を中間評価する。

【方法】対象期間は、2013-2018 年。院内感染の発生指標として入院 3 日目以降の注射用抗微生物剤を院内感染
とし、連続した投薬期間の件数・日数を年次的に調査した。AMR の指標として、2013-2018 年の AMU を調
剤支援システムより、延べ入院患者数を医事統計より後方的に収集し、注射用 AMU は、AUD1000bed で集
計を行い、内服用 AMU は、内服用抗微生物剤 g/（外来処方枚数 + 入院臨時処方枚数）× 1000 の計算式で動
向を調査した。

【結果】2013 年と 2018 年の比較では、院内感染が 355 件→ 224 件（OR：0.631,95％ CI：0.415-0.96）と有意に
減少し、院内感染の割合として 87％→ 81％へ減少した。抗微生物剤の使用期間は 6.77 日→ 7.88 日（Ttest：
p<0.05）へ増加した。院外感染は 52 件→ 52 件と変化はなかった。注射用 AMU は、AUD1000bed の総計と
して 26.83 → 22.81 と 15％減少した。内訳として、CTRX（5.69 → 10.18）、SBT/ABPC（0.04 → 2.07）と増加
したが、その他、TAZ/PIPC（1.84 → 0.95）VCM（1.26 → 0.49）などが減少している。内服用 AMU は、
CCL：2.8 → 39 な ど が 増 加 し、CFPN-PI：59 → 5.2、CAM：96.9 → 17.6、LVFX：70.9 → 28 な ど は 減 少、
AMPC：67.6 → 58.8 は変化がなかった。

【考察】入院直後の感染症治療に変化はないが、院内発症の感染は減少している。注射用 AMU は減少傾向に
あり、特に広域抗微生物薬や抗 MRSA 薬が減少傾向にある。内服用 AMU は、キノロン・マクロライドは大
幅に減少し、セファロスポリンは狭域薬の選択が増加し薬剤選択が変化している。院内感染対策の効果や啓蒙
活動の成果として、抗微生物剤の使用が減少したと考えられる。
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8-6-5　感染症①
入院時の尿から検出された ESBL 産生菌の臨床的背景と追跡調査

1 岸和田平成病院　検査部，2 岸和田平成病院　診療部

おがわ まりえ

○小川 真理絵（臨床検査技師）1，鈴木 めぐみ 1，浅野 則子 1，谷口 尚恵 1，武部 真弓 1，松本 和子 2，久米 庸一 2，
荒尾 徳三 2

【背景】
 近年、extended spectrum β -lactamase（ESBL）産生菌の検出頻度の増加や医療機関での蔓延が感染症治療
上で問題となっているが、慢性期医療現場での検出頻度や患者背景に関するデータは少ない。
 【目的】
 回復期リハビリテーション病棟および療養病棟への入院患者の入院時の尿から検出された ESBL 産生菌の臨
床的背景の検討と追跡調査を行うこと。
 【方法】
 2018 年 4 月から 1 年間の間に当院へ入院した 343 例を対象に、入院時の ESBL 産生菌陽性率を調査した。次
に ESBL 産生菌保菌の有無と年齢、性別、日常生活自立度、排泄方法などの臨床的背景との関連を検討した。
尿 ESBL 産生菌陽性者は入院中に陰性化したかどうかの追跡調査を行った。
 【結果】
 入院時の尿から ESBL 産生菌は 343 例中 32 例で分離され、陽性率は 9.3% であった。尿 ESBL 産生菌陽性例
は男性 6.8％（10 例 /146 例）に対し女性 11.2％（22 例 /197 例 ) で女性がやや陽性率が高かった。陽性率は年
齢では大きな差はなかった。日常生活自立度では陽性率は J 群が 0％、A 群が 3.0％、B 群が 11.3％、C 群が
11.2％で、J 群および A 群に対して B 群および C 群が有意に高かった（P ＝ 0.03）。排泄方法では排泄自立（6.3%）
やオムツ（10.3%）に対し留置カテーテル挿入症例（26.1%, P=0.01）で陽性率が有意に高かった。入院中の
ESBL 産生菌の陰性化は 40.6%（13 例 /32 例）であった。ESBL 産生菌の陰性化は女性で有意に少なかった（P
＝ 0.02）。32 例の尿 ESBL 産生菌陽性例の転帰は陽性持続が 59.4％、自然に陰性化した症例が 21.9％、抗生剤
使用後に陰性化した症例が 18.8％であった。
 【結語】
 回復期リハビリテーション病棟および療養病棟への入院患者において、入院時尿から ESBL 産生菌の陽性率
は約 9％で、留置カテーテル挿入症例および日常生活自立度の低い症例が多い結果であった。また、入院中の
ESBL 産生菌の陰性化率は約 41％であった。
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8-7-1　感染症②
当院における障がい者病棟での疥癬とその対策について

静岡徳洲会病院

やまのうえ ひろき

○山之上 弘樹（医師），望月 美孝，山田 将太，奥村 仁志，石谷 智代

【はじめに】
当院の障がい者病棟で疥癬が発見されたが予防内服で感染拡大を防ぐことができたため、その経過につき報告
する。

【発見の経過】
２０１９年３月８日障がい者病棟で通常疥癬が１名発見されたため、感染予防対策を開始した。

【対策】
病棟の大半が寝たきりの状態であるため、皮膚同士の接触時間が長時間に及ぶ事を考慮し、患者に接触した可
能性のある医療従事者全てと疥癬患者の同室者にストロメクトールの予防内服を行った。さらに疥癬患者の関
係者が面会時に皮膚に長時間触れていたため、関係者にもストロメクトールの予防内服を行った。その後スタッ
フ１名が疥癬と診断されたため、スタッフ家族にもストロメクトールの予防投与を行うとともに、病棟の入院
患者全員にストロメクトールの予防内服を追加施行した。４３名の医療従事者と３７名入院患者、さらに患者
関係者１名、職員家族１名合わせて８２名に対し予防投与を施行した。その後患者、スタッフともに新規の発
生は認められなかった。

【考察】
疥癬は医療機関内で発見された場合は流行を起こすことがあると知られている。疥癬が発見された場合感染拡
大を防ぐためストロメクトール一斉予防投与が行われるがその予防投与を行う範囲の判断には苦慮することも
多い。今回当院では看護師、看護助手、臨床検査技師、病棟事務職、放射線技師、臨床工学技師に対し予防投
与を行い、患者は同一病棟で医療従事者が濃厚に接する患者全てに一斉の予防投与を行い、その結果新たな疥
癬発生は見られなかった。疥癬は病院内に入り込むと対応に苦慮し、流行が拡大した場合病棟閉鎖に追い込ま
れることもある。また対応の長期化で職員の士気がさがり、疲労が蓄積してしまうため、短期間での終息が求
められる。今回我々は広範囲に一斉治療を行うことによる一度の集中的な対応で疥癬拡大を防ぐことができ、
今後の対応に大きな示唆となると考え報告した。
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8-7-2　感染症②
高齢者介護施設における耐性菌水平伝播の検討

1 上條記念病院，2 介護老人保健施設ローズガーデン，3 長野県感染対策研究会，4 信州大学医学部病態解析診断学，
5 信州大学医学部附属病院臨床検査部

こじま しょうじ

○小島 昌治（医師）1，上條 裕朗 1，上條 賢介 1，上條 節子 2，西窪 昌子 1，畑中 晴美 1，久保 征志 1，松本 剛 3,4，
本田 孝行 3,4,5，春日 理恵子 3,5

【目的】長期療養を行う介護施設での薬剤耐性菌 (AMR) 保菌率が高いことから施設内での AMR 水平伝播が懸
念されてきたが、水平伝播の存在は証明されていない。本研究は介護施設での MRSA、ESBL 産生大腸菌、カ
ルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌 (CPE) の保菌状態を調査し、DNA 解析により水平伝播の有無を評価し、
施設感染対策に資することを目的とした。

【方法】医療法人心泉会、社会福祉法人心泉会所管の介護施設 ( 介護老人保健施設 1 施設、ケアハウス 1 施設、
有料老人ホーム 8 施設 ) の全入所者を対象に検体採取を行い、鼻腔スワブ採取検体 (n=212) から MRSA、
MSSA を、便スワブ採取検体 (n=202) から ESBL 産生大腸菌、CPE を検出し、検出された MRSA、MSSA、
ESBL 産生大腸菌に関しては POT 法による DNA 型判定を行った ( 信州大学医学部附属病院で実施 )。

【結果】耐性菌検出率は MRSA 18/212 例 8.5%、ESBL 産生大腸菌 48/202 例 23.8%、CPE 2/202 例 1.0%(2 株と
も IMP-1 型 ) であった。POT 法による DNA 解析を便保菌である ESBL 産生大腸菌 (n=48) と鼻腔保菌である
MRSA+MSSA (n=49) で比較検討した。MRSA+MSSA では 41 の POT 型が認められ、その殆どが利用者 1 名
からの検出であった。3 つの POT 型では同一施設内の利用者 2 名から検出が認められた。ESBL 産生大腸菌
では 27 の POT 型が認められ、7 つの POT 型では同一施設内の利用者 2 名以上から検出が認められた。特に
小規模の有料老人ホーム 1 施設では検査を施行した 5 名全員から ESBL 大腸菌が検出され全て同じ POT 型で
あった。

【考察】①鼻腔や皮膚に常在するブドウ球菌では施設内の水平伝播は起こり難い。②便や尿を介して、またオ
ムツ交換などの手技を介して伝播する ESBL 産生大腸菌では抗菌薬使用の少ない施設内においても水平伝播が
起こると考えられる。この結果に基づきオムツ交換手技マニュアルの改訂と実技指導、利用者の排泄時に職員
の介助とトイレの消毒 ( ドアノブ、便座等 )、手指衛生の徹底、実施状況のモニターを進めている。
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8-7-3　感染症②
CPE 保菌者対応と排泄に関する感染予防策の強化

1 上條記念病院，2 介護老人保健施設ローズガーデン，3 長野県感染対策研究会，4 信州大学医学部病態解析診断学，
5 信州大学医学部附属病院臨床検査部

にしくぼ まさこ

○西窪 昌子（看護師）1，清水 尚子 1，久保 征志 1，藤森 淑江 1，上條 節子 2，小島 昌治 1，上條 賢介 1，上條 裕朗 1，
松本 剛 3,4，本田 孝行 3,4,5

【背景】
  慢性期医療機関へ入院患者を送ることが多い介護施設での薬剤耐性菌の保菌状態を把握するため、長野県感
染対策研究会の援助を得て当法人全介護施設入所者を対象に便保菌の検索を実施。その結果、カルバペネマー
ゼ産生腸内細菌科細菌 (CPE) が 2/202 例で検出され、基質拡張型β - ラクタマーゼ (ESBL) 産生大腸菌の DNA
解析より、施設内での水平伝播の存在が強く疑われた。排泄に関連した水平伝播予防策強化のため、CPE 保
菌者 2 名を介護医療院に収容し、行動の十分な観察とそれに基づく感染拡大予防策の立て直しを行った。
  【観察結果と標準予防策、接触感染予防策の強化】
 ①  CPE 保菌者 2 名は認知症があり、徘徊や失禁、便いじりにより周囲の汚染が認められた。家人の了解を
得てオムツの常時使用を開始、1 名は放尿や便いじりが頻回にあり、やむを得ない状況としてつなぎ着用とし
た。トイレでの排泄時は職員が介助し、便器とドアノブを拭き取り消毒し、排泄後の手指衛生を徹底した。2
名とも自力で食事摂取をするため食事前の手指消毒を徹底した。
 ②  2 名の保菌者の免疫状態を良好にするため、食事内容を評価し食事の改善を試みた。
 ③  夜間や小規模有料老人ホームに対応するため 1 名でのオムツ交換手技マニュアルを見直し、感染対策に
視点を置き実技指導を実施。
 ④  職員の手指消毒など標準予防策の再確認。
  【今後の課題】
 ①   排泄介助とトイレの消毒、オムツ交換手技の改善、食事前の手指消毒などを標準予防策の中に組み込み、
施設、病院で実施し、継続の必要あり。介護現場の状況と入所者の行動を継続して観察し、個別の対策が必要。
 ②   対策のマニュアル化と職員教育の繰り返し及び実施モニターの継続が必要。
 ③   CPE 保菌者 2 名は 2 回目の培養で陰性化したが完全に消失したとは言えない。入院治療必要時、特に抗
菌薬を使用する際には CPE が大量に排泄されるリスクがあり、徹底した個室隔離が必要。
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8-7-4　感染症②
病院内ユニホームの細菌汚染の現状

福島寿光会病院　看護部看護科

はら ななえ

○原 七重（看護師），近内 光代，芳賀 伸一，木田 雅彦

【はじめに】医療関連感染は、医療従事者が媒介となることが知られている。当院では、全介助者が 9 割ほど
を占め多職種で介助が行われている。ディスポエプロンの使用と手指消毒の徹底を図っているが、ユニホーム
の汚染については検討したことがない。自宅での洗濯も多く家庭への伝播も危惧されるので、ユニホームの細
菌培養検査を実施した。【方法】令和元年 6 月 25 日から 7 月 2 日間で、当院の薬剤師 1 名、技師 5 名、看護師
22 名、介護士 13 名、助手 2 名のユニホームの腹部から、日勤者は午後、夜勤者は帰宅前に、スワブにて検体
を採集した。また、コントロールとして 2 名の洗濯直後のユニホームから検体を採取した。培養と菌種同定は
ＢＭＬに依頼した。なお、採取日までの連続着用日数と洗濯場所についても調査した。【結果】総数 45 件中、
培養陰性は 1 名のみであった。陽性は、黄色ブドウ球菌（MRSA 陽性）11 件、CNS24 件、ミクロコッカス属
6 件、腸球菌属 1 件、コリネバクテリウム属 2 件、バチルス属 20 件、シュウドモナス属 23 件、アシネトバクター
属 2 件であった。検出数は 20 から 1000CUF 以上であった。緑膿菌は検出されなかった。また洗濯直後から
の採集では、2 件ともシュウドモナスのみ検出された。黄色ブドウ球菌は技師とリハビリ職員からは検出され
なかった。【考察】職種に関係なく、また洗濯直後でも検出されたシュウドモナス属は緑膿菌以外であり、他
の細菌も含め人体や環境に常在する。この期間に、緑膿菌感染とＭＲＳＡ感染の患者が存在したので、患者介
助者伝播なら両者が検出されてもよい。しかし緑膿菌は検出されていない。MRSA は看護師介護士のみの検
出であり伝播の可能性が否定できないが職員の持つ常在菌の可能性もある。MRSA の遺伝子解析がないので
これ以上の言及は控える。いずれにしても、ユニホームは不潔であり、洗濯方法や洗濯場所について考える必
要がある。
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8-7-5　感染症②
病院感染対策における病院清掃の見直し

1 岸和田平成病院　看護部，2 岸和田平成病院　薬剤部，3 岸和田平成病院　検査部，4 岸和田平成病院　診療部

ごん りえ

○権 梨恵（看護師）1，馬場 幸雄 2，鈴木 めぐみ 3，竹田 久美 1，松本 和子 4，荒尾 徳三 4

【背景・目的】
病院感染対策の一環として、病院清掃を含めた病院環境整備を正しく行うことは重要である。本研究の目的は
病院清掃について見直しを行った効果を明らかにすることである。

【方法】
研究期間：2019 年 2 月～ 6 月。研究対象：清掃スタッフ 6 名、平均年齢 63 歳（50 ～ 71 歳）。介入方法：画像
を中心としたわかりやすい清掃マニュアルの整備、病院感染対策委員会への出席、感染対策や清掃手順の説明
および意見交換などの勉強会の実施。研究方法は介入前後の無記名アンケート調査。

【結果】
清掃スタッフへのアンケート調査では、手が触れる環境表面の清掃の重要性について、便座・ドアノブははじ
めから多くのスタッフが理解していた。一方、ベッド柵は半分のスタッフが認識していた。水道コックと手す
りは当初重要性の認識が低かったが、介入後に増加した。次に、介入を継続することによって手指消毒および
手袋交換の目的が病院感染対策であると理解され、手指消毒使用回数と手袋交換回数が増加した。また、清掃
方法は個人でばらばらに行っていたが、マニュアルにより清掃の手順が統一された。

【考察】
清掃スタッフは一般的な清掃方法には問題がなかったが、感染対策に関する知識が不十分であったと考えられ
るため、病院感染対策委員会による継続的な教育が必要である。清掃スタッフが病院感染対策委員会へ参加す
る事で意見交換が容易となり、感染対策への認識の変化が生まれたことが示唆された。

【結語】
病院感染対策における病院清掃を正確に行うためには、清掃スタッフへ病院清掃を含めた病院環境整備に対す
る継続的な指導が重要であると考えられる。
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8-8-1　癒し・療養環境
おむつ交換時の臭気に対するビニール袋と消臭剤を用いた消臭方法の検討 
- より良い環境の提供を目指して -

日の出ヶ丘病院

やまだ ひでのり

○山田 英範（看護師）

目的
 おむつ交換時に排出された病室内の排泄物臭を、院内で簡便に使用できる物品を用いて消臭する方法を検討
する。
  
方法
　排便のあった病室で、おむつ交換前からおむつ交換 10 分後までの臭気を複数名の嗅覚で測定。6 段階臭気
強度表示、9 段階快・不快強度表示をスケールとして用い、消臭対策をした場合と、しない場合の結果を比較
した。消臭対策は 3 つの消臭方法を実施した。方法 1. 排泄物で汚染された物品をビニール袋に密閉する。方
法 2. おむつ交換前に消臭スプレーを噴霧する。方法 3. おむつ交換直前に消臭スプレーを噴霧し、排泄物で汚
染された物品をビニール袋に密閉する。
 
結果
　ビニール袋を使った方法では、対策しなかった場合に比べておむつ交換直後の臭気強度の増加は少なかった
が、不快強度はより増加した。消臭スプレーを使った方法では、対策しなかった場合に比べておむつ交換直後
の臭気強度、不快強度ともにより増加したが、5 分後、10 分後に大きく減少した。ビニール袋と消臭スプレー
の併用では、対策しなかった場合に比べておむつ交換直後の臭気強度、不快強度ともにより増加したが、5 分後、
10 分後に大きく減少した。消臭スプレー単体に比べて、5 分後、10 分後の不快強度がさらに減少した。
  
結論
　ビニール袋を使った方法は、臭気の発生源が空気中に暴露される時間を短縮することで臭気の拡散を防ぐこ
とができる可能性が示された。消臭スプレーを使った方法は、おむつ交換直前の噴霧で臭気の拡散を防ぐこと
はできなかったが、おむつ交換後の消臭時間を短縮できる可能性が示された。
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8-8-2　癒し・療養環境
環境音を意識して

社会医療法人　慈恵会　聖ヶ丘病院　看護科

ほりかわ このみ

○堀川 このみ（介護福祉士），山田 みゆき，田中 千代美，宍戸 由美

【目的】病棟に於ける日常業務の中で無造作に作られる不快と感じる音に着目した。日常業務の中で職員が作
り出す不快と感じる環境音を明確にし、患者の立場を体験することで不快と感じる環境音の改善に取り組んだ。

【方法】患者 10 名 ( 認知症レベル自立～Ⅱ ) 病棟職員 33 名 ( 看護 16 名介護 17 名 ) を対象に介入前後の聞き取
りとアンケート調査、病棟廊下の両端、中央廊下の 3 ヶ所にて 5 日間 24 時間にわたって騒音測定を行った。
病室での疑似体験は部屋をランダムに選択し午前、午後、夜間に 15 分程度、職員が不快と感じる環境音を測
定器にて測定を行った。

【結果】介入前の調査から患者の不快と感じる環境音は職員の話し声、職員の足音、配膳時の食器音、ワゴン
の移動音との回答があった。騒音測定では廊下の収納棚の開閉音、配茶をするワゴンが 90 ～ 110㏈と高数値
であった。そこで職員の話し声や足音に対しては意識対策として業務伝達はより近くにて行い、足音は互いに
声を掛けあった。ワゴンの移動音に対してはタイヤの掃除を行い、タンスや収納棚の開閉音には隙間テープを
貼り消音対策を図った。配膳時、外した蓋が重なり合う食器音は蓋入れカゴを配膳車の上からワゴンへ変更し
たことで投げ入れる動作が置く動作へ変化した。介入後の 24 時間騒音計による騒音調査では 8 ～ 30㏈低下し、
職員のアンケート調査では音に関し意識するようになったと回答があった。
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8-8-3　癒し・療養環境
統合失調症を併発した知的障害患者への支援

大内病院　訪問看護

しまむら あつし

○島村 敦（作業療法士）

［背景］ 現在日本では成年期以降の知的障害・精神障害患者のうち約 400 万人が地域で生活をしている。 特別
支援教育は徐々に充実してきているが、普及以前に義務教育を終え、適切な教育を受けられずにそのまま地域
で暮らしている人も少なくない。

［目的］ 児童期、青年期に適切な教育を受けられずに地域で生活をしている対象を支援する機会を得たため、
関わりの中で服薬コンプライアンスや QOL の向上を目指していく。

［対象］ 60 歳代男性。当院に外来通院中の知的障害を抱えた慢性期統合失調症患者。中学校卒業後から現在ま
でアパレル・雑貨のプレス工場に勤務し、単身生活を送っている。単語を中心とした会話は可能であるが、読
み書きはひらがなの一部と自分の名前が分かる程度。疾患や服薬に対する理解 は今ひとつで、怠薬や医療中
断に陥ってしまう可能性も残っている。

［方法］ 週 1 回の訪問看護を実施。精神障害者保健福祉手帳の更新やエアコンの購入といった目標を設定し、
ひらがなや住所、氏名の読み書きを学ぶ。疾患教育も並行し、服薬確認や血圧測定を一緒に行う。復習を兼ね
た次回訪問日までの課題を与え、自主訓練も促していく。

［結果］ 読み書きの能力は少しずつ向上。住所や氏名の記入は抵抗なく行えるようになった。疾患に対する理
解は徐々に深まり、薬剤情報提供書を読みながら、薬の理解も深め服薬は習慣化。エアコンの購入やゴミの適
切な投棄、読書の開始など、日常生活にも変化が見られた。

［考察・結論］ 対象は適切な教育が受けられないまま社会で暮らしていたが、関わりの中で読み書きの能力向
上とともに、疾患に対する理解を深め服薬コンプライアンスも向上。興味の幅は拡大し、日常生活や余暇の過
ごし方にも変化が見られ、QOL の向上に繋がったと考えられる。対象以外の知的障害、精神障害患者にも多
くの可能性は残されているのではないだろうか。
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8-8-4　癒し・療養環境

「自分の言葉で文章を作りたい」 
～筋萎縮性側索硬化症患者への意思伝達装置の導入～

総泉病院　リハビリテーション部

さいとう あやか

○齋藤 綾香（作業療法士）

【報告の目的】
人工呼吸器管理の筋萎縮性側索硬化症 ( 以下 ALS) の対象者に対し , 意思伝達装置を導入した . その結果 , 本人
の QOL 向上や社会参加に繋がった為 , 介入方法を報告する .

【事例紹介】
70 代後半男性 . 作家 . 趣味はエッセイ作りと手紙のやりとり .X-2 年右下肢と左上肢の筋力低下が生じ ,X 年
ALS の診断 . 呼吸筋麻痺が先行し ,X 年 +1 年人工呼吸器装着 . 在宅療養困難な為 ,X+2 年当院入院 .

【作業療法評価】
本人の希望 : 自分の言葉で文章を作りたい .
コミュニケーション : 読唇 , 指さしにて 50 音表を使用 .
関節可動域 : 左上肢に制限あり . 筋力 : 右上肢 MMT4, 左上肢 3. 右手指握り動作可能 . 右上肢挙上可能 .
ALS 機能評価スケール :(ALSFRS-R)2 点 , 厚生労働省　重症度分類 : 重症度 5.FIM37 点 .MMSE 24/28 点 . 心理
面としては「何も出来なくなった」と失望や落ち込みあり .
生活満足度スケール ( 角谷 ):-2/57 点 ( 抜粋 ).

【介入の基本方針】
エッセイを書けるようにし , 自己効力感を生み出す .

【作業療法実施計画】
希望聴取 , 機器ごとの差異の説明 , 入力スイッチの選定 , ポジショニング , 業者と連携しセッティング , 病棟へ
の情報伝達 , 機器の操作説明 , 家族への説明 .

【結果】
意思伝達装置は伝の心を選択 . 操作は症例のみで一通り可能 . 導入 1 週間で毎日 1 通 240 文字程度の手紙を書き ,
友人とやりとりしたとの事 .2 週目より 280 文字程度のエッセイを作成 . 日々の楽しみが出来たと発言あ
り .MMSE25/28 点 . 生活満足度スケール ( 角谷 )7/57 点 .

【考察】
本症例は明確な目的があった為 , 早期より本人の望む意思伝達装置の導入が行えた . 障害受容の段階に合わせ ,
成功体験を繰り返し , 能動的に学べるよう関わった事で円滑に操作方法を獲得出来た . その結果 , 日常的に趣味
活動を再開出来 , 症例にとって有意義な時間が増えた為 , 生活満足度スケールの改善が見られ ,QOL の向上に
繋がったと考える .
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8-9-1　感染症③
2018/19 シーズンのインフルエンザ流行を振り返って 
～全館閉鎖から解除まで～

三条東病院

おな ひでとし

○小名 英利（薬剤師），佐藤 涼子，中澤 順子，五十嵐 公徳，三国 健一，榎本 悟

【はじめに】当院は 2018 年度にインフルエンザのアウトブレイクを 5 回経験した。今回は 2019 年 1 月 30 日に
集団発生し全館閉鎖となった事例について報告する。

【事例】2019 年 1 月下旬、2 名の病棟職員を発端とするインフルエンザの集団発生があった。この時期におけ
る新潟県内の流行はピークを迎えており、地区によっては定点報告数が 100 を超えるところもあった。そのよ
うな状況の中で当該病棟内で感染の連鎖がおき、当該病棟職員 2 名と入院患者 7 名が次々インフルエンザを発
症、当該病棟と同フロアーで別病棟の職員が 2 名発症でインフルエンザの集団発生と判断し、その時点から感
染拡大予防策を強化すべく病院全館を閉鎖とし面会制限を行い、当該病棟の発症患者の隔離ならびに病棟単位
での抗インフルエンザ薬の予防投与、病院職員全体への注意喚起を迅速に行ない、標準予防策の徹底、マスク
着用を義務化した。最終的に流行は初発から約 1 週間で沈静化し、感染対策委員長より終息宣言が発令され全
館閉鎖・面会制限解除となった。本事例によって、インフルエンザの流行期前を含めた初期対策やアウトブレ
イク時の対応手順について考察する機会となった。

【考察】感染拡大の要因として症状が軽く罹患していることに気づかず勤務していたこと、予防投与の遅延、
事前の標準予防策、飛沫感染予防策が徹底できていなかったことが考えられた。また啓発用ポスター(入館制限)
マニュアル、当院のアウトブレイク時の対応手順の一部追加・改訂を行ない、次シーズンからはインフルエン
ザ対策スケジュール表を作成し、いつ、誰が、どのような対策をいつまで講じるのかを明確にした。

【まとめ】
今回、開院以来初めての全館閉鎖となり家族への対応、ポスター掲示なども含めて職員誰もがあたふたとして
いた。アウトブレイクの早期終息には、病院が一丸となりインフルエンザ対策に取り組むことが重要であると
感じた。
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8-9-2　感染症③
インフルエンザ院内感染防止のための予防内服方法の確立を目指して 
インフルエンザから患者・職員を守るため

阪和第二泉北病院

やました まゆこ

○山下 万由子（看護師），髙田 實，堀田 瑞夫，高尾 美希，辻 由美子，山﨑 敏明，丸岡 優太，小関 真由美，
中井 順子，山本 利江子

【背景】
 当院は療養病床 734 床を含む、身体障害者施設や人工関節センター、緩和ケア病棟を有する総病床数 969 床
のケアミックス型の病院である。平成 26・27 年度は１病棟に院内発生患者が 10 人以上のアウトブレイク病棟
が数病棟あり、多くが職員媒介となる接触感染が考えられた。長期療養型病床群におけるインフルエンザの拡
大予防として、（オセルタミビルリン酸塩；タミフル）を使用した予防内服の方法が確立されていない。

【目的】
 長期療養型病床群におけるインフルエンザの拡大予防として、タミフルの予防内服方法を確立する

【方法】
 タミフル（１cap ×７日間）による予防内服の有用性について、予防内服未実施の群（平成 26/27 年 ・平成
27/28 年；未群）、職員に対してのみ予防内服を実施した群（平成 28/29 年；職群）、職員に加えインフルエン
ザ発生患者と同室の患者に予防内服を実施した群（平成 29/30 年・平成 30/31 年；職患群）にわけ、当院入院
中インフルエンザ発症件数をχ 2 乗検定で比較検討した。

【結果】
 それぞれの群の院内発生患者数、未群（平成 26/27 年・48 名）、（平成 27/28 年・66 名 )、職群（平成 28/29 年・
77 名 )、職患群（平成 29/30 年・39 名・平成 30/31 年度 13 名）であった。インフルエンザ発生数は未群と職
患群では（ｐ <0.0001）、未群と職群は（ｐ =0.149）であった。この結果から、タミフルの予防内服は職員と
患者双方に実施する方が、効果が大きいことが分かった。

【考察】
 インフルエンザの予防内服を職員と患者の双方に実施する方法が、感染制御に有効な方法であると考えた。

【結語】
 院内のインフルエンザ感染制御に、タミフルの予防内服は有効であった。方法として職員、患者の双方に予
防内服を行う事で、感染拡大を未然に防ぐことが出来ることがわかった。
引き続きアウトブレイク病棟０を継続できるように取り組みたい。
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8-9-3　感染症③
増床後 4 年間の療養型病院におけるインフルエンザ発生状況～特に 2018/2019 シーズンのアウト
ブレイクについて

医療法人社団寿光会栗源病院

かやの こうぞう

○萱野 幸三（医師），山本 泰，中山 美香，鎌形 三代，北崎 敏子，鵜之澤 幸子，山口 美知子，溜渕 美香子，
川島 知沙

（はじめに）当院は 2015.5 月より療養病床を 66 床（1 病棟体制）から 165 床（3 病棟体制）に増床した。その
後 4 年間のインフルエンザ患者発生状況、特に 2018/2019 シーズンにおけるアウトブレイクについての反省と
考察を中心に報告する。（発生状況）(1)2015/2016 シーズン（1 年目）：入院患者・職員数の大幅な増加過程で
迎えた 1 年目は感染対策不備から合計 4 名の患者発生。(2)2016/2017 シーズン（2 年目）：1 年目の反省から感
染対策を強化した結果、患者数ゼロを達成。(3)2017/2018 シーズン（3 年目）：同様の感染対策を行い 1 名のみ
の患者発生。(4)2018/2019 シーズン（4 年目）：同様の感染対策にも関わらず全病棟で合計 17 名とアウトブレ
イク。（感染対策）(1)1 年目： (A) 職員の感染対策意識の低下：(A-1) 発熱による体調不良でも通常業務、(A-2)
インフルエンザ罹患・解熱後早期の職場復帰、(A-3) 家族内の感染状況の把握が不十分、(B) 患者および職員の
ワクチン接種率の低下、および (C) 感染対策委員会の制度不備が院内感染拡大につながった。(2)2 年目および
3 年目：1 年目の反省を踏まえ (A) 感染対策意識向上目的の講義、(B) 毎日の勤務前検温による職員の健康管理、 
(C) 家族内の感染状況による就業規則遵守の徹底、(D) ワクチン接種の積極的推奨など含め感染しない・持ち込
まない・拡げないの 3 原則に取り組んだ結果、2 年目患者数ゼロ、3 年目患者数 1 名。(3)4 年目：同様の感染
対策にも関わらず 17 名発生のアウトブレイク。（考察および結語）増床後 1 年目の反省と対策により 2 年目お
よび 3 年目はインフルエンザ発生を抑制することが出来たにも関わらず 4 年目にアウトブレイクを経験した。
機序としては(A)インフルエンザ発症直前の無症状期間の職員から患者への「持ち込み感染」および(B)デイルー
ム / 食堂での感染患者から患者同士での「拡大感染」パターンであり、「感染を持ち込まない」点への危機意
識向上および対策が最重要であると考えられた。
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8-10-1　介護計画
病棟で介護計画立案に対しＩＣＦ（国際生活機能分類）分析を行った一事例～介護計画立案の導
入を目指して～

医療法人社団青葉会　小平中央リハビリテーション病院　看護部

はせがわ えいじ

○長谷川 栄治（介護福祉士），江口 光

　Ａ療養病棟では、病棟介護職員による介護計画立案の導入を試みているが、看護診断から導かれた介護計画
が立案され、介護の専門性を活かし切れていない現状がある。そこでＩＣＦ分析と介護計画を立案。新たな生
活課題の発見と生活課題を導いていく過程を再確認する事で、介護計画立案の第一歩となった為、ここに報告
する。
Ⅰ．目的
　１．Ａ氏のＩＣＦ分析と介護計画を立案。病棟介護職員対象に事例検討会を開きＩＣＦ分析の理解を深めて
介護の専門性を活かした介護計画立案の導入に繋げていく。
Ⅱ．方法
　１．対象：Ａ氏　50 代男性　診断名　橋梗塞、高血圧、気管切開、胃廔
　２．方法：Ａ氏のＩＣＦ分析した表を作成、それを踏まえた介護計画立案を行う。病棟介護職員を対象に事
例検討会を行いアンケート回収。
　３．評価方法：アンケート内容の分析。
Ⅲ．結果
　看護診断から導かれた介護計画と比較で、Ａ氏の全体像から「よくするための突破口を見つける」視点から
検討。上肢筋力アップや耐久性アップと漠然した項目ではなく、手指と腕の自動運動、車イス上で端座位保持、
嚥下体操時の発声練習といった日常生活で関わる項目を挙げ、目に見えて成果の分かるものとした。
Ⅳ．考察
　アンケート結果は、5 段階評価の平均「理解度」3.7 点、「知識の習得」3.7 点、「実際に実施できるか」2.8 点
と、十分な理解は深められなかったと考えた。ただ事例検討会が情報共有の場となり “ 気づき ” があり、根拠
のある生活課題を導くことが出来た。同時に、生活課題を導く過程を追体験してもらうことが出来た。また質
の高い介護計画立案の導入には、他職種との連携や情報共有が不可欠であると考えた。
Ⅴ．まとめ
　事例検討会自体、多くの反省点が挙げられたものの有意義な取り組みとなった。今後も事例検討会を実施し、
ＩＣＦ分析の理解を深め、他職種と連携し、質の高い介護計画立案の導入を目指していきたい。
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8-10-2　介護計画
介護計画に理学療法士が介入し介助量軽減と日常生活動作の拡大を図れた一例

原土井病院　リハビリテーション部

まつお たくや

○松尾 卓哉（理学療法士）

[ 目的 ] 近年、介護施設や障がい者支援施設で勤務するケアスタッフ等の医療従事者が不足しており、介護の
効率化を図るために過介助になっている場面がある。今回、介護計画を再検討する為にケアスタッフの依頼で
理学療法士（PT）が介入し、身体機能評価や下肢装具の処方、リハビリテーション ( リハ ) を行った。その結
果、移動における介助量軽減と日常生活動作 (ADL) の拡大に繋げることが出来たため報告する。
[ 経過 ] 対象者は、デイサービスにおいて歩行を Demand としている 40 歳代男性。一酸化中毒による右前頭葉
障害、左片麻痺を呈し、中等度認知障害、歩行失行あり。回復期リハ施行後、本施設に通所される。通所直後
は主に杖歩行にて移動されていたが、頻回の転倒歴あり車椅子自走が中心となっていた。PT 評価は、
Brunnstrom stage: Ⅴ、左下肢粗大筋力 :5 レベル、左下肢関節可動域 : 特記すべき制限なし。移動 FIM:3 点、
10m 歩行テスト :38.3 秒であった。立脚終期～遊脚初期における左足関節背屈動作の緩慢さを認め、左趾先が
床とのクリアランス低下を誘発し歩行時の転倒リスクを増大させていた。訓練は、義肢装具士と湯の児式短下
肢装具 (AFO) を検討 ･ 製作して歩行訓練を行った。その他に下肢筋力 ･ エルゴメーターを週 1 ～ 2 回約 30 分
実施した。
[ 結果 ] 湯の児式 AFO を処方しリハを継続した結果、左趾先が床とのクリアランスを確保でき、移動 FIM:5 点、
10m 歩行テスト :29.2 秒と向上を認め Demand である杖歩行の獲得することができた。
[ 結語 ] 今回、ケアスタッフと連携し介護計画に PT が介入し、リハや装具処方を行い介助量軽減と ADL の拡
大に繋げることが出来た。介護施設では自立可能である ADL においても過介助にならざるを得ない現状が報
告されている。ケアスタッフのマンパワー不足の解消に PT の介入が不可欠であり、生活期でも ADL の維持・
拡大を図るために他職種連携が必要である。
[ 倫理的配慮 ] 被験者に対して説明し同意を得た。
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8-10-3　介護計画
介護過程を理解し、介護実践する必要性について 
～患者の意向に沿った離床の実現を目指して～

医療法人社団喜生会　新富士病院

さの ちふみ

○佐野 千富美（介護職），木島 金夫，川上 正人，中島 一彦

【はじめに】
当院の介護科では、ＡＤＬの低下や生活不活発病予防の為、『寝かせきりにしない介護の実践』を目標に日々
取り組んでいる。前年度の研究では、離床満足度評価として、「フェイススケール表」を活用しながら、個々
に合った離床内容を充実する事で、療養生活にどのような変化が見られたか検証したが、介護の専門職として、
安全で、良質でしかも患者毎個別化された介護計画であるか、定期的に確認・改善していく事を共通認識し、
実践する事が課題となった。
その為、介護計画の立案・実施・評価を的確に行える様に目標評価表を作成し、評価した。
 

【研究方法】
対象：平成 30 年 6 月現在 役職者を除く介護職員 48 名
期間：平成 30 年 6 月～平成 31 年 3 月
データの収集方法
① 目標評価表を作成し、情報収集・介護計画立案までの期間・身体拘束についての理解・介護計画に沿った
ケアの提供・情報共有・介護計画内容の 6 項目について１ヶ月毎自己評価を行う。
② 隔月で、役職者・チームリーダーで他者評価を行い、評価内容について各職員で見直しをする。
③ ①②結果を月例会議にて報告・評価・分析した。
 

【結果】
研究実施９ヶ月を通し、情報収集・身体拘束についての理解・情報共有・介護計画内容の４項目については、
多少ではあるが、改善傾向にあった。しかし、患者の状態変化時の介護計画の再立案については、約８割の職
員が行えておらず、介護計画に沿ったケアを約 4 割の職員が行えていないという結果であった。
 その理由として、①病棟間での取り組みに格差が見られ、さらに研究において各リーダーの認識不足が生じ、
統一した取り組みが出来なかった②介護計画作成に対し、職員の困り事を分析できなかった事であると考えら
れ、今後の課題として取り組む必要がある事が解った。
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8-10-4　介護計画
昼夜逆転のある患者へのアプローチ

医療法人おもと会大浜第二病院　看護部

おやどまり ひろき

○親泊 宏樹（介護福祉士），當眞 弓子，玉城 良太

【はじめに】

 療養病棟は、ADL 全介助で寝たきりの患者が殆どである。ベッド上で、過ごす時間が長く、日々のケアの中で、
私たちはコミュニケーションを積極的に図っているが意思疎通が難しい。また外的刺激も少ない環境にある為、
昼夜逆転しやすく、イライラ感や不安感を感じる事がある。          
今回、昼夜逆転のある患者を対象に、夜間の睡眠改善と日中の療養生活活性化を目指して、足浴・離床・除圧
を行う事により変化が見られたので報告する。           

【研究期間】2019 年 3 月 4 日～ 6 月 9 日
対象および方法                

【対象者】昼夜逆転傾向・精神的不安と考えられる問題行動のある患者 4 名
【方法】                    
①週 3 回の足浴               
②車椅子離床（日光浴・散歩等）・集団リハビリ 
③夜間の体位変換を除圧に変更

【倫理的配慮】
 院内の倫理規定にそって、研究目的と写真の使用について家族の同意を得、画像は個人が特定できないよう
加工した。

【結果】
夜間の睡眠時間が延長し、問題行動は平均回数が減少した。

【考察】
対象者 4 名の結果に違いは見られたが、車椅子離床・足浴をすることによって、日中の生活活性化に繋がり、
昼夜逆転や精神的なイライラ行為が軽減できたと考えられる。また、夜間の体位変換を除圧に変えたことで、
睡眠の妨げを減らすことができ、療養生活リズムを取り戻すことができたと考えられる。
チェックシートを活用し、睡眠状況を把握することで、患者の睡眠パターンを知ることができ、職員間の情報
共有に繋がりケアの統一と見直しに繋がった。

【まとめ】
 今回の取り組みによって、患者の昼夜逆転や精神的不安を軽減することができた。今後も、離床・足浴を継
続し患者がより活発で充実した入院生活を提供できるように、支援していきたい。
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8-10-5　介護計画
尖足の改善に取り組んで

日の出ヶ丘病院　看護部

のじま ひろみ

○野島 弘美（介護職）

Ⅰ はじめに
 S 氏は慢性血栓塞栓症のため、酸素を吸入しながら自立歩行が可能な状態で入院中だった。
入院中に肺炎を発症し、禁食となり、点滴治療が開始となった。治療に必要な安静のために廃用が進み、日常
生活動作は全介助、足は尖足状態になってしまった。
このままでは立位をとることが困難になると考え、尖足の改善を目的として取り組みを行ったのでここに報告
する。
 
Ⅱ 患者紹介
 S 氏 女性 年齢 79 歳
 病名 慢性血栓塞栓症 肺炎
 
Ⅲ 倫理的配慮
 本人、御家族に説明のうえ、了承を得た。
 
Ⅳ 問題点
 尖足のため立位を取ることが難しい。
 
Ⅴ 目標
①足の裏が床に着けるようになる。
②端座位ができるようになる。
③手引き歩行できるようになる。
 
Ⅵ 実施・結果
①ホットタオルを用いた足のマッサージ
 1 週間後、背屈が出来るようになってきた。
②端座位になりやすい角度を探しながらギャッジ UP の角度を調整した。
 2 週間後、起き上がることが出来るようになった。
③ベッドサイドで出来る運動
 1 ヶ月後、立位が安定し、手引きでトイレまで歩けるようになった。
 
Ⅶ 考察・まとめ・おわりに
 最初は寝たきりのＳ氏が歩けるようになるなんて思っていなかったがプライマリーＮＳがマッサージして可
動域が変化していくのを見て元の歩ける状態に戻れるのではないかと感じた。プライマリーＮＳ・ＰＴ・ＯＴ
と情報交換をし、Ｓ氏の気持ちや考えを尊重する事により下がっていた気持ちが前向きになった。マッサージ
により痛みが改善し、起き上がる恐怖心などが解消され、さらに積極的になれたことでスムーズに行えた。周
りのスタッフとの情報交換により、色々な可能性がある事を知りＳ氏にとって苦痛がなく楽しめるプランを提
供できたと思う。
この取り組みにより関わった患者がまた歩けるようになったことは私自身の励みになり仕事への自信に繋がっ
た。
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8-11-1　介護予防
通所リハビリテーションの評価における疾患別の因子構造

永生病院

おおつか さちこ

○大塚 早智子（理学療法士），三宅 英司，金子 弥樹

【目的】
当通所リハ評価項目を構成する因子を疾患別に明らかにすることとした．

【方法】
平成 30 年 10 月から平成 31 年 3 月までに当通所リハを利用した 239 人のうち，運動器疾患と脳血管疾患の
163 人を対象とした．評価は利用開始時に実施し，項目は握力，5m 最大歩行速度（5mMaximum Walking 
Speed：5mMWS），Timed Up & Go test（TUG），Functional Independence Measure（FIM）運動項目（FIM-M），
FIM 認知項目（FIM-C)，Frenchay Activities Index（FAI），Life Space Assessment（LSA）の 7 項目とした．
対象を運動器疾患群（運動器群）139 人（男性 32 人，女性 107 人，82.5 ± 6.6 歳）と脳血管疾患群（脳血管群）
24 人（男性 15 人，女性 9 人，72.5 ± 7.3 歳）に群別し，各群で探索的因子分析（一般化された最小 2 乗法，
直接オブリミン回転）を行い，固有値が 1 以上の因子を抽出した．分析からの除外基準は，因子負荷量が 0.4
未満の項目とした． 

【結果】
運動器群と脳血管群で，握力は 17.8 ± 6.6kg ／ 23.8 ± 8.8kg，5mMWS は 1.0 ± 0.3 秒／ 0.8 ± 0.4 秒，TUG は
12.3 ± 5.0 秒／ 18.7 ± 9.4 秒，FIM-M は 84.4 ± 5.8 点／ 81.5 ± 9.6 点，FIM-C は 34.0 ± 1.8 点／ 33.2 ± 3.1 点，
FAI は 20.7 ± 8.4 点／ 15.8 ± 7.2 点，LSA は 45.7 ± 20.2 点／ 30.6 ± 25.7 点であった．探索的因子分析の結果，
運動器群は 1 因子，脳血管群は 2 因子が抽出され，累積寄与率は運動器群が 45.2%，脳血管群が 61.1% であった．
運動器群の第 1 因子は 5mMWS，TUG，FIM-M，FAI，LSA の 5 項目で「身体機能 ･ 生活状況」と解釈した．
脳血管群の第 1 因子は TUG，5mMWS，握力の 3 項目で「身体機能」，第 2 因子は FAI，FIM-M，FIM-C，
LSA の 4 項目で「生活状況」とそれぞれ解釈した．

【考察】
運動器疾患は 1 因子構造，脳血管疾患は 2 因子構造となることが示唆され，評価項目の選択基準になり得ると
考える．
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8-11-2　介護予防
地域在住高齢者の体操教室における疼痛と活動・参加に対する効果と関係について

永生病院　リハビリテーション科

みやけ えいじ

○三宅 英司（理学療法士），安藤 達也，金子 弥樹

【目的】我々は、地域在住高齢者に対して介護予防事業の一環で体操教室を実施した。目的は、体操教室にお
ける疼痛と活動 ･ 参加に対する効果を明らかにすることと、それらの関係について検討することである。

【方法】対象は、2018 年 3 月から 2019 年 2 月に開催した体操教室の参加者で、要介護認定者を除いた 34 名（男
性 7 名、女性 27 名、年齢 74.7 ± 6.0 歳）とした。疼痛は、痛くないからひどく痛いまでを 5 段階として質問
紙で調査した。活動 ･ 参加目標は理学療法士が個別に問診して、その主観的実行度と満足度を 100 点で評価し
た。統計学的検討として疼痛は、痛くないとほとんど痛くないを疼痛なし ･ 軽度者、痛いからひどく痛いまで
を中等度 ･ 重度者として、開始時と終了時ごとに人数（割合）を算出して、χ 2 検定を行った。活動 ･ 参加目
標の実行度と満足度は、開始時と終了時の得点を Wilcoxon の符号付き順位検定で比較した。さらに疼痛の変
化から維持 ･ 改善群と悪化群に群別して、実行度と満足度の変化量をそれぞれ Mann-Whitney の U 検定で検
討した。

【結果】疼痛なし ･ 軽度者と中等度 ･ 重度者の人数（割合）は、開始時 15 人（46.9％）、17 人（53.1％）、終了
時 17 人（53.1％）、15 人（46.9％）で、有意な関連（p=0.005）を認めた。活動 ･ 参加目標の実行度と満足度は、
開始時 59.7 ± 26.1 点、65.9 ± 23.6 点、終了時 76.8 ± 17.0 点、79.5 ± 16.7 点で、実行度（p=0.002）と満足度（p=0.001）
ともに有意な改善を認めた。疼痛の維持 ･ 改善群と悪化群で実行度（p=0.540）と満足度 (p=0.269) の変化量に
有意差は認めなかった。

【考察】地域在住高齢者を対象とした体操教室は、疼痛と活動・参加の改善に有効であるが、それらに関係は
認められない可能性が示唆された。
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8-11-3　介護予防
地域在住高齢者における嚥下機能とロコモティブシンドローム及びフレイルとの関連性

緑成会病院

いけだ ゆうき

○池田 友記（言語聴覚士），石井 優香，南 健太郎，菊地 章江，榎本 智，松本 徹也，中澤 直

【背景】健康寿命を保っている高齢者で、ロコモティブシンドロ－ム（以下ロコモ）やフレイル状態にあると
判定された人のうち、嚥下機能が低下している人どの程度いるのか、実際に数値化された調査を行った例は少
ない。【目的】当院の健康教室に参加された地域在住の高齢者に対し、嚥下機能とロコモ及びフレイルについ
て調査を行い、結果の考察を行うことで、関連性を明らかにする。【対象】当院近隣在住の高齢者 28 人（男性
9 人、女性 19 人）、平均年齢 75.4 歳であった。【方法】嚥下評価として、反復唾液嚥下テスト（以下 RSST）、
改訂水飲みテスト（以下 MWST）、水飲みテスト、舌圧、EAT10 を実施。ロコモ評価としてロコモ 25 を使用。
フレイル評価として日本版 CHS 基準（以下 J-CHS 基準）を使用し、各項目の比較検討を実施した。【結果】
嚥下評価の各項目で 1 つでも陽性判定となった（以下嚥下低下群）のは 60.7％（17 人）であった。ロコモ 25
は 12 人を対象に実施し、41.6％（5 人）がロコモと判定。この中で嚥下低下群は 60％（3 人）であった。
J-CHS 基準による評価は 16 人を対象に実施し、75％（12 人）がプレフレイル、12.5％（2 人）がフレイルと
判定。この中で嚥下低下群は 71.4％（10 人）であった。また、この 16 人中 6 人が、最大舌圧が年齢基準値以
下であり、その 83.3％（5 人）がプレフレイルやフレイルであった。【考察・結論】地域在住高齢者において
ロコモやプレフレイル、フレイルと判定された場合、嚥下機能も低下している可能性が示唆された。既報にお
いても元川が「聖隷式嚥下質問紙で被験者を選別した結果、健常群と比較し障害群では有意にフレイルの割合
が高かった」と報告しており、この段階で嚥下機能強化訓練を行うことで、要支援・要介護状態への移行を防
げる可能性がある。また、舌圧がプレフレイルやフレイルの判定項目の 1 つと成り得る可能性が示唆された。
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8-11-4　介護予防
介護予防事業の検証により今後の事業展開を考える 
～平均寿命に健康寿命を近づける～

安来第一病院

おおた まさひで

○太田 真英（理学療法士），石川 浩志，原 治

【背景・目的】
 現在、平均寿命も健康寿命も延びてはいるもののその差の 10 年は縮まっていない。20 年ほど前からいわゆる
介護予防事業を行ってきたが、この度、当院で行ってきた介護予防事業を振り返り、今後の地域包括ケアシス
テムにおける介護予防事業を検証したのでここに報告する。

【倫理的配慮】
  安来第一病院倫理委員会の承認を得て実施した。

【方法】
 介護予防事業の実施内容とその時の施策を比較し、改善点等を検証し今後の介護予防事業に繋げる。

【結果】
 第 1 期（創世期）
 サービスで送迎を行い、3 カ月 12 回のコースで 3 名ほどの参加者であった。市民への広報が出来てなく参加
者少ない。
 第 2 期（特定高齢者施策期）
 送迎は継続する。3 カ月 12 回のコースを 1 グループ 8 人程度で 3 グループ行うくらいの参加者がある。卒業
後のコースを準備して運動習慣を継続的に提供できるようにする。運動の継続は可能だが、生活に結びつかな
い傾向があった。
 第 3 期（2 次予防施策期）
 運動機会を提供はするが、生活習慣の広がりなどを評価に取り入れ、普段の生活の中で運動習慣をつけてい
く方向にシフトする。継続的に運動に来られない卒業生の方に 1 年後の運動習慣をアンケートで確認した。来
院しないと運動継続が難しい。
 第 4 期（地域包括ケアシステム導入期）
 当院での運動だけでなく、地域に出向いて運動を行うような事業にシフトした。1 度だけの評価ではなく継続
的に評価することにより、運動の効果を示していけるようになる。運動だけでなく、管理栄養士等と一緒に講
座を開く。

【考察】
 運動中心の事業展開から、他職種連携し地域に出向いての事業展開へシフトすることで、平均寿命に健康寿
命を近づける事業にしていきたい。
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8-11-5　介護予防
認知症予防の為のノルディック・ウォークを活用した歩幅改善

松谷病院

とみた ゆう

○富田 悠（健康運動指導士），梶原 庸平，松谷 之義

【研究目的】介護予防において認知症予防は重要な課題であり、「歩幅が狭い人は広い人（男性 70.6㎝以上、女
性 65.1㎝以上）に比べると 3.39 倍も認知機能低下が起こりやすい（東京都健康長寿医療センター研究所調べ）」
と言われている。当法人では介護予防運動としてノルディック・ウォーク（以下ＮＷ）を積極的に実施してお
り、ＮＷの効果の一つである「歩幅が広がる」ことが認知症予防に有効活用できるよう検証を行う。【方法】
初めてＮＷをされる 42 名（61 ～ 89 歳までの男性 8 名・女性 34 名）を対象に 5 ｍ通常歩行（前後 2 ｍの加速・
減速区間を設定）の歩幅を測定（歩行速度も計測）、その後約 30 分間ＮＷ 10 ｍ× 8 ～ 10 往復行い、再度通常
歩行の測定を行う。【結果】歩幅は 4.64㎝、歩行速度は 9cm/ 秒それぞれ有意に増加した（ｐ＜ 0.01）。男女別
では、男性において歩幅は 9.25㎝、歩行速度は 11㎝ / 秒それぞれ有意に増加した（ｐ＜ 0.05）。女性において
歩幅は 3.56㎝、歩行速度は 8㎝ / 秒それぞれ有意に増加した（ｐ＜ 0.01）。年代別で見ると、女性においてのみ、
75 ～ 79 歳区分で歩幅が 3.84㎝増加（ｐ＜ 0.05）、70 ～ 74 歳区分で 13cm/ 秒、85 ～ 89 歳区分で 10㎝ / 秒歩
行速度がそれぞれ増加した（ｐ＜ 0.01）。また 1 回目で歩幅が狭かった（男性 70.6㎝未満、女性 65.1㎝未満）
方で見ると、歩幅が 7.2㎝有意に増加した（ｐ＜ 0.01）。【考察】検証の結果より、NW が歩幅の改善に有効で
あると考えられる。さらに被験者の多くがＮＷ後の通常歩行の際、歩幅が広くなっただけではなく、背筋が伸
び、腕振りも大きくなり、歩く姿勢全体が変化していたことが印象的だった。また腰や膝に不具合があっても
ＮＷだと歩きやすいという感想をいただいたが、ポールをつくことで体重の約 30％を上肢で支えることから、
腰痛症や膝関節症をお持ちの方の認知症予防としても有効に活用できる可能性が高いと考えられる。
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8-11-6　介護予防
ノルディックポールを取り入れた介護予防教室～フィットネスでの取り組みとこれまでの成果～

医療法人松徳会　松谷病院

かじわら ようへい

○梶原 庸平（健康運動指導士），富田 悠，神保 優子，松井 孝文，松谷 之義

【目的】
大阪府枚方市において平成29年4月から介護予防・日常生活支援総合事業がスタートし、当法人ではノルディッ
クポールを使用した座位中心の体操を行っている。今回はその体操が要支援者の身体機能にどのような影響を
及ぼすのかについて報告する。

【方法】
対象は「元気ノルディック体操（以下元気ノルディック）」と名付けた教室型通所事業に平成 29 年 4 月～平成
31 年 3 月の期間で参加した 65 歳以上の要支援者 7 名（男性 4 名、女性 3 名、平均年齢 79 歳± 6.7 歳）であっ
た。元気ノルディックは 1 時間 / 回、1 回 / 週、3 カ月間の全 12 回で構成され、1 回目（教室参加前）と 11
回目（教室参加後）にそれぞれ体力測定（長座位体前屈、開眼片足立ち、ファンクショナルリーチ、握力、2
ステップテスト、TUG、5m 歩行）と体組成測定（体重、体脂肪率、筋肉量、BMI、腹囲）を行い、比較した。

【結果】
教室参加前よりも参加後において、体力測定では、2 ステップテストは 20cm（P<0.01）、ファンクショナルリー
チは 5cm・長座位体前屈は 2cm（P<0.05）それぞれ有意な改善傾向が見られた。また他の 4 種目においても
有意差はないが改善傾向が見られた。体組成測定では、腹囲は BMI 肥満型で有意な改善傾向（P<0.05）、体重
と体脂肪率は有意差はないが BMI 肥満型で減少傾向であった。筋肉量は有意差はないが普通型・肥満型とも
に維持する傾向となった。

【考察】
ノルディックポールを使用した体操が要支援者の身体機能（特に歩行能力（歩幅）、柔軟性、動的バランス、
腹囲）に影響を与える可能性が示された。今後もノルディックポールを安全で効果的に提供できる方法を検討
し、フィットネス現場での普及に努めたい。
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9-1-1　防災・災害・BCP
南海トラフ巨大地震で予測される療養病床の被害の実態

医療法人恵泉会堺平成病院　救急センター

さだみつ だいかい

○定光 大海（医師）

【目的】南海トラフ巨大地震では医療機関も大きな被害を受ける。療養病床も例外ではなく、要介護者の避難
は東日本大震災や熊本地震でも問題となった。今回、南海トラフ巨大地震で予測される療養病床被災の実態を
検討した。【対象と方法】各地方厚生局公開の保険医療機関リストに国土交通省の位置標高情報を付加し、厚
生労働省病床機能報告（2018 年 3 月）による医療及び介護療養病床を持つ施設のリストおよび病床数のデー
タを元に被災予測を行なった。内閣府による最大被害想定から津波高が施設の標高を上回る場合を津波被害､
津波被害を逃れた施設のうち、震度６強と震度７が予測される施設に非耐震化率を乗じた数値を揺れによる被
災施設数とし、両者の和を継続使用が困難な被災施設とした｡ 非耐震率は都道府県別医療機関耐震率（厚生労
働省、2018）を使用した｡【結果と考察】2018 年 3 月時点で国内の 1 床以上の入院病床を有する医療機関は
179000 施設、病床数は約 1650000 床で､ 療養病床の合計は 333445 床（全病床の 20.2％）であった。療養病床
で津波被害を受けるのは約 34000 床、揺れによる被災数は約 15800 床で、合計すると約 49800 床（療養病床の
15.4％）が被災すると予測された。これは被災が予測される全病床数の約 20％に相当した。療養病床の被災が
6 県では 40% を越えるなど想定被害は甚大なものであった。特に、大都市圏である愛知県や大阪府でも使用で
きなくなる療養病床が多いことに注意が必要であると思われた。
南海トラフ巨大地震では医療機関は総力戦になる。療養病床も入床中の要介護者への支援が深刻な問題となる。
機能別病床数は流動的であるが、急性期だけでなく、慢性期の医療を担う医療機関も連携した対応策を策定し
ておくことが総力戦につながる。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
9-1-2　防災・災害・BCP
当院スタッフへの災害対応に対する意識調査と今後の課題

1 小林記念病院　リハビリ部，2 小林記念病院　事務部，3 小林記念病院　看護部，4 小林記念病院　診療部

つつみ だいち

○堤 大地（理学療法士）1，都築 由平 2，北村 美樹 3，小田 高司 4

はじめに
南海トラフ巨大地震は，今後 30 年以内に 80％程度の確率で起こる．医療機関のスタッフ一人一人が，災害時
にどのような役割を果たすべきか理解し，「災害に備える」事が必要である．
当院は，愛知県碧南市にある 196 床の回復期型病院である．三河湾の隣接地にある為，病院周辺地域は水害等
による甚大な被害が想定されている．
当院では 2017 年度より災害対策委員会を発足し，災害マニュアルの整備など地震災害に備える取組みを行なっ
てきた．
今回，災害対応に対するスタッフの意識調査を実施し，今後の委員会活動方法を検討したので報告する．
 
方法・対象
災害対応に関する勉強会を実施し，各勉強会前後に参加者にアンケート調査を行った．勉強会に参加した延べ
282 名のうち，回答に不備のなかった延べ 269 名を対象とした．設問項目は，①災害対応・医療の必要性はあ
ると思うか？ ②災害対応・医療に対する知識はあるか？ ③地震災害が起きたら役割を果たすことができる
か？とした．
 
結果
2018 年度に勉強会を計 23 回実施した．設問①で「ある」と答えた割合は前 97％→後 98％であった．設問②
で「ある」と答えた割合は前 17％→後 48％であり，「どちらともいえない」と答えた割合は前 42％→後 45％
であった．設問③で「できる」と答えた割合は勉強会前 14％→後 41％であり，「どちらともいえない」と答え
た割合は前 49％→後 55％であった．
 
考察
 勉強会前の調査から，災害対応の必要性は感じているが，実際の対応が分からない者が多かった．また，勉
強会後も「どちらともいえない」と答えた割合が高かった要因として，過去に大災害を経験していない為、災
害に対する具体的なイメージができない事が考えられた．
今後は，部署別のテーマや，災害マニュアルの役割に沿ったグループワーク，映像，写真，体験等を多く取り
入れたより現実味のある勉強会を開催し，災害時に一人でも多く迅速に行動できるようにしていきたい．



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
9-1-3　防災・災害・BCP
胆振東部地震を受けて　～災害についての意識～

友愛記念病院

くわはら しょう

○桑原 奨（事務職）

【はじめに】
当院は、北海道江別市にあり、人工 12 万人の煉瓦の町です。
当院は認知症治療病棟７９床、医療療養病棟７３床、介護保険病棟６０床の合計２１２床を有する療養型の病
院です。
外来受診も行っており、内科、精神科、歯科、リハビリテーション科があります。
 

【胆振東部地震を受けて】
初動としてまず動いたのは病院所在地の近隣職員である総務職員による現場建物の状況把握であった。
病院到着時（3 時 15 分ころ）はまだ停電にはなっておらず建物の被害もなかったがエレベーターは 5 強の揺
れにより安全装置が作動し停止状態であった。数分後、いわゆるブラックアウト、北海道全域が停電となって
しまった。
しかし復旧の目途がたたない状況が予想され院長、役職職員、近隣職員に連絡をし招集を行い、緊急の災害対
策委員会を設置、会議を実施した。
当院には災害マニュアルがあり、地震が起きた際の対応もマニュアルはあったのだが、あくまでもマニュアル
であって正直機能したかどうかといえばしていない。またそのマニュアル自体が病院内で周知されていない問
題も発生した。
連絡体制の明確化、防災対策本部の設置手段や判断基準の明確化
食料や備品の備蓄方法及び量の変更や調整購入、防災に関して職員一人一人の意識向上
を持つことが大切となる。
明日災害が起きたとしたら、どう動きますか？
従業員にどれだけ防災に関して意識付けできていますか？
自分自身の十分な対策はできていますか？
 
災害に対してどれだけ日々意識をしているのか。
今一度確認の意味も込めて考えていくことが大切だと思います。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
9-1-4　防災・災害・BCP
平成３０年９月台風２４号による被害報告及び、課題点と対策

湖東病院　事務

かとう しゅうぞう

○加藤 修三（事務職），中村 宗則

○はじめに
平成３０年９月３０日（日）２０時頃、台風２４号が日本に上陸をした。その際、激しい風雨を近畿・東海地
方にもたらした。ここ浜松でも大きな被害にみまわれ、停電被害が約１１９万戸に及んだ。当施設においても
約１６時間の停電となった。停電発生から復旧まで、そして今後の課題と対策を報告する。
○報告
停電は平成３０年９月３０日２３時より発生し、翌日の１５時３０分まで約１６時間３０分に及んだ。そして、
停電による障害はさまざまなところで発生した。建物によるがエレベーター・医療設備・通信機器・厨房機器
等停止、断水・非常食の活用・在宅サービス中止など。
これらの事象からみえてきたものを見直し、今後の課題と対応した内容をまとめる。
○結果
サービスを提供・維持していくには、電力というものの必要性を痛感する結果となった。自家発電機は建物ご
とに２台設置しているが、容量の違いもあり、建物ごとの環境・対応が異なる結果となってしまった。しかし
ながら、限られた資源の中、全職員が職種の垣根を越え、一丸となりサービス継続に努め、利用者様へ大きな
影響を及ぼすまでには至らず、乗り越えることができた。
○考察
今回の停電被害をうけて、自家発電装置・非常食・防災備品の見直しが今後の課題として挙げられる。また、
通常業務が低下している中での職員への的確な指示・命令と迅速な情報収集・共有はとても大切である。そし
て、いつもと違う動きを強いられる状況での、職員が感じる疲弊度は甚大である。災害中・復旧後の職員への
ケアを怠ることがないようにしていきたい。
○まとめ

「備えあれば憂いなし」というが、『備え』に限界はないと思う。繰り返しゝ施設の脆弱点を洗い出し、できる
限りのハード・ソフト面の整備をこれからも続けていき、予期せぬ事態に対応できるよう、そして安心・安全
な施設サービスが提供できるよう取り組んでいきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
9-1-5　防災・災害・BCP
施設と地域のつながりと、災害対策の実際

ヴィラ四日市

ひぐち ひであき

○樋口 英昭（介護支援専門員），福井 英広，中野 敏和，藤田 由美，高橋 香，井川 誠一郎

【はじめに】
 昨年９月の台風２１号で、当施設で初めての大規模停電を経験し、災害発生時の対応に様々な課題を発見した。
当施設は二次避難所に指定されており、局地的な水害や、南海トラフ地震等の際、避難所開設後の運営を派遣
される数少ない支援員と当施設の職員だけで賄えるかどうか、二次避難所としての役割以外の対応も多く存在
することを考えた時に、地域とのつながりは不可欠であるという結論に至り、実際の防災訓練に取り入れ実施
した。

【方法】
①自治会主催の防災訓練に参加させてもらい、顔の見える関係づくりをする。
②施設での防災訓練にて、大規模災害が起き、当施設に二次避難所を開設するという想定で、ここ数年、防災
訓練に参加させていただいている自治会にも訓練参加を呼びかけ訓練を実施。

【実施】
①地域住民と一緒に避難訓練に参加するとともに、地元消防団と合同で災害時に役立つ体の使い方等の指導員
としても参加。
②施設の防災訓練にて、大規模災害で二次避難所開設を想定。地域の方々とどういった取り組みができるか、
防災委員会にて検討を重ね、地域の自治会と共働し訓練を実施。

【結果】
 自治会主催の防災訓練に参加することで、地域住民と施設職員の顔が見える関係ができてくるという結果が
得られた。
 また、施設での訓練では、検討した内容と実際の動きでは全く異なる結果になり、混乱してしまう状況もで
きてしまった。

【考察】
 実際に大規模な災害に遭遇したことがない状況で、文献や伝い聞き等で想像しながら対応したが、実際に行
動してみると全然違う動きをしないといけないことがわかった。
 今後も地域住民と合同で、今回経験した改善項目を修正しながら、継続して訓練を繰り返し実施し、いざと
いう時に的確に対応できる能力を身に付けていきたいと考える。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
9-1-6　防災・災害・BCP
永生会の医療救護支援活動報告 
 – 被災地域のニーズの把握、そして地域へ –

1 永生病院　看護部，2 永生病院

やすかわ さおめ

○安川 早小女（看護師）1，加塩 信行 2

1．はじめに
永生会は、2011 年東日本大震災、2016 年熊本地震災害、2018 年西日本豪雨災害に医療支援チームを派遣した。
そこで実践した活動と課題を報告する。
 2．  活動内容
東北震災では、全日本病院協会（AMAT）また日本医師会（JMAT）の先遣隊として、発災から翌日から出
動し、主に宮城県気仙沼で活動を開始。被災現場のニーズは生活支援のフェーズに移行していること、老健施
設、在宅療養が破綻していること、精神科病棟での医療崩壊への対応、リハビリ支援が必要であることが分かっ
た。この時にいち早く災害現場にリハビリスタッフを派遣し、長期にわたり被災地のリハビリ支援を継続した
ことで、後の災害時リハビリ支援チーム（JRAT）の先駆けとなった。
2016 年熊本震災では、７隊派遣し、発災直後には熊本北区での東京都医療班設置、被災した病院支援を行った。
また、約１か月後の復興支援会議の統括責任を当院副院長が担当した。活動の中で被災地域の医療と看護をつ
なぐチーム医療を実践し、特に被災地での居住系施設でのニーズが掌握されていないことが課題とわかった。
2018 年西日本豪雨災害では、2 隊が病院救急車で出動し、岡山県倉敷市にて活動した。
この活動の中でも、破綻した生活や復興に向けた支援がさらに重要であり、住み慣れた地域での地域包括ケア
へのアプローチが、被災した地域でも有用であることを確認できた。
 3．  まとめ
永生会では地域の高齢者救急急増の需要から、多職種協働の特性を活かして、地域の医療・介護のニーズを評
価し、情報共有、協働作業、標準化推進に努めてきた。災害支援をはじめ、活動に看護師も参加しているが、
ここに特定行為看護師というスキルアップした看護師が加わることで、さらに医師との協同、地域との協同が
高まっていくと考える。住み慣れた地域での標準化医療・チーム医療への取り組みが、次の災害時の減災免災
につながると考え、今後も活動を続けていく所存である。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
9-1-7　防災・災害・BCP
災害時の役割を明確にする 
～初期対応にアクションカードを活用して～

柴田病院

わたなべ さとし

○渡部 聡（介護福祉士），佐古 真美

【はじめに】
昨年、岡山県では豪雨災害を経験し日頃からの取り組みがいかに重要か認識した。そこで業務中に大きな災害
が発生した時 1 人でも多く適切に対応できるスタッフを増やす為、災害に対する危機意識向上、Ａ病棟（認知
症中重度・平均介護度 4.1）に合わせた地震直後から災害対策本部の指示が届くまでの初期対応手順を作成し、
病棟スタッフと活用した事例を報告する。
 

【研究方法】
対象者：病棟スタッフ 13 名
１．実施前・後にアンケート調査
２．アクションカード 4 枚を用いオリエンテーションを行う
 

【倫理的配慮】
研究の回答用紙・撮影写真は本研究でのみ使用し研究終了後全てのデータを削除する事で了承を得る
 

【結果・考察】
事前アンケートでは “ 地震直後にどのように対応したら良いか分からない ” と 13 名中 11 名が回答。アクショ
ンカードを活用したオリエンテーション実施後アンケートでは 13 名中 12 名が “ 対応できる ” と回答。記述で
は「初期対応を知る事で少し安心した。どこまで出来るかは不安がある。すぐに動けるための道筋がわかった
ので少し進歩した。場所の確認が出来安心した。目的をもって行動したいと思う」等の感想が多くあった。ア
クションカードを用いて行ったオリエンテーションは、具体的な流れを理解し初期のポイントを押さえた事で
役割が明確になった。24 時間いつ起こるかわからない災害に対して何をどうするかが書かれているアクショ
ンカードは慌てず落ち着いて行動できる等スタッフの安心感にも繋がった。更に危機意識を向上させる為には
日頃からの取り組みが重要と考える。
 

【終わりに】
今回は地震直後からの初期対応に絞って資料作成・オリエンテーションを行った。具体的行動を理解し適切な
災害対応に活かせると学んだ。今後アクションカードを追加、修正しながら災害時に 1 人でも多くの命を守れ
る様に取り組んでいきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
9-2-1　チーム医療①
療養病棟における在宅復帰率、病床回転率向上への取り組み 
～多職種による入院調整と退院支援～

医療法人盡誠会　宮本病院　看護部

わたなべ のりこ

○渡辺 教子（看護師），藤原 里美，大野 恵美子，新井 友美子

はじめに

 当院は精神科病床 306、地域包括ケア病床 32、内科療養病床 111 があり療養病床においては在宅復帰強化加
算を算定している。昨年の診療報酬改定によって算定要件が見直され、同院の地域包括ケア病床が療養病床へ
の転棟は加算対象外となり、ベッドコントロールに大変な努力が必要となった。そこで病床会議などを実施し
入院予約患者の詳しい情報の把握を行った。又、多職種カンファレンスを定期的に行うことで退院目標の共通
理解をするなどの連携強化を図った。その結果、在宅復帰率 50％・病床回転率１５％以上を維持できている為、
その取り組みを報告する。

 方法

①週 1 回内科カンファレンス、病床会議での入院患者選定（多職種）
②看護部ベッドコントロール
③病棟内で毎週 1 回多職種とのカンファレンス実施
④在宅復帰率・病床回転率の集計

 結果

平成 30 年度（在宅復帰率 %/ 病床回転率 %）
 4 月（75/26.5）5 月（60/25.6）6 月（75/25.6）7 月（100/26.5）8 月（83.3/25.7）
 9 月（100/23.8）10 月（62.5/23.8）11 月（83.3/23.9） 12 月（80/25.7）1 月（75/25.7）
 2 月（85.7/24.8）3 月（66.7/22.1）
算定要件はクリア

 考察

 内科カンファレンス・病床会議等の中で転院目的、病名・予後、家族構成、経済状況、介護保険等を、入院
前からの情報として共有が図れたことは、入院から退院までの退院調整のイメージを共有する事ができ、患者
の状態にあった病棟選択をする事に繋がったと思われる。
又、週 1 回の多職種カンファレンス実施により、退院可能な患者の選択ができる。医療者は患者・家族の思い
を含めたゴールを共通認識し各職種が専門性を発揮することで効率的な退院支援を進める事ができる。この事
が回転率・退院率の向上へ大きく影響したと考える。

 結論

 病床会議や多職種カンファレンスにより、入院患者の状況にあった病棟選択や各職種が専門性を発揮した効
率的な退院支援を行う事ができ在宅復帰率・病床回転率の向上に繋がる。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
9-2-2　チーム医療①
本当に困っていませんか？日々のケアを見直すことで “ できる ” を増やそう！ 
～体験型の勉強会を通じて～

阪和第一泉北病院

あさくら なおと

○朝倉 直人（理学療法士），和田 翔馬，辻 篤子，中本 旭則，豊田 友希，前川 小百合

【はじめに】
当院は長期療養型病院であり、患者の多くは生活上何らかの介助を要する。リハビリテーション部では、病棟
スタッフに対し、年 1 回 ADL 内での介護上の困りごとに関するアンケートを実施している。しかし、A 病棟
では、看護師と介護士の間でケアに対する認識に乖離があり、看護師からは「食事や排泄介助に困っている」
とのことだったが、介護士からは「困っていることはほとんどない」という結果であった。病棟スタッフのケ
アにおける意識統一を目的に、勉強会を行う運びとなった。
 

【方法】
2017 年 10 月より、A 病棟スタッフを対象に、月 1 回程度 30 分の勉強会を実施。内容としては、起居や嚥下
の基礎的な知識・介助方法・注意点等の座学だけでなく、患者の気持ちを体感できるよう、実技・体験を中心
に行った。勉強会後には、ケアに対する考え方の変化や、今後業務に活かすことができそうかどうかについて、
アンケートにて回答を得た。
 

【結果】
勉強会後のアンケート結果では、「介助方法の復習ができた」「普段のケアに活かしていきたい」との回答が多
かった。その後、現場でも「介助が楽になった」との声が増え、患者の能力を活かして移乗でき、過介助が減っ
たため介護負担も軽減し、離床機会の増加に繋がっている。また、移乗介助の難しさや腰痛等、スタッフが苦
労している意見も得られやすくなり、リハスタッフへの相談が増え、その都度、勉強会に反映しながら運営で
きた。
 

【まとめ】
 体験型の勉強会を通じ、患者が上手く能力を発揮できれば、介助量の軽減に繋がることが、病棟スタッフ内
で実感されてきたため、普段のケアに活かせてきたと考える。しかし、介護業務時間の制約等の理由から、依
然、介助方法の統一までには至っていない。今後、患者の持ち得る能力を意識した介助が継続的に行えるよう、
現在、動機付けに着目した勉強会も実施しており、発表ではその結果もふまえて報告する。
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9-2-3　チーム医療①
共通言語として FIM 構築への取り組み 
～院内研修に教育学の考えを用いて～

鶴川記念病院　リハビリテーション科　作業療法士

ゆざわ だいすけ

○湯澤 大輔（作業療法士）

【目的】当院はこれまで日常生活動作の評価として Barthel Index（以下、BI）を用い情報共有を行っていた。
地域包括ケア病棟の立ち上げに伴い、BI より詳細な尺度の Functional Independence Measure( 以下、FIM)
を用いていく為に院内研修を行なうことになった。院内研修の計画・実施に教育学を用いている先行研究はな
く、教育学の考えを用いて研修を行なうことで効果的・効率的な研修が行なえると考えた。

 【対象】当院に勤務する入院患者業務に関する職種のＤｒ、Ｎｒｓ、PT・OT・ST、MSW、ＣＷに研修を実施。

 【方法】ＦＩＭの概要説明と研修方法のアンケートを実施。研修方法は教育学より kolb の学習スタイル理論
とアンドラゴジーを参考に①知識吸収型＝詳しい FIM の研修を行なう（以下、①）、②理論的問題解決型＝
FIM の具体例を提示（以下、②）、③現実適応型＝実際に FIM を用いる（以下、③）、④想像力発揮型＝ FIM
のグループワークを行う（以下、④）の４つをアンケートを提示。研修は 1 回 15 分、１ヶ月に２回、３ヶ月
連続で実施、1･ ２回目は②、3・4 回目は③、5・6 回目は④を用いて合計６回で終了。また、研修時には毎月
の目標（一般・行動目標）、理解度（０～ 10 の自己採点）、質問記載欄を設け、後日紙面にて返答を行った。

 【結果】研修参加者は 58 名。アンケート回収率は 100％、結果、希望の研修方法は① 3％、② 52％、③ 36％、
④ 9％であった。各月研修終了後の理解度の平均は、1 ヶ月目：5.9、2 ヶ月目：7.1、3 ヶ月目：7.7、と理解度
は向上した。
 

【考察】研修方法のアンケート結果と臨床で必要な学習スタイルはおおよそ一致しており、研修を②→③→④
と計画・実施する事は、臨床場面で自分の問題と捉え、問題解決中心の学習方法のアンドラゴジーの原理に基
づく成人学習者の特徴と合致していた。院内研修に教育学の考え方を用いる事は、忙しい業務の中研修を効果
的・効率的に行なう為の一助けとなることが示唆された。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
9-2-4　チーム医療①
東京都慢性期医療協会リハビリテーション部会の活動報告とアンケート調査からの考察

医療法人社団永生会　永生病院　リハビリテーション部

やながわ りゅういち

○柳川 竜一（理学療法士），八木 朋代

【はじめに】
 東京都慢性期医療協会リハビリテーション部会は、日頃のケアにおいて自立支援を目的とした講習会を行い、
医療の質の向上を図ってきた。本報告では部会の活動とアンケート調査から得られた結果について報告する。

【活動内容】
 介助技術講習会（基本動作・摂食嚥下）、高齢者リハビリテーション、認知症などをテーマに、医療関連職種
を対象として年間３～５回の講習会を行ってきた。

【アンケート調査方法】
各講習会受講直後と、受講１年後に追跡調査を実施。受講直後のアンケートは受付時に配布し、終了後に回収。
１年後の調査では受講者にアンケートを送付し返送してもらった。質問内容は職種、満足度（５段階評価）、
看護・介護職対象で日頃介助が大変だと思う動作（複数回答可）の３つ。

【結果】
昨年度、５つの講習会で参加者数は合計３５７名。職種は看護師、介護職、リハビリ、その他の順で多かった。
講習会の満足度は受講直後・追跡調査共に９割以上が満足しており、追跡調査の結果からは軽～中介助の方に
は生かせているという意見が多かった。しかし、認知症で動作の指示理解が困難な方や、重介助の方の介助に
は生かせなかったといった意見も聞かれた。介助が大変だと思う動作は、オムツ交換、食事介助、トイレ介助、
体位交換、その他の順で多く、理由は時間が足りない、人手不足との意見が多かった。

【考察】
アンケート結果から、高い満足度結果や、講習会内容が生かせているといった意見から自立支援を目的とした
関わりを促せていると考える。しかし、医療現場にて多い人手不足や、業務の多忙さに関する意見は多く、追
跡調査の結果からは、認知症・重介助の方に対しての個別性の高い意見も多く聞かれた。今後はこれらの問題
解決のために、より多職種連携を促していけるような講習会内容の検討や、リハビリ職種の専門性を生かした
病棟との関わり方を考える必要があると考える。
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9-3-1　チーム医療②
誤嚥性肺炎を繰り返している患者に KTBC を用いてチームアプローチを実施した 1 症例 
～栄養面を中心に～

1 田上記念病院　リハビリテーション部，2 田上記念病院　栄養科，3 田上記念病院　看護部，4 田上記念病院　医局，
5 田上記念病院　理事長院長

たていわ めぐみ

○立岩 恵（言語聴覚士）1，持増 健作 1，久保 かおり 2，馬場 海音 2，辻 裕子 3，川上 剛 1，亀澤 康裕 4，
中村 浩一郎 5

【はじめに】
KT バランスチャート（以下 KTBC）とは、経口摂取への移行と維持を支援するための包括的評価ツールであ
る。今回、誤嚥性肺炎を繰り返している患者に対して KTBC を使用し、介入が有効であった症例を報告する。

【症例紹介】
A 氏、70 歳台男性。X 年 3 月糖尿病（以下 DM) と診断。X 年 5 月急性心筋梗塞。X ＋１年 9 月に誤嚥性肺炎
を認め、外来にて加療。X ＋１年 11 月に誤嚥性肺炎を再発され、当院に入院。治療後、X ＋ 2 年 4 月に退院
する。X ＋ 2 年 5 月に誤嚥性肺炎を再発し、治療目的で当院に入院する。入院時は HDS-R：3 点、BI：5 点であっ
た。
尚、本研究は当院倫理審査委員会の承認を得て実施した。

【介入経過】
入院当初からＤＭ食であったが、食欲不振があり経口から充分な栄養摂取出来ていなかった。リハビリ開始時
から KTBC を用いて多職種で評価し、栄養項目に着目したアプローチを行った。方法としては、明治プロテ
イン Zn（BCAA を含む）を用いて 1 日に対して蛋白質が 40g、2 週間後は 55g、3 週間後は 68g に増量し、同
時に摂食訓練を中心に行った。

【結果】
1 ヶ月後の評価では、体重は 40.6 → 43.5㎏、アルブミン値は 3.4 → 3.7g/dL、BMI は 16.91 → 18。KTBC は、
39 → 48 点で食べる意欲、全身状態、食事動作、活動、栄養においてスコアが上昇した。また、BI：５→ 25 点、
藤島の嚥下障害グレードはⅡ 6 →Ⅲ 7 に改善した。

【考察】本症例は、合併症として DM があり栄養面の工夫に関して制限が多かった。しかし、KTBC により包
括的に問題点や強みが捉えられ、適切なチームアプローチができた。結果、栄養や食事動作など全体的な改善
が認められ、環境も整い誤嚥性肺炎の予防にも繋がったと考えられる。誤嚥性肺炎を繰り返し、経管栄養を視
野に入れていかなければならない患者でも、食べる支援を行うことで経口摂取を維持することが可能であった。
今後も、KTBC を用いて総合的に評価を行い、さらに経口摂取を維持できるような症例を重ねていきたい。
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9-3-2　チーム医療②
高齢、脳卒中後遺症、認知症により摂食嚥下障害を呈した患者が経口のみで栄養確保が可能とな
るまで

1 協立温泉病院　言語療法科，2 協立温泉病院　医局，3 協立温泉病院　看護部，4 協立温泉病院　栄養科

さかもと まゆか

○坂本 万由香（言語聴覚士）1，櫻井 綾子 1，久保 久美子 2，刀禰 遥 3，武本 尚子 4，坂上 華菜 4

【はじめに】
二度の脳卒中に加え脳血管性認知症により経管栄養となり、療養リハビリを経て経口移行可能になった症例の
経過と他職種との連携について報告する。

【症例紹介】
83 歳女性。
右脳梗塞後のリハビリ目的で入院中、左小脳出血性梗塞発症。急性呼吸不全・肺炎のため気管切開術施行、呼
吸器装着。呼吸器離脱後、スピーチカニューレ、経鼻経管栄養で当院へ再入院。脳血管性認知症あり。

【経過】
入院当初の VF にて、誤嚥所見は認めず。主治医より積極的な経口訓練の指示あり、ゼリー摂取から訓練開始
した。しかし昼夜逆転による身体的、精神的な不安定さから日中の安定した関わりは困難で経口摂取が進まな
かった。カニューレ自己抜去 3 度目で再挿入困難となり主治医が抜管を判断。抜管後から徐々に昼夜逆転は改
善、日中の覚醒レベルが向上し、リハビリでゼリー 2 品が摂取可能になったため、昼食のみ経口移行。介助方
法や姿勢調整を病棟スタッフに伝達し、安定して摂取可能となった。次に三食経口移行を目指し、少量で高栄
養の食事内容となるよう栄養士に相談した。また必要水分摂取のために、PTOT 担当者にも介助方法を伝達
し日中の水分摂取を促した。現在は 3 食安定して経口移行可能となっている。

【結果】
経口移行により、退院先の選択肢が広がった。今後は施設入所に向け食形態向上が目標である。

【考察】
患者は脳卒中と認知症を合併し、経口摂取困難となった。覚醒レベルと認知機能の低下により経口訓練が進ま
ず、安定した経口摂取のためには他部署との連携が必要であった。安定した経口摂取が可能になったのは、①
適切なタイミングでのカニューレ抜去の判断② ST による嚥下機能と食形態の評価・介助方法の伝達③管理栄
養士による患者の状態に適した食事内容の検討④病棟スタッフによる介助方法の統一と継続⑤ PTOT 担当者
による ADL 評価と離床による体力作り・日中の水分促し等の他職種による協働があったからだと考える。
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9-3-3　チーム医療②
生活期の脳梗塞患者に対しチームアプローチにて 3 食自力摂取が可能となった症例

医療法人社団　和楽仁　芳珠記念病院　リハビリテーション室

やまだ まみ

○山田 真美（作業療法士），合歓垣 洸一，木村 繁文，西田 好克，上田 佳史

【はじめに】今回、左片麻痺・半側空間無視（以下 USN）を呈し基本動作・ADL 全介助の患者に対し、チー
ムアプローチにて 3 食自力摂取可能となった症例を経験したので報告する。

【事例】60 歳代女性で病前は ADL・IADL 自立していた。Z 日心原性脳塞栓症を発症後、急性期病院では覚醒
不良により介助のもと昼食時しか経口摂取出来ず胃瘻を造設した。Z ＋ 123 日に療養目的に当院の地域包括ケ
ア病棟に転院し、B.R.S は右上下肢・手指Ⅱ、右上下肢・体幹 MMT2、右足関節尖足あり。左 USN を認め、
HDS-R は 12/30 点であり ADL は全介助であった。 

【経過】入院時朝・夜は胃瘻にて栄養摂取し昼食はベッド上で ST 介助のもとミキサー食、全粥を経口摂取し
ていた。Z ＋ 124 日よりリクライニング車椅子で離床、Z+136 日より昼食時のみリクライニング車椅子座位で
の食事を開始した。実際の食事場面で PT・ST と介入し、坐位姿勢が不安定であること、座位耐久性の低下、
左 USN が問題点となることを共有した。食事姿勢の安定化の為、体幹・頸部の保持と足底接地を促しポジショ
ニングを行った。左 USN に対しては右側からの刺激を抑制するように環境を設定し、病棟看護師も同様の環
境設定が行えるよう紙面を掲示した。また、OT 場面では座位耐久性向上の為、本人の興味関心（編み物）を
活かし片手で出来る作業活動を行い座位時間の延長を図った。管理栄養士とはリハの運動強度に応じた必要栄
養量の検討を行った。Z+158 日より食事は普通型車椅子座位で可能となり、その後は食形態や食事量の変更に
応じて ST と実際場面での介入を繰り返し行った。その結果、徐々に左 USN の改善も認め Z+166 日には全粥・
粗刻みで 3 食自力摂取可能となった。

【考察】管理栄養士とのカンファレンスによる栄養量の調整や PT・ST との食事場面での専門性を活かした評
価と病棟生活時における環境設定、治療プログラムの擦り合わせ等、包括的にアプローチすることで 3 食自力
摂取に至ったと考える。
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9-3-4　チーム医療②
ＡＤＬの向上を目指したチーム医療による働きかけ

医療法人沖縄徳洲会　静岡徳洲会病院

すずき しおり

○鈴木 詩織（看護師）

【はじめに】当院は静岡市内にある急性期・療養・障害病棟が存在する病院である。療養病棟の患者は、ＡＤ
Ｌ全介助の状態が多い。経口摂取は困難で、経管栄養により生命の維持に必要なエネルギーを摂取している。
その中で、入院時はＡＤＬ全介助であったが他職種の介入により自力で経口摂取ができるまでにＡＤＬが向上
した患者の経過を報告する。【患者情報】Ａ氏 70 歳代女性。既往に左視床出血があり、右半身の弛緩麻痺がみ
られる。ＡＤＬは全介助、意思疎通は可能であった。入院時より食事は経鼻にて経管栄養食を注入していたが、
本人より口から食べてみたいという発言が聞かれた。 【経過と結果】 患者の発言が聞かれたため主治医と相談
し、嚥下評価をした。看護師はベッド上で患者の体位を整え、トロミ茶やゼリーを用いて嚥下訓練を実施し嚥
下状態を評価していった。食事摂取開始後は管理栄養士と相談しつつ食形態の工夫を施していった。理学療法
士は車椅子への移乗を目標とし毎日ベッドサイドでのリハビリを実施した。その結果、食形態が固形へと変化
してもムセなく摂取できるようになり患者の離床時間が徐々に長くなった。さらには車椅子での座位を保ちつ
つ自助具の使用により自力での食事摂取が可能となり患者様の笑顔が多くみられるようになった。【考察】今
回の経過を通して、患者様の ADL の維持や向上を図ることでＱＯＬ向上や満足感を得ることに繋がっていく
こと、患者様の残存機能を生かし患者様ができる範囲を見極めつつ介入していくことの重要性を実感すること
ができた。先行研究によりリハビリテーション栄養における看護の役割は、生活者としてのＡＤＬ拡大、食べ
る楽しみの拡充、ＱＯＬ向上を実現できるような食支援を目指すことにある ( 小山、2011) と述べられており、
患者のＱＯＬを拡大させるためには看護師視点での介入だけでなく多職種と連携して介入することが不可欠で
あると考える。
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9-3-5　チーム医療②
家族の想いから経口摂取を再開し実現に至った一症例

1 芳珠記念病院　リハビリテーションセンター，2 芳珠記念病院

きむら あさこ

○木村 亜沙子（理学療法士）1，木村 久美子 2，木村 繁文 1，西田 好克 1，鈴木 邦彦 2，上田 佳史 2，
仲井 培雄 2

【はじめに】
摂食困難とされ胃瘻造設後，長期にわたり摂食を行っていなかった患者に介入し，3 食経口摂取が可能となっ
たのでここに報告する．

【症例紹介】
80 代男性．既往に脳梗塞あり．X 日，自宅で転倒し腰椎圧迫骨折受傷し，加療目的で他院入院．X ＋ 61 日，
急性胆嚢炎を発症し部分切除術施行されるが徐々に ADL 低下．嚥下障害もあったため，経口摂取困難となり
胃瘻造設される．X ＋ 188 日当院入院．VF によって，嚥下機能の低下を認め，摂食嚥下グレードは 4．誤嚥
性肺炎を繰り返すなら経口摂取は中止が望ましいとの評価であった．X ＋ 216 日，介護療養病棟へ入棟した．

【経過】
介護療養病棟入棟時の栄養形態は胃瘻より PG ソフト 300 × 3，白湯 700ml/ 日．摂食状況のレベルは 1 であっ
た．基本動作・ADL は全介助．リハビリテーション時以外はベッド臥床状態．コミュニケーションは頷きのみ．
入棟から 4 か月後，家族から経口摂食の希望あり．カンファレンスにて，車いすでの離床時間の延長・アイス
の経口摂取の方針となり，リハビリテーションを進めた．徐々に本人の摂食意欲も向上し，家族より食べさせ
たい物の希望が増えてきたため，カンファレンスで協議の上 ST へ介入を依頼した．再度 VF を行い，嚥下反
射の遅延なく誤嚥を認めないとの評価を得た．多職種での話し合いにより食上げを進め，朝は固形 3 品，昼・
夕は全粥刻みあんかけ，具なし汁の，3 食経口摂取が可能となった．経口摂取が可能となったことで，当初の
予定より早く退院が可能となり，X ＋ 602 日，自宅近くの施設へ入所となった．

【考察】
本症例を通して，医療専門職として患者の能力や可能性に常に注意を向ける事の重要性に改めて気付かされた．
経口摂取に対するご家族の想いに，カンファレンスを重ねることで多職種と連携を取りながら，安全に経口摂
取を促すことができたと考える．
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9-4-1　チーム医療③
多職種連携における病院歯科の役割 
～舌接触補助床を作製した高齢摂食嚥下障害患者の一例～

原土井病院　歯科 /　摂食・栄養支援部

いわさ やすゆき

○岩佐 康行（歯科医師）

【はじめに】多職種連携によるチーム医療は重要であるが，歯科標榜のある病院は少ない。今回，歯科で舌接
触補助床（PAP）を作製し，多職種で対応した症例を報告する。
 

【症例】84 歳，男性。3 年半前に舌左側縁のがんのため舌亜全摘と再建術を試行されたが，常食を摂取していた。
今回，A 病院にて右小脳橋角部腫瘍摘出術を試行。術後の摂食嚥下障害によりペースト食となったため，術後
19 日目に当院に転院となった。
 

【経過】入院当日に肺炎の疑いで絶食。入院 8 日目に嚥下造影（VF）試行。舌の動きが不良で，準備期・口腔
期に重度の障害あり。咽頭通過も不良で，液体で誤嚥を認めたが，むせや随意的な咳で喀出は可能であった。
PAP により咀嚼・嚥下および構音の改善が期待できると判断し，歯科で作製を開始した。VF 翌日に経口摂取
が再開されたが，頻回なムセと胸写上で肺炎が認められたことから，再び絶食となった。入院 18 日目，肺炎
は治癒していなかったが，ミキサ食・ミキサ粥・薄めのトロミで経口摂取が再開された。41 日目に PAP を使
用開始。ミキサ食で PAP に慣れてもらいながら，言語聴覚士が構音を評価し，歯科医師が PAP を調整した。
56 日目に 2 回目の VF。咽頭期に明らかな変化は認められなかったが，PAP を使用することで準備期・口腔
期に改善が認められた。また，構音にも改善が認められた。58 日目には細きざみ食・軟飯に，86 日目には軟
菜食・軟飯に変更されたが経過順調につき 96 日目に歯科介入は終了となった。
 

【考察】
本症例では舌がん手術の既往歴があり，このことが準備期・口腔期に重度の障害を生じた一因と考えられ，
PAP が有効であった。患者は高齢で肺炎を繰り返しており，多職種連携なくして回復は得られなかったと考
えられる。そのなかで，訪問歯科ではなく常勤の歯科があることは，情報共有の程度や対応の早さ，NST な
どを含めた幅広いチーム医療への参加などにおいて利点があると考えられた。
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9-4-2　チーム医療③
人工呼吸器使用患者の QOL 向上を目指した工夫

1 医療法人天心堂　志田病院　看護部，2 医療法人天心堂　志田病院

うえまつ ひとみ

○植松 ひとみ（看護師）1，永尾 きみ子 1，杉光 洋子 1，武富 梨花 1，松浦 美香 1，志田 知之 2

【はじめに】
　難病による長期療養患者では、患者の思いに寄り添った看護による苦痛の軽減が重要である。今回、当院地
域包括ケア病棟にて筋強直性ジストロフィー患者の人工呼吸器導入に伴う QOL 低下に対し、チームアプロー
チを行った事例を紹介する。
 

【症例】
　60 代男性。33 歳で筋強直性ジストロフィーの診断を受け、のちに気管切開及び胃瘻造設を受けられた。徐々
に ADL の低下や精神的な落ち込みが顕著となり、当病棟へ入院となった。入院時には生きる意欲を失い、積
極的な治療を望まれなかったが、看護・リハビリスタッフを中心とした多職種による病状に応じた生活支援に
より、生きる希望を見いだされ、人工呼吸器 (BIPAP) の導入を希望された。患者は気管カニューレの挿入に
抵抗があったため、本人の意向を尊重し、気管カニューレを挿入しない人工呼吸器管理を検討した。
 

【人工呼吸器管理の問題点と対策】
　当初は、気切孔に看護師が患者に合わせた布マスクを作成し使用した。しかし、僅かな体位の変化で容易に
布マスクがずれてしまい、気切孔を塞ぎ患者に苦痛が生じた。その結果、人工呼吸器導入前は車椅子に離床し
過ごすことが多かった患者が、ベッド臥床中心の生活となり、QOL の低下を招いた。そこで布マスクに変わ
るツールの検討を実施し、医師や医療機器業者の立会いの元、患者の意向を確認しながら、様々な物品を試験
運用した。その結果、小児用呼吸器マスクが患者の違和感が最も少なく、確実な換気が可能であることが分り、
使用することとした。装着の簡便さから看護師の時間的・精神的負担も軽減された。
 

【まとめ】
　今回、患者の苦痛緩和のために人工呼吸器を導入したが、その弊害として QOL の低下を来した。しかし、
多職種が協力して解決策を模索することで QOL を改善できた。長期療養で苦しむ患者の苦痛を少しでも軽減
できるよう、患者の思いに寄り添った看護・ケアを行う事が大切である。
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9-4-3　チーム医療③
全身状態不良により長期入院となるも自宅退院を達成した症例

永生病院　リハビリテーション部

いとう まい

○伊東 麻衣（理学療法士），小川 英明

【はじめに】
　当院、障害者施設等一般病棟において入院中に様々な疾患を併発し長期入院となったが、全身状態の管理や
チームアプローチを行なう事で御本人様の希望であった自宅退院をされた症例について報告する。

【症例紹介】
　82 歳男性。診断名は左大腿骨転子部骨折、既往歴は慢性閉塞性肺疾患、全盲。受傷前 ADL は歩行自立、ヘ
ルパー利用し独居にて生活していた。

【経過】
　X 日自宅で転倒し M 病院に救急搬送、左大腿骨転子部骨折と診断されるも保存加療となる。入院中肺炎を
併発し廃用が進行した為、リハビリ目的にて当院に転院となる。
当院では PT・OT・ST が介入。入院当初より車椅子離床を行うも食事量、活気低下を認める。X+55 日肺炎
の増悪にて経鼻経管開始となる。入院中は肺炎の寛解・増悪を繰り返すも適宜検査や服薬治療を講じ、リハビ
リも全身状態に応じて介入した。X+134 日長期的な栄養管理目的にて胃瘻造設実施、X+140 日限局性角化型
疥癬を発症し、リハビリ介入中止となる。X+173 日リハビリ再開し、今後は療養病棟への転病棟もしくは施
設入所での方向性を検討するも、御本人様・御家族様の強い希望により在宅復帰を目指すこととなる。左大腿
骨転子部骨折の影響で今後は車椅子での生活を想定し、リハビリでは車椅子自操・基本動作訓練・ADL 訓練
を実施した。病棟では食事離床・トイレ誘導を実施し日中の活動度の増加を図った。また、御家族様協力のも
と、外出・外泊訓練・家族指導・家屋評価を行い、X+228 日自宅退院となった。

【考察】
　本症例は多くの事象が重なり、自宅退院は困難と思われた。しかし、御本人様・御家族様の強い希望を叶え
る為、チームとして明確な目標設定を行い、患者様の状態について情報共有できた事が在宅復帰に繋げられた
と考える。治療が優先される病棟特性ではあるが、このような経験から、チームアプローチの重要性を感じた。
今後もチームアプローチを意識した介入を心掛けていきたい。
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9-4-4　チーム医療③
尿道留置バルーンカテーテル抜去の取り組み： 介護士の役割

介護老人保健施設　ケアホーム豊中

ででぃ へるやでぃ

○デディ ヘルヤディ（介護福祉士），今西 誠，岡島 洋平，兒玉 妙子，土手 悠平，平井 慎二

【目的】
入院中に留置された尿道留置バルーンカテーテル（ 以下、カテーテル ) の自己管理が困難なため、自宅への
退院が出来ず当施設へ入所された方にカテーテル抜去に向けて各職種で取り組んだ結果、カテーテル抜去及び
在宅復帰ができた症例を報告する。

【対象】
78 歳女性。認知症。要介護 3．介護サービスを利用し自宅（ 独居 ）生活されておられた。熱中症（ 脱水 ）、
急性腎不全、高カリウム血症の為、急性期病院に入院。治療の一環としてカテーテルを留置。その後カテーテ
ル抜去するも自排尿なく、2 日後に再挿入された。入院生活に伴う廃用症候群もあり、車椅子使用。在宅復帰
が困難なため当施設に入所された。
 

【方法】
施設生活に慣れてこられた、入所 20 日後に主治医よりカテーテル抜去の指示あり。看護師は残尿測定用エコー
で残尿測定、必要時は間欠的導尿を実施。介護士は 24 時間通しての生活状況を細かく把握し、記録伝達をした。
介助時も残存機能の活用を心がけた。

【結果】
尿道留置カテーテルを抜去でき、ご自身でトイレに行けるようになった。
車椅子から歩行補助器での歩行が可能になった。

【考察】
カテーテル抜去し、トイレへの定時誘導を継続した。その後定時誘導以外にも排尿の訴えが聞こえるようになっ
た。3 時間排泄なければ介護士より声掛けし、トイレ誘導する事を繰り返した。トイレで排尿が出たという成
功体験を重ねた事と、介護士の肯定的な声掛けで、「前より上手くなったやろ！」等、笑顔で前向きな発言が
多く聞かれるようになり、在宅へ帰るというモチベーションを維持する事ができたと考えられる。

【まとめ】
・肯定的な声掛け ・残存機能の活用 ・24 時間の生活状況の情報共有
 以上が介護士の重要な役割であると判明した。
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9-5-1　チーム医療④
介護医療院に長期入所中の一症例について理学療法士の関わり 
～車椅子での食事姿勢と離床機会確保への介入～

名南ふれあい病院

さかきばら しゅうへい

○榊原 秀平（理学療法士）

【はじめに】介護医療院は医療の必要な要介護者の長期療養・生活施設である。その為、本人家族の希望にあっ
た穏やかな生活が求められる。今回、少ない介入の中で他職種と連携し、希望であった食事向上、離床機会確
保が行えたため報告する。

【症例】90 代女性、疾患名は誤嚥性肺炎。既往に右大腿骨人工骨頭、右膝人工関節、腰部脊柱管狭窄症あり。
X-185 日施設入所中、誤嚥性肺炎にて A 病院へ入院。X-149 日施設退院困難のため B 病院転院。経鼻栄養とな
る。X 日に当介護医療院入所。

【入所時評価】ADL 全介助。経鼻栄養。コミュニケーション可能。HDS-R16 点。四肢拘縮あり。筋力、体力
低下著名。腰痛あり。本人家族の希望は経口摂取、安楽な生活。

【入所後の介入経過】目標を経口摂取、安楽な離床機会の確保とし各職種評価、介入を行った。PT では主に
姿勢評価、段階的な離床と姿勢調整を行った。X+17 日病棟にてリクライニング車椅子 60°で 30 分離床開始。
X+60 日嚥下造影検査実施。X+76 日昼食時ティルト型車椅子 60°で飲水離床開始。X+91 日病棟での離床時間
60 ～ 90 分へ延長。X+96 日平日昼のみ食事開始。X+100 日尿路感染により食事中止。X+111 日食事再開。
X+152 日 OT 介入。X+160 日 PT での普通型車椅子評価開始。機能に合わせ車椅子表作成。X+181 日毎日昼
食提供。鉄欠乏貧血あり内服開始。X+196 日病棟にて普通型車椅子で昼食、離床開始。

【結果】普通型車椅子にて最大 120 分離床可能となった。食事は経管 + 昼のみ経口 ( 自己摂取 ) 機能面では体
幹機能、可動域向上、腰痛軽減がみられた。

【考察】誤嚥性肺炎による廃用が原因で食事、離床が不可能であった入所者に対し医師、看護師の状態把握、
ST 嚥下評価をもとに、PT にて段階的な離床、姿勢調整を行った。出来る機能の病棟移行により廃用が改善
され、食事の向上、離床時間が延長したと考えられる。

【結語】介護医療院での PT の役割は希望に対して、介入し、できることを病棟へ移行することだ。
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9-5-2　チーム医療④
無言から意思表示しはじめた患者への関わり 
―看護・介護・リハスタッフの情報共有による取り組み―

苫小牧東病院

まるやま ちえ

○丸山 千恵（看護師），納谷 典子，大谷 美穂，阿部 さおり，印鑰 倫子

「はじめに」
 当病棟は５３床のうちほぼ寝たきりの患者で、本人希望で日中長時間離床している患者は２～３名である。
その中のＫ氏は自ら不快を訴えない為、オムツ交換時以外はＹ字抑制帯を装着し同一体位で車椅子乗車しＴＶ
を観て佇んでいた。その結果褥瘡も発生していた。      
 看護・介護・リハビリが連携しＫ氏へ残存機能を生かして統一したケアの継続を行った結果、生活の質やＡ
ＤＬの向上に繋がったと考えられたため報告する。
 

「症例紹介」
Ｋ氏 ７０歳代 男性   心原性脳塞栓症  認知症 週 2 ～ 3 回妻の面会あり。
 

「経過」
 ６０歳代で心原性脳塞栓症を発症。７２歳頃から認知症が悪化し不穏・徘徊により精神科へ入院。
 転倒を繰り返し体幹抑制していた。向精神薬で安定し家族希望で平成３０年７月から当院転院。
 転院後も歩行不安定ながら立ち上がり危険が伴った為Ｙ字抑制帯使用。オムツ外しや皮膚搔爬あり、つなぎ
服も着用していた。
 

「取り組み」
・Ｙ字抑制帯を解除しセンサーコールに変更。
・内服薬と軟膏処置の併用。
・トイレ歩行介助方法、車椅子乗車中の頸部痛軽減の姿勢などをリハビリに相談。
・細目なオムツ交換により除圧と気分転換を図る。
・日課表を導入、車椅子乗車中の姿勢の写真を掲示、ケア情報はシールを目のつく場所に貼付。
・カルテや紙面で情報共有。
 

「考察・結果」
 看護と介護の連携がとれておらず、施設入所までの現状維持の関わりだった。しかし向精神薬に頼りきらず
看護・介護・リハビリが連携し、具体策を講じて統一したケアの継続に努めた。
 つなぎ服とＹ字抑制解除、褥瘡治癒。生活リズムと精神状態が安定し不眠から良眠につながった。
 アクティビティケアを取り入れながら、看護・介護・リハビリがＫ氏への関わりを増やし各取り組みを行っ
たことで、意思表示をするようになり、笑顔も取り戻したと考えられる。
 結果、看護・介護・リハビリの連携と統一したケアの重要性を再認識した。
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9-5-3　チーム医療④
入浴場面で意欲的・積極的に残存機能を活かすケアを考える 
～ユマニチュードを用いた効果の検討～

介護老人福祉施設ヴィラ泉　リハビリ課

つちや あすか

○土屋 明日香（作業療法士），磯貝 衣里奈，浅原 夏奈子，長澤 久美子，工藤 奈々子

［目的］
介護場面において依存心が強い・コミュニケーションが上手くとれない・抵抗があるなど、残存機能を持ち合
わせていながら、活動につなげられないことがある。入浴ケア場面にユマニチュードというケア技術を用いて
介入し、残存機能の使用の変化と利用者様の反応の変化について検討・考察した。

［対象］
利用者様２名（平均年齢 90.5 ± 6.4 歳 ＨＤＳ－Ｒ 20 ± 2.8 点）

［方法］
１）事前調査（入浴時間と活動・利用者様の反応）
２）ユマニチュードを用いた入浴ケアを実施
３）介入による変化（入浴時間と活動・利用者様と職員の反応）

［結果］
Ｍ氏
・介入前は１分で殿部が下がり始める程度の立位機能
・入浴時間：介入前３４分 介入後２５分
・脱衣～着衣の立位時間：介入前１分４３秒 介入後９分８秒 ( 主に洗体時の立位時間の延長 )
・発言と反応：
 介入前 Ｍ氏「〇〇さんは洗ってくれるのに」
     職員によって少しずつ違うケアの仕方に戸惑う表情がみられる
     危険予知が不十分で。手すりから手を離してしまう
 介入後 Ｍ氏「とても気持ち良くて、昔温泉に行ったことを思い出したよ」
     職員「当事者だけでなく横で見ている自分も優しい気持ちになった」
       「ケアに取り入れていきたい」

［考察］
残存機能を使用していくために覚醒と指示理解、そして「意欲」は重要である。指示するケアではなく、利用
者様が安心感を持って、意欲的に機能を活動に移していけるケアを提供したい。ユマニチュードを用いたケア
は単に優しさを提供するだけでなく、意欲的に活動に取り組める点で生活全体の活動量と生活の質の向上に寄
与すると考える。
利用者様にとって介助者は最も重要な環境の一部である。利用者様・介助者双方の精神的・身体的負担に目を
向け、意欲的・積極的に残存機能を使用した生活を提供できるよう、リハビリとして今後もケアを介護職員と
ともに考えていきたい。
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9-5-4　チーム医療④
多職種連携のチーム医療が患者､ 家族を支える

公立八鹿病院　看護部

やまもと えりこ

○山本 江梨子（介護福祉士），田中 麻裕美

【はじめに】
 当病棟は慢性期病棟であり、自宅退院や施設入所の期間、療養しながらリハビリを行い、自立した日常生活
が送れるように、医師、看護師、介護士、MSW、セラピスト、栄養士と連携しながら医療、福祉を繋いでいる。
また看取り患者も受け入れ、家族とともに限りある期間を安心して過ごすことができるよう、チームで連携し
援助を考えていきたい。

【倫理的配慮】
 今回の取り組みを行うにあたり対象者や、その家族に口頭および文章にて説明を行い、同意を得る。

【事例紹介】
A 氏 80 歳 男性 腹部大動脈瘤、硬膜外血腫、肺気腫、慢性腎不全

【経過、考察】
高齢者は入院を機に身体的機能低下、認知機能低下等の様々な問題に対し、医師、看護師、介護士、セラピス
ト、MSW、NST 等と A 氏との日々の関わりを共有することで、多角的な視点で評価し新たな課題へ各職種
が情報共有、連携して取り組むことができたと考える。
在宅介護に対する不安を抱える家族、「家に帰りたい。」という A 氏に対して各々の思いを傾聴することで不
安となっている要因を明確にすることができた。そしてその要因を解決し自信となり、外出外泊に繋がった。
A 氏と家族の思いを知り、各職種が連携しひとつのチームとして関わりを持つことで、意欲向上に繋がった。
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9-5-5　チーム医療④
チームで支え活かすケア～糖尿病患者との関わりから学んだこと～

竹川病院　看護部

よしだ さとみ

○吉田 聡美（看護師）

【はじめに】
 マズローは「人は、現状の段階にある欲求を満たせないと、それより上の欲求を感じることはない」と言っ
ている。今回、終身目的にて入院された患者に対し、多職種の専門性を活かし、関わることで患者・家族の
QOL が向上し施設へ退院となった事例を経験した。その事例を振り返り、学びを報告する。

【症例紹介】
 A 氏 80 代、女性。糖尿病治療中。壊死により右下肢切断。既往に心不全あり。
アルツハイマー型認知症。終身療養目的で当院へ入院。

【経過】
入院時、ベッド上寝たきり状態であり昼夜問わず大声で疼痛を訴える様子がみられた。そのため早期より、疼
痛コントロールを実施。理学療法士がリハビリを行った。その結果、疼痛が軽減し車椅子での食事摂取が可能
となった。その後、患者・家族より外泊の希望あり。MSW による家屋評価や看護師による介護指導を経て外
泊が可能となった。しかし、外泊を繰り返す事で間食をする機会増え、血糖コントロール不良となった。この
結果を踏まえチームカンファレンスを実施。血糖に対する家族指導を行い、血糖コントロールが良好となった。
最終的に、家族は施設への退院を希望され施設へ退院となった。

【結果】
終身目的で入院されたが、患者や家族のニーズに応じたチームアプローチをする事で疼痛の軽減・ADL の改善、
血糖コントロールが良好となり、施設へ退院する事が出来た。

【考察】
患者・家族のニーズの把握に努めることで、質の高い看護・介護の実現に繋がる。また、糖尿病患者の療養生
活において、患者と家族が互いに影響し合う関係であるため、両者にチームアプローチを行うことが重要であ
ると考える。日々変化する患者・家族のニーズを把握するだけでなく多職種の専門性を理解し、専門性を活か
す事で患者・家族の欲求を満たすことが出来、患者・家族を支え活かすケアに繋がった。
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9-5-6　チーム医療④
認知症患者の暴力行為の減少に向けてのチームでの取組み

医療法人惇慧会外旭川病院　看護部

きはら のぶあき

○木原 伸明（介護福祉士），保坂 久美子，阿部 美和子，田中 歩美

はじめにＡ病院は療養病棟とホスピス病棟を有する病院である。療養病棟は殆どの患者が意識障害があり、認
知症高齢者自立度Ⅲ以上が約７割を占めている現状がある。今回、暴力行為が出現した患者に対し、家族・職
員共にストレスを抱えた状況となった症例を振り返り、チームで統一したケア介入を実施した結果暴力行為の
軽減に繋がった事例を報告する。 研究の方法１．患者紹介 O 氏７０代 男性 アルツハイマー型認知症２．期
間 平成３０年 6 月～平成３０年 9 月３．方法 １ 暴力行為出現後のカルテ記録、インシデント報告から、介入
前後の患者・家族・スタッフの表情や言動を情報収集し比較する。 ２ チームで統一したケア方法①ケアの前
に視線を合わせ声をかけ、二人で行う。②興奮状況の時は一度退室し５～１０分後に再度訪室する。③車椅子
乗車や散歩を検討する。４．倫理的配慮 患者や家族に対し、知り得た情報は研究以外の目的に使用しない事
を約束し文書で承諾を得た。５．結果入院時大声はあったが、暴力行為はなかった。暴力行為の原因として胃
潰瘍発症し、絶飲食、点滴開始後に出現し、スタッフを見ると表情は険しく興奮状態となった。家族は暴力行
為に驚き、スタッフに対する申し訳ない思いを話していた。介入１週間後より時間や「おやつ」と伝えると穏
やかに散歩し、３週間後には暴力行為はなくなり、表情も穏やかになった。６．考察 患者の思いやペースに
合わせた対応は、混乱の軽減や、安心感に繋がったと考えられる。更に、散歩やおやつを摂取することで、生
活のリズムが出来、心地よい時間となり、穏やかさに繋がったのではないかと考える。暴力行為を個人の問題
ではなく、チーム全体の問題として捉え、カンファレンスを活用し、向き合い、統一したケアを実施した事が、
暴力行為の軽減に繋がり、言動の変化に繋がったと考えられる。
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9-6-1　チーム医療⑤
当院における胃瘻チューブの管理

泉佐野優人会病院

きはら けいこ

○木原 佳子（看護師），成尾 晶子，川口 一美，加藤 寛

[ 背景 ]
当院は病床数 265 床（医療療養病床 228 床、回復期病床 37 床）の慢性期病院で、胃瘻チューブの患者も多数
入院されている。胃瘻管理に対してスタッフの考え方の違いがあり、胃瘻トラブル（漏れ、発赤、爛れ、不良
肉芽、唇状瘻等）に対しての対応、処置の統一が行えていなかった。
[ 目的 ]
院内の胃瘻患者の実態を病院全体で把握し、統一した考え方に添った管理を行いことにより、胃瘻トラブルが
改善するのか検討した。
[ 対象 ]
2018 年 8 月から 2019 年 1 月の 6 か月。当院の入院患者の胃瘻チューブ管理 48 名の内、経胃瘻的腸用カテー
テル 5 名と期間中の退院 1 名を除外した医療療養病棟の患者 42 名に対して検討した。
[ 方法 ]
統一した胃瘻管理を行うため、胃瘻チーム計 12 名（医師 1 名・看護部長 1 名・各病棟看護師 2 名）を結成し、
胃瘻チューブの患者の回診を定期的に行った。胃瘻トラブルに対して内科的処置（アズノール・白色ワセリン）
と外科的処置（硝酸銀処置・電気メス）を実施した。
[ 結果 ]
栄養管理は胃瘻のみ 34 例、胃瘻栄養と経口の併用 4 例、胃瘻栄養と輸液の併用 4 例であった。漏れは 4 名で
瘻孔周囲を清潔に保ち、白色ワセリン処置で統一し 2 名改善した。発赤・爛れは 5 名でアズノール軟膏処置を
施行し 3 名改善した。不良肉芽・唇状瘻は 13 名で硝酸銀処置を行った。硝酸銀処置で改善がみられなかった
1 名は電気メス処置を行い改善した。胃瘻トラブルのない患者が 50％から 72％に増加した。また、発赤や糜
爛などの症状のためガーゼを挟み対応していた患者が 42 名いたが 3 名へ減少した。
[ 考察・結語 ]
胃瘻管理に関して問題が生じても誰に相談することなく、各自の判断で対応していたが、胃瘻チームを結成、
統一した治療方針や処置をすることにより胃瘻トラブルを改善することができた。また、胃瘻管理等における
院内全ての医療スタッフのモチベーションの向上に繋がった。
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9-6-2　チーム医療⑤
肺炎撲滅に向けた当院呼吸ケアチームの取り組み 
～カフアシスト E70 を用いた肺炎再発予防の効果検証～

1 鳴門山上病院　リハビリテーション部門，2 鳴門山上病院　診療部，3 徳島文理大学　保健福祉学部

もりもと こうじ

○森本 幸司（理学療法士）1，直江 貢 1，高橋 昌弘 1，大村 智也 1，西岡 奨太 1，國友 一史 2，柳澤 幸夫 1,3

  【はじめに】当院入院患者は後期高齢者が多く、短期間で肺炎を再発し、心身・生活機能の低下を招来するケー
スも認められる。そこで、当院では平成 26 年 9 月より呼吸ケアチーム（以下，RCT）を組織し、肺炎の再発
予防に向けた取り組みを展開している。この中で、今回は主として神経難病患者の排痰補助・咳介助等を目的
に開発された装置であるカフアシスト E70（以下，MI-E）を高齢肺炎症例の治療に適応した結果、良好な治
療成績を得たことから、若干の知見を加え報告する。
 【対象及び方法】対象は平成 28 年 4 月～平成 30 年 3 月の期間に当院で入院加療した患者の内、3 ヶ月間に 2
回以上、肺炎を発症した患者を抽出し、主治医により禁忌事項がないことを確認した 23 例（78.0 ± 12.4 歳）
とした。実施期間は 3 ヶ月とし、週に 1 回実施した。効果検証はカフアシスト実施前 3 ヶ月・実施中 3 ヶ月・
実施後 3 か月の肺炎発症件数を比較し検討した。統計解析にはウィルコクソンの符号順位検定を用い検討した。
尚、本研究は当法人倫理員会の規定に従い実施したものである。
 【結果】実施前 3 か月の肺炎発症回数の中央値 2 回から、実施中は中央値 1 回へと減少した（ｐ＜ 0.001）。また、
実施後 3 か月においても中央値１回（ｐ＜ 0.001）と有意な発症回数の減少を認めた。肺炎発症延べ回数にお
いても実施前 53 回、実施中 23 回、実施後 17 回と減少を認めた。

【考察】加藤ら（2016）は、カフアシストを用いて MI-E 施行後に 1 回呼気量と肺コンプライアンスが有意に
増加したことを報告している。また、神経筋疾患を対象とした MI-E による効果的な排痰は、肺炎や無気肺の
予防に繋がると報告されている（Goncalves,M.R.2005）。今回、MI-E を実施することで換気の亢進や気道内異
物のクリアランス、肺胸郭コンプライアンスの維持・改善が得られ、肺炎の再発抑制に影響を及ぼしたと推察
された。
 【まとめ】今回、定期的に MI-E を実施し肺炎再発回数の有意な抑制効果を確認した。
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9-6-3　チーム医療⑤
当院リハビリテーション部における歯科衛生士配置による効果

愛全病院　リハビリテーション部

すずき かづき

○鈴木 佳月（言語聴覚士）

【はじめに】
当院は回復期リハ、療養病棟を中心とする 609 床の慢性期病院であり、患者の平均年齢は 80 歳を超える。摂食・
嚥下評価件数は年間約 350 件に上り、訓練を進めるのに必要な口腔内評価を強化するため、H30 年 4 月よりリ
ハビリテーション部に歯科衛生士 ( 以下 DH) を配置した。今回は、その配置効果と、歯科を含めた連携により
ADL が向上した症例を経験したので報告する。
 

【DH 介入実績報告】
期  間：H30.4.1 ～ 10.31
対 象 者：摂食・嚥下評価依頼患者（119 名）
実施内容：DH による口腔内評価等
結  果：口腔内に何らかの問題があった患者（111 名）
・歯科受診が必要であった患者 55 名（うち歯科受診 34 名）
・改善者 31 名、維持者 88 名
【症例報告】 A 様 70 歳 男性
 病  名：結核性髄膜炎
 経  過：
H30. 5.16  当院入院
日常生活自立度 C2（FIM26 点）、IVH 管理、ミトン装着、HDS-R11/30 点
H30. 5.17  ST 評価（ゼリーから摂食訓練開始）
H30. 5.18 DH 評価（本人、妻ともに義歯作成に消極的）
H30. 6.22 DH がカンファレンスに参加し、家族に義歯作成の理解を得る
DH、ST が繰り返し説明、主治医の説明により本人義歯作成に同意
H30. 7.11 歯科治療開始
H30.10. ４  義歯完成 米飯・形態食へ変更
 H30.10.16  日常生活自立度 B2（FIM55 点 )、3 食経口、ミトンなし、HDS-R27/30 点
 H30.11.27  施設退院

【考  察】
 DH による早期の口腔内評価は、早期問題点抽出、スムーズな歯科治療、維持改善に効果的であった。また、
評価によって、治療の必要性、治療期間の見通し等、多職種の理解に繋がり、本人家族に対しては、専門職が
繰り返し説明することで、義歯作成への理解、意欲が向上した。
リハビリテーション部に DH を配置することは、早期の口腔内評価による患者状況をリアルタイムにかつ密に
ST と情報共有でき、患者の摂食・嚥下機能アップに貢献する効果がある。
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9-6-4　チーム医療⑤
当院の療養病棟における摂食嚥下の取り組み 
～主治医が立ち会う摂食嚥下機能の評価と多職種連携～

医療法人財団　利定会　大久野病院　

みやわき かずき

○宮脇 一紀（言語聴覚士），小出 貴織，小峰 雪奈，広田 実穂，工藤 弘之，山﨑 文子，杉浦 むつみ，
望月 智弘，木下 学，進藤 晃

【はじめに】
 当院の療養病棟には、在宅や施設・医療機関から誤嚥性肺炎により治療が必要な患者や胃瘻を造設後入院さ
れる患者がいる。当院では「どのような状況でも経口摂取を諦めず評価する」という方針のもとに、主治医を
始めとし多職種による摂食嚥下機能の評価（以下、評価）への立ち会いと、状況に応じて関連職種が関わり摂
食嚥下の支援に取り組んでいる。療養病棟において、入院時に胃瘻や経鼻経管栄養、点滴という非経口の患者
に対して、経口摂取に繋げられた結果を調べたため報告する。

【方法】
① 2018 年 4 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日までの間に療養病棟に入院した 42 名の非経口の患者を対象とした。経
口摂取とはお楽しみレベルも含むこととする。
②評価は、可能な限り主治医、栄養士が立ち合い、言語聴覚士と評価を行った。看護師にも立ち会いを依頼す
ることもあった。摂食嚥下機能の状態により、耳鼻咽喉科、歯科に評価を依頼し、VE・VF 検査を実施する
場合もあった。
③ 42 名のうち経口摂取に繋げられた結果を調べた。

【結果】
 入院時に非経口の患者で経口摂取に繋げられた患者は 42 名中 31 名（74％）だった。経口摂取の状況の内訳
としては、お楽しみレベルの経口摂取が 8 名、1 食のみ経口摂取が 7 名、3 食経口摂取が 16 名となった。

【考察】
 主治医を始めとし多職種で評価に立ち会い、関連職種が関わることで、療養病棟であっても十分に経口摂取
に繋げることができるということがわかった。入院時は、胃瘻や経鼻経管栄養、点滴等栄養の確保の状況は患
者によって異なる。しかし、どのような状況でも諦めることなく評価を行い多角的視点から判断することによ
り、患者の可能性を見逃さず経口摂取に繋げることができると考える。また、主治医が評価に立ち会うことで、
その場で円滑に方向性を決めることができる。結果として、患者の摂食嚥下機能の廃用を予防し、迅速に支援
できることが経口摂取に繋がると考える。
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9-6-5　チーム医療⑤
グループホームでの多職種による充実化に向けて ～入居者の可能性を探る～

愛全病院　リハビリテーション部

こいずみ さとし

○小泉 智（理学療法士），佐藤 景子，三谷 友香里，吉川 文博

【目的】
昨年度介護報酬改定よりグループホーム（以下 GH）での生活機能向上連携加算が新設された。
もとより当法人では GH にリハビリ職が常駐し、生活機能や QOL の維持・向上を図り、入居者の自立支援・
重度化防止を目指した多職種でのチームケアの充実化に取り組んできた。その成果の一つとして生活機能向上
連携加算取得につながったため報告する。

【方法】
生活機能の評価と達成目標の目安として機能的自立度評価法（以下 FIM）を採用した。
日常行っている最低限の状況と、最大能力時や環境が整ったときに可能となる状況を FIM の点数で示し、そ
の差を埋めるべく取り組む内容を 1 ヶ月毎の段階に分けケアプランに記載した。

【結果】
3 ユニット 24 人中 23 人で加算取得（R1.7 時点）
＜職員の変化＞
・入居者自身が ADL を始められる声かけ方法や環境設定を探るようになった。
・できる、できないの 2 択ではなく、「～を介助すれば…ができる」等細かく評価するようになった。
・入居者の持つ潜在能力や可能性を職員全体で話し合う頻度が増えた。
＜入居者の変化＞
・工夫した声かけをすることで、少し時間をかけてでも ADL を自分でやりはじめるようになった。
【考察・展望】
FIM での自立度の段階分けにより、その人の持つ最大能力を評価し、それを日常生活に定着させる流れをつ
くることができた。
リハビリ職として入居者の評価に加え、職員の FIM の理解促進、その概念を踏まえた細かい目標設定やサー
ビス内容の検討などに深く関与できた。
また現在は訪問医の多角的な診療につなげることを目的に、訪問診療に同席しリハビリの視点を加えた情報提
供をしている。多職種でのチームケアをすすめるうえで医療と介護の架け橋になればと思っている。
以上より GH での自立支援・重度化防止に向けた取り組みの中でリハビリ職の持つ役割は非常に大きいと考え
る。今後も入居者の可能性を探り、それが達成されるチームケアを推進していきたい。
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9-7-1　チーム医療⑥
スタッフ間での患者の日常生活動作の援助統一をめざして 
～ＡＤＬ表の活用～

中洲八木病院

さたけ じゅんこ

○佐竹 順子（看護師），阿部 さつき，川村 典子，大和 裕美子，松本 佳久，日浅 匡彦

 【はじめに】
当院地域包括ケア病棟では、患者の日常生活動作（以下ＡＤＬ）は様々である｡ 患者に合った援助を行ってい
くためには､ 他職種との連携が必要不可欠であるが、それぞれが別行動での仕事のため他職種での患者の情報
交換が不十分であった。今回スタッフ間で患者情報を統一するため､ 当院回復期病棟で既に使用しているＡＤ
Ｌ表を用いて地域包括ケア病棟でのＡＤＬ表の必要性について調査し、その結果、地域包括ケア病棟に合った
ＡＤＬ表の作成について検討したので報告する。

【方法】
対象者は地域包括ケア病棟に勤務する看護師・看護助手・セラピスト計 49 名。期間は H31 年 3 月 1 日～ R1
年 6 月 30 日。方法①施行前にＡＤＬについてのアンケートを実施。②患者のベッドサイドにＡＤＬ表の設置
と同時に従来の表について意見や改善点等アンケートを実施。③施行後にＡＤＬ表の必要性を全スタッフから
聞いた。その後、新しいＡＤＬ表を作成した。

【結果】
①ＡＤＬに対してのアンケート調査では､ 患者のＡＤＬを把握できないためＡＤＬ表は必要との回答が多数で
あった。②ＡＤＬ表を使用しての意見としては、ＡＤＬ表の変更時の更新が確実にできるのか、回復期病棟Ａ
ＤＬ表よりも細かな情報の記入の意見が得られた。③施行後ＡＤＬ表は必要かとの質問では必要と答えたス
タッフは 100% であったが、その内約 20% のスタッフはＡＤＬ表の更新が確実にできるなら必要との回答で
あった。新しいＡＤＬ表は、従来の表より移乗時の介助方法等のチェック内容を増やし作成した。

【まとめ】
今回地域包括ケア病棟でも ADL 表は必要であることが分かった。従来の表を改正することにより､ 地域包括
ケア病棟に合ったＡＤＬ表を作成することができたが、現在まだＡＤＬ表の試用期間が短い為､ 今後話し合い
を重ねる必要がある。今後新しいＡＤＬ表を用いて他職種間の患者情報が共有でき高い水準での ADL の援助
統一が出来るように目指していきたい。
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9-7-2　チーム医療⑥
一般病棟から外来へ継続看護を繋ぐ連携シートの導入と実践の振り返り

西日本病院　看護部

よしおか なつき

○吉岡 菜津貴（看護師），藤本 有紀，小松 恵理，山本 美津恵，東 清美，原田 真由美

【はじめに】先行研究で入退院時の継続看護の必要性に関する意識調査を行なった結果より、継続看護の必要
性を感じているが、その阻害要因として申し送りに関するマニュアル等がなく、外来看護師が病棟カンファレ
ンスへの参加など時間の確保が難しいと感じていることなどが挙げられた。その中で最も継続看護を難しくし
ている要因は、外来と病棟のコミュニケーション不足であった。そこで、病棟から外来への継続看護に繋げる
ツールとして連携シートの作成し、申し送りができたかアンケート調査を行なった。

【方法】連携シートの内容は、退院後の生活環境を選択し通院内容などフローチャート式に記載する方法とした。
当院で治療継続をする場合は、申し送りを自由記載にすることで個別対応ができるようにした。

【結果】連携シートの実施期間は２ヶ月で 76 枚使用された。その中で、継続看護が必要と感じた症例は、誤嚥
性肺炎の発症により予定受診より前に再入院となったため、連携シートの活用までには至らなかった。その他、
退院時に残薬の渡し忘れがあり、外来受診に残薬を渡すことができた症例もあった。また、倫理的配慮に基づ
いたアンケート調査を25名に行なった。病棟と外来間の継続看護が必要であると結果だった。しかし、連携シー
トの必要性を感じたのは病棟 80％、外来 60％の回答だった。それは、継続看護が必要と思っているが、連携シー
トによる申し送りが必要とされた患者は少なく継続看護としての実感が得られなかったと考える。

【考察】連携シートの活用は実感できなかったが、他病棟で化学療法の情報共有や術後の抜糸など申し送りが
必要な症例があった。さらに、在宅療養生活で衛生用物品などを連携シートより事前に準備することで外来待
ち時間の短縮にもなるため、今後も連携シートが必要と考える。そのためにも、紙媒体である連携シートを電
子カルテへの入力式にすることで、全部署に活用できると考える。
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9-7-3　チーム医療⑥
医療療養病棟の退院支援に関する検討  
～介入必要度に関する入院時スクリーニングを目指して～

1 小林記念病院　連携室，2 小林記念病院　外科，3 小林記念病院　薬剤科　連携室，4 小林記念病院　看護部，
5 小林記念病院　リハビリテーション部

さかきばら あつこ

○榊原 敦子（看護師）1，加藤 豊範 3，中井 敏子 1，加藤 美紀 4，刑部 直樹 5，小田 高司 2

目的
 当院の医療療養病棟は、褥瘡、透析、がん末期、レスパイトなど幅広い患者を受け入れている。また、入院
前から介護量が多く、経済面の問題を抱える患者が多いなど、入院初期からの退院支援を必要とする患者の多
い病棟である。退院調整看護師が効率的かつ効果的なより良い退院支援介入を行う事を目的として退院支援を
困難としている要因に関する研究を行った。
 
方法
 2018 年 10 月～ 2019 年 3 月に医療療養病棟から退院した患者 51 名を対象とした。
電子カルテ記載を用いて後ろ向き解析を行った。退院調整看護師の介入が必須と考えられた要介入群 38 名と
それ以外の介入不要群 13 名について年齢・ADL・認知症の有無・医療処置の有無・介護度 ( カットオフ値要
介護 3)・退院後負担可能な療養費 ( 同月額 15 万円 ) など 16 項目を比較検討し、要介入群を選別するスクリー
ニングの可否について検討した。スクリーニング項目の妥当性をロジスティック解析を用い評価した。
結果
 単変量解析の結果、odds 比「介護度（4.42[1.24-18.33]）」「負担可能な療養費（3.88[1.56-7.88]）」「医療処置

（2.75[1.09-13.44]）」が判定要因として抽出された。一方で、認知機能や嚥下機能の低下は有意な判別要因では
なかった。
さらに、看護師による介入を目的変数に多変量解析を行ったが、有意な判定項目は抽出されなかった。
考察
 「要介護 3 以上」、「負担可能な月々が 15 万円未満」「医療処置あり」が療養病棟からの退院を困難とする要因
と考えられ、この 3 要因に該当する患者を入院早期にスクリーニングして、優先的に退院調整看護師が早期か
ら職能を活かした介入をすべきと考えられた。
今後は医療療養病棟入院後 2 週間以内に行う退院支援に関する入院時スクリーニングツールの開発ならびに退
院調整看護師介入プログラム策定が必要である。
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9-7-4　チーム医療⑥
安定した車椅子坐位を提供するために  
～シーティングラウンドを実施して

医療法人厚愛会　高知城東病院

くぼ あすか

○久保 あすか（作業療法士），竹村 亜紀，渡邊 菜穂子

Ⅰ はじめに
A 病院の病棟にて車椅子座位で過ごす患者の中に、坐位姿勢の崩れが見られた。患者に適合した車椅子やクッ
ションが提供できておらず、療法士による介入も不十分であると思われた。そのため、療法士、看護師、介護
職員が、各患者の車椅子や、坐位姿勢に関して話し合い、対策を検討する必要性があると感じた。多職種が連
携してシーティングを行うための実践的な方法の試みとして、シーティングラウンド（以下：ラウンド）を実
施したので報告する。

Ⅱ 研究方法
対象者：病棟の車椅子使用患者 41 名 研究期間：平成 30 年 12 月～平成 31 年 2 月
ラウンドの方法：療法士が評価用紙にて評価を行い、ラウンドが必要な患者を抽出する。病棟職員、理学療法
士、作業療法士が、患者の車椅子坐位について、実際の坐位姿勢を見ながら話し合いを行う。車椅子やクッショ
ンの変更や、必要な介助について検討し、病棟職員へ決定した内容を伝達する。

Ⅲ 研究結果
  ラウンドは、12 月 4 回、1 月 2 回、2 月 2 回実施した。ラウンド対象者は、12 月 27 名、1 月 26 名、3 月 19
名であった。実施後、対象者 27 名の内、坐位の改善が見られた患者数は 12 名、不十分な面があるが改善した
のは 7 名、変化がなかったのは６名、その他は 3 名であった。

Ⅳ 考察
 ラウンドの対象となった患者の大半は、坐位姿勢が以前より改善している。患者に適切な物品を提供できた
こと、その物品の使用に患者、職員が慣れたこと、職員が移乗後に良姿勢に整えられるようになったことが要
因として考えられる。しかし患者の定期的な座り直しの介助については、病棟職員全体に定着することが難し
かった。継続してラウンドを行うことで、職員の姿勢改善に対する一層の意識向上を図っていく必要があると
思われる。ラウンドにて、職員同士が患者への気づきを相談、共有し、問題解決を図り、同職種間、多職種間
での連携を深めていくことが重要であると考えられる。
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9-8-1　チーム医療⑦
療養病棟スタッフの自宅退院支援への意識調査

世田谷記念病院　看護部

しかまた かおり

○鹿又 かおり（看護師）

[ 目的 ]
事例を通し、療養病棟スタッフの退院支援に対する意識がどのくらい変化したのか調査を実施したので報告す
る。
[ 対象 ]
90 歳女性。既往に慢性心不全。今回急性腎不全で急性期入院。認知症と家族背景から自宅生活困難と判断さ
れ療養病棟に入院となった。入院時データ上から貧血、低栄養、NYHA 重症度分類Ⅲ度、肝硬変があった。
また経緯不明だが両下腿に数箇所の血疱と内出血斑あり。精神状態は不穏、帰宅願望、希死念慮がみられた。
本人、家族ともに自宅退院を希望も課題として老々介護、認知症、転倒リスク、皮膚トラブル、嚥下リスクに
対する家族の理解力不足などが挙がった。入院早期から課題に対してのアプローチを実施。在宅サイドとの情
報共有を密に行い、在日 69 日で自宅退院された。このように問題点、課題が多い患者・家族の自宅退院につ
いて療養病棟の医師、看護師、介護士、せラピストへの意識調査を実施した。
[ 方法 ]
方法はアンケート及び一部記述方式。
[ 結果 ]
アンケート結果では自宅退院は難しいと思ったが事例を通して意識が変わったという回答が 10 名。多職種と
の共有やカンファ・家族指導の充実に取り組むようになったとコメントがあった。また自宅退院は難しいと思っ
た。事例を通しても意識は変わらなかったという回答は 4 名。
本人、家族の意見を尊重したいがリスクを冒してまで無理に帰さなくてもいいと思うとの意見があった。
[ 考察・結論 ]
自宅退院支援の意識が変わらなかったスタッフもいたが、今回の事例を通して療養病棟で課題・問題点の多い
患者でも自宅退院できる。また、退院支援にあたってどのようにアプローチしていけばよいかなど考えるよう
になったと意識変化がみられた。患者が自宅に帰りたいという気持ちを尊重し、今後もこのようなケースを増
やすことや退院後訪問の様子を病棟スタッフへフィードバックすることで少しでも退院支援に対する考え方が
変わるスタッフが増えてくる可能性がある。
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9-8-2　チーム医療⑦
回復期リハ病棟での各職種間の情報伝達向上への取り組み～アンケート調査を利用して～

中洲八木病院

ふじい まりこ

○藤井 麻理子（介護福祉士），中惠 由加利，大和 裕美子，加集 真未，中村 恵実子，大磯 紗智，吉本 美紀，
倉田 浩充，日浅 匡彦，八木 康公

【はじめに】
回復期リハ病棟では、リハが主体となるため、リハの隙間に看護補助業務を行っている。そのため各職種との
連携を取るため情報の伝達を行っている。しかし連携が不十分なため、伝達されている ADL の介助方法が実
際と異なったり、入浴介助がリハと重なる等の問題が起こっている。今回、各職種間の情報伝達に関するアン
ケートを行い、連携の強化を図ったので報告する。

【対象と方法】
当院回復期リハ病棟の看護師 17 名、リハスタッフ 22 名、看護補助者 11 名の計 50 名を対象とした。アンケー
ト時の伝達方法は ADL 表 ( ベッドサイドに各種 ADL の介助方法を記載 ) とリハビリ表 ( 治療士別に担当する
患者名と時間帯を毎朝病棟に提出 ) で、各伝達法について業務の円滑化に役立っているかを 6 段階で評価して
もらい、問題点を記載してもらった。

【結果】
どの職種からも概ね役立っているとの回答であったが、問題点として､ ADL 表は「変更があったらこまめに
記入変更してほしい」があった。リハビリ表では「変更時の連絡がなく入浴介助の時間がなくなる」「文字が
小さくて見えにくい」「変更時の手書きの部分がわかりにくい」その他の意見では「病室に入浴中のカード必要」

「外出・外泊が看護師以外でもすぐわかればいい」等があった。
【改善点および考察】
アンケート結果を基に、リハビリ表は治療士別以外にその日に入浴する患者さんだけ選び、患者さん別のリハ
スケジュール表を作成した。ADL 表は記入者が明らかでなかったので、その日の病室担当者が必ず更新する
ルールを決めた。また患者さんに所在カードを渡し､ 外出・トイレ・入浴・散歩・洗濯等の表示をしてもらっ
た。その結果 ADL 表では記載の介助方法と実際がずれることが少なくなり、入浴介助の時間は重なる頻度が
減少した。また所在カードは利用できる患者さんが限定される問題が残った。今後も生じた問題に対して少し
ずつ改善していきたい。
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9-8-3　チーム医療⑦
慢性期医療を中心とした当院での臨床工学技士の関わり

永生病院　医療技術部　検査科

みずしま けい

○水島 啓（臨床工学技士），佐藤 れい子

 
【はじめに】
近年、医療安全に対する関心が増しているなか、医療機器は高度化し医療機関ではそれらの操作や管理に難渋
している。慢性期医療を提供する病院も例外ではなく、そこで働く看護師の業務量も増え煩雑化を招いている。
これらの現状から当院では 2018 年 4 月より臨床工学技士が 1 名の常勤勤務体制となった。
多くの臨床工学技士が急性期病院で活躍するなか、慢性期病院での臨床工学技士の活動を報告する。

【業務内容】
最初に取り組んだのは医療機器の安全管理体制の構築である。新たに部屋を確保し、中央材料室の片隅で管理
されていた人工呼吸器などの医療機器を中央管理化とした。また、臨床の知識を生かし病棟での人工呼吸器の
ラウンドや患者アセスメントを行ない、その他に内視鏡室での検査・処置の補助業務や一部の整形外科手術で
医療機器操作なども行なった。
さらに「医療機器安全管理責任者」として医療安全管理者や医薬品安全管理者などと共に多職種での医療安全
活動にも参加しており、臨床工学技士の活躍できる場が他にもあると感じている。

【アンケート調査】
一年の業務を経て、看護師へアンケート調査を行ない、臨床工学技士への認知度や医療機器についての不安材
料を抽出した。

【展望・結語】
今後は、一部だけとなっている手術へ立会う件数を徐々に増やしていくことを目標にし、臨床工学技士が行え
る業務を常に模索していきたいと考えている。さらに、臨床工学技士の強みである人工呼吸器といった医療機
器の適切な取り扱いやスキルアップを目的として、多くの職員へ情報を提供できるように教育にも力を入れて
いきたいと思う。
それが看護師のマンパワー不足を補い、当院の医療の質を高め、患者のみならず職員へも安心と安全を提供で
きると考えている。
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9-8-4　チーム医療⑦
多職種から見た精神科作業療法の認識とその変化

1 南淡路病院　リハビリテーション科，2 南淡路病院　診療部

たうら やすよ

○田浦 康代（作業療法士）1，松田 直也 1，三澤 秀樹 1，山崎 哲也 2，伊井 邦雄 2

【はじめに】当院の精神科作業療法（以下、精神科 OT）が開設して 2 年が経過した。しかし作業療法 ( 以下、
OT) 活動における他職種連携が乏しいのが現状である。そこで多職種が精神科 OT の目的や役割をどの様に認
識しているのか調査した。

【方法】当院精神科に勤務している看護師・介護士、計 41 名を対象に選択式アンケート調査を実施 ( 初回：
2018 年 6 月 18 日～ 6 月 23 日 / 最終：2018 年 8 月 20 日～ 25 日 )。精神科 OT に従事した事のある作業療法士
( 以下、OTR)9 名に同様のアンケートを行い、結果に差が生じているか調査を行った。初回アンケート終了後
にカンファレンスの開催や協働実施・勉強会を開催し最終アンケートを実施。 

【倫理配慮】 当院倫理規定に則り、個人情報保護に十分な配慮を行った。 
【結果】①精神科 OT の目的を理解している：OTR は 100％、多職種は 76％から 85％へと改善。②精神科 OT
から連想する活動：OTR は「作業活動」が 56％「ADL 訓練」が 23％、多職種は「作業活動」が 50％「レク
リエーション」が 44％。③ OT に期待する事：OTR は「症状の軽減や安らぎの獲得」が 55％「廃用の進行予
防」が 44% 多職種は「症状の軽減」が 51％「廃用の進行予防」が 40%。④多職種との連携：OTR は「ややで
きている」が 44%、多職種は「できている」が 23%。 

【考察】今回 OT の目的理解に対して向上は見られたが作業の手段や用い方等が適切であったかの判定には至っ
ていない。また、作業活動やレクリエーションを連想する回答が多く、提供活動の狭小化も伺える結果となっ
た。高齢者が多い当院において個別性の重視や身体面への介入は必須である。秋山らは多職種連携の円滑性向
上にはマネジメントが欠かせないと述べている。連携不足が伺える結果を踏まえ、多職種の役割に加え協働を
円滑にコーディネートするマネジメント力を向上することで精神科 OT の認識改善やその人らしい人生を支援
できる OT の提供に努めていきたい。
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9-8-5　チーム医療⑦
仕事の効果を高めるために 
～支援とパワーレス状態の関与～

1 医療法人竜仁会牛尾病院看護部　キャリア開発室，2 医療法人竜仁会牛尾病院医療療養病棟　キャリア開発室，3 医療法人竜
仁会　介護老人保健施設けやきの郷　キャリア開発室，4 医療法人竜仁会牛尾病院リハビリテーション科　キャリア開発室，
5 医療法人竜仁会牛尾病院指定居宅介護支援事業所　キャリア開発室

くわた きょうこ

○桑田 今日子（看護師）1，小出 千裕 2，小坂 尚志 4，伊藤 健士朗 3，徳永 智史 4，永井 洋一 5

はじめに
看護職員と協働する介護職員は専門職としての力を発揮できずにパワーレスを感じやすいとの報告がある。当
法人ではその問題を解決するため、職務エンパワメント理論をもとに、組織としての対策を検討している。当
理論においては、構造的エンパワメント（職場環境）が高まると心理的エンパワメント（個人）も高まり、結
果として仕事の効果が高まるといわれている。先の研究では、職場環境の中でも「支援」が重要であることが
分かった。そのため今回は「支援」の具体的な内容や方向性に着目した。  
目的

「上司からの支援」と「同僚からの支援」がパワーレス状態に及ぼす影響を明らかにする。また、具体的な支
援内容を検討し、介護職員がパワーレス状態に陥らず、仕事の効果を高められる体制作りの一助とする。 
研究方法
職場環境における「支援」の状態とパワーレス状態について、法人内の介護職員 88 名に対し、質問紙調査を
実施した。質問紙は日本語版職務 ( 構造的 ) エンパワメント尺度と Spreitzer らの心理的エンパワメント尺度
を参考に、一部独自に改変したものを使用した。その結果をもとに「上司からの支援」「同僚からの支援」と
パワーレス状態についての相関分析と重回帰分析を行った。 
結果

「上司からの支援」はパワーレス状態に対して有意に影響を及ぼしていた。一方「同僚からの支援」は影響が
認められなかった。支援の内容としては「役立つ助言や問題解決のアドバイスを得ることができる」「職務の
可能性に対する情報やアドバイスを得ることができる」「今後の研修や教育について相談することができる」
との相関が高かった。
 考察
パワーレス状態に陥らず、仕事の効果を高めるためには「上司からの支援」が必要となる可能性が示唆された。
特に「職務の可能性に対する情報やアドバイス」を行うことが重要である。上司の積極的な支援により、個人
の能力が引き出され、仕事の効果を高められる体制作りが望まれる。
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9-9-1　褥瘡①
多職種連携で褥瘡発生を予防する

熱川温泉病院　看護部

せおと けいこ

○瀬音 恵子（看護師），横山 雅之，黒木 瞳，佐藤 茂樹，村木 美奈江

■研究背景
当院は回復期病床と療養病床全 199 床の療養型の病院である。
平成 29 年度の院内での新規褥瘡発生は 36 件。褥瘡対策委員会では毎月、多職種（医師・看護師・理学療法士・
作業療法士・管理栄養士）で褥瘡患者のラウンドを行い治療方法・栄養管理・体圧分散寝具・ポジショニング
の検討を行い褥瘡治癒の促進に繋がったが、褥瘡患者を減らすには発生を予防することが不可欠と考え予防に
取り組んだ。
 ■研究目的
 多職種で褥瘡発生予防のためのラウンドを行い、褥瘡発生が前年度の 50％に減少する。
 ■研究方法
①研究期間 2018 年 6 月 1 日～ 2019 年 3 月 31 日
②対象者 栄養状態リスク評価における高リスク患者 （Alb 値 3.0g ／ dl 未満、
 体重減少率１ヶ月に 5％以上 3 ヶ月 7.5％以上 6 ヶ月 10％以上）で、褥瘡の無い患者
③方法 多職種による月１回の予防ラウンド、病棟の看護師・ケアワーカーも参加し栄養管理改善、
体圧分散寝具の選定、体圧分散機器を使用しデーターを基にポジショニングを行なった。
■実施
栄養状態の改善としてカロリー UP、体圧分散寝具はエアマットを必ず使用し、理学療法士・作業療法士がポ
ジショニングシートを作成して病棟スタッフへ周知した。                               
■結果
平成 29 年度の新規褥瘡発生は 36 件、平成 30 年度は 19 件と 47％減少した。
■考察
日本褥瘡学会の褥瘡予防管理ガイドラインでは、管理栄養士や多職種ケアチームに助言を求めることを推奨し
ている。褥瘡患者は全患者が、栄養状態リスク高リスク患者であることから栄養状態高リスク患者は褥瘡発生
のリスクが高いと考え、多職種で関わる事で新規の発生を予防できるのではないかと予測し、栄養改善のカロ
リー UP、理学療法士・作業療法士にて褥瘡予防のポジショニング、剪断力、ズレ、体圧分散と姿勢保持、を
考慮したポジショニング及びポジショニングシートを掲示し各病棟で周知、温泉入浴によるスキンケアが褥瘡
発生の予防に繋がったと考える。
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9-9-2　褥瘡①
褥瘡予防対策の適切性の再評価 
～スキンケア委員会での取り組み～

光風園病院

いりき ちづこ

○入来 千鶴子（看護師），上利 康恵，鵜城 祐二

【はじめに】
当院では、入院時から褥瘡のリスクに対してアセスメントを行い、予防対策をとっている。褥瘡が発生した場
合は病棟でカンファレンスを開き、発生した状況や原因の把握、褥瘡予防対策の問題点等について検討してい
る。
各病棟のスキンケア委員は、社内 LAN で運用している褥瘡発生記録表に検討結果等を入力し法人内で情報共
有している。また、患者毎に褥瘡経過記録表を作成し、１週間に１回写真撮影と創部の計測等を行い治癒まで
の経過を記録し、病棟毎にファイルにまとめ多職種で情報共有できるようにしている。
スキンケア委員会では、月に１度の委員会の場で皮膚科医とともに褥瘡全症例について症例検討を行い、各病
棟での検討結果や治療経過について再度検討している。必要物品の管理や情報交換が出来ていたかも含めて協
議し、病棟にフィードバックしている。また、委員会では発生した褥瘡の全症例検討以外に、法人全体での情
報共有、褥瘡発生記録表を用いてデータの集積を行っている。
しかし、上記のように予防対策を行っているにも関わらず褥瘡発生件数は減少していない。そこで、過去のデー
タを基に褥瘡発生状況について再調査した。
 

【目的】
褥瘡予防対策に何らかの問題があったと判断した症例を再調査し、予防対策の適切性を再検討する研究を行っ
た。
 

【研究方法】
2017 年 1 月から 2018 年 12 月までの褥瘡発生記録表よりデータを収集し後向き調査を行った。
 

【データ分析】
①褥瘡発生記録表から原因と対策に問題があった点を抽出しＫＪ法を用いて分析した。
②今後のケアに活かすため、適切な対策について再検討した。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
9-9-3　褥瘡①
介護老人保健施設における特定看護師との連携 
～褥瘡治癒が入所者の意欲を高めた事例～

介護老人保健施設平成アメニティ

ふるたに ひろこ

○古谷 浩子（看護師）

【はじめに】
当施設は博愛記念病院に併設している介護老人保健施設のため、入退所が多く重症な入所者が多い。その中で、
入所時に重症な褥創があった入所者が在宅復帰を果たした症例を紹介する。
 

【対　象】
　男性：76 歳
　寝たきり度：B2
　要介護度：4
　認知度：II b
 

【方　法】
毎週火曜日に DESIGN-R の測定
特定看護師によるデブリートメントの実施
 

【結　果】
入所当初は褥創部の痛みの訴えが多い為、離床時間も短く、リハビリにも消極的で居室で過ごされることが多
かった。特定看護師の協力のもと、デブリーメントや処置が迅速に行えるようになり、入所時の DESIGN-R
値が退所時には半分にまで改善した。多職種とのコミュニケーションにより表情も明るくなり、その結果、リ
ハビリも積極的に取り組めるようになり、排泄も全介助から一部介助まで機能の向上が認められ在宅復帰を果
たすことができた。
 

【考　察】
特定看護師との連携前は、主治医が診察しデブリートメントが必要と判断した場合、外科の医師が外来診察の
日に合わせて診療情報提供書を作成し依頼していたが、連携後は毎週火曜日の褥瘡回診の日に特定看護師がデ
ブリートメントを必要と判断した場合、主治医発行の手順書に従って特定行為をすることにより、今までより
もスムーズに処置ができるようになった。また、同じ看護師ということから相談しやすくなり処置の変更や申
し送りなど多職種との業務の連携も迅速に行え、看護師、介護士、リハビリスタッフの意識向上に繋がり、当
初からの目標であった、在宅復帰を果たすことができた。
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9-9-4　褥瘡①
褥瘡悪化から回復までの実践

医療法人朋友会　山口病院

いけだ あつひこ

○池田 篤彦（看護師）

【はじめに】
超高齢化社会に突入した今日、自力での体動が困難な寝たきり患者も増えている。さらに高齢であることで、
皮膚障害や損傷のリスクを高めており、常に褥瘡の発生リスクが伴う。褥瘡は予防可能な疾患であり、観察を
することが褥瘡を防ぐ第一歩となる。自力での体動が困難な患者にとってケアの充実はスタッフにゆだねられ
ており、その責任は大きい。
今回、一人の患者さまの褥瘡治癒過程を追い新たな視点に着目したことで早期の回復につながったので報告す
る。

【目的】
褥瘡形成を繰り返す患者の発生から回復までの過程を追い、早期の治癒に至るプロセスを評価し看護ケアのポ
イントを検証して、再発予防につなげる。

【対象と方法】
対象者：A 氏　70 代　男性　施設入所中。
胸髄損傷、両下肢麻痺　褥瘡悪化・リハビリテーション目的にて入院。
期　間：H ×年 Y 月 Z 日からの 88 日間
方　法：創状態の変化をスケーリング・写真撮影にて評価。採血データによる評価。

【考察・まとめ】
A 氏は 20 代若くして脊髄損傷になられ日常生活を車いすでの生活となり、その後もいくつもの病気を併発さ
れた。突然、健常者から障害者となり喪失感や退化があると考えられ、何事にも意欲がなくモチベーションが
低下している状態。リハビリ・離床にも消極的で褥瘡発生のリスクはとても大きい。
なかなか改善しない創部の状態に疑問をもち原因の究明に努め、新たに薬剤性によるリスクに着目したことは、
スタッフ間でもさらなる学習意欲を高めることにもつながった。
また、褥瘡発生を何度も繰り返されるため、入所中の施設との情報共有・連携を図るための勉強会を実施し、
再発予防にむけたスタッフの意識の向上を図る必要がある。
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9-9-5　褥瘡①
褥瘡のガーゼ洗浄を試みて

福井リハビリテーション病院

さかした じゅんこ

○阪下 順子（看護師），川堰 瑞穂

はじめに
 重度褥瘡の早期治癒のために、壊死組織や残留物、浸出液などの除去が必要である。創処置の基本の一つに
ブラシを用いる方法がある。ガイドラインには「微温湯洗浄だけで十分である」とあるが、壊死組織等の除去
には限界がある。ブラシ洗浄では、素材や硬さの選択、使用後の衛生、保管管理に手間がかかり、ディスポで
はコストが高い。そこで、当病院ではコストが低く取り扱いも容易なガーゼでの洗浄処置を行い、その効果を
検討した。
Ⅰ、実施期間及び方法
 １、実施期間   A 氏：2017 年 11 月 8 日～ 2018 年 7 月 11 日 

Ｂ氏：2018 年 12 月 12 日～ 2019 年 6 月 6 日
 ２、方法 1 日 2 回ガーゼによる微温等洗浄、指示の薬剤塗布、ガーゼ保護
Ⅱ、症例紹介
 A 氏：80 歳代女性 糖尿病 2016 年 10 月より仙骨部褥瘡を持ち、褥瘡治療目的で入院。
          （ＡＤＬ）食事以外は一部介助 （排泄）オムツ
 B 氏：80 歳代女性 頚髄損傷 2018 年 12 月に仙骨部褥瘡発生。
    　　（ＡＤＬ）食事以外は全介助 （排泄）オムツ
Ⅲ、経過
 Ａ氏：壊死組織の縮小、皮膚色の改善あり。褥瘡の大きさは著名な変化なし 約７㎝→６㎝。
 Ｂ氏：ガーゼ洗浄の手技を統一。浸出液の減少、褥瘡の縮小あり 約４㎝→ 0.5㎝。
   　　 壊死組織除去・皮膚色も改善。
Ⅳ、結果及び考察
 Ａ氏へのガーゼ洗浄処置実施の結果、褥瘡は改善傾向となり、他病棟への転棟後も大きな戸惑いもなく処置
を継続することができた。一方、洗浄時の圧のかけ方には個人でバラつきがあり、手技の統一が課題となった。
そこで、Ｂ氏へは褥瘡委員が中心となって手技統一を図ることで、褥瘡治癒の効果が得られた。
 これらより、特別な洗浄器具や技術がなくともガーゼでの洗浄処置で十分な壊死組織・浸出液の除去ができ、
褥瘡改善に繋げられると考える。今後も実施症例を増やし検討を続けていきたい。
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9-9-6　褥瘡①
脆弱皮膚での処置の取り組み

社会医療法人　卓翔会　市比野記念病院

もり きよかず

○森 清和（看護師），今村 昇一，内野 靖，今別府 るみ子，黒田 篤，鉾之原 大助

はじめに
当院で行っている創傷治療として被覆材の貼付・軟膏治療・局所陰圧療法の大きく 3 つに分けられる。軟膏基
材をガーゼで覆いテープ固定、ドレッシング剤の貼付は患者の皮膚の状態に合わない場合があり、新たな創傷
の発生の要因となっていた。今回、皮膚の脆弱な患者へテープ固定せずワセリン・ラップ、防水マットにより
創部の改善が見られたので報告する。

倫理的配慮：患者情報は患者個人が特定されない様に配慮した。

方法 
創部を十分に洗浄し軟膏塗布。周囲をワセリン塗布しラップで覆う。ラップで保護した部位を含め防水マット
で広範囲に覆う。汚染、ズレを確認したときにはその都度ラップを交換する。

結果・考察
対象となった症例には新たな創傷発生はなく、創部周囲のズレも改善でき良好な肉芽形成も見られた。仙骨部
の褥瘡患者は、排せつ物からの汚染を軽減でき、尿道留置カテーテルを抜去しながらも創部の管理が継続でき
た。ラップは肉芽にガーゼのように固着することなく適度な湿潤環境が保つことができ、患者の疼痛軽減にも
つながった。ただし、ラップは浸出液の吸収管理が難しく、衣服・シーツ汚染がみられることがありこまめな
観察が必要であった。

まとめ
ガイドラインでは、従来のラップ療法は医療用として許可された創傷被覆材の治療が継続困難な環境において
使用を考慮してもよいとされている。今回はラップを使用することで、排せつ物などからの汚染を軽減し、創
部周囲のズレを改善することができた。今後も、今回の経験を踏まえて創傷治療の改善に取り組んでいきたい。
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9-10-1　褥瘡②
当院における超高齢難治性感染褥瘡への取り組み 
～局所陰圧療法と多職種チームでの関りを行って～

砺波サンシャイン病院　2 階病棟看護科

ささはら ようこ

○笹原 陽子（看護師），中道 亜希菜，池田 千代子，藤田 由希子

【はじめに】
今回、超高齢者に発生したポケットを有する深い褥瘡に対し、毎日の洗浄と軟膏による処置だけでは滲出液が
多く治癒環境を保つことが困難な上、患者の身体的苦痛、処置にかかる業務負担も大きかった。この状況の改
善を目的に局所陰圧療法を実施し良好な治癒過程を辿ったので、そのケア方法と創の変化について報告する。

【倫理的配慮】
個人が特定されないように配慮した。

【症例】
99 歳。女性。褥瘡部位：仙骨　既往歴：再発性脳梗塞、ストーマ造設後、経口摂取困難、低栄養状態
H29.10.27（入院時）：S-4.0 × 3.5　P-11.0 × 8.0　体圧分散寝具名：ネクサス R

【結果】
H29.11.24（毎日の洗浄＋軟膏処置時）S-5.0 × 5.0　P-11.0 × 9.0
H29.12.10（陰圧療法開始時）S-5.0 × 4.5　P-10.0 × 8.0
H30.3.27（陰圧療法開始から 107 日目）S-3.0 × 2.5　陰圧療法中止
H30.8.20（研究終了時）S-1.3 × 0.2

【考察】
本症例は、局所陰圧療法により創の滲出液を持続的に吸引し、適度な湿潤環境を保ち肉芽の増殖を図ることが
できた。創面に均一な陰圧が加わることでポケットが消失、良性肉芽の形成を促し、創の治癒経過の短縮につ
ながった。また毎日の処置から週 2 回の処置になり、患者の負担とスタッフの業務負担を軽減することができ
た。そして専門職の介入と、統一した処置が実施できるよう手順書を作成しポジショニングの写真も示したこ
とで、病棟スタッフ全員が意識を持ち継続したケアが行えたことも治癒促進につながったと考える。

【まとめ】
1． 局所陰圧療法実施の目的である創傷治癒を促進させることができた。
2． 「①多職種の専門的知識②スタッフの情報共有③正しい知識の理解」が大切で、病棟全体で取り組むこと
が重要。
3． 褥瘡発生リスクの高い患者を有する当院においては、褥瘡治療だけでなくその予防的ケアが今後の課題。
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9-10-2　褥瘡②
医療療養病床で褥瘡陰圧閉療法を実施した一症例

医療法人喬成会　花川病院

きりこし ゆうこ

○桐腰 祐子（看護師），櫻庭 衡

【はじめに】
褥瘡は一度発生し悪化すると完治に時間を要し、患者への負担は増え、多大な処置が必要となり多くの人手を
要する。そのため発生した場合は早期改善に取り組む必要がある。
今回仙骨にポケットを有する褥瘡患者が入院となった。ポケットを有する褥瘡は切開、
切除の治療が基本であるが医療療養病棟では難しく治療において困難がある。
2014 年より陰圧閉鎖療法が保険適応となり当病床において初めて陰圧閉鎖療法を実施し、治癒できた症例を
報告する。

【事例紹介】
症例は 69 歳 男性： ARDS/ 非感染性肺炎 糖尿病
入院時より仙骨に褥瘡あり DESIGN-R 評価で D4-E6s6I3G4N3P12：28 滲出液多くポケットがあり不良肉芽が
あった。また ADL の低下、左下肢に神経麻痺もあった。

【方法・経過】
ADL 向上にむけリハビリの実施、エアーマットの使用と自力での体位変換指導、血糖のコントロールと食事
内容の検討、アルギニンの提供を行うが約 1 ヶ月半後、D4-e3s3i0g3n0P12 :21 でポケット残存。専門医受診も
検討したが外来通院は難しく主治医、smith ＆ nephew と評価相談し陰圧閉鎖療法（ＰＩＣＯ使用）を開始した。
陰圧閉鎖療法は 1 週間 1 度評価で 4 週間継続し D4-e1s3i0g3n0P9:16 となった。

【結果】
陰圧閉鎖療法を導入することにより DESIGN-R の改善、ポケットの縮小が認められ入院から約 4 ヶ月後完全
治癒となった。

【考察】
医療療養病棟での褥瘡処置は、包括診療であるため同じ処置を継続し難滞することが多い。
陰圧閉鎖療法は、医療療養病棟において算定が可能で選択できる治療方法であった。今回、ポケットを有する
難治性褥瘡において陰圧閉鎖療法を導入することで、肉芽形成の促進、創の縮小がみられ有効な処置選択であっ
たと思われる。また褥瘡の早期改善により患者の処置の苦痛も減り次の生活への場の選択肢も増える結果と
なった。医療療養病棟であっても患者の状態にあわせた積極的な褥瘡治療を行なうことは重要であると考える。
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9-10-3　褥瘡②
当院におけるヨードホルムガーゼの使用経験

横浜病院　医療技術部薬剤課

かんの よしえ

○菅野 佳枝（薬剤師）

【目的】
当院では褥瘡治療にあたりフルタ・メソッドを基に処置法を選択してきた。その中で debridement 効果のあ
る軟膏を使用しても創の清浄化不良や、肉芽形成効果のある軟膏へ切替えた際の治癒遅延を何度か経験した。
その原因として多数の医療者が関わる現場で感染の残存や不適切な湿潤環境が見逃されたこと、また深い層に
は薬剤が創に適切に滞留できていない可能性を考え、ヨードホルムガーゼ充填により簡便かつ効果的に処置が
可能か検討を行った 3 例について報告する。

【症例・方法】
症例１：79 歳男性。脳梗塞。右胸部に D4-e3S8i1g3N3P9：28 の褥瘡あり。スルファジアジン銀 + ブロメライ
ン軟膏で処置したが腐臭強くヨードホルムガーゼに変更したところ、8 週後治癒。症例２：55 歳女性。統合失
調症。仙骨部に D3-e1S3i0G4N3P6:17 の褥瘡ありブロメライン軟膏で debridement 図るも膿汁付着多量で感染
徴候悪化しヨードホルムガーゼに変更。その後感染コントロール、不良肉芽除去とも良好。症例３：92 歳女性。
認知症。右腸骨に D4-e1S6i3G5N3p0:18 褥瘡あり外科的 debridement 後、残存壊死組織をスルファジアジン銀
クリームで除去図るも経過不良にて 7 日後ヨードホルムガーゼのみに変更し、14 日後治癒。

【結果・考察】
本症例において不良肉芽残存期だけでなく肉芽形成期もヨードホルムガーゼ充填を行った結果、debridement
効果、肉芽形成とも良好に進んだ。その理由としてヨードホルムガーゼ充填は不良肉芽除去効果に加え、他の
軟膏に比べ感染の有無、湿潤状態を厳密に見極める管理を要さず深い層にも薬剤効果を均一に与えるというこ
とが挙げられた。多職種が関わる褥瘡治療の現場でスタッフ間の手技の技量差に左右されず、簡便かつ効果的
な処置が可能と考える。
利益相反なし。
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9-10-4　褥瘡②
踵部の新規褥瘡発生予防についての取り組み 
～クッションやポジショニングによる除圧とその効果～

丸山病院　看護科

むろぞの まゆこ

○室園 万由子（看護師），永露 麻美，中原 由加里

はじめに
踵部は骨が突出し足全体の重みを受けやすく、褥瘡予防に難渋する部位となっている。
当病棟の H30 年度の持ち込み・新規発生を含めた全褥瘡患者は 25 名。その内、踵部の新規褥瘡発生患者は 6
名であった。踵部の新規褥瘡発生患者 6 名は自力体動困難で下肢の拘縮があり体圧が要因の一つとして考えら
れた。今回、踵部の褥瘡に対するスタッフの意識を高め個別性のあるポジショニングを実施することで踵部の
褥瘡発生リスクを予防できたため報告する。
 
対象 
1 看護師 16 名 介護士 11 名
2 踵部体圧測定値が 50㎜ Hg 以上の患者 5 名
期間 2019 年 4 月～ 6 月
方法
1 研究前後アンケート調査
2 勉強会実施、ポジショニング写真掲示
3 ポジショニング実施チェック表作成
4 両踵部体圧測定
 
結果
1 アンケート結果
踵部が褥瘡好発部位であるという認識：仰臥位時 88％→ 100％ 
マットレスを適切に選択できる：51％→ 91％
ポジショニングに困っている：66％→ 52％
2 ポジショニング実施結果
 ・写真を掲示しクッションの適切な位置を周知できた
 ・拘縮が強い患者はクッションと下肢の間に隙間ができていた
 ・ポジショニング実施後も 2 名は踵部がマットレスと接触していることがあった
 ・踵部の発赤はなかった
3 対象者 2 名に 1 回ずつ両踵部の体圧測定値基準値以上を認めた
 
考察
 除圧にはマットレスの適切な選択とポジショニングが欠かせない。マットレスの選択の認識が低かった要因
として選別する基準がないことが考えられた。勉強会では選別する基準を設け、写真を用いてのポジショニン
グに対する可視化と常に声かけ合った事が意識づけとなった。
さらにポジショニングは踵部を浮かせる必要があり下肢を挙上しすぎることによる弊害も考慮した。今回ポジ
ショニングを見直した事で適切なポジショニングが保持でき踵部がマットレスに接触していたとしても圧を軽
減する事が出来たと考えられる。この結果をふまえ今後も質の高い看護に繋げていきたい。
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9-10-5　褥瘡②
褥瘡に効果的なポジショニング

泉佐野優人会病院

たつみ ゆきこ

○巽 由紀子（介護職），竹之内 蓮，石谷 隆幸，下方 尚子，竹本 清美

［はじめに］
現在、私が配属されている病棟の入院患者は、高齢の患者が多く、自己での体位交換が困難で褥瘡発生リスク
が高い患者が数多く入院している。現状として、寝たきりの患者は平均 85％で褥瘡率は平均 6％いる。褥瘡が
発生すれば皮膚科の医師により回診を行っていただき、看護師により軟膏を用い皮膚トラブルの予防や褥瘡の
治療を行っているが、介護職の体位交換やポジショニングの工夫で褥瘡発生予防や、褥瘡治癒の手助けを行え
るのではないかと思い取り組みを行うこととした。

［方法］
泉佐野優人会病院 5 階病棟に入院されている寝たきりの患者の中で皮膚トラブルや褥瘡を繰り返す患者 3 名を
対象とし 3 か月行う。理学療法士と連携し、個人の身体の拘縮の状態や程度に合わせて患者個人のポジショニ
ング表を作成しポジショニングを実施する。 体位交換の禁止や身体的に状態の悪い患者は対象外とする。

［結果］
泉佐野優人会病院 5 階病棟入院中の患者 3 名に今回の取り組みを行った。1 名は縮小は認められたがステージ
Ⅲ度からの改善はみられなかった。褥瘡ステージⅢ度からステージⅡ度へ改善が 1 名。１名がステージⅢ度よ
り縮小していき治癒に至った。

［考察］
今回の取り組みにより業務的な体位交換ではなく、患者個人に合わせたポジショニング表を用いて体位交換を
行うことが、褥瘡の発生、改善、皮膚トラブルの予防に有効的であると再認識できた。しかしポジショニング
だけでは改善しない患者もおり、改善しない患者ではアルブミンやヘモグロビンの数値が低く低栄養状態が認
められていた。このことから介護職が行うポジショニングだけではなく医師、看護師、栄養科など他職種との
連携を図り、チームで情報共有し褥瘡治癒へすすめていく事が重要である。今回の取り組みを通して、まずは
今後、介護職全体で個人に合わせた有効的な体位交換を 1 人 1 人が考え、情報共有を行い、実施していくこと
が最重要課題であると考えられる。
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9-10-6　褥瘡②
筋硬度計による生体の硬さ測定～側臥位と腰部の関連性～

介護老人福祉施設　ヴィラ町田　リハビリテーション課

さとう りゅういち

○佐藤 龍一（理学療法士）

【はじめに】
障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）の指標でランクＢ・Ｃの利用者様では、起き上がり・座位時に体幹
の伸展が強いことが多い。姿勢に着目すると、褥瘡予防のための 30°の側臥位をとっている事が多かった。側
臥位の角度によって筋に与える影響を検証したのでここに報告する。

【目的】
30°側臥位時の筋硬度、90°側臥位時の筋硬度を比較することで、筋の硬度が変化するのかを検証する。その後、
利用者様が楽な姿勢で過ごせるように姿勢から環境を設定する。
 

【対象】
障害老人の日常生活自立度（寝たきり度）の指標でランクＣの利用者様 20 名
 

【方法】
筋硬度計（TRY-ALL 社製 NEUTONE TDM-N1）を使用して L4・5 の側方 2.5 ｃｍの脊柱起立筋を測定する。
上記の部位を 3 回計測してその平均を値とする。
30°側臥位時の筋の硬度と 90°側臥位時の筋の硬度を上記方法で同日の 2 時間後に測定して比較する。
 

【結果】
両者の左右の平均を比較すると、左は -4.02 右は -3.16（本機器の測定値に決められた単位はない）と筋の硬度
は 30°側臥位より 90°の側臥位の方が筋の硬度が低値である結果となった。
 

【考察】
30°側臥位は骨突出のない殿筋部で圧を受けることができ、褥瘡発生の危険性を少なくできると認識している
者は多いと思われる。しかし、結果から 30°の側臥位にすると腰部の筋の硬度が高値になることがわかった。
体幹が後傾しやすいのはこのことが要因の一つと考える。従って、筋や離床時の姿勢を考えると 30°側臥位も
必要であるが、90°側臥位も必要と考える。当施設でもポジショニングには背臥位、両側 30°側臥位、両側 90°
側臥位を実施して、褥瘡だけではなく関節拘縮の予防に役立てていきたい。
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10-1-1　回復期リハ①
心身機能回復に対する脳卒中後アパシーの影響 : 症例報告

1 豊中平成病院　リハビリテーション課，2 兵庫医療大学

かわばた しょうこ

○川畑 祥子（作業療法士）1，髙橋 芙美子 1，細田 翔平 1，渡邊 早英 1，楠 ほのか 1，宮川 豪紀 1，
山﨑 せつ子 2

 [ 目的 ]
アパシーは脳卒中後約 40％に発症し、リハビリテーション ( 以下、リハ ) や院内行動、社会的交流、問題解決
への動機を低下させ、脳卒中後の機能回復を阻害する。今回、心身機能回復に対する脳卒中後アパシーの影響
を後方視的に検討した。
 
[ 対象 ]
当院回復期リハ病棟に入院した 57 歳の男性で、右被殻出血、高次脳機能障害を呈し、排便コントロールの不
良による排泄誘導の希望、不動等による身体痛の訴えが極度に頻回だった。アパシーに対する服薬治療は行わ
なかった。
 
[ 方法 ]
リハしたことで FIM 項目が改善した要因を報酬系の賦活に着目し、後方視的に検討した。
 
[ 結果 ]
本症例は、無関心や次の行動への動機付けが十分に行えず、アパシーの症状と一致していた。また Vitality 
index は 3 で重度のアパシーだった。今回、行動の動機付けに着目し、訴えの解決を目標に、マーキングで同
一環境を設定し、成功体験を導いたことで、排泄・車椅子自操は修正自立に至った。布団や靴の位置により同
一環境の提供が困難な起居・移乗は監視に留まった。不動による身体痛に対し、緩和を報酬とし、自主訓練を
動機付けたが、持続しなかった。
 
[ 考察 ]
アパシーは、傍辺縁系と皮質の機能的断裂によるドパミン系の減少が中心の病態とされており、ドパミン系賦
活薬が用いられる。効果的なリハとして、支持的・肯定的・誘導的な環境の提供、ADL 訓練の反復とスケジュー
ル調整、患者の自発性の重視が挙げられており、これらは魅力的でモチベーショナルな行動を誘発する刺激で
ある。今回、欲求行動、完遂行動を誘発したことが、ドパミン神経伝達回路の賦活に繋がり、投薬療法と同様
の効果が得られたため、排泄・車椅子自操は修正自立に至った。
今後もアパシーの鑑別を適切に行い、患者にとって報酬系となる声かけや環境設定と動機付けの方法を検討す
ることで、心身機能の回復に導くことが重要である。
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10-1-2　回復期リハ①
脳血管疾患による失語症の予後に対する年齢、重症度の関係

1 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　リハビリテーション科，
2 公益財団法人脳血管研究所　附属美原記念病院　脳神経内科

やまだ ゆうや

○山田 祐也（言語聴覚士）1，腰塚 洋介 1，風晴 俊之 1，美原 盤 2

[ はじめに ] 我々は、脳血管疾患患者の ADL の予後に対して年齢と重症度が関係することを報告した。しかし、
失語症の予後に影響する因子に関する報告は少ない。そこで今回、脳血管疾患による失語症患者のコミュニケー
ションの獲得に年齢と重症度が影響するか調査した。
[ 対象 ] 平成 26 年 6 月～平成 31 年 3 月の間、当院回復期リハビリ病棟に入棟した脳血管疾患による失語症者
599 名のうち、WAB 失語症検査が実施できた 308 名を対象とした。なお、状態悪化した患者や死亡患者は除
外した。
[ 方法 ] 対象者を年齢ごとにⅠ群 (50 歳代未満 )、Ⅱ群 (50 歳代 )、Ⅲ群 (60 歳代 )、Ⅳ群 (70 歳代 )、Ⅴ群 (80 歳代
以上 ) に分類した。また、重症度ごとに失語指数 (AQ) で軽度群 (AQ80 以上 )、中等度群 (AQ40 ～ 79)、重度群
(AQ40 未満 ) に分類した。それぞれで退棟時における FIM の理解、表出項目が 6 点以上に達した患者の割合
を調査した。
[ 結果 ] 年齢ごとの比較では、理解はⅠ群とⅤ群の間にのみ有意差を認めた (p ＜ 0.05)。表出は全ての群間で明
らかな差はなかった。重症度ごとの調査で退棟時 6 点を上回ったのは、理解が軽度群 75%、中等度群 32%、重
度群 11% で、表出は軽度群 69%、中等度群 19%、重度群 4% であり、理解・表出ともに有意差を認めた (p ＜ 0.05)。
[ 考察 ] 今回は、言語能力ではなく、非言語能力も含めたコミュニケーション能力について検討をした。年齢
に関しては、理解面で 50 歳未満と 80 歳以上の間でのみ差が認められ、加齢による認知機能の低下が影響して
いる可能性が考えられるが、ほとんど予後に影響しないことが示唆された。重症度に関しては、重症であるほ
どコミュニケーションに介助を要することが示され、予後に影響していることが示唆された。失語症の予後予
測は、年齢に囚われず、重症度や治療経過に応じて慎重に検討されるべきである。
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10-1-3　回復期リハ①
病棟生活での聴覚的理解力を、単語の処理速度と SLTA“ 口頭命令に従う ” で評価した症例

1 富家千葉病院　リハビリテーション室，2 富家千葉病院　診療部

こざ としひこ

○古座 俊彦（言語聴覚士）1，西村 祐樹 1，須賀 晴彦 2

〈はじめに〉
 失語症者は単語の意味を理解出来れば、周囲からゆっくりと話しかける等の対応で会話の内容を理解出来る
事が多い。
本症例も、脳梗塞発症後、失語症を呈し、聴覚的理解力の低下から簡単な指示運動も行えない状態であったが、
1 ヵ月間の訓練で聴覚的理解力は向上し、ゆっくり話せば指示運動可能となった。しかし、病棟生活での周囲
からの声かけには理解困難な事が多く、介助量は軽減せず、レクリエーションへの参加も困難であった。
 本症例の聴覚的理解力の低下を “ 単語の処理速度低下 ” と考え、その後訓練を実施した結果及び単語の処理速
度と SLTA“ 口頭命令に従う ” との相関も報告する。

〈症例紹介〉
【症例】80 歳代男性、右利き
【診断名】左皮質下出血
【既往歴】高血圧、胃がん、アルツハイマー型認知症
【ST 評価（入院時 /1 ヵ月後）】SLTA 聞く、は各 10 問中、単語の理解 9/10 問、短文の理解 5/7 問、仮名の理
解 4/10 問、口頭命令に従う 1/1 問。口頭命令に従うのみ変化なし。

〈結果・考察〉
SLTA 口頭命令に従うは、目の前に置かれた複数の物品を指示に合わせて操作するため、指示を連続して意味
に置き換え続ける必要がある。関野らは「一定の速度間隔で音声入力される単語の処理数を聴覚性連続的単語
処理能」と定義し、SLTA 口頭命令に従うとの相関を報告している。本症例の SLTA 口頭命令に従うは単語
の連続処理練習後、5 問正答まで向上した。また、病棟ではスタッフの声掛けに合わせた動作協力が得られ介
助量は軽減し、レクリエーション時に自然に会話する様子が見られた。
 本症例の 1 分間あたりの単語の処理速度の経過と SLTA 口頭命令に従うの成績の相関係数にも正の相関があ
り、特に最低値（23 語 /1 分）の向上で強い正の相関（0.953）を示した。このことから、病棟生活での周囲の
会話を理解出来るほど単語の処理速度が向上し、病棟生活での活動と参加が向上したと考えた。詳細について
は当日報告する。
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10-1-4　回復期リハ①
意欲低下があるもののデマンドにそった作業を行うことで ADL の改善が得られた一例

厚地リハビリテーション病院

みうら まさき

○三浦 雅貴（作業療法士），牧野 優典，佐多 裕次郎，厚地 正道，轟木 耕司，山中 弘子

【はじめに】
今回，意欲低下を呈した症例を担当した．デマンドであった更衣動作の獲得に着目し，症例と目標を設定した．
その結果， ADL のみならず意欲の改善が見られたため，以下に知見と考察を報告する．

【症例紹介】
 70 歳代女性，右利き．自宅ではシルバーカーを用いて ADL は自立．X 年 Y 月に脳梗塞と診断され入院となる．
意識清明．Br. Stage（右）上肢Ⅱ，手指Ⅱ，下肢Ⅲ．感覚は右上下肢中等度から重度鈍麻．Apathy Scale 20 点． 
HDS-R 24 点．FIM 73 点．介入当初から筋力，座位バランス能力，耐久性の低下もみられ，ADL 全般に介助
を要した．
症例は，「疲れる」「もう何もできない」との悲観的な発言が目立ち，意欲の低下が著しい状況であった．しか
し，現在の状況や今後の見通しを聞く中で，症例から「せめて着替えくらいは出来るようになりたい」との発
言が聞かれ，更衣動作の獲得を目標に設定・共有した．

【介入方法と結果】
基本動作訓練に加え，更衣動作練習を毎日 15 分程度設定した．「衣服を大腿部で広げる」「右上肢を右袖もと
に置く」等の 8 から 9 工程に分けた．また，難易度調整などの段階付け，正のフィードバックといったアプロー
チも実施した．約 12W の介入を経て，座位バランス，耐久性が向上し，Apathy Scale 16 点．FIM 94 点，更
衣については上衣 2 点から 7 点，下衣 2 点から 5 点と改善した．また，FIM 2 点のトイレ動作等においても「やっ
てみようか」と言われるようになった．

【考察】
竹林は「意欲はある特定の課題に主体的に取り組むことで高められる」と述べている．本症例はデマンドであ
る更衣動作練習に的を絞っていくことで「出来る」という達成感や有能感が生まれ，意欲も向上したと考える．
また，その自己効力感から，他の ADL にも意欲が波及していったと考える．
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10-1-5　回復期リハ①
身体的な介助に抵抗がある認知症患者に対する移乗動作練習の効果

秋津鴻池病院　リハビリテーション部

きた ちひろ

○北 千尋（理学療法士），石橋 雄介，西田 宗幹

【はじめに】
 身体的な介助に抵抗がある認知症患者に対し，練習環境を工夫した立ち上がり・移乗動作練習を実施し，移
乗動作の介助量軽減が図れたため，その経過を報告する． 

【症例紹介】 
 癌性の胸水貯留により，回復期リハビリテーション病棟に入院した 90 歳代女性．認知症を有し，MMSE は
8/30 点，環境の変化により帰宅欲求が強く，口頭での指示入力は可能もリハビリは消極的であった．ADL に
ついて起居は軽介助，移乗は身体的な介助に対して手を振り払う，抵抗して後方へ突っ張るなどの行動に加え，
下肢筋力低下による立位時膝折れの出現，方向転換が困難であったため 2 名介助を要した．移動は車椅子担送
であった．  

【経過および結果】 
 本症例は，身体的な介助に対して抵抗が強く，介助下での練習が困難であったため，座面の高さを調節し，
口頭指示のみで立ち上がりが可能となった高さ 50㎝に設定し，立ち上がり・立位保持練習を行った．また，
動作が遂行できた際には賞賛し，立ち上がり練習は 5 回，立位保持練習は 10 秒程度を反復して行った．移乗
動作練習では，ベッドと車椅子座面を 50㎝に統一し，拒否のない程度の介助設定で反復練習を行った． 
 経過とともに，立ち上がり可能な高さが徐々に低くなり，立位保持時間も延長した．3 ヶ月後には 43㎝から
の立ち上がりが 10 回以上可能となり，立位保持時間は 30 秒に延長した．また，車椅子座高を安楽な起立高で
ある 43㎝に調整し，日常生活での移乗動作時も膝折れなく，1 名臀部軽介助で可能となった． 

【考察】 
 下肢筋力低下に加え，身体的な介助が不快な先行刺激となり，移乗動作の介助量が増大していたが，動作を
遂行しやすい練習環境で，失敗体験なく，賞賛などで達成感が得られるように工夫したことで，反復した動作
練習が実施できた。その結果，下肢筋力向上や動作学習が図れ，移乗介助量軽減につながったものと考える．
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10-1-6　回復期リハ①
立位姿勢制御において視覚性注意機能が及ぼす影響

江藤病院　リハビリテーション部

みき たかひろ

○三木 貴浩（理学療法士），松本 将樹，大道 浩志，由宇 教浩

ｷｰﾜｰﾄﾞ : 視覚性注意 , 立位姿勢制御 , 二重課題 

【はじめに】近年 , 立位姿勢制御に対する大脳皮質の関与が示唆されている . 先行研究において , 身体外部 ･ 内
部に注意を向けることに伴う重心動揺の増減についていくつかの報告がされているも , 研究結果に一定の見解
を示されていない . そこで , 今回静止立位での身体外内部に注意を向ける二重課題実施と身体内部にのみ注意
を向ける単一課題実施に分類し , 注意焦点化の変化に伴う動揺の変化を比較検討したので報告する .

【方法】対象は健常成人 30 名 (28.5 ± 6.4 歳 ) とした . 動揺の変化は重心動揺計 (NEC 社製 ) を用い , 被験者前方
に 5 段 7 列計 35 個の標的を設置 .1 課題 60 秒の立位動揺を計測し , 全ての課題に ｢揺れないように｣ と指示を
与える . 加えて頭頸部の動きを抑制しながら視線の移動を用い 1. 受動的注意課題 ( 以下 , 受動課題 ),2. 能動的注
意課題 ( 以下 , 能動課題 ),3. 身体外部注意なし課題 ( 以下 , なし課題 ) の 3 課題を被験者全員に実施し ,1-3 にお
いてそれぞれ総面積軌跡長 , 単位面積軌跡長 , 外周面積の項目を測定した . また , 課題実施の妨げとならない箇
所にカメラを設置し頭頚部での代償運動を確認した . 統計処理は各項目の 1-3 で得られた結果でそれぞれ正規
性を確認し反復測定による分散分析とフリードマン検定で比較検討した . 解析ソフト R-2.8.1 を使用し , 統計学
的有意水準 5% 未満とした . 

【説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に則り当院倫理委員会の承諾を得た .

【結果と考察】
受動課題 / 能動課題 , 能動課題 / なし課題比較においてはすべての項目において有意差は認めなかった . 受動
課題 / なし課題比較では , 外周面積でなし課題の有意な増加 (p<0.05) を認めた . 身体外部注意を加え , 二重課題
下での姿勢制御にて重心動揺が減少することが示唆された . 今後半球障害者との比較を行い , 研究を追随させ
ると共に姿勢制御における大脳皮質の高次機能特性を把握し , 臨床現場における評価ツールの一助となってい
きたい .
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10-2-1　回復期リハ②
保存的加療の右脛骨高原骨折を呈した一症例 
～早期歩行獲得を目指して～

1 富家千葉病院　リハビリテーション室，2 富家千葉病院　診療部

たかし はやと

○髙師 駿人（理学療法士）1，小川 仁道 1，須賀 晴彦 2

はじめに
今回、自宅階段からの転落により、右脛骨高原骨折を受傷した 80 歳代女性を担当した。自宅退院の為には歩
行獲得だけではなく、階段昇降の獲得が必須である。立位に対しての不安感により姿勢の崩れが認められた為、
荷重訓練や姿勢修正により不安の解消を目指し、その結果、歩行開始時の体重移動が円滑となり早期の歩行獲
得に至った。
 
症例紹介
80 歳代の女性。自宅階段にて転落し右脛骨高原骨折を受傷した。陥没型ではあるが転位はほとんどなく、保
存的加療となる。家屋環境は団地の 4 階 ( エレベーターなし )。両膝関節伸展制限があり、徒手筋力検査にて
両側大殿筋、中殿筋が 3 レベルとなっている。右膝関節に痛みの訴えはない。
 経過
 受傷から 46 日経過し当院回復期病棟へ入院となった。入院時の荷重は免荷であったが、入院 3 日目より整形
医師から 1/3 荷重の許可が下り、その後 1 週間毎に 1/2 荷重、2/3 荷重、全荷重となった。立位時円背姿勢となっ
ており、体幹前傾、骨盤後傾、両股関節屈曲位により後方重心となり「倒れそうで怖い」と不安の訴えが聞か
れた。右下肢へ荷重を促すと、体幹右側屈に伴う骨盤左偏移が生じた。これに対し、最初は荷重感覚のフィー
ドバックを行い、次に、姿勢の修正を図ったが、荷重量が増えるごとに体幹右側屈や骨盤左偏移が認められた
ため、随時フィードバックと姿勢修正を行った。その結果、立位アライメントが改善し不安感も改善された。
歩行は入院 24 日目から平行棒内、歩行器にて開始した。31 日目から歩行器使用で近位見守りとなり、同日か
ら階段昇降訓練を開始した。退院時は屋内伝い歩き、屋外歩行器を使用、階段昇降は見守りにて退院となった。
 考察
 今回、立位バランス不良により不安感が生じ、姿勢の崩れが認められていた。早期に荷重感覚の入力、姿勢
修正を行い、身体位置の把握や体性感覚が賦活し立位安定性向上、不安感が改善したことで歩行早期獲得に至っ
たと考える。               
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10-2-2　回復期リハ②
肩甲帯モビライゼーションによる運筆遂行能力への効果の検証

1 平成リハビリテーション専門学校　作業療法学科，2 平成リハビリテーション専門学校，
3 国立大学法人　奈良教育大学　特別支援教育研究センター

たなか ゆうじ

○田中 裕二（作業療法士）1,3，武久 洋三 2

【はじめに】 
　肩甲帯モビライゼーションが , 書字運筆遂行能力にどのような影響を及ぼすのかを上肢機能協調性評価機器
Trace Coder TM を用いて検証する .

【方法】 
　健常成人 10 名 ( 男性 5 名 , 女性 5 名 ), 年齢 33.18 ± 3.90 歳 , 右利き 9 名 , 左利き 1 名の計 10 名を対象とした . 検
査項目は 1 分間叩打する打点検査 , 三角波 , サイン波の基線の上をなぞるトレース検査 , トレース検査 ( 三角波 )
と同じ基線の上を動くマーカーに合わせてなぞる指標追跡トレース検査 ,2 本の線の間を水平に結ぶ線引き検
査の全 5 項目の検査を実施 . 検査手順は打点検査 , 三角波検査 , サイン波検査 , 指標追跡検査 , 線引き検査の順
で行い ,5 項目の検査を実施 ,3 分間の肩甲帯モビライゼーションを実施 , モビライゼーション実施直後に 5 項目
の検査を再度実施する手順とした . 統計解析は IBM 社の SPSS にてウィルコクソンの符号付順位検定 , 有意水
準は 5% 未満とした . 研究には本学の承認を得て , 対象者には本研究の概要と目的を説明し同意を得た . 

【結果】 
　指標追跡トレース検査で 79.30 ± 6.58 から 84.10 ± 3.83 で得点が上昇 , 有意な差 (P<0.01) を認めた . 有意な
差を認めた下位項目では , 基線からのズレ (mm) は 1.44 ± 0.35 から 1.30 ± 0.33, 筆圧 (N) は 4.49 ± 0.61 から 4.65
± 0.45, 速度 (mm/sec) は 12.34 ± 0.44 から 12.20 ± 0.19, 特に筆圧 , 速度の標準偏差が減少傾向であった . 

【考察】 
　肩甲帯モビライゼーションにより肩甲胸郭仮性関節の可動性向上 , 肩甲帯周囲筋の緊張が緩和されたことに
より , 動的指標に対しての協調性機能に効果を及ぼした . 他方の検査においては , 自身のペースで運筆できるこ
とから協調性課題としての難易度は低く , 肩甲帯モビライゼーションによる効果の影響が低かったと考えられ
る . 以上のことから , 上肢の運動の基盤となる安定性を担っている肩甲胸郭仮性関節の一時的な機能改善が伴っ 
たことで , 肩甲上腕関節の動的安定性が高められた結果と考えられる .
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10-2-3　回復期リハ②
両下肢不全麻痺に対しウェルウォークを使用した 1 症例

医療法人　久英会　高良台リハビリテーション病院　リハケア部

こが こうしろう

○古賀 広志郎（理学療法士），橋岡 匠平

【はじめに】
 頸椎化膿性脊椎炎術後で不全麻痺を呈した症例に対し、通常理学療法に加えてウェルウォーク（以下、WW）
による歩行練習を実施し、歩行を獲得した症例を経験した為報告する。

【事例紹介】
 頸椎化膿性脊椎炎術後により四肢不全麻痺を呈した 70 歳代女性。術式は頚椎前方除圧固定術・前方プレート
固定術。発症 37 日目に当院転院。
 WW 開始時の身体機能は SIAS で、下肢運動機能：3-3-3、下肢触覚：2、下肢位置覚：1、腹筋：2、垂直性：2、
歩行 FIM4 点であった。基本動作は中等度介助、移動は歩行器介助であった。リハビリ時は長下肢装具にて平
行棒内歩行可能であった。

【方法】
 発症 157 日目より左下肢にロボット脚を装着し WW 歩行練習を開始し、1 日 2 単位を週 5 回・計 4 週間実施
した。
 WW 開始時の設定は、体重免荷 10kg、WW 歩行中は体幹伸展保持困難であった為介助を要した。

【結果】
 WW 開始 25 日後、体重免荷なし、WW 歩行が見守りで可能となった。SIAS は下肢運動機能：4-4-3、下肢触
覚：2、下肢位置覚：1、腹筋：3、垂直性：3、歩行 FIM は 6 点となった。基本動作軽介助、移動は歩行器見
守り、一本杖歩行手引き介助まで改善を認めた。

【考察】
 園田らによると、練習あるいは訓練は、活動機能構造連関・支援システム・治療的学習の 3 方法論を集中的
に活用する場面となると述べている。また、ヒトの機能と構造は活動性によって変化すると報告している。今
回、WW を使用したことで下肢機能練習量の増大や歩行感覚の再構築、体重免荷や各種設定により適切な難
易度調整が行えたことで運動学習が促され歩行能力の改善が図れたと考える。また、視覚等による様々なフィー
ドバックを用いたことで Body Image・各受容器の改善が得られたことも運動学習が図れた一要因だと考える。
 WW は片麻痺患者を対象としているが、今回の事例により脊髄等の障害による運動麻痺に対しても効果が示
唆され、今後の臨床応用に繋がるのではないかと考える。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
10-2-4　回復期リハ②
POC リハの実態調査による、 
リハ職の単位算定外の関わりが ADL 改善にもたらす効果の検討

1 大誠会　内田病院　リハビリテーション部，2 大誠会　内田病院　理事長

やなぎだ まさゆき

○柳田 真之（作業療法士）1，篠崎 有陛 1，春原 正志 1，安原 千亜希 1，田中 志子 2

【目的】
近年のリハビリテーション（以下、リハ）では、機能面のみならず生活動作に目を向けた評価・介入が求めら
れている。POC（Point Of Care）リハとは、患者の生活リズムに合わせて、必要な時に必要な介入を提供す
るリハ職の関わり方である。今回、当院の POC リハの実態を調査し、患者の ADL に及ぼす影響について検
討した。

【方法】
2019 年 5 月 13 日～ 6 月 23 日の 6 週間に渡り、当院回復期リハ病棟所属の PT、OT、ST 計 28 名が、単位算
定外で患者に関わった時間と内容を評価表に記載した。関わった時間が特に多かった患者について、その内容
と ADL の変化との関係を、調査期間前後の FIM を用いて比較した。

【結果】
 調査期間中に単位算定外で関わった総時間は 7340 分（122 時間）であり、最も関わった時間が多い項目は排
泄の 1476 分（25 時間）であった。関わった総時間が 250 分以上であった患者上位 7 名についても、最も関わっ
た時間が多い項目は排泄（平均 99.8 分）であった。排泄で関わった時間が計 100 分以上であった患者 4 名は、
いずれも調査期間前後で、下半身更衣、トイレ動作、排尿・排便管理、トイレ移乗といった排泄に関連する
FIM 項目の得点が向上していた。

【考察】
 単位算定外で関わった時間が最も多かった項目が排泄であったことから、リハ以外の時間で患者が最もリハ
職を必要としている関わりは、排泄であると考える。患者が尿意や便意を催した際に、リハ職が本人の能力を
最大限発揮させる介助や動作指導を行うことで、身体機能の向上に繋がり、排泄関連動作の介助量軽減を図る
ことができたと推察する。今後はリハ職が病棟の多職種に介助方法の伝達を行うことで、患者が日常生活の中
で介助量の差異なく動作を行えるように支援していきたい。

【結論】
POC リハで排泄場面に多く関わった患者については、排泄に関連する ADL の介助量軽減を図ることが出来た。
今後も積極的に POC リハを実施して、患者の ADL 向上を目指していきたい。
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10-2-5　回復期リハ②
回復期リハビリテーション病棟の認知症合併患者における 
ADL に基づいた転倒リスク評価と対策方法の検討

1 医療法人大誠会　内田病院　リハビリテーション部，2 群馬大学大学院　保健学研究科，3 医療法人大誠会　内田病院　理事長

おこのぎ なおと

○小此木 直人（理学療法士）1，春原 正志 1，山上 徹也 2，田中 志子 3

【目的】回復期リハビリテーション病棟（以下、回復期病棟）の認知症患者では、転倒転落アセスメントスコ
ア（以下、転倒スコア）が高値を示す者が多く、ADL に基づいた転倒ハイリスク者の抽出が課題である。今回、
FIM を用いた認知症合併患者の転倒リスク評価と対策について検討した。

【方法】平成 30 年度で当院回復期病棟に在棟した認知症合併患者 144 名を対象に、年齢・性別・入棟時の転倒
スコアと FIM、入院期間中の転倒の有無・転倒発生理由・転倒場所を調査した。転倒の有無で転倒スコアと
FIM を比較し、ヒストグラムを解析した。

【結果】対象のうち転倒者は 39 名 (27.1%) であり、非転倒者と比較して FIM のみ有意に高い値を示した ( 転倒
48.3 ± 18.1 点、非転倒 39.3 ± 18.4 点 )。有意に高い値を示した項目は更衣下半身、トイレ動作、排尿管理、ベッ
ド・車椅子移乗、トイレ移乗、表出、社会的交流、記憶であった。転倒者の FIM をヒストグラムで見ると、
30 点台が 11 名（28.2%）と最も多く、次いで 60 点台 7 名（17.9%）、50 点台と 20 点台が 6 名（15.3%）、40 点
台 4 名（10.2%）、70 点台 3 名（7.6%）、80 点台 2 名（5.1%）であった。30 点台の転倒者のうち 9 名がベッド
サイドでの転落であり、60 点台の転倒者では 4 名がトイレや居室内での転倒であった。

【考察】 FIM が 30 点台の認知症合併患者では、体動や自身で車椅子に移乗することによるベッドサイドでの転
落が起きやすく、60 点台の認知症合併患者では、居室内からトイレなどへ自身で移動することによる転倒が
起きやすいと考えられる。よって、FIM を用いて認知症患者の転倒リスクを評価し、ADL 自立度が低い者に
おいてはベッド周囲の環境設定を、ADL 自立度が比較的高い者においては、居室内やトイレまでの通路の環
境設定を行うことが転倒予防対策に効果的である可能性が示唆された。

【結語】認知症合併患者においては、FIM を用いて転倒リスクを評価し、転倒予防対策を立案する必要性が示
唆された。
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10-2-6　回復期リハ②
NESS L 300 を使用し遊脚期での背屈角度を検証した 3 症例 
～躓き・転倒の軽減を目指して～

江藤病院

とうごう もりやす

○東郷 護靖（理学療法士），湯浅 雅史，出口 友子，竹内 佑礎，遠藤 静真，葉狩 慶志郎，由宇 教浩

key word：NESS L 300 足関節背屈角度 前脛骨筋
【はじめに】
平成 28 年度、救急搬送された事故の中で転倒が全体の 66.4％であり、躓きによる発生率が高く、原因として
は前脛骨筋の衰えが多数報告されている。
フットドロップ・システム NESS L 300( 以下 NESS L 300) は歩行時の遊脚期での前脛骨筋に対して機能的電
気刺激を与え、toe clearance の獲得を目的としている。そこで当院入院患者 3 名に対して効果検証を行った
ので報告する。

【対象】
当院入院患者、脳血管 1 例（症例 A）、運動器 2 例（症例 B、症例 C）の 3 人とした。

【方法】
2 週間で週３回、20 分の介入を行い、評価は使用前と 2 週間後に行った。評価内容は日常生活自立度、10m 歩
行（歩幅、歩行速度）、パワートラック（背屈筋力）、 ダートフィッシュソフトウェア（足関節背屈角度）を計
測した。

【説明と同意】
本研究は江藤病院における倫理委員会の承諾、研究内容などの説明に同意を得て開始した。

【結果】
症例 A: 角度 6.3°→ 16.8°、日常生活自立度 A2 → A1、10M 歩行 0.32m/sec → 0.73m/sec、歩幅 29.41cm → 35.71cm、 
筋力 72.4N → 94N。症例 B: 角度 4.9°→ 9.4、°日常生活自立度 A1 → J2、10M 歩行 0.56m/sec → 0.68m/sec、歩幅
50cm → 40cm、筋力 :52.4N → 72.6N。症例 C: 角度 4.9°→ 7.4°、日常生活自立度 B2 → A1、 10M 歩行 0.58m/
sec → 0.99m/sec、歩幅 33.33cm → 36.21cm、筋力 33N → 38N と向上した。

【考察】
今回、機能的電気刺激により筋の再教育の促進や局部血流量の増加が生じ、筋出力の向上が得られた可能性が
高い。また金らによると躓きの主な原因は前脛骨筋の衰えだと報告しており、NESS L300 を使用する事で toe 
clearance の向上に繋がり、躓き、転倒予防にも繋がると示唆された。
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10-3-1　回復期リハ③
立位バランスおよび注意機能はトイレ動作自立に相関する

1 岸和田平成病院　リハビリテーション部，2 岸和田平成病院　診療部

いしばし ゆうき

○石橋 湧己（理学療法士）1，飯田 隼人 1，小島 寿貴 1，岸本 裕佑 1，明松 春水 1，荒尾 徳三 2

【背景】
回復期リハビリテーション病棟入院症例において、トイレ動作の自立度が退院先を決定する要因となることが
多い。現在までに脳血管疾患症例のトイレ動作自立度に対して Trail Making Test Part A (TMT-A) および
Berg balance scale (BBS) に関する研究はあるが、他疾患の報告は少ない。

【目的】
本研究の目的はトイレ動作自立に対して、立位バランス（BBS）および注意機能（TMT-A）との関係性を明
らかにすることである。

【方法】
対象は当院回復期リハビリテーション病棟入院症例の 53 例 ( 脳血管疾患 18 例 , 運動器疾患 26 例 , 廃用症候群
9 例 )。除外基準は日常生活自立度 B2 未満 , 認知度Ⅱｂ未満。方法は、53 例の退院１ヶ月以内の TMT-A およ
び BBS の結果と退院時の Functional Independence Measure (FIM) トイレ動作自立度を疾患別で比較した

【結果】
 FIM トイレ動作自立度は完全自立 24 例 , 修正自立 9 例 , 監視レベル以下 20 例 , であった。トイレ動作自立度
と BBS の相関については全症例で r= 0.70 と強い相関を認めた。TMT-A との相関は r= -0.48 と中等度の逆相
関を示した。また、トイレ自立群は BBS 自立症例および TMT-A カットオフ以下の症例が有意に多かった (P
＜ 0.0001 および P = 0.0065)。

【考察・結論】
 本研究においてトイレ動作と BBS の間には強い正の相関がみられた。先行研究では脳血管疾患での相関が報
告されていたが、他疾患でも強い正の相関があることが明らかになった。TMT-A では負の相関が見られた。
これらはトイレ動作の自立度と関連して今後の退院支援の指標として利用できる可能性がある。
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10-3-2　回復期リハ③
回復期病棟入院患者における入浴自立度の検討―バランス機能と認知機能に着目して―

世田谷記念病院

のぐち なおみ

○野口 直美（作業療法士）

【目的】病棟での生活、自宅や施設へ退院する際の日常生活動作自立度設定に関し特に難渋する動作として入
浴動作がある。浴槽の出入り動作は入浴が自立するか否かを決める動作の一つであり、バランス能力を要する
課題である。先行研究においても認知機能や歩行能力、バランス機能との関連が報告されている。今回は当院
で全入院患者に対して評価している Berg Balance Scale（以下 BBS）と認知機能評価として Mini-Mental-
State-Examination（以下 MMSE）を用いた。BBS、MMSE の点数から入浴の移乗動作の自立度決定の指標を
検討し今後の ADL 設定に汎化させたいと考えた。 【対象】当院回復期病棟へ 2017 年 1 月～ 6 月に入院してい
た脳卒中患者 49 人を対象とした。なお、麻痺の程度、高次脳機能障害の有無、年齢、性別は問わないものと
した。 【方法】対象患者の入院時と退院時の BBS と MMSE の点数を集計し比較した。なお、Functional 
independence measure( 以下 FIM) における 7 点と 6 点を自立群、5 点以下を介助群とした。自立群と介助群
間での BBS、MMSE の点数の平均値を算出し有意差を対応の無い t 検定にて検討した。 【結果】自立群は 23 人、
介助群は 26 人であった。比較の結果、退院時 BBS の平均値は自立群で 51.04 点、介助群で 36.46 点となり p
＜ 0.05 であり優位な差を認めた。退院時 MMSE の平均値は自立群で 27.08 点、介助群で 22.65 点となり p ＜ 0.05
であり有意差を認めた。BBS、MMSE ともに自立群で優位に高い結果となった。また、自立群の自宅退院は
91％、介助群の自宅退院は 69％となった。 【考察】本研究の結果より、入浴の移乗自立に関して、バランス能
力と認知機能が関わることが示唆された。今後、カットオフ値の算出を目標に入浴の自立判定の検討を行なっ
ていきたい。
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10-3-3　回復期リハ③
足底へのホットパックによるバランス機能の即時改善効果

1 神戸平成病院　リハビリテーション科，2 神戸平成病院　診療部

なみもと しんや

○浪本 慎也（理学療法士）1，平野 尚 1，森 佳宏 1，巽 篤斗 1，長谷川 希人 1，松本 憲作 1，日高 斉昭 2

【目的】
高齢者において転倒予防は重要課題である。そのため、バランス能力の改善を目的に、臨床の場において様々
なアプローチが行われている。先行研究では、全身または部分温浴により足底の 2 点識別距離が減少し、片脚
立位の重心動揺が減少したと報告している。今回、温浴よりも簡便に行えるホットパックを足底に実施し、バ
ランス機能に即時効果があるか検証した。

【対象と方法】
対象は健康な男女 47 名、平均年齢 29 ± 7 歳、平均身長 166 ± 8cm。バランス機能評価は、バランスディスク
を用いた片脚立位保持時間、Functional Reach Test（以下 FRT）、2 ステップテスト、2 点識別覚（母趾・母
趾球・踵）を測定した。前値の測定後 1 週間以内に、80℃の水温に浸したホットパックを足底に 10 分間実施し、
直後に 4 項目の測定を行った。測定に時間がかかるため、2 点識別覚と他項目の測定は 2 回にわけ、それぞれ
別の日にホットパックを実施した直後に測定した。検定には対応のある t 検定を用い、P ＜ 0.05 を有意とした。

【説明と同意】
被検者全員に対して本研究について十分な説明を行い、同意を得た。【結果】前値に比べてホットパック後は、
片脚立位は延長（利き足 32.0 秒、非利き足 15.1 秒）、FRT は 4.4cm 増加、2 ステップ値は 0.06 増加、2 点識別
距離は母趾で減少（利き足 1.3mm、非利き足 1.4mm）、母趾球で減少（利き足 1.3mm、非利き足 1.4mm）、踵
で減少し（利き足 2.0mm、非利き足 2.5mm）、全ての項目においてバランス機能が有意に向上した。 

【考察】温浴よりホットパックが簡便であるにもかかわらず、足底のホットパックによりバランス機能が即時
的に向上した。組織温上昇が神経伝達速度を上昇させるという報告があり、ホットパックによって足底感覚が
鋭敏化し、バランス機能が向上した可能性が高い。
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10-3-4　回復期リハ③
指先接触による立位重心動揺軽減効果： 平地と台の上との比較

神戸平成病院　リハビリテーション科

いおろい まさふみ

○五百蔵 真史（理学療法士），荻野 真唯，川口 豪，岡部 友紀，中條 浩介，松本 憲作

【目的】
　日常生活において、指先で机や壁に触れる行動がよく見られる。これは指先からの体制感覚入力により、バ
ランス感覚を高めるためと報告されている。先行研究で、我々は台の上で壁面への指先接触時に、非接触時と
比較し有意に重心動揺が小さくなることを示した。しかし平地と台の上での比較を行った研究は見当たらない。
今回は、指先を接触させた時の立位重心動揺軽減が、平地と台の上で差があるかを検証した。 

【対象と方法】
　対象は成人男女 24 人 (22 歳 - 39 歳 ± 5.71、平均 27 歳 )。被験者を平地、または高さ 70 cm の台の上に立た
せ、両上肢を自然下垂させた状態 ( 非接触時 ) 、右示指で壁面に軽く触れた状態 ( 軽接触 : 1 N 圧以下 ) 、強く
触れた状態 ( 強接触 :5 N - 10 N 圧 ) で重心動揺を計測した、壁面への接触圧は荷重計 (TANITA 社製 ) を用い
て測定し、被験者へ圧を伝えて各条件の範囲になるように調整した。重心動揺は重心動揺計 ( アニマ社製 ) を
用い、60 秒間の総軌跡長、矩形面積、外周面積の 3 指標を測定した。比較検定は対応のある t 検定を用い、p
＜ 0.05 を有意とした。 

【説明と同意】
　被験者全員に対し、本研究について十分に説明を行い、同意を得た。 

【結果】
　平地では 3 指標すべてが、非接触時、軽接触時、強接触時の順に有意に減少した。台の上では 3 指標すべて
が、非接触時と比べて接触時は有意に減少したが、軽接触時と強接触時との有意差はなかった。同接触条件下
での平地と台の上の比較では、ほとんどの指標で有意差はなかったが、総軌跡長の非接触時のみ、台の上の方
が有意に増加した。 

【考察】
　平地、台の上ともに指先接触時に重心動揺が軽減した。先行研究と同様に指先接触が体性感覚入力を増やし、
動揺軽減に繋がったと示唆された。接触効果により、台の上でも平地と同様の安定効果、重心動揺軽減効果が
あると示唆され、今後の患者指導に活かしていきたい。
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10-3-5　回復期リハ③
視覚・聴覚フィードバックを用いた片脚立位練習が即時効果と学習保持に与える影響

堺平成病院　リハビリテーション部

にしばやし こうじ

○西林 孝治（理学療法士），中野 まなみ，白木 仁

【背景】
片脚立位能力の向上が歩行や転倒と相関があると言われている。今回、練習方法の違いによる研究が少ない為
検討した。

【目的】
片脚立位練習は、主に視覚や聴覚フィードバックが使われる。本研究では両者の即時効果と学習保持に違いが
あるか検討することを目的とした。

【対象】
被検者は、健常者 18 人（平均年齢 29.8 ± 6.85 歳）。

【方法】
無作為に視覚フィードバック群（以下視覚群）と聴覚フィードバック群（以下聴覚群）に各 9 名に分けた。使
用機器はバランス Wii ボード（任天堂製）、重心動揺計（アニマ社製）を用いた。被検者には、練習前後に重
心動揺計にて片脚立位を 20 秒間測定し、総軌跡長を算出した。練習内容は、バランス Wii ボードに片脚立位
で乗り、視覚群には映像に映った足圧中心点（以下 COP）をコントロールしてもらった。聴覚群は映像を観
ずに検者が映像を観て COP を確認し、言語指示にてコントロールを行った。20 秒間を 3 回実施。期間は 2 日
間行い、1 日空けてから 4 日目に再度行った。統計処理は各群では対応のある t 検定。両群間比較に対しては
対応のない t 検定を行い、有意水準は 5％未満とした。なお、本研究は当院の倫理委員会の承認下にて行われた。

【結果】
各群の比較は 1 日目練習前後の視覚群（p<0.007）と聴覚群（p<0.046）に有意差があった。2 日目練習前後の
有意差はなかった。両群間で 2 日目練習後と 4 日目練習前の比較では有意差はなかった。しかし、変化量（2
日目練習後と 4 日目練習前の差）としては聴覚群の方が低値を示した。1 日目練習前と４日目練習前では視覚
群（p<0.025）、聴覚群（p<0.002）と有意差があった。

【考察】
両群 1 日目練習前後に即時効果を示し、視覚群の方がより有意であった。1 日目練習前と４日目練習前の比較
では両群有意差があったが、聴覚の方がより有意であった。これは、先行研究から脳機能の違いによって、片
脚立位バランスの即時効果と学習保持に影響があることが示唆された。
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10-3-6　回復期リハ③
当院回復期病棟における リハビリテーション実績指数予測に基づいた退院支援の実践

緑成会病院　リハビリテーション科

かわしま さき

○川島 早紀（理学療法士）

【背景】リハビリテーション実績指数（ 以下，実績指数 ）の導入で早期退院・社会復帰が求められるなか， 当
院における退院支援体制は確立されていなかった．また，職員間の退院支援業務に対する認識の違いから，チー
ムアプローチに難渋する場面が散見されていた． 

【目的】当院の課題を踏まえ，個々の経験や主観性に左右されず，一元化した指標で目標や達成期間を設定す
るシステム構築を図った．また，患者情報の共有媒体を整備し，計画的な支援体制構築の一助として有効か検
討した．

【対象】システム導入前後 6 ヶ月間（ 導入前 A, 導入後 B ）を評価期間とし，対象は当院回復期病棟の患者と
した．

【方法】
1．新規入院患者に対し，担当療法士が退院時 Functional Independence Measure の運動項目（ 以下，m-FIM 
）の予測値を評価する工程を導入．回復期病棟入院料１の算定要件である実績指数 37 を下限，実績指数 40 を
目標値とした目標退院日を算出するツールを Microsoft Office Excel の IF 関数を用いて作成，運用した．
2．目標退院日や患者情報が集約された簡易資料を作成し，カンファレンスや回診等で共有，都度見直しを行
うことで，多職種協働による退院計画を立案，実施を試みた．
システム導入前後の効果判定は，A・B の①重症割合，②在院日数，③実績指数の平均値を比較した．

【結果】① A 40.51％，B 44.62％，② A 74.77 日，B 88.92 日，③ A 38.59，B 42.09 ．
【考察】B では重症割合が高く在院日数の延長を認めたが，実績指数は A を上回った．システム導入により，
各患者の目標や目標退院日，進捗状況等が可視化され，役割の明確化や担当職員へのフィードバック効果，職
員間の検討機会増大に繋がった．退院支援は個別性による影響が大きいが，m-FIM の予測値と実績指数から
目標退院日を算出することで，目標達成に係る在院日数の客観的指標となり，計画的な支援体制や在院日数の
適正判断の一助となる可能性が示唆された．
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10-4-1　回復期リハ④

「意味のある創作活動」を用いることで大幅に ADL が向上したケース

医療法人社団和風会　橋本病院　リハビリテーション部

わたなべ りお

○渡邉 理央（作業療法士），小野 研吾，田邊 夏美

【はじめに】入院時 , 活動の大幅な低下を期し , 終日臥床傾向であった症例を担当した . 創作活動を行なうこと
で ADL 向上を図った経過を報告する．

【症例紹介】左視床出血により重度の運動障害・感覚障害を呈した 70 歳代男性 . 誤嚥性肺炎・急性膵炎を併発 . 治
療のため長期臥床を要し，53 病日後 , 当院回復期リハビリテーション病棟に入院となる . 

【初期評価】Brs 右上下肢Ⅰ・手指Ⅲ . 表在・深部感覚脱失 . STEF 右 0 点・左 59 点 . MAL は AOU0 点．
MMSE13 点 . 興味関心チェックリストは ,「興味がある」は 0 個であった . 起居動作は全介助であり ,ADL は
FIM40 点（mFIM20 点）. 日中，意欲・覚醒ともに低く , 臥床傾向であった .

【方法および経過】ADL 向上の為に右上肢の参加を増やすことを目標に , 創作活動を実施した . 開始時はリハ
ビリ内で一緒に行ない , 余暇活動へと移行する中で本症例が主体的に活動できるようスケジュール表を使用し
た．評価は ,STEF・MAL・FIM を使用した．

【結果】１日のスケジュールを組むことができ，主体的に創作活動を行うことができた．興味関心チェックリ
ストの「興味がある」は 4 個となり ,STEF 右 20 点・左 84 点，MAL は ,AOU3 点．FIM93 点（mFIM68 点）
へと向上した . 食事は右手で箸を用いて自己摂取が可能となった .

【考察】活動意欲の低い症例に対して , 創作活動を行い ADL 向上を図った．スケジュールを使用し，主体的な
活動が実施できた．また，早期から積極的に廃用手に対して参加を促したことで上肢機能が向上し , 実用手の
獲得に至った . 活動量の拡大にて今後の生活に対して希望や興味を抱くことができた．重度麻痺を呈する患者
に対して ADL 向上を図るには，意味のある活動を行い，右上肢を使用する頻度を増やすことで機能向上を図り，
早期から実際の生活場面へ移行することが有効である．
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10-4-2　回復期リハ④
家事動作の自立度向上に向けて目標設定と支援を実施した症例 
～ ADOC・MTDLP を用いて～

世田谷記念病院　リハビリテーション科

しまだ かずと

○島田 和人（作業療法士）

【はじめに】
　行動変容には自己効力感向上が重要、目標設定により促進可能と報告されている。今回、作業選択意思決定
支援ソフト（Aid for Decision-making in Occupation Choice：以下 ADOC）、生活行為向上マネジメント
(Management tool for daily life performance：以下 MTDLP）を用いた経過を報告する。
 

【症例紹介】
年齢：80 代  性別：女性  傷病名：第 12 胸椎破裂骨折術後  既往歴：鬱病
現病歴：2017 年 10 月に第 12 胸椎破裂骨折受傷。同月、椎体形成術施工。11 月当院転院
 

【評価】
Functional Independence Measure( 以 下 FIM)、Numerical Rating Scale( 以 下 NRS)、Geriatric Depression 
Scale( 以下 GDS)、Mini-Mental-State- Examination( 以下 MMSE)、MTDLP を用いて入、退院を比較
 

【経過・結果】
入院時 FIM 合計 61/126、NRS 安静 5/10、運動 6/10、GDS13/15、MMSE26/30 であった。初回面談で目標表
出困難であったため、ADOC を使用して 5 つの作業を患者と協業、抽出した。さらに、MTDLP アセスメン
トシートにより問題点、現状能力、予後予測を共有した。抽出目標から、クイックルワイパーと洗物の自立と
いう具体的目標を決定。その際の、満足度、遂行度は 1/10 であった。その後、MTDLP 向上プランを作成、
提供した。退院時 (47 病日 )FIM 合計 103/126、NRS 安静、運動時 1/10、GDS 7/15、MMSE29/30、MTDLP
の満足、遂行度は 7/10 であった。退院時はクイックルワイパーと洗物は自立、外泊後「掃除機が使いたい」
と新規目標が聞かれた。
 

【考察】
ADOC、MTDLP アセスメントシート使用により、患者と目標を協業決定したことが、shared decision 
making model（合意による意思決定）となり、目標共有が図れた。目標と目的意識を結びつけたことが、内
的動機付けに繋がったと考える。動機付された目標と、MTDLP 向上プランによる目標支援により、自己効力
感が向上したと考える。その結果、行動変容が生じ作業能力向上、目標表出が可能になったと考える。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
10-4-3　回復期リハ④
BPSD 症状を呈する認知症高齢者に対するアロマセラピーの有用性

1 花川病院　リハビリテーション部　作業療法科，2 花川病院　医師

いとう たかふみ

○伊藤 隆史（作業療法士）1，大高 三樹 1，今西 優美 1，中村 有沙 1，金子 慶太 1，憲 克彦 2

【目的】
アロマセラピーは非薬物療法の中で最も科学的な検証が進んでいる認知症に対する治療法の一つで、怒りや衝
動行動、問題行動が少なくなったというデータが報告されている。認知症の行動・心理症状（以降 BPSD）が
ある患者に対してアロマセラピーを併用した作業療法が、認知症の中核症状及び BPSD 症状の緩和に影響す
るのかを明らかにする。

【対象と方法】
BPSD 症状によりリハビリ、病棟ケアでの介入に支障があり MMSE20 点以下の当院回復期リハビリテーショ
ン病棟に入院されている方を対象とした。その内介入群（作業療法＋アロマセラピー）：14 名（年齢 86.2 ± 6.2
歳、MMSE10 ± 3.9）、対象群（作業療法のみ）：18 名（年齢 89.4 ± 5.9、MMSE12.4 ± 3.6）。検証方法は作業
療法中に一日 1 回芳香時間 20 分間、作業療法とアロマセラピーを併用し介入した。アロマはローズマリーカ
ンファー：レモンを２：１の分量で使用。評価項目は、MMSE・HDS-R・FIM・CBA・NM スケール・DBD
を実施。期間は、介入群はアロマセラピー介入時と１ヶ月間アロマセラピー実施後で評価実施。対象群は入院
時と１ヶ月後で評価実施。

【統計分析方法】 
介入群の介入時とアロマ介入一か月後、対象群の入院時と一か月後の各評価項目について、Excel 統計 2010
を用いて二元配置分散分析後に Bonferroni の多重比較検定を行った。

【結果】
CBA 下位項目の記憶・病識に介入群のみ有意差がみられた (p<0.05)。それ以外の結果因子に群間差はみられ
なかった。

【考察】
アロマ介入の効果としては CBA 下位項目の記憶・病識に対して有意差が認められた。先行研究では、鼻腔の
嗅細胞や海馬の細胞などは再生することが報告されている。今回、アロマの刺激により海馬や扁桃体、視床下
部の機能が衰えてきた部分を活性化させた可能性がある。その為、記憶と病識が向上し、情動反応が安定した
為 BPSD 症状の緩和とリハビリ・ケアの介入が行いやすくなったと考えられる。
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10-4-4　回復期リハ④
回復期リハ病棟におけるドッグセラピーの効果

千里リハビリテーション病院

とみむら ちかこ

○冨村 千佳子（ドッグセラピスト），橋本 康子

当院では回復期リハビリテーションでの代替療法として、入院患者へのドッグセラピーを行なっている。
代替療法としてのドッグセラピーは、セラピー犬とのふれあいだけではなく、一人一人の患者に合わせたプロ
グラムを構築し、必要に応じて上肢訓練や歩行訓練などにもセラピー犬を介在させる。その上で、セラピー犬
とのふれあいによる、心理的効果，生理的効果及び社会的効果をより分かりやすく実証するため、いくつかの
方法にて検証を行うことにした。
　方法としては、ドッグセラピーへ興味を示した入院患者数名に対し、１単位２０分でのドッグセラピーを週
に１回、３ヶ月間行った。ドッグセラピーの開始前（３０分）、実施中、実施後（３０分）の「活動・動作・
表情・発言・他者との関わり」などを行動観察シートを用いて観察。それに加えて、心拍数・血圧・唾液アミ
ラーゼ値の測定などによる数値化も同時に試みた。
　その結果 , 回復期リハビリテーションにおいて実施されたドッグセラピーの対象者はもちろんのこと , 対象
者の家族、病院スタッフなど、ドッグセラピーに携わっていた人々にも様々な変化が見られた。セラピー犬に
よる心理的効果，生理的効果及び社会的効果は、対象者それぞれの犬に対する意識や今までの関わり方などに
よって変化するため今後も注意深く観察していきたい。
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10-4-5　回復期リハ④
入院患者に対する創作活動導入とその効果

千里リハビリテーション病院

うらた まさこ

○浦田 雅子（園芸療法士），橋本 康子

【はじめに】
当院は入院中のリハビリテーションの一環として様々な代替療法を取り入れています。2018 年より病棟外に
園芸棟と絵画・音楽棟を配備、それぞれの活動に応じた専用の場で作業をする事で、入院患者への積極的なア
プローチに繋げています。園芸棟では農園芸以外に工芸 ( 主に陶芸 )、などを中心に創作活動を取り入れており、
又サポートに関わるスタッフは、指導するという形ではなく、「同じ立場で共に創作活動を行う」という形で
関わり、患者のペースで打ち込める環境作りを心がけています。今回、その関わりの中で、入院から退院まで
の期間、患者の活動の取り組みに変化が見られた為、ここに報告します。

【対象と方法】
園芸棟利用者の中で、陶芸を希望した患者。
９歳～８５歳までの男女計 10 名。
創作時間や内容、完成度、言葉の変化などを調査。

【プログラム】
陶芸：成形 ( 土をこねる、丸める、積み上げる、削りなどの作業、ロクロ )・装飾 ( 絵付け )・釉薬 ( 釉掛け )・
焼成 ( 窯詰め ) など一連の作業を実施。

【考察】
単発ではなく、十分な時間をかけ一連の作業に関わることで活動の機会や幅が増えた。さらに完成した作品を、
自己評価し、そして使用する事で、改善点への気づき。さらに良いものを作ろうという意欲の向上、またコミュ
ニケーションに課題を抱えた方は、作品が１つの表現方法となり、他患者や家族とのコミュニケーションの話
題提供につながったと考える。
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10-4-6　回復期リハ④
回復期病棟におけるラジオ体操の効果

富家千葉病院　看護部介護科

もんま ちひろ

○門間 千尋（介護福祉士）

【はじめに】  
 当病棟は、42 床の回復期病棟である。患者様の入退院も多く、患者層も介護度の低い方から高い方までと様々
である。その中でも、当初からの取り組みとして、10 時と 15 時に食堂でラジオ体操を行い、リハビリの合間
に集まっている患者様に参加してもらっている。患者層の変化に伴い、様々な効果を得ることができたため、
ここに報告する。

【方法】
① 10 時と 15 時にフロアにいる患者様へ声をかけ、食堂へ集まってもらう。ＣＤをかけラジオ体操を行う。強
制はしないようにする。
②患者様と職員にアンケートを行う。

【結果】
 はじめの頃は、患者様に声掛けをしても「やりたくない」と断られ、実施できないこともあった。そのため、
まずラジオ体操のＣＤをかけ、声掛けをするようにしてみた。すると、まず職員が体操を行うことで、それに
つられて患者様も参加してくれるようになった。また、フロアにいる患者様も音楽が流れている食堂へ誘導し
促すことで、参加してくれるようになった。終了後には患者様から、「楽しかった」という言葉や笑顔も見ら
れた。

【考察】
 誰もが知っているラジオ体操を行うことで、男女・年齢問わず多くの患者様に参加してもらえた。リハビリ
のない時間は暇を持て余してしまう患者様が多く、不穏になってしまう方もいるが、その時間は体操に集中す
ることができ、良い気分転換となり入院生活の中での楽しみをつくることができた。また、自立度の高い患者
様が自ら部屋から出てきて参加する姿もあり、離床のきっかけをつくることもできた。回復期病棟らしい取り
組みとして今後も継続し、患者様の日常生活のリズムづくりにつなげていきたい。
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10-5-1　回復期リハ⑤
HAL® 腰タイプ自立支援用 (HAL-FB02) を用いた即時効果の検証と対象者の検討

医療法人　平成博愛会　博愛記念病院　リハビリテーション部

しんや きょういち

○新屋 橋壱（理学療法士），髙田 昌寛，矢和田 祐輔，大寺 誠，今富 裕之，池村 健

【はじめに】
近年 , ロボットを用いたリハビリテーションが注目されているが高齢者の立ち上がり動作の改善に難渋する
ケースは多い . 今回 , 立ち上がり動作の自立を支援する CYBERDYNE 社製の HAL-FB02( 以下 , 腰 HAL) を使
用し即時効果に着目して検証を行った . 

【方法】
当院回復期リハビリテーション病棟に入院中の脳血管疾患患者 2 名 ( 以下対象 A.B). 対象 A:80 歳代後半女性脳
梗塞左片麻痺 BRS 上肢 : Ⅲ下肢 : Ⅲ FIM:71 点 . 対象 B:80 歳代前半女性脳梗塞右片麻痺 BRS 上肢 : Ⅲ下肢 : Ⅳ
FIM:98 点 . 映像解析ソフトダートフィッシュを用いて腰 HAL 装着前後の立ち上がり動作の失敗回数 , 股関節
最大屈曲角度 , 時間を解析 . 

【結果】
対象 A:( 装着前 ) 立ち上がり動作の失敗回数 5/10 股関節最大屈曲角度 :128.7 度時間 :3.6 秒 .
           ( 装着後 ) 立ち上がり動作の失敗回数 2/10 股関節最大屈曲角度 :122.9 度時間 :3.0 秒 . 

対象 B:( 装着前 ) 立ち上がり動作の失敗回数 4/10 股関節最大屈曲角度 :117.2 度時間 :6.2 秒 . 
           ( 装着後 ) 立ち上がり動作の失敗回数 2/10 股関節最大屈曲角度 :105.3 度時間 :2.4 秒 .  

【考察】
「虚弱高齢者ほど動作スピードは遅くなり静的安定性を優先した制御動作戦略がみられる」,「片麻痺患者は大
きく体幹を前傾し , 時間をかけて離殿する」という報告からも対象者は安定戦略を用いて立ち上がり動作を行っ
ている可能性が高い . 腰 HAL を使用する事で運動量戦略を用いた運動学習により麻痺側下肢の参加と対称性
が改善され対象 A.B の即時的な立ち上がり動作の改善に繋がったと考える . 今後 , 継続使用する事で運動量戦
略を用いた立ち上がり動作が獲得でき , 移乗・排泄動作能力の改善にも繋がる可能性が示唆された . 
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10-5-2　回復期リハ⑤
人工膝関節全置換術後患者の疼痛及び筋出力にする , ロボットスーツ HAL® の即時効果の検証

平成横浜病院　リハビリテーション科

なかえ けんと

○中江 健人（理学療法士），鈴木 達也，山﨑 智也

【目的】人工膝関節全置換術 ( 以下 ,TKA ) 後の患者において , 疼痛の遷延化は理学療法の阻害因子となり , 筋
出力向上の妨げとなることがある . そのため , 疼痛の緩和及び効率的な筋出力向上は , 早期歩行獲得や自宅復
帰に向け重要である . そこで , 生態電位信号を読み取り , 動作をアシストするロボットスーツ HAL® 臨床研究
用モデル ( 以下 ,HAL® ) を TKA 後患者に用いることで , 疼痛緩和及び , 膝関節伸展筋出力に効果があるのか
を検証することを目的とした .【対象】2018 年 6 月 1 日から 2019 年 2 月 28 日に当院で TKA を施行した 27 人
のうち , 両側 TKA 施行者 , 関節可動域制限を有する者等を除いた 12 人を対象とした . 【方法】術後 8 日時点で
HAL® 実施群 6 人 ( 以下 , 実施群 ) には HAL®CVC モードによる自動膝伸展運動 10 回 5set 実施 ,HAL® 非実施
群 6 人 ( 以下 , 非実施群 ) には自動膝伸展運動 10 回 5set 実施し , 運動前後の疼痛 (VAS), 膝伸展最大トルク ( 
BIODEX 酒井医療株式会社 ) の結果 を Man-Whitney の U 検定で比較をした . 群分けは交互に振り分けた . 【結
果】膝伸展最大トルクは僅かに有意差があった ( P ＜ 0.08  ) . 疼痛評価は安静時 , 運動時 , 荷重時いずれも有意
差はなかった . 【考察・結論】HAL® 実施により膝関節伸展筋の効率的な筋出力発揮が促通できる可能性が示
唆された . これは ,HAL® が生体電位信号を感知し , 適切なタイミングで運動を支援したことが要因の可能性が
ある . 疼痛に対しては HAL® 実施による効果はなかった . この結果より ,TKA 後患者に対し HAL® を使用し
膝関節伸展筋の効率的な発揮が促通することで , 膝関節伸展制限を防ぎ , 早期歩行獲得に繋がる可能性が示唆
された . しかし , 今回は対象者が少なく即時的効果の検証に留まっているため , 効果の持続性や在院日数への影
響は今後の課題である .



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
10-5-3　回復期リハ⑤
ロボットスーツ HAL Ⓡ臨床研究用モデルを使用した運動器疾患患者の荷重量の変化

1 岸和田平成病院　リハビリテーション部，2 岸和田平成病院　診療部

たちばな ようじ

○橘 陽二（理学療法士）1，小田 隼人 1，矢野 未里 1，岸本 裕佑 1，明松 春水 1，荒尾 徳三 2

【背景・目的】
脳血管疾患や脊髄損傷の症例に対するロボットスーツ HAL® 臨床研究用モデル（以下 HAL）の歩行機能改善
効果は数多く報告されているが、運動器疾患に対する報告は少ない。本研究は、HAL の運動器疾患への臨床
的有用性を示すことを目的とした。

【方法】
対象は当院回復期リハビリテーション病棟に 2018 年 7 月から 8 月に入院中の運動器疾患の 5 症例。HAL は
Cybernic Impedance Control モードで歩行練習、起立練習、荷重練習を約 30 分間実施し、1 週間で 2 回行った。
荷重練習は STAND モードで視覚フィードバックを用いて、左右下肢への荷重を促した。効果判定は HAL 使
用前後に安静時荷重量、最大荷重量を測定して解析した。

【結果】
HAL 使用前後で、安静時荷重量の左右差が有意に減少した（P < 0.05）。最大荷重量では有意差がなかったが、
HAL1 回目実施後が平均 5.2 ㎏、2 回目実施後が平均 2.8 ㎏の荷重量の増加を認め、全患者の平均としては患
側下肢への荷重量が増大した。

【考察・結論】
HAL を使用した訓練は、運動器疾患においても一定の効果が得られる可能性が示唆された。HAL を使用する
ことで、対象者、介助者共に前後左右への荷重分布の視覚フィードバックが可能であり、STAND モードの動
力により立位保持をサポートすることで荷重練習をより多く反復できたため効果が得られた可能性がある。た
だし、対象患者が 5 人と少なく統計学的な根拠が十分とは言えない。今後は症例を増やし、歩行能力やバラン
ス能力に対し、HAL による臨床的有用性を検証していきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
10-5-4　回復期リハ⑤
脊髄疾患患者に対するロボットスーツＨＡＬ ® の効果について 
～光イメージングによる脳機能検証～

東浦平成病院　リハビリテーション科

ふじおか なおき

○藤岡 直樹（理学療法士），井上 鮎佳，高木 遼，谷 哲之，國廣 澄仁

【目的】
立ち上がり動作に HAL® を使用し、前後において皮質運動関連野における脳血液中のヘモグロビンの酸素化
状態の変化に違いがあるか検証した。

【症例】
症例 A 氏、70 歳代男性、事故により頸髄損傷不全麻痺（C7 頸髄損傷レベル、Zancoli 分類：左右 C7A）、
FIM47 点、立ち上がり最大介助レベル。症例 B 氏、70 歳代男性、胸髄症性脊髄症により両下肢不全麻痺（T10
胸髄損傷レベル、Frankel 分類：左右 T10D）、FIM70 点、立ち上がり最大介助レベル。

【方法】
島津製作所社製近赤外光イメージング装置 SPEEDNIRS8 組ファイバ（以下 NIRS）を使用。NIRS 装着下にて
立ち上がり動作を実施。30 秒間の立ち上がり反復を 3 回実施し、動作間の休息を各 15 秒とした。これを 1 セッ
トとして 3 セット実施し、2 セット目は HAL® 装着にて実施した。評価期間は１ヶ月間とし、そのうち 3 日
間で計測した。尚、本症例は当院倫理委員会の承認を得て実施している。

【結果】
脳血液中のヘモグロビンの酸素化状態の変化を積分値で示した HAL® 前後での差の平均値は、頸髄損傷患者
では平均 -1.336 ± 0.61 と減少し胸髄疾患患者では平均 0.376 ± 0.47 の増加がみられた。

【考察】
ヒトの脳活動では，神経活動亢進と脳血流増加は並行すると考えられている。胸髄疾患患者に関して、HAL®
によって随意的神経・筋活動と運動に伴う求心性の神経刺激が得られ、神経・筋系の活動が促進され皮質運動
関連野が賦活されたことによりヘモグロビンの酸素化状態が増加したと考えられる。また、頸髄損傷患者では
運動による皮質運動関連野の変化量は少ないという報告があり、求心性刺激を増加させる等他の方法の検討が
課題となった。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
10-5-5　回復期リハ⑤
上肢運動障害患者に対して ReoGo®－J 使用後の考察

博愛記念病院　リハビリテーション科

なかむら こうき

○中村 公紀（作業療法士）

【はじめに】
近年 , リハビリテーション（以下 , リハ）医療分野におけるロボットは「義肢」から「リハ支援ロボット」ま
で実に幅広く研究開発が行われている . その中の 1 つとして「上肢用ロボット型運動訓練装置 ReoGo®-J」（以
下 ,ReoGo®-J）が開発され , 目的として麻痺している上肢の関節癒着や拘縮予防 , 関節可動域の改善などが期
待できるリハロボットである .
 

【目的】
当院で ReoGo®-J 試験運用の機会を得たので上肢不全麻痺患者に対して導入し , 麻痺側上肢機能および麻痺側
上肢の日常生活での使用頻度と動作の質が改善するかについて検証した .
 

【対象 / 方法】
症例①発症 1 ヵ月以内の右放線冠急性梗塞を呈した 60 代女性（入院患者）.
症例②発症 9 年経過の右被殻出血を呈した 40 代男性（外来患者）.
麻痺側上肢機能を Brunnstromstage（BRS）および Fugl-MeyerAssessment（FMA）で評価し , 麻痺側上肢
の日常生活での使用頻度を MotorActivityLog（MAL）の AmountofUse（AOU）で , 動作の質を MAL の
QualityofMovement（QOM）で評価した . 各評価を ReoGo®J 導入前 , 導入 1 ヵ月後 , 導入 2 か月後に実施し ,
比較検討した .
 

【結果】《導入前「→」導入後 2 か月》
ReoGo®-J 導入後 , 発症早期患者において BRS・FMA・MAL（AOU・QOM）の全項目に著明な改善を認めた . 維
持期患者において BRS・FMA に著変なく ,MAL（AOU・QOM）の改善が得られた .
 

【考察】
上肢麻痺に対する治療は上肢運動時間の確保として自主訓練の導入が必須である . その中で発症早期よりセラ
ピストによる徒手療法と運動バリエーションの豊富な ReoGo®-J と組み合わせることでより治療効果が期待で
きると考えられる . また , 発症から長期間経過した重症麻痺患者の運動イメージの再構築の一助となり , 生活上
での麻痺側上肢を使用する頻度増加の可能性が示唆された . そのことから学習性不使用の脱却及び潜在化した
麻痺側上肢の機能回復を目的とした一手段に成り得ると考える .
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10-5-6　回復期リハ⑤
脳卒中患者の肩関節亜脱臼に対して IVES を使用した治療効果の検証

1 西宮回生病院　リハビリテーション部，2 平成リハビリテーション専門学校

はまだ いっせい

○濱田 一世（作業療法士）1，伊勢 将樹 2，田中 裕二 2，細川 雄平 2

  【目的】
   随意運動介助型機能的電気刺激（以下：IVES）の研究・治療は、2010 年以降から様々な考察がなされ、効
果的な治療方法として普及している。
   今回脳卒中後に肩関節亜脱臼を呈する患者に対し、継続的な IVES 治療を施し、治療効果を検証することを
目的とした。
         
   【症例情報】
   　対象者は、脳卒中により左肩関節亜脱臼を呈した 80 歳代男性。入院時は Stroke Impairment Assesment 
Set（以下：SIAS）は Knee-Mouth、Position、Touch、Pain 全て 0 点であった。Fugl-Meyer  Arm score（以
下：FMA）の上肢運動機能は 6 点、上肢感覚は 0 点であった。Acromio-Humeral Interval（以下：AHI）は
21.9mm であった。ADL では座位は中等度介助レベルであった。
    
   【方法】
   　治療方法は、左棘上筋に対し IVES のノーマルモードを 1 日 1 回、20 分実施した。周波数は 35Hz、治療
時間は 6 秒、休息時間を 2 秒と設定し、治療期間は 30 日間実施した。前後に IVES 以外の治療を実施しない
ように配慮した。評価方法は、治療前後でノギスを使用し簡易的に AHI を測定した。なお、本報告は当院の
倫理規定に則り、同意を得て実施した。
    
   【結果】
   　SIAS は Knee-Mouth2 点、Position1 点、Touch1 点、Pain2 点と向上した。FMA の上肢運動機能は 27 点、
上肢感覚は 5 点と向上した。AHI は最終で 7.1mm と減少した。
    
   【考察】
   　今回の結果より、脳卒中後の肩関節亜脱臼患者に対し、IVES 治療を施すことで、亜脱臼改善につながった。
その要因として、棘上筋に対し電気刺激を与えることで、末梢からの固有感覚入力の増加に伴い、神経原性の
筋力増強を引き起こしたのではないかと考えられる。また SIAS と FMA の得点が向上している要因として、
IVES 使用で対側大脳感覚運動野の脳血流量増加を認めたと報告がある。IVES を使用することで運動機能と
感覚機能の向上にもつながったと推察される。
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10-6-1　回復期リハ⑥
Honda 歩行アシストを評価ツールとして運用する為に

1 多摩川病院　リハビリテーション部，2 神戸平成病院

はやし ゆうき

○林 祐輝（理学療法士）1，芳垣 琴絵 1，谷本 源太 1，徳嶋 愼太郎 2

【目的】
理学療法士は歩行評価をする際に目視での歩行観察を行うことが多くある。しかし臨床をしている中で歩行観
察は経験年数や個人の能力で精度に差が出ることが見受けられる。今回使用する Honda 歩行アシスト ( 以下、
アシスト ) は使用者の股関節伸展屈曲可動角を数値化することが出来る。その機能を用いて、理学療法士の観
察と評価が経験年数で差違があるかの検証を目的とした。
 

【方法】
当院回復期リハビリテーション病棟から脳卒中片麻痺患者 2 人の 10 ｍ歩行を動画撮影し、3 歩行周期にカッ
トしたその秒数分を被検者 ( 理学療法士 ) 43 人に動画を見せる。理学療法士の経験年数は 1 年目から 8 年目以
上であり、今回は 3 年目以下 (20 名 ) と 4 年目以上 (22 人 ) の 2 群に分けた。患者 A は正常歩行に近い左右差
の小さい歩容であり、患者 B は明らかな跛行の見られる歩容である。その場で観察結果 ( 股関節伸展屈曲可動
角 ) を用意した用紙に記載してもらい、アシストで計測した実測値と比較する。2 群の観測値と実測値の差を
比較した。
統計は R 2-8-1 を用いて、二標本 t 検定を用いた。有意水準は 5 ％未満とした。ヘルシンキ宣言に則り、個人
情報に配慮し分析を行った。
 

【結果】
患者 A 右では P = 0.342、左では P = 0.332、患者 B 右では P = 0.402、左では P = 0.347 であり有意差はみら
れなかった。
 

【考察】
今回は経験年数において有意差はなかった。傾向として、正常歩行に近い歩容と比較し異常歩行で観測値と実
測値に差がみられた。その理由としてアシスト装着時に患者 B は A と比較し、ずれていた可能性がある。また、
経験年数で比較した際にその傾向に差はみられていない。そこでアシストを使用することで正確な値を出すこ
とが可能となるため、評価ツールとして、活用していく方法を更に検討していきたい。
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10-6-2　回復期リハ⑥
Honda 歩行アシストのステップ訓練が麻痺側荷重応答期に与えた影響

平成病院　リハビリテーション部

いちば だいき

○市場 大輝（理学療法士），久保 直也，西村 史哉，秋田 透

【目的】　Honda 歩行アシスト ( 以下 HWA ) ステップ訓練が麻痺側立脚相の荷重応答期の改善に寄与した可能
性があるため報告する。 

【対象】アテローム血栓性脳梗塞により左片麻痺を呈した 50 歳代前半男性。Bruunstrom recovery stage：下
肢Ⅳ、Modified Ashworth Scale：左腓腹筋 2、関節可動域検査：左足関節背屈 5°、左膝関節伸展 -5°、徒手筋
力検査：左足関節背屈 2、底屈 3、膝関節伸展 4、歩容：立脚期の膝関節伸展パターン 

【方法】Gait Solution( 以下：GS ) 付短下肢装具と HWA を併用。使用 1 週目に HWA ステップ訓練、2-3 週目
はステップ訓練と追従モードで歩行訓練、4-5 週目は追従モードで歩行訓練を実施。設定値は測定値と歩行観
察をもとに適宜調節。 

【結果】( 初期 / 最終 )10 m 歩行 ( 16.40/10.03 ) 秒、平均歩調 ( 71/98 ) 歩 / 分、平均歩行速度（37/54）m/ 分、
WGS( 29.45/23.25 ) 点、障害測立脚期 ( 13/10 ) 点 

【考察】片麻痺患者の特徴的な歩行に荷重応答期の膝関節伸展スラストがある。この時期に下腿の前方回転運
動の停止、または後方回転が生じるが大腿部は前方回転が継続して膝関節の過剰な伸展が生じる。本患も同様
の歩行を行っていたが宮田らは、下腿後傾位での踵接地と荷重応答期における適切な足関節底屈が実現したこ
とで、下腿後傾位から垂直位に運動し、立脚中期に向かい身体重心が上昇する歩容となった。¹⁾ と報告して
おり GS を使用したことで立脚期の膝伸展パターンの改善に至った可能性がある。新堀らは、前方ステップ練
習を行ったことで遊脚期の膝関節屈曲角度の増加が見られた。²⁾ と述べており、HWA ステップ訓練にて二重
振子による踵接地の獲得、それ以降の股関節伸展誘導を補助し各相への円滑な移行に繋がった可能性がある。
結果として歩容改善、歩行パフォーマンス向上に至ったと推測される。
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10-6-3　回復期リハ⑥
短下肢装具と HONDA 歩行アシストを併用した歩行リハビリテーション : 症例報告

平成病院　リハビリテーション部

にしむら ふみや

○西村 史哉（理学療法士），市場 大輝，秋田 透，久保 直也

［目的］
脳卒中患者のリハビリテーションにおいて装具や歩行補助ロボットの使用は報告されている . 今回 , 短下肢装
具 ( 以下 ,AFO) と HONDA 歩行アシスト ( 以下 ,HWA) を併用したことが歩容改善に寄与した為 , 報告する .   

［対象］
右被殻出血術後で左片麻痺を呈した 50 歳代女性 . 発症 16 日後に当院入院し , 翌日より長下肢装具で歩行訓練
開始 .1 ヶ月後に AFO で歩行訓練を開始し , 発症 2 ヶ月後に HWA を併用した歩行訓練を開始 .BRS: 上肢 IV,
手指 IV, 下肢 V.FMA:169/226 点 .SIAS:48/76 点 . 早期の復職を希望 .   

［方法 ]
AFO を用いた歩行訓練に HWA を併用 . 頻度は週 2-3 日 .1 回 40 分 , 計 10 回 .HWA の設定は追従モードで出
力は計測値や Wisconsin gait scale ( 以下 ,WGS) 等の歩行観察によって適宜調整 . 効果判定は HWA 開始時と
退院時の前後比較とした .   

［結果］
10m 歩行 ( 秒 ) 6.58 → 5.28.TUG ( 秒 ) 10.84 → 6.60. 歩行率 (step/s) 2.13 → 2.27.
歩幅 (m) 0.71 → 0.83.WGS ( 点 ) 27.1 → 23.1. 時間対称度 (R/L) 0.92/0.97 → 0.99/1.00.
可動角対称度 (°) 0.90 → 0.93. 発症 3 ヶ月で職場復帰した .  

［考察・結論］
装具やロボットの使用は発症早期から予測される筋緊張異常や異常歩行パターンを修正し , 効率的な歩行獲得
に繋がる可能性がある .AFO が軽度内反尖足を修正し踵接地を促したことで位相リセットが下肢の剛性を高め
立脚中期へ展開した .HWA は立脚終期の股関節伸展を補助し ,AFO による正常関節角度での荷重刺激と合わ
さり CPG の賦活に繋がった可能性がある . 歩行時のストライドや関節可動角度 , 時間対称性の向上が歩行速度
と歩容の改善に影響した可能性が高い .
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10-6-4　回復期リハ⑥
Honda 歩行アシストを使用した歩行が健常者の立位バランスに及ぼす影響

堺平成病院　リハビリテーション部

なかざき ふみや

○中崎 文也（理学療法士），廣岡 良一，大森 裕樹

[ 目的 ]
Honda 歩行アシスト ( 以下、歩行アシスト ) は、股関節角度センサーから得られた情報で股関節モーターを制
御し、立脚期や遊脚期に股関節の運動方向を適切に誘導し、歩行の改善を目的としている。先行研究では、歩
行アシストによる立脚期の延長が体幹に推進力を与えると報告されているが、股関節戦略や体幹筋群の賦活に
影響を与えたという報告は少ない。そこで今回、健常人に対し歩行アシストを使用し、立位バランスに及ぼす
影響を検証した。
[ 対象 ]
健常成人 38 人 ( 男性 25 人、女性 13 人、年齢 27.5 ± 4.9 歳 )
[ 方法 ]
対象者を無作為に実施群と非実施群の 2 群に分類し、それぞれに歩行アシストを装着した。実施群は対称モー
ド ( 屈曲、伸展共に 4N) で 3 分間の歩行を行い、非実施群は電源を OFF にした状態で同様に歩行を行った。
両群共、歩行前と歩行後に、Functional reach test( 以下、FRT)、Timed upand go test( 以下、TUG) を測定し、
それらを比較検証した。統計処理は、Mann-Whitney の検定を使用し、有意水準は 5% 未満とした。尚、本研
究は当院倫理規定に則り実施した。
[ 結果 ]
実施群では、歩行後の FRT で P<0.001 と有意差があり、TUG は P<0.001 と有意差があった。
[ 考察・結論 ]
今回得られた結果より、歩行アシストの使用は立位バランスに対しても有用であった。FRT の値で有意差が
得られた原因は、股関節屈筋と伸筋の相反作用が調整され、立位バランス時の協調的な運動が獲得した可能性
がある。また、TUG の値で有意差が得られた原因は、Central patterngenerator を賦活した事により、振り出
し動作に伴う骨盤後傾運動が矯正され、体幹筋群が賦活し、体幹の安定性が向上した可能性がある。今後、対
象者や目的を再考し、新たな検証を行う必要性がある。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
10-6-5　回復期リハ⑥
Honda 歩行アシストを用いた歩行によるバランス能力への即時的影響

東浦平成病院　リハビリテーション科

ゆうむら かなこ

○勇村 香那子（理学療法士），宮田 貞生，辻田 愛恵，北河 宏之

【目的】
歩行後に立位バランス能力に改善を認めたという先行研究が散見される。しかし、Honda 歩行アシスト（以下、
アシスト）を用いた二次的効果の研究は少ない。そこで、アシスト使用後の立位バランス能力への即時的影響
について検証したので報告する。

【方法】
対象は健常な成人男性 5 名、女性 10 名、計 15 名（平均年齢 29.07 ± 6.73 歳）。まず、立位バランスの評価と
して重心動揺計を用い、開眼・閉眼共に 1 分間測定。その後、アシスト実施 (3Nm) 日と非アシスト（0Nm）
日に分けて各 10 分間の歩行を実施。歩行直後に再度重心動揺計を用い同様の測定を実施した。統計処理は対
応のある t 検定と Wilcoxon 符号付順位和検定を用い、有意水準は 5％未満とした。尚、本研究は当院倫理委
員会の承認を得て実施した。

【結果】
 矩形面積では、0Nm 閉眼時の歩行前後で有意差は無かったが、3Nm 閉眼時では 10.67 ± 3.95cm から 8.46 ±
2.70cm へと有意差を認めた（p ＜ 0.05）。外周面積では、0Nm 閉眼時では有意差は無かったが、3Nm 閉眼時
では 4.64 ± 1.61cm から 3.92 ± 1.44cm へと改善を認めた。

【考察】
塚越らはアシスト使用後に、股関節伸展筋群の求心性筋出力は優位に増加したと報告し、建内らは股関節伸展
筋群の筋活動が高まると、脊柱起立筋群の筋活動量が増加すると報告している。また桑原らは、安静立位では
脊柱起立筋群の活動が腹筋群に比べて優位であると述べている。よって本研究の結果から、アシスト使用によ
る股関節・体幹筋への促通により、股関節戦略を主体とした狭い床面での立位バランスの即時的な効果を得た
と考えられる。また、今回の測定はロンベルグ肢位であり、健常者の開眼では変化を認めなかったが、アシス
ト使用による筋活動向上から固有感覚も向上し、閉眼立位のバランスに改善を認めたのではないかと考える。
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10-6-6　回復期リハ⑥
ホンダ歩行アシストがＣＯＰＤ患者の歩行能力に与える影響に関する検証 
～歩行距離の延長を目指して～

徳島平成病院　リハビリテーション科

はまなか こうすけ

○浜中 貢輔（理学療法士），柳本 麻里

【初めに】
厚生労働省によると慢性閉塞性肺疾患（Chronic Obstructive Pulmonary Disease、以下 COPD）の患者数は
全国に約 500 万人、年間の死亡者は約 1 万 5 千人と推計されており、肺の生活習慣病と位置付けられている。
ホンダ歩行アシスト（以下アシスト）は、「倒立振子モデル」に基づく効率的な歩行をサポートする歩行訓練
機器であり、片麻痺患者の歩容改善など、歩行能力向上の可能性があることが示唆されている。今回は COPD
患者の歩行能力に関する影響を検証したのでここに報告する。

【症例提示】
 80 歳代の男性で身長は 150.0cm、体重 48.0㎏で COPD 分類はⅢ期（重症）であるが、ADL は自立しており在
宅酸素療法は導入していない。数年前より肺気腫と診断され、当院外来にて治療中であった。入退院を繰り返
しており、今回も食欲不振と全身倦怠感の訴えがあり入院となった。

【方法】
①アシストを装着せずに独歩②アシストを装着して歩行（左右、屈曲・伸展全て 2N のアシスト）③アシスト
を装着して歩行（アシスト機能なし）の 3 パターンで 3 分間歩行距離の比較を行う。統計解析は Mann-
Whitney の U 検定を用い、危険率は 5％とした。

【結果】  
①と②とでは優位差無し（ｐ >0.0542）となり、歩行距離の差は認められなかった。②と③とでは有意差有（ｐ
<0.01）となり、歩行距離の差が認められた。

【考察】
 対象者の体格や COPD の重症度によってアシストの重量自体が負荷となり、歩行能力に影響を及ぼす可能性
がある。アシスト装着下においては、アシスト機能が歩行距離の延長に寄与した可能性があると考えられる。
また、歩行直後や労作後の SPO2 のリカバリー能力の向上や自覚的な疲労度の改善が認められた。今後は継続
的な使用によって歩行距離の延長が可能であるか検証していきたい。
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10-6-7　回復期リハ⑥
慢性期片麻痺患者に対しての HONDA 歩行アシストと Nordic walk の相乗効果：症例報告

印西総合病院　リハビリテーション部

いちかわ たく

○市川 拓（理学療法士）

【緒言】発症 23 年目の慢性期片麻痺患者への歩行補助具の提案において ,Honda 歩行アシスト ( 以下 :HWA) の
角度センサーを使い T-cane walk( 以下 :TW) と Nordic walk( 以下 :NW) を比較したところ ,NW で良好な成績
を得たため ,HWA との相乗効果も併せて報告する。

【対象】23 年前に左被殻出血を発症し右半身に運動麻痺の後遺症がある 70 歳代の女性である。右側の機能は
SIAS-m: 上肢 1-0/ 下肢 4-4-0, 筋緊張 : 下腿三頭筋 MAS2, 歩行はプラスチック短下肢装具を着用し中等度介助
であった。

【方法】当院入院後,歩行訓練を中心とした理学療法を実施し,第21病日時点で歩行が最小介助になった為,HWA
の測定機能を用いて TW と NW の測定 (10m 歩行テスト ,6 分間歩行テスト , 股関節伸展角度 , 歩調 ) を行った。

【結果】TW に比べて NW にて歩行速度の向上 , 歩行距離の増加を認めた。したがって歩行訓練を NW と
HWA の追従モードの組み合わせで行った結果 , 第 57 病日時点では NW にて屋外の歩行が自立となった。

【考察】NW はポールを地面に突く事によって得られる突き上げ作用によって , 体幹の伸展モーメントを助長
させ脊柱の矢状面アライメントを改善する。また HWA は股関節へのモーター出力が上半身と骨盤の代償動作
の抑制を行い , 立脚時の過度な体幹前傾を改善する。

【結論】NW と HWA の効果が合わさる事でより高い歩行能力を獲得することができる可能性がある。片麻痺
患者への歩行補助具の提案には , 療法士の主観的な視点だけでなくロボット等を用いた客観的な視点も考慮す
ることが重要であると思われた。
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10-7-1　回復期リハ⑦
回復期リハビリ病棟におけるリハビリナースの取り組み 
～アンケート調査から現状と今後の課題を知る～

豊中平成病院

おおにし じゅんこ

○大西 純子（看護師），鎌田 美沙，上野 美沙代

「目的」
当院では 2016 年からセラピストが行う限られた単位内のリハビリテーション（以下リハ）に追加し、看護師
が必要性に応じ主に歩行訓練や起立訓練等のリハを行う「リハナース」を導入した。導入前に看護師に対しア
ンケート調査を行ったところ、肯定的な意見が多かったなか日々の看護業務が手薄になるのではないか、専門
的な技術がなく不安だという意見があった。そこでリハナースを実施し 3 年が経過した現在、スタッフの意識
の変化や現在の問題点、今後の課題についてを明らかにするために再度アンケート調査を行った。

「方法」
導入前に作成したアンケートを基に新たなアンケート用紙を作成し実施した。

「対象者」
回復期リハ病棟看護師 17 名

「結果」
大半の看護師がリハナースの必要性を感じており「患者とのコミュニケーションの時間が増え、看護師として
新たな気づきがあった」「担当セラピストとより具体的な情報交換や退院にむけての計画立案ができた」「リハ
ナースを実施した中でよい効果がみられた症例があった」という意見があった。回復期リハ病棟看護師の役割
については安全、効率的にリハが行えるよう患者の全身管理、精神的サポートを行う事と新たに、FIM の向
上を目標にセラピストと情報共有し具体的計画を上げる等の意見があった。リハナースを負担や不安に感じる
看護師は 6 名であった。

［考察］
回復期リハ病棟では効率性と成果が求められ、短期間で機能回復の成果をあげていくためには病棟内スタッフ
間の連携が重要である。今回のアンケート結果により、リハナースに対する肯定的な意見が多く、担当セラピ
ストと具体的な情報交換、退院計画の立案など積極的な関わりを持つ看護師が増え意識の変化がみられた。し
かし一日のスケジュールの中でタイミングが合わず全ての予定をこなす事が出来ない、またリハナースの内容
を随時評価、修正が出来ておらず患者の状況に合っていない等今後の課題も明らかとなった。
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10-7-2　回復期リハ⑦
感覚性失語症の脳梗塞患者に対する看護師のリハビリテーションの効果 : 症例報告

1 豊中平成病院　回復期リハビリ病棟　看護科，2 豊中平成病院　回復期リハビリ病棟　医師

ふぇびりあに るじれお

○フェビリアニ ルヂ レオ（看護師）2，カロカロ エファリタ 1，アワリア ラーマ 1，上野 美沙代 1，
新井 秀宜 2

序論
回復期リハビリテーション ( 以下、リハ ) 病棟において、看護師は看護業務だけでなく、リハに携わることも
重要である。今回、感覚性失語症の脳梗塞患者に対して言語聴覚士だけでなく、看護師も病棟リハを行った。
症例
　患者は統合失調症の既往のある 59 歳の男性であった。脳梗塞 ( 左島、左側頭葉、左頭頂葉 ) を発症して急
性期病院で治療を受けた後、回復期リハ目的で発症 31 日目に当院に転院した。運動麻痺はなかったが、感覚
性失語症があった。言語聴覚療法の他に、看護師が病棟リハとして言語訓練を毎日行う計画を立てた。読む能
力が著しく低下していたため、小学校 1 年生の国語の教科書と新聞を題材として使用し、看護師が簡単な文章
を読み、その後に患者がその文章を見ながら復唱する言語訓練を行った。患者の聴理解が徐々に改善し、患者
自身が錯語に気づいて自己修正することが可能になった。それによりコミュニケーションも円滑になった。し
かし、退院時期が近づいた頃より不安感が強くなり、統合失調症が悪化したため入院 163 日目に精神科病院に
転院した。
考察
　看護師が病棟リハとして言語訓練を行うことで、患者の失語症が改善した。言語聴覚士と看護師の協力は、
言語訓練の強度と機能性を高める上で最も重要であり、治療の質が向上する可能性がある。今後も看護師の言
語訓練の症例数を増やし、その効果をさらに検討する必要がある。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
10-7-3　回復期リハ⑦

『更衣』が高齢患者の ADL に及ぼす影響

神戸平成病院　看護部

いわさき けいこ

○岩崎 圭子（看護師），松田 ルミカ，山田 麻央，竹内 香織

【はじめに】
 着替えるということは単に「衣服が汚れたから変える」というだけではなく、「生活にメリハリをつける」、「社
会的な役割」や「価値観」など多くの意味合いを持つ。今回、著明な疼痛により臥床傾向にあった患者が、日
常に『更衣』を取り入れることで、本来の生活リズムを取り戻し、様々なことに対し積極的に取り組めた事例
を報告する。

【対象】
 70 歳代女性。自宅で転倒後、頚椎症性頚髄症が悪化し、前病院で椎弓形成術。当病院にリハビリテーション
目的で転院。後遺症の不全麻痺に加え、既往に慢性関節リウマチがあり、両手指の変形のため巧緻作業が困難
であった。

【方法】
 更衣をすることで患者の ADL が改善したことに着目し、後方視的に検討した。

【結果】
 入院当初から常時、頚椎カラーと硬性コルセットを装着していたが、少しの体動でも疼痛・苦痛を伴うため、
ほぼ寝たきりの状態であった。『更衣』を日常生活に取り入れ、習慣づけたことで、「自主的な更衣」、「積極的
なトイレ排泄」、「離床時間の延長」、「他患者、スタッフとの積極的なコミュニケーション」等、ADL の向上
に繋がった。

【考察】
 『更衣』という、日常生活の一部分を入院生活に取り入れることで、患者自身が退院後の生活を具体的にイメー
ジでき、必要な生活動作を自主的に獲得することができた。看護や介護に関わる者は、現時点の患者の姿だけ
ではなく、退院後の姿も見据えて広い視野を持って関わることが大切であり、対象に応じた環境を常に整え、
患者本来の姿・持てる力を見出すことが重要である。これは、患者本来の姿を捉え、人間としての尊厳を維持
する関わりであり、退院後の QOL の向上に繋がったと考える。
 今回の事例を通して得た知見を活かし、回復期リハビリテーション病棟で、他職種との連携を行いながら『更
衣』への取り組みを積極的に行い、患者の持てる力を引き出し、ADL の拡大、QOL の向上に努めていきたい。
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10-7-4　回復期リハ⑦
看護診断指標に基づく嚥下訓練表を用いた看護実践を試みて

京都リハビリテーション病院　看護部

たかぎ みかこ

○髙木 三佳子（看護師），上山 さゆみ

1.  はじめに
嚥下訓練表（以下、訓練表）を NANDA_Ⅰ看護診断名「嚥下困難障害」の診断指標をもとに作成した。その
実践について報告する。
2.  方法
 (1) 看護診断ラベル「嚥下困難障害」の診断指標の中で当院の入院患者に出現頻度の高い診断指標を「口腔期」

「咽頭期」「食道期」別に当院で良くみられる診断指標を選択する。
(2) 「口腔期」「咽頭期」「食道期」別に、各相に効果的な運動を言語聴覚士に入ってもらい一緒に検討する。
(3) 診断指標と訓練がつながったものを表にして、すぐに実践に移せるように各病棟に設置する。
3．結果及び考察　
訓練表の導入を行って患者との関わりで変化してきたこととして、看護師がすぐに実践に繋げられ、個々の患
者にあった援助が実施できている。看護カンファレンスを開催し、看護師間のケアの統一が行えるようになっ
た。また、看護診断を用いていることで看護の独自性のある援助が実施できている。さらに言語聴覚士と事例
によって訓練を検討し、連携強化ができた。患者のリハビリ時間だけでなく毎食前に訓練することで、入院生
活に訓練表を用いたリハビリが自然と取り入れられていると考える。
4. 結論
嚥下困難事例の展開を現在も看護カンファレンスで実施した実践を振り返り、計画の評価を行っている。看護
師が援助に直接関わることにより、摂食機能療法による加算にも役立っている。看護師は「口腔期」「咽頭期」

「食道期」のどこに問題があるかをアセスメントでき、患者が「食事が生活の楽しみ」と感じられるように、
今後も患者個々に合わせた訓練を実施していきたい。
 

【参考文献】
1）原著編集 :T. ヘザー・ハードマン，上鶴重美 : NANDA- Ⅰ看護診断定義と分類 .2018-2020. 医学書院 .2018
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10-7-5　回復期リハ⑦
回復期リハビリテーション病棟看護師の摂食・嚥下機能訓練に関する意識調査

西宮回生病院

しばもと たくや

○芝本 琢也（看護師），福永 宏美

［ 背景 ］
当病棟では、患者の嚥下評価・訓練は言語聴覚士（以下 ST）に依存しており、看護師は見守り程度に留まっ
ていた。

［ 目的 ］
ST が行っている訓練を病棟看護師が継続的に行っていくために、プログラムを作成し実践することで、摂食・
嚥下機能訓練に対しての意識の向上を図ることができる。

［ 対象 ］
回復期リハビリテーション病棟に勤務し、調査に同意した看護師 15 人
 ［ 方法 ］
① 2017 年 12 月に看護師の研究メンバーと ST の共同により、摂食・嚥下機能訓練プログラムを作成。
②病棟看護師全員に本プログラムを周知。
③本プログラムを 2018 年 1 月～ 6 月の期間に病棟看護師が毎日実施。
④ 2018 年 6 月に本プログラムの実施に関するアンケート調査を病棟看護師を対象に実施。
 ［ 結果 ］
プログラムを作成することで摂食・嚥下機能訓練については 7 割以上の人が理解できたが、手技については 8
割の人が不安を感じた。患者に良い影響を与えられたかは 9 割以上の人が実感できた。全員が今後も継続した
摂食・嚥下機能訓練の必要性を感じ、8 割の人が摂食・嚥下機能訓練の知識を深めたいとの結果であった。

［ 考察・結論 ］
摂食・嚥下機能訓練プログラムを作成し実践する過程において訓練について理解でき、回復期リハビリテーショ
ン病棟看護師の意識変化のきっかけになったと示唆された。また、半数以上の看護師が摂食・嚥下機能訓練の
実践を通して患者の良い反応を感じることで、看護師としてのやりがいにつながった可能性が高い。今回の取
り組みにおいては摂食・嚥下機能訓練の実施前のアンケートが取れておらず、訓練実施前後の比較が出来なかっ
た。今後は日常生活の中でどのように取り組んでいくのかが課題であり、今回作成したプログラムの評価も継
続していく。
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10-7-6　回復期リハ⑦
回復期リハビリテーション病棟の内服自己管理におけるインシデント報告と援助方法の振り返り

緑成会病院　看護部

いとう ゆうじ

○伊藤 裕二（看護師）

[ 目的 ]
内服自己管理の患者のインシデント報告は少なくなく、１年間の報告内容に対する対策と援助方法の見直しを
行い、職員の援助方法の統一を測る事で安心できる入院生活の提供と在宅支援に繋げる。

[ 対象 ]
平成３０年６月１日から令和元年６月３０日の入院患者で内服の自己管理を行なった１２３人

[ 方法 ]
内服自己管理を行なっていた患者に関するインシデント報告の集計。
内服薬の紛失届けの集計。
内服自己管理の開始と評価、管理体制、他職種への依頼内容の実態を調査。

[ 結果 ]
平成３０年６月１日からの入院患者は３１４人（平均年齢８０. ６８歳）おり、内服自己管理を行なった患者
は１２３人だった。
内服に関するインシデントは３５件あり、飲み忘れて次の勤務帯で発見したが９件、重複して内服したが４件、
内服時間の間違い１件、カバンにしまい込んでいたが１件、職員が渡し忘れたが１件、紛失が１９件あった。
内服自己管理の開始基準は決まったものがなく、他職種とのカンファレンスや回診の際に１日分の管理から開
始し、問題がなければカレンダー管理に変更。さらに問題がなければ箱での一週間管理に変更し自己管理でき
ている評価があれば薬局からの処方を全て本人管理してもらっていた。内服の確認方法は各勤務帯で飲み忘れ
が無い様確認している。
内服自己管理開始の時には薬剤師に依頼し、内服の内容を指導してもらっている。
退院支援では、回診で内服状況の報告と他職種で多剤内服になっていないか検討し、内服薬の減量と内服時間
の変更。退院カンファレンスでは本人の退院後の生活状況の確認と家族の支援状況、サービスの内容の確認を
行なっている。

[ 考察・結論 ]
内服自己管理のルールがない為、退院日近くに内服管理を開始するケースも少なくない。患者に合わせた支援
方法の取り決めを行い早期に評価し家族への報告やサービスの検討し、在宅で安心して生活できる様システム
を構築していく必要がある。
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10-7-7　回復期リハ⑦
外傷性くも膜下出血の患者への援助

泉佐野優人会病院　

かわかみ あつこ

○川上 敦子（准看護師），野村 さゆり，小田 沙織，木原 佳子，加藤 寛

[ 目的 ]
外傷性くも膜下出血で倒れ、突然の入院により生活が一転した本患者は、現状を受け入れられず、苛立ちや不
安が増強し危険行為があったため、前院では体幹抑制をされていた。私たちは患者に寄り添いさまざまな援助
を行った結果、心身共に落ち着き、頭蓋形成術を迎える事が出来たのでここに報告する。
[ 対象 ]
46 歳男性 Y 氏、日常生活自立度 B2 運動性失語、高次機能障害によるコミュニケーション障害、胃管チュー
ブ挿入、スピーチカニューレ留置、ネックカラー装着、頭部保護の為ヘッドギアー着用。再三胃管チューブや
カニューレの自己抜去があり、原因不明の下痢が持続、夜間不眠で再三不潔行為あり。体動激しく、転落の危
険があり床マットで対応していた。
[ 方法 ]
ストレスを軽減するため、まずチューブ類の早期抜去に向けて取り組んだ。VF 検査施行し可能と考え経口摂
取へ移行した。不眠に対しては部屋の調整や眠剤の検討、イライラや興奮を抑えるため漢方薬や抗精神薬の投
与。下痢に対しては止痢薬を投与したが、治まらず、ストレス緩和する援助を徹底した。
[ 結果 ]
スピーチカニューレ、胃管チューブが抜けたことにより行動制限から開放された。服薬コントロールにより苛
立ちの軽減、生活リズムの改善、下痢は消失した。精神的に安定しベッドで眠れるようになった。また周囲へ
の関心を持つようになり、それに伴い ADL も向上した。
[ 考察・結論 ]
Y 氏は体動が激しくチューブ類も多く四肢抑制はしていないものの自由に動けない状態にあった。下痢や夜間
不眠など、生活リズムの乱れも加わり患者のストレスは計り知れなかった。経口摂取に移行できたことは、口
から物を摂取できるという人間本来の欲求も満たされ、ストレス軽減につながった可能性がある。外傷性で年
齢が若いということで介護保険適用でないため、本人・家族の意向に沿って退院後の方向性を考えて行くこと
が今後の課題となる。
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10-8-1　ICT

「安診ネット」による介護施設入居の高齢者の疾病の早期発見・重症化予防の検証及び経験例

1 医療法人芙蓉会　筑紫南ヶ丘病院　医局，2 医療法人芙蓉会　筑紫南ヶ丘病院　

わたなべ しんいち

○渡邉 慎一（医師）1，仁保 宏二郎 1，土器 恒徳 1，嘉川 裕康 1，藤岡 史子 2，野中 賢吏 2，前田 俊輔 2，
伊達 豊 1

【はじめに】
2018 年の診療報酬改定により「オンライン医学管理料」が算定可能となった。在宅医療において対象となる
慢性期医療では既往歴、現在の患者のバイタルサイン（体温・血圧・脈拍・呼吸数・酸素飽和度・意識レベル）
などの情報も重要である。これらの情報に関して ICT を用いた手法の考察は充分とは言えない。そこで ICT
を利用した健康管理システム（安診ネット）を用い、介護施設において遠隔医療を経験した例を報告する。

【対象と方法】
当院に併設された介護施設の入居者を対象に「安診ネット」を用い、入居者の日々のヘルスデータを継続的に
収集し、蓄積されたデータから各人ごとのバイタルデータの個体内変動を分析することで、各個人ごと特性あ
る『異常値』を機械学習により検知し、スコアリング法により医療・介護従事者に注意喚起をする新たな検知
法の検証を行った。さらに安診ネットによりバイタルサイン異常値が検出されかつスコア値が 3 以上の患者を
中心に診察を行った。

【結果】
症状１：87 歳男性　平常時、心拍数７０～８０で自覚症状なし。安診ネットにより心拍数 40 の徐脈を担当医
師が遠隔から確認し、外来受診を指示した。ホルター心電図を施行した結果、3 秒近く洞停止を認め、洞不全
症候群と診断した。
症例 2：86 歳男性「安診ネット」上呼吸状態に変動無く、尿回数の上昇が指摘されていた患者。発熱、高血圧、
頻拍でスコア値が 4 となりナースから連絡を受け、外来受診させた。安心ネット内の症状データから前立腺疾
患を疑って診察した所、急性細菌性前立腺炎で同日入院した。

【考察とまとめ】
施設でのデータを分析し、心不全、肺炎等の増悪に対しスコア値のカットオフ値を設定し、どのタイミングで
介護施設から病院に受診すれば有効かを検証した。今後も対象者や対象施設を増やし、医療資源の乏しい介護
施設での ICT 健康管理システム活用による健康管理の質と効率の向上につながる検証を行う予定である。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
10-8-2　ICT
ICT を用いたバイタルスコアリング法による疾病の早期発見・重症化予防システムの検証

1( 社）日本遠隔医療介護協会，2 医療法人芙蓉会，3 長崎大学　大学院医歯薬学総合研究科　公衆衛生学分野

まえた しゅんすけ

○前田 俊輔（事務職）1，伊達 豊 2，林 啓介 2，渡邉 慎一 2，三好 富士子 2，野中 賢吏 2，青柳 潔 3，
矢野 捷介 1

【背景】
高齢者の医療・介護ニーズに対する介護提供体制は喫緊の課題である。介護施設入居者は既に 170 万人を超え、
施設内での健康管理による疾患の早期発見・重症化予防が重要である。施設での健康管理として入居者の血圧、
体温、脈拍数等のバイタル測定は日常的に行われているものの、このバイタルデータを利用した医療介入の判
定に関する研究は少ない。今回バイタル値から個人毎の基準域を設定し、異常値等をスコアリングによる医療
介入時点の検証を行ったので、ここに報告する。

 【方法】
介護付有料老人ホーム入居者に対しバイタル等の健康情報を入力し、整理・分析して状態悪化を早期発見する
ICT 健康管理システム『安診ネット』を用いた。使用方法は、介護施設で日々のバイタル測定値及び症状を観
察し、既往歴と共に入力する。自動入力されたバイタルは分析され、異常値が検知されれば医師・看護師にア
ラート表示する。またバイタル別に定められたスコア配点の合計点から健康管理のトリアージを出すシステム
である。昨年肺炎の入院に対し平均スコア３をカットオフとした後ろ向き研究をおこなった所、陽性適中率：
75％、感度：61％、特異度 93％であった結果を報告したが、今回症例数が増えたため追加報告を行う。また
2019 年 4 月より介護施設でカットオフ３を示した全患者に対し医師が診察を行う前向き研究の報告を行う。 

【結果・考察】
入院前 3 日以内のスコア 3 以上を検査陽性とした所、2 ヶ月経過時で 15 人の入院に対し、感度：80％、特異度：
97％となった。本手法は入院や死亡と相関を持つ「早期警戒スコア」と「統計学」の組み合わせであり、本検
証をさらに進めることで、医療介入の判断を、従来の一般成人のバイタル基準値ではなく、高齢患者の個体内
変動を考慮したバイタルスコアリングにより、更なる早期発見・重症化予防への可能性が開けることを期待す
る。
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介護施設での ICT 活用による多職種連携の事例 
～職種や階層の壁をなくした情報共有～

1 メディカルケア南ヶ丘，2 医療法人芙蓉会　筑紫南ヶ丘病院

はたえ こうた

○波多江 昂太（介護福祉士）1，下馬場 浩二 1，堀田 成美 1，野中 賢吏 2，林 啓介 2

【背景・目的】
介護現場の省力化として多様な ICT 機器導入が推進される昨今、当施設ではグループ企業で独自開発された
医療機器認定を受けた ICT 機器（安診ネット）を導入し業務の省力化を図ってきた。導入システムの進化に
併せ、施設の主目的である健康管理では介護看護の連携から医師との連携にまで進み、なおもその運用の改善
を重ねている。重複記録作業の削減や、簡易な情報抽出や自由度の高い情報の転用活用での利便性の向上、リ
スク事象などへの迅速な対応など、業務プロセスの効率化も進め管理実現できている取り組みと併せ紹介する。

 【方法】
１． ICT 機器運用により、共有すべき入居者支援情報の一元管理
２． 観察密度の優先順位のついたバイタル測定結果を活用した看護師の観察手順や、
　　 医師の必要とする看護師介護士の支援情報伝達の業務プロセスをルール化
３． 業務申し送りや支援内容のチェックにより情報伝達の切れ目を撤廃これらの運用の変化に　　　
　　 よる業務への効果、効率化を図る 

【結果】
健康管理など業務プロセスの改善や情報の有効活用と共有により、職員には大きな変化が感じ取れている。バ
イタル測定をはじめとした健康管理のスキルアップや優先順位の見える化、重要事項の選択は職員の注意に変
化を与え、教育による改善を要した部分は ICT 導入後の改善運用により向上した。また申し送りなどの情報
整理により職員負担は軽減している。

【考察】
ICT 機器導入による効果的な運用を職員自らで効用することにより、非生産部門的な事務処理を軽減すること
は、本来施設の果たすべき役割を高められる。また重要な事象が取捨選択されることによる伝達情報のスリム
化は大きく職員の負担軽減につながっている。
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10-9-1　回復期リハ⑧
大腿四頭筋筋力を自宅退院判定の指標とする臨床的有用性の検討

1 岸和田平成病院　リハビリテーション部，2 岸和田平成病院　診療部

あさもと なるき

○朝本 成奎（理学療法士）1，斉藤 達成 1，渕野 健太 1，岸本 裕佑 1，明松 春水 1，荒尾 徳三 2

【目的】
退院に向けた身体機能面の指標として、Functional Independence Measure (FIM) は広く使用されているが十
分とはいえない。本研究では退院時の指標として大腿四頭筋の MMT (manual muscle testing) が有用かどう
かを明らかにするために、MMT と転帰先との関連性を検討した。

【方法】
対象は 2018 年 4 月から 1 年間に当院回復期リハビリテーション病棟に入院した症例。退院時に左右大腿四頭
筋 MMT を測定し、左右で低いほうのレベルを使用した。転帰先として自宅退院群と施設退院群の 2 群間で
MMT と FIM（移動項目）の指標を検討した。また、基礎疾患別に解析を行った。

【結果】
対象症例は自宅退院群 88 例と施設退院群 34 例 ( 脳血管疾患 47 例、運動器疾患 52 例、廃用症候群 23 例 )。自
宅退院群と施設退院群の MMT1 ～ 3 の割合はそれぞれ 6％ v.s. 29％で、MMT4 ～ 5 床の割合は 94％ v.s. 71％
で、自宅退院群で有意に MMT4 ～ 5 の症例が多い結果であった。自宅退院群と施設退院群の FIM（移動項目）
1 ～ 4 の割合はそれぞれ 7％ v.s. 38％で、5 ～ 7 の割合は 93％ v.s. 62％で、自宅退院群の FIM（移動項目）が
有意に高い結果であった。MMT と FIM（移動項目）の相関を検討すると、R=0.58, P < 0.001 であり、強い
有意な相関がみられた。退院時大腿四頭筋 MMT が 4 以上を自宅退院の指標にすれば、自宅退院に対して感
度は 94％で、特異度は 29％であった。

【考察・結論】
先行研究からも大腿四頭筋の筋力と FIM に相関がみられると報告されている。本研究からも大腿四頭筋の
MMT と FIM（移動項目）の相関は極めて高く、MMT が高いと自宅退院率が高い結果であった。今回の結果
から MMT4 以上を自宅退院の指標とできる可能が示唆された。
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10-9-2　回復期リハ⑧
大腿骨転子部骨折患者における退院時 FIM に影響する因子の後方視的予備的研究

博愛記念病院　リハビリテーション科

かけはし ともき

○梯 智貴（理学療法士）

【はじめに・目的】回復期リハビリテーション病棟に入棟される大腿骨頸部骨折患者は、入院時の低栄養リス
クが歩行自立レベル獲得を遅延させる ( 岡本 .2015)。術後アライメント変化は股関節外転筋力低下に影響する
という報告がある ( 川端 .2014)。今回は入院時点で測定したインプラント挿入位置、低栄養リスクなどが退院
時の FIM に関与するか検証した。

【方法】研究デザインは観察的研究、後ろ向きコホート研究としておこなった。対象は大腿骨転子部骨折によ
り骨接合術 (PFNA、ガンマネイル ) を施行された患者 21 例 ( 年齢 :88.5 ± 6.3 歳 )、男女比 3:18。除外基準は
65 歳以下、転院や死亡退院例、データ欠損者とした。データ収集は電子カルテ、各種診療録、X-p 画像を使用。
低栄養リスク指標は GNRI を用い、インプラント位置は X-p 画像より簡易的に測定。退院時 FIM 運動項目に
影響する要因分析には、従属変数を退院時 FIM 運動項目とし、入院時インプラント位置、GNRI、MMSE、
入院期間、FIM 認知項目、年齢を独立変数としたステップワイズ法による重回帰分関を用い、入院時インプ
ラント位置と退院時 FIM 運動項目、GNRI との相関を求めた。シャピロウィルク検定の結果、いずれも正規
分布しており、ピアソンの積率相関係数を用いた。解析には統計処理ソフト R2.8.1 を使用。

【結果】重回帰分析の結果、退院時 FIM 運動項目に影響する要因は入院時 FIM 認知項目が選択された。相関
関係では入院時インプラント位置と退院時 FIM 運動項目に有意な相関はなく、入院時 GNRI と退院時 FIM 運
動項目については弱い相関となった。

【結論】退院時 FIM 運動項目には、入院時 FIM 認知項目がより影響し、測定したインプラント位置は影響し
なかった。

【倫理的配慮、説明と同意】当院学術委員会の承認を受け、対象者の負担や不利益を避けるため配慮した。
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10-9-3　回復期リハ⑧
当院回復期リハビリテーション病棟におけるユニット制の有効性について

緑成会病院　リハビリテーション科

にしがや はるな

○西ヶ谷 晴菜（理学療法士）

【目的】
当院回復期リハビリテーション病棟では，50 床を 2 チームに分け情報共有を行っていた為，患者情報の質，
スタッフ間における意思統一の低下や情報共有の延滞がみられていた．このような経緯から，平成 30 年 2 月
より新チーム編成となり少人数制（以下，ユニット制とする）へと体制が変更した．ユニット制となり患者情
報の質向上や情報共有の場での円滑さに繋がり , 各患者に対して的確な治療プログラムの立案・治療提供がで
き，日常生活自立度が向上する可能性があると考えた．そこで今回は，ユニット制へと変更したことで，
Functional Independence Measure（以下，FIM とする）運動項目の変化があるのか検討することを目的とし
た．

【対象と方法】対象はユニット制となった平成 30 年 2 月 1 日より 3 か月経過した平成 30 年 5 月 1 日～ 11 月
31 日に入・退院した患者 66 名（a 群），ユニット制以前の平成 29 年 4 月 1 日～平成 29 年 12 月 31 日に退院し，
FIM データが揃った 147 名（b 群）とした．急性増悪に伴う FIM の低下や入院時の FIM 運動項目が 20 点以
下の入院患者を除外した．退院時 FIM 運動項目を後方視的に調査し，a 群・b 群に分け，Mann-Whitney の U
検定を使用し比較した．有意水準は，危険度 5% 未満とした．

【結果】退院時 FIM 運動項目の基本統計量は，a 群で平均 80.2 ± 12.28，b 群で平均 71.4 ± 19.0 となり，a 群
と比較し b 群は優位に低い点数となった（p ＜ 0.05）．

【考察】ユニット制となり患者情報の質が向上，スタッフ間の情報共有が円滑化したことで，患者へ的確な治
療プログラムの立案・治療提供でき，FIM 運動項目の点数向上へと繋がったと示唆された．今後もユニット
制での患者情報の共有や把握を継続することで，質の良い治療提供が実施でき，患者の FIM 運動項目が改善
することで在宅生活における日常生活自立度の向上や，家族の介護負担の軽減に繋がる可能性が考えられた．
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10-9-4　回復期リハ⑧
身体部位別筋量の変化と運動 FIM 利得の関係性について

博愛記念病院　リハビリテーション部

かわひと のりお

○川人 紀夫（理学療法士），今富 裕之，柏原 俊彦

【研究背景】
回復期病棟においてアウトカム評価に基づき、リハビリテーション料の一部包括化が始まっており基準を満た
す為には FIM を増加させることは必須の課題となっている。また筋量の変化が ADL 能力に与える影響につ
いての報告は少ない。今回、回復期病棟入院患者の各身体部位別筋量の変化と運動 FIM 利得の関係性を検証
する。
 
 

【対象】
当院回復期病棟において平成 28 年 7 月１日から平成 29 年 8 月 31 日までに入退院のあった患者の内、死亡退院、
転院・転棟・再入院、1 ヶ月以内の入退院を除外した計 43 人（男性：17 人、女性：26 人、平均年齢：80.4 ±
14.2 歳）を対象とした。
 
 

【方法】 
筋量の測定に関してはインボディ・ジャパン社の身体組成計測装置：Inbody S10（以下、インボディ）を使用
した。分析方法は、入退院時における各身体部位の筋量の差を対応のあるｔ検定にて比較した。また各項目別
の運動 FIM 利得と各身体部位の筋量の差の相関をピアソンの積率相関係数にて分析した。統計学的解析には
R（Ver.2.8.1）を用い、統計学的有意差は 5% 未満とした。
 
 

【結果】
対応のあるｔ検定において、両腕および体幹筋量の差に有意差を認めた。運動 FIM 利得と両腕および体幹筋
量の差で相関が得られた FIM 項目は、移動・清拭・下衣更衣・整容・トイレ動作であった。
 

【考察】
高齢者において筋量減少、筋力減少・筋持久力低下が発生するなどの機能低下が認められることで日常生活動
作の低下をもたらすといわれている。当院では日勤帯以外の時差勤務を導入しており、車椅子駆動・更衣・整
容・トイレ動作等の日常生活動作訓練を重点的に実施している。そして訓練場面での「できる ADL」の獲得
を目指し、その成果を病棟スタッフと共有し汎化することで生活場面での移動・更衣・整容・トイレ動作等の

「している ADL」を通し、上肢・体幹の活動性が向上したことで両腕・体幹筋量が増大し、運動 FIM 利得の
向上に関与したと考える。
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10-9-5　回復期リハ⑧
トレッドミル歩行運動における速度の違いがパーキンソン病患者の歩行能力に及ぼす影響

1 村上華林堂病院　リハビリテーション科，2 国際医療福祉大学　福岡保健医療学部　理学療法学科

ふるかわ こうた

○古川 晃大（理学療法士）1，金子 秀雄 2，北野 晃祐 1

【目的】
  トレッドミル歩行時の速度設定の違いが，パーキンソン病（以下，PD）患者の歩行能力に及ぼす即時効果の
差について検証する。

【方法】
  H-Y の分類がⅠ～Ⅲの PD 患者 23 名に最大歩行速度でのトレッドミル歩行（以下，最大トレッドミル歩行）
と快適歩行速度でのトレッドミル歩行（以下，快適トレッドミル歩行）を傾斜 0％で 5 分間実施し，3 軸加速
度計を用いてトレッドミル歩行時の側方・垂直・前後 Root Mean Square（以下，RMS）を測定した。トレッ
ドミル歩行前後には 10m 最大歩行の歩行速度，歩幅，歩行率と歩行中の側方・垂直・前後 RMS を測定した。
統計処理は，トレッドミル歩行前後と歩行速度の違いによる比較を行うため， Wilcoxon の符号付順位検定を
行った。統計ソフトは，SPSS を用い，有意水準 5％をもって統計学的有意とした。

【結果】
  トレッドミル歩行時の比較では，快適トレッドミル歩行時の方で側方・前後 RMS が有意に大きかった。最
大トレッドミル歩行前後では，実施後の方で歩行速度，歩幅，歩行率が有意に大きく，垂直・前後 RMS が有
意に小さかった。快適トレッドミル歩行前後では，実施後の方で歩行速度，歩幅，歩行率が有意に大きく，垂
直・前後 RMS が有意に小さかった。最大トレッドミル歩行と快適トレッドミル歩行の変化率の比較では，歩
行速度，歩幅，歩行率，側方・垂直・前後 RMS すべての項目において有意差はなかった。

【考察】
  最大・快適トレッドミル歩行の即時効果に差はなかった。トレッドミル歩行は下肢を後方に移動させる力を
左右同様に与え，歩行の不安定性や歩幅を改善させる効果があることから，速度設定に関係なく実施すること
で改善に繋がった可能性が考えられる。また快適トレッドミル歩行時の体幹動揺性が最大トレッドミル歩行よ
り大きかったことが，最大トレッドミル歩行と同等の改善効果を与えた可能性が考えられる。
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10-9-6　回復期リハ⑧
回復期リハビリテ―ション病棟における転倒・転落対策に「見える化」を導入して

大宮共立病院　リハビリテ－ション科

いちかわ ともえ

○市川 智絵（作業療法士），松原 絢野

【はじめに】
当院回復期リハビリテーション病棟 ( 以下 : 回リハ病棟 ) での転倒・転落対策は開設以来の課題である。そこ
で移動時の見守りの目印を導入した前後での転倒・転落件数等を調査したのでその報告と今後の課題について
考察する。

【対象と方法】
対象 : 当院回リハ病棟に入院していた患者をⅠ期 (2016 年 8 月～ 2017 年 7 月 )、Ⅱ期 (2017 年 8 月～ 2018 年 7 月 )、
Ⅲ期 (2018 年 8 月～ 2019 年 7 月 ) に分類した。移動時の見守りの目印は 2017 年 8 月から導入している。
方法 : 各期間内の転倒件数と転倒場所を集計・分類し、移動時の見守りの目印の導入前後で比較。
回リハ病棟に関わる職員計 80 名に転倒・転落に関するアンケートを実施。(2018 年 10 月に回収 )

【結果】
１）転倒・転落件数 : Ⅰ期 21 件 [ 病室 12 件 (57%), トイレ 5 件 (24%), ロビー 3 件 (14%), 移動中 1 件 (5%)]. Ⅱ期
47 件 [ 病室 34 件 (72%), ロビー 7 件 (15%), トイレ 4 件 (9%), 浴室 2 件 (4%)]. Ⅲ期 26 件 [ 病室 18 件 (69%), ロビー
5 件 (19%), トイレ 3 件 (12%).] 転倒場所は全期共に病室での件数が多い。次いでロビー ( 洗面台含む ) とトイレ
となっている。
２）アンケートより職員の転倒・転落防止に対する意識が向上。

【考察】
「見える化」を導入後の移動中の転倒 ･ 転落件数に着目するとⅡ期 ･ Ⅲ期とも 0 件と少ないことが分かった。
一方、病室での転倒 ･ 転落件数は入院患者数増加の影響もあるが、Ⅰ期 21 件からⅡ期 34 件と増加した。そこ
でⅢ期では見守りの目印の周知と転倒 ･ 転落のリスク管理について職員へ意識調査を実施。さらに病棟ミー
ティングにおいて病室でのベッド周囲への対策を強化した。結果、Ⅲ期では病室での転倒 ･ 転落件数が減少し、
調査結果においても職員の意識向上が見られ、全体的に転倒 ･ 転落件数が減少した。
今後、自宅環境を想定した介助方法やプランを具体的にカードに記載し ADL の「見える化」を図ることで、
出来る動作を職員が把握でき、転倒・転落件数の減少、さらに自立支援にも繫げられるのではないかと考える。
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10-10-1　回復期リハ⑨
回復期病棟入院患者の安静度に関する因子の検討

世田谷記念病院　リハビリテーション科

みなみさわ くみ

○南澤 薫美（作業療法士）

【背景】
80 歳以上の高齢者では約半数が年に 1 回は転倒すると報告されている。当院回復期病棟 (90 床 ) でも、インシ
デント・アクシデントの原因として転倒転落が 4 割以上 ( 平成 28 年度 4 ～ 10 月 ) を占め、安静度の検討は重
要な課題となっている。前田らは回復期脳卒中片麻痺患者の BergBlanceScale( 以下 BBS) による移動自立度の
基準値は 47 点以上と述べているが、当院ではその基準に達していなくても自立している人いる反面、47 点以
上あっても認知機能を理由にセンサーが外せず自立へ至らないケースも目にする。本研究では、当院の回復期
入院患者を対象に、病室内移動自立と非自立の因子を検討した。
 

【対象】
2014 年 7 月から 2018 年 4 月に、当院回復期病棟に入院し退院に至った、65 歳以上の患者 227 人。
 

【方法】
病室内移動自立群と非自立群に分類し、退院時の BBS・MiniMentalStateExamination・コース立方体組み合
わせテスト・FunctionalIndependanceMeasure（以下 MMSE・Kohs・FIM）の更衣とトイレの点数全 5 項目
について統計分析を行いそれらの相関関係を調べた。統計解析には、スピアマンの順位相関係数を使用した。
 

【結果】
　227 名のうち、病室内自立群は 164 名であり非自立群は 63 名。更衣 (r = 0.775) には強い相関関係が、トイ
レ (r = 0.714)・BBS(r = 0.663) には相関関係が、MMSE(r = 0.478) には弱い相関関係があり、Kohs (r = 0.147)
には相関関係がなかった。
 

【考察】
更衣・トイレ・BBS・MMSE の順で相関があり、Kohs の相関はなかった。病棟での歩行自立判定には認知・
高次脳面とも関連があるとの報告もあるが、今回の結果より病室内は移動とトイレ動作が可能であれば自立と
なる可能性がある。当院は全室個室で居室にトイレもあり、より自宅での生活に類似した環境である為、数多
く報告されている転倒の多い夜間や早朝の時間帯も考慮した、自立に向けた安静度設定を他職種との連携に
よって行っていく必要がある。
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10-10-2　回復期リハ⑨
心原性脳塞栓症後、CRPS による疼痛が残存した症例： 指導を行い、自宅復帰となった経験を通
じて

1 多摩川病院　リハビリテーション部，2 神戸平成病院

ちんだ えんり

○珍田 円理（理学療法士）1，徳嶋 愼太郎 2

はじめに
木村によると複合性局所疼痛後疼痛 (complex Re-gional Pain Syndrome 以下 CRPS) の原因は不明で、早期診
断と治療が重要であると述べている。そこで今回、CRPS が出現した 1 症例に介入し、早期の治療プログラム
改善と疼痛が緩和する方法の家族指導を行い自宅復帰ができたためここに報告する。

 対象、方法
対象は当院回復期リハビリテーション病棟に右 MCA 領域の心原生脳塞栓症で入院 ( 入院時 35 病日目 ) となっ
た 80 代女性である。入院時評価として stroke impairment assessment scale ( 以下 SIAS) 15 / 76 点、Mini 
Mental state examination ( 以下 MMSE) 17/30 点、感覚検査より左上下肢の表在感覚、深部感覚に重度鈍麻を
認めた。方向性は自宅、移乗動作軽介助を目標とした。
中間評価 ( 入院時 134 病日目 ) より突如麻痺側上下肢に「びりびりする」「ジンジンする」といった痺れと疼
痛を訴えた。また、自身の体への嫌悪感に対する訴えが聞かれ、体部位再現の低下が認められた。

 倫理的配慮
ヘルシンキ宣言に従い対象者と家族に対し、本報告の目的を十分に説明し、同意を得た。

 結果
SIAS は 20 / 76 点、MMSE16 / 30 点、感覚検査より左上下肢の表在感覚や深部感覚は中等度鈍麻、嫌悪感は
聞かれなくなったが身体イメージの低下や疼痛は残存していた。

 考察
Sumitani らは、CRPS 患者の運動障害に関連する前頭頂間野、中頭頂間野、下前頭皮質であるとしている。本
患者の病巣は頭頂葉や前頭葉と広範にわたっており、評価結果より、疼痛の原因が視覚と体性感覚の感覚統合
の不一致による異常感覚によるものであると考えた。
CRPS は難治性の疼痛であり、今回も退院時に残存してしまったが、目標であった自宅復帰と移乗動作の軽介
助を獲得することができた。また退院時指導としてご家族に対して本人の上肢での触覚刺激入力や、疼痛部位
を見てもらいながらの触覚刺激入力を行なっていただくよう指導した。
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10-10-3　回復期リハ⑨
当院外来心臓リハビリテーション通院患者における継続因子の検討

医療法人博愛会　牧港中央病院　リハビリテーション科

たわた ちあき

○多和田 千秋（理学療法士），伊佐 杉雄

【はじめに】
心臓リハビリテーションとは、『心疾患患者の身体的、心理的、社会的機能を最適化し、基礎にある動脈硬化
の進行を安定化・遅延・退縮させ、それにより罹病率と死亡率を低下させることを目指す協調的多面的介入で
ある』とＡＨＡより定義されている。
外来心臓リハビリテーション（以下：外来心リハ）は、心筋梗塞患者の回復期の運動耐容能の向上、リスクファ
クターの是正、慢性心不全患者の再入院率低下、年間医療費軽減に繋がることが報告されている。しかし、社
会背景や身体的問題などの影響から通院継続困難となる患者も散見される。
当院では 2018 年 4 月から集団での外来心リハを開始しているが、中断ケースも経験している。
今回外来心リハ患者を対象に、継続と非継続に関わる因子を調査し、継続するためにはどのような取り組みが
必要か検討したので報告する。
 

【方法】
2018 年 4 月～ 2019 年 3 月の 1 年間において、当院外来心リハに参加した 41 名のうち 5 ヶ月以上継続可能であっ
た群（以下：継続群）、5 ヶ月未満であった群（以下：非継続群）に分けて比較検討を行った。
比較内容は年齢、性別、リハビリテーション病名、家庭環境（同居か独居）、費用負担、通院手段、仕事の有
無をカルテより後方視的に調査し比較検討した。
統計処理は X2 検定、対応のない t 検定を用い危険率 5％未満を有意差ありと設定した。
 

【結果】
外来心リハ参加者は 41 名のうち継続群 15 名（36.6%）、非継続群 26 名（63.4%）。平均年齢は 70.3 ± 10.6 歳。
継続群と非継続群において、仕事の有無の項目のみ有意差が認められた。
他の項目は有意差は認められなかった。
 

【考察】
仕事の有無に有意差があり、外来心リハ継続因子に影響があると思われる。その背景としては、外来心リハ開
始時に細かな患者教育スケジュールの調整が不十分であったと考える。患者教育体制を見直すことで、外来心
リハ継続に繋がるのではないかと考える。
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10-10-4　回復期リハ⑨
心臓リハビリテーションを介護老人保健施設で実施できた一症例

1 ケアホーム豊中　リハビリテーション課，2 ケアホーム豊中，3 豊中平成病院

どて ゆうへい

○土手 悠平（理学療法士）1，平井 慎二 2，松本 悟 3

【背景】
 心不全患者は増加しており、介護老人保健施設でも心臓リハビリテーションは重要な課題である .

【目的】
 回復期リハビリテーション病院で心疾患のため , 満足なリハビリテーション ( 以下リハ ) が行えなかった方に ,
慎重にリハをし身体機能が改善した症例を経験したので報告する .

【対象】
 70 歳代 , 男性 ,8 年前脳幹梗塞を発症 . 介護サービスを利用し , 自立した自宅生活を送っていた . 呼吸苦あり A
病院へ救急搬送 . 急性心不全 , 誤嚥性肺炎で入院 . 状態安定し , 発症 60 日後 , B リハ病院へ転院 . 心不全による
運動制限あり , 自宅生活が困難な為 , 発症 120 日後 , 当施設へ入所 . 入所時 , 動作時のいきみがあり ,10 m 歩行
で脈拍 104 回 /min.,Borg 指数 13 であった . 心エコーで EF=59 %,CTR=56.3%,NT-proBNP=1738 pg/ml で病状
は安定していた .

【方法】
 ガイドラインを参考に外来医師と相談.運動強度を血圧150/110 mmHg以下,脈拍100回/min.以下,SpO2=90%
以上 ,Borg 指数 13 以下と定めた .

【結果】
 入所時は歩行の他 , いきみに対する動作指導を行った .3 週目の 10 m 歩行後 , 脈拍 80 回 /min.,Borg 指数 12 と
改善した.距離を15 mへ変更したが中止基準は超えなかった.1ヶ月で30 m,2ヶ月で50 mと距離が増加した.退
所時 , 連続 60 m 歩行の獲得 ,Berg Balance Scale は入所時 19 点から 46 点 ,Functional Independence Measure
は入所時 88 点から 106 点と病前に近い状態で自宅へ退所した .

【考察・結論】
 本症例は , 心不全の為 , 十分な運動ができず , 当施設に入所した . ガイドラインを参考に外来医師と相談し運動
強度を設定した . 医師と連携し , 慎重にリハをしたことで医学的に充実した環境ではない介護老人保健施設で
も心不全に対して身体機能の改善を経験することができた .
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10-10-5　回復期リハ⑨
心不全患者の ADL 拡大に向けた多職種連携と理学療法士の役割

聖ヶ丘病院　リハビリテーションセンター

よねき ありさ

○米木 ありさ（理学療法士），中原 義人，十鳥 献司

【はじめに】
　今回心不全患者への介入を通じて、多職種連携と理学療法士が担う役割について考察する機会を得たので報
告する。

【症例紹介】
症例 1　70 歳男性　慢性心不全　既往歴：冠動脈バイパス術・大動脈弁人工弁置換術
X 年 6/20 ～急性期病院入院　入院時左室駆出率 18％ ( 重症 )
7/25 ～当院転院
転院直後は夜間に心室頻拍 ( 以下 VT) が頻発し、ベッド上安静。1 週後に歩行練習許可となるも、夜間の VT
は継続。医師の回診に同席し、運動中止基準について協議。2 週後には 6 分間歩行試験を医師とともに実施し、
病棟内独歩自立。4 週後には階段昇降自立。
症例 2　86 歳女性　慢性心不全　合併症：認知症
Y 年 8/10 当院入院、10/3 に発熱と SpO2 低下により酸素投与開始。認知症の影響で安静保てず、心不全増悪。
離床開始直後は期外収縮と血圧上昇を認めた。病棟看護師と協力し、頻度と量を協議しながら離床をすすめた。
経過と共にバイタル変動は軽微となり、1 ヶ月後にトイレでの排泄再開、2 ヵ月後にサークル歩行見守り、増
悪前の ADL 再獲得に至った。

【考察】
　今回の 2 症例では、定期的に実施しているカンファレンスに加えて、医師・看護師とともに労作時の病態に
ついて情報共有を行なったことが ADL 拡大に繋がった。
多職種が連携して行う包括的心臓リハビリテーションは生命予後の改善や QOL 向上に有効とされている。理
学療法士の役割は、主に労作性の症状を観察しながら運動耐容能を評価し、迅速に情報共有を図り ADL レベ
ルを設定して行くことであると考える。

【まとめ】
心不全患者の ADL 拡大には労作時の症状及び運動耐容能の評価と迅速な情報共有が有効と考える。
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10-10-6　回復期リハ⑨
脳血管疾患患者の退院後活動が 1 年後の身体機能に及ぼす影響

橋本病院　リハビリテーション部

こもだ ひでお

○菰田 英雄（理学療法士），中島 由美，福田 真也

【目的】
　脳血管疾患発症後の再発率や機能予後に関しての報告は散見される。中でも運動習慣の構築が重要となる報
告がなされているが、具体的な提供内容に関する報告は少ない。そのため、当院で実施している退院後調査の
データを用いて、退院後の活動と身体機能との関係性を調査し、脳血管疾患患者に対する退院時支援内容を検
討するための検証を行った。

【対象と方法】
　2013 年 1 月～ 2017 年 3 月に於いて脳血管疾患により当院に入院していた患者の内、退院後調査を退院時と
1 年後に行うことが出来た者、及びデータの欠損が無い者、計 46 名を後方視的に調査した。
仕事 ･ 趣味 ･ 自主練習の 3 項目を活動因子とし、実施群と非実施群を目的変数とした。年齢、性別と起立可能
な高さ・握力の左右の和、MMSE、FIM の各々の改善度を説明変数とし、マンホイットニー＆ U 検定、t 検
定 Fisher 直接確率検定を用いて解析を行った。また、同項目に対しロジスティック回帰分析を用い統計学的
有意水準を 5% とした。

【説明と同意】
本研究に使用するデータ管理は当院倫理規定に準じて行い、全て匿名化された既存データのみで検討を実施し
た。

【結果】
　単変量解析で活動因子中に有意差を認めたものは、起立可能な高さの変化で、自主練習実施群 -1.66 ± 7.28、
自主練習非実施群 3.14 ± 5.27 であった。また、多変量解析においては、起立向上、非向上に対して、自主練
習実施の有無、odds ratio 9.55 [95%CI 1.02-89.06(p=0.04)] 性別 odds ratio 8.65[95%CI 1.23-60.52(P=0.02)] で有意
差を認めた。

【考察】
　本研究において、退院後の活動因子として自主練習の継続が身体機能、特に起立動作能力の改善に関与する
事が示唆された。退院時の支援の一つとして自主練習課題の提供、及びそれを継続実施していくための工夫が
必要であること、また性別間でも受け入れの差を無くすための方法と検討を行う必要がある。
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11-1-1　看護計画
嚥下障害患者の「持てる力」食べるを支援する看護 
～ナイチンゲールの教えを看護実践に活かして

医療法人社団　健育会　石巻健育会病院　看護部

かねひら ゆい

○兼平 結依（看護師）

【はじめに】
当院では、安心感のある看護の実現のためナイチンゲールの教えを看護の基軸としている。今回、嚥下障害が
ある患者に対し KOMI チャートシステムを用いアプローチした結果、経口摂取が可能となった事例を報告す
る。

【患者紹介】
S 氏 80 歳代 男性
主病名：脳出血 左片麻痺 嚥下障害 失語症
既往歴：胆嚢炎
入院時の状態：経鼻経管栄養 ADL 全介助 FIM20 点 藤島の摂食・嚥下状況レベル Lv.1

【経過】
入院時から口腔ケアの拒否、喀痰困難、嚥下状態不良で経口摂取が困難な状態だった。KOMI レーダーチャー
トを用いてアセスメントし快・不快、咀嚼・嚥下の項目に着目した。経鼻胃管が不快のため自己抜去を繰り返
していること、経鼻胃管の挿入時に嚥下機能が良好であることから経口摂取の可能性に気がついた。入院 1 ヶ
月目、ST による嚥下訓練、看護師による口腔ケアや覚醒時間の延長等を行った。中でも覚醒時間に着目し、
家族が面会する午後にケア介入を始めた。入院 3 ヶ月目、口腔ケア時に味付きのジェル剤を使用した結果、拒
否が減少、飲水開始により口腔状態が改善、活気が増した。S 氏から「食べたい」という言葉が聞かれ入院 5 ヵ
月目、ゼリー食が 3 食摂食可能となった。また生活のリズムが整い、痰吸引不要、食事形態アップ、自力摂取
まで改善した。FIM34 点、藤島の摂食・嚥下状況レベル Lv.8 へ改善。

【考察】
フローレンス・ナイチンゲールは「患者に生じる結果についての正確な判断を下す能力は、そのすべてが患者
の生活をとりまくあらゆる条件や状況の探求ということにかかっている」と述べている。KOMI チャートシス
テムを用いアセスメントし、その時々の患者の持てる力を見出し最も良い状態に整えたことが S 氏の経口摂取
に繫がった。高齢者の食生活は、加齢や疾病に伴い変容を迫られるが、「食べること」はその人らしく生きる
生活行動の一つであり、それを支える安心感のある看護は今後さらに重要になってくると考えられる。
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11-1-2　看護計画
胃瘻トラブルのある患者について 
～胃瘻漏れ改善に向けての取り組み～

屋宜原病院

たなはら かずま

○棚原 一真（看護師），比嘉 健太，長濱 政信

はじめに
当病棟で胃瘻孔からの漏れにより、胃瘻周囲の発赤、びらん、不良肉芽といった皮膚トラブルがみられた患者
に対して経管栄養の注入方法を工夫したところ、改善がみられたのでここに報告する。
方法
1. 対象 102 歳 女性 H21 年 12 月 17 日入院 ( 入院時体重 45㎏ )
2. 病名 脳梗塞後遺症
3. 期間 2019 年 1 月 17 日～ 2 月 18 日
経過
数年前より左側臥位時に胃瘻漏れをおこすようになった為、個別体交にて食事は右側臥位で注入。
H30 年 10 月 10 日頃より胃瘻漏れが毎日続くようになる。食事の注入速度の調整、栄養管の変更を試みたが改
善はみられず、次第に胃瘻周囲に発赤が発生しﾃﾞｷｻﾝ VG 処置が始まる。
食事内容をﾒｲﾊﾞﾗﾝｽ 200㎖から固形ﾀｲﾌﾟのﾒｲｸﾞｯﾄﾞ 300㎖へ変更したが改善は無く、胃瘻周囲の発赤が右側腹部
まで広がった。
2 ヶ月経過後水分注入直後より漏れるようになる。定期胃瘻交換時ﾁｭｰﾌﾞのｻｲｽﾞを変更したが改善は見られな
かった。しかし、腹部ﾚﾝﾄｹﾞﾝ画像から、ﾊﾞﾙｰﾝと胃壁が密着し食事が胃底部付近に溜まって十二指腸まで流れ
ていかずに、瘻孔からあふれ出ていることが分かった。そこで、ﾊﾞﾙｰﾝを浮かせる為体外固定部と皮膚との間
に Y ｶﾞｰｾﾞを厚めに挿み、胃壁とﾊﾞﾙｰﾝの隙間を確保した。また、ｽﾑｰｽﾞに十二指腸まで流れるようやや右側気
味の座位にした。
結果
皮膚症状も徐々に改善していったが、期間中に肉芽、発赤の消失には至っていない。注入量は変わらず胃瘻漏
れは以前より改善はされたが、高齢に伴う消化吸収力低下の為か栄養低下及び体重減少がみられている。(R1
年 6 月現在 30㎏ )
考察
胃瘻ﾄﾗﾌﾞﾙには個人の症状に応じた改善策が必要であり、さらに高齢者の場合、消化器機能低下や、胃の構造、
拘縮を考慮した対応策の工夫が重要であると考えられる。
おわりに
この事例を通して、胃瘻ﾄﾗﾌﾞﾙは早期に患者の特徴を踏まえた対策を検討し看護計画として継続されなければ
ならないことが分かった。
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11-1-3　看護計画
慢性期病院での患者に対する接し方 
～人工呼吸器離脱を通して～

桜ヶ丘病院

おおむかい りな

○大向 利奈（看護師），濵 真理子，成川 暢彦

【はじめに】
当院では、県下で唯一の特殊疾患病棟を有している。入院患者は、ほぼ症状が固定された状況で大きな変化が
みられることは少ない。また、意思疎通が可能な患者も少ない。そのような状況で今回、精神的要因で人工呼
吸器離脱が困難である患者と関わることがあり、呼吸器離脱を目標として取り組むことが出来た。新たな試み
として看護師の役割を決め、チームとして働きかけることで、期待以上にスムーズに目標を達成することが出
来た。その関わりを振り返り、今後の看護に生かすため、看護師に聞き取り調査を行ったのでその結果を報告
する。

【方法】
　患者に関わる 16 名の病棟看護師の役割を 2 類に区別し、声掛けや対応を統一して関わった。その関わり方
に対して、病棟看護師 16 名に半構成的面接を行った。その内容をコード化し、類似性・共通性に沿ってカテ
ゴリーとした。

【結果と考察】
　今回、役割を分担する事に対して《自己の役割が明確で積極的に関われた》が、一方、《積極性を持って関
わることに困難を感じた》場面も多々見られた。渡辺らは、看護師の患者に対する役割について「『支える人（配
偶者的）傾聴する人（友人的）現実検討を迫る人（父親的）優しく包んでくれる人（母親的）』など無意識的
な部分を含む役割もある」と述べている。看護師 1 人で、これらの役割を遂行することは不可能である。個性
を持った看護師それぞれが、与えられた役割を遂行することに努め、チームとして補い合った。その結果、人
工呼吸器離脱という目標を達成し、【チームの中で役割を分担することの重要性】を認識することが出来た。
また、自己のケアに対しても【実践したことの評価を行い次につなげる】ことの大切さを見出すことが出来た。
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11-1-4　看護計画
インスリン自己注射手技に対する適正な再指導の重要性について

丸山病院　看護科

みぞべ きくこ

○溝部 菊子（看護師），田中 悠紀，萩尾 むつみ

   【はじめに】
  2 型糖尿病患者の増加に伴いインスリンの自己注射治療を行っている患者数も年々増加してきている。狭い
範囲に限定的に皮下注射を続けた結果、組織に繊維性変化が生じインスリンの吸収が阻害されるとの報告がな
されている。今回私共は、ほぼ同一部位に局注を行っていた患者に適正な手技を再指導し、注射部位を変える
ことで HbA1c 値を改善するかを検討した。
 【対象】 
インスリン自己注射を行っている当院外来通院中の２型糖尿病患者２１名の中から以下の条件に該当する 8 名
を対象とした。1. ほぼ同一部位に注射していた症例 2. 検討の期間（後述）中に糖尿病治療薬の追加・増量が
なかった症例 3. 明らかな生活習慣・生活環境の変化がなかった症例
 【方法】
研究期間は手技指導を行った時点の前後 3 ヶ月の計 6 ヶ月である。手技の評価は、指導チェック表を用い数値
化し検討した。HbA1c は、指導前 3 か月、指導介入時、指導後 3 か月の 3 ポイントの値を検討対象とした。
 【結果】
手技点は指導前後で 6.14 ± 2.41 から 7.71 ± 3.25 と上昇しており指導の効果が認められた（ｐ＝ 0.32）。
HbA1c 値は指導前 3 カ月、指導時、指導後 3 カ月でそれぞれ 8.33 ± 1.00 8.35 ± 1.00 7.80 ± 0.75 で、指導後
に低下が認められた（ｐ＝ 0.23）。また手技点の増加と HbA1c の低下量との間には弱い正の相関が認められた

（相関係数 0.34）。     
   【考察】
 事前勉強会を行い指導方法の統一を図り、適正な指導が実施できたことやインスリンの注射部位に関して、
シートで示し 2㎝間隔がどれくらいなのか見える化したことなどが患者の理解に繋がり、評価点の上昇に寄与
したものと考えられる。また硬結部位への注射の吸収率が 34％しかないことを伝えたことも、部位をずらす
必要性を理解することに繋がったと考えられる。HbA1 ｃ値の変動には多種の要因が関与しているので、年内
季節変動等も含めて総合的に調査することが必要であり、今後の課題と考えられた。
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11-1-5　看護計画
精神療養病棟における服薬自己管理指導

1 南淡路病院　看護部，2 南淡路病院　診療部

たつみち なおこ

○立道 直子（看護師）1，山崎 哲也 2，伊井 邦雄 2，岸 敦子 1，渡部 英広 1，清水 英典 1，遠藤 研一 1

【背景】 精神科において、病状の安定と再発予防のためには服薬の継続は欠かせない。病状が安定し一旦退院
されたとしても、飲み忘れによる服薬中断から、病状の悪化につながり再入院となる患者が少なくない。今回、
症例の患者の病状安定に伴い、自宅退院に向けての服薬自己管理により、飲み忘れなく、服薬出来るようになっ
た症例について報告する。 
 【目的】 服薬の必要性が理解でき、退院後自己管理の上で正しく服用することにより疾病の再発を防ぐ。 
 【対象】 Ａ氏　女性　71 歳　うつ病 
 【方法】 2018 年 8 月 9 日より 1 日分、13 日より 2 日分、17 日より 3 日分の薬を手渡し、20 日より月曜日から
日曜日までの曜日ごとに区切られた箱を用意する。その中に 1 週間分の内服薬を看護師と共に準備し自室に保
管、自己にて服用する。 
 【結果】 精神状態が安定した上での服薬自己管理の開始であった為、必要性も理解でき、トラブルなく自己管
理出来た。また、服薬準備において最初は不安そうな表情あり薬を入れる場所を間違うこともあった。しかし、
週を重ねるに連れ、自主的に 1 週間毎に詰所に来られ、スムーズに服薬がセットできるよう、日付と曜日を記
載したメモを自ら持参するようになった。 
 【考察・結論】 この度、患者と共に取り組み服薬の自己管理が患者の生活の一部となることが出来た。 富沢ら
は、「患者が入院中に自分で自分の薬を管理して、自ら服用する生活態度を養うことは非常に大切である。服
薬を習慣化させる為にも、薬の自己管理を推進するのは良い事である。」と述べている。自己管理が可能とな
るには、患者自ら薬を準備し内服する事で服薬への関心が高まり自信へも繋がると共に、継続した服薬へのサ
ポートにより習慣化に近づけるよう働きかけたからである。患者自ら治療に参加させ主体性のある日常生活を
送れるよう、入院中より積極的に自立への援助として服薬の自己管理指導を行った事は意義深い事である。
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11-2-1　家族とのかかわり①
気管切開チューブ抜去まで　 
～患者・家族の希望を叶えるために～

社会医療法人　平成醫塾　苫小牧東病院　東２療養病棟　看護科

たかはし あきこ

○高橋 亜希子（看護師），印鑰 倫子，佐々木 広子，佐藤 直美

[ 目的・背景 ]
当病棟は脳血管疾患、特定疾患を持っている患者が多く、ご家族の状況や自宅の設備が整わないなどの理由か
ら退院できる患者は少なく看取りとなってしまう現状にある。
I 氏は、直腸癌手術を受け人工肛門造設。気管切開し気管切開チューブを使用していたことから、長年暮らし
てきた施設へ戻ることが難しく当病棟で療養していた。
今回、ご家族が I 氏の精神的な安定のために施設への退院を希望したことから、院内及び院外の他職種と連携
し退院へと導くことができたので報告する。
[ 事例紹介 ]
患　者：I 氏　77 歳　男性
介護度：要介護 3
入院期間：H30 年 4 月 13 日～ 6 月 25 日
既往歴：12 年前急性心筋梗塞による蘇生後脳症
　　　　・10 年前から上記による高次機能障害のために障害者支援施設へ入所している。
意思疎通：認知機能の低下はあるが単語にて可能
活　動：病院内は車椅子自走している。
キーパーソン：妻（面会状況は、ほぼ毎日）
[ 介入の実際 ]
〇院内他部署とのカンファレンス
〇言語聴覚士による呼吸訓練実施
〇言語聴覚士との食事形態の検討と定期的評価
〇スピーチカニューレへの変更とカニューレ抜去の時期の検討
〇家族の現状に対する思いと希望の傾聴
〇看護師間の関わり方の統一
〇施設職員への気管切開部、人工肛門取り扱いの指導
[ 結果 ]
Ｉ氏は気管切開及び人工肛門のケアを必要としていた。施設へ戻りたいとの希望を叶える条件として、気管切
開チューブを挿入した状態では困難であった。
言語療法開始し気管切開チューブ（アスパーエース）からレティナ、スピーチカニューレへと変更し呼吸訓練
を経て元の生活の場へ戻った。看取ることの多いケースの中でチームとして退院まで導けたことは大きな意味
があり、看護師が主体的に他部署へ発信し積極的に連携を進めたことが良い結果につながり、今後にいかせる
可能性を見いだしたと考える。対象の希望を叶える為、他職種との連携が重要であると考察した。
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11-2-2　家族とのかかわり①
医療処置が必要な患者の在宅復帰に向けての家族の心理的変化に沿った退院支援

西宮回生病院

ふなづみ かなこ

○船積 加奈子（看護師），田中 雅己

当病棟が回復期リハビリテーション病棟へ移行して、医療処置が必要な患者を在宅復帰に向けて支援するとい
う事例がなかった。そこで、医療処置が必要な患者の家族に実施した退院指導の方法が家族の技術獲得の過程
で心理的にどう影響したかを検討し、退院支援のあり方を見直し、今後の退院支援に活かすという目的で当研
究を行った。
くも膜下出血発症後に ADL 全介助、胃瘻造設、気管切開の状態で医療処置が必要な患者の自宅退院を希望し
ている妻を対象とした事例検討を行った。
結果として、介護者となる妻に対し胃瘻からの注入、気管切開部からの吸引の指導を実施した。注入に関して
は胃瘻造設直後から実際に注入を実施し問題なく手技の獲得ができた。しかし吸引に対しては不安や恐怖心が
強くあった。そこで妻のペースに合わせて指導を開始。パンフレットを作成・使用しての指導、自宅に退院す
ることを想定し吸引器の選定・準備・位置を妻の意見を取り入れてセッティングした。また、実際に吸引を行
う前にカテーテルを触ってもらい、挿入する長さなどを体験してもらうことでイメージを膨らませてから吸引
の指導を行った。その結果不安の軽減に繋がり手技の獲得が出来た。
考察として家族に完璧さを求めず、指導型から体験型に変えて成功体験を実感できるように関わり、家族の意
見を取り入れ支援を開始したことで手技の獲得がスムーズにできた。医療処置技術獲得の為の指導に重きを置
かず、家族の心理的変化に沿った支援を行う事で自信につながり自宅退院を実現することができた可能性が高
い。そのため家族主体の視点で在宅復帰への支援を進めていく必要がある。
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11-2-3　家族とのかかわり①
重度後遺症者の自宅退院へ向けて　 
～家族が抱える不安へのアプローチ～

社会福祉法人　関西中央福祉会　平成リハビリテーション専門学校

ひめだ ゆみ

○姫田 由美（作業療法士）

【はじめに】医療的ケアが必要な重度障害者の在宅生活において家族の支援は欠かせない . 効果的な家族支援
について , 家族の不安と家族ストレングスに焦点をおき考察した . 本報告は家族の同意を得ている .

【事例紹介】10 代後半の男性 . 交通事故にて急性硬膜下血腫 , 脳挫傷など受傷し , 遷延性意識障害 , 四肢麻痺と
なる . 2 年の入院加療後 , 当院へ転院 . 家族構成は 40 歳代後半の両親との 3 人暮らしで , 家族は在宅での生活を
強く希望していたが , 医療的ケア , 身体ケアをはじめとした本事例への関わり方に困惑し , 在宅移行に躊躇がみ
られた .

【介入方針】家族の不安を具体化し家族ストレングスの向上に向けた取り組みを行い , 在宅生活へつなげる .
【経過】
・不安事項の具体化を行う ( 入院～ 1 ヵ月 )：在宅移行を強く希望する反面 , 家族指導の参加は消極的であった . 作
業療法では身体的アプローチの他 , 家族が何に不安を感じているのか , 不安事項の具体化を行った .
・不安事項の解決に取り組む (1 ヵ月～ 4 ヵ月 )：不安の理由として知識不足による自信のなさや身体的負担が
挙げられた . 家族と実施可能な解決策を話し合い , 病棟スタッフと連携し家族指導を行った .
・在宅移行が現実化 (5 ヵ月～ 10 ヵ月 )：本事例の身体的変化や家族指導を繰り返し行ったことにより家族の不
安が軽減し , 退院が可能となる .
・在宅生活を開始 (10 ヶ月～ ) 退院後は訪問リハビリテーションにて家族が直面している問題や不安を聞き , 解
決に取り組んだ .

【考察】本事例の在宅生活を実現するためには , 家族の不安を具体化し自信につなげることが必要であった . 不
安の具体化は , 家族ストレングスへの支援策（耿小萍 .2017）に大きな影響を及ぼし , また , 医療スタッフから
継続的に専門的支援を受けたことが家族コンコーダンスの達成に発展し , 在宅移行の決断のきっかけになった
と考える . 本事例を通し , 重度障害者の在宅移行に際し , 早期からの家族支援が必要であることを改めて学ぶ機
会となった . 
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11-2-4　家族とのかかわり①
医療機関への不信感を抱く患者家族との関わり

総泉病院　地域連携室

ひらの たかし

○平野 高史（社会福祉士）

【はじめに】
療養支援において患者本人や家族と良好な関係を築くことは、病院側、患者側双方が納得できる支援とするた
めに重要である。今回は医療機関に対して不信感を抱いている患者家族に対して行った支援の報告である。

【症例紹介】
80 歳男性。既往に急速進行性糸球体腎炎、肺 MAC 症等があり、それらによる入院加療の後に退院し、妻と
二人で生活をしていた。その後、長期の食思不振及び悪心にて急性期病院へ搬送される。食思不振に対して様々
な精査をするも原因が分からず、改善も見られないため胃瘻を造設。加療継続にて当院転院となる。

【経過】
前医 MSW から転院相談を受けた際、キーパーソンである妻と病院間で揉めた経緯があり、関係が良くないと
説明を受ける。この段階では妻の話を聞いていないため、家族面談では妻の想いを話してもらえるよう努めた。
面談時妻は不安そうに話をする様子や病院に対し悪い印象を抱いているような言動が見られた。そのため、妻
の話に共感的理解を示し、気兼ねなく話ができる配慮を行った。その結果、前医での対応に対する不信感が聞
かれた。このことから、問題の原因は病院側と妻のコミュニケーション不足によるものであると考え、妻と当
院との信頼関係構築に焦点を置いた。妻に対しては当院の体制について丁寧な説明を行うと共に、医師や院内
スタッフにはこれまでの経過を説明し、双方の理解を促した。入院後も積極的に本人、妻と話をして信頼関係
を作っていった。そして、本人と妻から自宅退院の希望を伝えられ、院内外他職種協力の下、全員が納得でき
る形での退院となった。

【考察】
信頼関係を築くにあたり、最初の印象がその後に大きく影響してくる。本事例では、最初の家族面談にて好印
象を抱いてもらうことができ、その後も良好な関係を継続できた。家族面談を通して最初に関わることが多い
MSW の役割が関係構築において重要となることを実感した。
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11-2-5　家族とのかかわり①
外出支援を継続した 7 年間を振りかえって

医療法人圭良会　永生病院介護医療院

もうり しょうご

○毛利 彰吾（介護福祉士），髙尾 なおみ

【はじめに】
 当介護医療院では、平成 24 年から外出支援を行っている。介護度も高く、医療的処置が必要な入所者に対し
て外出支援を行うきっかけとなった症例を振り返り、多職種で協働することにより入所者の生きる希望と家族
との大切な時間を作ることができたので報告する。

【事例紹介】
 氏名：F 氏 66 歳 男性
 病名：慢性腎不全 糖尿病 脳梗塞 化膿性関節炎

【経過および結果】
 平成 22 年急性期病院より当院一般病棟入院。入院時は意志疎通困難で ADL は全介助であった。医師から全
身状態の悪化や予後不良の説明が行われた。
平成 24 年 3 月介護療養型医療施設へ転棟。母より「自分が生きているうちに家に帰らせてやりたい」との要
望があり外出にむけて多職種で自宅訪問を実施した。ﾘﾊﾋﾞﾘでは座位保持訓練、唯一自力運動可能な右手での
摂食訓練、栄養科は食思が良好となるような食事の工夫、病棟ｽﾀｯﾌはﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子の騎乗練習を行い、8 月
に自宅へ外出し家族・友人で還暦祝いを行った。
翌年は自宅改修のため思い出のｺﾞﾙﾌ場へ外出。その後は毎年誕生日に自宅への外出を行った。今年も自宅への
外出を目標としていたが、平成 31 年 1 月 誤嚥性肺炎のため逝去された。

【考察】
 入院時の F 氏の状態では外出は不可能と考えていたが、多職種で協働することで介護度の高い患者でも外出
可能であることを経験できた。長期療養生活の中で、誕生日には「外出」するという目標ができたことで、F
氏の QOL の向上に繋がったのではないかと考える。また、家族からの要望を可能な限り実行することで、よ
り信頼関係を築くことができたと考える。

【おわりに】
 退院後、F 氏の妻より感謝の言葉が綴られた一通の手紙が届いた。長期入院生活の中で F 氏や家族に多職種
で寄り添うことができた結果であると思う。
介護医療院に転換後の現在も外出支援を多職種が協働し継続している。患者個々のﾆｰｽﾞに合わせた支援が提供
できるよう取り組んでいきたい。
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11-3-1　家族とのかかわり②、臨床倫理

「何も反応ないから悲しくなる」という夫の言葉に耳を傾けて 
～視覚、聴覚、触覚刺激の実施～

きせがわ病院　看護課 ( 介護福祉士 )

まきた かずみ

○牧田 和美（介護福祉士）

＜はじめに＞症例、Ｙ氏８４歳女性・病名、脳出血・症候性てんかん・発症日：平成 20 年 12 月・ＪＣＳは、
１００点夫は入院当初、回復を望んで離床等積極的に希望していたが誤嚥性肺炎を繰り返し、ベッド上での生
活になったことで面会の頻度が減り要望も聞かれなくなった。ある日、面会に来た夫に声を掛けると「僕の声
が聞こえているのかなあ、何も反応ないから悲しくなる。」との言葉がでた。私は以前の夫の姿を思い出し、
Ｙさんが少しでも夫の声に反応を示すことができないかと考え、カンファレンスで思いを伝えた。職員も何を
したらいいか方法がわからないと悩む中、ある職員から脳への刺激には五感刺激が大切であると聞いたことが
あるとの意見がでた。勉強会を開き、その中で視覚、聴覚、触覚の刺激なら介護士のケアでもできるのではと
意見が一致し、実施した。＜実施期間平成３０年９月～平成３１年３月＞
＜方法＞・視覚刺激…ギャッジアップして視界を広め、夫の写真等を見える所に置く・聴覚刺激…テレビの音
を聴きながら経管栄養を行う・触覚刺激…本人の視界に入り、肩、腕等にふれながら声掛けしてケアする。
・褥瘡予防…１日２回、皮膚の観察をする。・評価…２週間に１回、記録から評価をする。
＜結果＞実施１か月で声掛けに追視がみられるようになった。このころより夫がケアに参加するようになり、
また毎日面会にくるようになった。５か月目には声かけに左手を動かし徐々に肘を上げ腕を上げられるように
なった。
＜まとめ＞患者家族の声に耳を傾けたことがきっかけで、家族の気持ちや思いに寄り沿うことができた。更に
夫の心境に変化が見られるようになった。今後も家族の思いに耳を傾けられる介護士でありたい。
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11-3-2　家族とのかかわり②、臨床倫理
医療療養病棟において意思表示が困難な患者の意思決定に対する高齢家族の思い

鹿野博愛病院　看護部

とみた みき

○冨田 美紀（看護師），五島 由紀子

【背景】
介護療養病棟において意思決定の代理選択をした家族の苦悩や迷いについては報告がされている。
しかし、医療療養病棟においての意思決定に対する高齢家族の思いや、子と配偶者では苦悩や迷い
にどのような違いがあるのかを明らかにした研究は、少なかったため今回の研究に至った。

【目的】
意思表示が困難な患者の高齢家族が、本人にかわり意思決定することにどのような思いを抱いて
いるのか、子と夫に対する思いにどのような違いがあるのかを検証する。

【対象】
対象者：A 氏 80 代男性父親：患者 40 代男性（親子）
     B 氏 80 代女性妻：患者 80 代男性（夫婦）

【方法】
意思決定に対するインタビューガイドに沿って看護師や家族に対して半構成的面接を行う。
面接内容から逐語録を作成し、思いをラベル化する。ラベルの意味内容を類似性でコード化
し、カテゴリー化した。本研究は、当該施設の倫理委員会の承認を得て実施した。

【結果】
A 氏からは「生きれるもんなら生かしてやりたい」「回復が見込めないことへの絶望感」

「長期入院で感じる希望」等の４つのカテゴリーが抽出された。B 氏からは「延命治療は希望
しないが必要最低限のことはしてほしい」「意思確認書はひとりでは決められない」等の３つ
のカテゴリーが抽出された。

【考察】
延命治療が可能な医療療養病棟では、時に家族の安心感にもつながり、医療への一抹な思い
があると考える。ゆえに、延命治療に対する期待と可能性を信じている。しかし、意思決定に
おける選択肢の幅も広いため家族の迷いや不安も大きい。そのため看護師は、患者や家族と
一緒にその人の生き方、価値観を理解しどうすることが最善なのかを患者の視点で考え環境
を整えていく必要があると考える。
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11-3-3　家族とのかかわり②、臨床倫理
認知症患者の代理意思決定支援における医療者側の倫理的ジレンマ

札幌西円山病院　看護部

うすい りな

○碓井 里奈（看護師），西田 衣子，中野 麻子，三浦 直子

【目的】 意思表示が困難な認知症患者に対して家族が代理意思決定を行った事例を通し、医療者側が感じたジ
レンマについて振り返り、今後の倫理的問題への示唆を得る．【倫理的配慮】個人情報の保護に配慮し、B 病
院の臨床倫理会に承認を得た．【事例の概要】A 氏 80 代女性、認知症、N 式老年者用精神状態尺度 5/50 点、
施設入所中に大腿骨を骨折．重度の心不全から保存的治療となり B 病院へ転院．心不全の末期状態である A
氏に対し、栄養補給法の選択において、孫の受験終了までの延命を希望する家族と、医療者側が考える A 氏
の最善の療養との間に倫理的ジレンマが生じた．【振り返り分析】A 氏は在院 12 日後に肺炎を併発し前医へ転
院．その後も医療者が倫理的ジレンマを抱えた状態であったため、Jonsen の 4 分割法を用い情報を整理した．
< 医学的適応 > 認知機能低下により経口摂取が困難．栄養補給法の選択が必要．< 患者の意向 >A 氏は「ぽっ
くり逝きたい」と話していた．現状での意思確認は困難．食事を拒否、点滴の自己抜針行為があり．長男夫婦
が代理意思決定． <QOL> 経鼻栄養、輸液による栄養補給法の選択により、チューブ類の自己抜去予防の対策
によって、A 氏が身体的・精神的苦痛が生じる可能性が高い．< 周囲の状況 >A 氏にとっての最善の選択を考
え長男夫婦と話し合ったが「数ヶ月は持たせたい．そのための手段は問わない」と身体拘束を希望．看護師は
A 氏が抵抗を示す手段は避けたいことを伝えたが、長男夫婦の意思は変わらず、延命ととれる現状にどう家族
と向き合っていくべきか、医療者各々がジレンマを抱えていた．【結果・考察】キーパーソンである長男の意
見により意思決定がなされる結果となっていることに気づいた．患者の最も身近にいる看護師は、果たして A
氏と長男の意向が本当に同じであるのか、他の家族の意見はどうなのか、家族全員が話し合えるよう導き出す
支援が必要である．
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11-3-4　家族とのかかわり②、臨床倫理
終末期における重度摂食嚥下障害者へのＳＴの関わり 
～科内倫理勉強会を実施して～

定山渓病院　言語療法科

ひらの まこ

○平野 まこ（言語聴覚士），太田 快成，藤田 智左江，谷 領，佐藤 美歩，石川 春香

【はじめに】当院において終末期で重度摂食嚥下障害を有しながらも、経口摂取を希望する患者に対するチー
ムの関わりについて、振り返りと感想を当院 ST に調査研究したところ、やりがいや満足感が得られた一方、
ハイリスクな摂食場面に直接関わることへの不安意見も多く、倫理 4 原則における安全を優先する善行原則と
希望を優先する自立尊重原則の倫理の対立による ST の葛藤が明らかとなった。そこで今回、葛藤の軽減を目
的に、倫理 4 原則と、原則に基づいて患者情報を整理し、倫理的問題を同定するツールである倫理 4 分割表を
中心とした倫理勉強会（以下、勉強会）を開催し、その効果と今後の課題について検討した。

【対象 ･ 方法】当科 ST6 名（臨床経験年数 1 ～ 12 年）を対象に勉強会を実施後、アンケート（①内容を理解
できたか②内容に満足できたか③知識不足を感じたか④実践できるか）をリッカート尺度（1. 非常にそう思う
2. そう思う 3. あまりそう思わない 4. そう思わない 5. わからない）及び理由を自由記載にて調査し、効果検証
した。

【結果】すべての設問で全員が段階 1、2 と回答。自由記載欄では葛藤の軽減が期待される記述が多かった。若
手スタッフからは、倫理について関心がある一方、不安意見もあった。

【考察】結果から今回の勉強会の有用性が示された。また、倫理 4 分割表を用いて症例を整理することは、ト
ンプソンらの提唱する倫理的ジレンマを解決するための 10 段階プロセスを網羅しており、特に「1. 全体的状
況の振り返り」、「3. 倫理問題の明確化」により倫理的問題の視覚化が可能となり、葛藤軽減に繋がると考えた。
以上より、勉強会により倫理知識を補うことが葛藤軽減の一要因になると考えられる。一方で、経験が少ない
ことによる不安意見も聴かれたため、当科の教育プログラムに倫理項目を追加し、事例検討を行うなど、若手
スタッフの教育の必要性が示唆された。
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11-3-5　家族とのかかわり②、臨床倫理
男性職員に羞恥心を伴うケアを受ける女性患者の気持ち 
―性差に配慮した看護ケアへの示唆―

社会医療法人慈恵会聖ヶ丘病院　看護部

みずあい やすふみ

○水合 泰文（看護師），鈴木 初恵

【目的】患者の思いを知ることによって、男性職員から女性患者に対して、性差に配慮したケアへの示唆を得
る

【考察】羞恥心を伴うケア項目のアンケート結果において「可能なら女性職員に代わってほしい」「嫌なので絶
対に代わってほしい」の合計 218 件に対し実際にケアを受けた時に「女性職員に代わってもらった」合計件数
は 10 件と少なく、患者の思いと実際のケアに隔たりがあることがわかった。
その理由として「忙しそうだから仕方がない」「仕事だから仕方がない」「自分ができない事をやってもらって
いるから仕方がない」等の男性職員に対する遠慮や気遣いから「女性職員に代わってほしい」と思っていても
口に出さない、または出せないのではないかと考えられた。男性職員は直接女性患者からケアの拒否がなくて
も表情や言動から気持ちを汲み取る気遣いが必要である。
男性職員が看護・介護職として働く上で、どうしようもない「性差」という問題は存在する。男性職員は「看
護ケアを行いたい」「責任をもって仕事を果たしたい」という思いと「患者の気持ちを優先したい、嫌がるこ
とはしたくない」と相反する思いを抱いているが、小藤３）らは「自分が看護ケアを行いたい気持ちよりも患
者に気を遣わせない配慮こそが看護である」と述べている。そのため時にはケアを女性看護師へ依頼すること
も必要な仕事であると考えられた。
男性看護・介護の人数は増えているとはいえ、まだまだ少数である。
看護・介護ケアに対して、「女性の仕事」というイメージが根強くあるが、男性看護師がその都度適切なケア
を積み重ねていくことにより専門職として社会に受け入れられていくことに繋がるのではないかと考えた。
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11-4-1　薬剤①
高尿酸血症改善剤トピロキソスタットによる腎障害の進行抑制には早期からの治療開始が望まし
い

1 堺平成病院　泌尿器科，2 堺平成病院　薬剤部

あきやま たかひろ

○秋山 隆弘（医師）1，杉本 公一 1，安富 正悟 1，能勢 和宏 1，西岡 伯 1，今西 享 2

背景：高齢化社会の反映で、慢性腎不全の進展と透析療法導入者の高齢化が言われて久しい。腎機能を積極的
に改善する有効な治療法は数少ないが，近年発売の新規高尿酸血症治療薬は CKD 進展リスクの抑制が期待さ
れている。
目的：数年前発売のトピロキソスタットはアロプリノールとフェブキソスタットの XOR 阻害作用を併せ持っ
たハイブリッド型尿酸産生抑制剤で、その作用機序は高尿酸血症による糸球体血管内皮細胞障害と尿細管間質
病変を抑制し，尿アルブミン量の低下による腎機能の保護効果が想定される。
対象と方法：腎結石再発予防のためクエン酸製剤投与中の患者中、尿中 CaOX 結晶抑制による結石形成抑制
を目的にトピロキソスタットを併用した 203 名（平均年齢 68.5 歳）を対象に、本剤投与 1 年後までの腎機能
の推移を観察し，CKD stage 別の腎機能の推移も検討した。
結果：CKD Stage1,2,3a の 143 名の 1 年後までの腎機能の推移は、eGFR 63.6ml/min/1.73m2 から 65.1ml/min/ 
1.73m2 へと改善した（P<0.01）。一方、CKD Stage 3b の 43 名の 1 年後までの腎機能の推移は eGFR 38.8ml/
min/1.73m2 から 39.0ml/min/1.73m2 へ、Stage4,5 の 17 名では 22.9 ml/min/1.73m2 から 23.9ml/min/1.73m2 へと、
共に有意の改善を見なかった（n.s.）。
考察と結語：昨年の日泌総会 ’18 でフェブキソスタットからトピロキソスタットへの変更による eGFR の改善
を報告した。今回本剤の新規投与症例で CKD Stage 別に検討し、Stage 3a までは腎機能改善を示し得たが、
3b 以降では改善を見なかった。腎機能改善を期待してのトピロキソスタット投与には早期よりの治療開始を
要することが示唆された。
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11-4-2　薬剤①
療養病棟におけるインスリン使用の意義

医療法人徳洲会　四日市徳洲会病院　内科

とよだ くにひこ

○豊田 國彦（医師），高畠 貢，織田 誠，伊藤 泰江

（はじめに）療養病棟においては糖尿病を合併症例も多く、患者の栄養療法は経口、経腸栄養、静脈栄養法が
あり、経口摂取が可能であっても食事量にムラがあることが多い。治療中には肺炎、尿路感染、褥瘡等の感染
症の合併や癌の発症、認知症や意識障害では糖尿病治療への理解が乏しく、低血糖症状が分かりにくい。以上
のことからインスリン使用、とりわけ持効性インスリンの使用が望ましいと考えられた当院における１７例に
ついて報告し、考察を加えた。

（対象　方法）　持効性インスリンはランタスを使用した。入院患者１７例の性別・年齢・入院原疾患・入院以
前の糖尿病治療歴　血液データについては、入院時、入院中①、入院中②、入院末期の４期に分け　血糖値　
HbA1c にて判定　コントロール状況の判定は日本糖尿病学会編２０１０年　優　良　可：不十分　可：不良　
不可で判定

（結果）　男性６例　女性１１例　年齢６９歳～９１歳　平均８１. ０歳　入院期間は入院中の１例を除いて最
短２４日～最長９年　平均入院期間は１７か月２４日であった。　
経過は死亡１３例　入院中１例　自宅退院２例　介護施設入所１例　ランタスは１日３U ～２８U 使用した。
コントロール状況は　優０例　良３例　可：不十分 1 例　可：不良２例　不良：１０例だが重度の低血糖の副
作用は１例もなし。
極端な血糖高値の時は速効性や中間型インスリンを少量一時的に、また経口糖尿病薬インクレチン関連薬　選
択的 DPP-4 阻害剤を５例に一時的に使用した。

（考察）　持効性インスリンは１日１回の皮下注射で済み、看護師のインスリン投与も容易である。コントロー
ル状況は不可が多かったが、厳格な血糖値や HbA1c のコントロールよりも、むしろ極端な低血糖や重症低血
糖の副作用も少なく、ほぼ２４時間で効果が切れる事や薬価の面からも療養病棟の糖尿病のコントロールには
持効性インスリンが適切なインスリン治療と考えられた。
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11-4-3　薬剤①
認知症ケアチームの介入により薬剤性認知機能障害が改善した 3 例

1 愛全病院　診療部，2 愛全病院　看護部，3 愛全病院　地域医療連携室

もりや ゆうすけ

○森谷 祐介（医師）1，土居 史代 2，伊藤 匠美 3，土肥 修司 1

【概要】当院では平成 29 年度より認知症ケア加算 1 を算定している。認知症ケアチーム（DCT）の主な活動
は病棟を巡回し非薬物療法、薬物療法の助言を行うことである。DCT が介入し、ベンゾジアゼピン系薬剤を
中止したところ改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）が改善した 3 例を報告する。

【症例 1】88 歳女性。廃用症候群で入院となった。入院後、ナースコールが頻回にあり DCT 介入となった。
入院前より内服していたジアゼパム 12mg ／日を中止し、ミルタザピン 7.5mg ／日を処方した。その後、ナー
スコールの回数が減少し、HDS-R は 18 点から 24 点に改善した。

【症例 2】87 歳女性。大腿骨頸部骨折のリハビリテーション目的に入院となった。入院前よりトリアゾラム
0.125mg ／日を内服していた。入院後、主治医より薬剤調整がなされたが、不眠、夜間の異常行動、幻視、不
安などの症状があり DCT 介入となった。スボレキサント 15mg ／日とリスペリドン 0.5mg ／日を使用し、ベ
ンゾジアゼピン系薬剤を中止した。徐々に上記症状は改善し HDS-R は 12 点から 23 点と著明に改善した。

【症例 3】88 歳女性。血糖コントロール目的に入院となった。入院後、易怒性と不眠があり DCT 介入となった。
フルニトラゼパム 1mg ／日、ヒドロキシジン 25mg ／日を中止し、メマンチン、スボレキサント 15mg ／日、
リスペリドン 0.5mg ／日を処方した。HDS-R は 15 点から 20 点と改善したが、易怒性と不眠は持続した。頭
部 CT で側頭葉内側の萎縮が少なく、前頭葉の萎縮が比較的みられたため、メマンチンを中止しトラゾドン
50mg ／日を処方したところ易怒性と不眠の軽減がみられた。

【結論】認知症の診断には薬剤性認知機能障害を除外する必要があり、認知症があってもベンゾジアゼピン系
薬剤を中止することなどにより認知機能の向上やせん妄の改善がみられることがある。現在、ベンゾジアゼピ
ン系薬剤の多くは他剤へ置換可能であり、積極的に薬剤調整を行う必要がある。
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11-4-4　薬剤①
回復期リハビリテーション病院における間欠投与型骨粗鬆症治療薬継続のための取り組み

1 千里リハビリテーション病院　薬剤部，2 千里リハビリテーション病院　医局

やまぐち あゆみ

○山口 亜弓（薬剤師）1，冨松 幸子 1，松原 映里 1，辻 令奈 1，相川 学美 1，太田 はるみ 1，髙屋 成利 2，
橋本 康子 2

【目的】骨粗鬆症患者の骨折を防ぐには、薬剤治療の継続が不可欠である。しかし急性期病院では脳卒中など
の治療が優先されるため骨粗鬆症治療薬が中止され、内服・注射の半年 1 回製剤や月１回製剤・週 1 回製剤（以
下「間欠投与型骨粗鬆症薬」とする）が診療情報提供書に記載されていないことがある。そこで当院では、骨
粗鬆症の治療を継続させるための様々な取り組みを行っている。今回の発表では、この取り組みが骨粗鬆症患
者の治療継続にどの程度役に立っているかを後方視的に調べたので報告する。【方法】2018 年 7 月 1 日～ 2019
年 7 月 11 日までに入院した全患者のうち、当院転院時に間欠投与型骨粗鬆症薬の処方が記載されていた患者
数と、記載されていなかったが当院での取り組みの結果それらの処方が判明した患者数を調べた。当院におけ
る取り組みは下記の通り。①入院時に全ての患者のお薬手帳の確認や患者本人や家族からの薬歴聴取を行う。
②診療情報提供書に記載されている関連薬剤や既往歴から推定して、必要に応じて前医に問い合わせをする。

【結果】対象患者 657 名のうち、間欠投与型骨粗鬆症薬の処方の継続が必要だった患者の総数は 56 名だった。
そのうち入院時の診療情報提供書に間欠投与型骨粗鬆症薬の処方が記載されていた患者数は 32 名（57%）、当
院の取り組みにより間欠投与型骨粗鬆症薬の処方が判明した患者数は 24 名（43%）だった。情報書への記載
が無い割合は、週 1 回製剤に比べ月１回や年 1 回製剤の方が有意に高かった。（P < 0.005）【考察】当院入院
時に間欠投与型骨粗鬆症薬の継続が必要だった患者のうち 43％の患者においては前医からの診療情報提供書
に処方継続の記載がなかった。薬剤師の積極的介入により必要な骨粗鬆症薬の継続が可能となった。入院時の
治療継続が当院退院後にも継続できるように、退院時には薬剤管理サマリーを作成し、お薬手帳に次回の服用
日を必ず記入するなどの取り組みを継続する。
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11-4-5　薬剤①
回復期リハビリテーション病棟におけるリハ薬剤介入への取り組み

1 福山記念病院　薬剤科，2 福山記念病院　リハビリテーション科，3 福山記念病院　外科

にしつか とおる

○西塚 亨（薬剤師）1，酒井 照美 1，小土井 亮介 1，坂本 隆徳 2，濵﨑 厚史 2，藤井 功 3

【目的】回復期リハビリテーション（以下、回復期リハ）病棟では早期在宅復帰を目指す中で、如何にして効
率よくリハビリを実践するか、他職種が連携して考えることが重要となる。そのような中で、最近ではリハ薬
剤という新しい言葉も生まれている。リハ薬剤とはリハビリの効果を最大限発揮するための薬物治療といわれ
ており、例えば薬剤が機能、活動、参加を悪化させることがあるので、ポリファーマシーの是正に有用な手法
として活用できるとされている。今回、リハ薬剤の周知を目的にリハ科ヘの勉強会実施後、リハ薬剤へ介入し
たのでその実施状況について報告する。

【方法】2019 年 3 月 29 日、リハ科への勉強会「リハビリテーション薬剤管理のススメ」を実施後、回復期リ
ハ病棟でのリハ薬剤に介入した。勉強会では「薬剤起因性老年症候群と主な原因薬剤」（高齢者の医薬品適正
使用の指針）を提示し、セラピストへの協力を依頼するとともに、リハビリの進行に薬剤が影響している可能
性がある患者について処方介入を行った。

【結果】調査期間を 2019 年 3 月～ 5 月（3 か月間）とし、回復期リハ病棟（64 床）でリハビリから相談があっ
た 19 件（意欲低下 5 件、眠気・ふらつき 5 件、しびれ・疼痛 4 件、幻覚 1 件、下痢 1 件、頻尿 1 件、その他
2 件）のうち、リハ薬剤に介入した患者は 4 件（眠気・ふらつき 3 件、意欲低下 1 件）であった。調査期間中、
薬剤師がポリファーマシーに介入した 35 剤のうち、薬剤起因性老年症候群に該当する薬剤は 24 剤を認めた。

【考察】今回の調査でリハ薬剤に介入できたのは 4 件と少なかったが、ポリファーマシーを介した薬剤性老年
症候群を防止する上で、リハビリへの影響も大きいと考えられた。リハ薬剤への介入は薬剤師とセラピストの
連携を強化することが重要となる。今後はリハ薬剤チームの確立など、個々の患者への対応ではなく、病院全
体としての方針を確立することも課題として考えられた。
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11-5-1　薬剤②
患者の嚥下機能・食形態に応じた剤形選択の取り組み

加治木温泉病院　薬局

にいろ なおき

○新納 直毅（薬剤師），小杉 正生，大岩 美穂，塩入 文代，西 睦美，中村 真之

【はじめに】
　高齢患者において嚥下機能の低下により、食事の摂取や薬の内服が困難な場合がある。食事は経鼻、胃瘻増
設による経管投与により対応可能ではあるが、薬剤はその大きさによりチューブを通過しない為、粉砕し粉状
にする・簡易懸濁法により溶解し投与するといった対応が必要となる。
　しかし、持続的な血中濃度を確保する為の徐放錠や、胃での溶解を避け腸からの吸収を目的とした腸溶性錠
といった、特殊な工夫を凝らされた薬剤も存在する。これらの薬剤は粉砕を行うと、薬剤の効果が過剰に発現
する、薬効が消失してしまうといったデメリットが生じてしまう。そのような誤った処理を行わないよう、薬
剤師は薬剤について他職種への情報提供や、医師の処方に対する薬剤の提案を行うことが必要となる。
　今回、粉砕・懸濁業務に対し処方時からの薬局の関わり方について業務改善を行ったので報告する。

【研究期間】
平成３０年６月上旬～平成３０年１１月末

【今回行った改善点】
粉砕・簡易懸濁の適否についてまとめた２つの表を作成した。どちらの資料もＰＤＦとして電子カルテに取り
込み、医師・看護師・医療クラークが薬剤の粉砕可否を容易に検索できるようにした。薬局においては、患者
ごとに投与経路を確認しやすいよう、薬袋上部に投与経路の表示をするようにした。さらに、粉砕可能な薬剤
は薬局で粉砕して払い出すようにした。

【結果・考察】
８月～１１月の４カ月で３０件の処方変更があった。今回の取り組みを通して薬が変更・中止の提案をしたこ
とで、不要な薬剤の粉砕や投与が減り、患者への適切な薬剤投与が行えたと考えられる。また、表を作成する
ことによって、薬局内でも薬剤の粉砕・懸濁が可能であるか、できないものはなぜそうであるかについての理
解が深まり、業務の質の向上に繋がった。病棟においても、これまで薬剤粉砕に割いていた時間が減ることで、
看護師の業務削減にも寄与したと考えられる。
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11-5-2　薬剤②
とろみ剤を使用した際の薬剤崩壊性の変化

聖ヶ丘病院　薬剤部

いしばし ともこ

○石橋 朋子（薬剤師），輪嶋 亮太，上田 麻衣子，青柳 由枝，坂本 高規，谷口 陽一

【目的】
当院入院患者の多くは高齢であり、嚥下機能低下により経口薬内服時にとろみ調整食品（以降とろみ剤）を使
用している患者も少なくない。2017 年 5 月、とろみ剤使用中の入院患者排泄物より錠剤が発見され、当時内
服中の薬剤名と錠剤数から酸化マグネシウム製剤であることが予想された。このことから、他の薬剤内服時に
も同一の現象が起こる可能性がある為、とろみ剤を使用した際に薬剤崩壊性の変化が現れるか検証した。

【方法】
コントロール群（水、とろみ剤なし）10mL と、とろみ水（水 100mL：とろみ剤 2.5g）10mL を用意し、対象
薬剤を同時に投入。5 分毎に 30 分間、錠剤が崩壊したか確認し、コントロール群ととろみ水での崩壊時間の
差を比較した。
とろみ水の濃度は、当院入院中の患者が使用しているとろみ水の濃度のうち、より高濃度のとろみ水を選択し
た。対象薬剤は、徐放錠や腸溶錠などの一部薬剤を除いた当院採用薬とした。 

【結果】
今回対象とした 236 剤の薬剤のうち、187 剤がコントロール群よりも崩壊時間が延長。そのうち、84 剤が崩壊
時間が 30 分以上延長しており、今回検証のきっかけとなった酸化マグネシウム製剤の崩壊時間も、30 分以上
延長していることが確認できた。

【考察】
今回の検証で、とろみ剤使用時における当院採用薬の崩壊時間の変化をそれぞれ確認する事ができた。とろみ
剤を使用することにより 30 分以上崩壊時間が延長した薬剤では、水で服用するよりも薬剤の効果が減弱して
いる可能性も考えられる。今回の事例と検証を基に、とろみ剤使用患者が酸化マグネシウム製剤を内服する場
合は、錠剤ではなく散剤に剤形変更することで対処したが、さらに今回の結果を看護師や ST と共有しながら
とろみ剤を使用しなければならないと考える。

【結語】
とろみ剤使用患者では、薬剤の崩壊性を考慮し、剤型変更や粉砕などの前処理が必要である。
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11-5-3　薬剤②
ポリファーマシー対策 現状と課題

緑成会病院

たきた だいすけ

○瀧田 大輔（薬剤師），飯田 亜矢子，河合 柚佳里，吉田 琢磨，市地 智子，秋田 美樹

[ 目的 ]
平成医療福祉グループで取り組んでいる「ポリファーマシー対策」について、緑成会病院での実際の活動・実
積を評価した。持参薬の持ち込みがあった患者様を対象に、入院時の持参薬数と持参薬継続数を比較した。ま
た、お薬手帳の有無、中止・減薬した薬についても比較・検証をした。現状を把握し、今後の課題を見つける
ことを目的とした。
[ 対象 ]
2018 年 12 月 ~2019 年 2 月の期間に持参薬があった入院患者様
[ 方法 ]
入院時の「初回聞き取り項目」「持参薬数」「継続薬数」、中止した薬剤については薬効分類、薬価を集計。ま
た処方薬の見直しタイミングについても調査を行なった。
[ 結果 ]
持参薬数平均 6.4 剤、継続数平均 4.8 剤と 1 剤以上の減薬をしているということがわかった。中止・減薬され
た薬で多かったのは、消化器官用剤・循環器官用剤・中枢神経系用剤だった。減薬した薬の薬価を計算すると、
1 人あたり約 100 円 / 日、約 36500 円 / 年の削減になる。処方薬の見直しタイミングは、入院時持参薬確認時・
回診時・状態に変化があった時・カンファレンス時など、多くの場面で実施されていた。お薬手帳の有無につ
いては、3 割の患者様が持っていなかった。
[ 考察・結論 ]

「ポリファーマシー対策」についての成果を、具体的な数字で確認することができた。
処方薬の見直しタイミングについては、多職種とコミニュケーションを取り、円滑に行なっている。お薬手帳
については、持っていない患者様、持っていても活用が出来ていない患者様もいるため、活用方法を検討する
必要がある。薬を減らす事に抵抗がある医師への処方提案についても、薬剤師から積極的に関わっていく必要
がある。
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11-5-4　薬剤②
療養型病棟におけるポリファーマシー 50 例の解析

1 岸和田平成病院　薬剤部，2 岸和田平成病院　診療部

あかい りょうすけ

○赤井 亮介（薬剤師）1，馬場 幸雄 1，長瀬 紀子 1，山田 由美 1，露口 吏加子 1，舘谷 新一郎 2，松本 和子 2，久米 庸一 2，
荒尾 徳三 2

【背景・目的】
高齢者のポリファーマシー（多剤服用）は薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等
の原因となり、薬物療法の適正化が求められている。当院ではポリファーマシーの改善に取り組んでいるが、
一部に減薬困難な症例が存在する。本研究の目的は、療養型病棟における減薬困難症例の臨床的背景を明らか
にすることである。    

【方法】
対象は 2016 年 1 月から 2019 年 5 月までに当院の療養型病棟に入院した症例。当院では入院時および 1 週間ご
とに処方見直しを行っており、入院後 1 か月時に 6 剤以上服用している症例を多剤服用症例とし、5 剤以下の
症例を非多剤服用症例とした。非多剤服用症例は母集団からランダムに 50 例抽出した。多剤服用症例の内服
薬の特徴を解析し、非多剤服用症例と比較した。    

【結果】
非多剤服用症例と比較して、多剤服用症例で有意に処方が多かった（P<0.05）薬剤は、以下の 8 系統の薬剤で
あった。①消化器系疾患（肝臓、その他）、②免疫抑制薬およびステロイド、③消化器系疾患（胃薬）、④神経
疾患（認知症、てんかん、パーキンソン病）、⑤鎮痛剤、⑥循環器疾患（心不全）、⑦精神疾患（BPSD、不眠症、
うつ病）、⑧消化器系疾患（便秘）。

【考察・結論】
療養型病棟における減薬困難であったポリファーマシー症例の基礎疾患として、肝硬変症例、重症の心不全症
例、がん緩和医療の症例などの基礎疾患の背景が示唆された。これらの疾患はポリファーマシーになりやすい
ことを認識し、臨床経過により減薬を検討することが必要と考えた。
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11-5-5　薬剤②
トレーシングレポートを用いたポリファーマシー対策への取り組み

社会医療法人　卓翔会　市比野記念病院

にしのはら しょういち

○西ノ原 省一（薬剤師），楠本 敦旨，板倉 進，脇丸 徳仁，永田 和弥，瀬戸口 学，内野 靖，黒田 篤，
鉾之原 大助

はじめに
当院は 6 種類以上の内服薬を服用している患者の割合が全国平均 20.5% に比べ 35.7％と高い。今回内服薬を削
減することを目的とし、薬剤師がトレーシングレポートを用いて入院患者の持参薬や定期薬の不適切処方、つ
まり PIMs（Potentially Inappropriate Medications）のスクリーニング介入を実施し、内服薬の削減に取り組
んだ。 
方法
入院時に持参薬を確認し、各薬剤の処方経緯や既往歴、症状、検査値などについても確認、PIMs のスクリー
ニングを実施し、該当する処方があった場合には処方変更によるメリットと病態悪化のリスクを評価する。次
にトレーシングレポートに薬剤変更が可能かどうかを検討した内容を記入する。主治医がトレーシングレポー
トを確認し、問題なければ処方の中止・変更する。処方変更後は、病態悪化がないかどうかについて慎重にフォ
ローした。 
結果
対象患者は当院の入院患者で、2019 年 1 月から 2019 年 6 月までの 6 ヶ月間 1491 名で比較・検証を行った。
トレーシングレポートにて変更した件数は 129 件であった。
PIMs の薬剤別内訳は、消化管蠕動促進薬、ベンゾジアゼピン系が最多で、下剤、認知症治療剤、ビタミン D
製剤、漢方薬、スタチン製剤、PPI、抗アレルギー剤と続いた。変更理由は、同系統の薬剤の重複、処方意図
不明のため、臨床的に適応がない、症状が安定もしくはすでに治癒、症状改善効果や将来の予防効果が不十分、
併用禁忌例等であった。
結語
処方された薬が評価されないまま継続されていることが多く、疑義照会をしても医師は忙しい業務の中で受け
入れてくれないことが多かった。しかしトレーシングレポートを用いることで次回の処方までに考慮する時間
ができ、処方変更を受け入れてくれた。今後も医師と薬剤師が情報を共有しトレーシングレポートを活用して
ポリファーマシー改善に取り組んでいきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
11-6-1　労務管理①
3 人夜勤体制の導入と効果

1 西能みなみ病院　看護師，2 西能みなみ病院　医師

みなみ みねこ

○南 峰子（看護師）1，早瀬 とし子 1，松田 昌夫 2，西嶌 美知春 2

【はじめに】当院は 88 床の療養型病院である。2017 年 7 月に 3 階病棟が入院基本料１を算定し、医療区分の
高い患者を積極的に受け入れてきた。その結果、重症度の高い患者が増加し、看護・介護の負担が増えた。そ
のため、昨年 12 月から 2 つの病棟の 3 人夜勤体制の導入を検討し、今年 4 月から正式に導入したので、その
経過と効果について報告する。

【研究方法】昨年と今年の 4 月～６月で夜間のインシデントの件数、稼働率、医療区分２・３の占める割合、3
人夜勤導入後の効果と課題を調査し分析した。

【結果】3 人夜勤導入に向けて、業務内容と人員配置の見直し、夜勤専従導入の検討をし、実施した。今年 1
月に 3 階病棟から導入し、2 階病棟は同年４月から導入した。昨年と今年 4 月～６月の夜間のインシデントの
比較では、２～ 3 件減少しており、転倒件数に至っては毎月３・４件発生したが０～１件に減少した。稼働率
は上昇したが、医療区分２以上の割合では数％減少していた。３人夜勤導入効果としては、①精神的負担が軽
減した②２人でケアをするので患者１人当たりに必要な時間が短縮された③巡視回数の増加④一人一人の患者
へのナースコール対応が早くできるようになった⑤今まで２人夜勤では不安で夜勤ができなかったスタッフも
夜勤できるようになった以上の５つが挙げられた。

【考察】３人夜勤体制の導入により、病床稼働率を上げられた。一方、軽症患者も積極的に受け入れた結果、
医療区分２以上の患者の割合を８０％に維持することが困難になっている。夜勤帯のスタッフが１人増加する
だけでも、患者への観察の目が行き届くようになり、転倒転落などのインシデントが減少し、患者サービスの
向上につながった。

【結論】夜勤業務は患者サービスの向上に繋がったが、日勤勤務者が減少したため、課題として残っているメ
ンバーで更に日勤業務が効率よく実施できるよう業務改善などの検討が必要である。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
11-6-2　労務管理①
内科療病棟看護師の夜勤に対する不安要因と課題

医療法人盡誠会　宮本病院　看護部

やまぐち ようこ

○山口 洋子（看護師），藤原 里美，吉田 公代

【はじめに】
当院は内科・精神科を有する 417 床の病院で、うち 111 床が内科療養病床である。看護体制は 20:1・3 単位で、
看護師・看護補助者の 2 名で夜勤を行っている。昨年実施した職員満足度調査において、看護師の約 6 割が仕
事において何かしらかの不安を感じているとの結果があり、多くは夜勤に対する意見であった。そこで、夜勤
を行っている看護職員へのアンケート調査を実施。夜勤に関する不安要因を明らかにし、今後の課題を見出し
たので報告する。  

【方法】
＜研究方法＞アンケートを作成し、経験年数別に分析
＜対象＞内科療養病棟で夜勤を行っている 2 年目以上の看護職員 27 名
＜期間＞ 2019 年 6 月 1 日～ 6 月 15 日 

【結果】
 調査用紙は 27 名に配布、回収数 25 名 アンケート回収率 92.5％
＜経験年数別 不安が高い場面＞

（2 ～ 5 年目）
１位 予期せぬ急変に関する事、2 位 自己判断に関する事、3 位 業務内容に関する事

（6 ～ 9 年目）
１位 予期せぬ急変に関する事、2 位 自己判断に関する事、3 位 医師との関係に関する事

（10 年目以上）
１位 自己判断に関する事、2 位 予期せぬ急変に関する事、3 位 医師との関係に関する事

【考察】
高齢の長期入院患者が多く「予期せぬ急変」とされる場面に遭遇する機会が少ない事が、不安につながってい
ると考えられる。その為、定期的なシミュレーション学習が必要と考える。
 また、自分の判断が正しいのかという思いは、看護師の行動に影響を及ぼし、不安を増強させると考える。
看護師が自らの行動や判断に自信が持てるよう相談体制の整備や管理者による承認・支援が不安軽減につなが
ると考える。

【結論】
・夜勤に対する不安軽減を図る為に、急変時を想定した訓練や夜間の安全対策等の整備が必要である。
・看護職が最大限の能力を発揮し自信が持てるよう、看護管理者のマネジメントスキルの向上が重要である。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
11-6-3　労務管理①
多様な働き方～プラチナナースが活躍する組織を目指して～

医療法人金上仁友会　金上病院　看護部

すぎはら えつこ

○杉原 悦子（看護師）

【はじめに】
当法人は宮城県角田市にあり、地域と時代のニーズとともに変化し、現在は地域包括ケア病棟 52 床と医療療
養病棟 39 床の病院を拠点に各種介護施設・居宅介護事業を展開している。働く看護職の 11 人に 1 人が 60 歳
以上と言われる現在、当法人は 68 名中 10 名がプラチナナース（定年後もその資格を活かし生き生き働く看護
職）である（最高 72 歳）。法人のプラチナナースの現状を理解し生涯現役で労働力となる働き方を提案するた
めのアンケートおよび所属長への聴き取り調査を行ったので報告する。

【方法】
① 60 歳以上へのアンケート調査（アンケートは無記名で任意とし未提出による不利益はない）②所属長（師
長又は主任）への聴き取り調査

【結果】
①アンケート対象 10 名：回答率 60％。年齢 68 歳 67 歳 66 歳 63 歳 62 歳 60 歳各 1 名。1 週間の労働時間：平
均 23 時間。現在の体調について：持病あり内服中 5 名、１年前に比べ体力低下 4 名、記憶力低下 3 名、視力
低下 4 名、聴力低下 2 名、細かな作業がおっくうになった 2 名。給与に不満 3 名。勤務継続目標年齢 65 歳 3 名・
70 歳 2 名・回答無し 1 名。
②所属長への聴き取り結果：勤務シフト上の特別な配慮が必要（時間外をさせない、休憩を確実に与える、連
続勤務にしないなど）。業務内容の特別な配慮が必要（経験上可能な業務に固定化しているなど）。プラチナナー
スに対する他のスタッフの思い（業務内容に不公平感がある、間違いに気がついても強く正せないなど）。

【考察】
身体的衰えを感じながら看護職としてのプライドと責任を持って業務を行っている。心身の負担の少ない業務
内容や時短等の配慮を行い勤務継続の可能性は上がるが、周囲のスタッフ（多職種）もプラチナナースの働き
方を理解し業務分担できるシステム整備が更に重要である。

【おわりに】
プラチナ世代に係わらず多様な働き方が増えており、働き方のニーズに合わせた業務分担と内容の明確化そし
て相互理解が求められる。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
11-6-4　労務管理①
看護師採用活動における事務の関わりについて

札幌西円山病院　経営管理部

すぎのもり わたる

○杉野森 渉（事務職），浪岡 まさみ，田之上 恵子，依田 美穂

１．はじめに
当院は、６６３床の多機能慢性期病院である。地域包括ケアシステムが推進される中、多機能慢性期病院とし
て病棟機能を強化し、より重症度が高い患者の受け入れを行うため、２０１８年５月より障害者一般病棟の入
院基本料１３対１を１０対１に強化した。入院基本料変更に伴い看護師の大幅な増員が必要となり、その採用
活動に関わった事務の取り組みについて報告する。
 
２．方法
看護部主体の採用活動に対し、事務によるサポートの強化を行った。事務が学校訪問や就職説明会に同席する
機会が増え、当院の看護の価値観や特色を知るようになった事がきっかけとなり、「学生に札幌西円山病院の
看護を知ってもらう」・「現場の看護師の声を学生に届ける」事が採用に繋がると考え、病院見学会の開催数の
増加を看護部に提案した。その際の座談会には２～３年目の看護師に同席してもらうよう提案し、より学生に
近い感覚で当院の情報を伝えるよう努めた。座談会には必ず事務も同席し、待遇や福利厚生等事務の立場から
も当院の特色を伝えるなど細かな対応を行った。
 
３．結果
病院見学会の開催を前年度の３回から７回に増やすことができた。学生の参加者は前年２４名から２５名と僅
かな増加であったが、見学会参加からの採用者数は前年５名から１１名と増加した。これらの成果もあり、４
月の人員実績をクリアし、５月からの入院基本料の変更が実現した。
 
４．考察
病院見学会の回数を増やす提案が実現した背景として、事務が全力で採用活動をサポートするというメッセー
ジを看護部に伝えたことが、看護部に安心感を与え、回数を増やす意思決定に繋がったと考える。また、看護
部と連携を強化したことで事務が看護の価値観や特色を共有できるようになり、見学会対応者やプログラムに
ついて提案できた事は新しい発想での見学会企画に繋がった。学生動向等様々な情報を共有しながら、今後も
協働して採用活動を行っていきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
11-6-5　労務管理①
危機感から始まった『教育システム』が希望へと変わるとき

和田病院　住宅型有料老人ホーム和楽苑

こまつ けんいち

○小松 憲一（事務職），井上 智恵，伊藤 律子，新田 明子，本田 公一，行合 康徳，本田 純子，都甲 幸子

【背景・目的】
 平成 28 年になり介護職の離職者が増加。その中で介護職未経験だった新入職員（正職）I 氏が入職わずか 8
日で退職してしまった。このままでは全体的な質の低下につながってしまうとの危機感を抱き、新入職員への

『教育システム』の構築を行うことにした。

【方法】
〇対象 - 平成 28 年 5 月以降、新入職した正職の介護職員が対象。
 Ⅰ - 介護プロフェッショナル段位制度『アセッサー』を参考に『レベルアップ評価票』を作成。新入職はレベ
ル２- ①相当を基準とし、自己評価のため項目へのチェック、コメントの記入をしてもらうようにした。
 Ⅱ - 教育指導者（評価者）を選定し、教育スケジュールを作成、マンツーマン指導を基本とした。また『評価
票』の確認、評価総評を記入してもらうようにした。
  Ⅲ - 毎月 1 回、指導者、部署の役職者で評価会議を開催。現状の達成度等の確認、今後の展開について協議
することにした。
 Ⅳ - 基本３ヵ月間は『評価票』を用いてマンツーマン指導を受けてもらい、評価によっては延長する。また夜
勤業務が独り立ちするまでは評価会議にて評価を行う。
 

【結果】
◎評価対象者の入退職の推移
 令和元年 6 月までで評価対象者 9 名。そのうち退職したもの 4 名（うち介護未経験者 2 名）、入職から退職ま
での平均勤務日数は 181.3 日であった。
評価期間が終了し現在勤務をしているものは 5 名、うち 4 名は夜勤業務へ独り立ちした。
 

【考察】
 教育指導者の指導についてのスキルが向上、より責任感が増した。評価会議では熱い意見交換の場となって
いる。ここでの評価により次クールの目標、方向性が定まるというシステムが確立された。また教育指導者以
外の職員も先輩として指導を行っている場面がみられた。
 

【結語】
 介護職未経験者への教育方法、専門職という特異性や対人という難しさなど、このシステムが誰にでも適用
する訳ではなく今後に課題を残した。しかし職員の姿勢が危機感を希望へと変えてくれた。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
11-7-1　労務管理②
新規雇用者の確実な入職処理について～『見える化』による効果～

1 医療法人天心堂　志田病院　事務部，2 医療法人天心堂　志田病院　統括本部，3 医療法人天心堂　志田病院　

さかもと あやか

○坂本 文香（事務職）1，坂田 優美香 1，川崎 琴美 1，平地 隆昌 1，山北 英樹 1，志波 徹人 2，大石 浩隆 3，
志田 知之 3

【はじめに】
 当法人で職員を新たに雇用する場合、通勤手当支給申請書、就職時秘密保持誓約書等、入職時の説明は多岐
にわたり、入職者に提出を求める多くの書類がある。これまでも雇用時の入職者対応マニュアルは存在し利用
していたが、人事担当職員がそれぞれの方法で入職者へ説明していたため、説明漏れや誤った解釈での説明が
生じ、完全に書類が揃った状態で入職者が書類を提出することは稀であった。そこで今回、説明方法を見直し
標準化することで、書類の完全提出率をあげることが出来たので報告する。

【方法】 
1. 雇用時の対応マニュアルを就業規則に基づいたマニュアルに改定し関係者内で勉強会を実施し、内容の周知
を行った。
2. 入職者への説明にはタブレット端末を使用し、各項目の説明内容を入職者が理解した場合は説明者、入職者
双方がチェックを入れる。また、説明終了後に理解したかの確認を行い理解した場合は、入職者が直筆のサイ
ンを残すようにした。
3. 入職処理業務のチェックリストを作成し、業務の漏れをなくした。

【結果】
 項目ごとに入職者の理解度を確かめながら説明したことで書類の完全提出率を 100% にすることが出来た。

【考察】 
 就業規則に沿ったマニュアルに改訂し勉強会を開催したことで、担当職員が共通の理解のもと説明を行うこ
とが出来るようになった。また、タブレット端末を使用し項目ごとに入職者の理解度を確認しチェックを入れ
るようにし、最後に直筆のサインを残すようにしたことで入職者に責任を持たせることができるようになった
ことが、完全提出率 100% に繋がったものと考える。

【まとめ】
 看護・介護の人材不足が深刻な問題となっている昨今、当院は今年 6 月に増床したこともあり、人材の安定、
継続した確保は病院運営にとっても重要なミッションである。今後もスムースな入職処理を行い病院の安定運
営に寄与していきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
11-7-2　労務管理②
動機付け・衛生理論の実践による離職率低下への取組み

ケアホーム足立

やすだ ゆみこ

○安田 由美子（事務職）

［背景］
平成 28 年 12 月 1 日～平成 29 年 12 月 1 日の全職種離職率は 26％であった。職員を補充するも新たな人間関
係の構築や、度重なる OJT 指導は現場に重い負担としてのしかかり、更なる離職者が発生する要因ともなっ
ていた。

［目的］
施設管理者として、アメリカの臨床心理学者 F・ハーズバーグによる「動機付け・衛生理論」の実践により、
職場風土を改善して離職率を削減し、安定した施設運営及び定着した馴染みのある職員によるケアの提供に繋
げたいと考えた。
 ［対象］
ケアホーム足立全職員
 ［方法］
・あらゆる媒体を活用した職員採用への積極的な取り組み ( 掲示板・ホームページ・求人広告 )・アサーション
の実践（お互いを傷付けず適切な主張・自己表現を行い意志を伝えるスキル）・レクリエーション企画の支援（仕
事の創造性を養う）
・職員による取組み事例の積極的な広報活動（ホームページや広報誌に掲載し求人に繋げる）
 ［結果］
・離職率の改善  26％→ 16％（H29 年 12 月～ H30 年 12 月）
・副次的効果として三事業所 ( 特養・ショート・デイ ) 全てにおいて稼働率がアップ（H29 年 12 月と H30 年
12 月の比較）（特養 97.5% → 97.7％、ショート 71.3% → 79.9%、デイ 81.5% → 94.6%）
 ［考察・結論］

「職員を信頼し、職員一人一人が創造的に自らの仕事をマネジメントできる環境を提供すること」が施設管理
者に求められるスタンスである事が実践を通し理解できた。給与を始めとする待遇改善も重要であるが、何よ
り職員自身が自分の仕事に意味ややりがいを感じて働く事こそが、利用者様へのよりよいケアの安定供給に繋
がり、それが評価され副産物的に稼働率が上がったと考えられる ( 稼働率については他の要因も考えられる )。
しかし未だ離職率は二ケタであり、運営においても不十分な点があることから更なる改善が必要と考え、取り
組みを継続する事とする。
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11-7-3　労務管理②
職員が健康であるために： トータルヘルスプロモーションプランから考えてみた結果

介護老人福祉施設ヴィラ羽ノ浦

やまぐち みか

○山口 実夏（管理栄養士），井内 美栄，久世 光洋，桑原 美穂，加村 健太

［背景］
厚生労働省ではトータルヘルスプロモーションプランを愛称とし、労働者の心とからだの健康づくりを推進し
ている。職員が元気に仕事を続けるために施設として出来ることを考え、取り組みを行ったので紹介する。

［目的］
職員の食生活を調査及び評価した上で肥満に影響する因子や食生活改善に向けた気付きを促す。日常生活の中
で気軽に取り組める運動を実践してもらい、心身ともに元気に働き続けることができるよう健康づくりの仕組
みを構築する。

［対象］
肥満予備群を含めて体格指数（Body Mass Index： 以下 BMI）２４以上の者を選定し、承諾を得られた６人
を対象とした。

［方法］
３日間の食事調査を行い、管理栄養士が摂取エネルギーの算出とアセスメントを実施する。食生活において注
意すべき点を指導するとともに２ヵ月後の目標体重を設定した。手軽に取り組むことが出来る「ながら運動」
や脂肪燃焼効果が期待できる腹式呼吸法に関する資料を提供して日常生活の中で実践を促す。定期健康診断と
夜勤者健康診断の結果を活用して効果を検証し、継続的な取り組みとして意識付けを行った。

［結果］
初回の取組みにおいて BMI の減少がみられたのは６人中４人であった。効果が表れなかった者もいたが、全
員が食事のメニューや量、間食する時間帯を意識したと感想を述べた。

［考察・結論］
対象の職員が食生活に対して改善すべき事や気を付ける点について意識することは出来たが、BMI が減少し
たという結果は個々の体質や努力による成果である可能性が高い。運動の実践は本人の意思に委ねていること
もあり、効果を出すために定期的かつ継続的な取り組みとして浸透させることが課題となる。また、身体の健
康に加え、家庭参画や趣味、自己研鑽等の時間を確保することも事業場の務めとして認識し、今後も「仕事と
私生活の好循環」＝ワーク・ライフ・バランスの充実を図ることに努めていきたい。
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11-7-4　労務管理②
法人内でのホームページ広告委員の役割

和田病院

わだ じゅんじ

○和田 純治（医師）

( はじめに ) 病院・施設利用者へ向けたコミュニケーションツールとして、ホームページ・広報誌・掲示板・
看板などの広報活動がある。また健康教室・市民公開講座などの地域に向けたイベントを開催する病院も増加
している。病院経営にとって広報活動は必要なものである。中小規模の病院では、企画広報部門を総務部・庶
務課が代替している。しかし法人内の各部署の要望・意見を随時取り入れるのは難しい現状もある。そこで当
院では 2015 年からホームページ広告委員会を立ち上げ、職員参加型の企画広報活動を行っている。成果と今
後の課題について報告する。( 方法 )1 委員会メンバー : 医師・看護部・リハビリテーション課・地域連携部・
栄養課・事務部・検査部・老人保健施設・有料老人ホーム・グループホームから構成。2 活動内容広報誌の作
成 ( 年 4 回 ) ホームページの作成・更新、雑誌・新聞広告企画・作成、外来モニターの作成・更新、法人看板
の企画、法人内イベント ( 地域交流会・法人祭・慰霊祭など ) の指揮、広報活動を積極的に行なっている施設
への見学・交流 3 患者アンケートを基に委員会へフィードバック 4 職員意識調査による広報戦略の検討 ( 結果 )
病院ホームページのアクセス数 25 件 / 月→ 55 件 / 月まで up。法人看板の新規設置 2 件。患者アンケートに
よる当院の認知方法 : ホームページ 25% 看板 23% 電話帳 17% と広報ツールによる法人認知の多くを占めるよ
うになった。職員意識調査では、各部署の意見が吸い上げられやすくなった、委員会活動への積極性が高まっ
たなどの意見が多く聞かれた。( 考察 ) 広報活動を職員参加型にして、法人を知ってもらう方法を多職種で検
討でき、貴重な意見を吸い上げる体制となった。全職員の患者サービスへの意識改革の一環に非常に役立つ取
り組みと思われた。しかし、委員の負担が多くなるため、いかに活動の裾野を広げ、継続させていくことが今
後の課題である。
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11-8-1　デイサービス
当園重症心身障害児 ･ 者対象 成人部通所事業の家族支援について  
～家庭訪問から在宅の生活環境を知る～

1 一般財団法人多摩緑成会　緑成会整育園　リハビリテーション部，2 一般財団法人多摩緑成会　緑成会整育園　医師，
3 一般財団法人多摩緑成会　整育園通所センター　看護士，4 一般財団法人多摩緑成会　整育園通所センター　社会福祉主事

たなか たかひで

○田中 孝秀（理学療法士）1，山田 直人 2，小野 栄子 3，梅澤 野愛 4

［はじめに］
重症心身障害児者は以前と比べ、地域で家族と共に生活したい、地域で暮らしていく為にどのような支援が必
要か、選択できる様になってきている。
当園重症心身障害児者対象の成人部通所事業 ( 以下通所部 ) を利用者や保護者も在宅生活を長く願っている者
も多い。だが、日常生活における介助負担、保護者が年齢を重ねると共に生じる健康の不調など、先の見えな
い将来の不安を耳にすることもあった。
今回、在宅介護に不安を感じている方の家庭訪問を行い、家庭での生活環境面を中心として現状と課題を知る。
 

［方法］
当園通所部を利用する 7 名に家族面談時に依頼し、後日家庭訪問を職員 2 名又は 3 名で実施した。
在宅介護の生活環境・介護方法の情報を得た中で、1. 通所部から自宅・居室までの動線、2. 介助方法、3. 就寝
環境、4. バリアフリー化されているか又は今後考えているか、調査した。
 

［結果］
7 名に実施。
6 名が玄関・自宅内までバリアフリー化されていた。簡易的な段差解消や屋外リフト、リフォームで対応され
ていた。1 名は縁側より直接居室に全介助で移動されていた。保護者の介助負担も大きく、危険も伴っていた。
室内用リフターを導入されている方が 2 名、5 名が移動・移乗動作ともに全介助で対応していた。今後も導入
予定は考えていなかった。
就寝環境は 5 名がベッド使用、2 名が床に布団を使用されていた。ベッド、布団使用ともに保護者の負担が大
きく感じられるケースもあった。
 

［考察］
保護者の身体的負担、本人の苦痛を生じるケースもあり、家庭訪問することで、実際に個々のニーズに合わせ
たサポートの必要性を感じた。
在宅介護を続ける為に、相談支援員と長年の介護スタイルを検討し、通所として在宅生活での課題解決や制度・
支援サービスの情報の提供が重要となる。
今後も在宅での生活支える為に、定期的に在宅訪問の実施を検討したい。
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11-8-2　デイサービス
屋外歩行能力と握力の関係性

緑成会病院　リハビリテーション科

おがわ しゅん

○小川 俊（理学療法士）

【目的】      
 下肢筋力と屋外歩行の関係性についての報告はされているが , 握力と屋外歩行の関係性についての報告は少な
い . 通所リハビリテーションでは , 業務の特性上身体機能評価に割り当てられる時間に限りがあり , 歩行能力を
詳細に評価する時間が確保できない現状がある . そのため握力の測定は歩行能力を予測するために , より簡易
的に実施できる評価法として望ましいと考えた . そこで , 屋外歩行能力と握力に関連があるか検討を行った .

【対象】 
 当院通所リハビリテーションを利用しており , 本研究で定めた除外項目に該当しない 49 人 (77.4 ± 12.3 歳 ) . 
屋外歩行自立群 28 人・非自立群 21 人の 2 群に分け , 握力と比較を行った . 除外基準は , 日常生活が車椅子生活
の利用者・長谷川式簡易知能スケールで 20 点以下の者とした . また ,0.5-1 km 程度以上の移動が可能な者を屋
外歩行自立とした .

【方法】
 握力の測定は , デジタル式握力計 ( 竹井機器工業製 ) を使用した . 立位で両上肢を体側に垂らし , 示指の PIP
関節 90 度屈曲位になるように調節し実施した . 左右 2 回ずつ測定し , その最大値 (kg) を体重で除した値を代
表値とした . 統計処理は正規性を確認したのち対応のない t 検定を使用し , 危険率を 5% とした .

【結果】 
 屋外歩行自立群では ,0.4 ± 0.07%, 非自立群では ,0.3 ± 0.09% であった . 屋外歩行自立群は非自立群に比して
握力において有意があった (p = 0.0275) .

【考察】
 本研究において , 握力と屋外歩行自立との関連が示唆された . 握力は全身の筋肉量と相関関係にあること , 歩
行速度 , 応用歩行能力との関係性についても報告されている . そのため , 握力の数値が高いほど身体機能が高く ,
屋外での活動をしている者も多いのではないかと推測する . 今後 , 握力の数値が屋外歩行自立度に影響を与え
る機序に関しては検討が必要であろう .
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11-8-3　デイサービス
デイサービスにおける言語聴覚士の関わり

富家デイサービスセンター

さとう まいか

○佐藤 舞花（言語聴覚士），山口 礼子

【目的】
富家デイサービスセンター ( 以下 : 当施設 ) は同一施設内にデイケアセンターが併設されたハイブリッド型の
通所施設である。専門職として言語聴覚士 ( 以下 :ST) が 2 名配置されており、ST によるリハビリテーション
の介入が利用者の能力や生活の変化に繋がっているか検証する。

【方法】
失語症・構音障害・嚥下障害を持つ利用者に対し、言語聴覚士による集団リハビリ・個別リハビリを実施。対
象の利用者のコミュニケーション行動や生活に変化が見られたか評価を実施した。

【結果】
症例Ⅰ：60 代男性、ブローカー失語。表出が単語から困難であったが、集団・個別リハビリを実施し、現在
は一般の利用者を趣味の将棋に誘えるようになり、少ない言葉の中でもスタッフや家族ともやりとりを楽しん
でいる。
症例Ⅱ：70 代男性、脳梗塞発症後に誤嚥性肺炎を繰返し、経口摂取が中止となるも本人より経口摂取の希望
あり。訪問診療医師と情報交換を行い、当施設でお楽しみ程度の経口摂取を評価・訓練を実施。現在は ST の
介助下で 100 ｇ程度のゼリー等を誤嚥所見なく摂取可能。

【考察】
ＳＴによる個別リハビリでのコミュニケーション能力の向上と集団リハビリにて周囲の状況を理解し適切な反
応をする能力が得られ、コミュニケーション行動が拡大し生活がより充実したと考えられる。また、摂食・嚥
下機能の評価が行え、食事としての経口摂取が困難でもお楽しみでの経口摂取が継続できる他、食事場面の環
境設定を行い安全な食事が継続できている。

【まとめ】
当施設は、理学療法士だけでなく ST が失語症等コミュニケーションの問題を持つ利用者、摂食・嚥下機能障
害を持つ利用者、認知症を含む一般の利用者へそれぞれに必要なリハビリテーションを提供し、対応を周知す
ることや様々な問題を抱える利用者が集団で過ごし関わりあうことで、充実した生活に繋がっている。
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11-8-4　デイサービス
通所介護における機能訓練の質向上の取り組み

医療法人天心堂　志田病院

つる ゆか

○鶴 由香（介護福祉士），江頭 沙知，田中 淳子，溝上 俊次，木原 真一，大石 浩隆，志田 知之

  【はじめに】
 2025 年に向けて地域包括ケアシステムの推進が求められる中、介護保険事業では「自立支援・重度化防止に
資する質の高い介護サービス」を実現すべく、2018 年度の介護報酬改定においても様々な新しい取り組みが
導入された。外部のリハビリ専門職 ( 以下「セラピスト」と表記 ) との連携については、どのサービスにおい
ても求められているが、特に通所介護においては利用者の ADL 維持に係るアウトカム評価が導入された。当
事業所では、専従の機能訓練指導員 ( 看護師 ) による機能訓練を実施しているが、今回セラピストとの連携を
強化し、また、介護職も含めた多職種で構成された Bathel Index（以下「BI」と表記）向上チームを立ち上
げたことで、より効果のある機能訓練の実施が可能となったので報告する。
 

【方法】
1)  セラピストとの協働による定期的な身体状況の評価および個別機能訓練計画の作成
2)  個別機能訓練計画に基づく機能訓練指導員による訓練の実施
3)  取り組み前後における BI 維持向上率の比較
 

【結果】
検定による有意差は認められなかったが、BI 維持向上率は取り組み前 77.5%、取り組み後 86.3% と向上が見ら
れた。
 

【考察】
 セラピストの介入により適切に身体機能が評価され、状態に応じた訓練内容の変更、機能訓練指導員への訓
練方法の指導が行われたことで、より効果的な訓練が実施できるようになった。また、多職種でチームを立ち
上げ、できる ADL の評価を行い自立に向けたケアの方法を見直し、ケアの統一を図ったことも維持向上に繋
がった要因の一つと考えられる。
 

【まとめ】
 居宅サービスの中でも利用者数の多い通所介護サービスにおいて、身体機能の維持向上を図ることは高齢者
が地域で、自宅で自分らしく生活を続けていくために重要なことであると認識し、今後も各専門職と連携を取
りながら、より質の高いサービスを提供していきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
11-8-5　デイサービス
通所リハビリテーションにおける満足度アンケート調査の活用 
―支援相談員の関りを通して―

老人保健施設ひまわり支援相談課

わたなべ まあみ

○渡邊 麻亜美（社会福祉士），小林 美保子

1. 背景
　片山（2014:33-35）は、支援相談員の実践における現状と課題のひとつに環境への働きかけをあげている。
そこで、環境や過ごし方等に関わるアンケート調査・分析を行い、課題の明確化をはかり、解決に向けて動き
出した取り組みを報告する。
2. 方法
　2018 年 12 月中の当事業所通所リハビリテーションの利用者を対象にアンケート調査を実施した。18 問の設
問に対し「満足」～「不満」の 5 件法とした。単純集計、相関分析を行った。結果・分析からチームディスカッ
ションを行い、多職種でチームを作り改善方法の検討を実施した。
3. 結果・考察
　有意な関係が見られた項目から、利用時点での具体的なリハビリ目標が汲み取れているのか、その後フィー
ドバックが行えているかが今回の結果に現れたと考えられる。すなわち、支援相談員が初回面接で利用者・家
族の目標を具体的に聞き取り、周知する方法の検討が必要である。また、リハビリスタッフの本人からの聞き
取りやフィードバックの質の改善が必要である。単純分析からリハビリ量に対する満足度も高くなかったため、
リハビリ以外の過ごし方を検討する必要がある。以上を踏まえ、3 チームに分かれ検討。
4. まとめ
　アンケート調査・分析を通して、今後の課題が明確になり、多職種で現状を振り返る機会を設けることが出
来た。そのことが、支援相談員としてアンケート調査を通して利用者を取り巻く環境である職員の視点や環境
等に働きかけを行うことが出来たのではないかと考える。今後も、愛生館が目指す「利用者第一主義」の「利
用者とその家族が素晴らしいサービスを受けた」と言ってもらえるよう、何をどのように働きかけるべきか支
援相談員の役割を考えてく。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
11-8-6　デイサービス
心身状態の安定による食欲増進と活動量の増加に関する考察

ケアホーム足立　平成デイサービスセンター足立

いなむら さなえ

○稲村 佐奈江（デイサービス相談員）

［目的］
夫の他界、その後の転居による環境変化により、心身状態の不安定化に伴う食事変化、体重減少、不眠、不定
愁訴の訴えのある利用者様に対し、デイサービスの利用を通じて、心身状態の安定、食事量の増大、体調不良
の改善、活動性向上を目指した。

［対象］
A 様、78 才 、女性、主疾患：逆流性食道炎、体重 47.2kg、BMI17.99、要介護 1、独居、ADL 自立、LAWTON
の尺度 5 点
 ［方法］
①デイサービスでの家事動作を踏まえた A 様の役割を作る事
②自転車での外出を想定したエアロバイクでの運動の誘導
③同世代の方との会話が弾む様な席の配置や外食レク等、食事が楽しくなる雰囲気作り
④創作活動やお菓子作り等の手作業活動での気分転換
①～④を行い、体重、BMI、体調、服薬内容、食事量、LAWTON の尺度、筋力、活動量の変化を比較した。
実施期間：平成 30 年 3 月～平成 31 年 2 月
 ［結果］
体重 57kg( ＋ 10.2kg)、BMI21.91、逆流性食道炎の自覚症状消失、服薬減薬、食事量の増大、LAWTON の尺
度 7 点、筋力、活動量の増加が見られた。
 ［考察・結論］
A 様はデイサービスに定期的に通所し、他者とのコミュニケーション機会や活動量が増加する中で、相互の関
係性作りが出来、他者の悩みや他者の心身状態を理解する事が可能となった。そして、改めて自分自身の社会
的役割や心身状態を見つめ直すことで、できる事が増えていく楽しみを感じ、自身のコンディションを前向き、
且つ自発的に整える意識を高める事ができた。それに伴い、食べられない品目の減少や食事量の増大がみられ、
筋力・耐久性が向上した。その結果、自転車、公共交通機関を利用した外出範囲が広がり、自身で全ての買い
物をする事や健康を意識した料理を作ることが出来るようになった。更に、好きな温泉に行きたいという希望
も聞かれ、QOL の向上に結び付いたと考えられる。
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11-9-1　地域包括ケア④
地方都市慢性期病院における地域包括ケア病床の現状分析

鹿島病院　医療相談部

こばやし ひろえ

○小林 裕恵（社会福祉士），金田 直樹，亀山 庸子，安達 亜希子，佐々木 なつき，土肥 かなえ，坂之上 一史

【目的】鹿島病院は松江市にある病床数 177 の慢性期病院である。H29 年 10 月 26 床で地域包括ケア病床が開
設され、これまでの入院患者は 400 人を超えている（H30 年 10 月より 29 床）。現在までの状況について基礎
的な分析を行う。【データ】開設時から R1 年 9 月末までの 2 年間の入退院患者【結果】（１）入院数 この間の
月別平均入院患者数は 15 名前後だが、時期により山や谷がある。この原因は主に自宅や施設からの入院患者
の減少による。開設当初は月別入退院数にズレがあったが最近ではなくなり、空きベッドに対してスムーズな
入院がなされている。（２）入院時の状況 女性は男性の約 1.5 倍となっており、入院時の平均年齢も女性が高い。
認知症度はⅢ以上が約 4 割を占める。代表的な疾病は、廃用症候群、誤嚥性肺炎、骨折、脱水、脳梗塞、がん
である。入院元について、自宅からは廃用、施設からは脱水が多く、急性期病院からは廃用が多いががんも少
なくない。（３）入院から退院までの経過 平均在院日数は圧迫骨折がもっとも長く、褥瘡、骨折、廃用、がん
が続く。転帰については治癒・軽快で全体の約 7 割である。（４）退院先 入院元は急性期病院がもっとも多く
自宅、施設がそれに続くが、退院先は自宅が最も多く次に施設が続く。退院先の時系列的な推移を 3 か月ごと
に見てみると、死亡の割合 10％強でほぼ一定しており、急性期病院への転院もほぼ一定で 10％を切る。病院
内の他病棟への移動は初期には多かったが最近 10％を切る。これらに対して、自宅への退院は初期には 30％
程度だったが、今では 50％を超えている。最近では自宅や施設への退院が 70％程度になっている。【考察】以
上より、当院のような慢性期病院の地域包括ケア病床においても、「在宅療養への支援」が着実に進んでいる
ことがわかる。今後も現在行っている地域への訪問活動や勉強会を継続し、地域の高齢者医療・福祉の支えと
しての慢性期病院の役割を果たしていきたい。
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11-9-2　地域包括ケア④
地域包括ケア病棟における日常生活リハと退院支援に向けた介護士の取り組み

医療法人芙蓉会　筑紫南ヶ丘病院　看護部

やわた ともみ

○矢幡 友美（介護福祉士），井手 清美，平田 飛佳，古田 修一，堀井 恵子，岩田 佑花，谷 万由美，
橘鷹 美佐子，藤村 恭子，三好 富士子

【はじめに】
当院は大野城市及びその周辺地域で地域包括ケア病棟 60 床、在宅復帰機能強化型病棟 190 床の慢性期医療を
担う在宅療養後方支援病院である。
地域包括ケア病棟を開設し 4 年が経過しており、在宅復帰に向けた生活を見据えた退院支援に取り組むことで
介護士として多職種と関わる機会が多くなった。病棟では看護・介護・リハビリ他、多職種連携のもと退院に
向けての ADL の向上を目指し退院支援を行っている。今回骨折により入院となった患者をそれぞれが情報共
有し一貫した介助を実践して自宅退院となった事例を報告する。

 【患者紹介】
年齢：90 代 女性疾患名：第 12 胸椎椎体骨折  インフルエンザＡ型（個室にて隔離）
既往：高血圧 脳梗塞 関節リウマチ経過：自宅で転倒し、急性期病院へ入院後リハビリ継続目的で包括ケア病
棟へ入院
ADL：要介護１   移動 軽介助・車椅子自走不可  
          排泄 日中トイレ誘導 衣類介助が必要  夜間 オムツ
   骨折による疼痛自制内 コルセット常時着用中

 【方法】
① 介護士によるＡＤＬ・病状・情報提供と生活歴・ADL 退院先の確認をした
② リハビリ職員による日常生活リハ指導で介助方法を統一する
③ 看護師・リハビリ職員からの申し送りや、カンファレンスを通しての情報共有を行った
④ 介護士による退院に向けての家族へのオムツ交換指導した
⑤ 家屋調査に担当が同行し、ベッドサイド周囲の環境作りプランを作る 

【結果・考察】
・入院時より自宅退院を視野に多職種で介入した
・隔離された患者に対して日常生活リハに介入し寝たきりにさせず自宅退院を可能にした
・入院後自宅で出来ていた自立排泄がポータブルトイレ排泄となった
・今後の課題としては在宅でのリハビリ強化、在宅生活をする上で訪問リハビリなどのサポートを受け地域ケ
アマネジャー等の連携が必要であると考えた



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
11-9-3　地域包括ケア④
地域包括ケア病棟における軽度救急入院の実情 
～退院支援 MSW の立場から～

1 小林記念病院　連携室，2 小林記念病院　薬剤科，3 小林記念病院　外科

なかはら さき

○中原 早紀（社会福祉士）1，加藤 豊範 1,2，神谷 陽子 1，音部 奈緒 1，中井 敏子 1，小田 高司 3

背景
当院の地域包括ケア病棟（以下包括ケア病棟）では地域から依頼のあった全ての入院を受けている（病床管理
基準に定めたものを除く）。平成 26 年より、地域の多職種の入院相談に応じるために、医療相談ホットライン
相談電話（以下、ホットライン）を運営してきた。地域包括ケア病棟での軽度救急入院患者のホットラインが
契機となった退院支援の現状について検討した。

患者・方法 
平成 28 年 8 月～平成 31 年 3 月の間に、ホットラインを介して、地域包括ケア病棟（旧一般病床を含む）に入
院した患者 247 名を対象として、入院経路、臨床経過、退院支援について後ろ向きに解析をした。

結果
入院契機疾患は、食思不振・脱水症 50 名、圧迫骨折などの整形疾患 69 名、肺炎・尿路感染症 16 名、その他
124 名であった。死亡は 33 名（13％）で、退院先は自宅 134 名（54％）、施設 63 名（26％）で 8 名（3％）は
医療療養病院に転院した。急性期病院への緊急搬送は 9 名（4％）だった。自宅から入院し施設 / 医療療養病
院に退院した、46 名 /8 名の家族構成は独居 16 名 / １名、高齢世帯 12 名 / ０名、日中独居 10 名 /3 名で、そ
れぞれ 83％ /80％で入院前に介護力不足の状況であった。要介護 3 以上の割合は、自宅へ退院 40％、居宅退
院 56％、医療療養病院退院 62％で 3 者間に有意差を認めなかった（カイ二乗検定 )。 

考察
入院した患者 247 名のうち、46％が在宅復帰困難であった。要因として、身体機能の低下や医療的ケアが必要
となったことに加え、入院時すでに介護力が弱い家族背景で自宅介護が限界だったことが明らかとなった。地
域包括ケア病棟に於いては MSW は入院当初より医師が治療診断、看護師が看護計画を立案するように患者を
とりまく社会背景のアセスメント（社会福祉士診断）を行い、住み慣れた地域、次の生活の場に繋げている退
院支援することが重要と考えられた。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
11-9-4　地域包括ケア④
チームで行なう退院支援

北九州若杉病院　2 病棟

のばた たかゆき

○野畑 孝幸（看護師）

 ＜はじめに＞
当病院では、2014 年より在宅復帰機能強化加算を導入し、本年度から病床回転率が 10％から 15％へと変更と
なった。
スタッフが退院支援の知識を高め意欲的に支援に関わって行ける体制を作り、患者・家族が退院後も不安なく
生活できる為に、支援を進めていく必要があると感じ取り組んだ。
 ＜研究方法＞
研究期間：平成 30 年 6 月 1 日～平成 30 年 10 月 31 日まで
対象：当病棟の全スタッフ及び入院している患者で、退院支援する必要のある患者
実施方法：
1）退院支援について、スタッフの認識度を確認するためにアンケート調査
2）アンケートの結果をもとに勉強会
3）勉強会後スタッフへアンケート調査
4）退院支援フローチャートを作成し退院支援に活用
5）フローチャート使用後のアンケート調査
　＜結果・考察＞ 
退院支援に必要な知識として、“ 医療区分ついて ”“ 医療療養病棟の退院支援について ”“ 介護保険について ” の
３つの項目を挙げ、スタッフ全員の理解度を知る為にアンケートを実施し、勉強会施行し全ての項目において
上昇がみられた。同時に退院支援のフローチャートを作成し活用後、スタッフから入院から退院までの間、患
者に対し考えておくべきポイントが分かったという意見が聞かれた反面、関ってないスタッフは、フローチャー
トの活用が出来ていない可能性があるなどの意見があった。
　＜結論＞
勉強会を通して、退院支援の知識と意識の向上がみられた。今後も円滑な退院支援を行なうにあたり、フロー
チャートは有効な手段である。
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11-9-5　地域包括ケア④
不安障害を発症した広汎性発達障害患者への介入 

「不安の軽減と退院支援」

大内病院　リハビリテーション部

たなか ひろのぶ

○田中 博信（作業療法士），北上 孝一，松本 武士

【はじめに】
近年、精神科では入院の長期化を問題視しており、当院も多職種連携による退院支援活動を行っている。今回
は「不安障害を発症し退院を拒否している」ケースに介入する機会を得た。

【症例】
対象は 50 歳代の男性、広汎性発達障害による社会不適応から失敗体験を重ね、何度も仕事を解雇されるうち
に不安障害を発症した。ようやく適応した作業所で数年間働くが、親しい同僚の退職を機に不穏となり過量服
薬をして入院。その後、同居していた認知症の母が施設入所し、実姉が実家を取り壊すと「姉が母親と家を奪っ
た」と混乱し、退院して社会生活へ戻ることに強い不安を抱くようになった。

【方法】
X 年 8 月から X+1 年 7 月までの 1 年間を対象に介入。不安障害に対しては専用の評価表を使用し、不安、抑
うつ、疲労を把握しながら、作業療法、生活技能訓練、退院支援活動を段階的に導入した。

【経過】
ケースは過去の失敗体験を回想し、今後の不安や姉に対する恐れを抱きながら、日中の大半を自室で過ごして
いた。作業療法へ参加をすると活動の滞在時間は増加し、職員へ不安を伝える習慣が定着した。活動内では不
安の軽減を目的とした心理教育を経験し、生活技能訓練ではいくつかの目標を達成した。評価表による不安や
抑うつの数値は減少し、拒否していた退院支援活動へ参加。その後、体験外泊も何度か無事に終えることがで
きた。  

【考察】
心の拠り所であった母親と実家を同時に失う体験は、社会に戻る自信を失くすきっかけとなった。作業療法へ
参加をすると、過去の失敗体験や先の不安を反芻する時間は、不安を受け止められる時間に置き換わった。反
芻思考の渦中から脱し、心理教育で自己洞察をする体験は、抱いていた過剰な不安へ気づきを持つきっかけと
なったのではないか。その後に生活技能訓練や体験外泊で成功体験を重ねたことは、社会適応していた頃を想
起する機会となり、退院後の不安を軽減させたと考える。
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11-9-6　地域包括ケア④
地域包括ケア病棟における退院支援と課題

原病院　看護科

いしどう ますみ

○石堂 真澄（看護師），谷 あすか

【はじめに】
当院では平成 27 年より地域包括ケア病棟が新設された。在宅支援への取り組みの一環として、入院時のリハ
ビリカンファレンスや家屋調査同行から得た情報を踏まえた他職種担当者会議や、看護体制はチーム制で実施
している。しかし、すべての患者に対して家屋調査を行えないことや、担当患者以外の情報共有が円滑にでき
ない場合もあった。そのため、早期に患者の方向性を把握することや、情報共有を目的とした、入院初期のリ
ハビリカンファレンス、中間での病棟内カンファレンスを行い、今後の退院支援の課題が見えてきたため、こ
こに報告する。

【実施】
①入院初期のリハビリカンファレンス
主治医・MSW の情報を基に、退院先を見据えての担当看護師と担当リハビリとの初回カンファレンス
②中間での病棟カンファレンス
入院中期病棟カンファレンスの中で、病棟スタッフ全員との情報共有

【問題点】
①初回カンファレンスにおける問題点は、患者の病状の変化により退院先の変更やリハビリの進行の情報把握
が困難な場合があった。
②カンファレンスに参加できないと詳細な情報把握ができない

【結果・考察】
初回カンファレンスでは入院早期に行うため、患者の病状の変化にあわせて再度カンファレンスの場を設定し
再検討することで、継続した退院支援ができると考えた。病棟内カンファレンスに関しては、話し合った内容
が共有できるようカンファレンス用紙を活用しスタッフ全員が統一した支援ができると考えた。
安心した在宅生活を過ごして頂くためには、入院時から退院を見据えた調整を行うための他職種の関わりが如
何に重要であるか実感した。院内・院外多職種との連携を密にし、地域包括ケア病棟でのスムーズな退院に繋
げていきたい。
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11-10-1　地域包括ケア⑤
慢性期医療施設の地域包括ケアシステムにおける取り組み 
～当院における地域包括ケア病棟の実践経過報告～

1 永生病院　看護部，2 永生病院

いぬづか ひさよし

○犬塚 久善（看護師）1，加塩 信行 2

1. はじめに
永生会は、八王子市に 3 病院を有し、数多くの在宅支援施設群を擁する南多摩医療圏においては最大の医療・
介護組織である。大都市圏西東京では超高齢社会が急速に進行しつつあり、急増する高齢者救急への取り組み
が急務となってきている。
そのため、法人内に新たに急性期病院を立ち上げ、本院である永生病院でも地域包括ケア病棟を立ち上げた。
今回、地域包括ケアシステムにおける永生病院での取り組みについて、地域包括ケア病棟の機能と実践の経過
を中心にここに報告する。
 
2. 永生病院の取り組み
永生病院では 2016 年 9 月に地域包括ケア病棟を開設した。当院における地域包括ケア病棟は、急性期病棟か
ら引き続いて在宅復帰をめざす亜急性期の機能のみでなく、在宅あるいは地域の施設から急性期病院を介さず
に引き受ける慢性期救急の機能も担っている。当院の目指す地域包括ケア病棟の機能と施設基準クリアを両立
するため、定期的なリハビリカンファレンスの開催や院内のみでなく地域のケアマネージャーや訪問看護ス
テーションなども含めた多職種連携を強化し実践している。
2018年度の実績として、入院318名のうち41.5％にあたる132名が急性期病院を介さない緊急入院ケースであっ
た。また、この 132 名のうち 82%（死亡退院を除く）が在宅および在宅に準ずる施設への退院となっており、
施設基準である在宅復帰率 70％以上をクリアする結果となっている。
 
3. おわりに
永生病院は、地域包括ケアシステムの目指す「住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続ける」
ことができるよう、地域包括ケア病棟を中心に地域をつなぐ試みを展開していく。地域での急性期病院や各種
医療・介護施設、また在宅診療などをつなぐ取り組みは、法人内完結型から住み慣れた地域完結型の「地域包
括的ケアシステム」に発展していくことを確信し取り組みを継続していく。
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11-10-2　地域包括ケア⑤
病院全体で死守！在宅復帰率

中谷病院

あさみ ふみはる

○浅見 文晴（社会福祉士），福永 展子，中谷 悦子

【はじめに】当院は療養病床 50 床と地域包括ケア病床 10 床を有し、がん・難病・などの終末期緩和医療や維
持透析、人工呼吸器装着患者管理に力を入れ、急性期病院の受け皿としての機能と在宅支援に力を入れている
病院である。
 

【背　景】H30 年診療報酬改定における地域包括ケア病床の在宅復帰率の見直しにより、自院の転棟患者は復
帰率と対象とみなされなくなった。COPD などの慢性呼吸器疾患患者の入院が多い中、60 日内での在宅復帰
が困難で療養病床への転床、期間内に退院しても再入院となる患者も少なくはなく、H29 年度の在宅復帰率を
みると 70％超えていない状況があった。
 

【目　標】H30 年度診療報酬改定後において地域包括ケア病床の在宅復帰率を 70％以上の達成を目指す。
 

【実　践】
①地域連携室と医師、事務局、看護介護科との定期のミーティングにおいて現状報告を行い情報共有した上で
入退院調整を行う。
②入院時のトリアージとして、入院期間、在宅復帰のアセスメントにより療養または地域包括ケア病床への振
り分けを行う。
 

【結　果】地域包括ケア病床から自院の療養病床への転床患者の減少と転院患者の減少により H30 年度の地域
包括ケア病床の在宅復帰率はどの月も 70％を超え目標を達成した。
 

【考　察】入院時の治療方針と合わせ、入院後の目通しをつけるなどのアセスメントにより受け入れ病床の選
定をするようになったことや関わる他職種との情報共有と連携により目標達成したと考える。
療養病床のベッドにおいて空床の確保が難しくトリアージが困難な場合がある。療養病床の回転率を上げる工
夫が今後の課題である。
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11-10-3　地域包括ケア⑤
地域包括ケア病棟入院に関する電話相談の実情 ～入院相談ホットライン運営の経験から～

1 小林記念病院　連携室，2 小林記念病院　薬剤科，3 小林記念病院　外科

かみや ようこ

○神谷 陽子（看護師）1，加藤 豊範 1,2，中原 早紀 1，音部 奈緒 1，中井 敏子 1，小田 高司 3

背景
当院では地域から依頼のあった全ての入院を受けている（対応困難な精神疾患合併患者など病床管理基準に定
めたものを除く）。その取り組みの一環として、医療・介護関連の多職種の入院相談に応じるために、在宅よ
ろず医療相談ホットライン相談電話（以下、ホットライン）を平成 26 年に開設した。今後の地域連携の強化
を目的として、ホットラインが契機となった地域包括ケア病棟入院患者の臨床経過を調査し、ホットラインサー
ビスの課題を検討した。
 
患者・方法
 平成 28 年 8 月～平成 31 年 3 月の間に、ホットラインを介して、一般病棟、地域包括ケア病棟に入退院した
患者 247 名を対象として、入院経路、入院契機疾患、臨床経過を後ろ向きに解析をした。
 
結果
相談総件数は 247 件であった。在宅からの入院が 221 名（89％）であった。かかりつけ医ありは 238 名（96％）
であったが、かかりつけ医でなく、ケアマネージャー（以下、ケアマネ）や包括支援センターなどからの入院
相談が 118 名（48％）であった。入院契機となった疾患は、食思不振・脱水症 50 名、圧迫骨折などの整形疾
患 69 名、肺炎・尿路感染症 16 名、ＡＤＬ低下 12 名、その他（レスパイト含む）112 名であった。入院死亡
は 33 名（13.3％）で、135 名（55％）は在宅復帰、62 名（25％）は居住系施設に入所となった。転院は（療養・
急性期を含む）17 名（6.9%）であった。
 
考案・結語
ケアマネ等から相談が多かった理由として、高齢者が体調不良や不慮の受傷により在宅生活が困難となった場
合、かかりつけ医による対応が十分にされていない可能性が考えられた。困った時の相談先や受け皿としてホッ
トラインが機能しており、患者や家族、ケアマネの安心につながっていると考えられた。今後はホットライン
情報から、かかりつけ医受診・訪問診療につなげるなどの地域診療体制の構築が必要と考えられた。
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11-10-4　地域包括ケア⑤
地域包括ケア病棟における院内デイケア（ひまわりクラブ）の取り組み

宇部西リハビリテーション病院　リハビリテーション科

かわい なな

○河合 菜々（理学療法士），福留 秀明，木本 麻衣，小西 俊史，福原 佳織，柳原 博之，梶原 浩司

＜はじめに＞
当院では平成 28 年に地域包括ケア病棟を立ち上げ、住み慣れた地域で暮らす為にリハビリテーションの充実
を図ってきた。しかし、個別リハビリテーション（以下個別リハ）で身体機能の向上が認められても、個別リ
ハ以外の時間は臥床して過ごす方が多く、活動量と認知機能の低下により個別リハで獲得したＡＤＬの導入が
遅れ、実際の生活場面に戻ることが難しいケ－スがあった。その為、離床時間の拡大を目的として平成 29 年
9 月より院内デイケア（以下ひまわりクラブ）を立ち上げた。その結果、患者に良好な効果が得られた為、取
り組み内容について報告する。
＜取り組み＞
参加者は当病棟の入院患者全員を対象とし、特に離床を促したい患者、個別リハ対象外の患者、認知症状の悪
化を予防したい患者を優先し選出した。1 回あたり病棟スタッフ 1 名とセラピスト 1 名が協力し、体操・風船
バレー・ぬり絵など参加者に合わせた内容を午前・午後の 1 日 2 回、各１時間行った。活動後、茶話会を通し
て患者同士のコミュニケ—ションも図った。
＜結果＞
平日週 5 日実施、1 ヶ月あたりのべ 320 人参加した。ひまわりクラブへの参加により離床時間が増加し、自発
的にひまわりクラブに参加を希望するようになるなど患者の意欲や社会性の向上がみられた。病棟スタッフと
セラピスト間で患者の能力について話す場面が増え、実際の生活場面の改善に繋がった。一方、集団活動の受
け入れが悪く、拒否が続く患者も少数みられた。
＜まとめ＞
離床時間の拡大を目的に病棟スタッフとセラピストが協力し、ひまわりクラブを立ち上げた。参加された患者
には生活リズムの獲得、社会性の向上など良好な効果が認められた。一方、患者の中には個別での対応が必要
な方もいる為、個々の生活を見据え、実用動作の中での関わりを増やし、生活場面に繋げられるよう充実を図
り、患者や地域のニーズに応えられる態勢をさらに強化していきたい。
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11-10-5　地域包括ケア⑤
当院の地域包括ケア病床への取組

保岡クリニック論田病院　

しょうの ともこ

○庄野 ともこ（理学療法士），新美 秋代，奥村 智賀子，村瀬 順子，谷本 美香，須原 早苗，吉岡 尚紀，
濵野 生絵，和田 正美，保岡 正治

【はじめに】 現在、地域包括ケアシステムの構築と病床機能の分化推進が国の医療政策の重点課題として位置
づけられている｡ 当院は 47 床の医療療養病棟として稼働し、平成 29 年 4 月よりそのうち 18 床を地域包括ケ
ア入院医療管理料Ⅰに変更した｡ 徳島県内で地域包括ケア病棟を算定している病院は 33 病院（県内 111 病院）
であり、徐々に増えてきているが、医療療養からの取り組みは少ない。当院が専門的診療を行いつつサブア
キュート機能を持ち、同時に在宅 ･ 生活復帰支援機能としても働いているので、その取り組みと今後の課題を
報告する。

【目的 ･ 方法】地域包括ケア入院医療管理料Ⅰの算定に移行した結果、病床再編成にあたり当院が現在までど
のように進んできたのか医療療養と地域包括ケアの比較を行いながら、また移行してからの職員の意識の変化
をアンケートした｡

【内容】医療療養と地域包括ケア入院医療管理料では施設基準の違いにより職員の増員等を行った｡ また平均
2 単位以上のリハビリ実施には休日出勤体制調整、データ提出加算の届け出や環境整備も行った｡ 在宅復帰率
7 割以上という運用はハードルが高いが、当院はペインクリニック診療を行っており 在院日数の短縮を図るこ
とでこれらの条件を満たし現在まで稼働している｡ また 2 年経過し職員にアンケートを取るも病院への関心が
深まったという一方で、業務が増えた、入院日数制限があるので 退院への説明がやや難しい等意見もあった｡

【まとめ】当院はペインクリニック診療専門医療機関として神経ブロックや慢性疼痛治療、緩和ケア等を行い
専門医療に特化しながら現在の地域包括ケアを支える病院として診療を行ってきた。結果として県内全域から
痛みを訴える患者様に対してこれからもペインクリニック専門診療を行うとともに、地域の為に在宅で生活が
出来るように生活支援機能の病院としても役割を位置づけるように今後も努めたい。
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11-11-1　地域包括ケア⑥
当院の地域包括ケア病棟における実績指数と在宅復帰率から見る地域包括ケア病棟の役割

緑成会病院　リハビリテーション科

みながわ ゆうと

○皆川 雄人（理学療法士）

 【目的】
 当院の地域包括ケア病棟では 10 床に対し , 2 人体制で行っており , 取得単位数が超過している可能性があり退
院時の身体機能向上が見込まれる . そのため FIM 運動項目の利得や実績指数と在宅復帰率を調査し , 比較する
ことで , 地域包括ケア病棟の役割を考えた .

【倫理的配慮】
 本研究における倫理的配慮は，ヘルシンキ宣言を厳守して研究計画を立案した．調査にあたっては個人が特
定できないように匿名化し，データの取り扱いに関しても漏洩がないように配慮した．

【対象と方法】
 対象は当院の地域包括ケア病棟を退院した 44 名とした（年齢は平均 82 歳）. また急性増悪に伴う FIM の低
下や入院時 FIM 運動項目が 20 点以下の入院患者は除外とした．全対象の実績指数と 1 日の平均単位数・在宅
復帰率を後方視的に調査した .

【結果】
 各基本統計量は , 実績指数が平均 19.69 であり回復期病棟における実績指数の下限 27 を下回っている . １日の
平均取得単位数は 3. １単位と地域包括ケア病棟の１日の平均単位数の条件を大幅に上回っている . 退院時の在
宅復帰率としては 88.9％と 7 割を大幅に上回っている .

【考察】
 今回の結果では実績指数を見ると大幅に低値であることが言える . しかし , 在宅復帰率は 70％を上回っており ,
実績指数と在宅復帰率には相関がないと考えられる . その理由としては 2 つあり , 1 つは当院では入院時に他
職種カンファレンスを開くことで在宅への退院困難要因を検討し , かつ入院中も適宜退院支援の状況を情報共
有している . もう 1 つは PT2 名体制で連携して在宅調整を行い , 連携による在宅にあったリハビリ提供をして
いるため , より充実した退院支援を行えたため在宅復帰率が高値であると考えられる . 
 以上から実績指数の向上ではなく , リハビリによる身体機能向上や廃用予防を行い , 在宅復帰率の向上が求め
られていると考えられる . そのためにリハビリの提供内容やリハビリ時間外の生活指導などを工夫していくこ
とが求められている .
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11-11-2　地域包括ケア⑥
当院地域包括ケア病棟患者においても離床時間が長いと、 
Functional Independence Measure 効率も高くなる

1 多摩川病院　リハビリテーション部，2 神戸平成病院

もりもと かなこ

○森本 茄奈古（理学療法士）1，石井 悠稀 1，谷本 源太 1，徳嶋 愼太郎 2

【目的】
地域包括ケア病棟は、在宅復帰を支援するための体制が整えられている一方で、1 日の介入が最低限 2 単位以
上であること、最大でも 2 ヶ月の在棟期間など制約がある病棟である。上田ら (2009) によると、高齢者の全
身的な廃用症候群を防ぐ為には、座位時間を 1 日 4 時間以上確保する必要があると報告されている。これらに
基づいて検証された文献は多く、介護老人保健施設や回復期、急性期病棟において離床と Functional 
Independence Me asure ( 以下、FIM) の相関に着目した報告は多いが、地域包括ケア病棟においての報告は
少ない。
したがって本研究は、離床と FIM 効率について調査し、検証を行ったので以下に報告する。
 

【対象・方法】
対象は、2016 年 4 月 1 日から 11 月 30 日までの当院入院患者 150 人 ( 男性 67 人，女性 83 人、平均年齢 72.3 
± 12.3  歳 ) とした。
方法は、対象を日中の離床時間別に高離床群 ( 平均離床時間 4 時間以上 ) 、低離床群 ( 平均離床時間 4 時間未満 ) 
の 2 群に分類し、FIM 効率を統計ソフト R 2.8.1 を利用しウィルコクソンの順位和検定を用い分析した。個人
情報に関してはヘルシンキ宣言に則り配慮し分析を行った。
 

【結果】
2 群間の比較の結果は、有意差があった (p < 0.01) 。
 

【考察】
高離床群と低離床群は FIM 効率において有意差が認められた。離床が促進されることで活動性向上、生活リ
ズムの確立につながり、運動機能や認知機能の項目が向上したことが示唆された。一方で、対象とした患者間
の重症度に着目していない点から、高離床群の患者において入院時から日常生活能力が高い状態にあったため、
FIM 効率も良好であった可能性も棄却しきれない為、今後さらに精査していく必要性がある。今後患者を含
めたチーム全体で離床を促進していく事で、FIM 効率向上に努める必要がある。
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11-11-3　地域包括ケア⑥
地域包括ケア病棟における取り組み前後での FIM 利得及びアンケート調査の比較

医療法人芙蓉会　筑紫南ヶ丘病院　リハビリテーション部

ふくだ ゆうだい

○福田 雄大（理学療法士），松尾 一世，笹井 直子，新本 のぞみ，大島 大輝，堺 利香

【はじめに】
当院は平成 27 年 5 月に地域包括ケア病棟 34 床を開設し、平成 29 年 4 月に 60 床へ増床した。増床前に実施し
た地域包括ケア病棟スタッフ ( 以下：病棟スタッフ ) へのアンケートでは、多職種連携が不十分なため患者能
力の理解、ADL 向上が行えていないという意見が多く出た。そこで増床に伴い、カンファレンスの見直しや
病棟での ADL 訓練を開始し、病棟スタッフとのコミュニケーションの機会を増やす取り組みをした。今回は
増床前後でアウトカムの比較を行い、同時に現在の病棟スタッフにアンケートを実施し、そこから得られる傾
向や今後の課題について検証した。

【方法】増床前の平成 28 年 4 月から平成 29 年 4 月までに自宅退院した 38 名 ( 以下：A 群 )、増床後の平成 30
年 7 月から令和元年 7 月までに自宅退院した 56 名 ( 以下：B 群 ) の計 94 名を対象とした。アウトカムの比較は、
FIM 利得・運動 FIM 利得を用い上記の 2 群で群間比較を行った。群間比較は 2 標本 t 検定を用い検定を行った。
有意水準は 5％未満とした。また、アンケートは現在の病棟スタッフ 30 名を対象に増床前のアンケートと同
じものを実施し比較した。

【結果】A 群と B 群の FIM 利得において有意差は認めなかった。運動 FIM 利得においては A 群に比べ B 群
の利得が高く有意差を認めた (P ＜ 0.05)。アンケートは 29 名から回答があり回収率は 96.7％であった。出来て
いる・やや出来ていると回答したものが患者能力の理解で 61.6％ ( 増床前 40.9％ )、リハビリスタッフとのコミュ
ニケーションで 55.2％ ( 増床前 18.2％ )、患者 Goal の認識で 48.3％ ( 増床前 13.6％ ) という結果となった。

【結論】アンケート結果から、コミュニケーションが増えたことで病棟 ADL 向上に繋がる患者が増えたと考
える。しかし、依然出来ていないと答えたものが約半数いたため、今後も取り組みの強化・見直しを行い、多
職種間の連携を深め退院支援を行なっていきたい。
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11-11-4　地域包括ケア⑥
余暇活動の充実を目的とした病棟集団リハへの取り組み 
- 作業療法士の立場から -

博愛記念病院　リハビリテーション科

やまぐち りこ

○山口 理子（作業療法士），古味 希充代，中山 裕之，村田 千草

【はじめに】
平成医療福祉グループの取り組みとして、離床を促し入院生活の中での廃用症候群の予防を掲げている。当院
でも、リハ室で集団リハを実施しており、それに加えて地域包括ケア病棟 ( 以下、地ケア病棟 ) では病棟単位
での集団リハも実施している。今回、地ケア病棟における、作業療法士 ( 以下、OT) の立場から余暇活動の充
実を目的とした病棟集団リハへの取り組みについて報告したい。

【対象】
医師より集団リハ許可を頂いた患者様の中で、難易度は問わないが何かしら作業への関わりが可能な方。

【方法】
場所：病棟ホールのオープンな環境の中。
実施日時：月曜から土曜の 16 時より 40 分間実施しており、そのうち OT の作業活動は火、水曜の週 2 日となっ
ている。
実施内容：主に、季節の壁面飾りを作成し制作期間は約 2 ヶ月間。図案は OT が考え、工程を分けたり、作業
を段階付して患者様に提供している。OT の関わり方としては、作業を介して役割の獲得や達成感、称賛が得
られるような環境作りを行なっている。

【まとめ】
病棟集団リハの実施により、入院生活の中で自ら予定を把握し、活動が習慣化され時間とともに自発的に参加
するなど活動意欲の向上も認めている。患者様から、完成した作品を持ち帰りたいなどの発言も聞かれ、作品
に対する思い入れが感じられる場面もあった。作業活動に消極的な患者様も活動の見学を重ねるうちに参加さ
れる場面も見られ作業を通じて他者との交流を深めていた。今後は更に活動内容の充実により、興味の向上か
ら患者様の意欲向上へと繋げていきたい。また、退院後の生活においても、自発性の向上が次の動作への手が
かりになるよう努めていきたい。
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11-11-5　地域包括ケア⑥
嚥下障害のある患者の「食べたい」思いを叶えることで精神的安定を得られた一例

光風園病院

なかの まき

○中野 真希（看護師），堀田 未華，前田 真宏

はじめに
地域包括ケア病棟に入院する患者の疾患や症状は様々であり、嚥下障害のある患者も多い。経口からの栄養摂
取を諦め胃瘻や中心静脈栄養などの代替手段を選択する患者も少なくない。この度、重度の嚥下障害があり経
口摂取を強く希望され栄養摂取の代替手段を拒否された患者がいた。食べる食材や量を工夫する事で本人の満
足が得られる程度の摂取が可能となり、生きる気力や精神状態の安定に繋がった。今回の行った関りについて
症例報告する。
事例紹介
患者：Ａ氏、84 歳、男性
疾患名：誤嚥性肺炎
3 年前から誤嚥性肺炎で入退院を反復していた。家族で経管栄養や中心静脈栄養などは一切行わないと取り決
めていた。今回も誤嚥性肺炎にて急性期病院で入院加療をしたが、嚥下機能障害は重度で経口摂取は楽しみ程
度と評価された。経口摂取について強い希望がありリハ目的にて当院へ入院した。
経過
入院当初はゼリー 2 品を自己排痰しながら全量摂取できていた。4 品に増やしたところ痰の量が増加し発熱を
繰り返すようになった。食事摂取量も減り経口摂取が思うように進まず食事を途中で止めると患者も苛立ちを
見せた。ゼリーの量が増えると逆流し発熱を反復する為、量を減らして評価を行った所 2 品では痰の増加はな
いため品数を減らし全量摂取を目指した。全量摂取することで 800kcal 摂取でき、さらに精神状態は穏やかに
なった。
考察
重度の嚥下障害がある患者は経口摂取が困難だと思ってしまうが、Ａ氏は食事形態や量を工夫し最大限に経口
摂取についてアプローチすることで安全に摂取が可能となった。また、本人の嗜好品を用いた摂取の実施や全
量摂取することでの満足感が得られ精神的安定に繋がった。今回の症例を通してチームアプローチや経口摂取
への高い意欲、家族の協力など総合的な取り組みが有効になったと考える。
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12-1-1　医療安全・事故対策／身体抑制廃止
気管切開ベルトの固定状況の確認方法の統一 
～客観的指標（指模型）を用いて～

医療法人豊田会　刈谷豊田東病院

はっとり まさひこ

○服部 昌彦（看護師），吉坂 由美，江川 あゆみ，小原 裕清，都築 弘季，髙野 さおり，浅田 幸子

【はじめに】
 2018 年、当病院において、気管切開ベルト（以下「ベルト」）が過度に緩んだことが原因と考えられる、気管
切開カニューレ事故抜去のアクシデントが 2 件発生した。ベルトの固定について文献では、「頸部とベルトの
間に指が 1 本入る程度にゆとりをもたせ固定する」と記されている。適切な固定を実施する為には、ゆとりの
指標となる指の太さを統一し、固定者毎の格差を是正する必要がある。

【目的】
ベルトの固定状況の統一を図るために、客観的指標となる指模型を用いることの有効性を検証する。

【方法】
期間：平成 30 年 11 月 1 日～平成 31 年 2 月 28 日
対象 : 病棟スタッフ 20 名 ( 看護師 11 名、介護士 9 名 )
方法：病棟スタッフの指を測定し、その平均値から指模型を作製。指模型を使用したベルトのゆとりの確認方
法の説明と実施。指模型使用前後でベルトのゆとり調査とスタッフへのアンケート実施。気管切開カニューレ
に関するヒヤリハット・インシデント・アクシデントの報告件数の比較。

【倫理的配慮】
本研究に際して、個人が特定されないよう配慮し、施設管理者の承諾、倫理委員会の承諾を得た。

【結果】
 指模型使用前後のベルトのゆとり調査では、平均値で使用前が指模型 2.6 本分、使用後が 1.1 本分になった。
ヒヤリハット報告件数は、研究開始前は月平均 2.5 件から開始後 5.6 件に増加。アクシデントは 0 件であった。
指模型使用後のアンケートでは、「ベルトの固定方法が統一された」と感じるスタッフは 75% であった。

【考察】
 客観的指標を用いることで、ベルトのゆとりの判断基準が明確になり、適切なゆとりをもたせることができた。
また、何が適切な状況であるかをアセスメントできるようになった。ベルトの緩みをスタッフが意識すること
で、観察の機会が増え、事故を未然に防ぐことにも繋がっていると考える。

【結論】
ベルトの固定状況の統一を図るために、客観的指標となる指模型を用いることは有効であった。
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12-1-2　医療安全・事故対策／身体抑制廃止
rebi-shoutai 患者の在宅復帰へ向けたケア

鳴門山上病院　看護部

くめ ゆうこ

○久米 ゆう子（准看護師），3 病棟 スタッフ一同

« はじめに »
認知症患者は高齢になればなるほど発症する危険は高まる。歳をとれば誰でも起こりうる、身近な病気を考え
たほうがよい。厚生労働省の発表によると、日本の認知症患者数は 2012 年時点で約 462 万人、65 歳以上の 7
人に 1 人と推計されている。介護力不足などで在宅生活が困難なことも多い。今回、レビー小体型認知症の患
者を事故なく、自宅退院となった症例を報告する。
« 症例 »
72 歳　男性　パーキンソン病・レビー小体型認知症、嚥下障害あり
H7 年パーキンソン病と診断。認知機能の低下や幻視がみられレビー小体型認知症併存として加療中。妻と 2
人暮らし。肺炎治療目的で入院。
« 経過 »
パーキンソン病の既往あり、ADL に日内変動あり。入院後、環境変化もあり不穏・興奮がみられる。転倒の
危険高く、ディルームで見守りや離床センサー使用など転倒予防に努めた。入院後 1 週間程度、不穏の状況を
観察。15:30 頃～ 20:00 頃まで、夕方～眠前にかけて不穏が多くみられた。嗜好・趣味などについても、興味
のあるもの、好きな食べ物や行動などを調査した。また、主治医に夜間の状態について報告、適宜抗精神病薬
などの投与を行った。
« 結果 »
離床センサーは、コールが鳴り続ける状態となり、中止した。嗜好については、計算ドリル・書字は興味をもっ
て取り組んでくれた。車椅子離床しディルームで見守りしながら 2 点を中心に実施した。特に興味のあるもの
は見つけられなかったが、転倒による外傷なく、在宅へ退院となった。
« 考察 »
認知症を発症していると変化に適応できず、不穏や興奮等の状態となることが多い。坂本は「多くの高齢者は
具体的なリハビリの他に、生活意欲をどう支えていくのかという働きかけがないと「動けても、暮らさない」
という生活になってしまう可能性があります」と述べている。事故防止・転倒防止のため、行動を抑制しすぎ
ず、在宅へつなげるケアをこれからも考えたい。
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12-1-3　医療安全・事故対策／身体抑制廃止
地域で支える、認知症の方にやさしいネットワークってすごい！ 
－離院・離苑訓練の取り組みから－

1 医療法人大誠会　法人本部　介護統括部，2 医療法人大誠会　法人本部　本部長，
3 医療法人大誠会　介護老人保健施設大誠苑　認知症専門棟マネジャー，4 医療法人大誠会　内田病院　理事長，
5 社団法人セーフティネットリンケージ

くろき まさき

○黒木 勝紀（介護福祉士）1，内田 智久 2，田辺 祐己 2，金井 大輔 3，田中 志子 4，高原 達也 5

【目的】
利根沼田地域で実施している認知症の方を支えるシステム（沼田市認知症にやさしい地域づくりネットワーク、
静脈認証システム）と、社団法人セーフティネットリンケージ（以下「SNL」とする）の提供するみまもりあ
いアプリを使用し、当苑より出かけられた認知症の方の捜索、無事に保護するまでの大規模訓練を行い、地域
でささえる仕組みづくりの一歩とする。
 

【方法】
当苑 6 階認知症専門棟（華やぎ）から出かけられた方（モデル）の離苑発生から発見までを自治体（社会福祉
協議会）・警察署・地域の事業所と企業・市民と協力して既存のシステムとみまもりあいプロジェクトという
ICT を使って実施。
 

【結果】
個人情報を保護した状態で協力者へ捜索を依頼することで効果を確認、実施後のアンケート調査から改善点を
洗い出しマニュアルが完成。離苑発生の初動から大規模捜索開始までの訓練を 2 カ月に 1 回実施することを決
めた。
 

【考察】
これまでも年に 2 回離苑訓練を実施しており、離苑発生から発見までのマニュアルおよびフローチャートは存
在した。実際に離苑が発生した場合でも、そのマニュアルに沿って捜索がなされ無事発見に至っている。しか
し、離苑者の情報共有とスタッフ間の連絡手段においては携帯での通話やスマホのラインを使ってのものであ
り、効率化が図れていなかった。また、今回の大規模捜索訓練においては協力関係者への情報提供が必須であ
り、みまもりあいプロジェクトという ICT 技術を使った情報の共有がスムーズに行えたことは意義がある。
また、この技術を使うことでの新たな課題も見えてきたので、SNL と共同開発し、より実用性の高いものに
していく。認知症の方が外に出ても地域で見守り合える街にするには、今後も継続した訓練によるスムーズな
システムの発動と啓蒙活動が必要である。
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12-1-4　医療安全・事故対策／身体抑制廃止
療養型病院リハビリテーション科におけるインシデント・アクシデント

1 袋井みつかわ病院　リハビリテーション科，2 聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部理学療法学科

つちや りょう

○土屋 亮（理学療法士）1，矢倉 千昭 2

【目的】リハビリテーションでは，転倒リスクや容体の急変のリスクに配慮しながら日常生活の改善を目指さ
なくてはならないため，リハビリテーション独自の安全管理が必要である。近年，高齢者の認知症の有病率は
増加しており，2025 年には 5 人に 1 人は認知症であると推計されている。さらに，高齢者の増加に伴い，療
養型病院での入院患者数は増加している。そこで，今回，療養型病院リハビリテーション科におけるインシデ
ント・アクシデントについて調査し，その特徴をあきらかにすることと事故予防対策を検討することを目的と
した。

【方法】平成 24 年 10 月から平成 30 年 10 月の期間において，療法士が提出した事故報告書を基にリハビリテー
ション実施中に発生した事故 32 件を検討した。覚知日時・事故内容を抽出し、分析した。

【倫理的配慮、説明と同意】本研究は，後ろ向き研究であり，病院院長に確認し，倫理的配慮に対する承諾を
得た。

【結果】時間帯は，10 時～ 11 時・13 時～ 15 時に多く発生していた。事故内容としては，皮膚損傷，転倒，異
食・盗食，チューブ類のトラブルの順に発生していた。

【考察】インシデント・アクシデント報告を受けた中で時間帯の特徴としては，昼休みを挟んだ前後二時間に
多いことが明らかとなった。これは，食前では患者の低血糖による注意力の低下や入浴・昼食の時間が迫って
いることでの焦りの可能性，食後では，患者・セラピスト共に集中力が欠けていた可能性を考えた。療養型病
院に入院し，リハビリテーションを受けた患者は，皮膚損傷が多かった。療養型病院では入院患者の多くは後
期高齢者の数が多く占めているため、皮膚が脆弱となっており，皮膚損傷しやすいと考えられる。そのため，
療養型病院では，皮膚の状態を確認し，皮膚への配慮と共に危険予測をしながらリハビリテーションを行う必
要がある．
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12-1-5　医療安全・事故対策／身体抑制廃止
大誠会スタイルケアマニュアルの効果検証【第 2 報】 
～身体拘束ゼロの病院が全国に普及するために～

1 内田病院　リハビリテーション部，2 内田病院　看護部，3 内田病院　地域連携室，4 内田病院　法人本部，5 内田病院　理事長，
6 浴風会病院　センター長

やすはら ちあき

○安原 千亜希（理学療法士）1，小池 京子 2，尾中 航介 3，内田 智久 4，田中 志子 5，山口 晴保 6

【はじめに】
全国的にまだ身体拘束をしている病院は少なくない。当院は 2002 年より身体拘束を一切することなく認知症
を有する患者に対するより良い医療・ケア（大誠会スタイルケア）を実践してきた。大誠会スタイルケアのマ
ニュアル化と効果検証をすることで、身体拘束ゼロの病院の全国への普及の一助にしたい。

【目的】
大誠会スタイルケアのプロセスを体系化することを目的として、実践しているリハビリやケアと、患者状態に
関する調査研究を行なってきた。ケアの内容について整理してマニュアル化し（第 1 報）、この第 2 報ではマニュ
アルを用いてケアを実践することで BPSD の重症度・負担度の変化やケア時間の変化を検証した。

【対象】
調査の対象は、BPSD の治療もしくはリハビリを目的として H29.10.1 ～ H30.3.31 に当院に入院した認知症を
有する患者であって、入院時の NPI-Q が 4 点以上の 25 名。

【方法】
①入院時と 1 週間後の 2 時点で NPI-Q を実施し、重症度と負担度それぞれに有意差がみられるかを検証した。
②入院から毎日実施したリハビリおよびケアの時間の変化を、ケア内容評価シートとタイムスタディシートを
作成し調査した。

【結果】
①大誠会スタイルケアにより BPSD の重症度は入院時 14.5 から 1W 後 8.5 へ、負担度は入院時 16.2 → 1W 後
10.6 へ有意に軽減することが示された。②マニュアルをもとにケアを実践することで身体拘束をしなくてもケ
ア時間は徐々に減少し、穏やかに生活できる傾向にあった。

【考察】
当院のケアマニュアルを実施することで入院から退院までの間、徐々にケア時間が減少しても、BPSD の重症
度や負担度は軽減されることが示された。マニュアルの中にすべてを言語化できないので、マニュアルをもと
に関わるスタッフへの教育も重要である。今後は他の医療機関においても、このマニュアルを用いた身体拘束
ゼロケアで同様の効果が得られるかその有用性を検証していく。
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12-1-6　医療安全・事故対策／身体抑制廃止
急性期病院から転院した患者の身体拘束解除に向けた取り組み

幌東病院

なかた みどり

○中田 美都里（看護師）

【はじめに】
当院は 240 床の医療療養型病院であり、在宅系施設から急性期病院を経て、当院が転院患者を受け入れている
という流れになっている。経鼻経管・胃瘻、中心静脈栄養等の栄養管理がほとんどで、認知症を伴っているた
め、ミトン装着状態で受け入れることも多い。その結果、当院の身体拘束人数が増加しているため、解除にむ
け取り組んだことで身体拘束患者数が減少したため報告する。

【目的】
急性期病院からミトン装着状態で転院した患者の身体拘束解除に向けて、看護実践に取り組むことで、身体拘
束患者数が減少する

【方法】
期間：H30 年 10 月～ H31 年 3 月
B 病棟にミトン装着状態で入院された患者 4 名、病名、転院先での身体拘束理由・部位・方法、栄養管理方法、
年齢、解除の工夫と解除の有無

【結果】
急性期病院では、在院日数が短いことや一旦治療が終了すると転院となる場合もある。4 名の患者は、認知症
で ( アルツハイマー型 2 名、分類不明 2 名 )、チューブ類を自己抜去した経緯から予防のため両手ミトンを装
着されていた。栄養管理は、胃瘻、鎖骨下及び大腿静脈の中心静脈栄養で、年齢 79 歳～ 93 歳であった。解除
の工夫として、バスタオルに頭部が通る程度の穴を開けかぶせる方法や着なくなった T シャツの袖を切り着
せた。汚染後は捨てるという簡単な方法をとった。レクレーション時は、ミトンを解除する、またチューブ類
に触れないように固定位置を検討し、3 名は解除することができた。しかし 1 名は、栄養中の胃瘻チューブの
自己抜去により身体拘束解除には至らなかった。

【考察】
身体拘束を解除するには患者の状況を把握し、個々に見合った工夫や簡単な方法を取り入れることが必要とな
る。今回、病棟看護師が一丸となり工夫に取り組んだ結果、身体拘束患者数の減少につながったと考える。今
後も患者の尊厳を守るため、身体拘束解除に向けて継続していくことが重要である。
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12-1-7　医療安全・事故対策／身体抑制廃止
大誠会スタイルにおけるせん妄ケアマニュアルの作成【第 1 報】 
- 身体拘束ゼロの病院が全国に普及するために -

1 内田病院　看護部，2 内田病院　地域連携室，3 内田病院　リハビリテーション部，4 内田病院　法人本部，5 内田病院　理事長，
6 浴風会病院　センター長

こいけ きょうこ

○小池 京子（看護師）1，尾中 航介 2，安原 千亜希 3，内田 智久 4，田中 志子 5，山口 晴保 6

【目的】
当院では 2002 年より身体拘束を一切行っておらず、これは激しい過活動性せん妄を有する認知症患者に対し
ても同様であり、成果を上げている（第 2 報）。当院ではこうした患者に対してこれまで構築してきた経験則
に沿ってケアを行ってきたが、本研究では過活動せん妄には寛解に至るまでに共通した一定の段階があり、各
段階に適したケアがあると仮定し、これを実証しつつ、当院のケアの全国的な普及のためのマニュアル作成を
目的とする。

【方法】
対象者は X 年 9 月から翌年 2 月までの 5 ヵ月間に入院した過活動性せん妄を伴う認知症患者で、寛解がみら
れた（NPI-Q の入院 1 週間後の得点が入院前より重症度・負担度いずれも 7 点以上低下した）10 名とした。
そして、方法を①各対象者の入院より 1 週間までのカルテ記事から表情・行動・動作、かかわり等が記載され
た内容を抜き取り、日順の時系列で並べていき、項目を作成する②項目の内容が出現した人数を日ごとでカウ
ントし、時系列の一覧表を作成する③一覧表よりせん妄が寛解に至る段階モデルを作成し、各段階に沿ったか
かわりの内容を整理する、という３つの手順に分けて行った。

【倫理的配慮】
施設の倫理審査委員会の審査を受け、データ収集は患者・家族から書面で承諾を得た。

【結果】
方法①では対象者の様子は 16 個の項目に分類することができた。方法②では、16 個の項目の出現頻度は 4 日
目を境に大きく変化することが示された。方法③では、これらの出現頻度の特徴より、混乱期・うろうろ期・
ふれあい期・適応期の段階モデルが作成でき、それぞれの段階に沿ったケア内容を整理したことでケアマニュ
アルが作成された。

【結語】
本研究で作成されたマニュアルを多くの医療・施設で活用いただければ幸いである。また、コミュニケーショ
ンや実際の看護ケア場面におけるマニュアルも同様に作成しており、当院の HP から閲覧できるようになって
いるため、ぜひご覧いただきたい。
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12-2-1　摂食・嚥下リハ／食事サービス／栄養ケア・マネジメント／口腔ケア
嚥下機能向上のための病棟での取り組み

公益財団法人日産厚生会佐倉厚生園病院　看護部

わかまつ かすみ

○若松 香寿美（看護師），菅野 美津子

目的
回復期リハビリ病棟は２０１７年度に比べ重症患者比率が増し、急性期から経鼻胃管チューブを挿入したまま
転院してくる患者も増加していた。患者からも「口から食べられたらいいのに」といった声が聴かれていたが、
摂取嚥下に携わっていない現状があった。病棟生活に嚥下訓練を取り入れることで経口摂取への移行を目指し、
食への楽しみやＱＯＬ拡大につなげられる食支援ができることを目的とした。
対象
脳血管疾患の嚥下障害を呈する患者７名（内５名はＭＴ挿入）
方法
言語聴覚士と協力し、５項目の間接訓練シートを作成。リハビリ以外の時間を使用し２カ月間実施。嚥下機能
が向上したかを藤島嚥下グレードにて前年度と比較する。
結果
２０１８年度　訓練実施後藤島グレード平均７。　対象者全員が３食経口摂取へ移行
２０１７年度　退院時藤島グレード平均５。　７名の内５名がＭＴ挿入患者で１名のみ経口摂取に至ったが残
り４名は胃瘻造設し転帰となる。
考察
嚥下訓練は少数頻回に行うことが効果的であるとされ、リハビリ以外の時間に取り組むことで経口摂取移行へ
つなぐことができ、食を楽しむ機能を取り戻すことで患者のＱＯＬの拡大にもつながったと考える。このこと
から疾患により低下した機能を再獲得するためには、訓練を繰り返し行い、嚥下機能を維持していくことが重
要と考える。退院後の生活が以前の生活に近づけ、又その人らしい生活を取り戻せるように支援していくこと
が回復期リハビリスタッフの役割であると再認識できた。
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12-2-2　摂食・嚥下リハ／食事サービス／栄養ケア・マネジメント／口腔ケア
完全側臥位法を導入した症例を振り返って 
～摂食嚥下障害のある患者へのアプローチについての考察～

秩父生協病院　療養病棟

おおやま ひろこ

○大山 浩子（看護師）

（はじめに）
A 病院は 5 年前より V E を導入し、Dr・歯科医師・ST・Ns・栄養士の多職種からなるチームが中心となり摂
食嚥下に対するアプローチを行ってきた。そのチームを中心として完全側臥位法の導入を試みたが、職員の理
解を深めることができず、実践する機会がほとんどない状況が続いていた。
今回、完全側臥位法の学習会に参加する機会があり、その後、実際に導入し摂食嚥下の改善につながった事例
がみられた。今回の事例を今後のアプローチにつなげていきたい。

（目的）
完全側臥位法を導入した事例の経過を振り返ることで、今後他患者への導入も進めていくための方法を検討す
る。

（結果）
A 氏 95 歳 男性 既往：慢性硬膜下血腫術後。入院してから熱発を繰り返し、食事の形態も刻み食からソフト
食に形態が下がっていた。ADL も、車いす乗車での食事自力摂取からベッド上アップでの全介助へと下がっ
ていた。食事中 2 ～ 3 回ムセが見られ同時に SpO2 が低下する状態。酸素 0.5L 常時使用し、吸引 4 ～ 5 回 /
日を行っていた。
誤嚥のリスクが高い為 VE を実施し、完全側臥位法が適切であると評価し導入した。
完全側臥位法を導入して 1 ヶ月も経つと、痰がらみが減り吸引も 2 ～ 3 回 / 日となり、微熱も以前より出なく
なった。何より、食事中にムセがほとんどなくなり、15 ～ 20 分程度で全量摂取できるようになった。

（考察）
完全側臥位法の導入により、ADL や摂食嚥下機能が徐々に低下してきている A 氏の状態に変化がみられ、摂
食嚥下機能の改善がみられた。
B 病棟には摂食嚥下機能の低下した患者が多く、経鼻経管栄養・胃ろうの患者も多くみられる。完全側臥位法
はその様な患者の摂食機能向上のためにも有効なのではないかと考える。
今後、経鼻経管栄養や胃ろうの患者に対しても、摂食嚥下機能の向上に対するエアプローチを、完全側臥位法
を含めて多職種で実践していきたい。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
12-2-3　摂食・嚥下リハ／食事サービス／栄養ケア・マネジメント／口腔ケア
食事介助共有シート導入の検討

西部総合病院　リハビリテーション部

よへん しの

○饒辺 紫乃（言語聴覚士），佐藤 佳奈子，山北 彩，杉田 好子，渡邊 彰

【はじめに】
  藤島ら (1998) は、摂食・嚥下障害のリハビリテーションにはチームアプローチが不可欠だと述べている。食
事介助の方法が経口摂取の継続に及ぼす影響は大きく、患者様に関わる全てのスタッフが必要な情報を把握出
来るツールが必要であると考えた。

【目的】
   当院では、摂食・嚥下障害のある患者様に言語聴覚士が評価・訓練を実施し、食事の経口摂取が可能となっ
た場合、食事介助を病棟に引き継いでいる。現在は口頭やカルテ記載、簡易的なメモによって食形態、介助方
法、注意点等を伝達しているが、患者様の安全な経口摂取を支援する為、より円滑かつ確実な伝達方法を構築
したいと考え、食事介助共有シート（以下シート）を作成した。

【対象と方法】
   食事介助共有シートの導入を検討するにあたり、より充実した内容にする為、各病棟の看護師 (70 名 )・及
びケアワーカー (35 名 )・不明 (11 名 )、合計 116 名を対象に、作成したシートの利便性に関するアンケート調
査を実施し、その結果に基づき導入について検討を行った。

【結果】
   分かりやすさに関しては、「大変分かりやすい」「分かりやすい」が 83.6％、活用したいかという問いに対し
ては「是非活用したい」「活用したい」が 78.4％であった。その理由として、「一目で患者様の全体像を把握し、
全スタッフで同じ情報を共有する事が出来る」という意見が多くみられた。設置場所に関しては、病棟により
違いがみられた。追加したい項目として、「吸引の有無」・「内服方法」等が挙がった。その他シートの記載内
容を変更する際の対応方法について疑問が挙がった。

【結語】
   アンケート果より、このシートを活用したいと回答した割合が全体の約 8 割であった。シートが利用される
可能性が高く、多くのスタッフが活用する事で、食事介助に関する意識が高まり、「食事介助共有シート」がチー
ムアプローチにおける重要なツールになりうると考えられた。
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12-2-4　摂食・嚥下リハ／食事サービス／栄養ケア・マネジメント／口腔ケア
リハビリテーション栄養の適用が奏功した慢性期高齢認知症患者の一例

永生病院　リハビリテーション部

すずき しょうご

○鈴木 章吾（言語聴覚士），白波瀬 元道

【はじめに】近年、リハビリテーション ( 以下、リハ ) 栄養の概念が普及し、栄養状態とリハアウトカムとの関
連性などの研究報告が散見される。今回、誤嚥性肺炎を呈した認知症症例を通して慢性期においてもリハ栄養
の重要性を再確認できたので、若干の考察を加えて報告する。

【症例】90 歳代女性。X-3 年認知症と診断され、在宅サービスを利用しながら自宅で家族と生活していた。
X-102 日食思低下・ADL 低下がみられ、X-39 日 38 度台の発熱がみられ当院入院となった。X-14 日誤嚥性肺
炎を発症し、X 年 ST リハを開始した。

【 経 過 】（X 年 ） 体 重 35.0kg、BMI16.2 kg/ ㎡、TEE1080kcal、 充 足 率 65 ％、ALB2.2g/dl、MNA-SF2 点、
CONUT スコア 11 点、FIM21 点であった。誤嚥性肺炎の症状軽快に応じて経口摂取を再開したが、悲観的言動・
食嗜好偏重・食事拒否を認めた。そこで嚥下機能評価に基づいた誤嚥リスクへの対応方法を説明した上で家族
による食事介助を導入した。更に嗜好に応じて食事内容を調整し、摂取量の確保を目指した。（X+120 日）体
重 37.5kg、BMI17.4 kg/㎡、TEE1010kcal、充足率 98％、ALB2.5g/dl、CONUT スコア 6 点、FIM32 点であっ
た。摂取量は安定し、栄養状態は改善した。それに伴い車いす離床機会増加やレクリエーション参加など活動
性を高めていった。（X+165 日）体重 39.5kg、BMI18.3 kg/㎡、TEE1119kcal、充足率 112％、ALB2.6g/dl、
CONUT スコア 5 点、FIM44 点であった。栄養状態に更なる改善を認め、自発的な言動が増えた。また軽度
の筋力増強訓練やトイレでの排泄訓練などを導入し ADL 向上を図った。

【考察】摂食嚥下障害へ対応したうえで食事内容や介助方法など認知症を考慮した環境調整を行い、また摂取
状況・栄養状態に応じて食事内容を調整した。またそれらに応じてリハビリ強度を高めたことで ADL 向上に
つながった。認知症や摂食嚥下障害など高齢者の特性を考慮した本症例を通して、リハ栄養の重要性を再確認
できた。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
12-2-5　摂食・嚥下リハ／食事サービス／栄養ケア・マネジメント／口腔ケア
一般療養病棟におけるアルブミン値とその帰結先について

松山リハビリテーション病院　リハビリテーション部理学療法科

しみず ゆうすけ

○清水 裕介（理学療法士），村上 博則，冨岡 真光，大森 貴允

【目的】
　慢性期医療とは，患者が施設や在宅療養に移行できるように QOL を回復し，病状の悪化を防ぐ機能を含め
非常に広範囲な医療の概念が必要と考える。そのためには医学的治療だけでなくリハビリテーションをはじめ，
看護・介護ケア，栄養ケアなど様々な方面からサポートしなければならないとされている。さらに近年，リハ
ビリテーションにおける低栄養は在宅復帰の阻害因子として注目されており、当院の NST 委員会においても
入院時に栄養状態を評価している。
そこで，一般療養病棟における栄養面が日常生活動作能力に及ぼす影響を明確にし、帰結先の予測への一助と
してなり得るかを検証した。

【対象と方法】
2019 年 1 月から同年 5 月の間に当院一般療養病棟を退院した 91 名の内，ショートステイ・転院・死亡退院を
除く 28 名を対象とした。評価内容は入院時アルブミン値，退院先 ( 在宅又は施設 ) を後ろ向きにデータ収集を
行った。統計学的解析は在宅退院群，施設退院群の 2 群間における入院時アルブミン値に対し Mann-
WhitneyU 検定を用いて検討した。有意水準は 5％未満とした。

【倫理的配慮】
　本研究は当院の倫理委員会にて承認を得て実施した。データ収集においては，個人情報の特定化に至らぬよ
う配慮をして実施した。

【結果】
　在宅退院群はアルブミン値平均 3.67 ± 0.6g/dl，施設退院群はアルブミン値平均 3.13 ± 0.5g/dl と，在宅退
院群において有意に高値を示した (p<0.05)。

【考察】
　本研究より，一般療養病棟における入院時アルブミン値の高低値の差は，在宅復帰の可否に影響を与えるこ
とを示唆した。入院時アルブミン値を把握することは，退院先の帰結としての一助になり得ることを示唆した。
発表当日はその他日常生活動作能力の要因も加え考察する。
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12-2-6　摂食・嚥下リハ／食事サービス／栄養ケア・マネジメント／口腔ケア
低容量で高エネルギーなパワーペースト粥考案の試みとその後

総泉病院　栄養科

いわさ ともこ

○岩佐 朋子（管理栄養士），内田 悦子，須永 千紘

【目的】現在日本の平均寿命は年々上昇している。しかし、種々の疾患のため、嚥下機能の低下する患者も増
加し、食事摂取量の低下も見られている。当院においても、自力摂取が難しい患者が増えており、介護の現場
は人手不足が深刻となっている。両者の点について、解決するべく低容量で高エネルギーなパワーペースト粥
を考案し、摂取栄養量の増加と介助量の減少を図った。

【方法】熊本リハパワーライスを参考に、プロテイン、油、粉飴を混ぜたパワーペースト粥を、ペースト食摂
取患者にのみ、1 日 3 回の主食へ導入し、提供前後での喫食量や栄養状態、介助量の変化などについて比較を行っ
た。

【結果】パワーペースト粥の考案により、摂取エネルギー量が平均で 150kcal 弱増加することが可能になった。
食事で栄養が強化できるため、補食の使用量は減らすことが可能となった。介助時間が短縮でき、介助者の負
担も減らすことが可能になった。ただ、BMI は 14 名中 4 名のみ増加、その他は悪性腫瘍や COPD などの疾患
や廃用による筋肉量の減少なども原因と考えられるが、減少していく患者が多かった。

【考察】低栄養や経口摂取不良の高齢者に対して、一般的な栄養ケアの対応として栄養補助食品が追加される
ことが多いが、濃厚な流動食を提供してもなじみがないため継続しにくく、提供量が増えてしまい、疲労から
誤嚥にもつながる。必要栄養量の提供が困難な症例にも、1/2 量で倍の栄養が摂取できるパワーペースト粥は
効率的な栄養補給に有用であると考えられた。
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12-2-7　摂食・嚥下リハ／食事サービス／栄養ケア・マネジメント／口腔ケア
舌接触補助床の装着および摂食嚥下訓練の実施により 
流涎と失語症の改善を図った１症例

1 ナカムラ病院　歯科，2 広島大学大学院医系科学研究科　口腔生物工学研究室，
3 広島大学大学院医系科学研究科　先端歯科補綴学研究室

とみき ひろこ

○冨來 博子（歯科衛生士）1，板木 咲子 1，山根 次美 1，山脇 加奈子 1，田地 豪 2，吉川 峰加 3

【目的】
 療養生活において、集団での食事や言語による疎通が可能か否かは、他者との交流を図る上で大きな意味を
持つ。左被殻出血 ( 以下 , 脳出血 ) の後遺症により、流涎やブローカ失語 ( 以下 , 失語症 ) を認めた患者に対して、
舌接触補助床 ( 以下 , PAP) 装着および摂食嚥下訓練 ( 以下 , 訓練 ) を実施し、患者の療養生活における QOL の
向上に貢献した 1 症例を報告する。

【対象および方法】
 患者は、60 歳代女性で、2016 年 5 月に脳出血を発症し、他院での加療半年後に当院に入院した。車イスに移
乗し、ホールで他の患者と共に食事を自力で摂取していたものの、右片麻痺のため口角より食べこぼしや流涎
があり、本人は人目を気にしていた。加えて失語症により、他者との疎通が難しい様子も認めた。舌圧が低く、
口腔内右側への食物残留も顕著であったことから、PAP の装着および言語聴覚士と協働による訓練 ( ①舌抵抗
訓練②ブローイング訓練③飴舐め訓練④嚥下おでこ体操⑤口唇閉鎖訓練⑥構音訓練 ) を週 1~2 回実施し、食べ
こぼしおよび流涎と失語症の改善を図った。

【結果】
 2016 年 12 月の介入開始から、2018 年 12 月までの期間中、訓練②③⑤において、測定値の向上を認めた。食
べこぼしや流涎は減少し、顔貌の左右差の改善を認めた。介入時は、単音のみの発声であったが、介入後は、
単語の発音が可能となり、発話明瞭度は、5 から 3 へ改善した。集団での食事は継続できており、他者との疎
通や意思表示の機会が増え、笑顔も多く見られる様になった。

【考察】
 PAP 装着および訓練の実施により、脳出血の後遺症を認める患者の QOL の維持・向上に貢献できる可能性
が示唆された。現状の機能を維持するために、他職種やご家族とのさらなる連携や定期的かつ専門的評価を行
いながら、介入の間隔や方法を今後も検討していく。
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12-3-1　維持期リハ（入院）／認知症Ⅰケア
基準を設けたギャッチアップとポジショニングにより膝関節伸展制限改善を認めた事例報告

島の病院おおたに　リハビリテーション部

ふくもと ちひろ

○福元 千扇（理学療法士），島 貴洋

【はじめに】長期臥床患者の生活ではギャッチアップの使用機会が多々あるが , 適切なギャッチアップ角度の
研究は少なく , 下肢ポジショニングとの関係性も不明確な部分が多い . そこで先行研究にあるギャッチアップ
角度の評価と膝関節可動域に応じた下肢ポジショニングを実際の患者に併用したところ、膝関節伸展制限の改
善を認めたので報告する .【目的】膝関節伸展制限がある長期臥床患者に対し , 一定基準に則ったギャッチアッ
プ角度・下肢ポジショニングでの膝関節伸展制限に対する介入効果を検証する .【対象】寝返り・起居動作が
困難で膝関節伸展制限のある長期臥床者 2 名 . 症例 1:60 代 女性 脳出血   症例 2:60 代 女性 クモ膜下出血【方法】
期間:2019.5/27～6/29の4週間研究デザイン:ABAB方式非介入期間(A-1,A-2):基準を定めずにギャッチアップ・
下肢ポジショニング介入期間 (B-1,B-2）: 下記 2 項目を基準にギャッチアップ・下肢ポジショニング①ギャッチ
アップ角度 : 膝伸展位での SLR 角度に合わせる ( 基準軸 : 体幹 , 移動軸 : 坐骨結節 - 踵骨 ) 症例 1:12°症例 2:20°（座
位が変われば暮らしが変わる 著者 : 大渕哲也 を参照）②下肢ポジショニング : 膝関節伸展角度に合わせた症例
用クッション使用症例 1:-90°症例 2:-50°膝関節伸展角度は各介入期間終了翌朝に測定する . リハビリは従来の除
圧・下肢ポジショニング・離床を継続 .【結果】症例 1 A-1:-75/-90,B-1:-70/-85,A-2:-80/-90,B-2:-70/-85 症例 2 
A-1:-50/-20,B-1:-40/-25,A-2:-45/-25,B-2:-35/-25( 数値は全て膝関節伸展角度 , 右膝 / 左膝で表記 )【考察】症例 1 は
B-1 で 5°/5°B-2 で 10°/5°の改善症例 2 は B-1 で 10°/-5°B-2 で 10°/0 と制限が右側の改善を示した . 上記結
果の要因として ,SLR 角度に合わせたギャッチアップ角度によるハムストリングス伸長ストレスが減少し , 膝
関節伸展角度に合わせた下肢ポジショニングで大腿部・下腿部の支持性が向上し筋緊張緩和が得られたものと
考える .
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12-3-2　維持期リハ（入院）／認知症Ⅰケア
医療療養病棟における褥瘡治癒に対するリハビリテーション介入量の意義

1 医療法人　八千代会　メリィホスピタル　リハビリテーション科，2 広島大学大学院医系科学研究科（保健学）

こだま つとむ

○児玉 努（作業療法士）1，山根 伸吾 2，上原 政一 1，櫻井 謙治 1，上田 健人 1

【はじめに】
 当院では 2019 年 4 月から医療療養病棟にリハビリテーション ( 以下リハ ) 科医師を配属し，リハ対象者の選
別やリハ指示を行っている．また，新入職員の増加に伴いリハを提供できる環境が整ったことで，患者一人当
たりの単位数が増加した．リハ内容は積極的に離床を促し，シーティングを行っている．今回褥瘡発生に着目
したところ，リハ介入量の増加時期から低下傾向を認めた．

【目的】
褥瘡治癒に対してリハ介入量の意義を明らかにする

【研究デザイン】
後ろ向き観察研究 

【対象患者】
2019 年 1 月～ 6 月の間で当院療養病床に入院した者のうち褥瘡を保有していた 48 名（褥瘡部位 92 件）を対
象とし，内訳は疾患別リハ期限内 ( 以下期限内 ) 24 件，疾患別リハ期限外 ( 以下期限外 ) 34 件，リハ未実施 ( 以
下未実施 ) 34 件であった．

【介入方法】
 期限内 ( 平均単位 2.47 ± 1.55/ 日 )，期限外 ( 平均単位 0.32 ± 0.11/ 日 )，未実施間で褥瘡の改善，悪化を比較
した．

【評価項目と統計手法】
 DESIGN-R の初回評価と最終評価の点数の差 ( 以下 DESIGN-R 利得 ) がプラスの場合を改善，マイナスの場
合を悪化，0 の場合を変化なしとし，期限内，期限外，未実施間で褥瘡の改善 ( 変化なしを含む ) と悪化を，
χ 2 乗検定を用いて比較した．P ＜ 0.05 をもって統計学的に有意とした．

【結果】 
DESIGN-R 利得の値は期限内 4.92 ± 6.15，期限外 2.47 ± 11.5，未実施 -0.5 ± 13.01 であった．
 期限内は褥瘡の改善に関して未実施よりも有意に高かった．P ＜ 0.05(P＝0.038)
 期限外と未実施，期限内と期限外では褥瘡の改善に関して有意差を認めなかった．

【結論】 
期限内は未介入と比較して褥瘡治癒に対する効果があることが示唆されたが，期限内と期限外，期限外と未介
入間では効果が示されなかった．

【考察】 
今回はリハの量的介入に対して褥瘡治癒の効果を検討した．今後は，褥瘡予防・管理ガイドラインにも挙げら
れているシーティングや電気刺激療法等の介入効果なども示していきたい．



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
12-3-3　維持期リハ（入院）／認知症Ⅰケア
重度認知症症例に対する段階的な作業活動は周辺症状を改善する

多摩川病院

みうら あずみ

○三浦 亜純（作業療法士），長石 愛実，橋本 直人

【目的】
重度認知症症例に対して、意味のある作業に着目し、段階付けと自己効力感を意識した作業活動を提供するこ
とで、Behavioral and PsychologicalSymptoms of Dementia (BPSD；周辺症状 ) の改善と介護負担度の改善に
繋がったため、報告する。
　　　　　　　　　　　　　

【症例紹介】
70 歳代女性。診断名、アルツハイマー型認知症。危険行動よる安全性確保のため常に見守りが必要な状況で
あり、ADL は全介助、家族からは意思疎通が取りにくいとの訴えがあった。Mini-Mental State Examination 
(MMSE) 7 点、改訂長谷川式簡易知能評価スケール (HDS-R) 6 点、日本語版 Neuropsychiatric Inventory-
Questionnaire (NPI-Q) 重症度 27 点、負担度 42 点であった。報告にあたり、家族に十分説明を行い、同意を
得た。
 

【経過】
作業療法開始当初、訴えに対し、傾聴し、受容的姿勢で関わった。簡単な作業活動を通してラポール形成を行っ
たが、作業療法終了直後より易怒性、暴言が見られた。観察より、集中して無動作に折り紙を折る様子が見ら
れたため、作業パターンを観察し、折り紙を作業活動へ取り入れた。作業パターンより作成可能な作品を予測
し、後半の過程を介助し、作品として完成させることで、達成感を促した。経過とともに、自身で折る工程が
増加するとともに、介入終了後も自身で折り紙を継続できることが可能な日もあった。
 

【結果】
他患とともに、継続的な離床が可能となった。家族から意思疎通が以前よりできるようになったとの発言があっ
た。MMSE 6 点、HDS-R 3 点と著変なかったが、NPI-Q は重症度 11 点、負担度 15 点と改善した。
 

【考察】
Chen ら (2013) によると、非薬物学的介入は認知症の行動的および心理的症状に良い影響を与えるとしており、
今回作業活動を通して BPSD の改善に繋がった可能性がある。また本人ができる作業を段階的に実施したこ
とで、意味のある作業に繋がり、自己効力感の向上に繋がった可能性がある。
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12-3-4　維持期リハ（入院）／認知症Ⅰケア
離床を拒む認知症高齢者の車椅子乗車に向けた介入

桜台明日佳病院　リハビリテーション科

たなべ なお

○田辺 尚（理学療法士）

【目的】リハビリテーション実施時，拒否により介入が進まず難渋する事例が少なくない．今回，腰痛を理由
に離床を拒む認知症高齢者に，ベッドのギャッジアップ角度の他に体位や下腿肢位といった背臥位から端座位
への移行を詳細に調整することで，車椅子乗車まで可能となった事例について報告する．

【対象】腰椎圧迫骨折後の廃用症候群で入院している 90 歳代女性．HDS-R11 点，基本動作は中等度から重度
介助を要し，病棟 ADL は全介助．食事時のギャッジアップ座位以外は臥床して過ごしており，介入時に離床
を促すと腰痛を理由に拒否する．また，対象者が座位練習を承諾し，座位姿勢となっても腰痛を理由に臥床の
希望があるものの，背臥位にて腰椎や骨盤の動きを伴う運動を行っても疼痛の訴えは無い．

【方法】背臥位から車椅子座位への移行を細分化し段階的に介入した．介入Ⅰは，ギャッジアップ座位の角度
を段階的に設定し端座位へ移行した．しかし，ギャッジアップ座位角度 70°から端坐位へ移行すると腰痛の訴
えがあり，介入Ⅱとして側臥位を中継する介入を行った．前回成功した段階から介入し，5 分間訴えがなけれ
ば成功として，3 日連続同じ段階の成功で次への段階へ移行した．

【結果】介入Ⅰは 44 回目にてギャッジアップ角度 70°で訴えなかったが，端座位への移行で腰痛の訴えがあった．
介入Ⅱは 9 回目にて端座位可能となり，介入 22 回目で車椅子乗車の希望があり，23 回目に車椅子乗車となった．

【考察】今回の介入では，背臥位から端座位への移行を細分化し，段階的に介入した事が対象者の離床拒否を
誘発しづらい環境設定となり、車椅子乗車にまで移行できた要因と考える．また，介入Ⅰで肢位の移行を細分
化したことで，背臥位から端座位までのどの段階で対象者の拒否発言が聞かれるのか明確にする事が可能と
なった．介入Ⅱにより、明確化できた部分をさらに細分化し，段階的に介入できた事も離床に繋がった要因と
考える．



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
12-3-5　維持期リハ（入院）／認知症Ⅰケア
高次脳機能障害のある患者へのアプローチ 
～持っている力に着目して～

三次病院

みやわき ときこ

○宮脇 冨喜子（介護福祉士），松之 定子，水野 絹

はじめに
F 病棟は介護療養型医療施設病棟 48 床。平均年齢 82.4。平均要介護 4.2。今回、脳腫瘍術後後遺症による高次
脳機能障害がある利用者が、転倒による寝たきり状態から回復し、自立度が拡大して問題行動を繰り返す為、
対応に苦慮し、解決の糸口はないかと考えて本研究に取り組んだ。
Ⅱ 研究目的
高次脳機能障害の問題行動の軽減を図る方法の要因を明らかにする
Ⅲ 倫理的配慮 規定による
Ⅳ 方法
1. 事例研究
2. 期間 2019 年Ｙ月～ 3 週間
3. 対象者の紹介
60 代男性 脳腫瘍術後 認知症 要介護 5 認知Ｍ自立Ｂ 1 夜間徘徊 1：00 ～ 4：00 離棟未遂 言語不明瞭 半側空間
無視 
4. 研究方法 
1）療養の観察 記録 行動チェック
2）作業療法受療の記録
3）ドリル（書き取り・ 計算）の実施
Ⅴ 結果・考察
1. 夜間の行動では 21:00 ～ 0:00 は睡眠 19 日。0:00 ～ 4:00 は徘徊述べ 13 回 4:00 ～ 7:00 毎朝車椅子徘徊。夜間
の行動パターンがわかり日中は落ち着く。本人との意思意思疎通により助言の効果があった。高次脳機能障害
を理解し、本人の持つ力に着目した事が問題行動の減少につながった。   
2. 作業療法では療法士の話に耳を傾け一生懸命取り組む。作業療法は拒否的な時期を乗り越え、好きな事に気
付き、楽しみを見出し結果を誉める事により受療行動が積極的になった。
3. ドリルの日には日課の理解が出来、書き取りでは枠の中に書く事が出来、計算問題では大きな声で読み取り
組む。「正解」と言うと喜び、終わると「ありがとう。明日も頑張る」と意欲表出。不穏も減少し意思が言葉
で表現でき、助言も効果を表した。自分の存在が認められて行動が安定してきた。
4. 高次脳機能障害を良く知り、利用者の可能性を信じ問題となる事柄に向き合う事と困難な事を抱いておられ
るという事を知る努力を惜しまない事が重要。
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12-3-6　維持期リハ（入院）／認知症Ⅰケア
認知症高齢者と関わる介護・看護職員のその対応とジレンマ

西能みなみ病院

こまざわ みどり

○駒澤 みどり（看護師），仲井 智美，西山 あゆ美，根本 亜恵美，山岸 真矢，新川 さか江，南 峰子，
松田 昌夫，西嶌 美知春

【はじめに】介護・看護職員は様々な場面で認知症の周辺症状の対応を求められる状況にあり、時に関わりに
苦慮し自身の対応にジレンマを感じることがある。そこで今回、A 病院の介護・看護職員が対応困難と感じた
認知症の周辺症状と、その対応にジレンマを感じたことはないかを調査し分析したので報告する。【研究方法】
平成 30 年 6 月～ 11 月、A 病院 B 病棟勤務の看護師・介護士 18 名を対象にアンケート調査した。入院患者の
認知症の内訳は血管性 8 人、アルツハイマー型 5 人、レビー小体型 2 人、その他認知症 5 人であった。【倫理
的配慮】個人が特定されないよう配慮し、研究参加の自由、参加の有無に不利益がないことを書面上で説明。【結
果】認知症高齢者との関わりの中で対応に苦慮したことやジレンマを感じたことがある人は 17 人とほとんど
であった。ジレンマと感じた内容は、排泄 13 件、抑制 11 件、徘徊 9 件、ナースコール対応 8 件、暴言・暴力
7 件が主であった。対応は適切だったかについての問いは、適切だった 3 件、11 件は適切ではなかったと答え
ていた。対応に苦慮した時やジレンマを感じた時、スタッフ間で相談し語り合うことができたかについて、で
きた 8 人、できなかった 7 人であった。【考察】B 病棟の介護・看護職員のほとんどがジレンマを感じており、
その内容は排泄、抑制、徘徊など、倫理的に適切に対応出来なかった思いが多かったと考える。職員はケアの
前にその対応が患者の人としての尊厳を侵してはいないか、どの患者にも同じような方法を安易に行ってはい
ないか、本当に必要な抑制なのかを考えなければならない。ジレンマを感じても半数以下の職員しか相談でき
ていなかったことから、日々のカンファレンスで話し合うことが必要と考える。【結論】誰もが認知症高齢者
との関わりの中で対応に苦慮し、ジレンマを感じていることが明らかになった。共有し相談できる環境・話し
合いの場を持つことが大切である。
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12-3-7　維持期リハ（入院）／認知症Ⅰケア
激しく介護抵抗する認知症者へ人間関係を築く関わりの大切さ～ユマニチュードを通じて見えて
きたもの～

1 オアシス湘南病院　看護部，2 オアシス湘南病院　診療部

かじえ はるみ

○梶江 晴美（看護師）2，豊島 美智代 1，和田 幸子 1，韓 仁燮 2，宮山 和彦 2，住山 雅紀 2

【はじめに】A 氏は脳梗塞後遺症のため入院となった。ケア時には激しく介護抵抗が見られ、やむを得ず身体
を数人で抑えるように行っていた。そのため、ケア時にお互いにストレスを感じていた。そこでユマニチュー
ドの人間関係を築くコミュニケーション技法を取り入れ実践をした。A氏の介護抵抗が改善し穏やかになった。
本事例から見えてきたものについて報告する。

【症例】A 氏 ８０歳代  男性 左右不全麻痺 ADL 全介助 単語の発語はあるが会話は困難だった。閉眼している
事が多いため理解判断力の低下から、周囲の状況把握が難しく激しい介護抵抗があった。

【看護の実際】統一したケアが提供できるよう勉強会後に実践を行った。人間関係を築くケアの５つの手順、1. 覚
醒水準を高めるために出会いの準備を行う 2. ケアの準備として合意を得るまで待つ 3. 知覚の連結による筋緊
張の緩和として、ケアは二人対応で黒子役・マスター役で徹する 4. ケア終了時、良い感情記憶を残す 5. 再会
の約束し安心感につなげる、を取り入れた。結果、A 氏の笑顔が増え「ありがとう」と言葉が聞かれ介護抵抗
が改善した。      

【考察】導入前の私達は目の前の介護抵抗を問題視し、安全なケアを重視するあまり A 氏の恐怖感と不安の思
いを汲み取る姿勢が不足していた。また、A 氏のニーズや能力を十分に査定せず、尊厳を尊重する関わりが出
来ず、人間関係を築く事が出来ていなかった。ユマニチュードを通じて私達のケアを振り返り、A 氏に対して

「見る」「話す」を意識すると同時に反応を更に気に留めるようになった。この意識の変化が A 氏の笑顔や介
護抵抗の改善へと繋がったと考える。

【おわりに】私達のケアを振り返り A 氏の個別性を考慮し人間関係が築けた事は、私達のケアの質を変える第
一歩を踏み出す事が出来たと言える。更に今後のケアの質の向上に繋げていきたい。
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12-4-1　感染症Ⅱ（その他）／褥瘡／スキンケア
病棟の感染予防に対する意識調査と現状の把握～感染予防の向上を目指す～

公益財団法人日産厚生会佐倉厚生園病院　看護部

はんざわ みほこ

○半澤 美穂子（看護師），川田 利枝

目 的
昨年 4 階東病棟では、疥癬のアウトブレイクを経験した。
何故アウトブレイクが起こったかの原因を知り、今後の感染予防の徹底につなげていきたいと考え、病棟職員
を対象に感染予防に対する意識と技術を明確にし、資料配布、勉強会を行い、その後のアンケートで意識や行
動の変化を知ることができたのでここに報告する。
対 象
4 階東病棟職員 看護師 13 名 看護補助者 12 名                             
方 法
研究デザイン
アンケートによる実態調査
期 間
2018 年 4 月～ 9 月
データ収集方法 アンケート前後比較
①  感染予防に対するアンケート
②  意識・手技・知識の不足点を抽出、対策
③  再度アンケート
結 果
１回目のアンケートで看護補助者の標準予防策・ガウンテクニックの認識が低く、病棟全体では手洗い・擦式
消毒の意識が低かった。この不足点の対策として、標準予防策に関するパンフレットを作成・配布、「衛生的
手洗い手順」のポスターを掲示、病室前に設置してあるアルコールでの消毒を１動作につき１回消毒を徹底し
た。ブラックライトを使用しての手指衛生状態の確認、ガウンの正しい着脱方法の勉強会を実施した。２回目
のアンケートで標準予防策の項目は、概ね全員が「わかる」と回答し、手洗い・擦式消毒、ガウンテクニック
の項目は「必ずしている」「大体している」が合わせて 100％の結果が得られた。
考 察
1 回目のアンケートでは標準予防策・ガウンテクニックに対しての認知度が低いことがわかり、病棟職員の感
染予防に対する意識が低いことがわかった。今回の病棟でのアウトブレイクは私たち病棟職員の自分が感染経
路であるという自覚に乏しく更に手指衛生を怠っていた事も一因ではないかと考えられる。勉強会ではブラッ
クライトを使用することで職員が興味を持ち、汚染部位の可視化で正しい手洗いの効果を確認することができ、
感染予防に対する意識を高める効果があった。
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12-4-2　感染症Ⅱ（その他）／褥瘡／スキンケア
手指衛生に対する意識調査と実施促進に向けた取り組み

公益財団法人日産厚生会佐倉厚生園病院　看護部

おざき みか

○尾崎 美香（看護師），加藤 眞理子

目的       
手指アルコール消毒は、医療機関の感染対策における重要な制御方法の一つである。全国平均では 1 日患者あ
たりの使用量が 7.6ml であるのに対し当病棟では使用量が 2.9ml と少ない状況であった。擦式アルコール製剤
の使用量の増量を目的に、スタッフの手指衛生に対する意識を明らかにする。
対象       
当病棟の看護師 11 名、看護補助者 10 名                     
方法       
研究期間：2018 年 6 月～ 9 月
①手指衛生に対するアンケート調査実施
② 5 つのタイミング認知度調査
③勉強会の実施
④ポスター掲示                                                            
結果       
5 つのタイミングの認知度調査では知らないと回答した人が 17 人である。一方で手指消毒に対する心掛けが
ほぼできていると回答した人が 16 人であった。そこで勉強会を実施し前後のアンケートの結果 5 つのタイミ
ングにおける消毒状況は、看護師は患者に触れる前には行わないが体液に暴露した際は必ずしている。
看護補助者はタイミングにかかわらず消毒状況が同じである。同一化的動機づけが最も多く 14 人。内発的動
機づけが 6 人である。手指衛生に対する意識の高い人は、MRSA の理解、石鹸の使いやすさがあったがアルコー
ル消毒の置き場所に満足していないことが分かった。           
考察       
アルコール消毒使用量の少ない原因は、5 つのタイミングの認知度が低く感染意識も低い。消毒剤の置き場所
は、部屋の入口のみで WHO5 つのタイミングで行うには動線が悪い。動機づけ心理では外圧的な力や強制指
示がなかったためと考えられる。手指消毒に対する心掛けは高く、同一化的動機づけに位置する人は、手指衛
生行動は自分と患者にとって重要であると認識し実践されている。しかし消毒剤が減っていないため意識と行
動のずれが考えられ、内発的動機づけに位置する人の要望に応えることが手指衛生の実施促進につながると考
える。
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12-4-3　感染症Ⅱ（その他）／褥瘡／スキンケア
手指消毒剤の効果的なタイミングの指導を試みて

医療法人社団浅ノ川千木病院　看護部

くらよし まさみ

○倉吉 真粧美（看護師），谷口 祐子，覺間 淳志，横尾 純枝，塗師 千絵，横山 地空，古川 千恵子

【はじめに】当院は 500 床の療養型病院であり、入院患者のほとんどは寝たきりである。そのような中、今年
はじめにＡ病棟において多数の患者がインフルエンザを発症した。インフルエンザは飛沫感染に加え接触感染
することでも知られている。Ａ病棟では他病棟と比較しても手指消毒剤の使用量が少なく、効果的に手指消毒
が行われず接触感染のリスクが高いと考えた。そこでＡ病棟での現状を把握し、改善するための方策を立て病
棟勉強会を行うことで手指消毒の質の向上に繋がったのでここに報告する。

【方法】対象 Ａ病棟看護師、看護補助者 期間 2019 年 5 月～ 6 月 1. 手指消毒に関する認識をアンケート調査 2. 手
指消毒の効果的なタイミングについて病棟勉強会実施 3. オムツ交換場面での手指消毒をモニタリング

【結果】アンケート調査では、手指消毒の必要性は認識されていることが分かったが、WHO が推奨する「手
指衛生５つのタイミング」の正答率は 20% だった。そこで、病棟勉強会においてスタッフ全員が関わるオム
ツ交換に焦点を当て、必要な手指消毒のタイミングを４場面に分けて設定し、オムツ交換のデモンストレーショ
ンを行った。その後のモニタリングでは４場面すべてのタイミングで手指消毒を行うスタッフの割合が 0% か
ら 56.1% に増加した。

【考察】モニタリング、アンケート結果より明確になった手指消毒タイミングの理解不足を補うため、実際の
オムツ交換場面を例として具体的に手指消毒のタイミングを示しながら、デモンストレーションを交えた勉強
会を行った。勉強会後は、手指消毒剤をベッドサイドに携行し、職員同士がお互いに声を掛け合い必要なタイ
ミングで手指消毒を行う場面が増えた。デモンストレーションを行うことで、漠然とした認識から実際にタイ
ミングがイメージできたことで実践に繋がったものと考えられる。
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12-4-4　感染症Ⅱ（その他）／褥瘡／スキンケア
直腸皮膚瘻によるスキントラブルに対するケアの実際

医療法人恵光会　原病院　看護部

やまだ さおり

○山田 里織（看護師），今村 涼子

【はじめに】会陰部小腸皮膚瘻を形成し、持続する排便により殿部びらんを生じ、苦痛を伴う患者に対するス
キンケアの実際について振り返りを行ったので報告する。

【事例】患者は 86 歳、男性 肛門管癌術後、ストーマ造設。会陰部小腸皮膚瘻が 3 か所あり、ストーマからの
排泄はほぼなく、瘻孔より水様便が常に出ており、また、陰嚢から殿部に発赤があり、一部びらんを形成し疼
痛を伴った状態であった。入院時の処置としては、殿部発赤、びらんに対し、陰部洗浄後、亜鉛華軟膏とワセ
リン混合塗布し、おむつは低刺激の新生児用パットを使用していた。入院後は殿部痛に対してはキシロカイン
ゼリーを塗布後、亜鉛華軟膏とワセリン混合へ変更，患部をガーゼで保護し、その都度交換を行った。4 日目
には、痛みの軽減はあったが発赤、びらんは持続していたので亜鉛華軟膏をアズノール軟膏へ変更。しかし、
皮膚状態悪化した為軟膏を元に戻した。また、排便による患部汚染防止のためガーゼをラップに変更したが、
ラップでは、ずれが生じやすく痛みを増強させた為、2 日後ガーゼに戻した。その他、洗浄ボトルやガーゼの
当て方なども工夫し継続的なケアが行えるようにした。その結果、発赤持続するもびらんの縮小あり、出血も
なくなった。これまでファインケアを 1 日 6 本摂取していたが、状態の悪化に伴い経口摂取もできなくなり、
1 回の排便量も少量と減少し、殿部発赤、びらんは軽減していった。

【考察】皮膚状態に応じたケアの方法をその都度検討し、継続したケア行う事で皮膚状態の回復や疼痛緩和に
繋がったと考える。また、徐々に全身状態も悪化し、経口より栄養摂取困難となり、水様便が減少したことも
皮膚障害が回復した一要因であったと考える。
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12-4-5　感染症Ⅱ（その他）／褥瘡／スキンケア
エアマットの有効活用の取り組みと効果

特定医療法人新仁会　新仁会病院　看護部

おのばやし としえ

○小野林 敏絵（看護師）

 当院は、大阪府和泉市にあり、一般病棟４０床（地域包括ケア病床７床含む）、医療療養病棟８２床（退院支
援強化加算病棟）、介護療養型病床４８床を有する慢性期の在宅支援病院である。
 エアマットの有効活用について、取り組みを行った。
 一般的にエアマットの明確な使用基準はなく、当院でも管理を含め病棟任せになっていた。エアマットが必
要と考えられる患者がいても、管理する病棟が優先となり、適切に使用することができていないといいう課題
があった。
 エアマット追加購入をきっかけに、褥瘡委員会が中心になって、褥瘡の有無だけでなく、全身状態を考慮し
た使用基準の作成、カンファレンスシートを用いて委員会が検討することにした。
 エアマット使用基準のシステム化は、煩雑だった管理を一元化し、迅速に対応できる結果を得た。
 以上の経過より、今回我々は終末期患者さんに対して、前後１２か月にわたりレトロスペクティブな調査を
行ったので報告する。
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12-4-6　感染症Ⅱ（その他）／褥瘡／スキンケア
褥瘡に対する、チーム医療におけるリハビリの役割

高田病院

これえだ さとし

○是枝 聡（作業療法士），石井 宏明，萩原 隆二，髙田 昌実

１．はじめに
当院で、スタッフ間での統一した意識・知識の向上を図る取り組みを行った結果、褥瘡発生者数に変化がみら
れた為、以下に報告する。
 
2．研究方法・結果
　意識調査を実施し、従来のポジショニング表 ( 以下、表 ) に対し、「わかりにくい」との意見が病棟よりあっ
た。また、リハスタッフからは、「自信がない」との意見がみられた。理解度の自己評価を実施し 5（10 段階）
以下が多くみられた。以上から、勉強会を行い、知識の向上を行った。情報共有の円滑化のため、表の統一と
除圧部位を示した人型の図・褥瘡経過写真を作成した。
2 回目の勉強会を行い、その後意識調査を実施。自己評価で理解度は向上し「今後、活用出来そう」等の意見
が多く見られた。介入を開始してから、褥瘡の新規発生者は、前年度に比べ 46 名減少している。
 
3．考察
今回、院内の褥瘡発生者数を減少することができた。意識調査では、知識・意識の低さや褥瘡の状態認識不足
がわかった。ポジショニングに対して、学ぶ事が少なくスタッフの知識に差がみられる。勉強会にて、リハス
タッフの知識を向上することで、適切な表の作成や病棟に対してしっかりと対応できるようになっている。ま
た、病棟スタッフの基礎知識を向上できたことにより、リハスタッフと情報伝達がより円滑になり、適切な情
報を共有することができるようになったと考える。表や人型の図に関しても、情報の共有がより円滑にできた
要因ではないかと考える。褥瘡経過の写真は、情報の共有に加え褥瘡に対し各個人が考える機会が増えたこと
により意識の向上にも繋がったと考える。
課題としては、期間が短く今回の取り組みが直接関係しているか、曖昧な部分があると言える。また、勉強会
方法の見直しも必要である。今後も、取り組みを継続していき、リハスタッフ・病棟スタッフの意識・知識の
向上、質の高い情報を共有ができるようにし、褥瘡の発生率が減少の要因になれば良いと考える。
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12-5-1　広報関係／業務改善／癒し・療養環境／レクリエーション
当院での新規事業立上げと広報活動の事例報告

1 西能みなみ病院　事務部，2 西能みなみ病院　診療部

たけべ ひろし

○武部 洋史（事務職）1，津田 貴洋 1，松田 昌夫 2，西嶌 美知春 2

はじめに
  新規事業・リニューアルの事実・内容を周囲に広く知らしめて、自己の顧客を獲得するというのが企業の広
報活動の目的の１つである。当院では、2015 年の脳神経外科新規開設を皮切りに新規事業をいくつか立上げ、
附随して広報活動を行ってきた。その検討・取り組みと結果についての事例紹介を行う。
事例紹介
① 脳神経外科の立上げ
新規に脳神経外科医 2 名を採用して、内科・整形外科に加えて新たに脳神経外科を標榜した事例。一般的に敷
居の高い脳神経外科の対象症状を担当医師発案により「あ（あたま痛）、め（めまい）、ふら（ふらつき）、し（し
びれ）・も（もの忘れ）→あめふらし・も」というキャッチフレーズにまとめた。担当医師の顔写真・キャッ
チフレーズをチラシ・HP・広報紙にて宣伝するとともに近隣医療機関・近隣小中学校への挨拶周りを行った。
② 脳ドックリニューアル
地域によりサービスを活用していただくことを目的として、従来行ってきた脳ドックの内容を頭部検査に特化
して、価格等を見直した事例。メーンターゲットである中年層に馴染みやすいように、名称は、「S」imple（気
軽に）、「S」mart（スマートに）、「S」peed（早く）、「S」ainou（西能みなみ病院）の「S」を取って「S 脳ドッ
ク」とした。チラシを作成して旅客運送企業等への営業活動を行った。
③ 「脳活外来」開設
内科の一形態として、もの忘れ専門外来（完全予約制）を開設した事例。軽症例であっても早期段階から ” 前
向き ” に治療に取り組んでもらえるよう、検討チームで意見を調整して「脳活外来」と名づけた。チラシを作
成して地域包括支援事業所を中心に新設の挨拶廻りを行った。
おわりに
上記３事例に共通しているのは、受け手を想定して、伝えたいメッセージの内容や伝え方を工夫したこととい
える。今後の活動でも留意していきたい。
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12-5-2　広報関係／業務改善／癒し・療養環境／レクリエーション
魅力ある病院づくりへの取り組み 
～ＭＶＰ活動を機に組織の活性化へ～

愛和病院　看護部

いのうえ なおき

○井上 直樹（介護福祉士）

　魅力ある病院とはどの様な病院でしょうか？
　働く側、患者側によって求める魅力は異なると思われます。我々はまず、働く側から見た魅力づくりの一環
として、職員自身が「魅力的になる」ことを目標とし、平成 28 年より外部講師の指導を受け、一部の有志の
職員でＭＶＰ ( 魅力、バリュー、プロジェクト ) 活動を開始しました。
　まず、職員満足度アンケート ( ＮＰＳ ) を実施し、職員の思い、気持ちを数値化する事から始め、講師の協
力を得て看護系雑誌への寄稿、フェイスブックの活用、サンキューカード ( 職員感謝カード )、３度の職員総
選挙「縁の下の力持ち→スマイル→ジョブタツ」の実施。地域へ向けた講演会・病院見学会の実施、ボランティ
アの積極的受け入れなど、精力的に活動する事により、少しずつ認知される様になってきました。
　また、今年度から介護部の新設など組織の再編成、目標管理・人事評価制度の導入、院内・院外研修の大幅
な機会増加など新しい動きも始まっています。職員一人一人が法人目標から個人目標を設定し「前向きに仕事
をする」為の準備が着々と整ってきていると思われます。
　そして、今まではＭＶＰが実施していた内容についても、組織内における委員会で取り組む動きが出てきま
したので、内容の見直し、再編成も含め、活動の一つ一つが組織の活性化につながると思うので徐々に幅を広
げていければと思います。
　ＭＶＰとしては活動３年目に入り、再度ＮＰＳを実施しました。新たな結果、課題が出てきましたので、職
員の気持ちを大切にしつつ、組織の活動に添った形で今後の活動に結び付けていければと思います。
　働く職員が人として「魅力的になる」為に、そして、病院自体がますます「魅力ある病院になる」為に、今
後も活動していきたいと思います。
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12-5-3　広報関係／業務改善／癒し・療養環境／レクリエーション

「お撮りしてもよろしいですか」 カメラマンを配置した患者満足への取り組みとその記録

医療法人社団明芳会　新戸塚病院　総務課

わきひら たくま

○脇平 太久馬（事務職）

私達は “ 患者様やご家族にとって真に喜ばれるサービスは何か ” それを真剣に考え協議し新たなサービスとし
て、入院中の様子を写真に収め病床までお届けする取り組みを始めた。
開始前、患者様にカメラを向けることについて様々な懸念事項が上がった。これらを払拭する為、協議を重ね
撮影上のルールを明確化、専任カメラマンを配置。懸念された不安はサービス開始初日から払拭された。「お
撮りしてもよろしいですか」の声掛けに対し、殆どの患者様は快く応じ素敵な笑顔を投げかけてくれた。更に
私達を安心させたのは撮影された写真をご家族が大変喜んで頂いていること。「家族も一緒に撮って頂きたい」
そんな要望も増え多くの感謝の言葉を頂いている。病院スタッフの固定概念によって本当に患者様が望むこと
が見えなくなっていないだろうか。私達は患者様やご家族の立場に立って考え “ 良い ” と思えるサービスに信
念を持ち「やってみなはれ！」の精神で取り組んだ。
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12-5-4　広報関係／業務改善／癒し・療養環境／レクリエーション
当院における「音楽療法士・music therapist」について 第２報

1 山形ロイヤル病院　内科，2 山形ロイヤル病院　通所リハビリテーション

やはた よしかず

○八幡 芳和（医師）1，三浦 由貴 2

音楽療法とは、音楽を聞いたり演奏したりする際の生理的・心理的・社会的な効果を応用して心身の健康の回
復、向上をはかる事を目的とするが、いまだ明確な医学的治療効果が証明されていない現状から、代替療法や
補完医療という位置づけであり医療制度の算定ではない。音楽療法士・music therapist による「認知症予防
トレーニング」として、リラックス体操、記憶トレーニング、口腔体操、回想法、転倒予防体操、楽器演奏、
コミュニケーションゲーム等さまざまなプログラムがある。当院は 1994 年山形県東根市に開設。医師 8 名、
322 床のリハビリテーション施設療養型病床群併設慢性期病院。通所リハ 約 100 名（訪問リハ 約 50 名）で、
利用者の利便性として週 2 回午後に約 30 分、通所リハビリテーションデイケアにての音楽クラブで 50 代から
90 歳代、30 名前後の脳神経・末梢神経障害、失語症や認知症患者を対象に 1 名の音楽療法士（補）が勤務。
ピアノ伴奏やカラオケ等を使用し、民謡、文部省唱歌、演歌・歌謡曲を指導で毎回笑顔あふれる楽しい催しを
実施している。今後は音量等入院患者に十分留意しながら病棟のデイルームで PT（理学療法士）OT（作業
療法士）と共にリハビリテーション活動の一環としての業務を予定している。日本での音楽療法士は 2016 年
現在、日本音楽療法学会認定の資格者は専門職で約 3000 名と余り普及しておらず、他に職を持っての兼業や
看護師、介護福祉士などが種々の医療現場で活躍している。仕事内容は福祉、医療の場面が多く身体や精神上
の障害を持つ人に対して状況に合わせ音楽的プログラムを組み、音楽の魅力を生かしたリハビリテーションを
行い障害の回復や生活の向上を図る。現在は民間資格であり「日本音楽療法学会」が認定するものが有名だが
多様なニーズに応えるべく、人の心の問題に向き合いケアを行う為、心理カウンセラーや医療福祉の資格を取
得しておくのが現実的である。



第 27 回日本慢性期医療学会 in 大阪
12-5-5　広報関係／業務改善／癒し・療養環境／レクリエーション
離床時の活動として脳力トレーニングを提供した取り組み

ケアホーム三浦

たかぎ けんご

○髙木 健伍（柔道整復師），山本 美香，髙木 範一

目的
　当施設では余暇時間に体操や歌唱を行う集団リハビリ、絵手紙・習字などのクラブ活動を行なっている。日
中の離床を促進している一方で座らせきりとなっていることが多い。離床時の余暇活動として脳力トレーニン
グのプリント ( 以下、脳トレ ) 配布を平成 30 年 3 月より開始し、これによる利用者の満足度や行動変化の調
査を行なった。
 
対象
本入所・短期入所利用中の 120 人のうち、配布時に脳トレ実施を希望された利用者 (10 ～ 15 人 ) を対象とした。
 
方法
　脳トレは計算、漢字の読み書き、言葉の並び替え、語想起、地図などの問題を A4 用紙裏表で 7 枚を 1 冊とし、
週 3 日配布した。脳トレ実施は職員が付き添いや補助をせず、好きな時間に取り組んでいただいた。希望者に
は実施後に採点し返却した。また、利用者・職員からの意見聴取を行なうとともに、利用者の行動変化を観察
した。
 
結果
　利用者からは「毎日楽しみにしている」「やることがあっていい」「勉強になる」「頭を使うからボケ防止に
なる」といった声が聞かれた。脳トレを配布するのを鉛筆の準備をして待ち構える利用者、同じテーブルの方
と一緒に取り組む利用者、空いた時間に居室で取り組まれる利用者など自由に取り組まれていた。体調不良等
によりお休みされる利用者や、ショートステイの利用者などにより、配布数は 10 ～ 15 部とバラつきがあった。
　職員からは「利用者さんが毎日楽しみにしている」「わからないところは職員に聞きながら取り組んでいる」

「根を詰めていて負担になっているのではないか」といった声が聞かれた。
 
考察
今回の取り組みは座らせきり予防や余暇活動の一助となった。今回対象となったのは全利用者のうち１割にも
満たない。今後も限られた人員の中で余暇活動の充実が図れるよう、今後も多職種と協力していく必要がある。
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12-5-6　広報関係／業務改善／癒し・療養環境／レクリエーション
患者・家族が満足できる誕生日回への取り組み 
－大切な私の記念日、誕生日を祝う－

協立温泉病院　看護部

まつの あい

○松野 愛（介護福祉士），古本 美由紀，東田 ちはる，内田 敏江

【はじめに】
 A 病棟は療養病棟である。入院患者の平均年齢は 85 歳前後、在院日数は 640 日と長く、自分の誕生日を病院
で過ごし家族と触れ合う時間が持てない患者が多く見られる。そこで、患者が主役となる誕生日会を開催し、
家族やスタッフ多くの人たちで喜び祝うことで満ち足りた時間を過ごせるのではないかと考え取り組んだ結果
を報告する。

【倫理的配慮】
 院内倫理委員会の承諾を得て実施。参加後のアンケートについては患者・家族の承諾を得た。

【研究方法】
 研究期間：平成 29 年 9 月～平成 30 年 8 月。
 対象：当病棟に入院され、誕生日会参加の同意があり且つ主治医の許可があった 35 名。
 開催日時：毎月第 4 土曜日の 14：00~15：00（インフルエンザ流行期 12 月～ 3 月は延期）
 内容： 担当看護師・担当看護補助者よりメッセージを載せた誕生日カードを作成。季節に応じた童謡をピア
ノ伴奏に合わせ歌唱、参加者の ADL を考慮したレクレーションを企画。
 分析： N 式老年患者用精神状態尺度（NM スケール）を参考に作成した独自の患者の精神状態尺度フェイス
スケールを用いて参加中の様子を評価。回答可能な患者と家族にアンケートを聴取し結果を集計分析した。

【結果】
 誕生日会開催については患者家族共にとてもよい、良いと全員が答え途中退席するものはいなかった。誕生
日カードについては全員がとても良いと喜びの意見も聞かれ、患者 100％・家族 84,2％が誕生日会を楽しむこ
とができたと答えた。また、日頃レクレーションへの参加を拒む者も笑顔で参加した。

【考察】
 自分の誕生日を他者に祝ってもらえることでポジティブな行動をもたらし、積極的にレクレーションに参加
できたと考える。また、患者・家族から喜びの意見が聞かれたことからは、参加者が満ち足りた時間を過ごせ
た結果と自負する。
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12-6-1　維持期リハ（在宅系）／デイサービス
夫婦で歩いて買い物へ！遂行機能に注目した訪問リハビリテーションでの一事例

1 医療法人博仁会　志村大宮病院　訪問リハビリテーションセンター，2 医療法人博仁会　志村大宮病院

いながわ たかひろ

○稲川 嵩祐（理学療法士）1，鈴木 邦彦 2，大仲 功一 2

【はじめに】
 遂行機能障害を呈し，活動・参加に対する目標が不明確な事例に対し，目標や計画の立案，事例・夫との段
階的な買い物練習を行った．結果，計画の進展と事例の主体性が変化したため以下に報告する．

【事例紹介】
50 歳代女性．要介護 3．主介護者の夫と息子と三人暮らし．夫は平日仕事で不在．X － 7 年前，小脳出血発症
し，遂行機能障害，体幹失調残存．X 年 4 月，訪問リハビリテーション（以下，訪問リハ）開始．移動は車椅
子で屋内自立，屋外は要介助． 

【計画と方針】
 事例は論理的に自己を分析し具体的な目標や計画を立案することが困難であったため，面接により「歩いて
買い物に行きたい」という生活課題を抽出し，目標を明確にした．支援としては以下の数点に配慮した．①課
題志向型練習：屋外での練習として車通りの少ないコンクリート路面から始め，店舗の広さや人込み具合を段
階的に調節しながらスーパーマーケットなどでの練習へ移行．②手がかり，選択肢の提示：訪問リハの計画や
練習段階の難易度，練習場所については数種の選択肢を提示．③自己認識機会の提供：小さなことでも成果が
見られた時には成功体験を称賛し，課題が見つかった時には共有．④他者とのかかわり体験：リハビリテーショ
ン会議を利用し，他者からの励ましや説得を受ける機会を設ける．

【結果】
 訪問リハでは，歩行補助具を使用し夫の介助を得て，自宅近隣のスーパーマーケットで 30 ～ 60 分程の買い
物ができるようになった．リハビリ会議では，事例の口から今後は就労に向けて頑張りたいとの主体的な発言
が聞かれた．

【考察】
 生活課題を抽出し，段階的な練習と課題の共有，遂行機能に対するサポートを行い，夫の協力を得られたこ
とで，屋外環境で買い物練習が行えるまでになった．さらに，自己効力感が高まったことで，就労に挑戦した
いという主体的な発言にも繋がったと考えられる．
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12-6-2　維持期リハ（在宅系）／デイサービス
訪問リハビリテーションへの作業療法参入で見えてきたコト

医療法人社団青葉会　小平中央リハビリテーション病院　リハビリテーション科

すぎもと やすこ

○杉本 泰子（作業療法士），田原 真悟

1. はじめに
　当院では、一昨年より訪問リハビリテーション（以下、訪問リハビリ）にて作業療法（以下、OT）部門も
参入した。訪問リハビリに OT が参入する意味について考察した為、以下に報告する。

 2. 概要
　2017 年 9 月より OT 部門が参入。 ニーズを踏まえて 6 名の対象が決定した。主なニーズとして、上肢機能
向上、活動性向上、日常生活動作の向上、家事動作の向上等が挙がった。

3. 事例
① A 氏：脳梗塞左片麻痺。左手の痛みの為、主体性の低い生活を送っていた。OT 介入にて元々の余暇・役割
である日曜大工をご自身のペースで再開。上肢中心に関わりつつ、OT に日曜大工技術を教授して頂いたり、
床上動作に挑戦したりと主体的な生活に近づいている。
② B 氏：脳梗塞右片麻痺。元電機メーカー勤務．活動性の低い状態であったが、OT が介入することで、元々
の自宅での余暇・役割を再開。家族や OT に野菜の事を指導して頂く等の主体的な反応がみられている。その
後、ご家族と旅行等の外出機会も増え、主体的な生活に繋がっている。
③ C 氏：脳梗塞左片麻痺，異常感覚（痺れ）、注意障害、記憶障害の為、主体性の低い生活を送っていた。
OT 介入により、徐々にゴミ出しや買い物、絵の会に行くようになり、現在はセラピストと共に中国体操へ参
加し、園芸や折り紙手芸に意欲的に取り組むようになり、主体的な生活を送っている。

4. 結果
　生活の主体的な変化が多く認められている。OT を開始した 6 名の利用者様のうち 1 名が継続、2 名が入院
の為終了、3 名がゴール達成の為終了。10 名の利用者様が追加で開始されている。

 5. 考察
　身体機能へのニーズが高い利用者様が多い状態であったが、作業レベルでの変化をもたらすことができた。
日常生活、仕事、余暇といった作業の視点でアセスメントし意味のある作業に意志を方向付けていく OT だか
らこそ以上の結果に繋がったのではないかと考える。
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12-6-3　維持期リハ（在宅系）／デイサービス
保険外でのリハビリサービスを継続利用する脳血管障害生活期患者の傾向に関する調査

脳梗塞リハビリセンター

ごうこ ゆうすけ

○郷胡 佑輔（理学療法士），唐沢 彰太，鶴埜 益巳

【はじめに】当センターは脳血管障害生活期患者を中心に生活機能の改善を目的とした、リハビリと鍼灸、トレー
ナーの外来サービスを、医療、介護保険外で関連法規を順守して提供する。今回サービス利用を継続する顧客
の特徴について調査した。

【方法】2015 年 4 月 1 日から 2019 年 1 月 31 日までに、初回でサービス利用を開始した発症から６ヶ月を経過
した脳血管障害患者 1101 名のカルテから後方視的にデータ収集し、体験期間の 3 回まで利用した 430 名 (A 群 )
と、4 回以上の 671 名 (B 群 ) について 2 群間比較を行った。データの取り扱いは紙面にて同意を得た。抽出し
たデータは性別、年齢、診断名、麻痺側、発症からの期間、来所回数、現在の状態、要介護度、運動失調・嚥
下障害・高次脳機能障害の有無、移動能力、来所手段、認知経路、利用施設とし、量的データは t 検定、質的デー
タは Mann–Whitney の U 検定にて解析し、有意水準を 5％とした。

【結果】基本情報である性別は A 群が男性 290、女性 140 名、B 群が 449、222 名、平均年齢は A 群が 62.2 ±
13.9 歳、B 群が 61.6 ± 13.8 歳で有意差を認めず、医学情報である診断名は A 群が脳梗塞 263、脳出血 155、く
も膜下出血 12、B 群が 344、297、30 名と出血が多く (p<0.01)、麻痺側の分布に有意差を認めなかった。発症
からの期間の平均は A 群で 45.1 ± 56.4、B 群で 32.9 ± 49.2 ヶ月と期間が短く (p<0.01)、現在の状態に有意差
を認めず、要介護度は両群とも中央値が要介護 2 も B 群でより介護度が高く (p<0.05) で、運動失調・嚥下障害・
高次脳機能障害の有無に有意差を認めなかった。移動能力は両群とも歩行補助具が必要な状態だが B 群でよ
り必要性が高く (p<0.05)、来所手段もより介助が必要 (p<0.01) であった。認知経路、利用施設に有意差を認め
なかった。

【考察】得られた傾向として、A 群よりも B 群で発症からの期間が短く、総じて重症との傾向が示された。今
後さらにサービス提供の必要性の視点から検討を継続する必要がある。
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12-6-4　維持期リハ（在宅系）／デイサービス
保険外でのリハビリ、鍼灸、トレーナーの併用サービスを利用する者の特徴に関する調査

脳梗塞リハビリセンター

からさわ しょうた

○唐沢 彰太（理学療法士），鶴埜 益巳

【はじめに】当センターは脳血管障害生活期患者を中心に生活機能の改善を目的とした、リハビリと鍼灸、トレー
ナーの外来サービスを、医療、介護保険外で関連法規を順守して提供する。前例に乏しい施設のため先行研究
を認めず、利用する顧客の特徴について今回調査した。

【方法】開設時の 2014 年 9 月 8 日から 2019 年 1 月 31 日に、初回でサービス利用を開始した 2450 名について
後方視的にカルテからデータ収集し、その特徴を分析した。データの取り扱いは紙面にて同意を得た。抽出デー
タは性別、年齢、診断名、麻痺側、発症からの期間、来所回数、現在の状態、要介護度、運動失調・嚥下障害・
高次脳機能障害の有無、移動能力、来所手段、認知経路、利用施設とし、記述統計にて解析した。

【結果】基本情報である性別は男性 1612、女性 838 名、平均年齢は 61.4 ± 14.9 歳、医学情報である診断名は
脳梗塞 1041、脳出血 692、くも膜下出血 64、不明・その他 653 名、麻痺側は右 688、左 884、両側 61、確認困
難・その他 817 名、発症からの期間の平均は 32.2 ± 52.4 ヶ月で、6 ヶ月毎の分類で 6 ヶ月から 1 年が 439 (28.2%)
で中央値となり、平均来所回数は 24.5 ± 44.6 回、現在の状態は保険サービスを併用する者が多く、要介護度
の中央値は要介護 2 が 140 (19.4%) 名で、運動失調を 105、嚥下障害を 63、高次脳機能障害を 538 名に認めた。
移動能力は歩行補助具が必要な状態で、来所手段は電車 1026 (42.0％ )、自家用車 505 (20.6%) 名、認知経路は
Web1680 (69.0％ )、病院 141 (5.8％ ) 名が上位で、利用施設は概ね開所順に人数が多い分布であった。

【考察】得られた特徴として、男性、脳梗塞が多く、回復期リハビリテーション病棟退院直後に介護保険を併
用しながら、インターネットを使って情報を探索し、さらなる日常生活や職業復帰の回復を強く望む者との傾
向が示唆され、それらのサービス提供に、自宅退院後の実生活で認める具体的かつ多岐の希望に対応する必要
性が考えられた。
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12-6-5　維持期リハ（在宅系）／デイサービス
通所リハビリテーションでおこなう入浴の自立支援

ケアリゾート金光　通所リハビリテーション

ひらた ひでつぐ

○平田 英嗣（理学療法士），平田 香奈

【はじめに】
通所リハビリテーション（以下デイケア）では、設備や時間の制限がある中で、介護度の異なる利用者に入浴
サービスを提供している。自立支援が求められる今日において、デイケアは質と量とのバランスを取りながら、
利用者に入浴サービスを提供する必要がある。この度、リハビリテーションの継続と入浴を目的にデイケアを
利用する症例を担当した。経験を共有し、地域リハビリテーションの現場で活用されることを目的として、本
症例に対して実践した入浴の自立支援を報告する。

【症例】
70 歳代男性。診断名は慢性腎不全、腹部大動脈瘤、脊髄梗塞。介護度は要介護 3。妻と長男との 3 人暮らし。
腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術施行後に脊髄梗塞を発症し、両下肢不全麻痺となる。自宅への退院後、
リハビリテーションの継続と入浴を目的にデイケアの利用を開始。退院 8 ヶ月後慢性腎不全および腹部大動脈
瘤が悪化し、重度な要介護状態となる。

【方法と結果】
利用開始時、本症例は自立して入浴することを望んだ。生活目標は自宅で入浴すること。入浴の目的は清潔と
動作練習。目安の時間は 40 分間。入浴担当の介助者は各入浴動作に対する本人の希望と能力を確認しながら、
部分的に介助した。重度な要介護状態になると、本症例はデイケアで家庭浴槽の湯船に浸かることを望んだ。
生活目標はデイケアでの入浴を継続すること。入浴の目的は清潔と精神の安定。入浴担当の介助者は各入浴動
作に対する本人の希望と能力を確認し、当日の体調を考慮した時間で入浴するよう、部分的に介助した。

【考察】
地域リハビリテーションの現場において入浴の自立支援を実践するためには、自分で決める「自律」を尊重し、
自分でおこなう「自立」を支援することが望ましい。支援方法は一律ではなく、介助者は「目標」、「目的」、「時
間」、「希望」、「能力」に合わせて、支援内容を選択する必要がある。
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12-7-1　回復期リハ／地域包括ケア病棟・病床
認知症高齢患者の身体拘束見直しにより自宅退院に至った一症例

医療法人　信和会　和田病院　リハビリテーション課

さわむら いくの

○澤村 育乃（理学療法士），岩永 純一，井口 雄一郎，福井 裕子，吉田 雄太，高橋 和彦，船田 隼人

【はじめに】
身体拘束は、2016 年全日本病院学会の調査より回復期リハビリテーション病棟において 91.5% が実施してい
る等の高い数字が示しているように、医療依存度の高い病棟では治療優先等の理由で身体拘束をせざるを得な
い現状がある。その原因として、認知症を有する高齢者が近年増加している事が挙げられる。今回、認知症を
呈し転倒リスク回避の為に身体拘束を行った症例に対し、身体拘束のあり方を多職種で検討・分析・対応し、
解除でき自宅復帰に繋がった一考察を報告する。

【症例紹介】
90 代後半女性、自宅で転倒し左大腿骨転子部骨折となり骨接合術を施行。執刀医から高齢で認知面の低下が
ある等の理由から「もう歩くのは無理でしょう」と IC あり。術後状態は MMSE10 点、FIM59 点 ( 認知項目
12 点 )、平行棒内歩行軽介助レベルであった。

【経過と方法】
入院時より帰宅願望からの単独での立ち上がりや歩行（：以下 BPSD）による転倒リスクが高く、身体拘束を
実施。その中で「孫の世話がしたいから帰る」との訴えが強く聴かれた。BPSD に対し、目的がある行動であっ
た事を多職種間にて理解・共有し、家族も含め対応策を検討した。症例の発言や行動を尊重し肯定するような
言葉の対応を多職種間にて統一し、また身体拘束の見直しを実施した。

【結果】
MMSE18 点、BPSD 軽減、身体拘束解除。FIM70 点 ( 認知項目 14 点 )、歩行形態：伝い歩き見守りレベル。
自宅退院。

【考察】
BPSD に対し身体拘束を行う事で症例の目的のある行動の抑制をしていた。しかし、パーソンセンタードケア
の考えを重視し、BPSD を問題行動とだけ捉えず、行動の動機を理解・分析し、肯定しながら多職種共同で関
わる事で BPSD の軽減に繋がり、退院時には歩行での在宅復帰が図れたと考える。

【おわりに】
身体拘束は治療上必要となる事はあるが、本人の思考を理解し状況に応じ多様に対応することで解除に繋がる
ことを本症例通じて学んだ。
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12-7-2　回復期リハ／地域包括ケア病棟・病床
Honda 歩行アシストを連続 1 週間使用した効果

多摩川病院　リハビリテーション部

おおみや じゅんいち

○大宮 隼一（理学療法士），押田 奈緒

【はじめに、目的】
本田技研工業株式会社が開発した Honda 歩行アシスト ( 以下、アシスト ) は、装着型歩行補助装置で、股関節
屈伸のアシストトルクを発生させる機能を持つ。この装置を 4 週間使用し歩容の改善が見られたという先行研
究はあるが、4 週間という長い期間での研究では歩容の改善理由がアシスト使用の効果であると言いきれない。
そこで 1 週間という短い期間の中で、アシスト介入前後で歩行速度に差が生じるか整形疾患患者に対して 10 
ｍ歩行テストを実施し、検証を行った。
 

【方法】
対象は、 ( 2018 年 5 月 1 日から 6 月 30 日 ) 当院の回復期病棟、地域包括ケア病棟に入院し、日中の移動形態が
補助具を使用して自立している整形疾患患者計 6 人 ( 平均年齢 84.3 ± 3.33 歳、男性 2 人、女性 4 人、平均身
長 151.3 ± 8.63cm、平均体重 44.8 ± 5.54kg、腰部疾患 4 人、股関節疾患 2 人 ) とした。
方法は ABA のクロスオーバーデザインとした。実施期間はアシスト開始前の通常歩行練習期の 1 週間 ( A 期 )、
アシスト開始から終了までの 1 週間 ( B 期 ) 、アシスト終了から通常歩行練習期の 1 週間 ( Á 期 ) の計 3 週間
とした。各週の開始前後で 10 ｍ歩行テスト測定をした。
 

【結果】
10 ｍ歩行テストより、アシスト使用後は 6 人中 4 人、アシスト使用後から 1 週間後では 6 人中 5 人が向上し
ていた。歩行速度は平均 2.7 秒の向上、10 ｍ歩行テストではスライドの向上が優位にみられた。しかし、今回
の本研究では 1 週間後の測定結果より持続的効果は認められなかった。
 

【考察】
6 人中 5 人で 10 ｍ歩行に向上が見られたため、高強度トレーニング、高精度トレーニング、高頻度トレーニ
ングを行うためには、アシストの使用が有効ではないか。
 

【理学療法学研究としての意義】
リハビリの質の向上、頻度の適正化、リスク管理を考慮してアシストを使用していく。
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12-7-3　回復期リハ／地域包括ケア病棟・病床
地域包括ケア病棟における脊椎圧迫骨折への HONDA 歩行アシストの活用

城西病院　リハビリテーション科

いかりもと わたる

○碇本 亘（理学療法士），川上 健治，風間 裕，戸塚 剛司

【目的】
　ロボット技術のリハビリテーションにおける活用が進んでおり , その効果 , 適応などについての検証が求め
られている .
　我々は今回 , 脊椎圧迫骨折を保存的に加療した症例に , 歩行アシストを使用した効果を調査し , 今後の活用法
を明らかにする .

【対象と方法】
　2017 年 4 月～ 2019 年 3 月の入院患者 , リハビリテーションを実施した脊椎圧迫骨折の歩行アシスト導入前
である 2017 年度 20 例と導入後の 2018 年度 29 例を対象とした . 歩行アシストの使用基準を , 受傷前生活で歩
行（介助を含む）しており , 地域包括病棟入院中で実施内容に同意が得られることとした . 使用開始時期は , 受
傷後の安静臥床期間を終了して離床し , 主治医の許可が出た後とした . 使用頻度を週に 5 ～ 6 回 , 1 回 15 ～ 30
分間 , 歩行アシストの追従モードで訓練した . 2017 年度の 20 例 , 2018 年度の歩行アシスト非使用例 23 例 , 使
用例 6 例の群に分けて以下の測定項目を行った . 測定項目は開始前 , 退院時の Functional Balance Scale（以下
FBS）, Functional Independence Measure（以下 FIM）である . 群間比較に t 検定（有意水準 p<0.05）を用い
た .

【結果】
  各測定値を 2017 年度群 , 2018 年度歩行アシスト非使用群 , 歩行アシスト使用群の順に記す . 歩行自立までの
日数（平均）19.3 → 21.1 → 15.8 日 . FIM 初期評価 66.2 → 67.3 → 73.0 点 , 最終評価 87.8 → 91.1 → 110.8 点 . 
FBS 初期評価 30.3 → 21.5 → 33.3 点 , 最終評価 36.3 → 34.3 → 46.8 点 . 1 日あたりの単位数 2.04 → 2.77 → 3.22 単
位となった . 2017 年度群 , 2018 年度歩行アシスト非使用群 , 歩行アシスト使用群を比較すると , 2017 年度と歩
行アシスト使用群での 1 日あたりの単位数に有意差が認められた . 歩行自立までの日数 , FIM, FBS について
は全ての群間比較において有意差を認めなかった .

【考察】
　HONDA 歩行アシスト使用群では 1 日あたりの平均リハビリ単位数が 3 単位を超えた . HONDA 歩行アシス
トを使用することで , リハビリ実施時間の増加が示唆された .
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12-7-4　回復期リハ／地域包括ケア病棟・病床
地域包括ケア病棟看護師が自宅退院する患者に必要なアプローチ 
：1 年間のデータ分析でみえた結果と課題

世田谷記念病院　看護部

たにぐち あやか

○谷口 絢香（看護師），山﨑 綾子，千葉 秀斗

Ⅰ．目的 地域包括ケア病棟は、在宅復帰に向けた診療、看護、リハビリテーションを行うことを目的とした
病棟である。当病棟の在宅復帰率の月平均は 85％前後だが、一方では入院時に自宅退院を希望していたが施
設退院となった患者も少なくない。そこで、その割合と変更理由を明らかにし、一人でも多くの患者が自宅で
生活できるよう病棟看護師が関われることはないか検討した。 Ⅱ．研究方法：後ろ向き研究 対象期間・対象者：
2017 年 1 月～ 12 月入院中の患者 466 人のうち自宅退院希望から施設退院となった患者 29 人。急性期病院へ
の転院、転棟、施設からの入院患者は除外とする。  Ⅲ．結果  要介護度では、自宅退院と施設退院の要介護
度による大きなばらつきはみられなかった。さらに独居の割合を調べたところ、自宅退院の患者より、施設退
院の患者のほうが、独居率が高いことがわかった。退院先が変更になった理由は、介護負担が 48％と多かった。
介護負担を分類すると、身体的負担 57％、認知的負担 28％、医療的負担 14％であった。医療行為は、退院先
変更理由に直結していなかった。 Ⅳ．考察 和田は、“「できる ADL」よりも「している ADL」、「専門職が望
ましいと考えていること」よりも「患者・家族がしようと考えていること」に注目し、専門職の判断を尊重し
ながらも、現実的なプランに擦り合わせていくよう調整を図っていくことが大切である。” と述べている。地
域包括ケア病棟に入院した患者は退院がゴールではなく、自宅で不便なく過ごせるかどうかを早期より退院後
の生活を視野に入れ、患者と家族との話し合いを小まめに行う事が大切である。 Ⅴ . 終わりに  今回の研究を
通して、自宅退院を阻害する要因の一番は介護者の身体的介護負担であることがわかった。「住み慣れた地域
でその人らしく生活する」ことができるよう、いかに患者と家族の生きてきた環境を意識した退院支援を行っ
ていくかが今後の課題である。
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12-7-5　回復期リハ／地域包括ケア病棟・病床
多発性硬化症 1 症例： 不快指数を用いて、環境調整をすることが重要である

多摩川病院　リハビリテーション部

こばやし たかまさ

○小林 昂将（理学療法士）

はじめに
多発性硬化症 (multiple sclerosis 以下 MS) の Uhthoff 現象は運動療法 ( 以下運動 ) により体温が上昇し、易疲
労感などを増悪させる。MS の温度への感受性に関する試験は、倫理性を考慮し行われなくなり、報告は少ない。
田中らは易疲労感と Uhthoff 現象は関連しており、運動を行う上での障害になると述べている。今回、MS 患
者 1 症例に介入し、体温が上昇する要因を易疲労感の有無で比較し関係性を調べた。
 
方法
対象は MS で入院となった 70 歳代の女性である。MRI で Th 5~9 の空間的かつ多発的な脱髄所見あり。
Kurtzke 総合障害度スケール grade 8.5、機能別障害度 grade 2 である。方法は 77 日間の介入で、運動介入前
に簡易倦怠感尺度の歩行項目で評価した。歩行が出来た日 ( 以下可能 ) と出来なかった日 ( 以下拒否 ) の最高
気温、午前介入、午後介入、前日の歩行訓練の有無の各回数、室内と外気の不快指数の各度合を比較した。
 
倫理的配慮
ヘルシンキ宣言に従い対象者と家族に対し本報告の目的を十分に説明し同意を得た。
 
結果
最高気温では拒否が 1.2 度低かった。午前介入では可能が 6 回多く、午後介入では拒否が 10 回多かった。前
日の歩行訓練の有無では可能が 6 回多かった。室内不快指数の「快い」で可能 7 回多く、「暑くない」で拒否
が 6 回多かった。外気不快指数の「何も感じない」では可能が 6 回多く、「快い」では拒否が 3 回多かった。
 
考察
結果より従来通りの外気温や室内温度が疲労感と影響している可能性がある。介入時間は Scales らのヒトの
概日リズムで体温は早朝が最も低く、夕方が最も高くなると報告しており、時間帯にも影響を与えた可能性が
高い。前日の歩行訓練の影響は、Heine らの MS の易疲労感に対して歩行訓練はメタ解析において有効と示さ
れている。MS の運動において不快指数などを指標に環境調整をすることは重要と示唆された。
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12-8-1　医療ソーシャルワーク／地域連携／地域包括ケアシステム
療養病床における情報交換に関する職種別アンケート調査 
～ 情報の共有化と明確化を目指して ～

1 東洋病院，2 井上病院，3 鴨島病院，4 たまき青空病院

すずき けいじ

○鈴木 慧二（理学療法士）1，杉本 哲也 1，澤 卓也 2，西澤 桃子 2，森 拓麻 3，市橋 慶二 3，佐藤 潤一 4，
高田 龍治 4

はじめに
 徳島県における地域医療構想の基本理念は「全ての患者に適応した医療・介護サービスが提供されること」
であり、2025 年問題に向け、病床の機能分化、連携を推進している。近年、医療費の抑制と医療の効率化を
目指し、各医療機関における医療 IT 化の推進は言うまでもなく、地域連携および提供体制の充実を図る上で、
各種連携に必要な情報の共有化および明確化は必然といえる。本研究では、情報交換の充実を踏まえ、各病院・
施設間の情報内容を職種別に調査し、一貫した情報の方向性を抽出する事で、情報の共有化、明確化の一端を
図れるのではないかと考えた。

対象・方法・解析
 徳島県慢性期医療協会所属の病院施設より、医師、看護師、療法士、介護職員、地域の連携に関わる職員を
対象、他施設への情報の提供、発信に関するアンケート調査を実施した。(n=440) 情報提供に関する項目を臨
床理学療法評価法 (2004.7) 鈴木敏明 ( 著 ) から抜粋、合計 27 項目を基礎情報、医学情報、環境情報とし、各
項目の範囲を設定する。
統計ソフト R 2.8.1(CRAN) 使用。各項目 2 群間の比較にはウィルコクソン検定を用いた。( 優位水準 5％ ) 

結果
  情報提供内容にでは「受け取った内容」と「重要視する内容」間に基礎情報の減少、環境的情報の増加が示
され、情報発信の手段では、情報のみの交換が 50.6％、直接の応対可能な交換が 42.6％を示した。

考察・まとめ
 情報交換内容に焦点を当てたアンケート調査の結果、各項目間での、有意な減少および増加を示した。“ 情報 ”
の定量性を考慮することで、取り扱う情報の在り方に環境的情報の重要性が示されていると考える。更に、情
報発信に関して、対話が発生する情報交換が 42.6％を占めている事、情報伝達の工夫・考慮に関して「情報を
相手に伝える努力」「情報の共有化を希望」が見られており、限られた容量内で必然的に行われている情報交
換に対し、各職種間での職域を越えた幅広い努力が伺えていたのではないかと考える。
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12-8-2　医療ソーシャルワーク／地域連携／地域包括ケアシステム
患者サポートセンタ－を立ち上げて 
～院内調整一本化に向けて～

1 西部総合病院　患者サポートセンター，2 西部総合病院　患者サポートセンタ－（副院長）

わたなべ あきら

○渡邊 彰（理学療法士）1，本田 幹彦 2，加藤 雪子 1，松永 壮子 1

 当院は、全国平均をはるかに上回る高齢化率が進むさいたま市西部地域にあり、急性期（10: １）・回復期リ
ハ病棟・医療療養病棟からなるケアミックス病院である。患者サポートセンターを平成 30 年に立ち上げた。
それまでの経緯と 1 年間を通した現状を報告したい。
 地域連携室（急性期・地域包括）医療社会福祉課（回復期・療養）が窓口となって入転院の相談を受けてい
たが、地域包括ケア病棟入院対象者の疾患・病状・病期・目的などが多岐にわたること、新たな依頼元として
医療機関ではない介護事業所などが増加したこと、病棟ごとの対応では支障をきたすことが多く、また院内で
の移動も含めた調整が必要となることが、多くなったため地域連携室・医療社会福祉課・入退院調整室・病床
管理室を一つの組織として独立させ患者サポートセンターを立ち上げた。医師 1 名・看護師 3 名・MSW8 名・
事務 2 名で構成され、今年の 5 月からは面談室機能も持ったセンターが作られた。①  毎朝のミーティング実
施による情報の共有②  毎週金曜日の全病棟師長との病床会議③  入退院調整ナース（副看護部長）への機能
権限の集中（入転院、転棟・主治医の決定等）④  様々な視点が入った上での入口機能の一本化 これらの活動
で療養病棟を含む全体病床の外部からの入退院・内部での転棟を含め管理が容易になり、転入院がスムーズに
なった。
 しかしながら機能集中に伴い業務負担が増大し、更に院内調整の過程で様々な部署での機能不全があり、院
内各部署の機能調整という本来業務ではないサポートが増えており、新たな課題となっている。
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12-8-3　医療ソーシャルワーク／地域連携／地域包括ケアシステム
コミュニケーション支援相談窓口の開設と今後の課題 
～在宅ケアを担う専門職へのアンケート調査を通して～

春日部厚生病院　リハビリテーション部

なかしま かずみち

○中島 一道（言語聴覚士），南本 浩之

【はじめに】
 当院における事業活動として「コミュニケーション支援相談窓口」を開設し、在宅ケア場面において意思疎
通に難渋しているスタッフや、コミュニケーション障害に悩む本人・家族からの相談を受け付ける体制を整え
た。今回在宅生活の場でのコミュニケーションの実情を把握し、当事業の取り組みに生かすべく在宅ケアを担
う専門職に対してアンケート調査を実施した。

【対象と方法】
  対象は当事業の案内活動を行った 26 事業所（30 事業部門）の専門職とする。アンケートは「意思疎通の不
具合を感じた経験の有無」/「その際の対応内容」/「当支援相談窓口利用希望の有無」の項目とする。尚本研
究発表を行うにあたり協力者には口頭にて倫理的配慮を説明の上、回答を持って同意を得たこととした。

【結 果】
   アンケートの回収率は 25 事業部門中 21 部門と 84％。職種の内訳は「包括支援センタースタッフ 15 名 / 居
宅介護支援専門員 13 名 / 福祉用具 1 名 / 訪問入浴 1 名 / 薬剤師 4 名 / 訪問介護士 4 名と計 38 名であった。結
果として「意思疎通の不具合を感じた経験の有無」は 89％が有り、そのうち 47％は「家族が意思疎通できて
いた為、家族を介して意思疎通の成立」という回答であった。 一方専門職が筆談等ツールを介し試行錯誤の
上意思疎通が図れたという回答が 37％、「家族を介しても意思疎通できていない」という回答が 16% であった。
また「当支援相談窓口利用希望の有無」に関しては 95％の希望が聞かれた。

【考 察】
 アンケートを通して意思疎通に難渋した際現場が家族に依存している実情が窺い知れた。家族不在の中ケア
に関わることも多い中で家族以外でも意思疎通できるようになることが、ケアのスムーズさや双方の精神的支
援にも繋がると考える。また家族を介しても意思疎通できていないケースもあり、相談窓口利用希望の高さか
らも当事業の支援介入の余地も大きいと考える。多くの支援に繋げられるよう活動を継続していきたい。
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12-8-4　医療ソーシャルワーク／地域連携／地域包括ケアシステム
療養型病院における自宅退院支援の現状と課題―在宅に退院した 3 事例から―

豊川青山病院　医療相談室

しいな ちづる

○椎名 知づる（社会福祉士），石黒 嵩明

はじめに
 豊川青山病院（以下、当院）では、医療・介護必要度が高く、自宅での介護困難のため入院を希望する患者
が多いが、昨今の「地域包括ケアシステム」の推進に伴い、当院でも退院支援に取り組む体制を強化すること
とした。
目的
 本研究では、急性期病院から当院に転院後、自宅に退院した 3 事例をもとに、自宅退院を希望する患者の気
持ちを尊重した支援を行い、地域包括ケアシステムに療養型病院として協力していくために、当院ができる役
割とその課題について検討した。
方法
 研究対象は、急性期病院から当院に転院後、自宅に退院した患者 3 名である。当院から自宅に退院した患者
は 3 名であったため、この 3 名を選択した。研究方法は、医療相談員の相談記録の内容を表に作成した。分析
方法は、大谷の SCAT（Steps for Coding and Theorization）の手法を用いた。本研究は、総合青山病院倫理
審査委員会の許可を得て実施した。
まとめ
 当院ができる役割として以下の 4 点があげられた。
1. 退院にむけて ADL 低下予防の看護・リハビリテーションの提供を行う
2. 病院内のスタッフや地域の医療福祉関係機関と連携して退院支援を行う
3. 在宅介護の中心となる家族の不安や希望を十分に聴き、家族の気持ちに合わせた退院支援を行う
4. 当院他院後の在宅療養中に不安や困りごとがあったときに相談や再入院ができる医療機関としての役割を果
たす
 課題として、次の 2 点が挙げられた。①リハビリテーションの実施や離床の支援が、すべての患者に提供で
きない。②新規入院相談の場合、紹介状の依頼、家族面談や入院判定会議などが必要となり、入院までに時間
がかかるため、急ぎの入院希望に対応できない。
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12-8-5　医療ソーシャルワーク／地域連携／地域包括ケアシステム
沼田市における地域包括ケアシステム構築への取り組みの現状と課題

1 内田病院　法人本部，2 内田病院　理事長，3 高崎経済大学大学院　地域政策研究科博士前期課程

うちだ ともひさ

○内田 智久（事務職）1,3，田中 志子 2

【はじめに】地域包括ケアシステムの構築は、わが国にとって喫緊の課題であるものの、その具体像や構築方
法について、必ずしも広く共有されていないように思われる。国は、構築プロセスとして、①地域の課題の把
握と社会資源の発掘、②地域の関係者による対応策の検討、③対応策の決定・実行という手順を示している。
これらを踏まえ、当院が所在する群馬県沼田市における①への取り組み実態を調査した。【目的】本調査の目
的は、沼田市における取り組みから、地域包括ケアシステムの構築に必要な要素を明らかにすることである。【対
象】①の手段として、地域包括支援センターが中核的機能を担い、中学校区ごとに協議体を作ることとされて
いることから、沼田市にある 12 の地域を対象とした。評価期間は、沼田市が協議体づくりを始めた 2016 年
12 月以降とした。【方法】対象地域における活動の記録や関係者への聞き取り調査により、協議体としての活
動内容や活動の成果等を明らかにした。【結果】本年 4 月現在で、10 地域のうち協議体が形成されたのは 6 地
域であり、4 地域は地域住民の理解が得られず協議体の結成に至っていなかった。協議会もしくは勉強会の開
催回数は 2 ～ 14 回 ( 平均 9.0 回 )、協議体のリーダーは民生委員が 4 ヶ所、区長が 1 ヶ所、地域社協支部長が 1 ヶ
所、主な成果物は社会資源マップ ( 各生活圏域における医療、介護サービス、サロン、行事等をまとめたもの )
であった。【考察】いずれの協議体においても、イニシアチブを担う地域包括支援センターよりも、参加する
住民の意識が活動状況に影響する様子がうかがえた。さらに、協議体活動に対する区長の理解の度合いも、大
きく影響していると見受けられた。【結論】協議体の活動は地域包括ケアシステム構築のファーストステップ
であるため、協議体運営における課題を掘り下げて探ることで、地域包括ケアシステムの構築につながる要素
を明らかにしていきたい。
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12-9-1　薬剤／チーム医療
腎機能評価による薬剤の処方支援への取り組み

愛全病院　薬剤科

ほんだ ゆきこ

○本多 有希子（薬剤師），安本 瞳，大野 泰河，中村 智子，佐々木 ひとみ，牧野 愛由，渕上 香菜子，
上坂 博樹，伊東 敏雅

【目的】
 腎排泄型の薬剤は腎機能が低下すると体外に排泄されずに、作用が増強されたり副作用症状がでる場合があ
る。高齢者では腎機能が低下していることが多いため、腎機能の低下した患者に対して投与量の調整が推奨さ
れている薬剤について、腎機能を把握して投与量の確認をしながら調剤する事が可能かどうか検討したので報
告する。

 【方法】
1. 当院の入院患者の腎機能を把握するために、2018 年 9 月から 2019 年 2 月までに腎機能検査の依頼がでた患
者の eGFR を調査した。
2. 日本腎臓病薬物療法学会が作成した腎機能別薬剤投与量一覧を基に、当院で採用している 35 剤を 2019 年 3
月から６月までに新規で処方された時と、入院で持参された時に直近の血清クレアチニン（mg/dL）、身長（cm）、
体重（kg）、年齢、性別を病棟に確認し、体表面積未補正 eGFR(mL/min) を計算して投与量の確認を行った。
 

【結果】
1. 入院患者の腎機能の分布は、eGFR60(ml/min/1.73㎡ ) 未満が 42% であった。
2. 新規処方と入院時の持参薬を含めて、投与量の変更の提案を行った割合は 21% であった。投与量の変更の
提案を行った中で、投与量等が変更された処方は 55% であった。
 

【考察・結語】
投与量の調整が不要な場合が多かったのは、医師が新規で処方する場合に高齢者への投与であることを考慮し
て、少量より開始していたためと推測される。また、腎機能が低下している場合に減量が望ましい薬剤でも患
者の臨床症状から通常の投与量が必要な場合があり、処方提案後も投与量が変更されなかったと考えられる。
体表面積未補正 eGFR(mL/min) を求める際には、患者の血清クレアチニン等の患者情報が必要であり、電子
カルテの様に直接患者情報を把握する事は出来ないが、病棟との連携で対応が可能であった。減量が必要な薬
剤は種類が多く、医師の業務負担軽減の部分でも薬剤師の関わりは重要であると考えられる。
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12-9-2　薬剤／チーム医療
回復期病棟の服薬管理向上を目指して

西日本病院　看護部

やまかわ ひとみ

○山川 ひとみ（看護師），兒玉 麻希，永村 ひろみ

 【はじめに】
服薬管理のアセスメントの方法や看護師の経験年数などによって能力の見極めに個人差が生じていた。院内の
服薬アセスメントシートを活用し服薬管理方法の統一・定着を目指し計画的な服薬管理に向けて取り組んだ。

【目的】
院内の服薬アセスメントシートの使用方法を統一し服薬管理の援助が計画的に行えるようになる。

【方法】
服薬アセスメントシートを使用して服薬管理を評価。使用方法の検討・見直しを行い、資料にまとめて配布し
た。

【倫理的配慮】
院内の倫理委員会の承認を得てアンケートは無記名とし内容は本研究以外には使用しないこととした。

【結果】
研究対象者の内訳は、独居の患者 10 名、夫婦 2 人暮らしの患者 13 名、他家族と同居の患者 16 名であった。
患者の家族背景や社会資源の活用も含め介入した。アセスメントシートの使用方法を統一・定着することで、
以前よりも病棟看護師の服薬管理に対しての意識が高まり退院後の服薬管理に近い形で、退院する患者が多く
なった。病棟看護師は具体的な判断基準があるため評価がしやすかったとの意見があった。

【考察】
服薬アセスメントシートは服薬管理能力の評価に有効であったが、認知症が患者が服薬管理を自身で行うケー
スでの服薬管理の見直し・評価が困難だった。
分包管理の際、カレンダーや持参のケース、薬袋からの取り出しなど個々に合わせた管理方法で評価したが、
日めくりカレンダーの使用など更に検討出来れば、服薬管理向上に繋がると考える。薬剤師や主治医と採血デー
タや症状を元に、不要な薬を無くし内服回数を減らすことも、服薬管理向上に繋がったと考える。

【結論】
服薬アセスメントシートの活用は、患者の服薬管理能力を評価するツールとして有効であった。
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12-9-3　薬剤／チーム医療
多職種間のコミュニケーション法統一によりケアリングを成功させた急速進行 ALS の一例

1 医療法人社団　誠馨会　総泉病院，2 順天堂大学脳神経内科

さかきばら まゆみ

○榊原 まゆみ（看護師）1，仲田 千代美 1，中島 恵美子 1，根本 有子 1，谷 もも 2，内野 福生 1

 【はじめに】当院は長期療養型病院という機能上、入院時には既に意思疎通不可能か、前院で何らかのコミュ
ニケーションツールが導入されている患者が殆どである。しかし、今回関わった高齢で急速に進行する ALS
一例は、入院時には会話が出来ていたが、みるみる残存機能が減少し、コミュニケーションが困難になっていっ
た。多職種間でどう意思疎通をしたら良いか戸惑いの声があり、患者の意思伝達を成功させるためには、看護
師の積極的関わりが早急に必要であると判断した。【目的】コミュニケーション法が導入されないまま急速に
進行した ALS 患者の残存機能を評価し、多職種間で統一したコミュニケーション法を導入することで得られ
る患者とスタッフ双方の心の変化を分析・評価し、今後のケアリングに生かす。【方法】症例は、70 歳女性。
脱力発症後 3 ヶ月後に ALS と診断され、半年後に当院に転院。転院一ヶ月後には会話不能となった。コミュ
ニケーション法が確立されておらず、多職種間でばらばらにアプローチしていたが、具体的にルールを決め、
その方法を統一した。それにより得られたケアリング効果をベナーが提唱するケアリング分類 7 分類の「援助
役割」の 8 項目に当てはめ、分析・検討を行った。【結果】コミュニケーション法が明確になったことで、患
者負担の軽減が得られ、双方に意思確認を達成させたいという積極的関わりが生じ、共に成長するというベナー
のケアリング理論に達することが出来た。それまで見られなかった患者の情動変化にも接することが出来、ま
た、疾患の告知がはっきりなされていなかったことが分かり、麻薬使用についても意思確認を行うことが出来
た。【結論】多職種間でコミュニケーション法を統一することで、ケアリングが成功した ALS 一例を経験した。
ALS に限らず、高齢で急速に進行する神経難病患者とのコミュニケーション法に対して、諦めずに積極的に
関わることが大切であることを再認識した。
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12-9-4　薬剤／チーム医療
多職種意見交換による肺炎診断の理解 ～長期療養患者の適正管理をめざして～

1 南和病院　放射線科，2 南和病院　臨床検査科，3 南和病院　リハビリテーション科，4 神戸大学大学院　食道胃腸外科，
5 南和病院　内科，6 南和病院　院長

よしかわ ひとし

○吉川 仁（放射線技師）1，中谷 光良 2，八幡 英恵 3，森川 剛志 4，法田 浩一 5，和田 信弘 6

【はじめに】
チーム医療とは、「医療に従事する多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提に目的と情報を共有し、
業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供すること」と一般的に
理解されている。今回、重度 COPD 患者の肺炎診断について、メディカルスタッフ（言語聴覚士・放射線技師・
臨床検査技師）の情報を共有し、各々の見解を纏め検討を行ったので報告する。 

【症例情報】
既往歴：COPD
現病歴：85 歳男性。前医にて胃癌手術目的で入院するも COPD 増悪による呼吸不全を発症し人工呼吸器管理
となった。その後腸腰筋膿瘍による敗血症を発症。抗菌薬治療にて改善し人工呼吸器からも離脱したが、胃癌
手術は中止となり、療養・治療のため当院に転院となった。入院時、CV カテーテルが留置されており、喀痰
から MRSA が検出されていた。 

【検討方法】
初回嚥下造影検査後の発熱により誤嚥性肺炎を疑ったことがきっかけとなり、①言語聴覚士：嚥下造影検査及
び患者状態について、②放射線技師：胸部レントゲン・CT 検査及び透視下状況について、③臨床検査技師：
血液培養検査・患者経過記録及び感染状態についての情報を共有し、入院後 3 か月間の経過を振り返り、医師
と検討を行った。

【結果・まとめ】
各々の専門性によって問題の捉え方が異なるため、各職種が自己の職域を越えて情報を共有し理解し合うこと
は大事なことだと感じた。各職種の立場での意見を出し合い総合的に判断できる環境を作っていくことで、医
師への提言にも繋がり、長期療養患者管理の一助として役立つと考える。
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12-9-5　薬剤／チーム医療
胃瘻と経口摂取患者の在宅退院に向けた取り組み

原病院

せき あやの

○関 彩乃（管理栄養士）

【はじめに】
当院は 210 床のうち 54 床が回復期リハビリテーション病棟である。入院患者は様々な疾患で嚥下障害となり、
経口で必要食事量が摂取できず、胃瘻造設する患者が増加している。その様な患者に対して今回胃瘻と経口摂
取を併用し、チームアプローチを行った取り組みについて報告する。

【症例紹介】
70 歳男性、誤嚥性肺炎後の廃用症候群にて入院。基礎疾患として筋緊張性ジストロフィーによる嚥下障害あり。

【経過】
入院初日は肺炎のため輸液管理、8 日目より経口摂取訓練開始。嚥下訓練行うも改善見られず、誤嚥性肺炎繰
り返し、入院 129 日目より胃瘻造設。しかし、患者の経口摂取希望が強く嚥下訓練継続となる。退院前には 1
日 1 食少量の経口摂取レベルとなった。胃瘻造設に伴い管理栄養士は、在宅退院に向け金額や介助量の軽減・
肺炎予防を考慮した半固形栄養剤を選択。結果 1 日 2 回経管栄養、1 食は経口摂取となり、入院 169 日目で在
宅退院した。

【考察】
今回在宅退院出来た要因は、他職種が連携してご家族様に細かくアプローチできたからだと考える。経口のみ
での必要食事量の確保は厳しく誤嚥レベルは高い。その為、管理栄養士と言語聴覚士が、お楽しみ程度の食事
を安全に摂取出来るよう、家族に対して、飲水のトロミ粘度や調理方法、食事姿勢、食形態等の説明を行い、
摂食状態を確認した。経管栄養剤注入は家族が行えるよう看護師が説明し、退院時は家族が安全に注入出来る
ようになった。しかし、入院中の体重減少防止や低 Alb 値改善は難しく、これからの課題としたい。今後も
在宅医療の必要性は高まって行くと考えられる。第一に私たち医療従事者が患者、家族に在宅で安心して生活
していく為の、正しい情報・知識を様々な場面を想定し伝えることが大切であると考える。そして、入院から
退院までの生活を継続して支援して行きたい。
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12-10-1　ターミナルケア・緩和ケア・看取り／家族とのかかわり
終末期におけるケア充実に向けて 
－ 「聞きとりシート」の作成経過と期待する効果 －

協立温泉病院　看護部

とみなが さとみ

○富永 理美（看護師），宮崎 祐奈，大倉 正光，児玉 悦子，長尾 敏子，池田 輝美

＜はじめに＞ A 病棟は、療養病床 55 床中 31 床が個室で、施設構造上、他病棟から個室適応となるケースの
受け入れを担う。感染症や終末期で急遽の受け入れもしばしばある。終末期では、患者・家族との関わりが短
期間のうちに看取りを迎えることも多い。A 病院では、終末期を迎えるケースに、ターミナルケアカンファレ
ンス（以後、TCC と略す）を実施し、現状の医療の説明や希望する方向性など、患者家族の想いを確認して
いる。しかし、病棟移動後は、積極的に「想い」の確認は行っていない現状がある。情報やその活用が不十分
なまま看取りに至る現状にはジレンマを感じる職員は少なくない。今回、「聞き取りシート」を作成し、患者・
家族の想いや更なる希望などを聞く機会を通して、対象に寄り添った看護ケアの充実が図れるのではないかと
考え取り組んだ。本取り組みは院内倫理委員会の承諾を得て実施。
＜研究対象＞当病棟で TCC を施行し、A 病棟へ転棟した患者・家族
＜研究期間＞ 2018 年 9 月～ 2019 年 7 月
 ＜方法及び経過＞
 事前に、病棟看護師へ TCC シートに関するアンケート調査を実施したところ、その周知は半分以上であった
が、実際に活用している者は少数であることが判明した。活用しない理由は、「TCC シートだけでは情報が不
十分」「家族の希望が十分に把握できない」が多かった。反面、確認する行動もなかった。現状改善のため、
TCC シート活用の推奨とともに、新たに「聞き取りシート」を作成した。評価指標には、退院後郵送する「終
末期医療アンケート」で「対応への満足度」の向上とした。「聞き取りシート」活用のルールを職員間で共有し、
現在順次進めている。
＜結果＞
 病状が危機的で、入院（転棟）間もない患者家族への声かけに躊躇する職員も多かったが、「聞き取りシート」
がコミュニケーションツールとなり、情報収集とともに、希望に沿ったケアの展開にも影響できるケースもあっ
た。評価指標の到達には至っていない。
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12-10-2　ターミナルケア・緩和ケア・看取り／家族とのかかわり
エンドオブライフケアの質の向上を目指して～死亡退院看護要約の分析結果から～

新生翠病院　看護部

きたざと なおみ

○北里 直美（看護師）

【はじめに】超高齢社会の到達と慢性期疾患患者の増大に伴い高齢の終末期患者が多く、患者とその家族の生
活に合わせた終末期ケアを整える必要がある。地域包括と医療療養病床の A 病棟は、終末期看護の質向上を
目指しデスカンファレンスを実施してきたがケアに活かせていなかった。そこでエンドオブライフケアの質向
上のため、ケア内容や課題を分析したのでここに報告する。

【方法】平成 30 年 7 ～ 11 月に死亡退院した患者の退院看護要約を基に、表情、関わり、ケア評価とエンドオ
ブライフケアの実践のコアの 6 つの構成要素（①疼痛・症状のマネジメント②意思決定支援③治療の選択④家
族ケア⑤人生のＱＯＬを焦点化、人間尊重）を病床別、職種別に集計。

【結果及び考察】包括では、入院期間が短いためプランの修正がタイムリーにできずケアに十分反映されてい
なかったが、人間尊重、意思決定支援、QOL の支援はできており患者満足度にもつながっていた。療養では、
入院期間が長く状態の変化に応じたプラン修正ができておりケアに十分反映されていた。しかし家族の面会が
少なく、意思疎通が難しい患者が多いため思いを確認できず、その人らしさのケアが不十分という結果であっ
た。また、看護師は意思決定支援、家族ケア、介護士は QOL を考えたその人らしさのケアが不十分と感じて
いた。死期が迫る内容の説明を受けた家族には、意思決定支援や家族ケアが行われていたが、病状変化や
ADL 低下に伴う家族の揺れ動く心情にタイムリーな支援が出来ていないと感じており、どんなにケアをして
も、「もっと出来たのではないか」というジレンマや悔いが残っていることも明確になった。患者の状態や
QOL、その時々の患者家族の思いに寄り添いタイムリーなケアを提供することでお互いの満足度や達成感に
つながるのではないかと考える。 
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12-10-3　ターミナルケア・緩和ケア・看取り／家族とのかかわり
みなみ野病院開院後、一般病棟（現・緩和ケア病棟）での取り組み・癌患者の自宅復帰率の調査
について

1 みなみ野病院　医療技術部リハビリテーション科，2 みなみ野病院　看護部，3 みなみ野病院　診療部

おおはら りえこ

○大原 理栄子（理学療法士）1，今村 渉 1，浅野 加寿子 1，荒尾 雅文 1，石原 惠子 2，吉本 美和 3

【要旨】当院一般病棟は緩和ケア病棟認可を、令和元年６月１日に取得した。開院からの１年３ヶ月間に入院
された、延べ 249 症例中、184 症例が癌患者である。
本報告は、先行研究に照らし合わせた当院一般病棟癌患者の自宅復帰率、自宅退院者の特長について調査・考
察した。

【対象と方法】電子カルテシステムより、一般病棟のべ癌患者入院人数・自宅退院の人数を調査し、先行研究
と照らし合わせた。

【結果】のべ 13 症例の自宅退院を可能とした。（自宅復帰率７.0％）
癌の進行状況 ステージⅢ 0 症例 ステージⅣ 12 症例 
performance status(PS) 2 以下 -7 症例 ３- 5 症例  PPS ０～５. ５点以上 13 症例
自宅からの入院 ３症例 入院 24 時間の摂取カロリー 450kcal 以上  ５症例
呼吸困難 2 症例 せん妄 0 症例 腹部膨満感 2 症例 認知症 1 症例 独居 2 症例
本人に強い自宅退院の意志がある 13 症例  家族に強い自宅退院の意志がある７症例
介護者と同居している 11 症例 副介護者がいる 10 症例 入院時 FIM が向上 13 症例

【考察】緩和ケア病棟から自宅退院が可能な患者の予後因子に関する研究１）によれば、自宅から入院した患者、
PS 2 以下、入院 24 時間の摂取カロリー 450kcal 以上、呼吸困難なし、腹部膨満なしの状態を独立因子として
挙げている。介護者の状態（生活満足度）の高さや患者自身の在宅療養の意欲が影響するとの報告２）、在宅
困難の因子としてせん妄の有無・独居が挙げられている３）。当院は周辺急性期病院からの転院が多く、入院
時点では PS、独居であるなど、先行研究によると自宅復帰が困難と思われる症例も存在する。しかし、専門
医による症状の緩和に加え、看護師・リハ専門職・栄養士・薬剤師などによる緩和ケアチームでの FIM の向上、
早期からの退院支援室の利用、法人内外の在宅支援資源の連携と活用により、患者と家族の思いを実現させて
いる。今後は復帰率を高めていきたい。
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12-10-4　ターミナルケア・緩和ケア・看取り／家族とのかかわり
最後は自宅で過ごさせたい～家族の想いを聞きながら がんリハチームでの取り組み～

北中城若松病院

うえち かなえ

○上地 加奈江（作業療法士），山城 育子，宇栄原 亜梨沙，緑間 君江，城間 かおり，香村 真範，新垣 初絵，
小田垣 勝世，新城 かずさ

【はじめに】
当院では平成 27 年よりがんのリハビリテーション（以下リハと略す）をチームで取り組んでいる。今回、家
族の希望もあり自宅での看取りが行えた一症例を以下に報告する。

【症例紹介】
70 代男性。妻と二人暮らし。病前 ADL 自立。定年後は地域の老人クラブでカラオケや孫の野球観戦を楽しま
れていた。平成 27 年 S 状結腸癌を認め翌年にＡ病院にて切除術施行。人工肛門造設、肝転移もあり stage Ⅳ
の進行癌と診断。既往に COPD。化学療法終了後、家族へ予後が伝えられ緩和ケア目的にて平成 30 年 3 月に
当院へ入院。酸素 1.5L 使用。腹水があり、食思低下、ベッド上対応。本人に予後未告知。家族は「最後は自
宅で看取りたい」と希望があった。

【経過】
初回カンファレンスで自宅療養を目標に進めていった。腹水穿刺や外出支援後より離床頻度が増えカラオケを
するなど活気は上がった。しかし、病状やケアへの不安があり家族へ迷惑をかけたくない思いもあったので自
宅療養に時間を要していたが主治医より予後を説明し、一時退院をする事となった。訪問支援は慣れた病棟ス
タッフで行った。一時退院した事で、本人・家族共に自信となり 2 回外出する事が出来た。その後、病状進行
による呼吸苦や苦痛が出現し、家族が自宅での看取りを希望された為、医師など付き添いのもと退院された。
その日の夜、家族・親戚に見守られながら永眠され、エンジェルケアは家族、孫と一緒に取り組む事が出来た。

【考察】
本人へ予後を伝え、残された時間を自宅で家族と過ごす事を望んだからこそ自宅療養へ繋げる事が出来た。ま
た、家族の想いを尊重し自宅で過ごす事が出来た事や、エンジェルケアもみんなで行えた事で十分にケアが出
来たと満足感が得られ後悔のない最後を送る事が出来た。

【おわりに】
その人らしい最後を迎える為には本人・家族の想いを尊重し、私達はその方々が後悔のないように支援出来る
体制作りや質の高いケアを整えていく必要がある。
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12-10-5　ターミナルケア・緩和ケア・看取り／家族とのかかわり
口から食べられない時期・エンドオブライフ期の代理決定 
―多職種で関わる取り組み―

印西総合病院

うつのみや あや

○宇都宮 彩（看護師），金森 祐樹，寺田 昂生

【はじめに】認知症患者とその家族は「口から食べられない時期」を避けて通れず、エンドオブライフ（以下
EOL）における栄養補給法は、患者、家族、医療従事者が最後まで悩む大きな課題である。今回、医師から老
衰と判断され栄養補給法について決断を迫られた患者家族が医療従事者との密な話し合いを通して代理決定に
至った経過について報告する。 

【倫理的配慮】家族に報告目的を説明し同意を得た上で当院倫理委員会の承認を得た。 
【事例紹介】A 氏、90 歳代、女性。グループホーム入所中に転倒し骨折。当院にはリハビリ・療養目的で入院。
当初は経口摂取していたが喫食量低下し個別介入するも向上せず、医師より老衰と判断され今後の医療介入、
EOL の過ごし方について検討する流れとなった。 

【経過】経口摂取のみでは生命維持困難となり、医療介入も含めた EOL の過ごし方について家族の意向を聞き
取った。経口摂取の望みを捨てきれず、経鼻ルートにて栄養量を確保しながら経口摂取を併用した。栄養量の
確保は出来たが自己抜去を繰り返すようになり、再度家族を交えて話し合いを重ねた。身体的苦痛緩和、好物
のウナギの摂取と外出を目標に、家族が胃瘻造設の代理決定をした。造設後は自発的発語が聞かれ、リハビリ
を重ねたのちに約 1 年ぶりの外出と、家族同席のもとウナギも摂取できた。 

【考察】A 氏は事前意思表明書がなく医療介入の選択を家族が代理決定し、胃瘻造設に至った。この選択が A
氏の意思に沿っていたかは判断できない。家族がのちに後悔する結果とならないようすべての情報を提供し共
有できる時間を設けた。この時間が A 氏への思いを互いに吐露する場となり信頼関係が醸成されていき、家
族の思いを深く聞き取ることができた。その過程が家族に寄り添い、後悔のない代理決定になったと考える。
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12-11-1　業務改善／労務管理
医療廃棄物分別方法の変更による成果と展望

1 医療法人慈啓会　白澤病院，2 ICT 委員会，3 呼吸器内科，4 内科

ときた ともよ

○時田 朝代（理学療法士）1,2，富川 綾子 1,2，菅間 康夫 1,3，太田 照男 1,4，星 亮次 1,2

【はじめに】平成 26 年 11 月、それまで一般廃棄物として処理していた注射薬外袋の廃棄方法について、改善
するよう宇都宮市の担当者から指導があった。当院担当部署は産業廃棄物業者と相談の結果、同様な医療系被
覆プラスチック袋 ( 経管栄養バッグ、シリンジ、プラスチック手袋、各種製品外袋など ) を感染性廃棄物とし
て処理する事を決めた。その結果、処理費用が増大、当院 ICT(Infection Control Team) 委員会は医療廃棄物
の適切な分別をふまえた上で、コスト削減に向けた取り組みを行った。その成果と取り組みの過程で生じた疑
問や問題点について報告する。

【活動内容】当初より ICT 委員会では、感染物質で汚染されていない医療系被覆プラスチック袋などを感染性
廃棄物として分別する事に疑問を持ち、担当部署を通じ廃棄業者及び市担当者へ度々交渉を行った。その結果、
平成 30 年 1 月より新たに非感染性産業廃棄物分類として「廃プラスチック類」の区分を設けることになった。
新たな分別表の作成と掲示、適切な分別のための院内研修会の開催や病棟ラウンドを通じ指導を行った。

【結果】廃棄物処理にかかる費用は対前年比 15％の削減ができた。
【考察】分別区分を多くしたことで、新たな廃棄ボックスの設置や巡視を介した職員への周知徹底、その為の
掲示物の作成など多くの労力を必要としたが、低減できたコストは十分に見合うものと考えられた。ひっ迫す
る病院経営をふまえ、今後も適正かつ合理的な分別についてさらなる検討を続けたい。一方、近隣病院のゴミ
分別状況を確認したところ、廃プラスチック類の分類を設けていない施設や、感染性廃棄物として処理する施
設など病院によって異なることが明らかとなった。環境省より発出されている「感染性廃棄物処理マニュアル」
の更なる整備、市などの行政による合理的かつ経済性を踏まえた積極的な「指導」の必要性が感じられた。
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12-11-2　業務改善／労務管理
当院における電気刺激療法の実施状況と普及に向けた取り組み

1 花の丘病院　リハビリテーション科，2 介護老人保健施設　カトレア，3 藤田医科大学　保健衛生学部　リハビリテーション科

おきの あさひ

○沖野 旭（理学療法士）1，井上 拓 2，塩山 雅希 2，平松 裕斗 1，江口 梓 1，森井 慎一郎 1，木村 圭佑 1，松本 隆史 1，
櫻井 宏明 3

【はじめに】
当院では電気刺激療法として『イトー エスパージ』を導入している . 院内の療法士に対して行ったアンケート
調査では全体の約 4 割がエスパージの使用経験が無く , 使用しにくい理由は ,『使い方が分からない』(52.6%)
が一番多かった . そのため今回勉強会を開催し , 再度アンケート調査を行うことで勉強会前後の使用状況の変
化を追った .

【対象と方法】
療法士 39 名に対しアンケート調査を実施した . 内容はエスパージについて , ①使用経験の有無②使用すること
ができるか③電気刺激療法に関する勉強会参加の有無④治療効果の実感⑤機器の設定時に参考にしたもの⑥使
用しない理由とした . ① , ④の項目は勉強会前後での変化を調査した . また , ④と⑤は使用経験者 , ⑥は使用未
経験者を対象に質問した .

【結果】
39 名にアンケートを配布し ,33 名から回答を得た .『調査』① - ⑥に関する結果は以下の通りである . 尚 , ① ,
④の項目については勉強会前後での変化 ( 前→後 ) を示す . ① : 臨床場面で使用経験あり (55 → 75%), 使用した
ことがない (32 → 9%), 健常者間で練習経験あり (13 → 16%). ② : 使用することができる 22%, ある程度できる
53%, どちらとも言えない 6%, あまりできない 13%, できない 6%. ③ : 参加経験あり 69%, 参加経験なし 31%. ④ :
期待通り (0 → 0%), やや期待通り (38 → 37%), どちらでもない (38 → 42%), あまり期待通りでない (19 → 17%), 期
待通りでない (5 → 4%). ⑤ : 参考文献 6 件 , エスパージプログラム早見表 20 件 , 参考文献・教科書 4 件 , 過去の
経験 6 件 , 適当 2 件 , 勉強会の内容 4 件 . ⑥ : 使用までの準備が面倒 53%, 対象となる人がいない , 使い方が分か
らない 37%, 治療効果に疑問を感じる 25% の順で多かった．

【考察】
勉強会実施後 , 使用経験者は増加した . 一方で , 使用経験者の中には治療効果の実感が乏しいと回答した割合が
多かった . 今後 , 使用状況を継続的に増やすためには , 院内での症例報告会開催など電気刺激治療の効果を共有
するための取り組みが必要であると考える . 
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12-11-3　業務改善／労務管理
自分の腰も守り隊！～ノーリフティングケアを導入して～

呉記念病院

しんがい けん

○新開 賢（介護福祉士），飯川 ひろみ，不動 裕子，秋山 香，沖田 さやか，徳永 圭志

【はじめに】当院の介護療養病棟 (50 床 ) は要介護度 4 か 5（平均 4.7）で、離床は主に入浴時・食事時・レク
リエーション時・リハビリ時である。以前の移乗時は病棟職員の 2 人介助にて患者を抱え、ベッドからリクラ
イニング車椅子への移乗を行なっていたが、多くの職員が腰痛に悩まされていた。そこで、病棟職員の腰痛を
軽減する為に、まず入浴時の移乗方法の見直しから始め、病室から浴室まではベッドで移送し、ベッド ･ 入浴
用ストレッチャー間をスライド移乗として、抱えない移乗を統一化できた。しかし、ベッドからリクライニン
グ車椅子への移乗は、抱えたり持ち上げる方法が簡単で時間がかからないという理由で、移乗方法の改善には
至らなかった。そんな中、職員より「移乗する際、腰痛予防対策の為の基準があるのでは？」と発言があり、
調べてみると「ノーリフティングケア」を知り、これを病棟で取りいれる事が出来ないかと考えた。今回は、ノー
リフティングケアの導入・過程・改善に向け取り組んだ結果をここに報告する。
 
 

【方法】　
①　ノーリフティングケアについての外部研修へ参加する。
②　リハ科と連携して院内研修を開催しスライディングシート・ポジショニンググローブ ･ スライドボードを
導入し取り組みを開始する。
③　ケア導入後の職員の身体的 ･ 精神的負担について意識調査を行い、調査結果を検討する。
　　　　

【結果 ･ 考察】
　ノーリフティングケアを導入して、職員の腰痛負担を軽減できた。
　この取り組みのなかで、リハ科との連携でスライディングシート等の伝達講習を行う事により、職員が正し
く使用できるようになった。又、病棟職員のノーリフティングケアに対する理解が深まり、腰痛予防・負担軽
減に対する意識も高まったと考えられる。
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12-11-4　業務改善／労務管理
心と体の緊張をほぐす腰痛予防への取り組み 
－ハムストリングスの柔軟性を高める体操を試みて－

協立温泉病院　看護部

しみず みちえ

○清水 路恵（介護福祉士），堀江 優雅子，生島 秀美

《はじめに》
 近年、超高齢社会への突入とともに、慢性期を担う当院も日常生活において介護を必要とする患者が増加の
一途を辿っている。日常生活援助では前屈姿勢も多く、勤務する職員も常に腰痛リスクを抱えながら日々の業
務を行っている。そのため、大きなストレスに繋がっている現状である。
今回、職員の腰痛予防対策として、腰痛と関連性があると言われる「ハムストリングス」と「体前位」に着目
した。大腿後面にある筋肉をほぐし柔軟性を高める体操を取り入れることで腰痛改善および予防に取り組んだ。

《倫理的配慮》院内倫理委員会の承認を得て、参加者個人に不利益が及ばぬように配慮し行った。
《研究対象》病棟職員（看護師 15 名 介護職 13 名）
《期間》2018 年 10 月～ 2019 年 10 月  
《研究内容》
 事前に、職員全員に腰痛に関するアンケート調査実施、70％が腰痛に悩んでいることが明らかとなった。身
体測定（年齢、身長、体重、BMI）と立位体前位測定を実施したうえで、「ハムストリングス」の効果的ストレッ
チプログラムを作成した。2018 年 11 月から 2019 年 2 月は体前屈を主としたストレッチ 2019 年 3 月から 2019
年 6 月はハムストリングスを主としたストレッチを、平日の日勤者業務開始前（朝会終了後）にその日の勤務
者全員で継続的に取り組んだ。個人での継続は非常に困難であるため、集団で定期的に継続実施したことは効
果的であった。腰痛予防体操取り組み後に、立位体前位とハムストリングス測定を行い数値の比較、分析を行
う。

《結果》
 ストレッチの継続によりハムストリングスの柔軟性は明らかに高まっている。なにより、業務開始前に自身
と向き合う時間を確保することで、身体面だけではなく精神面でのゆとりに繋がっている。集団での実施はコ
ミュニケーション力向上とチーム力向上においては大きな効果となっている。

《おわりに》
今後、データー集計とともに結果を明らかにしていく。
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12-11-5　業務改善／労務管理
ケアミックス病院に勤務する介護職員に対する腰痛予防への取り組み

白浜はまゆう病院

よしだ まさとし

○吉田 成寿（介護福祉士），高村 錬次郎，林 絵理香，岩本 有姫，林 友博

【はじめに】厚生労働省が公表する業務上疾病発生状況等調査によると、4 日以上の休業を要する職業性疾病
の発症件数のうち腰痛は約 6 割を占める労働災害である。A 病院はケアミックス病院で、介護業務は身体介護
が主で、中腰姿勢等、腰に負担のかかる業務が多い。始業前と休憩後の腰痛体操導入により、腰痛が軽減し腰
痛予防への意識向上に繋がるのではないかと考え腰痛体操の効果の検証結果を報告する。

【対象と方法】2018 年 8 月～ 10 月当院の介護職員 46 名。体操実施期間前後の腰痛予防への意識、腰痛の度合
いの変化をアンケート調査した。

【倫理的配慮】院内の倫理委員にて承認を得た。
【結果】アンケート回収率は前後共 100%。腰痛が有ると答えた職員は、体操実施前が 32 名で実施後が 23 名で
あった。NRS で前後を比較した結果、痛みが増えた 7 名、変化なし 15 名、改善した 24 名であった。体操開
始からどれくらいで腰痛軽減を実感したかの質問に、当日 2 名、1 週間以内 8 名、2 週間以内 8 名、1 ヵ月以
内 3 名、未記入 3 名であった。事前アンケートで、体操実施が腰痛予防や軽減になると思うかの問いに、「思う」
16 名、「やや思う」23 名、「あまり思わない」5 名、「思わない」2 名であった。事後アンケートで、体操を継
続しようと思うかの質問に、「思う」18 名、「やや思う」16 名、「あまり思わない」5 名、「思わない」7 名であっ
た。

【考察】体操実施後、痛みが軽減した 24 名、今後も継続して体操を続けたい 34 名との結果より、体操導入は
腰痛軽減と予防に対する意識向上に繋がったと考える。痛みが増したスタッフの要因として環境因子、社会的
因子、心理的因子が考えられ、2 ヶ月という短期間での改善は難しいと考える。

【結論】腰痛体操実施により腰痛が軽減し腰痛予防への意識が向上した。今後は体操継続の体制構築と痛みが
増したスタッフへの専門職による助言や業務改善が課題となる。
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12-11-6　業務改善／労務管理
慢性期病棟におけるリハビリテーション部門の管理運営 
～より良いリハサービスの提供を目指して～

公益財団法人健和会　大手町リハビリテーション病院　リハビリテーション部

まき しょうこ

○槙 抄子（作業療法士），本田 妙子，原 亮太郎，義経 晋仙

[ はじめに ]
当院慢性期病棟は、在宅復帰機能強化加算や認知症ケア加算を取得する療養病棟が 3 病棟と障害者病棟が 1 病
棟の 4 病棟からなる。患者層は高齢で複数の疾患を併せ持つ場合が多く、また社会的な背景が複雑で自宅復帰
に難渋する事例が見受けられる。病棟機能に応じた適切なリハビリテーション（以下リハ）サービスを提供す
るために課題を明確にし、取り組みを実施した。考察、今後の課題について報告する。
[ 方法 ]
 課題に応じて 3 期（1 期：2014 年・2015 年、2 期：2016 年・2017 年、3 期 2018 年～）に分けた。
[ 経過と結果 ]
・1 期：2014 年・2015 年
2013 年に小倉南区から新築移転し、入院元の変化により入院患者数の増加やリハ適応疾患が増え、リハ技師
数が不足しリハサービスの提供量が不十分となったためリハ実施基準を作成、リハ技師の適整数を割り出した。
・2 期：2016 年・2017 年
リハ技師を 3 名増員し PT12 名・OT4 名、病棟担当制を導入した。OT 配置割合は 33％。適応の高い患者に 1
日技師一人当たり 1.98 単位を提供し、また病棟担当制により連携を深め在宅支援の充実が図れた。
・3 期：2018 年～
技師の職種配置の片寄りもあり、職種の専門性が活かされにくい状況があり、職種別の役割りの明確化、評価
の標準化の指標を作成した。また、PT・OT の比率を少しずつ揃える方針で、2019 年には PT11 名に対し
OT5 名、OT 配置割合 45％。OT の専門的なアプローチが必要な方への対応が容易となった。
[ 考察と今後の課題 ]
 リハ技師数の増員やリハ実施基準により適切なリハサービスの提供量が確保されたが、反面基準に縛られ臨
機応変な対応が難しい面もあった。また、質的側面では職種の役割りを明確化し職種の片寄りを緩和する事で
より専門的な関わりが提供でき、個別の患者に応じたリハサービスの提供に繋がったと考える。今後も慢性期
病棟に求められるリハの課題を模索しつつリハ技師の育成、リハサービスの標準化を図っていきたい。
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12-11-7　業務改善／労務管理
北海道胆振東部地震によるブラックアウトを経験して

新札幌パウロ病院　リハビリテーション科

ふかさか かつひろ

○深坂 克洋（理学療法士）

【はじめに】
平成 30 年 9 月 6 日北海道胆振東部を中心とした地震が起き、その後北海道全域で大規模停電（以下ブラック
アウト）が発生した。電力を使用するあらゆる物が使用できなくなり、日常生活に影響をあたえた。当院訪問
リハビリテーション事業所（以下当事業者）でも、いくつかの問題が起こり業務に支障をきたした。再度災害
が起きたときに対応できるように問題点をまとめ、当事業所対応策を検討した結果を報告する。

【問題点と対応策ならびに課題】
(1)  連絡方法は、当事業所職員との連絡は個別になってしまい安否確認、状況確認、出勤の可否について時間
を要した。そこで発生日の夕方に LINE グループを作成し連絡事項を一斉送信することで、状況把握がスムー
ズになった。
利用者、利用者家族への連絡は、事業所の固定電話が停電で使用できなくなった為、業務用の携帯電話で対応
したが、利用者宅の固定電話も使用できなくなっている為、携帯電話番号がわかる利用者は携帯電話に連絡を
行い全ての利用者との連絡は、ブラックアウト後から３日後になった。対策として、利用者、利用者家族に担
当職員の業務用携帯番号の登録を促している。
(2)  出勤、サービス提供の判断は、基本的に出勤ベースで対応し、サービス提供は中止した。今回は情報が入
手できなく、当事業所職員の安全性が確保されていない状況で出勤させたことは反省点である。またサービス
提供中に災害にあった場合の対応方法も検討した。
(3)  停電の影響は信号機が点灯していない。利用者のサクションや電動ベッドが使用できない。パソコン、携
帯電話の充電ができないなどの問題が起きた。現在は対応策も検討し災害マニュアルとしてまとめている。

【まとめ】
今回の課題の解決方法は完全ではなく、災害規模、ライフラインの復旧スピードにより変えていかなければな
らない。当事業所職員、利用者の安全確保と、業務遂行の為に今後も検討していかなければならない。


